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フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査 

要 旨 
 
調査の背景および目的 

フィリピン共和国は島嶼国として約 36,000kmに及ぶ長大な海岸線を有しかつ台風を始めとする

自然災害が多く発生する国であり、気候変動による世界各国への影響を評価した 2021 年の世界気

候リスク指数によると、同国は 2000 年から 2019 年の間に世界で 4 番目に気候変動の影響を大き

く受けた国とされている（Global Climate Risk Index 2021, GERMANWATCH）。また、気候変動対

策を実施しない場合、フィリピンの GDP は 2040 年までに最大 13.6%減少するとされており

（Philippines Country Climate and Development Report 2022、世界銀行）、気候変動対策が喫緊の課題

であるものの、緩和および適応ともに国内の取組みが遅れている。 

本調査の目的は、フィリピンにおける気候変動対策に関する政策や取組み状況、課題、現地

ニーズを調査・分析し、重点セクターを選定の上、日本政府及び JICAの気候変動政策・方針に留

意しつつ、フィリピン政府としてNDCを始めとする同国の気候変動対策目標の達成を目指すにあ

たり、更なる取組みが必要とされる分野をとりまとめることである。 

日本政府および JICA の気候変動対策に関する戦略、支援方針 

日本政府は、気候変動対策に関する戦略である「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」

（令和 3 年 10 月閣議決定）や「GX 実現に向けた基本方針」（令和 5 年 2 月閣議決定）おいて世界

の脱炭素化を含む気候変動対策分野の支援を牽引するとしている。また、JICA は「気候変動対策

分野ポジションペーパー」（2016 年 9 月）において、重点課題として ①低炭素、気候変動影響

に対応する強靭な都市開発・インフラ投資推進、②総合的な気候リスク管理の強化、③途上国の

気候変動政策・制度改善、④森林・自然生態系の保全管理強化、を挙げている他、「JICA グロー

バル・アジェンダ」の No.16（気候変動）では、具体的な気候変動対策に関わる協力方針として

①パリ協定実施促進（計画策定、能力強化）と②コベネフィット（開発便益と気候便益）型気候

変動対策の分野で協力を推進している。 

気候変動対策に関する国際潮流 

気候変動問題は、国際社会が一体となって直ちに取り組むべき重要な課題である。国際社会で

は、1992 年に採択された国連気候変動枠組条約（UNFCCC: United Nations Framework Convention 

on Climate Change）に基づき、1995 年より毎年、締約国会議（COP: Conference of the Parties）が開

催され、世界での実効的な温室効果ガス（GHG: greenhouse gas）排出削減の実現および気候変動

影響への適応に向けて、精力的な議論が行われてきた。 

2015 年 12 月にパリで開催された COP21 においては、2020 年以降の GHG 排出削減等のための

新たな国際枠組みとして、パリ協定が採択された。パリ協定は世界共通の長期目標として世界全

体の平均気温の上昇を工業化以前よりも 2℃高い水準までのものに制限することを目標と設定し

た他、1.5℃に抑える努力を追求することも目標とした。この合意により途上国も含めた全ての国

による取組みを進めることとなり、主要排出国を含む全ての国が削減目標を 5 年ごとに提出・更
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新することが求められる他、適応についても長期目標の設定、各国の適応計画や適応策の実施が

求められている。 

フィリピンにおける気候変動の影響 

フィリピンの平均気温は、1951年から 2015年にかけて 0.68℃上昇しており、降雨パターンや熱

帯低気圧の経路も変化している。海面上昇については、同期間で年間 5.7～7.0mm上昇しており、

これは同期間における世界平均の約 2 倍となっている。また、気候変動に関する政府間パネル

（IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change）による将来予測によれば、気候シナリオによる

ものの 21 世紀末までに気温は約 1～2℃上昇し続け、降雨量には大きな変化はなく地理的な違い

はあるものの、変動性と強度が増し、極端な気象がその強さと頻度を増すと予測されている。ま

た、気候変動による同国への影響として、2010 年から 2019 年におきた自然災害による被害額は

総額で約 4,630 億フィリピンペソ（以下「PHP」という。）、死者は 12,097 人と報告されている。

被害額のうち、約 62%（約 2,900 億 PHP）が農水産業に対する被害であり、次いでインフラ施設

に対する被害が約 23%（約 1,090 億 PHP）、残り 14%が通信／民間施設への被害（約 661 億 PHP）

と報告されている。 

フィリピンの気候変動関連政策・制度、GHG 排出状況 

フィリピン政府は、気候変動を政府の計画と意思決定プロセスに主流化し、フィリピンにおけ

る気候変動の緩和と適応の枠組みを確立することを目的とした「気候変動法」を 2009 年に制定し

た他、「気候変動に関する国家枠組み戦略 2010-2022」、「国家気候変動行動計画（NCCAP）2011-

2028」、「地方気候変動行動計画（LCCAP）」等を制定し、各分野における気候変動対策を進めて

いる。 

また、フィリピン政府は 2017 年にパリ協定を批准し、2021 年に自国が決定する貢献（NDC: 

Nationally Determined Contribution）を UNFCCC に提出した。同 NDC の中で、GHG 排出ピークの

目標を 2030 年までとする他、緩和に関する目標として、2020 年から 2030 年の間に、何も対策を

せず現状を維持した場合（BAU: Business as Usual）に比べ、GHG 排出量を 75%削減することを目

指している。なお、75%のうち 2.71%は自国の努力のみによって達成（unconditional）、残りの

72.29%は先進国からの資金的・技術的支援を受けて達成を目指すという条件付き目標

（conditional）となっている。同 NDC においては、気候変動の影響の軽減や回避といった適応策

についても農業、森林、生態系、保健、人間の安全保障に関わる分野で実行に移す意思を示して

いる。また、現在フィリピン政府は NDC の実行計画（NDC Implementation Plan）および国家適応

計画 2023-2050（NAP：National Adaptation Plan）を策定中であり、フィリピンにおける具体的な

適応策および緩和策推進の指針となる。なお、上記の方針や計画を受けて、フィリピン政府によ

る気候変動対策事業（緩和および適応）に対する政府予算は 2017 年の 1,950 億 PHP から 2022 年

の 2,890 億 PHP に急増している（全体予算に占める割合では 7%から 5.7%に減少）。 

フィリピンの GHG 排出量は、最新の国家 GHG インベントリ（2020 年データ）によると、

230.260百万 CO2換算トン（以下「CO2e」）となっている（森林と土地利用による炭素吸収量を差

し引いた場合は 204.325百万トン CO2e）。この値は 2010 年の GHG排出量（吸収量なし 107.346 百

万トン CO2e、吸収量あり 144.353 百万トン CO2e）と比べて大きく増加している。最大の GHG 排
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出源はエネルギー部門（吸収量あり全体の約 48%）であり、次いで農業（同 26%）、廃棄物（同

14%）、交通（同 14%）及び工業プロセス（同 8%）である。詳細な内訳が公開されている 2010 年

GHG インベントリ報告書によると、エネルギー部門の排出量（交通を除く）の内訳は、エネル

ギー産業が約 6 割、製造業による燃料消費が約 2 割を占めている。農業部門では稲作が最大の排

出源となっている他、工業プロセス部門ではセメント業など鉱業が排出の大部分を占めている。

廃棄物部門からの GHG 排出は、排水処理と廃棄物処理によるメタン排出が大部分を占める。 

本調査における重点セクターの選定 

本調査では、フィリピンの政策全般など横断的事項を含み、かつNDCから確認できるような幅

広い分野を調査の対象として情報収集を行った。収集した情報を分析した結果、更なる取組みが

必要とされる重点セクターについては、フィリピンにおけるGHG排出状況、将来予測に加えて、

フィリピン政府の予算情報から気候変動対策の進捗、優先度を確認し、今後、更なる取組が必要

と想定されるとともに、これまで JICA による気候変動対策関連の協力実績が十分でないといえ

る、エネルギー、産業、農業、森林・自然環境、都市環境に加えて、政策全般（パリ協定実施、

民間導入など）に関わるセクター横断的な事項とした。 

各セクターの概況 

エネルギー：最大の GHG 排出部門（交通セクターを除いて全体の 49%、2020 年に 99.854 百万

トン CO2e）であるとともに、台風の激甚化等気候変動の影響により電力を含むインフラ損傷の

リスクもあり、緩和策および適応策の実施が必要となっている。フィリピンエネルギー計画

（2020-2040）では新規石炭火力発電建設の停止、電力需要増に対応するための天然ガス火力発電

の大規模導入および再生可能エネルギー大規模導入が掲げられている。エネルギー産業のほとん

どが民営化されており、その投資促進が政府の計画達成に大きく影響する。太陽光や風力の開発

については比較的取組が進んでいるが、地熱や水力、天然ガス利用については取組が遅れている。

送電網も民営化されており、2028 年までの全電化という野心的な目標が掲げられている。水素や

CCUS といった大きな緩和効果が期待できる新興技術についても検討が始まっている。 

エネルギーセクターのあるべき姿として、開発に時間がかかる施設・設備が各種存在すること

から、フィリピンエネルギー計画に示される 2040 年目標などの達成に向けて再生可能エネルギー

電源導入、天然ガス火力導入、省エネルギーの推進を加速化させる土台を形成していくことが短

期的に求められる。また、そうした施設・設備の導入にあたっては気候変動の影響により激甚化

する気象災害による被害の低減や自然エネルギー利用可能量の低下を事前に検討し、その影響を

最小限とする適応策の観点も並行して取り組んでいく必要がある。 

産業・民間促進：産業セクターからの GHG 排出量は全体の 8%（2020 年に 16.772 百万トン

CO2e ）となっており、内訳（2010 年インベントリデータ）を業界別にみると、セメント産業が

77%、鉄鋼産業が 13%、冷凍空調産業が 9%となっており、フィリピン政府もこの 3 業界を対象に

NDC の下で気候変動対策を推進する計画としている。政府は気候変動対策を民間企業に義務付け

ておらず、現在取られている対策は企業の自助努力によるものであるが、取組みを後押しするよ

うな税優遇措置、補助金などのインセンティブを企業に付与している他、銀行によるグリーン

ファイナンスも進められている。 
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各業界の外資系や財閥系の大企業を中心にゼロエミッションを含む気候変動対策を企業活動に

取り込んで、気候変動対策に自発的に投資を行い取り組んでいるが、これらを除く中小企業を含

む国内に基盤を置く企業は、収益を圧迫するような対策を自発的に行っていないのが現状である。

そのため、GHG 排出量の大きな企業の自発性を促す経済的インセンティブの付与によって、産業

セクターの GHG 削減を図ることが重要となる。 

農業：農水産業は、熱帯台風、エルニーニョに関連した干ばつ、洪水、不規則な大雨などの気

象イベントにより毎年損失や被害を受けており、2022 年の被害額は農業セクターGDP の 1.4%に

のぼった他、他の産業に比べて労働生産性や収入が低く、農水産業従事者の貧困率も高いことか

ら、気候変動による負の影響をより受けやすい。一方農業セクターは、主要な GHG 排出源の１

つであり、2020 年国家 GHG インベントリではエネルギーに次いで 2 番目に GHG 排出量が多く

（54.08 百万トン CO2e）、全体の約 26%を占めている。ただし GHG 排出量は、2030 年に向けて他

分野のように大きく増加する予想はされておらず、フィリピン開発計画（PDP: Philippine 

Development Plan）2023-2028 においても農業分野からの排出削減目標は設定されていない。適応

策により重点を置いてきたが、将来的な気候変動に対する影響評価や対策検討・実施が十分では

ない。GHG 排出削減政策措置も示されてはいるが、農家レベルの取組は十分ではない。 

農業分野の政策として、PDP、国家農水産業近代工業化計画（NAFMIP 2021-2030）において、

農産物生産効率の向上、バリューチェーン全体としてのレジリエンス向上等が示されており、

NCCAP においても、食料安全保障にかかる取組として、農水産業の生産・流通システムと農水

産業コミュニティの気候変動への強靭化が掲げられている。 

当該セクターのあるべき姿として、気候変動リスクを考慮した計画立案・実施を進めて気象災

害による被害低減を図り、食料の安定供給と農水産業従事者の生計向上を目指すとともに、農業

近代化・機械化に伴うエネルギー・水などの資源の有効利用、GHG 排出量抑制にも取り組んでい

く必要がある。 

森林・自然環境：フィリピンでは、現状の森林率約 24%（718 万 ha）（2020 年時点）をさらに

回復すべく、国家植林プログラムが実施され、REDD+実施に向けた準備がされている。2020年の

国家 GHG インベントリにおいて森林・土地利用（FOLU: Forestry and other land use）セクターは

71.355 百万トン CO2e を吸収している一方、森林伐採等によるバイオマス炭素貯蔵量の損失は

45.420 百万トン CO2e となっている。NDC においては緩和策として森林保護・回復、および森林

保全のための成果払い資金へのアクセスを推進している。今後、緩和策であるREDD+の取組みや

緩和・適応策に当たる国家植林プログラムを通して森林率を高めつつ、水源涵養機能等の森林の

多面的機能や生態系保全に資する気候変動に対する強靭な取組みが求められている。 

沿岸/海洋・生物多様性サブセクターにおいては、沿岸における災害の危険リスクおよび異常気

象に曝される頻度が高い。生態系サービスや強靭性のあるコミュニティ形成を掲げる Philippine 

Biodiversity Strategy and Action Plan （2015-2028）を軸として生物多様性条約に係る 30by30 への取

組みがあるが、海洋保護区においては沿岸/海洋地域の総面積における海洋保護区（1.74%）と低

位に示されている。NDC では、適応策として沿岸/海洋生態系および生物多様性の分野において

損失と損害に対処することや、緩和とコベネフィットを伴う適応戦略に取組むことが示される。
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今後、緩和策として注目を集めるブルーカーボンに係る海洋から炭素隔離に取組む政策や、適応

策においては引き続き海洋保護区の拡大を図る政策の実施が求められている。 

都市環境：都市環境セクターには廃棄物処理及び排水処理が含まれ、GHG インベントリでは廃

棄物セクターとして位置づけられている。同セクターはフィリピンの GHG 排出量全体の約 15%

を占める排出源であり（2020 年に 30.122 百万トン CO2e ）、詳細な GHG インベントリの内訳が確

認できる最新のデータが記載されている 2010年国家インベントリ報告書によると排水処理（セク

ター全体の約 7割）と廃棄物管理（同約 3割）となっている他、排出される GHGの 95%がメタン

である。廃棄物および排水の量はフィリピンの人口増加とともに増加傾向にあり、GHG の排出も

2010年の 15.55百万トンから 10年で 2倍近く増加している。GHGの排出削減に向けて、フィリピ

ン政府は NCCAP の重点化項目である実現可能な全ての廃棄物の再利用、リサイクル、堆肥化プ

ログラムの実施、集中型/分散型排水処理システムの導入等を進めている。また NDC 政策措置に

おいても、堆肥化や埋め立て処分場におけるメタン回収、 浄化槽および下水処理施設の拡充等が

緩和策として挙げられ、導入検討が行われている。 

都市環境セクターのあるべき姿としては、制度・規制等の整備や各 LGUにおける廃棄物管理専

任官の配置により廃棄物管理/排水処理の適正な管理を強化するとともに、循環可能な資源の有効

活用と再利用を推進する。廃棄物管理については再利用やリサイクルを通じて廃棄物の発生抑制

や削減、転用を促し、排水については集中型/分散型排水処理等の適切な汚泥排水処理システムの

確立に加え、LGU のクラスター化等の持続的な運営・維持管理に必要な財務基盤も含めた体制を

確保することが重要となる。 

フィリピンにおける気候変動対策推進に関する課題 

重点セクターにおける気候変動対策に関わる政策、計画および取組み状況を分析し、各セク

ターにおける課題の抽出を行った。 

能力開発に関する課題：全ての重点セクターにおいて、中央政府および地方政府における気候

変動対策への取組みへの理解不足、政府職員の能力不足がフィリピン側から指摘された。また民

間事業者および住民についても、気候変動リスクおよび対策への理解、関心、ノウハウの不足が

ある。 

資金に関する課題：フィリピン政府による気候変動関連の全体予算は年々増加傾向にあるが、

洪水対策など防災・適応分野により多くの予算が振り分けられている。緩和については、交通セ

クターには多くの予算が振り分けられているものの、その他各セクターで予算不足が特定された。

また、NDC 実施計画で検討中の取組みには新規技術の導入も必要とされるものの、研究・開発費

も含めて予算が不足している。また、民間企業が気候変動対策を実施するためには、通常新たな

設備投資が必要となるうえ、対策事業の経済性が低いことが企業の取組を進める上でのハードル

となっている。 

技術に関する課題：複数のセクターにおいて、緩和・適応策を進める上でフィリピン国内では

調達が困難な気候変動対策技術が多く、技術へのアクセスに関する問題がある。また、気候変動

に関する取組みを促進するための各種ツールやデータベース等が整備されていない、データの散
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在、または様々なツールが混在し混乱を招く問題も複数のセクターで課題となっている。 

制度に関する課題：フィリピンでは気候変動対策を推進するための政策、計画が概ね既に整備

されているものの、セクターによっては政策や計画、方針が未整備のもの存在する。また、国内

に複数の基準があるため気候変動対策技術の導入が阻害されている事例が確認された。 

上記の課題について、各セクターで課題の重要度を検証するため、課題を解決した場合のイン

パクトの評価を行った。NDC における GHG 削減目標や適応分野の方針にどの程度貢献あるいは

合致するかを分析したほか、セクター・サブセクターの政策・計画・目標等の実行、達成にどの

ように資するかを分析した。また、セクター全体あるいは社会経済全体への波及効果があるかど

うかも分析を行った。 

強化プログラムの方向性 

抽出された課題を分析し、フィリピン政府として更なる取組みが必要とされる重点セクターに

対し、「強化プログラム」を検討した。特定した課題の解決に資するだけでなく、フィリピンお

よび我が国の政策に適切に合致するとともに、気候変動対策としての効果が望めるような強化プ

ログラムの検討をおこなった。 

強化プログラムは、課題の解決に資するプロジェクトを複数組み合わせたもので、仮説的に

JICA の支援スキームを組み合わせ、課題解決に資する最適なプログラムとなるように検討を行っ

た。また、強化プログラムを構成する各プロジェクトは、短期的な課題として、特に緊急性の高

い課題（フィリピンの現行の NDC の対象期間が終わる 2030 年より前に解消されることが望まし

い課題）に対応する「短期プロジェクト」と、中長期的な課題（プロジェクトの開始時期に関わ

らず 2030 年以降に解消されるべき課題）に対応する「中長期プロジェクト」に分けられる。 

加えて、強化プログラムの優先付けを検討するため、対応する課題それぞれについて、緊急度

合い、気候変動適応および緩和効果、セクター全体および政策への波及効果（インパクト）、さ

らに日本の知見や技術の適用可能性を分析し、各課題および強化プログラムの評価を行った。 

パリ協定実施促進（分野横断）：重要性が高い課題として挙げられた、パリ協定下で提出が求

められている文書の多くが未提出である問題や透明性の確保に向けた取組みが遅れている点、ま

た、気候変動委員会（CCC: Climate Change Commission）職員の能力に関する課題、そして地方に

おける適応・緩和行動を推進するための地方政府（LGU: local government unit）職員の能力に関す

る課題等の解消を目的とした強化プログラムを検討した。透明性枠組み確立に向けた能力強化プ

ログラムの他、強靭性向上に向けた総合的なプログラム、LGU の GHG 排出削減活動強化に資す

るプログラムが強化プログラムとして検討された。 

エネルギー：当該分野の大きな課題として、再生可能エネルギー（特に水力・地熱）推進のた

めの民間投資の不足、送電網の拡張・強化の遅延、2028 年までの達成が求められている全電化に

必要な資金の不足、水素および CCUS といったゲームチェンジャーになりうる新興技術の導入に

向けた方針や政策の不在、といった課題が挙げられた。これらの課題に対応するため、再生可能

エネルギー向け投資を促進するプログラム、送配電・電化に関わる広範な総合能力強化プログラ

ム、代替燃料と新興技術導入・普及促進に関する様々な支援スキームを組み合わせてプログラム
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等を検討した。 

産業・民間促進：産業分野のほぼ全ての GHG 排出源となっている業種における課題として、

セメント産業における緩和策導入が遅れている課題、ブレンドセメントに関する公共事業道路省

（DPWH: Department of Public Works and Highways）とフィリピン国家規格の基準の不整合に関す

る問題、鉄鋼産業におけるエネルギー削減の遅れ、フロン対策の遅れなどが挙げられた一方、EV

産業については電動ジプニー製造に関わる基準や認証制度等が不在であることの問題や産業廃棄

物リサイクルを促進するための制度が不在である点等の課題が特定された。これらに対応する強

化プログラムとして、高 GHG 排出産業（セメント、鉄鋼業、冷凍空調産業）における総合的な

気候変動対策推進支援プログラムの他、EV 産業の促進に向けたファイナンスを含むプログラム、

廃棄物リサイクル促進に向けたプログラム等の検討を行った。 

農業分野：灌漑施設の計画・運営・管理能力および施設不足に関する課題、気候変動に対応し

た地方開発計画の策定・予算獲得・実施を推進するための関係者の能力に関する課題、気候変動

に対応した農業普及の遅れに関する問題、気候変動に対応する畜産および水産業の推進に関する

課題が挙げられた。これに対し、気候変動を考慮した灌漑施設開発プログラム、スマート畜産開

発プログラム、農地管理プログラム、そして水産業開発プログラムをそれぞれ検討した。 

森林・自然環境分野：森林分野における課題として、データベースを含む国家森林モニタリン

グシステムが未構築である点やREDD+を推進していくうえで必要となる森林リモートセンシング

技術が未確立である点、などが挙げられた一方、沿岸/海洋・生物多様性については海洋保護域等

の管理に向けた戦略保全計画の欠如や脆弱性の高い海洋保護区における生態系のモニタリング・

評価のための技術が不足している点、ブルーカーボンの保全を後押しする政策がない点などが重

要な課題として挙げられた。対応する強化プログラムとして、気候変動を考慮した森林管理能力

の強化に資する総合的なプログラムの他、気候変動を考慮した森林の水源涵養機能管理能力強化

プログラム、そして気候変動を考慮した沿岸/海洋生態系保全管理強化に向けたプログラムの検討

を行った。 

都市環境分野：廃棄物管理については廃棄物管理専任官が多くの LGUで不足しており、技術的

知見・地域情報の不足や専任官の交代時に引継ぎが行われない等の課題に加え、メタン排出の抑

制に繋がる準好気性衛生型埋立処分場だけでなく、衛生型埋立処分場も全国的に不足している問

題、そして資源回収施設が全国的に不足している課題がある。一方で排水については、下水道及

び腐敗槽汚泥の管理事業を推進するための LGUおよび地方水道区の能力不足および資金不足に関

する課題がある。これらの課題に対応する、廃棄物管理改善に資する総合的なプログラムの他、

最終処分場能力改善に向けたプログラム、そして排水処理の改善プログラム等の検討を行った。 

強化プログラムの優先付け 

検討した強化プログラムの中でも、特に緊急性が高く、気候変動適応および緩和効果が期待で

き、さらに波及効果が大きいと思われる強化プログラムを各重点セクターで 2 件特定した他、

フィリピン政府が特に優先的に取組むべきインパクトが大きな強化プログラムとして、以下の 3
件を特定した。 
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表 フィリピン政府が特に優先的に取組むべき強化プログラム 
強化プログラム名

（セクター） 
緩和／ 
適応 

対応する課題および 
期待される主なインパクト 

透明性枠組み確立

および対応能力強

化プログラム 
（パリ協定実施促

進セクター） 

緩和およ

び適応 

課題：フィリピンが国際的な気候関連の報告書（国別報告書、隔年更新報告

書、隔年透明性報告書）を適切なタイミングで提出できるようにするため、

実施手段の改善に向けた支援（キャパシティビルディング、資金、技術移

転、開発）を早急に提供する必要がある。また、透明性確保に必要なデータ

収集・整備に関する制度、システムなどの整備支援、CCC と関連省庁との円

滑な調整と協力関係の改善、CCC 職員の気候変動に関する知識や専門性の強

化が必要である。 

インパクト：策定・提出が遅れている GHG インベントリ、国別報告書等の公

式文書の作成と国連等への提出が円滑に実施されることで、フィリピンの気

候変動対策に関わる取組みや支援ニーズが国際的に明示される。それら文書

に関し、気候変動対策（緩和、適応）の実施状況のモニタリングおよび評価

が実施されることで透明性が確保されパリ協定への適合が進展する。さらに

は、対外的に支援が必要な分野や内容の明確化、ドナー支援検討に必要な基

礎的情報の整備により、ドナー支援の促進に寄与する。 

再生可能エネル

ギー投資促進プロ

グラム 
（エネルギーセク

ター） 

緩和 

課題：再生可能エネルギー（とくに水力・地熱）に関する低調な民間投資。 
インパクト：①再エネは最大の排出削減対策であり NDC 貢献への影響度は最

も大きい。②水力は治水・利水にも対応することで気候変動適応策ともな

り、農業セクターの発展や市民への水供給確保などの波及効果がある。③地

熱はベースロード電源として化石燃料発電を代替できる。④民間のリスク低

減による投資促進は企業の進出にも影響し、雇用創出効果も見込まれる。 

送配電・電化能力

強化プログラム 
（エネルギーセク

ター） 

緩和およ

び適応 

課題：送電網の拡張・強化遅延、2028 年までの全電化にむけた資金の不足、

離島電力インフラの持続可能性不足 
インパクト：①送電網が拡張・容量強化されなければ導入された再エネへの

接続が実現しないリスクから事業者の投資控えにより再エネ導入が 1 年遅延す

る／早まるだけで 2040 年の再エネ発電量は 50,000GWh 弱低下／増大すると予

想されており、天然ガス火力の稼働率を下げ大きな GHG 削減に貢献できる。

②オフグリッド地域の発電源ディーゼルが 91%であることから、この削減に

大きく貢献する。③雇用の促進や経済的な裨益も見込まれる。④適応の観点

で気候変動による災害頻発・激甚化に対して堅牢なエネルギーインフラの構

築ができれば地域の安定的なエネルギーアクセスを確保できる。⑤離島にお

けるディーゼル発電の割合を減らすことでディーゼル調達を減少させ、災害

などによるサプライチェーン寸断に対しても影響を軽減することができると

ともに燃料費の削減が可能となるため、総合的に離島電源の持続可能性を強

化させることができる。 
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略語表 

ADB Asian Development Bank アジア開発銀行 

ADPC Asian Disaster Preparedness Center アジア災害対策センター 

AFD French Development Agency フランス開発機構 

AFR Alternative Fuels and Raw Materials 代替燃料および原材料 

AIM Asia-Pacific Integrated Model アジア太平洋統合評価モデル 

AMIA Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture 農業に関する適応・緩和イニシア
チブ 

APA Adapting Philippine Agriculture to Climate 
Change 

気候変動へのフィリピン農業の適
応 

ARR Afforestation, Reforestation and Revegetation 新規植林、再植林および植生回復 

ASEP Access to Sustainable Energy Programme 持続可能なエネルギーへのアクセ
ス・プログラム  

ASTI Advanced Science and Technology Institute 先端科学技術研究所 

ASTM American Society for Testing and Materials 米国試験材料協会 

AWD Alternate Wetting and Drying 間断灌漑 

AZEC Asia Zero Emission Community アジア・ゼロエミッション共同体 

BAFE Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering 農務省農水産業技術局 

BAFS Bureau of Agriculture and Fisheries Standards 農務省農業漁業基準局 

BAI Bureau of Animal Industry 畜産局 

BAR Bureau of Agricultural Research 農業研究局 

BARMM Bangsamoro Autonomous Region in Muslim 
Mindanao 

バンサモロ・ムスリム・ミンダナ
オ自治地域 

BAU Business-As-Usual 現状趨勢 

BCP Business Continuity Plan 事業継続計画 

BDF Bio Diesel Fuel バイオディーゼル燃料 

BFAR Bureau of Fisheries and Aquatic Resource 水産資源局 

BG Bangsamoro Government バンサモロ政府 

BIOFIN Biodiversity Finance Initiative 生物多様性金融イニシアチブ 

BLEP Barangay Line Enhancement Program バランガイ送電線強化プログラム 

BMB Biodiversity Management Bureau 生物多様性管理局 

BOD Biochemical Oxygen Demand 生物化学的酸素要求量 

BOI Board of Investments 投資委員会 

BOP Base of Pyramid 低所得層 

BPI Bank of the Philippine Islands フィリピン諸島銀行 

BRT Bus Rapid Transit 高速バス輸送 

BSMED Bureau of Small and Medium Enterprise 
Department 

中小企業局 

BSWM Bureau of Soils and Water Management 土壌水管理局 

BTR Biennial Transparency Report 隔年透明性報告書 

BUMV Federal Ministry for the Environment, Nature ドイツ環境・自然保護・建設・原
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Conservation, Nuclear Safety  子炉安全省 

BUR Biennial Update Report 隔年更新報告書 

CARS Comprehensive Automotive Resurgence Strategy 包括的自動車産業振興戦略 

CAVCS Carbon Accounting, Verification, and Certification 
System 

炭素会計、検証、認証システム 

CBD Conservation of Biological Diversity 生物多様性条約 

CBFM Community-Based Forest Management コミュニティを基盤とする森林管
理 

CBSWMP Community-Based Solid Waste Management 
Program 

地域密着型廃棄物管理プログラム 

CCA Climate Change Adaptation 気候変動適応 

CCAM-
DRR 

Cabinet Cluster on Climate Change Adaptation, 
Mitigation and Disaster Risk Reduction 

気候変動適応・緩和・災害リスク
軽減に関する内閣クラスター 

CCC Climate Change Commission 気候変動委員会 

CCET Climate Change Expenditures Tagging 気候変動支出タグづけ 

CCO Climate Change Office 気候変動オフィス 

CCS Climate Change Service 気候変動サービス 

CCUS Carbon Dioxide Capture, Utilization and Storage 二酸化炭素回収・有効利用・貯留 

CES Clean Energy Scenario クリーンエネルギーシナリオ 

CGIAR Consultative Group on International Agricultural 
Research 

国際農業研究協議グループ 

CIAT International Center for Tropical Agriculture 国際熱帯農業センター 

CIS Climate Information System 気象情報システム 

CLUP Comprehensive Land Used Plans 包括的土地利用計画 

CMSP Coastal and Marine Spatial Planning 沿岸海洋空間計画 

CNFIDP Comprehensive National Fisheries Industry 
Development Plan 

統合的国家水産業開発計画 

CNG Compressed Natural Gas 圧縮天然ガス 

CO2e Carbon Dioxide Equivalent 二酸化炭素換算 

COP Conference of the Parties 締約国会議 

CORSIA Carbon Offsetting and Reduction Scheme for 
International Aviation 

航空におけるカーボンオフセット
および削減スキーム 

CRA Climate Resilient Agriculture 気候レジリエンス農業 

CRAO Climate Resilient Agriculture Office 気候レジリエンス農業オフィス 

CREATE Corporate Recovery and Tax Incentive for 
Enterprises Act 

財政改革法 

CREVI Comprehensive Roadmap for the Electric Vehicle 
Industry 

EV 産業の包括的なロードマップ 

CRVA Climate Risk and Vulnerability Assessment 気候リスク脆弱性評価 

CSO Civil Society Organization 市民社会組織 

CSP Competitive Selection Process 競争的選考プロセス 

CTF Clean Technology Fund クリーン・テクノロジー基金 
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CTI Coral Triangle Initiative コーラルトライアングルイニシア
ティブ 

DA Department of Agriculture 農務省 

DAC Department Assistance Committee 開発援助委員会 

DAO Department Administrative Order 省内命令 

DAR Department of Agrarian Reform 農地改革省 

DBM Department of Budget and Management 予算管理省 

DBP Development Bank of the Philippines フィリピン開発銀行 

DC Department Circular 省庁通達 

DENR Department of Environment and Natural 
Resources 

環境天然資源省 

DILG Department of the Interior and Local Government 内務自治省 

DOE Department of Energy エネルギー省 

DOF Department of Finance 財務省 

DOH Department of Health 保健省 

DOST Department of Science and Technology 科学技術省 

DOTr Department of Transportation 運輸省 

DPWH Department of Public Works and Highways 公共事業道路省 

DREAMS Development for Renewable Energy Applications 
Mainstreaming and Market Sustainability 

再生可能エネルギー応用主流化と
市場持続性のための開発 

DRR Disaster Risk Reduction 災害リスク軽減 

DRRM Disaster Risk Reduction and Management 災害リスク軽減管理 

DSM Demand Side Management 需要側管理 

DTI Department of Trade and Industry 貿易産業省 

DWR Department of Water Resources 水資源省 

DWRM Department of Water Resource Management 水資源管理省 

EBT Energy Balance Table エネルギーバランス表 

EBTMS Energy Balance Management System エネルギーバランス表管理システ
ム 

EC Electric Cooperative 電気共同組合 

ECP Energy Consuming Products エネルギー消費製品 

e-CV Electric Commercial Vehicles 電気商用車 

EE Energy Efficiency 省エネルギー 

EECP Energy Efficiency and Conservation Programs エネルギー効率と保全プログラム 

EIA Environmental Impact Assessment 環境影響評価 

ELV End of Life Vehicles 廃自動車 

EMB Environment Management Bureau 環境管理局 

ENSO El Niño Southern Oscillation エルニーニョ南方振動 

EP Energy Planning エネルギー計画 

EPC Engineering, Procurement, Construction 設計、調達、建設 

EPIMB Electric Power Industry Management Bureau 電力産業管理局 
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EPIRA Electric Power Industry Reform Act 電力産業改革法 

EPPB Energy Policy and Planning Bureau エネルギー政策・企画局 

ERC Energy Regulatory Commission エネルギー規制委員会 

ERDB Ecosystem Research and Development Bureau 生態系研究開発局（環境天然資源
省） 

ERDB Energy Resource Development Bureau エネルギー資源開発局（エネル
ギー省） 

ESCO Energy Service Company エネルギーサービス会社 

ESS Energy Storage System 蓄電システム 

ESSD Environmental Social Safeguards Division 環境社会セーフガード局 

ETC Energy Transmission Council エネルギー・トランスミッション
評議会 

ETP Energy Transmission Partnership エネルギー・トランジション・
パートナーシップ 

EU European Union 欧州連合 

EUMB Energy Utilization Management Bureau エネルギー利用管理局 

EV  Electric Vehicle 電気自動車 

EVAP Electric Vehicle Association of the Philippines フィリピン電気自動車協会 

EVIDA Electric Vehicle Industry Development Act 電気自動車産業開発法 

EVOSS Energy Virtual One-Stop Shop エネルギー仮想ワンストップ
ショップ 

FAO Food and Agriculture Organization of the United 
Nations 

国際連合食糧農業機関 

FIT Feed-in Tariff 固定価格買取制度 

FMA Fisheries Management Areas 漁業管理区域 

FMB Forest Management Bureau 森林管理局 

FMP Forest Management Project 森林管理プロジェクト 

FOLU Forestry and Other Land Use 林業・その他土地利用 

FOS Field Operation Service 農務省フィールドオペレーション
サービス 

FREL Forest Reference Emission Levels 森林参照排出レベル 

FRL Forest Reference Levels 森林参照レベル 

FY Fiscal Year 会計年度 

GCF Green Climate Fund 緑の気候基金 

GDP Gross Domestic Product 国内総生産 

GED Green Economic Development グリーン経済開発 

GEF Global Environmental Facility 地球環境ファシリティ 

GEMP Government Energy Management Program 政府エネルギー管理プログラム 

GEOP Green Energy Option Program グリーンエネルギーオプションプ
ログラム 

GFSI Global Food Security Index 世界食糧安全保障指数 

GGGI Global Green Growth Institute グローバルグリーン成長研究所 
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GHG Greenhouse Gas 温室効果ガス 

GIZ German Agency for International Cooperation ドイツ国際協力公社 

GPP Green Public Procurement Roadmap グリーン公共調達ロードマップ 

GWP Global Warming Potential 地球温暖化係数 

HCFC Hydrochlorofluorocarbon ハイドロクロロフルオロカーボン 

HDPE High-Density Polyethylene 高密度ポリエチレン 

HFC Hydrofluorocarbon ハイドロフルオロカーボン 

IAEECC Inter-Agency Energy Efficiency and Conservation 
Committee 

省庁間エネルギー効率保全委員会 

ICAO International Civil Aviation Organization 国際民間航空機関 

IEB Intergovernmental Energy Board 政府間エネルギー委員会 

IEC Information, education and communication 情報・教育・コミュニケーション 

IFC International Finance Corporation 国際金融公社 

IFRS International Financial Reporting Standards 国際財務報告基準 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 国連気候変動に関する政府間 
パネル 

IPPU Industrial Processes and Product Use 工業プロセスと製品の使用 

IPRR Investment Portfolio for Risk Resilience リスクレジリエンスのための投資
ポートフォリオ 

ISO International Organization for Standardization 国際標準化機構 

ISPF Integrated Spatial Planning Framework 統合空間計画フレームワーク 

IUU Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 違法、未報告、無規制漁業 

IWMC Integrated Waste Management Center 産業廃棄物共同処理施設 

JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力機構 

JCM Joint Crediting Mechanism 二国間クレジット制度 

JIRCAS Japan International Research Center for 
Agricultural Sciences 

国際農林水産業研究センター 

JOGMEC Japan Organization for Metals and Energy 
Security 

金融鉱物資源機構 

KBA Key Biodiversity Area 生物多様性重要地域 

LCCAP Local Climate Change Action Plan 地方気候変動行動計画 

LAEECC Inter-Agency Energy Efficiency and Conservation 
Committee 

省庁間エネルギー効率保全 
委員会 

LANDSAT Land Remote Sensing Satellite 地球観測衛星 

LASURECO Lanao del Sur Electric Cooperative ラナオ・デル・スル電力協同組合 

LCCAP Local Climate Change Action Plan 地方気候変動行動計画 

LDRRMF Local Disaster Risk Reduction and Management 
Fund 

地方災害リスク削減・管理基金 

LDRRMP Local Disaster Risk Reduction Master Plan 地方災害リスク削減・管理計画 

LGA Local Government Academy 地方行政学院 

LGU Local Government Unit 地方政府機関 

LLDA Laguna Lake Development Authority ラグナ湖開発局 
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LNG Liquefied Natural Gas 液化天然ガス 

LOI Loss of Ignition 強熱減量 

LTS Long-Term Low Greenhouse Gas Emission 
Development Strategy 

長期温室効果ガス排出削減開発戦
略 

LWD Local Water Districts 地方水道区 

LWUA Local Water Utilities Authority 地方水道庁 

MAFF Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 農林水産省 

MDB Multilateral Development Bank 国際開発金融機関 

MEPP Minimum Energy Performance for Sectors 最低エネルギー消費効率 

METI Ministry of Economy, Trade and Industry 経済産業省 

MMDA Metropolitan Manila Development Authority マニラ首都圏開発局 

MPA Marine Protected Area 海洋保護区 

MRV Measurement, Reporting and Verification 測定・報告・検証 

MSMEs Micro, Small and Medium-sized Enterprises 零細・中小企業 

MSP Marine Spatial Planning 海洋空間計画 

Mt Mega Ton メガトン 

MTOE Million Tonnes of Oil Equivalent 百万トンの石油換算量 

MW Megawatt メガワット 

M&E Monitoring and Evaluation モニタリング評価 

M/CENRO Municipal and City Environment and Natural 
Resources Officer 

地方環境天然資源担当官 

MTPIP Medium-Term Public Investment Program 中期公共投資プログラム 

MRV Measurement, Reporting and Verification 測定・報告・検証 

NAFMIP National Agriculture and Fisheries Modernization 
and Industrialization Plan 

国家農水産業近代工業化計画 

NAP National Adaptation Plan 国家適応計画 

NAREA National Agriculture and Fisheries Research for 
Development and Extension Agenda 

国家農水産業研究開発アジェンダ 

NARO National Agriculture and Food Research 
Organization 

国立研究開発法人 農業・食品産
業技術総合研究機構 

NBB National Biofuel Board 国家バイオ燃料委員会 

NBSAP National Biodiversity Strategy and Action Plan 国家生物多様性戦略及び行動計画 

NC National Communication 国別報告書 

NCCAP National Climate Change Action Plan 国家気候変動行動計画 

NCRMF National Climate Risk Management Framework 国家気候リスク管理枠組み 

NDA National Dairy Authority 全国酪農公社 

NDC Nationally Determined Contribution 国が決定する貢献 

NDRRMC National Disaster Risk Reduction and 
Management Council 

国家災害リスク削減委員会 

NDRRMF National Disaster Risk Reduction and 
Management Fund 

国家災害リスク削減管理基金 

NDRRMP National Disaster Risk Reduction and 国家災害リスク削減管理計画 
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Management Plan 

NEA National Electrification Administration 国家電化庁 

NEDA National Economic and Development Authority 国家経済開発庁 

NEDO New Energy and Industrial Technology 
Development Organization 

新エネルギー・産業技術総合開発
機構 

NEP National Expenditure Program 国家支出プログラム 

NFMS National Forest Monitoring System 国家森林モニタリングシステム 

NFRDI National Fisheries Research and Development 
Institute 

国立水産研究開発研究所 

NGCP National Grid Corporation of the Philippines フィリピン全国送電社 

NGO Non-Government Agency 非政府組織 

NGP National Greening Program 国家緑化プログラム 

NIA National Irrigation Administration 国家灌漑庁 

NICCDIES National Integrated Climate Change Database and 
Information Exchange System 

国家統合気候変動データベースお
よび情報交換システム 

NIMP National Irrigation Master Plan 国家灌漑マスタープラン 

NIPAS National Integrated Protected Area System 国家保護地域システム 

NIS National Irrigation System 国家灌漑システム 

NOAH Nationwide Operational Assessment of Hazards 全国ハザード運用評価 

NOAP National Organic Agriculture Program 国家有機農業プログラム 

NPAAAD Network of Protected Areas for Agriculture and 
Agro-Industrial Development 

農業・農産業開発のための保護区
ネットワーク 

NPC National Power Corporation 国家電力公社 

NPTE National Panel of Technical Experts 国家技術専門家パネル 

NREP National Renewable Energy Program 国家再生可能エネルギー 
プログラム 

NSFCC National Framework Strategy on Climate Change 気候変動に関する国家 
フレームワーク戦略 

NSSMP National Sewerage and Septage Management 
Program 

国家下水道・腐敗槽汚泥管理 
プログラム 

NSWMC National Solid Waste Management Commission 国家固形廃棄物管理委員会 

NWRB National Water Resource Board 国家水資源委員会 

OCD Office of Civil Defense 市民防衛局 

ODA Official Development Assistance 政府開発援助 

ODS Ozone Depleting Substances オゾン層破壊物質 

OECD Organisation for Economic Co-operation and 
Development 

経済協力開発機構 

OIMB Oil Industry Management Bureau 石油産業管理局 

PA Protected Area 保護地域 

PAGASA Philippine Atmospheric, Geophysical and 
Astronomical Services Administration 

フィリピン天文気象局 

PaMs Policies and Measures 政策措置 
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PAPs Program/Activities/Projects プログラム、活動、プロジェクト 

PARMS Philippine Alliance for Recycling and Materials 
Sustainability 

フィリピンリサイクル・資源循環
アライアンス 

PBSAP Philippine Biodiversity Strategy and Action Plan フィリピン生物多様性戦略および
行動計画 

PCA Philippine Coconuts Authority フィリピンココナッツ協会 

PCAARRD Philippine Council for Agriculture, Aquatic and 
Natural Resources Research and Development 

フィリピン農業・水生生物・天然
資源研究開発評議会 

PCCI Philippine Chamber of Commerce and Industry フィリピン商工会議所 

PCECP Philippine Conventional Energy Contracting 
Program 

フィリピン在来型エネルギー契約
プログラム 

PCIC Philippine Crop Insurance Corporation フィリピン作物保険公社  

PDP Philippine Development Plan フィリピン開発計画 
 

PEEP Philippine Energy Efficient Project フィリピンエネルギー効率化プロ
ジェクト 

PEISS Philippine Environmental Impact Statement 
System 

フィリピン環境影響評価 
システム 

PELP Philippine Energy Labelling Program フィリピンエネルギー 
ラベリングプログラム 

PEMC Philippine Electricity Market Corporation フィリピン電力市場公社 

PEP Philippine Energy Plan フィリピンエネルギー計画 

PHIVOLCS Philippine Institute of Volcanology and 
Seismology 

フィリピン火山地震研究所 

PHP Philippine Peso フィリピンペソ 

PIA Philippine Information Agency フィリピン情報局 

PMPCREFD Philippine Master Plan for Climate Resilient 
Forestry Development 

強靭な林業開発のためのフィリピ
ンマスタープラン 

PMS Planning and Monitoring System 計画モニタリングシステム 

PNOC Philippine National Oil Company フィリピン国営石油会社 

PNRPS Philippine National REDD+ Strategy フィリピン国家 REDD＋戦略 

PNS Philippine National Standards フィリピン国家規格 

POD Philippine Ozone Desk フィリピンオゾンデスク 

PPA Power Purchase Agreement 電力販売契約 

PPP Public-Private Partnership 官民パートナーシップ 

PRDP Philippine Rural Development Project フィリピン地方開発プログラム 

PREMS Philippine Renewable Energy Market System フィリピン再生可能エネルギー市
場システム 

PRO Producer Responsibility Organization 生産者責任機構 

Pro-GED Promotion of Green Economic Development グリーン経済開発の促進 

PSA Philippine Statistics Authority フィリピン統計局 

PSALM Power Sector Assets and Liability Management 
Corporation 

電力セクター資産負債管理会社 
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PSF People’s Survival Fund 国民生存基金 

PUV Public Utility Vehicle 公共交通車両 

PUVMP Public Utility Vehicle Modernization Program 公共交通機関近代化プログラム 

PWSSMP Philippine Water Supply and Sanitation Master 
Plan 

フィリピン給水・衛生マスタープ
ラン 

R&D Research and Development 研究開発 

RA Republic Act 共和国法 

RAC Refrigeration and Air Conditioning 冷凍空調 

RCA Residual Containment Area 残滓廃棄物封鎖エリア 

RCP Resilience Compliance Plan レジリエンス遵守計画 

RE Renewable Energy 再生可能エネルギー 

REDD+ Reduction of Emission from Deforestation and 
forest Degradation+ 

森林減少・劣化による排出削減 

REF Reference Scenario リファレンスシナリオ 

REM Renewable Energy Market 再生可能エネルギー市場 

REMB Renewable Energy Management Bureau 再生可能エネルギー管理局 

REPAFS Renewable Energy Program for Agriculture and 
Fisheries Sector 

農水産業セクターにおける再生可
能エネルギープログラム 

RETF Recycle Equipment Test Facility 再生可能エネルギー信託基金 

RFO Regional Field Office 地域事務所 

ROG Regional Operations Group 地域事業グループ 

ROR Run of River 流水式（水力発電） 

RPS Renewable Portfolio Standard 再生可能エネルギー・ポートフォ
リオ基準 

RSBSA Registry System for the Basic Sectors in 
Agriculture 

農業基本情報登録システム 

SAF Sustainable Aviation Fuel 持続可能な航空燃料 

SAFDZ Strategic Agriculture and Fisheries Development 
Zone 

戦略的農業水産業開発ゾーン 

SATREPS Science and Technology Research Partnership for 
Sustainable Development 

持続的な開発のための科学術の研
究提携 

SHS Solar Home System ソーラーホームシステム 

SMEs Small and Medium-sized Enterprises 中小企業 

SPUG Small Power Utilities Group 小規模電力事業者グループ 

SRA Sugar Regulatory Administration 砂糖規制委員会 

SSIS Small-scale Irrigation System 小規模灌漑システム 

SWMP Solid Waste Management Plan 固形廃棄物管理計画 

TCFD Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures 

気候関連財務開示タスクフォース 

TDP Transmission Development Plan 送電線開発計画 

TGFA Total Gross Floor Area 総床面積 
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xviii 

TESDA Technical Education and Skills Development 
Authority 

技術教育技能開発庁 

TWG Technical Working Group テクニカルワーキンググループ 

UK-FCDO UK-Foreign Commonwealth and Development 
Office 

英国外務・英連邦・開発庁 

UN United Nations 国際連合 

UNDP United Nations Development Programme 国連開発計画 

UNEP United Nations Environment Programme 国連環境計画 

UNFCCC United Nations Framework Convention on 
Climate Change 

国連気候変動枠組み条約 

UNIDO United Nations Industrial Development 
Organization 

国連工業開発機関 

UNOPS United Nations Office for Project Services 国連プロジェクトサービス機関 

UP University of the Philippines フィリピン大学 

UPLB University of the Philippines Los Banos フィリピン大学ロスバニョス校 

USAID United States Agency for International 
Development 

米国国際開発庁 

USDA United States Department of Agriculture 米国農務省 

USTDA U.S. Trade and Development Agency 米国貿易開発庁 

VPP Virtual Power Plant バーチャルパワープラント 

VSG Virtual Synchronous Generator  仮想同期発電機制御 

WB World Bank 世界銀行 

WESM Wholesale Electricity Spot Market 電力卸売りスポット市場 

WHR Waste Heat Recovery 廃熱回収 

WRMO Water Resources Management Office 水資源管理局 

WSS Water Supply and Sanitation 給水と衛生 

WWF World Wide Fund for Nature 世界自然保護基金 

ZEB Zero Energy Building ゼロ・エネルギー・ビル 

ZEH Zero Energy House ゼロ・エネルギー住宅 

  



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査 
ファイナルレポート 

 

xix 

本文目次 

第 1 章  調査の概要 ................................................................................................................................. 1-1 
1.1 調査の背景 ..................................................................................................................................... 1-1 
1.2 調査の目的 ..................................................................................................................................... 1-1 
1.3 業務の対象地域 ............................................................................................................................. 1-2 
1.4 調査対象セクターおよび範囲 ..................................................................................................... 1-2 
1.5 主な相手国関係機関 ..................................................................................................................... 1-2 
1.6 活動実施スケジュール ................................................................................................................. 1-2 
1.7 調査方法 ......................................................................................................................................... 1-3 

1.7.1 情報収集・分析手法 ............................................................................................................. 1-3 
1.7.2 重点セクターの選定手法 ..................................................................................................... 1-4 
1.7.3 課題分析および強化プログラムの検討 ............................................................................. 1-4 

第 2 章  フィリピンにおける気候変動対策に関する情報収集・分析.............................................. 2-1 
2.1 フィリピンにおける気候変動にかかる状況 ............................................................................. 2-1 

2.1.1 フィリピンにおける気象変動リスク状況 ......................................................................... 2-1 
2.1.2 気候変動にかかる国際情勢とフィリピンの状況 ............................................................. 2-2 

(1) 気候変動にかかる国際的な取組み ................................................................................... 2-2 
(2) フィリピンにおける GHG 排出状況および削減目標 ..................................................... 2-3 

2.2 フィリピンにおける気候変動対策に関する現状と課題の整理・分析.................................. 2-7 
2.2.1 フィリピンにおける気候変動にかかる基本的な政策、体制、予算の状況 .................. 2-7 

(1) 気候変動に関する基本政策・計画、目標 ....................................................................... 2-8 
(2) 気候変動対策推進体制 ..................................................................................................... 2-13 
(3) 気候変動対策予算の状況 ................................................................................................. 2-18 

2.2.2 重点セクター選定 ............................................................................................................... 2-21 
(1) 重点セクター選定のための分析 ..................................................................................... 2-21 
(2) 重点セクターの選定結果 ................................................................................................. 2-23 

2.2.3 パリ協定にかかる取組み ................................................................................................... 2-24 
(1) セクターの現状と課題 ..................................................................................................... 2-24 
(2) 共通 ..................................................................................................................................... 2-25 
(3) 緩和 ..................................................................................................................................... 2-32 
(4) 適応 ..................................................................................................................................... 2-34 

2.2.4 エネルギー ........................................................................................................................... 2-43 
(1) セクターの現状と課題 ..................................................................................................... 2-43 
(2) エネルギー統計・計画、セクター共通 ......................................................................... 2-46 
(3) 従来エネルギー ................................................................................................................. 2-59 
(4) 再生可能エネルギー ......................................................................................................... 2-64 
(5) 送配電・電化 ..................................................................................................................... 2-83 
(6) エネルギー効率と保全 ..................................................................................................... 2-96 
(7) 代替燃料と新興技術 ....................................................................................................... 2-103 



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査 
ファイナルレポート 

 

xx 

2.2.5 運輸交通 ............................................................................................................................. 2-118 
(1) セクターの現状と課題 ................................................................................................... 2-118 
(2) セクター共通 ................................................................................................................... 2-122 
(3) 自動車対策 ....................................................................................................................... 2-125 
(4) 道路・交通流対策 ........................................................................................................... 2-127 
(5) 公共交通 ........................................................................................................................... 2-129 
(6) ドナー支援状況 ............................................................................................................... 2-131 
(7) JICA の支援状況 .............................................................................................................. 2-132 

2.2.6 産業 ..................................................................................................................................... 2-135 
(1) セクターの現状と課題 ................................................................................................... 2-135 
(2) セメント産業 ................................................................................................................... 2-139 
(3) 鉄鋼産業 ........................................................................................................................... 2-144 
(4) 冷凍空調（RAC）産業 ................................................................................................... 2-145 
(5) 石油化学産業 ................................................................................................................... 2-148 
(6) EV 関連産業 ..................................................................................................................... 2-149 
(7) 業界横断的取組み（製品廃棄物管理） ....................................................................... 2-156 
(8) 業界横断的取組み（中小企業支援） ........................................................................... 2-160 

2.2.7 農業 ..................................................................................................................................... 2-169 
(1) セクターの現状と課題 ................................................................................................... 2-169 
(2) セクター共通 ................................................................................................................... 2-174 
(3) 農業生産 ........................................................................................................................... 2-196 
(4) 灌漑開発 ........................................................................................................................... 2-210 
(5) 水産業 ............................................................................................................................... 2-216 
(6) 畜産業 ............................................................................................................................... 2-227 

2.2.8 森林・生物多様性 ............................................................................................................. 2-239 
(1) セクターの現状と課題 ................................................................................................... 2-239 
(2) 森林 ................................................................................................................................... 2-240 
(3) 沿岸/海洋・生物多様性 .................................................................................................. 2-258 

2.2.9 都市環境 ............................................................................................................................. 2-275 
(1) セクターの現状と課題 ................................................................................................... 2-275 
(2) 廃棄物 ............................................................................................................................... 2-279 
(3) 排水 ................................................................................................................................... 2-290 

2.2.10 防災 ..................................................................................................................................... 2-304 
(1) セクターの現状と課題 ................................................................................................... 2-304 
(2) 関連政策・計画 ............................................................................................................... 2-305 
(3) 気候変動対策の取組み状況 ........................................................................................... 2-306 
(4) JICA の支援状況 .............................................................................................................. 2-314 

2.2.11 水資源 ................................................................................................................................. 2-316 
(1) セクターの現状と課題 ................................................................................................... 2-316 
(2) 関連政策・計画 ............................................................................................................... 2-318 



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査 
ファイナルレポート 

 

xxi 

(3) 気候変動対策の取組み状況 ........................................................................................... 2-319 
(4) セクターが抱える問題・課題 ....................................................................................... 2-321 
(5) JICA の支援状況 .............................................................................................................. 2-322 

2.2.12 民間導入促進 ..................................................................................................................... 2-323 
(1) 民間促進に関わる現状および課題 ............................................................................... 2-323 
(2) 民間資金活用や民間活動促進に向けた提言 ............................................................... 2-346 

第 3 章 強化プログラムの検討 ............................................................................................................. 3-1 
3.1 重点セクターにおいて取り組むべき課題の検討および強化プログラムの検討 .................. 3-1 

3.1.1 課題のショートリストの作成 ............................................................................................. 3-1 
(1) パリ協定実施促進 ............................................................................................................... 3-1 
(2) エネルギー ........................................................................................................................... 3-7 
(3) 産業 ..................................................................................................................................... 3-18 
(4) 農業 ..................................................................................................................................... 3-31 
(5) 森林・生物多様性 ............................................................................................................. 3-40 
(6) 都市環境 ............................................................................................................................. 3-47 

3.1.2 重点セクターにおける強化プログラムの検討 ............................................................... 3-54 
(1) パリ協定実施促進 ............................................................................................................. 3-54 
(2) エネルギー ......................................................................................................................... 3-66 
(3) 産業 ..................................................................................................................................... 3-89 
(4) 農業 ................................................................................................................................... 3-106 
(5) 森林・自然環境 ............................................................................................................... 3-123 
(6) 都市環境 ........................................................................................................................... 3-134 

3.2 強化プログラムの優先付け ..................................................................................................... 3-146 
(1) パリ協定実施促進 ........................................................................................................... 3-147 
(2) エネルギー ....................................................................................................................... 3-148 
(3) 産業 ................................................................................................................................... 3-149 
(4) 農業 ................................................................................................................................... 3-150 
(5) 森林・自然環境 ............................................................................................................... 3-151 
(6) 都市環境 ........................................................................................................................... 3-152 

第 4 章 提言 ............................................................................................................................................. 4-1 

 
添付資料 

添付資料 1：情報収集対象関係機関 

添付資料 2：収集資料リスト 

 

 

  



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査 
ファイナルレポート 

 

xxii 

図目次 

図 1-1 調査項目および調査工程 .............................................................................................................. 1-2 
図 1-2 課題分析および強化プログラムの検討にかかる作業フロー .................................................. 1-4 
図 2-1 フィリピンの気温・降雨の将来予想 .......................................................................................... 2-1 
図 2-2 フィリピンの自然災害による被害額修正（単位：10億 PHP）とその内訳（2010-2019） .... 2-2 
図 2-3 フィリピンの GHG インベントリ推移および内訳 .................................................................... 2-3 
図 2-4 フィリピンの GHG インベントリ（2010 年、2015 年、2020 年データ） .............................. 2-4 
図 2-5  PDP 2023-2028 におけるセクター別 GHG 排出削減目標（単位：百万トン CO2e） ........... 2-6 
図 2-6 フィリピンにおける主な気候変動対策関連の法律、政策、計画のタイムライン............... 2-7 
図 2-7 CCC の組織図 ............................................................................................................................... 2-14 
図 2-8 CCAM-DRR の体制図 .................................................................................................................. 2-16 
図 2-9 気候変動関連予算推移（単位：千 PHP） ................................................................................ 2-19 
図 2-10 2023 年度の気候変動関連国家予算（単位：千 PHP） ........................................................... 2-19 
図 2-11 気候変動関連（適応および緩和）予算の上位 5 機関 ............................................................ 2-19 
図 2-12 CCC に対する予算割当推移 ....................................................................................................... 2-20 
図 2-13 フィリピンにおける分野別・スキーム別 JICA 協力予算額（2001‐2021） ......................... 2-22 
図 2-14 フィリピンにおけるエネルギーミックス（左）とフィリピンにおける需要側最終 

エネルギー消費の状況（右） .................................................................................................... 2-44 
図 2-15 電源別発電量の推移（左）と電源容量の推移（右） ............................................................ 2-44 
図 2-16 フィリピンにおけるエネルギー供給の状況 ............................................................................ 2-45 
図 2-17 PEP に示されるレファレンスシナリオの条件と CES の目標 ............................................... 2-47 
図 2-18 Future Energy Scenario in Capsule ................................................................................................ 2-47 
図 2-19 DOE 組織図 ................................................................................................................................... 2-51 
図 2-20 2020 年時点の各サブセクターのプロジェクトにおける RCP の提出および遵守率 .......... 2-57 
図 2-21 フィリピンにおける 2021-2040 のエネルギーミックス予測 ................................................. 2-65 
図 2-22 再生可能エネルギーロードマップ ............................................................................................ 2-66 
図 2-23 太陽光に関する CREZ 対象地域 ................................................................................................ 2-71 
図 2-24 風力に関する CREZ 対象地域 .................................................................................................... 2-72 
図 2-25 国家再生可能エネルギープログラムの枠組み ........................................................................ 2-76 
図 2-26 スマート配電ロードマップおよびスマートグリッドビジョン ............................................ 2-85 
図 2-27 バイオ燃料ロードマップ .......................................................................................................... 2-104 
図 2-28 Alternative Fuels & Energy Technologies（AFET）ロードマップ .......................................... 2-105 
図 2-29 2023 年調査開始当初における天然水素ポテンシャルサイトの分布状況 .......................... 2-109 
図 2-30 運輸交通セクターGHG インベントリの内訳（2010） ......................................................... 2-119 
図 2-31 フィリピン総最終エネルギー消費量と運輸交通セクターにおける石油関連製品消費量の 

推移 .............................................................................................................................................. 2-119 
図 2-32 フィリピン車両登録台数の推移 .............................................................................................. 2-120 
図 2-33 運輸交通セクターにおける GHG 排出量予測（BAU シナリオ） ....................................... 2-120 
図 2-34 交通に関する気候変動予算の推移 .......................................................................................... 2-124 



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査 
ファイナルレポート 

 

xxiii 

図 2-35 ロードマップで提案されているメガマニラ高速道路ネットワーク .................................. 2-129 
図 2-36 ロードマップで提案されているメガマニラ鉄道ネットワーク .......................................... 2-131 
図 2-37 産業別 GDP（名目、単位は％）（2022 年） .......................................................................... 2-135 
図 2-38 産業セクターの業界別 GHG 排出量（2010 年） ................................................................... 2-135 
図 2-39 主要セメント企業の年間生産能力 .......................................................................................... 2-141 
図 2-40 フィリピンにおける廃プラスチックの回収・処理状況 ...................................................... 2-157 
図 2-41 農業分野の原因別、品目別損失額（2020-2022） ................................................................. 2-169 
図 2-42 農業セクターGHG インベントリの内訳（2010） ................................................................. 2-171 
図 2-43 フィリピンの農業分野の課題分析 .......................................................................................... 2-173 
図 2-44 農務省の組織図 .......................................................................................................................... 2-178 
図 2-45 DA-CRAO 組織図 ....................................................................................................................... 2-179 
図 2-46 気候変動関連予算（食料保障）の推移 .................................................................................. 2-180 
図 2-47 オンライン公開されている National Color-coded Agricultural Guide Map ........................... 2-186 
図 2-48 CRVA フレームワーク ............................................................................................................... 2-187 
図 2-49 CRVA 技術パンフレット ........................................................................................................... 2-188 
図 2-50  PAGASA における気候変動予測の取組み .............................................................................. 2-191 
図 2-51  PAGASA における衛星全球降雨マップの活用 ...................................................................... 2-192 
図 2-52  PAGASA における気候変動予測の取組み .............................................................................. 2-193 
図 2-53 主要農産物の自給率 .................................................................................................................. 2-197 
図 2-54  フィリピン稲研究所におけるデジタル農業推進 .................................................................. 2-203 
図 2-55 Project SARAi 参加大学 ............................................................................................................. 2-204 
図 2-56 農業気象観測施設（Agromet）の配置状況 ............................................................................ 2-209 
図 2-57 灌漑事業関連費用の推移 .......................................................................................................... 2-212 
図 2-58 フィリピンにおける動物由来タンパク質の摂取状況（2020-2022） ................................. 2-216 
図 2-59 フィリピンにおけるセクター毎の貧困率 .............................................................................. 2-217 
図 2-60  フィリピンにおける水産物の生産量の推移（2012-2021） ................................................. 2-217 
図 2-61  サブセクター毎の ACPC 利用額、利用者数（2023 年 1-3 月） .......................................... 2-223 
図 2-62 フィリピンにおける水産業の種別の生産量割合（2023 年）.............................................. 2-224 
図 2-63  フィリピンにおける動物由来タンパク質の摂取状況（2020-2022） ................................. 2-227 
図 2-64 フィリピンにおける畜産分野の自給率（1988-2017 平均） ................................................ 2-227 
図 2-65  フィリピンにおける畜産分野の生産量の推移（2018-2022） ............................................. 2-228 
図 2-66 養豚業の事業規模の割合（2021） .......................................................................................... 2-228 
図 2-67  肉用牛における事業規模の割合（2023） .............................................................................. 2-228 
図 2-68 DENR 組織図 .............................................................................................................................. 2-247 
図 2-69 FMB 組織図 ................................................................................................................................. 2-248 
図 2-70 NGP での植林の様子 ................................................................................................................. 2-255 
図 2-71 BMB 組織図 ................................................................................................................................ 2-263 
図 2-72 フィリピンにおける都市系廃棄物の発生源 (2008 -2013 年)................................................ 2-276 
図 2-73 フィリピンにおける都市系廃棄物の組成 (2008 - 2013 年) .................................................. 2-276 
図 2-74 フィリピンにおける一般的な都市系廃棄物の処理一般的フロー ...................................... 2-277 



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査 
ファイナルレポート 

 

xxiv 

図 2-75 国家固形廃棄物管理委員会（NSWMC）の組織構成図 ....................................................... 2-282 
図 2-76 10 年固形廃棄物管理計画の提出及び承認状況（2003 年-2021 年） ................................... 2-283 
図 2-77 衛生型埋立処分場及びオープンダンピングサイトの件数経年変化 .................................. 2-289 
図 2-78 衛生型埋立処分場、オープンダンピングサイトおよび残渣廃棄物封鎖エリアを利用する

LGU の数 ..................................................................................................................................... 2-290 
図 2-79 生活排水管理における各関係機関・組織の役割 .................................................................. 2-294 
図 2-80マニラ首都圏における下水道及び下水設備サービスカバーエリア （マニラウォーター：青、

マイニラッド：緑） .................................................................................................................. 2-295 
図 2-81  LWUA による実現可能性調査実施済み地域 .......................................................................... 2-298 
図 2-82 自然災害発生件数の推移 .......................................................................................................... 2-304 
図 2-83 国家災害リスク削減・管理評議会組織図 .............................................................................. 2-307 
図 2-84 市民防衛局 組織図 .................................................................................................................. 2-307 
図 2-85 国家災害リスク削減・管理計画の体系図 .............................................................................. 2-309 
図 2-86 3 種類の国家災害対応計画（NDRP） ..................................................................................... 2-312 
図 2-87 災害リスク管理ポータルサイト GeoRiskPH .......................................................................... 2-313 
図 2-88  JICA 対フィリピン国防災セクター協力戦略（案） ............................................................. 2-314 
図 2-89 フィリピン国全体の総取水量の推移（2010-2020 年） ........................................................ 2-316 
図 2-90 自家用取水及びその他セクターへの配水の内訳（2010-2020 年平均） ............................ 2-317 
図 2-91 利用可能な水資源に占める取水量の割合（水ストレス）の推移（2010-2020 年） ........ 2-317 
図 2-92 水の確保に関する気候変動予算の推移 .................................................................................. 2-320 
図 2-93 サステナビリティボンドの発行推移 ...................................................................................... 2-334 
  



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査 
ファイナルレポート 

 

xxv 

表目次 

表 1-1 課題の優先度の評価の方法 .......................................................................................................... 1-5 
表 1-2 強化プログラムの評価指標およびチェック項目 ...................................................................... 1-6 
表 2-1 フィリピンにおける GHG 排出量予測（BAU シナリオ） ....................................................... 2-4 
表 2-2  PDP におけるセクター別 GHG 排出削減目標 ............................................................................ 2-5 
表 2-3 NCCAP の優先項目および目指す成果 ........................................................................................ 2-9 
表 2-4  LCCAP の提出状況(2023 年 7 月時点) ....................................................................................... 2-11 
表 2-5  PDP における気候変動対策と災害への強靭化に向けた Results Matrix ................................ 2-12 
表 2-6 フィリピンの気候変動対策に関わる主な中央政府機関 ........................................................ 2-13 
表 2-7 CCO の部署の所掌 ....................................................................................................................... 2-15 
表 2-8 省庁別気候変動関連予算額（2023 年度） ............................................................................... 2-19 
表 2-9 フィリピン政府予算に占める気候変動対策実行予算の状況 ................................................ 2-21 
表 2-10 フィリピンにおける分野別・スキーム別 JICA 協力案件件数（2001‐2025） ..................... 2-22 
表 2-11 パリ協定の実施に関係するステークホルダー ........................................................................ 2-24 
表 2-12 パリ協定に関連する文書と策定等の現状 ................................................................................ 2-26 
表 2-13 ドナー協力状況（パリ協定実施促進） .................................................................................... 2-31 
表 2-14 ドナー協力状況（パリ協定実施促進） .................................................................................... 2-34 
表 2-15  PSF 承認済みプロジェクト一覧 ................................................................................................. 2-38 
表 2-16 ドナー協力状況（適応全般） .................................................................................................... 2-39 
表 2-17 課題リスト（分野横断：パリ協定実施促進） ........................................................................ 2-40 
表 2-18 エネルギーセクターにおける GHG 排出状況 .......................................................................... 2-43 
表 2-19 エネルギーセクター関係者 ........................................................................................................ 2-45 
表 2-20 エネルギーセクターにおける関係部局・組織 ........................................................................ 2-48 
表 2-21 DOE における気候変動関連予算（2023 年度） ...................................................................... 2-52 
表 2-22 PEP のクリーンエネルギーシナリオ（CES）における将来電源容量予測 ......................... 2-53 
表 2-23 PEP の各シナリオにおけるエネルギー部門 GHG 排出量予測 .............................................. 2-53 
表 2-24 PEP における各予測の必要投資額（単位：10 億 PHP） ....................................................... 2-55 
表 2-25 各 TWG の概要 ............................................................................................................................. 2-57 
表 2-26 ドナー協力案件の状況(エネルギー統計・計画) ...................................................................... 2-59 
表 2-27 本邦民間企業の動向（従来エネルギーサブセクター） ........................................................ 2-63 
表 2-28 ドナー協力案件の状況（従来エネルギー） ............................................................................ 2-63 
表 2-29 CREZ による地域別再生可能エネルギー種の導入貢献量予測 ............................................. 2-70 
表 2-30 現状の 100MW 以上水力発電の導入ポテンシャル ................................................................. 2-74 
表 2-31 本邦民間企業の動向（再生可能エネルギーサブセクター） ................................................ 2-77 
表 2-32 ドナー協力案件の状況（再生可能エネルギー） .................................................................... 2-79 
表 2-33 Electric Power Industry Roadmap（EPIR）における気候変動対策例 ..................................... 2-83 
表 2-34 NGCP と国営送電会社 TransCo とのコンセッション契約の概要 ......................................... 2-84 
表 2-35 POWER SECTOR ROADMAP における長期目標 .................................................................... 2-85 
表 2-36  Total Electrification に必要な事業費 ........................................................................................... 2-86 



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査 
ファイナルレポート 

 

xxvi 

表 2-37 本邦民間企業の動向（送配電・電化サブセクター） ............................................................ 2-93 
表 2-38 ドナー協力案件の状況（送配電・電化） ................................................................................ 2-93 
表 2-39 省エネ部門別 GHG 排出削減目標 .............................................................................................. 2-96 
表 2-40 ドナー協力案件の状況（エネルギー効率と保全） .............................................................. 2-101 
表 2-41 バイオディーゼルの各シナリオにおける生産量および投資額予測 .................................. 2-106 
表 2-42 バイオエタノールの各シナリオにおける生産量および投資額予測 .................................. 2-106 
表 2-43 本邦民間企業の動向（代替燃料と新興技術サブセクター） .............................................. 2-110 
表 2-44 ドナー協力案件の状況（代替燃料と新興技術） .................................................................. 2-111 
表 2-45 課題リスト（エネルギーセクター） ...................................................................................... 2-112 
表 2-46 運輸交通セクター関係者 .......................................................................................................... 2-121 
表 2-47 NCCAP に示される目標、成果、活動（交通分野） ............................................................ 2-122 
表 2-48 運輸交通セクターにおける関係部局・組織 ............................................................................. 2-123 
表 2-49 気候変動対策として位置づけられている交通インフラ事業 .............................................. 2-130 
表 2-50 政府承認済みの交通インフラ事業（DOTr 主幹、ドナー支援案件） ................................ 2-131 
表 2-51 政府承認済みの交通インフラ事業（DPWH 主幹、ドナー支援案件） .............................. 2-132 
表 2-52 交通セクターの JICA 協力案件の状況 .................................................................................... 2-132 
表 2-53  NDC 政策措置（IPPU セクター） ........................................................................................... 2-137 
表 2-54 気候変動インパクトと指標（産業セクター） ...................................................................... 2-138 
表 2-55 産業セクター関係者 .................................................................................................................. 2-138 
表 2-56 産業セクターにおける関係部局・組織 .................................................................................. 2-139 
表 2-57 ブレンドセメントの規格（PNS 63:2019） ............................................................................. 2-140 
表 2-58 ドナー協力案件の状況（セメント産業） .............................................................................. 2-144 
表 2-59 ドナー協力案件の状況（RAC 産業） ..................................................................................... 2-148 
表 2-60 EVIDA に示されているインセンティブ一覧（抜粋） ......................................................... 2-150 
表 2-61  CREVI における両シナリオのターゲット ............................................................................. 2-151 
表 2-62 バッテリー国内製造への障壁 .................................................................................................. 2-155 
表 2-63 ドナー協力案件の状況（EV 関連産業） ................................................................................ 2-155 
表 2-64 ドナー協力案件の状況（産業分野横断事項‐製品廃棄物） ................................................. 2-160 
表 2-65 ドナー協力案件の状況（産業分野横断事項‐中小企業支援） ............................................. 2-163 
表 2-66 課題リスト（産業セクター） .................................................................................................. 2-164 
表 2-67 賃金、労働生産性および貧困率 .............................................................................................. 2-169 
表 2-68 フィリピンの食料安全保障指数（2022） .............................................................................. 2-170 
表 2-69 主な気候変動インパクト（農業セクター） .......................................................................... 2-171 
表 2-70  農業セクター関係者 ................................................................................................................. 2-173 
表 2-71 NCCAP に示される目標、成果、活動(食料安全保障) ......................................................... 2-175 
表 2-72 農業セクターにおける気候変動関係部局 .............................................................................. 2-177 
表 2-73  DA-CRAO の短期アクションプラン ....................................................................................... 2-179 
表 2-74 DA-CRAO 長期アクションプラン ........................................................................................... 2-180 
表 2-75 農務省が優先策として挙げている農業セクターの気候変動緩和策例 .............................. 2-181 
表 2-76 農業セクターの気候変動緩和策(追加提案) ........................................................................... 2-182 



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査 
ファイナルレポート 

 

xxvii 

表 2-77 農業セクター（水産分野）の気候変動緩和策例 .................................................................. 2-182 
表 2-78 農業セクターからのエネルギー消費状況 .............................................................................. 2-183 
表 2-79 農水産業のための再生可能エネルギープログラムの概要 .................................................. 2-183 
表 2-80 バイオディーゼルの生産、輸出入、消費状況 ...................................................................... 2-184 
表 2-81 バイオエタノールの生産、輸出入、消費状況 ...................................................................... 2-185 
表 2-82 PAGASA の主な気象観測設備 .................................................................................................. 2-190 
表 2-83 農業セクターにおける主なクレジットプログラム .............................................................. 2-195 
表 2-84 ドナー協力案件の状況（農業セクター共通事項） .............................................................. 2-195 
表 2-85 主要農産物の生産高（千トン） .............................................................................................. 2-197 
表 2-86 主要農産物の作付面積（千ヘクタール） .............................................................................. 2-197 
表 2-87 高付加価値農作物にかかる各種ロードマップと気候変動に関連する計画 ...................... 2-198 
表 2-88 農業生産サブセクターにおける気候変動関係部局 .............................................................. 2-200 
表 2-89 農地管理に関する技術開発項目 .............................................................................................. 2-201 
表 2-90 気候変動に対応する農業技術例（コメ） .............................................................................. 2-202 
表 2-91 フィリピン国内で開発された営農ツールの例 ...................................................................... 2-205 
表 2-92 ドナー協力状況（農業セクター：農業生産） ...................................................................... 2-209 
表 2-93 灌漑開発状況（2022 年段階） ................................................................................................. 2-210 
表 2-94 国家灌漑計画 2020‐2030 の内訳 ............................................................................................... 2-213 
表 2-95 ドナー協力状況（農業セクター：灌漑開発） ...................................................................... 2-215 
表 2-96 水産分野の気候変動インパクトと指標 .................................................................................. 2-218 
表 2-97 水産業における気候・災害への強靭化のための優先行動 .................................................. 2-219 
表 2-98 水産にかかる各種ロードマップと気候変動に関連する計画 .............................................. 2-219 
表 2-99 水産サブセクターにおける関係部局・組織 .......................................................................... 2-220 
表 2-100 ドナー協力状況（農業セクター：水産） .............................................................................. 2-226 
表 2-101 畜産にかかる各種ロードマップと気候変動に関連する計画 .............................................. 2-229 
表 2-102 畜産サブセクターにおける関係部局・組織 .......................................................................... 2-230 
表 2-103 ドナー協力状況（農業セクター：畜産） .............................................................................. 2-233 
表 2-104 課題と支援の方向性の整理（農業セクター） ...................................................................... 2-234 
表 2-105 気候変動インパクトと指標（森林・生物多様性セクター） .............................................. 2-239 
表 2-106 森林・生物多様性セクター関係者 .......................................................................................... 2-240 
表 2-107 森林セクター関連の活動一覧 .................................................................................................. 2-242 
表 2-108 新たな森林開発マスタープランの主たる内容 ...................................................................... 2-243 
表 2-109 森林サブセクターにおける関係組織 ...................................................................................... 2-246 
表 2-110 DENR 内の森林に関連する気候変動対策予算 ...................................................................... 2-248 
表 2-111 NGP、E-NGP での植林達成状況 ............................................................................................. 2-255 
表 2-112 セクターのドナー協力案件の状況（森林） .......................................................................... 2-257 
表 2-113 NCCAP における関連活動（海洋および生物多様性） ........................................................ 2-260 
表 2-114 沿岸/海洋・生物多様性サブセクターにおける関係部局・組織 ......................................... 2-262 
表 2-115 DENR 内の沿岸・海洋保護や生物多様性に関連する気候変動対策予算 ........................... 2-263 
表 2-116 気候変動への脆弱性の高い都市・地域一覧 .......................................................................... 2-265 



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査 
ファイナルレポート 

 

xxviii 

表 2-117 沿岸・海洋生息域のアセスメント実施地域 .......................................................................... 2-267 
表 2-118 ドナー協力状況（海洋・生態系） .......................................................................................... 2-269 
表 2-119  課題と支援の方向性の整理（森林・生物多様性セクター） ............................................. 2-271 
表 2-120 2010 年の廃棄物セクターの GHG 排出量内訳 ....................................................................... 2-277 
表 2-121 廃棄物セクターにおける GHG 排出予測および削減目標 .................................................... 2-278 
表 2-122 DPWH による排水処理実施状況及び予算 .............................................................................. 2-278 
表 2-123 都市環境セクター関係者 .......................................................................................................... 2-279 
表 2-124 フィリピンにおける廃棄物・リサイクル関連の主な基本法令 .......................................... 2-280 
表 2-125 廃棄物サブセクターにおける関係機関・組織および役割 .................................................. 2-281 
表 2-126  NDC 政策措置一覧（廃棄物） ................................................................................................. 2-282 
表 2-127 気候変動レジリエンス強化のための投資事業一覧（廃棄物） .......................................... 2-283 
表 2-128 バランガイの資源回収施設設置数及び割合 .......................................................................... 2-286 
表 2-129 バランガイの資源回収施設設置割合及び PDP 目標値 ......................................................... 2-286 
表 2-130  DENR の気候変動レジリエンス強化のための投資事業（資源回収） ............................... 2-287 
表 2-131  10 年固形廃棄物管理計画及び PDP による廃棄物転用目標値 ............................................ 2-288 
表 2-132  DENR の気候変動レジリエンス強化のための投資事業一覧（一部抜粋） ....................... 2-288 
表 2-133 DENR の気候変動レジリエンス強化のための投資事業一覧（最終処分） ....................... 2-290 
表 2-134  フィリピンにおける排水関連の主な基本法令 ...................................................................... 2-291 
表 2-135  LGU による NSSMP へ申請の際の主な必要事項一覧 .......................................................... 2-292 
表 2-136 排水管理における各関係機関・組織の役割 .......................................................................... 2-293 
表 2-137 NDC 政策措置一覧（排水） ..................................................................................................... 2-294 
表 2-138 DENR の気候変動レジリエンス強化のための投資事業一覧（排水） ............................... 2-294 
表 2-139 マニラ首都圏における下水道及び下水設備サービスカバー状況（2021 年） .................. 2-295 
表 2-140 NSSMP に係る LGU の取組み状況 .......................................................................................... 2-296 
表 2-141 DPWH による気候変動に係る事業一覧 .................................................................................. 2-297 
表 2-142 LWUA による実現可能性調査実施済み地域 .......................................................................... 2-298 
表 2-143 各ドナーによる主な支援状況（2010 年以降） ..................................................................... 2-299 
表 2-144 課題リスト（都市環境セクター） .......................................................................................... 2-301 
表 2-145 2010-2019 年に発生したフィリピンの自然災害による被害 ................................................ 2-304 
表 2-146 フィリピンにおける災害ハザードマップ・リスクアセスメント事例 .............................. 2-310 
表 2-147 フィリピンにおける早期警戒システム事例 .......................................................................... 2-310 
表 2-148 Infrastructure Flagship プロジェクトにおける洪水対策事業リスト ..................................... 2-312 
表 2-149 フィリピンにおける防災セクターの JICA 協力案件の状況 ................................................ 2-314 
表 2-150 NCCAP に示される目標、成果、活動（水の充足） ............................................................ 2-318 
表 2-151 水資源管理に関するサブセクターおよび主要組織 .............................................................. 2-320 
表 2-152 Infrastructure Flagship における水資源関連事業リスト（ドナー支援） ............................. 2-321 
表 2-153 水資源セクターの JICA 協力案件の状況 ................................................................................ 2-322 
表 2-154 フィリピンにおける環境関連法令にて企業に求められる行動 .......................................... 2-324 
表 2-155  Sustainability Report 開示項目 ................................................................................................... 2-325 
表 2-156  Sustainability Report の Environment 章にて記載が求められている項目の詳細 ................. 2-325 



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査 
ファイナルレポート 

 

xxix 

表 2-157 民間企業に対するインセンティブ .......................................................................................... 2-327 
表 2-158 包括的税制改革パッケージ CTRP の概要 .............................................................................. 2-328 
表 2-159  CREATE 法の定める事業の Tier 区分 ...................................................................................... 2-329 
表 2-160  SIPP の定める戦略的投資優先分野一例 ................................................................................. 2-330 
表 2-161 サステナブル・ファイナンス開発に向けた戦略的計画の内容 .......................................... 2-331 
表 2-162 気候変動関連プロジェクトに対する政府金融機関融資プログラム一例 .......................... 2-332 
表 2-163 本調査において検討した Two Step Loan 案件一覧 ................................................................ 2-333 
表 2-164 グリーンボンド発行一例 .......................................................................................................... 2-334 
表 2-165 民間企業によるグリーンボンド/サステナビリティボンドの発行 ..................................... 2-335 
表 2-166 民間団体/業界団体による GHG 削減への取組み ................................................................... 2-338 
表 2-167 企業による SDGs/気候変動対策施策一例 .............................................................................. 2-340 
表 2-168 フィリピンにおける Economic Zone ........................................................................................ 2-341 
表 2-169 本邦企業の抱える課題 .............................................................................................................. 2-343 
表 2-170 民間導入促進において活用できる課題別研修 ...................................................................... 2-347 
表 3-1 関連するパリ協定条項とフィリピン国の対応状況 .................................................................. 3-2 
表 3-2 課題分析シート（パリ協定実施促進） ...................................................................................... 3-3 
表 3-3 課題の優先度（パリ協定実施促進） .......................................................................................... 3-6 
表 3-4 課題分析シート（エネルギーセクター） .................................................................................. 3-8 
表 3-5 課題の優先度（エネルギーセクター） .................................................................................... 3-15 
表 3-6 課題分析シート（産業） ............................................................................................................ 3-20 
表 3-7 課題の優先度（産業セクター） ................................................................................................ 3-29 
表 3-8 課題分析シート（農業） ............................................................................................................ 3-32 
表 3-9 課題の優先度（農業セクター） ................................................................................................ 3-37 
表 3-10 課題分析シート（森林・生物多様性） .................................................................................... 3-41 
表 3-11 課題の優先度（森林・生物多様性セクター） ........................................................................ 3-44 
表 3-12 課題分析シート（都市環境セクター） .................................................................................... 3-48 
表 3-13 課題の優先度（都市環境） ........................................................................................................ 3-52 
表 3-14 強化プログラムの候補（パリ協定実施促進） ........................................................................ 3-54 
表 3-15 強化プログラムの評価（パリ協定実施促進） ........................................................................ 3-64 
表 3-16 強化プログラムの候補（エネルギーセクター） .................................................................... 3-66 
表 3-17 強化プログラムの評価（エネルギー） .................................................................................... 3-85 
表 3-18 強化プログラムの候補（産業セクター） ................................................................................ 3-89 
表 3-19 強化プログラムの評価（産業） .............................................................................................. 3-103 
表 3-20 強化プログラムの候補（農業セクター） .............................................................................. 3-106 
表 3-21 強化プログラムの評価（農業） .............................................................................................. 3-121 
表 3-22 強化プログラムの候補（森林・生物多様性セクター） ...................................................... 3-123 
表 3-23 強化プログラムの評価（森林・自然環境） .......................................................................... 3-131 
表 3-24 強化プログラムの候補（都市環境セクター） ...................................................................... 3-134 
表 3-25 強化プログラムの評価（都市環境セクター） ...................................................................... 3-144 
 



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査 
ファイナルレポート 

 

1-1 

第1章  調査の概要 

1.1 調査の背景 

パリ協定の発効により、途上国も含めた全ての国が気候変動に対する取組みを進めることと

なった。フィリピン共和国（以下、フィリピン）は島嶼国として約 36,000kmに及ぶ長大な海岸線

を有しかつ台風を始めとする自然災害が多く発生する国であり、気候変動による世界各国への影

響を評価した 2021 年の世界気候リスク指数によると、同国は 2000 年から 2019 年の間に世界で 4

番目に気候変動の影響を大きく受けた国とされている1。また、2023 年の世界リスク指標による

と、フィリピンは調査対象の 193 か国の中でも最も災害リスクが高い国となっている2。なお、

フィリピンの国内総生産（GDP：Gross Domestic Product）は、気候変動対策を実施しない場合、

2040 年までに最大 13.6%減少するとされている3。 

同国における気候変動の影響を軽減・回避するとともに、気候変動の原因となっている温室効

果ガス（GHG：greenhouse gas）の排出を削減するため、フィリピン政府は国連気候変動枠組み条

約（UNFCCC：United Nations Framework Convention on Climate Change）に加盟、パリ協定を 2017

年に批准した他、国が決定する貢献（NDC：Nationally Determined Contribution）を 2021 年に

UNFCCCに提出した。同 NDCの中でフィリピンは、GHG排出ピークの目標を 2030年までとする

他、GHG 排出削減については自国による努力だけで 2.71%、二国・多国間協力や基金などの支援

を受けた場合は 72.29%削減する目標4を掲げた。NDC では適応への取組み目標についても触れて

おり、農業、水資源、生態系保全、人間の安全保障、産業およびエネルギー分野において適応策

を進めるとされている。 

国内での具体的な対策を進めるため、2009年に気候変動法（Climate Change Act of 2009, Republic 

Act 9729）を制定し、同法の下で国内の気候変動政策を策定する気候変動委員会（CCC：Climate 

Change Commission）を設立した他、「気候変動枠組み戦略（2010－2022）（National Framework 

Strategy on Climate Change, 2010-2022）」や「気候変動アクションプラン（2011－2028）（National 

Climate Change Action Plan 2011–2028）」を策定し、エネルギー、交通、農業、産業、都市環境等の

セクターにおいて気候変動緩和策および適応策の取組みを進めている。 

1.2 調査の目的 

本調査の目的は、フィリピンにおける気候変動政策や気候変動対策（緩和および適応）の取組

み状況、課題、現地ニーズを調査・分析し、日本政府および JICAの気候変動政策に留意しつつ、

フィリピン政府としてNDCを始めとする同国の気候変動対策目標の達成を目指すにあたり、更な

る取組みが必要とされる分野をとりまとめること。 

 
1 Global Climate Risk Index 2021, GERMANWATCH 
2 Ruhr University Bochum – Institute for International Law of Peace and Armed Conflict (IFHV) 
3 Philippines Country Climate and Development Report, World Bank 
4 対象年である 2020 年から 2030 年まで何も気候変動対策が取られなかった場合（BAU シナリオ）の排出量（33.4
億 CO2 換算トン）と比較しての削減目標。対象セクターは農業、廃棄物、産業、交通、エネルギー。 
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1.3 業務の対象地域 

フィリピン全土を調査対象とした。 

1.4 調査対象セクターおよび範囲 

本調査で対象とするセクターは、フィリピンの政策全般など横断的事項を含み、かつNDCから

確認できるような幅広い分野を対象とした。特に、フィリピン政府として更なる取組みが必要と

される重点セクターについては、フィリピンの状況や JICAによる気候変動対策関連の協力実績に

も鑑み、エネルギー、産業、農業、森林・自然環境、都市環境に加えて、政策全般（パリ協定実

施、民間導入）に関わるセクター横断的な事項とした。 

1.5 主な相手国関係機関 

CCC を主たる相手国協力機関とした他、環境天然資源省（DENR：Department of Environment of 

Natural Resources）、エネルギー省（DOE：Department of Energy）そして農務省（DA：Department 

of Agriculture）の 3省庁を協力機関とした。また、重点セクターの課題やニーズを調査するため当

該セクターの所管官庁を関係機関として調査を実施した。 

1.6 活動実施スケジュール 

調査工程および調査項目を下図に示す。2023 年 5 月に本調査の実施に関する基本方針、調査項

目と内容、情報・データの収集及び現地の課題等の分析手法、想定される重点セクター及び強化

プログラムの評価基準、調査実施体制、スケジュール等をインセプションレポートとして纏め、

JICA およびフィリピン側に説明を行った上で、フィリピンの気候変動対策に関する情報収集・分

析、そして強化プログラムの検討を開始した。 

 
出典：JICA 調査団 

図 1-1 調査項目および調査工程 

期間
主たる
目的

ドラフトファイナル
レポート

（履行期限2ヵ月前）

ファイナルレポート
（契約履行期間の末日）

フィリピンの気候変動対策に関する情報収集、課題分析
重点セクターにおける強化プログラム

（短期プロジェクト）の検討
重点セクターにおける強化プログラム

（中長期プロジェクト）の検討
ファイナルレポートに向けた取り纏め

作
　
業
　
項
　
目

作成、
提出
書類

インセプションレポート プログレスレポート
（契約締結後4ヵ月）

2023年5月～6月 2023年6月～8月 2023年9月～12月 2024年1月～3月

1-3
重点セクター選定及び協力プログラム案の
選定に適用する分析手法の検討

1-4 課題分析を通じた重点セクターの選定

1-2 収集した情報の整理と統合及びマッピング

1-5 重点セクターにおける課題の整理

R１ インセプションレポートの作成、提出

R２ プログレスレポートの作成、提出

1-1
フィリピンの政策、計画、取り組み
状況、課題、ニーズ等の情報収集

2-1
緊急性の高い課題の整理と
ショートリストの作成

第1回現地渡航

2-2
重点セクターにおける強化プログラム（短期プ
ロジェクト）の検討、
事業コンセプトペーパーの作成

第2回現地渡航

3-1 中長期的な課題の整理

3-2
重点セクターにおける強化プログラム（中長
期プロジェクト）の検討

第3回現地渡航

R3
ドラフトファイナルレポートの作成、提

出

R4 ファイナルレポートの作成、提出

（JICA、対象国関係者からのコメント、追加情報の反映）

第4回現地渡航

調査報告会（終了時）
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フィリピン側関係者へのヒアリング、情報収集を目的とした現地調査を 2023 年 6 月、8 月、10

月および 2024 年 1 月に行った。また、国内においてもデスクトップ調査やフィリピン側とのリ

モート会議等の調査活動を行った。 

なお、本調査に関わるフィリピン側関係機関合同会議が、調査開始前に JICAにより第 1回、第

2 回が開催され、調査期間中には CCC によって第 3 回、第 4 回、第 5 回が開催された。調査開始

時の 2023 年 6 月 13 日に開かれた第 3 回目の合同会議では、インセプションレポート（案）に関

する説明、協議を行った他、各セクターで想定される強化プログラムのコンセプトについて調査

団から説明を行った。また、調査中間段階の同年 8 月 9 日に開かれた第 4 回目の合同会議では、

各セクターで検討中の強化プログラムについてフィリピン側の各政府機関より共有を行い、CCC

を含む関係者との意見交換を行った。協力機関 3 省庁だけでなく、国家経済開発庁（NEDA：

National Economic and Development Authority）、科学技術省（DOST：Department of Science and 

Technology）、貿易産業省（DTI：Department of Trade and Industry）、内務自治省（DILG：

Department of the Interior and Local Government）、公共事業道路省（DPWH：Department of Public 

Works and Highways）から参加があった。調査終了前の 2024 年 1 月 24 日に開催された第 5 回目の

合同会議では、調査結果としてドラフトファイナルレポートの内容説明を行い、各重点セクター

で特定した課題や強化プログラムの評価結果を調査団から説明するとともに、フィリピン側参加

者から意見聴取を行った。CCC および協力機関 3 省庁の他に、NEDA および DTI からの参加が

あった。 

なお、最終成果品であるファイナルレポートの作成に先立ち、上記の合同会議に加えて、最終

現地調査において協力機関および主要なドナーと協議を行い、本調査の結果を共有および意見交

換を行い、調査結果の方向性について確認を行った。加えて、ドラフトファイナルレポートを

フィリピン政府と共有し、コメントを聴取し、適宜反映しファイナルレポートとして取り纏めた。 

1.7 調査方法 

1.7.1 情報収集・分析手法 

調査対象となる各セクターを管轄するフィリピン各省庁、部局および当該セクターにおいて気

候変動対策に関わる取組みを推進する組織、団体、大学、民間企業を対象として、現地調査時お

よび日本国内から対面あるいはリモート会議を通じてインタビューを行った他、これら省庁、組

織に対する質問票を通じて、関連情報の収集を行った。また、フィリピン政府が発行した文献や

ドナーによる調査報告書も参照し、情報収集を行った。インタビューを含む情報収集を行った対

象機関のリストを添付資料 1 に示す。 

収集した関連情報として、各セクター・サブセクターにおける気候変動に関する政策、計画、

気候変動対策（緩和策、適応策）の取組み状況、実施体制、課題（セクターが抱える課題および

気候変動対策推進に関わる課題）、他ドナー支援状況、支援ニーズに関する情報を収集した。収

集した資料のリストを添付資料 2 に示す。 
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1.7.2 重点セクターの選定手法 

強化プログラムの検討の対象となる重点セクターは、フィリピンのNDCに記載されているセク

ターのうち、フィリピンの状況に加え、JICA の協力実績等を考慮して選定した。フィリピンの状

況については、将来的な GHG 排出量予測から特に対策が必要な分野を特定するとともに、現在

の気候変動対策にかかるフィリピン政府の予算状況から、フィリピンが優先的に取り組んでいる

分野を確認し、対策が遅れているものを優先した。 

1.7.3 課題分析および強化プログラムの検討 

重点セクターとして選定された各セクターについて、以下の図に示す手順で課題の特定・分析

を行い、課題に対応する強化プログラムの検討を行った。なお、各セクターで複数の分野および

多岐にわたるトピックが扱われるため、サブセクターとして分類したうえでサブセクター毎に分

析を行った。 

 
出典：調査団 

図 1-2 課題分析および強化プログラムの検討にかかる作業フロー 

セクター・サブセクターの現状を把握、分析するため、収集した情報をもとに、セクター関係

者の特定および役割の確認を行ったうえで、気候変動による影響やリスク、GHG の排出状況およ

び削減目標の確認、セクター・サブセクターの気候変動に関連する政策や計画および気候変動対

策の取組み状況を分析した。JICA を含むドナーによる支援状況についても分析を行った上で、セ

クター・サブセクターが抱える課題を抽出した（特定した課題は各セクターの「課題リスト」に

取り纏めた）。 
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課題を特定した後、課題を解決した場合のインパクトの評価を行い、各課題の重要性の分析、

優先付けを行った。インパクト評価として、NDC における GHG 削減目標や適応分野の方針にど

の程度貢献あるいは合致するかを分析したほか、セクター・サブセクターの政策・計画・目標等

の実行、達成にどのように資するかを分析した。また、セクター全体あるいは社会経済全体への

波及効果があるかどうかも分析をした。 

さらに、各課題を解決する上で、本邦の気候変動分野における知見、経験、技術が活用可能か

どうか、さらに JICAの既存のスキームが適用可能かどうかを分析した。課題分析および優先付け

評価の結果を、各セクターの「課題分析シート」および「課題の優先度」の表として取り纏めた。

課題の優先付け評価結果は以下のような表で示している。 

表 1-1 課題の優先度の評価の方法 

課題 緊急度 
緩和／適応 波及効果 

インパクト 緩和 適応 
課題の内容 （緊急度に応じて 

High/ Med/ Low で表

示） 
 
High：早急に解決すべ

き課題。政策上のタイ

ムラインが明確になっ

ている、あるいは開発

に時間を要し早急な取

組みが求められる課

題。 
 
Med：政策上のタイ

ムラインは明記され

ていないものの、政

策上の位置づけ等に

より早期の取組みが

望ましい課題。 
 
Low：解決に向けて

早急に取り組む必要

がない課題。 

（緩和効果に応じて 
✓✓✓／✓✓／✓ 

で表示） 
 

✓✓✓：課題解決に

よる緩和効果は非常

に大きく、セクター

／サブセクター全体

の GHG 削減に寄与す

る。 
 
✓✓：ある程度大き

な緩和効果が見込ま

れ、サブセクター全

体の削減に一定程度

寄与する。 
 
✓：課題解決による

緩和効果が見込ま

れ。 

（適応効果に応じて 
✓✓✓／✓✓／✓ 

で表示） 
 
✓✓✓：適応効果が

非常に高く、セク

ター／サブセクター

の関係者の多くが裨

益者となる。 
 
✓✓：適応効果が高

く、多くの裨益者が

見込まれる。 
 
✓：裨益者の数は多

くないものの一定の

適応効果が見込まれ

る。 

（波及効果の大きさに応

じて+++/ ++/ +で表示） 
 
 
+++：課題が解消される

ことでセクター全体ある

いは社会全体に対する波

及効果があり、様々なス

テークホルダーに好影響

をもたらす。気候変動対

策効果も非常に大きい。 
 
++：課題が解消されるこ

とでサブセクター政策実

施の推進に寄与し、ス

テークホルダーへの好影

響も期待できる。気候変

動対策効果も大きい。 
 
+：課題が解消されるこ

とで気候変動対策効果が

期待できるとともに、あ

る程度の波及効果が見込

まれる。 

 

課題解決に資する強化プログラムの検討にあたっては、表 1-2 に示す評価指標を強化プログラ

ムに適用し、当該プログラム案がフィリピンおよび我が国の政策に適切に合致するとともに、気

候変動対策としての効果が望めるか等を確認した。全ての指標に概ね合致できるものについて、

強化プログラムとした。なお、経済性および投資効果に関する指標ついては基本データが整備さ

れている円借款候補案件や民間候補案件のみに適用することを想定して設定した。なお、本評価

手法および強化プログラムについて、現地調査を通じて広くフィリピン側と情報共有を行い、意

見聴取を行った。指標については、インセプションレポートおよび現地での関係機関合同会議に

おいてフィリピン側関係者と共有し、意見聴取を行った上で確定した。 
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表 1-2 強化プログラムの評価指標およびチェック項目 

選定指標 チェック項目 

パリ協定・NDC 達成支

援貢献度 

パリ協定およびフィリピン政府の NDC 目標達成に資するか。強化プログラムを実

施した場合のアウトプットに CO2換算トンで GHG 削減量あるいは適応事業の裨益

者数が示されるか。 

セクター政策との整合性 当該セクターの政策、計画と整合しているか。 

緊急性 関連する計画等に実施時期が掲げられている、あるいは実施期限があり、強化プ

ログラムはその達成に資するか。 

他ドナーの支援状況 我が国以外の先進国あるいは国際機関等から受けている類似強化プログラムと重

複はないか、あるいは連携が見込めるか。 

DAC* 6 項目 妥当性、整合性、有効性、インパクト、効率性、持続性（本調査を通じて収集し

た情報をもとに簡易的に分析） 

日本政府・JICA 政策と

の整合性 
本邦技術の国際展開等日本政府の気候変動政策に合致するか。JICA グローバル・

アジェンダ No.16 の具体的な達成指標の達成に資するか。 

社会的弱者・ジェンダー 
気候変動による影響を受けやすい社会的弱者（女性、先住民族等）への配慮がな

されているか。気候変動により悪化した社会的、経済的、環境的脆弱性による男

女格差の縮小に寄与するか。 

経済性 
強化プログラムとして健全な経済性が見込まれるか。 
（該当強化プログラムのみ適用） 

投資効果 
特に民間セクター向け強化プログラムについて、セクター全体あるいは同国の経

済全体への波及効果および本邦企業への裨益が見込まれるか。 
（該当強化プログラムのみ適用） 

*DAC：開発援助委員会、Development Assistance Committee 
出典：JICA 調査団 

 

本調査で検討した強化プログラムは、課題の解決に資するプロジェクトを複数組み合わせたも

ので、仮説的に JICA スキームを例に技術協力プロジェクトと民間連携事業、課題別研修と JCM

連携など異なるものを組み合わせ、課題解決に最適なプログラムとなるように検討を行った。ま

た、プログラムを構成する各プロジェクトは、短期的な課題として、特に緊急性の高い課題

（フィリピンの現行の NDC の対象期間が終わる 2030 年より前に解消されることが望ましい課題）

に対応する「短期プロジェクト」と、中長期的な課題（プロジェクトの開始時期に関わらず 2030

年以降に解消されるべき課題）に対応する「中長期プロジェクト」に分けられる。検討した強化

プログラムおよび当該強化プログラムを構成する主要な個別プロジェクトの内容、そして上記の

指標を使用した強化プログラムの評価結果を「3.1 重点セクターにおいて取組むべき課題の検討

および強化プログラムの検討」に示す。 

加えて、強化プログラムの優先付けを検討するため、対応する課題それぞれについて、緊急度

合い、気候変動適応および緩和効果、セクター全体および政策への波及効果（インパクト）、さ

らに日本の知見や技術の適用可能性を分析し、各課題および強化プログラムの評価を行った。 
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第2章  フィリピンにおける気候変動対策に関する情報収集・分析 

2.1 フィリピンにおける気候変動にかかる状況 

2.1.1 フィリピンにおける気象変動リスク状況 

フィリピンの平均気温は、1951年から 2015年にかけて 0.68℃上昇しており、降雨パターンや熱

帯低気圧の経路も変化をしている5。海面上昇については、同じく 1951 年から 2015 年にかけて

5.7-7.0mm/年で上昇しており、これは同期間における世界平均の約 2 倍となっている6。 

IPCC による将来予測（multi-model ensemble）によれば、気候シナリオによるものの 21 世紀末

までに気温は約 1－2℃上昇し続け、降雨量には大きな変化はないが変動性と強度が増し、極端な

気象がその強さと頻度を増すと予測されている。これらの変化は地理的に異なる可能性が高く、

北部と中部は年間を通じてより湿潤となり、南部はより乾燥すると予測されている。 

 

 
出典：Climate Risk Country Profile, WB 

図 2-1 フィリピンの気温・降雨の将来予想 

2021 年にフィリピン国家技術専門家パネル（NPTE）によると、フィリピンが直面する気候変

動によるリスクのトップ 10 として、(a) 海面上昇、(b) 海岸侵食、(c) 洪水、(d) 台風の激甚化、(e) 

極度の干ばつ、(f) 気温の上昇および都市部の暑さ指数の上昇、(g) 異常降雨、(h) 感染症、(i) 風の

パターン変化、および (j) 生物多様性の損失、が特定されている7。 

気候変動は、既に人々の生活に大きな影響を与えている。フィリピン統計局のデータによると、

2010 年から 2019 年に発生した自然災害による被害額は総額で約 4,630 億フィリピンペソ（以下、

「PHP」）、死者は 12,097 人と報告されている。被害のうち、約 62%（約 2,900 億 PHP）が農水産

業に対する被害であり、次いでインフラ施設に対する被害が約 23%（約 1,090 億 PHP）、残り約

14%が通信／民間施設への被害（約 661 億 PHP）と報告されている8。 

 
5 Observed and Projected Climate Change in the Philippines. Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services 
Administration, Quezon City, Philippines, PAGASA 
6 Philippines Country Climate and Development Report, World Bank 
7 Commission Resolution No. 2021-010, CCC 
8 Compendium of Philippine Environment Statistics, PSA 
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出典：Compendium of Philippine Environment Statistics, PSA 

図 2-2 フィリピンの自然災害による被害額修正（単位：10 億 PHP）とその内訳（2010-2019） 

 

2.1.2 気候変動にかかる国際情勢とフィリピンの状況 

(1) 気候変動にかかる国際的な取組み 

気候変動問題は、国際社会が一体となって直ちに取り組むべき重要な課題である。国際社会で

は、1992 年に採択された UNFCCC に基づき、1995 年より毎年、国連気候変動枠組条約締約国会

議（COP：Conference of the Parties）が開催され、世界での実効的な気候変動対策の実現に向けて、

精力的な議論が行われてきた。 

このような中、2015 年 12 月、フランスのパリで開催された COP21 においては、2020 年以降の

GHG 排出削減等のための新たな国際枠組みとして、パリ協定が採択された。パリ協定では、産業

革命以前に比べて世界の平均気温上昇を 2℃以内に抑えることを目指すとした他、以下の内容を

含んでいる。 

 世界共通の長期目標として 2℃目標の設定。1.5℃に抑える努力を追求すること。 

 主要排出国を含む全ての国が削減目標を 5 年ごとに提出・更新すること。 

 全ての国が共通かつ柔軟な方法で実施状況を報告し、レビューを受けること。 

 適応の長期目標の設定、各国の適応計画プロセスや行動の実施、適応報告書の提出と定

期的更新。 

 イノベーションの重要性の位置付け。 

 5 年ごとに世界全体としての実施状況を検討する仕組み（グローバル・ストックテイ

ク）。 

 先進国による資金の提供。これに加えて、途上国も自主的に資金を提供すること。 

 気候変動の悪影響に伴う損失および損害（ロス＆ダメージ）への対処。 

 市場メカニズムの活用。 

2021年 11月に開催された COP26では同 1.5℃以内に抑える努力を追求するとし、COP27では同

1.5℃目標が再確認された他、同目標を実現するためには、全世界で GHG 排出量を 2030 年までに

2010 年度比で 43%削減する必要があることが確認された。また、2023 年に開催された COP28 で

はグローバル・ストックテイクに関する決定が初めて採択され、1.5℃目標達成のための緊急的な

行動の必要性や 2025 年までの排出量のピークアウトの必要性が盛り込まれた。 
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(2) フィリピンにおける GHG 排出状況および削減目標 

1) GHG 排出状況 

2020年のフィリピンにおけるGHG排出量は 204.32百万トン（二酸化炭素換算（以下、「CO2e」））

となっている。また、Climate Watch9によると国民一人当たりの GHG 排出量は年々微増傾向にあ

るが 2020 年時点で 2.08 トン CO2e であり、全世界平均の 6.5 トン CO2e を下回っている。GDP あ

たりの GHG 排出量は 1990 年には 1,937 トン CO2e／百万 USD であったが、2020 年には 629 トン 

CO2e／百万 USD まで減少している。 

フィリピンの 2020 年の国家インベントリによると、GHG 排出の内訳は、全体の 63.3%（129.286

百万トン CO2e）をエネルギーセクターが占め（交通セクターを除くと 99.854 百万トン CO2e）、続

いて農業（26.5%、54.08百万トン CO2e）、廃棄物（14.7%、30.122 百万トン CO2e）、産業（8.2%、

16.772 百万トン CO2e）、土地利用・森林（-12.7%、25.935 百万トン CO2e 吸収）となっている。エ

ネルギーセクターの中では、電力（全体の 48.9%）、交通（同 14.4%）からの排出が多い。 

一方、これまでの GHG 排出量の推移を見ると、コロナ禍により経済が低迷した 2020 年を例外

として、経済成長に伴い下図のように一貫して増加傾向にある。GHG 排出の内訳には大きな変動

は見られない。 

 
出典：World Resources Institute, 2022. Climate Watch Historical GHG Emissions 

図 2-3 フィリピンの GHG インベントリ推移および内訳 

なお、上記 GHG 排出データは OECD や FAO 等の推計値に基づくものであり、フィリピン政府

が策定する国家 GHG インベントリ（下図参照）とは異なる。本調査では政府公認のデータであ

る 2020 年国家インベントリデータ（2023 年 12 月に公開10）に基づきセクター分析を行った（下

図参照）。 

 
9 政策立案者、研究者、メディア等向けに気候変動に関する気候データを提供する無料のオンライン プラット

フォーム。 
10 CCC Commission Resolution No. 2023-005 “Adopting the 2015 and 2020 National Greenhouse Gas Inventory Report.”  
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出典：2010 Philippine Greenhouse Gas Inventory Report and CCC Commission Resolution No. 2023-005 
図 2-4 フィリピンの GHG インベントリ（2010 年、2015 年、2020 年データ） 

一方、GHG 排出の将来排出予測を見ると、緩和策を取らなかった場合の現状趨勢（BAU: 

Business as Usual）シナリオ下では、下表に示すように 2020 年から 2030 年までの 10 年間で 2 倍近

くの増加を見込んでいる。同期間で最も排出増が見込まれているのは、産業セクター（2030 年ま

でに 2020 年の 2.4 倍）、交通（同 2 倍）、エネルギー（同 1.7 倍）、廃棄物（同 1.2 倍）となってい

る。農業セクターについては GHG 排出が削減傾向にあると予測されている他、森林・土地利用

（FOLU: Forestry and Other Land Use）については 2020 年現在で吸収源となっているものが排出源

に転換すると予測されている。 

表 2-1 フィリピンにおける GHG 排出量予測（BAU シナリオ） 

 
出典：Philippines NDC Quick Facts, CCC 

2) GHG 排出削減目標 

国内の GHG 排出削減目標として、フィリピン政府は 2015 年に Intended Nationally Determined 

Contribution（INDC）を UNFCCC 事務局に提出し BAU 比 70%削減を掲げた。2021 年に策定、提

出した NDC において、フィリピンは、GHG 排出ピークの目標を 2030 年までとする他、緩和に関
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する目標として、2020 年から 2030 年の間に、BAU に比べ、GHG 排出量を 75%削減することを目

指している。同期間の BAU 排出量は NDC によると 3,340.3 百万トン CO2e（年平均約 334 百万ト

ン CO2e）とされており、この 75%を削減（10年間で合計約 2,505 百万トン削減、年平均 250百万

トン削減）することで、排出量を 835 百万トン CO2e（10 年間合計。年平均排出量 83.5 百万トン

CO2e）にする目標としている。75%のうち 2.71%は自国の努力のみによって達成（unconditional）、

残りの 72.29%は先進国からの資金的・技術的支援11を受けて達成を目指すという条件付き目標

（conditional）となっている。NDC における GHG 排出削減の対象セクターは、主要 GHG 排出源

であるエネルギー、交通、農業、産業、廃棄物管理の 5 セクターである。

セクター毎の具体的な削減目標値は NDC では掲げられていないものの、「フィリピン開発計画

（2023－2028）(PDP：Philippine Development Plan 2023-2028)」において、フィリピン政府はエネ

ルギー、産業、廃棄物（IPPU: Industrial Processes and Product Use）、交通のセクター別 GHG 排出削

減目標を設定している。具体的には、BAU に対し 2023 年から 2028 年の 5 か年で 37.9 百万トン

CO2e の排出削減を目標としており、交通セクターからの排出削減が最も高く設定されている。

この PDP の削減目標値は、対象期間や対象セクターが NDC と異なるものの、NDC で掲げる 2020

年から 2030 年の間の自国努力による GHG 削減目標値（90.52 百万トン CO2e）より少ない値と

なっている。

表 2-2 PDP におけるセクター別 GHG 排出削減目標 

セクター 基準年

削減目標（単位：百万トン CO2e） 
担当

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
セクター

合計値

Energy 

0 
(2019) 

0.39 0.44 0.51 0.59 0.69 0.78 3.40 DOE 

IPPU 0.33 0.39 0.47 0.54 0.62 0.71 3.06 
DENR 

Waste 0.76 0.80 0.83 0.89 1.04 1.08 5.40 

Transport 3.58 3.96 4.13 4.37 4.86 5.14 26.04 DOTr 
合計 5.06 5.59 5.94 6.39 7.21 7.71 37.9 - 

出典：PDP 2023-2028 をもとに調査団作成 

11 先進国から途上国への気候変動対策支援として ODA を活用することについて、パリ協定では規定されていない。

また、UNFCCC が策定した国別報告書等の作成ガイドラインには、ODA を活用した気候変動対策支援の詳細（金

額、支援スキーム、対象セクター等）を記すように規定されている。
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出典：PDP 2023-2028 
図 2-5  PDP 2023-2028 におけるセクター別 GHG 排出削減目標（単位：百万トン CO2e）
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2.2 フィリピンにおける気候変動対策に関する現状と課題の整理・分析

2.2.1 フィリピンにおける気候変動にかかる基本的な政策、体制、予算の状況

フィリピン政府は UNFCCC に 1992 年に署名、1994 年に批准して以降、気候変動対策に関わる

法律を制定するとともに、様々な政策、計画を策定し、国内の対策を推進している。下図に気候

変動対策に関わる主なマイルストーンを示す。赤字は UNFCCC・パリ協定の下でのフィリピン政

府による活動を示し、黒字はフィリピン政府による国内の法律制定や政策策定等の取組み示す。

内容は各セクターにおける政策、取組みに関する項で詳述する。

出典：調査団

図 2-6 フィリピンにおける主な気候変動対策関連の法律、政策、計画のタイムライン 

上述のとおり、フィリピンは世界で最も気候変動に脆弱な国のひとつであり、2000 年から 2019

年までの間に最も異常気象の影響を受けた国として世界で 4番目に位置づけられている12。第 2回

国別報告書では、気候変動への脆弱性と適応の必要性が高い分野として(1) 農業と食料、(2) 林業、

生物多様性、水資源を含む流域、(3) 沿岸および海洋資源、(4) 人間の健康が挙げられている。ま

た、国民一人当たりの GHG 排出量は小さいものの、国全体の排出量は増加傾向にあり、NDC に

おいて大幅な排出削減目標を掲げている。

急激な人口増と社会の発展に伴い、食料・水需要の増加に対する負の影響や、首都圏をはじめ

人口が稠密な都市が自然災害にさらされる危険が増すなど、気候変動の影響はますます経済社会

に大きな影響を与えている。そこで、フィリピン政府は過去 20 年間、森林の再生活動の継続、農

林業開発、マングローブ林の再生、流域保護と代替生計のための森林コミュニティの能力開発、

12 Germanwatch (2021). Global Climate Risk Index 2021。なお、2022 年および 2023 年はデータ欠損のため未発行。 
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水資源の保護と効率的な管理のインフラ整備など、様々な対策を行ってきた。気象災害への対策

として、災害管理プログラムの強化、早期警報システムの改善、海岸線の安定化、沿岸地域住民

の生活基盤の強化なども行っている。

政府による政策、計画の策定をはじめとする気候変動適応・緩和事業の推進だけでなく、地方

政府機関（LGU：Local Government Unit）や民間セクター、NGO や大学・研究機関等の非国家主

体（non-state actors）による気候変動への取組みも進んでいる。 

このような一連の取組みの基礎となる政策や計画などの現状を以下に示す。

(1) 気候変動に関する基本政策・計画、目標

1) 気候変動法（Climate Change Act of 2009, RA9729）

2009 年 10 月 23 日に制定され、気候変動を政府の計画と意思決定プロセスに主流化し、フィリ

ピンにおける気候変動の緩和と適応の枠組みを確立することを目的とし、その目的のために CCC

が設置されている。この法律では、CCC の役割や位置づけを明示するとともに、CCC のもとで、

気候変動に関する枠組み戦略の策定とその構成、国家気候変動行動計画 （以下、「NCCAP」）の

策定とその構成、地方気候変動行動計画 （以下、「LCCAP)」）の策定と実施、さらには、気候変

動に関連した各政府機関の役割についても明示されている。

同法は 2012年に改正され、地方やコミュニティレベルでの気候変動適応プロジェクトのための

長期的な国内資金として、人民生存基金（PSF）が設立された。 

2) 気候変動に関する国家枠組み戦略（National Framework Strategy on Climate Change 2011-2022）

気候変動に関する国家枠組み戦略（2010-2022 年）（以下、「NFSCC」）は、国の公約、気候変動

に対する脆弱性や適応の必要性、緩和行動に取り組むために、気候変動法に基づき 2010年にCCC

によって策定された。

このフレームワークは、「健康で安全、豊かで自立した地域社会と、繁栄し生産的な生態系を

持つ、気候変動リスクに強いフィリピンを構想」している。また、そのゴールとして「コミュニ

ティの適応能力を構築し、気候変動に対する自然生態系の回復力を高め、持続可能な開発に向け

て緩和の機会を最適化すること」としている。さらに、「気候変動に関する国家枠組戦略の国家

的優先事項、すなわち柱は、適応と緩和でありつつ、適応に重点を置いた戦略とする。適用可能

な場合は、適応の一機能として緩和行動も推進する」 としている。

このフレームワークは、国および州の開発計画プロセス、特にフィリピン中期開発計画

（MTPDP：Medium Term Philippine Development Plan）、中期公共投資計画（MTPIP：Medium Term 

Public Investment Program）およびセクター別計画の策定の指針となるとされており、フレーム

ワークの採択後 1 年以内には、NCCAP を策定し戦略の詳細が示された。NCCAP は、その後、そ

れぞれの LGU による LCCAP を作成する指針となった。

3) 国家気候変動行動計画（NCCAP：National Climate Change Action Plan 2011-2028）

気候変動法に基づいて2011年に策定された気候変動に関する国家計画であり、2011年から2028

年までの戦略的方向性を示している。この計画では、食料安全保障、水の自給、生態系と環境の
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安定、人間の安全保障、気候に配慮した産業とサービス、持続可能なエネルギー、知識と能力の

開発が優先項目と位置づけられるとともに、横断的行動、実施手段、モニタリングと評価につい

ても明記されている。また、附属書として、2011年から 2028年までに行う活動、目標および目指

す成果が上記優先項目ごとに明記されている。

表 2-3 NCCAP の優先項目および目指す成果 

優先項目 成 果

1. 食料安全保障 気候変動の中でも、安全で健康的な食料の入手可能性、安定性、入手しやす

さ、買いやすさの確保

2. 水の充足 水セクター全体のガバナンスの包括的な見直しと再構築。主要な水資源やイン

フラの回復力を評価し、需給管理、水質管理、保全の促進

3. 生態系と環境の安定性 重要な生態系の保護と回復、生態系サービスの回復

4. 人間の安全保障 気候変動と災害に対する女性と男性のリスク低減

5. 気候に配慮した産業と

サービス

グリーン雇用とエコ雇用の創出、持続可能な消費と生産。

持続可能な都市や自治体の開発推進

6. 持続可能なエネルギー エネルギー効率と省エネルギーの推進と拡大、持続可能な再生可能エネルギー

の開発、環境的に持続可能な 環境的に持続可能な輸送、エネルギー・システ

ム・インフラの耐候性とリハビリテーション

7. 知識と能力の開発 気候変動の科学に関する知識の向上、地域やコミュニティレベルでの気候変動

への適応、緩和、災害リスク軽減のための能力強化、国や地方レベルで、あら

ゆるセクターが利用できるジェンダーに配慮した気候変動に関する知識管理の

確立

出典：National Climate Change Action Plan 2011-2028 より作成 

NCCAPのモニタリングは毎年実施、評価は 3年ごとに実施する。年次モニタリングで、毎年の

優先事項と予算設定の方向性を定める情報を提供する。評価では、効率、効果、影響に焦点を当

てる。2011 年から 2016 年までの NCCAP の最初のモニタリングと評価が 2017 年から 2018 年に開

始され、2019 年に終了13した。NCCAP の各テーマ別優先事項について、以下のパラメータについ

て、達成状況およびギャップを評価した。

 適応に向けたガバナンスの準備（例：実現可能な政策、主要な計画、フラッグシップ・

プログラム、制度的能力、能力開発、知識管理）

 適応行動の実施（例：プログラムやプロジェクト、社会保護、資金調達）

 緩和コベネフィット

 適応能力の強化、脆弱性の軽減、持続的発展への貢献

NCCAP の M&E 報告書では、気候変動フラッグシップ・プログラムや新たなベストプラクティ

スやプログラムに対して実施された、適応を促進または阻害する制度や能力の実現政策や構造、

知識管理の有無について提示している。ギャップは、モニタリングと評価の第 2 ラウンドで再評

価され、将来の NCCAP の改訂に活用される。

13 GIZ による「国際的な CC レジームの形成と実施におけるフィリピンへの支援（SupportCCC）フェーズ II」の支援

を受けている。
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4) 地方気候変動行動計画（LCCAP：Local Climate Change Action Plan)

気候変動法に基づき、LGUでの策定が義務付けられている計画であり、LGUはこの計画に基づ

いて各地域における気候変動対策を実施する。LCCAP は、気候変動への適応と緩和の双方に重点

を置き、LGU が気候変動の影響にどのように対応し、地方開発計画（土地利用計画、セクター別

開発計画、投資プログラムなど）に統合していくかを示している。2017 年に、内務自治省

（DILG：Department of the Interior and Local Government）、地方行政学院（LGA：Local Government 

Academy）および CCC が、LCCAP の策定に際してのガイドラインとして、「Enhanced LGU 

Guidebook on the Formulation of LCCAP」を発行している。また、LCCAP の策定や実施に資するよ

う、以下のツールやガイドブックが整備されている。

 Guide for Climate and Disaster Risk Assessment 

 Supplemental Guidelines for Mainstreaming CC-DRR14 in the CLUP15 

 Guidelines on Mainstreaming DRR-CCA16 in the CDP17 

 Tool for Low-Emission Development strategy – GHG inventory tool 

 Climate Change Programming – CCET18 Analysis Tool for Provinces 

しかしながら、気候変動法には LCCAP の策定期限や更新頻度については明記されていない。

したがって、2023 年 12 月時点では、全国 1,715 の LGU のうち 1,484（約 86.53%）が LCCAP を策

定済み19であるが、残りの LGU からは未提出となっている。未提出が多い地域は、BARMM

（Rehiyong Awtonomo ng Bangsamoro sa Muslim Mindanaw、バンサモロ・ムスリムミンダナオ自治

地域）が特に多く、Region 5 (Bicol Region、ビコール地域)、Region 7（Central Visayas、中部ビサ

ヤ地域）、Region 4-A （CALABARZON）、Region 9 （Zamboanga Peninsula、サンボアンガ半島地域）

と続く。未提出の理由としては、LGU における LCCAP 策定能力の不足や人員不足等である。さ

らに、前述した LCCAP 策定におけるガイドブックの活用するための研修にも遠隔地であるとい

う理由から研修への参加費用を工面できないなどの理由から参加できない LGUがあり、これらの

LGUからの LCCAPの提出がなされていない状態である。また、提出済みの LCCAPについても、

ガイドブックに沿わずに独自のフォーマットや項目で策定するなど統一性という観点からも課題

がある。

14 CC-DRR: Climate Change – Disaster Risk Reduction 
15 CLUP: Comprehensive Land Use Plan 
16 DRR-CCA: Disaster Risk Reduction – Climate Change Adaptation 
17 CDP: Center for Disaster Preparedness 
18 CCET: Climate Change Expenditure Tagging 
19 出典：National Integrated Climate Change Database and Information Exchange System (NICCDIES), 20230818 accessed. 
ただし、2023 年 8 月 15 日に DILG に対して実施したヒアリングでは「Enhanced LGU Guidebook on the Formulation of 
LCCAP 」を使って策定した LCCAP を提出している LGU は全体の 56%程度であるとの情報が提供された。 
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表 2-4  LCCAP の提出状況(2023 年 7 月時点) 

出典：NICCDIES20 

5) フィリピン開発計画（PDP：Philippine Development Plan 2023-2028）

2023 年に策定された同国の 5 か年開発計画であり、2023 年から 2028 年までの間における同国

における短期的な課題と、成長とインクルージョンに関する中期的な制約の両方に対応すること

を目指し「8 項目の社会経済的アジェンダ」から構成されている。特に、雇用創出の活性化、豊

かで包摂的かつ強靭な社会に向けた貧困削減を加速させることを重要課題として掲げている。さ

らに、開発計画の 15 章「Accelerate Climate Action and Strengthen Disaster Resilience」では、気候変

動対策と災害への強靭化において直面している課題と、計画期間中にこれらの課題に取り組むた

めに追求すべき成果（(a)コミュニティと組織の気候変動と災害リスクに対する回復力の強化、(b)

生態系の回復力の強化、(c)低炭素経済への転換の実現）を示している。また、エネルギー、産業、

廃棄物、交通セクターで具体的な GHG 排出削減の目標も設定している。 

20 https://niccdies.climate.gov.ph/action-plans/local-climate-change-action-plan 2024 年 1 月 6 日アクセス 
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表 2-5  PDP における気候変動対策と災害への強靭化に向けた Results Matrix 

出典：Philippine Development Plan 2023-2028 

6) 国が決定する貢献（NDC：Nationally Determined Contribution）

2021 年 4 月 15 日に UNFCCC に提出され、持続可能な産業開発、貧困撲滅と包摂的成長、エネ

ルギー安全保障、社会的・気候正義という国の開発目標や優先事項を支援し、気候や災害に強く

低炭素な経済へと社会経済セクターを変革することを目指している。

緩和に関する目標として、2020 年から 2030 年の間に、BAU に比べ、GHG 排出量を 75%（条件

付きで 72.29％、条件なしで 2.71％）削減することを目指している。NDC における GHG 排出削減

の対象セクターは、主要 GHG排出源であるエネルギー、交通、農業、産業、廃棄物管理の 5セク

ターである。
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適応については、国家気候変動行動計画（NCCAP）のもとで食料安全保障、水資源確保、生態

学的・環境的安定、人間の安全保障、気候スマート産業・サービス、持続可能なエネルギー、知

識・能力開発の 7 セクターを設定し、持続可能な開発目標および仙台防災枠組との一貫性を指向

している。農業、林業、沿岸・海洋生態系、生物多様性、健康、人間の安全保障の各セクターに

おいて、損失と損害の先制、軽減、対処するための適応策を実施するとしている。また、森林保

護、森林回復と再植林、森林保全における成果に基づく資金へのアクセスを指向するとしている。

(2) 気候変動対策推進体制

フィリピンにおける気候変動対策には様々な中央政府機関だけでなく、LGU や大学・研究機関、

民間セクター、NGO 等の非国家主体（non-state actors）が関わっており、これら様々なアクター

が異なる役割をもって国全体で気候変動対策への取組みが進められている。

1) 中央政府機関

気候変動法（第 4 条）により、気候変動に関わる国内の分野横断的な政策の決定に関する機関

としては CCC が主要な機関とされている。一方、気候変動に関係する各セクターにおける気候変

動の政策や計画への主流化および対策事業の推進については、当該セクターを所管する省庁が

行っている。同法第 5 条には CCC に対する諮問機関が、同法第 15 条には関係する中央政府機関

が指定されている。下表に、フィリピンの気候変動対策に関わる主な中央政府機関を示す。

表 2-6 フィリピンの気候変動対策に関わる主な中央政府機関 

省庁名 主な気候変動担当分野

気候変動委員会
Climate Change Commission 
(CCC) 

気候変動に関する分野横断的な政策決定、プログラム・行動

計画の調整・モニタリング（詳細は後述）

農務省 Department of Agriculture (DA) 農水産業に関わる政策・計画・プログラムおよび規制の策

定・実施・モニタリング

予算管理省
Department of Budget and 
Management (DBM) 国家予算方針の作成および予算編成

エネルギー省 Department of Energy (DOE) エネルギー探査、開発、利用、分配、保全に関する政府の全

計画、プログラム、活動の準備、統合、調整、監督、管理

環境天然資源省
Department of Environment and 
Natural Resources (DENR) 

天然資源、環境に関わる政策・計画・プログラムおよび規制

の策定・実施・モニタリング

財務省 Department of Finance (DOF) 国家財政政策の策定、運営、税制管理、公共部門の債務管理

外務省
Department of Foreign Affairs 
(DFA)  国際約束のレビューおよび履行に関わる助言の提供

保健省 Department of Health 保健に関わる政策・計画・プログラムおよび規制の策定・実

施・モニタリング

内務自治省
Department of the Interior and 
Local Government (DILG)  LGU の気候変動計画策定・実施推進や人材育成 

国防省 Department of National Defense 国家災害リスク削減・管理評議会の議長を務める

公共事業道路省
Department of Public Works and 
Highways (DPWH) 

上下水道を含む公共事業全般に関わる政策・計画・プログラ

ムおよび規制の策定・実施・モニタリング

科学技術省
Department of Science and 
Technology (DOST) 技術開発、気候・気象データの収集と提供

貿易産業省
Department of Trade and 
Industry (DTI) 

貿易・産業に関わる政策・計画・プログラムおよび規制の策

定・実施・モニタリング

運輸省
Department of Transportation 
(DOTr) 

運輸交通に関わる政策・計画・プログラムおよび規制の策

定・実施・モニタリング
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省庁名 主な気候変動担当分野

国家経済開発省
National Economic and 
Development Authority 
(NEDA) 

国家および地域開発における計画、プログラム調整・評価、

政府開発援助の調整・モニタリング

フィリピン情報

局
Philippine Information Agency 
(PIA)  気候変動および対策に関わる情報の伝達

教育省 
Department of Education 
(DepED) 

基礎的な気候変動トピックの初等および中等教育カリキュラ

ム、教材への取り入れ促進

出典： 調査団

(a) 気候変動委員会（CCC：Climate Change Commission)

気候変動法で設置された組織であり、他の政府機関等から独立した組織として大統領府に所属

し、国の政府機関と同等の地位を有するものと規定されている。CCC は、気候変動に関して、政

府の政策決定機関であり、気候変動に関する政府のプログラムや行動計画を調整、監視、評価す

る責務を負うとされている。

CCC は、政府全体の気候変動対策に関する各関係機関の活動等を調整するとともに、気候変動

への対応に関する国のロードマップである気候変動枠組み戦略の策定と実施にも責任を負ってい

る。CCC は、フィリピン共和国大統領を委員長とし、大統領が任命する 3 名の委員会から構成さ

れる。そのうちの 1 人が CCC の副委員長を務め、事務局長として支援部門である気候変動オフィ

ス（CCO）を率いる。CCC の職務権限として、政府機関の気候変動政策やプログラムの調整、気

候変動に関する枠組み、戦略、プログラムや予算の提案や策定、対外的な気候変動交渉に関する

代表、関係省庁や LGUに対して気候変動に関するガイドライン策定やモニタリングに関する技術

支援の提供、などが Climate Change Act of 2009 で規定されている。 

出典：Climate Change Commission 提供（2024 年 1 月） 
図 2-7 CCC の組織図 
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CCC による政策策定等に対して技術的助言を提供する組織として、National Panel of Technical 

Experts（NPTE）が設立されている。NPTE は、災害リスク軽減を含む気候変動に関連する分野の

実務者 14 人で構成され、気候変動の潜在的影響に対する脆弱な居住地のリスク評価と適応能力強

化のための気候科学、技術、ベストプラクティスに関する技術的助言を委員会に対して提供する。

また、CCC における PSF の窓口として Climate Finance System and Services unit が Vice-Chairperson

の元に置かれ PSF プロジェクトの提案書の審査および評価を担当している。 

表 2-7 CCO の部署の所掌 

部署名 所掌 人員数

Strategic 
Partnership Division 

国家気候変動行動計画および PDPで特定された成果の達成に向けた様々な利

害関係者との調整、ネットワーク構築、交渉、および様々なセクターの能力

構築に向けたパートナーシップの確立を担当

8 

Implementation 
Oversight Division 

国別、州別、セクター別の気候変動対策に関する監視、評価、報告書作成支

援を行う。この部局の下に、以下のチームが設置されている。

・ 気候レポートチーム

・ 気候変動適応モニタリングチーム

・ 気候変動緩和モニタリングチーム

・ 気候変動支出タグ付けおよび気候変動関連 GAA 条項モニタリングチーム

・ 全国統合気候変動データベース・情報交換システムチーム

13 

Policy Research and 
Development 
Division  

CCC の科学的知見に基づく政策決定と戦略の方向性を先導 
フィリピン代表団（PHLDEL）事務局および国内技術専門家パネル

（NPTE）事務局を務める

9 

Legal Services 
Division 

CCC の Climate Change Office の日常業務を支援するための法務サービスを提

供。加えて、i) 気候変動委員会事務局、ii) CCC 諮問委員会、iii) 気候変動適

応・緩和および災害リスク軽減に関する内閣クラスター（CCAM-DRR）の

事務局を担当

50 Information and 
Knowledge 
Management 
Division 

CCC の広報部門。プレスリリース、メディア対応、ソーシャルメディアへの

投稿などを通した活動やイベントに関する最新情報を提供。また、毎年開催

される「Climate Change Consciousness Week event」を担当。 

Administrative and 
Finance Division 

事務局の運営における管理業務の計画と実行を担当。人事管理、記録管理、

一般サービス、財務管理等の作業を担当。

出典：CCC HP 等より調査団作成 

(b) 気候変動適応・緩和・災害リスク軽減に関する内閣クラスター（CCAM-DRR：Cabinet Cluster
on Climate Change Adaptation, Mitigation and Disaster Risk Reduction)

フィリピンにおける気候変動への適応・緩和策の緊急性の認識にもとづき、大統領令第 43 号

（2011 年）および第 24 号（2017 年）により、CCAM-DRR が創設された。CCAM-DRR は、環境

や天然資源の保全と保護に重点を置き、気候変動と災害リスク管理に関して相互に関連する問題

を議論する場として機能している。また、気候リスク管理、災害リスク軽減、持続可能な開発に

関する政策やプログラムの効果的な統合を主導している。CCAM-DRR は、DENR大臣が議長を務

める。CCC は、メンバー機関であると同時に、クラスター事務局の役割も担っている。CCAM-

DRR の構成員は、行政長官、大統領経営スタッフ長、DBM、NEDA、DFA、DICT、DOF、DOST、

DILG、DPWH、DSWD、DA、DAR、DOE、DND の各長官、MMDA と HUDCC の議長である

（Executive Order No. 24, s. 2017、2017 年大統領令第 24 号）。また、以下に示す４つのカテゴリで

の取組みを通じて「公平で持続可能な開発に向けた気候変動に強靭なコミュニティの構築」を目

標としている。
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 脆弱なコミュニティの適応能力の向上

 清涼な空気、水、その他の天然資源の適切な供給確保

 重要インフラの強靭性の向上

 知識、情報へのアクセス、制度的能力の強化

出典：JICA 調査団 作成 
図 2-8 CCAM-DRR の体制図 

(c) NDC 技術作業部会（NDC TWG：NDC Technical Working Group）

2014 年大統領令 174 号（フィリピン温室効果ガスインベントリおよび報告システムの制度化）

に基づき、フィリピンの NDC を策定するとともに、政府の関連計画、投資計画、実施、MRV

（Measurement, Reporting, Verification、以下「MRV」）プロセスを推進していくため、CCC、

DENR、DA、DOE、DOTr、DOF、NEDA など NDC に関わる中央政府機関から構成され、NDC 策

定に向けて作業が行われてきた。

2) 地方政府機関（LGU：Local Government Unit）

フィリピンでは、1991 年に制定された地方自治法／共和国法第 7160 号（LGC/RA7160）により、

中央政府から LGUへの権限の委譲による地方分権化がすすめられている。なお、フィリピンの中

央行政機関の中で LGU に関わる事務を所管しているのは、内務地方自治省(DILG: Department of 

the Interior and Local Government) である。LGU は 81 の州(Province)、146 の市(City)（うち高度都市

DENR 
Cluster Chair 

CCC 
Secretariat 

The Executive Secretary 
Presidential Management Staff 

DBM, NEDA, DFA, DOF, DOST, DILG, 
DPWH, DSWD, DA, DAR, DOE, DND, 

MMDA and the HUDCC 
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化市 HUC は 33 市） および 1,488 の町(Municipality)、そして 42,000 を超えるバランガイ(Barangay) 

に分けられるが、それぞれの自治体で気候変動対策の取組みが進められている。バランガイを除

く各 LGU は気候変動法の下で LCCAP を策定し、同計画に基づき適応、緩和に関わる気候変動対

策の事業を進めている。 

気候変動の影響を直接的に受けていることから、多くの LGU は GHG 排出削減より適応策の推

進を重視していることが、提出された LCCAP の中で読み取れる。自治体予算以外には、分野に

よっては政府の予算や補助金、PSF基金が用意されているが、2023年 11月現在で PSF承認を受け

た案件は 11 件に留まるなど、それらを活用している LGU は限定的である。 

一方で緩和については、予算や人員の限界から、予算規模や自治体職員数が比較的大きい高度

都市化都市でも取組みが進んでいないのが現状である。なお高度都市化都市であるケソン市につ

いては、C40（都市気候リーダーシップグループ）21のメンバー都市としていち早く気候変動対策

の取組みを進めており、強いリーダーシップの下で国に先駆けて 2050 年までの脱炭素化（ネット

ゼロ排出）のコミットもしており、JCM 事業等を通じて GHG 削減の取組みを進めている。 

また、LGUに不足している気候変動対策に関する認識や知識、スキルを強化するため、CCC や

DILG、LGA が中心となって LCCAP の作成、更新をはじめとする研修や、気候変動リスク評価や

適応策の検討、緩和策策定およびそのベースとなる GHG インベントリ作成に関する指導を積極

的に行っているものの、全ての LGU に研修指導が行き渡っていないことが CCC や DILG へのヒ

アリングで判明した。 

3) 民間セクター 

民間セクターはフィリピンのNDCにおいても社会変革を達成する上での重要なアクターである

とされ、政府によるグリーン投資促進政策や税優遇策等を通じて気候変動対策事業の推進が期待

されている。 

民営化が進むエネルギーセクターでは再生可能エネルギー導入が進むなど、セクターによって

民間に求められる役割や取組み状況に大きな違いがあるものの、特に緩和分野において業界団体

や企業によって取組みが進められている。企業の社会的責任（CSR: Corporate Social Responsibility）

の観点から気候変動対策の取組みをスタートした企業が多く、財閥系グループや外資系を含む上

場企業を中心に、省エネや創エネ事業、廃棄物削減・リサイクル事業や植林事業などが行われて

おり、これら事業はフィリピン証券取引委員会（SEC：Securities and Exchange Commission）が上

場企業（PLCs：Publicly Listed Companies）に提出を義務付けているサステナビリティレポートに

おいて報告されている。フィリピンに存在する 100万を超える企業と比すると PLCsは 300社未満

と数は少ないものの、2022 年の段階で上場企業の 96%がサステナビリティレポートを提出してい

る。また、2050 年までのネットゼロ排出にコミットしている大企業も増加しており、例として、

民間セクターからの GHG 排出ゼロを目指す企業団体である Net Zero Carbon Alliance (NZCA)の会

員企業が 2021 年の設立時の 6 社から 2023 年には 18 社に増加している。また、フィリピンで最大

手の企業グループである Ayala Corporation のように、都市開発において環境に配慮した省エネル

 
21 世界の主要都市の約 100 の市長が参加する世界的なネットワークで、気候危機に立ち向かうために一致団結して

行動している（https://www.c40.org/about-c40/） 
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ギー設計や建設を行うなど、サプライチェーン全体での GHG 削減に取り組むとともに、気候変

動リスクの評価を行っている企業も見受けられる。 

なお、上記の取組みは主に大企業によるものであり、中小企業（従業員数 200 人未満、資産規

模 1 億 PHP 未満）による取組みは進んでいない。気候変動リスクに関するデメリットや気候変動

対策を取る事のメリットに関する知見が不足している、また、気候変動対策の導入にあたっての

低い経済性などが障壁となるケースがあることが本調査で実施したインタビュー等を通じて確認

された。 

4) 大学・研究機関 

フィリピン大学（UP: University of the Philippines）ディリマン校やロスバニョス Los Baños 校

（UPLB）をはじめとするフィリピン国内の大学および研究機関は、気候変動に関わる政策策定

や事業実施の基礎となる各種研究やデータ整備、人材育成を担っている。科学的なデータの整備

として、気候変動の影響予測や、国内の社会経済やコミュニティ、生態系への影響の分析だけで

なく、適応・緩和策の効果の分析、新たな適応技術の研究・開発を進めている他、国民へのアウ

トリーチ活動も推進している。また、これらの活動を通じて、適応・緩和に関わる政府および

LGU の政策、計画策定にも寄与している。なお、フィリピンの気候変動政策に対して技術的なア

ドバイスを提供する国家技術専門家パネル（NPTE：national panel of technical experts） のメンバー

16 人のうち 15 人が国内の大学、研究機関に所属している。 

5) NGO 等 

フィリピンには多数の NGO／CSO／コミュニティグループが存在しており、農業、森林、生態

系保全、廃棄物、小規模再生可能エネルギーなどの分野を中心に、コミュニティベースで適応・

緩和事業の実施や環境教育の推進、人材育成・エンパワメントを行っている。 

(3) 気候変動対策予算の状況 

フィリピン全体および各セクターにおける気候変動対策予算（気候変動への適応および／又は

気候変動の緩和に対応するプログラム、活動、プロジェクト（PAPs：Program/Activities/Projects）

に向けられた公的資金の総額）の推移は図 2-9 のとおりであり、2023 年以降、気候変動に関連し

た予算が大きく増加している。 

一般歳出法（GAA）レベルでは、承認された気候変動予算は4,645億PHPで、国家予算の8.82%

に相当し、2023 年度には 8,042 の気候変動プログラム、活動、プロジェクトのために 120 の政府

機関（58 の国家政府機関、予算支援を受けている 9 の政府所有・管理法人、53 の州立大学・カ

レッジ）に計上された。 

これは、前回の 2022年度の気候変動関連予算 2,890億 PHPから 60.32%の大幅増となった。2023

年度の気候変動関連予算のうち、3,570 億 PHP は、主に洪水被害軽減に焦点を当てたプログラム

などの水資源プロジェクトに割り当てられた。一方、540 億 PHP は、交通インフラの改善と管理

を通じた温室効果ガス排出量を削減と持続可能なエネルギー開発に割り当てられている。食料安

全保障のための投資は 360 億 PHP である。気候変動適応に関する予算は気候変動関連予算全体の

88.53%を占めており、緩和（11.47%）よりも大幅に多い。これは、フィリピンの GHG 排出量は
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比較的少ないが、気候変動の影響を顕著に受けるため、気候変動への適応を中心的な戦略として

位置づけるという政府の方針によるものと、防災関連事業も気候変動適応に含まれているためで

ある。そのため、気候変動関連予算のほとんどは、国内の食料システム、公共インフラ、災害リ

スク軽減のためのプロジェクトに振り向けられている。 

 

注：2017-2021 年は実際の支出、2022-2023 年は GAA の数字。 
出典：National CCET PAPs Figure 2017-2024より調査団作成 

図 2-9 気候変動関連予算推移（単位：千 PHP） 

図 2-10 2023 年度の気候変動関連国家予算

（単位：千 PHP） 
図 2-11 気候変動関連（適応および緩和）予算

の上位 5 機関 

出典：Philippines’ Climate Budget Brief FY2023 GAA Level 

表 2-8 省庁別気候変動関連予算額（2023 年度） 

Agency FY 2023 CCET Allocations % of CCET Allocations 
DPWH 361,516,131 77.83% 
DOTr 43,660,931 9.40% 
DA 27,178,586 5.85% 
DENR 9,642,174 2.08% 
BSGCs* 8,303,881 1.79% 
Other NGAs** 14,197,929 3.06% 

出典：Philippines’ Climate Budget Brief FY2023-GAA Level 
* BSGCs: Budgetary Support to Government Corporations, **NGA: National Government Agencies 
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その一方で、CCC に配分されている予算額は、確認が出来ている中では、2016 年度以降減少傾

向が続いており、2023 年度は 128 百万 PHP まで下がってきている。 

 
出典：National Climate Expenditure Program より JICA 調査団作成22 

図 2-12 CCC に対する予算割当推移 

  

 
22 https://climate.gov.ph/our-story/transparency 
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2.2.2 重点セクター選定

(1) 重点セクター選定のための分析

強化プログラムの検討の対象となる重点セクターは、フィリピンのNDCに記載されているセク

ターのうち、フィリピン政府として更なる取組が必要と想定され、かつこれまで JICAによる気候

変動対策関連の協力実績が十分でない分野を選定した。今後、更なる取組みが必要とされる分野

については、収集したフィリピンにおける GHG 排出状況、将来予測に加えて、フィリピン政府

の予算情報から気候変動対策の進捗、優先度を判断した。

また JICA によるフィリピンにおける分野別の協力事業の状況について、2001 年から現在まで

の技術協力、無償・有償支援の状況を整理、分析した。結果を以下に示す。

1) 更なる取組みが必要とされる分野

フィリピンにおける気候変動対策の優先度については、上述のとおり、フィリピン国の気候変

動対策予算の状況から、同国が適応により力を入れてきたことが判明している。2.2.10 防災（1）

セクターの現状と課題に示すとおり、同国の 2010-2019 に発生した自然災害被害額のうち、台風

などの気象被害が最も多く、次いでエルニーニョに由来する干ばつ被害を受けていることが確認

された。気候変動適応の観点では、防災、水資源確保、農業の重要性が高いといえる。

フィリピンの GHG 排出量の現状については、2.1.2 で示されているとおり、全体の約 6 割をエ

ネルギーセクターが占め、その中では、電力、交通からの排出が多い。将来排出量予測について

は、表 2-1 に示すとおり、2020 年と 2030 年を比較すると、エネルギーセクターからの排出量が最

も多く、伸び率も高い（75%増）。産業、交通からの排出量も倍増すると予想されている。フィリ

ピンにおける将来排出予測から、気候変動緩和にかかる取組みについては、エネルギー、産業、

交通の各セクターにおける取組みが特に重要といえる。

下表に示すとおり、特に近年は防災対策を含む水資源確保の予算と、交通分野を含むエネル

ギー分野の予算が多くを占めていることが確認された。

表 2-9 フィリピン政府予算に占める気候変動対策実行予算の状況 

Sector FY 2023 CCET 
Allocations (千 PHP) % of CCET Allocations 

Water Sufficiency 357,304,378 76.92% 
Sustainable Energy (including sustainable transport) 54,437,573 11.72％ 
Food Security 36,241,179 7.80% 
Climate Smart Industries and Services 5,652,596 1.22% 
Ecosystem and Environmental Stability 5,429,343 1.17% 
Knowledge and Capacity Development 947,799 0.81% 
Human Security 3,756,166 0.20% 
Cross-cutting 730,598 0.16% 

出典：Philippines’ Climate Budget Brief FY2023-GAA Level 
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2) JICA のフィリピンにおける協力実績 

フィリピンにおける 2001 年以降の JICA の協力支援状況について、分野別の案件数と執行予算

から検証した。結果は以下に示すとおり、運輸交通および水資源防災分野の協力案件が案件数お

よび予算額ともに多いことが確認された。 

表 2-10 フィリピンにおける分野別・スキーム別 JICA 協力案件件数（2001‐2025） 

 
運
輸
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開
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保
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資
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ギ
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都
市
開
発
・ 

地
域
開
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教
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情
報
通
信
技
術 

経
済
政
策 
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技協 15 12 6 9 7 5 3 3 1 3  1 1 64 

無償 5 13 3 3 1    3 1 3 1  32 

有償 31 11 9    2 1      54 

総計 51 36 18 12 8 5 5 4 4 4 3 2 1 150 
出典：JICA ホームページ23 

 

 
出典：JICA 公開データより調査団作成24  

図 2-13 フィリピンにおける分野別・スキーム別 JICA 協力予算額（2001‐2021） 

 
23 JICA ODA 見える化サイト（2023 年 8 月時点） 
24 JICA Operational Result 
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(2) 重点セクターの選定結果 

上述の分析により、防災・水資源分野および運輸交通分野については、フィリピン政府による

取組みおよび JICA の協力実績が多く、対策が他のセクターより進んでいることが確認された。 

その一方でエネルギー分野、自然環境、環境管理分野については、フィリピン国政府、JICA 支

援ともに事業数、規模が限定されている状況が確認された。また一方で、NDC において民間の取

組みの重要性がうたわれており、民間導入促進の必要性が確認された。 

これらを踏まえ、防災、水資源、運輸交通は除き、エネルギー、産業、農業、森林・自然環境、

都市環境に加えて、政策全般（パリ協定実施、民間導入）に関わるセクター横断的な事項を重点

セクターとして選定した。 

なお、重点セクター対象ではないものの、情報収集を行った交通、防災、水資源分野の取組み

状況について、あわせて整理を行った。 
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2.2.3 パリ協定にかかる取組み

(1) セクターの現状と課題

1) セクターの現状と気候変動の影響

セクターの現状と気候変動の影響については、「2.1.1 フィリピンにおける気象変動リスク状況」

で記載のとおりである。

2) 気候変動による将来影響

気候変動による将来影響については、「2.1.2 (2)フィリピンにおける GHG排出状況および削減目

標」で記載のとおりである。

3) セクター関係者

パリ協定の実施と気候変動対策に関わるフィリピンの主要なステークホルダーは、以下に示す

とおりである。

表 2-11 パリ協定の実施に関係するステークホルダー 

組織名 責任および役割

国レベル

気候変動委員会 (CCC) 気候変動に関するプログラムや行動計画の調整、監視、評価を行う主要な政府機
関。2009 年気候変動法（共和国法 9729）に基づいて設立 

環境天然資源省(DENR) DENR のうち、特に環境管理局は、排出削減や環境保護に関するものを含め、気
候変動政策やプログラムの実施に関与

財務省 (DOF) 気候変動の緩和と適応の取り組みを支援するための財政政策、予算配分、財政メ
カニズムの形成に関与

エネルギー省(DOE) 気候変動緩和、特にエネルギー関連の政策やイニシアチブに関与

農業省 (DA) 気候変動に強靭な持続可能な農法やイニシアチブ等に関与。気候スマート農業と
持続可能な農法の推進に注力

交通省 (DOTr) 運輸部門の排出および緩和戦略に関するイニシアチブに関与

科学技術省(DOST) 気候変動に関する科学的研究と技術開発を実施。気候変動の計画と適応に貢献す
るデータと情報も提供

内務自治省(DILG) LGU と協力し、気候変動の地方政府への主流化を促進 
国家経済開発省(NEDA): 気候変動問題の国家開発計画プロセスへの組み込みを担当

公共事業道路省(DPWH) 異常気象に強靭なインフラの設計・建設、洪水対策、排水システムの導入、気候
変動に強い建築基準の施行などに関与

保健省 (DOH) 保健分野の適応戦略の実施、公衆衛生キャンペーン、災害対策・対応の強化に関
与

国家災害リスク軽減管理評
議会(NDRRMC) 

災害リスク軽減、異常気象や災害に関する気候変動の影響への対応に重要な役割
を果たす。大統領府、副大統領府、国防総省、DILG、社会福祉開発省、DOH、
DOF、DOST、DOTr、DENR なから構成 

NDC 技術業部会-TWG) 
NDC の策定と強化に関与する政府機関や利害関係者間の調整と協力を促進するた
めに設立された技術機関。CCC、DENR、DOE、DA、DOTr、DOST、DOF などか
ら構成

PSF 理事会 脆弱なコミュニティにおける気候変動適応プロジェクトに資金を提供する PSF を
管理。DOF が事務局を務め、CCC、DBM、NEDA から構成 

地方レベル

地方政府 LCCAP を策定・実施し、地方の気候変動対策を推進 
資金支援

国際ドナー
WB、UNDP、ADB、FAO、UNEP、GCF などの国際機関 
日本の環境省や GIZ などの二国間協力機関
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(2) 共通

1) 関係政策・計画

(a) パリ協定

パリ協定については、「2.1.2(1)気候変動にかかる国際的な取組み」で記載のとおりである。 

(b) 国内の気候変動関係政策・計画

a) NCCAP

NCCAP については、「2.2.1(1)3)国家気候変動行動計画（NCCAP 2011-2028：National Climate
Change Action Plan 2011-2028）」で記載のとおりである。 

b) 気候変動支出タグ付け（Climate Change Expenditure Tagging：CCET）

2012 年の Climate Change Act 改正の際、 DBM に対し、政府の年間プログラムの中で気候変

動関連のプログラ ムやプロジェクトを支援するための適切な優先順位付けと資金配分を考慮

した年間予算の策定を行うことが義務付けられた。これに基づいて行われた Climate Public 

Expenditure and Institutional Review（CEIR）の結果と Public Finance Management（PFM）改革に

基づき、気候変動予算編成の枠組みが策定、CCET という形で国の気候変動改革イニシアチブ

の維持が計画された。また、2013 年に、DBM と CCC は、国家予算プロセスにおける気候変

動のための政府支出のタグ付け/追跡に関するガイドラインを定め、さらに 2014 年には DBM、

CCC、DILG の間で、地方予算プロセスにおける気候変動のための政府支出のタグ付け・追跡

に関するガイドラインを発行し、それ以降、CCET プロセスが継続的に実施されている。 

CCC は、各実施機関の年次予算における気候変動に関する支出や投資を追跡、監視、報告

するための CCET を所轄している。CCET は、CCC と DBM が、国家予算のうち、どれだけの

金額が気候変動関連の取組みに使われているかをチェックするために発行した共同覚書サー

キュラーNo.2013-01 により 2013 年に導入された。CCET では気候変動関連の支出を以下の 4
つに分類する。

 緩和：GHG の排出を削減／抑制したり、炭素吸収源を強化したりする活動。 
 適応：コミュニティが気候変動の影響に対処できるよう支援する活動。

 回復力（レジリエンス）： 地域社会が気候変動の影響に耐えられるようにする活動。

 分野横断的： 研究開発、キャパシティビルディング、市民意識向上など、緩和と適

応の両方を支援する活動。

CCETは、国家政府機関、州立大学・カレッジ、LGU、政府所有・管理企業の気候変動予算

と投資を対象としている。CCET は毎年提出されており、タグ付けされた予算について、

NCCAP の 7 つのテーマ別優先課題で示す緩和行動か適応行動か、各テーマ別優先順位の下で

どのサブ課題に対応するものか、実施手段はどのようなものかなどを追跡可能である。

c) LCCAP

LCCAP については、「2.2.1 (1) 4)地方気候変動行動計画（LCCAP：Local Climate Change

Action Plan)」で記載のとおりである。 
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2) 気候変動対策の取組み状況および課題

(a) パリ協定に関する実施状況

パリ協定実施等に関する政策等の策定機関は CCC である。一方で、他の官庁が管轄する気候変

動プロジェクトの多くは当該セクターのプロジェクトに分類されるため、ここでは、CCC が実施

する政策立案等に関する取組みに焦点をあてる。

パリ協定等の気候変動への取組みに関連して UNFCCC 事務局に提出が求められている文書の策

定および提出状況は以下のとおりである。

表 2-12 パリ協定に関連する文書と策定等の現状 

文書名 現状 根拠

National Communication (NC) National Communication 1 (NC1) ：
2002 年提出 
National Communication 2 (NC2)：
2015 年提出 

UNFCCC,  第 4 条および第 12 条 
4 年 毎 に 提 出 (UNFCCC, Decision 
9/CP.16） 

Nationally Determined 
Contribution (NDC) 

Intended Nationally Determined 
Contributions 25：2015 年提出 
Nationally determined Contribution：
2021 年提出 

UNFCCC, 1/CP.21 
パリ協定 第 4 条 
5 年毎に提出 (パリ協定 第 4 条） 

Long-term low greenhouse gas 
emissions development
strategies (LTS) 

未策定 パリ協定 第 4 条 
2024 年 11 月までに提出（UNFCCC, 
Decision 1/CMA5） 

Biennial Update Report (BUR) 未提出 パリ協定 第 13 条 
2 年 毎 に 提 出 （UNFCCC, 
Decision2/CP.17） 

Biennial Transparency Report 
(BTR) 

未提出 パリ協定 第 13 条 
2024 年 12 月までに 1 回目提出、以降 2
年毎に提出

出典：調査団

a) 第 4 条

(i) 国別報告書（National Communication：NC）の策定

UNFCCCの締約国であるフィリピンは同条約に基づき、4年ごとに、自国の気候変動対策・

施策や GHG 排出量の将来予測、気候変動による影響および適応措置、資金援助および技術移

転等の情報を取りまとめた NC を UNFCCC 事務局に提出することを推奨されている。それに

基づき、フィリピンは、2000 年と 2014 年に国別報告書を 2 回（NC1 および NC2）、UNFCCC

事務局に提出している。

NC1 では 1994 年時点での同国からの GHG 排出量は 100.738 百万トン CO2e（エネルギー、

産業、農業、廃棄物の 4 セクターからの排出 100.864 百万トン CO2e と、土地利用変化及び林

業セクターでの GHG 吸収-126kt-CO2 の総和）と報告している。また、2008 年の GHG 排出量

予測を行っており、5 セクターからの GHG 排出量は 195.091 百万トン CO2e になると予測、14

年間で 94%、年率 4.8%の増加を見込んでいる。また、農業、水資源、沿岸域、森林、健康な

どの各セクターへの気候変動影響と適応の必要性を示すとともに、エネルギー、交通、農業

分野における GHG 排出を抑制する必要性についても説明している。NC1 は地球環境ファシリ

25 1/CP.19, paragraph 2(b)で提出が求められている 
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ティ（Global Environment facility：GEF）からの支援を受け開発された。

NC2では 2000年時点での GHG排出量を 21.767百万トン CO2e（エネルギー、産業、農業、

廃棄物の 4 セクターからの GHG 排出 126.879 百万トン CO2e と、土地利用変化及び林業セク

ターでの GHG 吸収-105.111 百万トン CO2e の総和）と報告している。また、適応について、

農業、森林、生物多様性および水資源、沿岸域および海洋資源、健康などの各セクターの脆

弱性と適応策について説明されている。2020年までの GHG排出量予測（緩和策を実施した場

合も含む）も示している。NC2 は NC1 と同様に GEF からの支援をうけ開発された。 

現在、GEF 資金を活用した FAO からの技術支援を受けながら、NC3 の策定を進めており

2025 年までに提出することを目指している。 

NC の策定・提出が遅れている原因としては、NC 策定に関わる関係機関からのデータや情

報の提出の遅れがあげられる。また、策定・提出行動を促す方策、さらにはそれが実行され

なかった場合の対処策などが整備されていないことも課題となっている。

関係機関側の課題として、NC 策定において重要な要素の一つである GHG インベントリ策

定を例にとると、GHG インベントリを作成するための技術的能力が限定されているという課

題が挙げられている。また、GHG インベントリ作成に使用するデータや情報の質という観点

では、活動量データと排出量／除去量の推計の両方で Tier 1 レベルの方法（IPCC ガイドライ

ンなどで予め決められているデフォルト値を使う方法）を使い続けているという課題がある。

これらは、今後、より高度なレベルのデータ活用が望まれるが、より細分化されたデータ収

集に必要なマンパワーが関係機関で不足しているという課題がある。また、排出／吸収等に

関する国別の係数に関する情報や知識が不足している、という課題もある。

CCC 自体の課題としては、人材面の課題と予算面の課題がある。CCC には、現在、84 名程

度26の職員が在籍しているが、技術系の職員は 34 名で、残りは管理部門の職員である。また、

それらの技術系職員についても他機関からの異動や新規雇用などの場合、気候変動に関する

知識・知見の不足、フィリピンが行う気候変動対策への取組みへの理解不足、調整機関の職

員としての調整や管理能力の不足などがあることが、インタビュー調査を通じて把握されて

いる。予算面では、国際機関への提出文書作成にはドナーからの資金支援が必要であり、そ

の獲得も課題である。

(ii) NDC および NDC 実施計画の策定

UNFCCCの締約国であるフィリピンは同条約に基づき、2021年4月15日にNDCをUNFCCC

事務局に提出している。提出された NDC では、緩和に関する目標として 2020 年から 2030 年

の間にBAUに比べGHG排出量を75%削減することを目指している。適応については、農業、

林業、沿岸・海洋生態系、生物多様性、健康、人間の安全保障の各分野セクターにおける適

応策の実施を掲げている。CCC は、Climate Change Act 及び一般歳出法に基づく義務に従い、

26 CCC の各組織の人員体制は、Strategic Partnership Division が 8 名, Implementation Oversight Division が 13 名, Policy 
Research and Development Division が 9 名、Climate Finance Systems and Services が 4 名、その他間接部門（Legal 
service Division, Information and Knowledge Management Division, Administrative and Finance Division）が 50 名程度で、

合計で 84 名程度 
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NDCの策定・最終化プロセスを ADBおよび UNDPによる技術支援をうけ、NDC-TWGとの協

働のもと、実施した。NDC 策定までの流れは以下に示すとおりである。 

1. NDC の目標検討のため、NDC-TWG を通じて、セクター別の緩和策案をレビュー

2. 以下の取組みに対する技術支援の促進

 NEDA による NDC 策定におけるセクター別予測で使用される長期 GDP と総付加

価値 （GVA：Gross Value Added） の予測用経済分析と排出シナリオ作成 

 DA による農業セクターの緩和・適応分析のためのモデル開発 

3. NDC 実施のため、様々な開発パートナーとの調整

4. セクター別 GHG インベントリ報告書の統合、NDC 算出の基礎となる 2010 年 GHG イ

ンベントリの要約の起草

5. UNFCCC に提出する NDC 草案作成

（出典：CCC HP27より引用、翻訳） 

CCCは、DENRおよび NDC-TWGと協力し、NDC実施計画を策定している。NDC実施計画

は、NDC を、どのようにフィリピン政府の計画プロセス、政策、開発経路において考慮、反

映、主流化するべきかを概説したものである。さらに、運輸交通、エネルギー、廃棄物、産

業、農業の各分野で特定された政策・措置（PaMs）の下で、フィリピンの NDCを実現するた

めの主要な行動、段階的実施、費用、実施態勢について詳細に説明している。

NDC 実施計画策定は、CCC の自己予算と、NDC Support Project for the Philippines（NSPP）

を通じた ADB と UNDP からの技術支援を受け実施された。CCC の予算は主にステークホル

ダー会議を含む協議に充てられた。

(iii) 長期低排出発展戦略（Long Term low greenhouse gas emissions development strategies: LTS）

パリ協定において、すべての締約国は長期的な GHG の低排出型の発展のための戦略（LTS）

を作成するよう努力すべきであるとされている。LTS は 2050 年以降を視野に入れ、脱炭素化、

気候変動に対応するための変革に必要な将来の技術革新や投資に向けた開発計画を示すこと

を目的としている。LTS 策定については、ADB および AFD による Programmatic Approach and 

Policy-Based Loan の中で技術支援が行われることになっている。また、日本の環境省からは、

将来の気候予測シミュレーションにおいて AIM モデルを活用するための技術移転に関する支

援を受ける予定である。LTS の策定に関する明確なスケジュールは、現時点では確定してい

ない。

b) 第 13 条

(i) 隔年更新報告書（Biennial Update Report：BUR）の策定

BUR は、UNFCCC の締約国が 2 年に 1 回の頻度で提出する報告書で、フィリピンを含む途

上国は、自国の能力および報告に対する支援レベルに応じて柔軟性が認められているが、初

回 BUR は 2014 年 12 月までに提出することととなっていた。BUR では、以下の事項を報告す

ることが求められているが、フィリピンはこれまで一度も BUR を提出していない。 

27 https://climate.gov.ph/our-programs/nationally-determined-contributions 
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 国内事情、および継続的な NC の作成に関連した制度的取り決めについての情報 
 国家 GHG インベントリ 
 緩和行動およびその効果についての情報

 気候変動対策に関する財政、技術および能力向上に必要な事項、および受けている支

援の情報

 BUR の作成および提出に関して受けている支援に関する情報 
 国内測定・報告・検証（Measurement, Reporting and Verification: MRV）に関する情報 

NC 策定に関する課題（2.2.3 (2) 2）(a) 国別報告書（National Communication：NC）の策定

参照）と同様、制度、人材、技術の課題改善などの対策が必要である。草案作成は進められ

ており、現在、審査と最終化が行われていて 2024 年 3 月までに UNFCCC 事務局 に提出され

る予定である。

(ii) 隔年透明性報告書（Biennial Transparency Report：BTR）の策定

パリ協定において、先進国と途上国の差異を無くし全ての締約国に共通する透明性枠組み

の一つとして BTRの策定が規定され、各国は遅くとも 2024年末までに第 1回 BTRを提出し、

以後 2 年おきに同報告書を提出することとなっている。BTR では、国家 GHG インベントリや

削減目標に向けた進捗状況、ドナー等から受けた支援等を報告することになっている。BTR

策定については、FAO による技術支援のもと GEF の資金を活用して行う予定であり 2024 年 2

月から作業に入る計画である。

(b) 国内の気候変動関連政策・計画に関する実施状況

a) NCCAP の実施状況の評価

CCCはNCCAPの監視・評価プロセスを促進し、計画の目的達成に向けた実施状況を判断す

る役割を担っている。2011 年に策定された NCCAP は、2011 年から 2028 年までの同国の気候

適応・緩和アジェンダの概要を示している。CCC は現在、2017-2022 年度を対象とするモニタ

リングの 2回目のサイクルを実施している。これは、政府の気候変動対策について評価し、前

回（2019年に実施した１回目）の調査結果でのギャップや課題28を解決し、今後の進め方を提

言することを目的としている。この過程で、各政府機関と数回にわたる協議を実施した。

2023 年は残りの 2 年間（2021～2022 年）を検証対象として活動を行い、政府機関との継続的

な協議およびデスクトップレビューが行われた。

NCCAP モニタリング・評価チームは、2 名の技術スタッフと 1 名の事務サポートスタッフ

で構成されており、他のチーム（IODの配下にあるCCETヘルプデスク、緩和、気候レポート

チーム等）からも技術支援を受けている。活動資金は、CCC の予算である。

今後は、2017～2022 年度の NCCAP モニタリング報告書の最終化に続き、NCCAP の目的と

成果の達成に向けた進捗状況を評価するため、モニタリング・評価（M&E）に関する演習を

CCC が実施する予定である。そのため、開発パートナーやコンサルタントからの支援を求め

る可能性がある。

28 第 1 回目のモニタリングおよび評価については、2.2.1 (1) 3)に記載 
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b) Climate Change Expenditure Tagging (CCET)

CCET の状況については、「2.2.3 (2) 1)(b) b)気候変動支出タグ付け（Climate Change

Expenditure Tagging：CCET）」で記載のとおりである。 

c) LCCAP の策定支援

CCC は、LGU が LCCAP を策定・強化する際の技術支援を行っている。LCCAP は主に、地

域・コミュニティレベルでの気候変動適応のためのロードマップであるとともに、緩和活動

についても示されている29。活動予算は、CCC の予算で賄われ、SPD 職員 2～4 人、IOD 職員

2～3 人にて対応している。対象は、全国すべての LGU である。LGU からの要請に応じて、

CCC が主導するキャパシティビルディング活動を四半期ごとに実施している。2024 年までに

すべての LGU が LCCAP を提出することを目指している。LCCAP の策定・強化に向けて、地

域レベルの GHG インベントリの作成や NDC の目標への貢献に関する LGU 職員の理解度向上

などが求められている。

以上より、気候変動対策を進める上で、下記に示す制度、人材面での課題があることが確

認された。課題と支援の方向性については、後段の「2.2.1 (1) 3)国家気候変動行動計画

（NCCAP 2011-2028：National Climate Change Action Plan 2011-2028）」に整理する。 

 UNFCCC に提出する情報・文書（NC、BUR および BTR）の策定に必要なデータや情

報などを関係機関から集約するための体制や規定など透明性確保に資する制度が未整

備、もしくは機能不全

 CCC が負う責務や作業量に比して、対応可能な技術人員数の不足 

 CCC 職員の気候変動に関する知識・知見の不足、対外調整やマネジメント能力不足 

3) ドナー支援状況

フィリピン政府が現在パートナーと実施中、もしくは検討中の気候変動関連プロジェクトは以

下のとおりである。

29 LCCAP の策定状況、LGUs による LCCAP 策定における課題、CCC による技術支援の状況については、2.2.1 (1) 4) 
および 2.2.1 (2) 2) に記載 
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表 2-13 ドナー協力状況（パリ協定実施促進） 

協力パートナー プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

WB 事 業 名 ：Policy loan on climate change (Philippines First 
Sustainable Recovery Development Policy Loan)  
実施期間：2023~ 
活動目的・内容：

本融資は、フィリピン第 1 次持続可能な復興開発政策融資

（DPL）の下、環境保護と気候変動への耐性を高めること

を目的とした同国の政策改革を支援するための予算支援

で、7 億 5,000 万米 USD にのぼる。 

DOF 実施中

ADB, AFD 事業名： Programmatic Approach and Policy-Based Loan 
実施期間：2020 年~2024 年 (Subprogram 1: 2020-2022, 
Subprogram 2: 2023-2024) 
活動目的・内容：

ADB および AfD の協調により実施された初の気候変動政

策に特化した政策融資（Subprogram 1: 2 億 5,000 万 USD, 
Subprogram 2: 4 億 USD）であり、フィリピン国の NDC を

含む国家気候変動政策の実施、気候変動への適応、緩和、

災害回復力を拡大することを支援する。3 つの分野（気候

変動対策のための計画・資金調達・制度的連携の強化、気

候変動影響に対する回復力の強化、低炭素化への道のり強

化）を対象に指標が設定され指標の達成状況に応じて融資

が実行される。以下、各分野の指標を示す。

＜気候変動対策のための計画、資金調達＞

・関係機関の支出の少なくとも 20%が気候変動に関連

・NDC 達成に関する政策・施策の 10%が実施中

・NDC のジェンダー行動計画の 50%が実施中

・省エネを実施する LGU が 1032 に増加

・グリーン、気候、持続可能なソブリン債の発行によ

り、少なくとも 15 億 USD を調達

・すべての銀行が、気候変動その他の環境・ 社会リス

クの状況と対応戦略について BSP に報告

・二国間及び多国間協力により少なくとも 30 億 USD の

気候変動関連の開発資金の拠出が確約

＜気候変動影響に対する回復力の強化＞

・400 万人の農民・漁民が包括的な気候サービスを利用

・気候変動に対応した保護地域管理計画が採択

・少なくとも一つの気候保険商品が開発

・女性農業者が 30%参加する有機農業ハブが 3 カ所設立

・公的研究機関における気候変動適応の新技術開発に向

けた新研究プロジェクトが 5 件

＜低炭素化への道のり強化＞

・総発電量の 26.1%が再生可能エネルギー由来

・最初の商業規模 PV の建設開始

・市または自治体初の電気バスシステムの調達

DOF,  
Bangko Sentral ng 
Pilipinas, CCC, DA, 
DBM, DENR, 
DOE, DOF, DOTr, 
ERC, LLDA, 
NEDA, PPP Center 

実施中

日本国環境省 事業名：長期低 GHG 排出戦略策定に関する技術支援

（仮）

実施期間：未定

活動目的・内容：

長期戦略策定に資する技術的な協力（AIM モデル活用に関

する技術移転等）を実施予定。詳細は今後、検討予定。

CCC 計画中

GEF・FAO 事業名：BTR 策定支援 
実施期間：2024 年 2 月以降 
内容・BTR1 および BTR2 の策定支援のため、FAO の支援

のもとGEFからの資金支援（1億 2000万USD）を要請中。 

CCC 計画中

出典：調査団
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(3) 緩和 

1) 関連政策・計画 

(a) フィリピン温室効果ガスインベントリ管理・報告システム制度（Executive Order No. 174: 
Institutionalizing the Philippines greenhouse gas inventory management and reporting system) 

フィリピンの GHG インベントリ管理・報告システムを制度化するために、2014 年に発せられ

た大統領による行政命令（Executive Order No. 174）であり、同国の GHGインベントリ管理・報告

システム制度化における CCC の責任、主要機関の役割、予算について明記されている。CCC の

責任としては、以下に示す事項が規定されている。 

 GHG に関する一元的、包括的、統合的なデータの取得・管理に向け、主要排出源からの

GHG 排出量の算定と報告に関する方向性と指針の提示 

 主要セクターを対象とした GHG インベントリの保管、報告、監視、評価システムの構築 

 GHG インベントリ維持向けた継続的なキャパシティビルディング・イニシアチブの提示

と促進、最新手法の適用 

また、同命令の中では、以下に示す機関が主要機関と指名され、GHG インベントリの策定・維

持および CCC への報告を義務付けている。また、フィリピン統計局（PSA：Philippine Statistics 

Authority）が各セクターの機関による GHG インベントリ策定を支援するとしている。 

 農業セクター：DA、PSA 

 エネルギーセクター：DOE 

 廃棄物、産業プロセス、土地利用、森林セクター：DENR  

 運輸交通セクター：DOTr 

2) 気候変動対策の取組み状況および課題 

気候変動緩和に関して、CCC-CCO 内では、Policy Research and Development Division、Strategic 

Partnership Division、Implementation Oversight Division が中心となって関わっている。 

(a) 国家 GHG インベントリの策定 

フィリピン国家 GHG インベントリ管理・報告システムを制度化した大統領令 174 号に従い、

CCC は、国家 GHG インベントリ策定を主導し、以下の責任を負っている。2024 年 2 月時点の最

新の国家 GHG インベントリは、2020 年版の GHG インベントリである。 

 GHG 排出量の算定と報告における方向性と指針を提供 

 GHG インベントリの保管、報告、監視、評価のためのシステムの開発 

 継続的な能力開発イニシアチブの提供 

 全国 GHG インベントリ品質保証・品質管理（QA/QC）の実施 

現在、2015 年と 2020 年のデータを用いた国家 GHG インベントリが作成され、公表された。国

家 GHG インベントリの作成における課題は、関係機関の GHG インベントリに作成に関する技術

的能力、マンパワー不足などに起因している。一方で、GHG インベントリ策定の際に使用する活

動データと排出量／除去量の推計の両方で Tier 1 レベルの方法（IPCC ガイドラインなどで予め決

められているデフォルト値を使う方法）を使い続けているという課題もあり、より高度なTier2や
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Tier3 レベルのデータの活用が望まれる。関係機関からの情報・データの収集・整理・分析促進に

資する施策・制度・体制構築とその実施促進支援が求められる。 

(b) LGU の GHG インベントリの策定支援 

CCC は、LGU による GHG インベントリ策定およびそれに戻づいた LCCAP の策定・更新を、

DILG や LGA とともに推進している。また、GHG インベントリ作成に利用可能なツールの開発お

よびその利用促進のためのセミナー開催なども実施している。しかしながら、LGU による GHG

インベントリ策定開発については、その必要性について明確な方針や意義や必要性、さらにはメ

リットやインセンティブが明確になっていないことや、LGU 職員の GHG インベントリ策定に関

する人員や能力の不足もあり、まだ多くの LGU においてその途上であると推察30される。さらに

は、LGU による LCCAP の更新や強化に対する規定や規則が明確化もしくは強化されていないた

め、その強制力が有効に働いていないことも課題と考えられる。LGU による GHG インベントリ

策定を推進するため、LGU 職員にその必要性を理解させ、能力向上を図るとともに、データ整備

等に必要な規定等を定める必要がある。 

(c) Carbon Neutral Program Convergence 

CCC 内のカーボンニュートラルに関連する活動である。環境・天然資源省、職業規制委員会、

フィリピン人森林管理者協会（Society of Filipino Foresters, Inc）と協力しながら、植林活動を行い、

Nature-based の解決策を用いたカーボンニュートラルを推進することを目指している。カーボン

ニュートラルに向けたパイロットプロジェクトとして植林事業を実施し他の政府機関に対して

カーボンニュートラルに向けた取組みを推奨することを目的としている。5～10 ヘクタールの土

地に 2023 年から 2027 年までの間に 15,625 本の植樹を行う計画である。 

(d) Carbon Pricing Instruments31 

フィリピン政府は、カーボンプライシングの導入を検討しているが、現時点で国家的なカーボ

ンプライシング政策や制度は正式に実施されていない。政府は、気候変動への対応と温室効果ガ

ス排出量削減へのコミットメントの一環として、炭素税やキャップ・アンド・トレード制度を含

む様々な選択肢を検討している。2024 年 1 月 16 日には、DOF 主導で「フィリピンにおける炭素

価格決定手段準備のための技術作業部会」（DOF が議長を務め、CCC、NEDA、DOE、DENR、

DOTr、DTI がメンバー）が開催され、この中で、低炭素経済の実現に向けた重要なステップとし

て、炭素税と排出量取引制度（ETS）の開発が提唱されている。 

以上より、気候変動の緩和策を進める上で、下記に示す制度、人材、技術面での課題があるこ

とが確認された。課題と支援の方向性については、後段の表 2-17 に整理する。 

 GHG インベントリ作成に必要なデータや情報などを関係機関から集約するための体制や

規定など透明性確保に資する制度が未整備、もしくは機能不全が起きている 

 LGU 等職員の気候変動問題や、GHG インベントリ策定および LCCAP 更新、緩和策によ

る GHG 排出削減量算定等に関する理解、能力の不足 
 

30 2023 年 9 月時点にインターネット経由で入手できた 7 つの LGU の LCCAP において GHG インベントリの情報が

含まれていたのは Quezon city, Aurora province の 2 つのみであった  
31 法的・制度的な仕組みを通じて特定のセクターや事業体に対して炭素排出量に価格をつける政策(例：ETS、炭素

税） 
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 緩和策の実施により実現する GHG 排出削減量を試算する手法やツールの未整備 

 国レベルでの炭素価格制度に関する制度等が未整備 

 GHG インベントリ策定等に利用できるツール類の操作性が思わしくない 

3) ドナー支援状況

フィリピン政府が現在パートナーと実施中、もしくは検討中の気候変動関連プロジェクトは

UNDP による支援がある。 

表 2-14 ドナー協力状況（パリ協定実施促進） 

協力パートナー プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

UNDP 事業名： Carbon credits/trading scheme development 
実施期間：2023 年 8 月-2023 年 12 月予定 
活動目的・内容：

1. DENR の政策である、Carbon Accounting, Verification, and
Certification System (CAVCS)のレビュー。CAVCS で規定され

ている、既存の炭素会計の手法等を国際基準にあうように

アップデートする。

2. カーボントレーディングロードマップ：カーボントレー

ディング実施のための枠組み策定のための実現可能性調査

（F/S）を実施予定。ブルーカーボンも F/S の対象。

3. Carbon Finance Assessment：カーボンクレジットを売る際に

税金を課すことが出来るのかどうかについて、他国の事例

を調査する。必要な政策インセンティブメカニズム等につ

いても検討予定。

DENR 実施中

WB 事業名：Partnership for Market Readiness 
実施期間：2013 年～現在 
内容：フィリピンにおける炭素価格決定手段のポテンシャルを

研究し、排出量取引制度の利用や排出量取引制度と炭素税の組

み合わせなど、さまざまな選択肢の影響に関する評価やシミュ

レーションを実施。

DOF 実施中

出典：調査団

(4) 適応

1) 関連政策・計画

(a) パリ協定関連

a) 国家適応計画（National Adaptation Plan : NAP）

UNFCCC は、2010 年に「The National Adaptation plan（NAP）Process」を策定し、「締約国が

中長期的な適応ニーズを特定し、戦略やプログラムを策定・実施する手段として、NAP を策

定・ 実施する」ための環境を整えた。決定書 5/CP.17 の附属書に記載された後発開発途上国

（LDCs）による NAPs 策定のための初期ガイドラインに含まれる NAP プロセスの構成要素と

して、次の要素があげられている。

 要素 A：基礎固めとギャップへの対応

 要素 B：準備要素

 要素 C：実施戦略

 要素 D：報告、モニタリング、レビュー
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(b) 国内の気候変動関連政策・計画 

a) 気候変動適応に関するフィリピンの戦略（Philippine Strategy on Climate Change Adaptation）  

この適応戦略は、ドイツ連邦環境・自然保護・原子力安全・消費者保護省（BMUV）の資

金提供による「フィリピンにおける気候変動への適応と生物多様性の保全（ACCBio）」プロ

グラム（2008 年～2011 年）を通じて、GIZ が策定を支援した。この戦略では、気候変動が

フィリピンに及ぼす影響の概要を示すとともに、農業、沿岸・海洋資源、水資源、人間の健

康、インフラを適応の優先分野として設定している。また、気候変動に効果的に適応するた

めに取り組むべきいくつかの分野横断的な問題として、ジェンダー、不平等、能力開発など

を取り上げている。 

b) 国家気候リスク管理枠組み（NCRMF：National Climate Risk Management Framework, Climate 
Change Commission Resolution No. 2019-00119） 

国家政策として、気候変動影響に関する将来のシナリオを検討するリスク評価手法を活用

し、技術開発・移転と能力構築を通じて地域社会の適応能力を高めるために必要なリスクの

プロファイリング、評価、管理を実施するための科学的証拠に基づくガイダンスを公的部門

に提供することを目的としている。このイニシアチブの目標は、フィリピン社会のあらゆる

部門と政治レベルにおいて、気候災害による損失を管理可能なものとし、国が持続可能な方

法で着実に前進できるようにすることである。 

この中で、地域コミュニティ、先住民、青少年、脆弱なコミュニティやセクターのニーズ

を考慮しつつ、NCRMF の目標成果を達成するための必須事項を以下のように示している。  

(1) 国家政府機関と LGU による多部門・マルチステークホルダー活動の推進  

(2) 確率論的気候リスク評価（Probabilistic climate risk assessment, PCRA）  

(3) 気候リスク評価  
(4) 気候リスク管理行動の策定 

本決議は、LGU の包括的土地利用計画（Comprehensive Land Use Plans, CLUPs）のための気

候・災害リスク評価（Climate and Disaster Risk Assessments, CDRAs）などのプロセスから得ら

れる気候リスク情報の見直しを検討することを含むが、これに限定されるものではなく、こ

れまで政府が行った活動のストックテイクを直ちに実施するよう指示している。 

c) NCCAP 

NCCAPについては、「2.2.1(1) 3)国家気候変動行動計画（NCCAP 2011-2028：National Climate 

Change Action Plan 2011-2028）」で記載のとおりである。 

d) LCCAP 

LCCAP については、「2.2.1(1) 4)地方気候変動行動計画（LCCAP：Local Climate Change 

Action Plan)」で記載のとおりである。 

e) 人民生存基金法（People’s Survival Fund Act：PSF, RA10174） 

人民生存基金（People’s Survival Fund：PSF）は、共和国法第10174号により、LGUや地域・

コミュニティ組織が提案する気候変動適応プロジェクトのための長期的な資金調達制度とし
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て創設された。PSFが支援することができるプロジェクトは、水資源管理、土地管理、農業・

漁業、保健、インフラ、自然生態系における適応事業である。PSFの主な特徴は以下のとおり。 

 PSF は国庫の特別基金 

 PSF の年間予算は少なくとも 10 億 PHP 

 PSF 理事会は、財務長官（議長）、環境・天然資源長官、予算・管理長官、気候変動

委員会委員長で構成 

 PSF 理事会は、PSF の使用に関するガイドラインを策定 

 PSFは、LGUおよび認定された地域／コミュニティ組織の適応活動を支援するために

使用 

 PSF 理事会は、PSF の実施を監視し、資金が効果的に使用されていることを確認 

PSF 理事会は以下のメンバーで構成される。 

 財務省（DOF）長官（議長） 

 気候変動委員会（CCC）副委員長 

 予算管理省（DBM）長官 

 国家経済開発庁（NEDA）長官 

 内務・地方政府省（DILG）長官 

 フィリピン女性委員会（PCW）委員長 

 学界および科学界からの代表者 

 民間企業代表者 
 非政府組織の代表者 

PSF 理事会は、基金の適切な使用に関する方針およびメカニズムの策定、プロジェクト提

案の承認、提案の募集などを行う。PSFに関する事務は、PSF理事会事務局（現在はDOFに

置かれている）によって進められている。フィリピン開発銀行（DBP）は、PSF 理事会事務

局の技術支援部門として機能している。 

同様に、CCC-CCO は、PSF で以下の役割を担っている。 

 プロジェクト提案の評価と審査、および PSF理事会へのプロジェクト提案の承認勧告 

 基金の透明性と情報公開に向けた仕組みの策定 

 基金を利用する地方・コミュニティ組織を認定するためのガイドラインの策定 

2) 気候変動対策の取組み状況および課題 

気候変動適応に関して、CCC-CCO 内では、Strategic Partnership Division、Implementation 

Oversight Division、Policy Research and Development Division、Information and Knowledge 

Management Division、Climate Finance Systems and Services が関わっている。 

(a) パリ協定に関する実施状況 

a) NAP の策定 

CCC は DENR と連携し、英国外務・英連邦・開発庁（UK-FCDO）／マニラ英国大使館の支



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査 
ファイナルレポート 

 

2-37 

援を受けて、NAP の最終決定を進めている。この NAP は、国家レベル（セクターや地域を含

む）での行動の優先順位付けの指針となる。開発過程では、ルソン、ビサヤ、ミンダナオの

政府機関、学術機関、LGU などが参加しマルチステークホルダー協議が行われた。 

NAP が承認され、正式に UNFCCC 事務局に提出された後は、気候変動適応に関する計画立

案や実施の指針となるよう、立法府や司法省を含む国の政府機関、LGU やその関連機関、さ

らには全国の NGO にも広く周知される予定である。開発パートナーは、フィリピンの開発目

標に沿った協力となるように、NAP を考慮することが期待される。 

以下に示す 8 つのセクターが、特に適応行動が必要なセクターと特定されている。 

 農業、漁業、食料安全保障 

 水資源 

 健康 

 生態系と生物多様性 

 文化遺産、人口移動、移住 

 土地利用と居住地 

 生活と産業 

 エネルギー、交通、通信 

b) LCCAP 品質保証メカニズム（LCCAP Quality Assurance Mechanism）の開発 

適応に関し、提出された LCCAP の内容を評価する LCCAP Quality Assurance Mechanism の開

発について CCCは DILGと協議している。LCCAP認証アプリ（LC-App）と呼ばれるアプリの

アルファ版の開発も実施している。LC-App は、LGU が LCCAP を管理し、CCC から認証を受

けるための合理的なソリューションを提供することを目的としている。 

c) 国家気候リスク管理枠組み（NCRMF：National Climate Risk Management Framework）のストッ

クテイクと運用化 

気候変動を取り巻く不確実性の増大に鑑み、NCRMF はフィリピンの気候変動への適応や、

損失・損害に関する管理作業を支えるものである。今後、すべての計画、プログラムやその

実施は、確率論的リスクアセスメントの結果に基づき、リスク予防、リスク軽減、残存影響

の緩和を網羅するリスク管理行動へと体系的に転換していく必要がある。 

NCRMF は、リスクと影響の定量化を含む体系的な評価を可能とし、気候変動の実際の影響

と潜在的影響の両方に対処する適応策を特定・整理するための明確で組織的な行動の枠組み

を確立することによって、NAP 構築が困難な面に対処することを目的としている。ルソン、

ビサヤ、ミンダナオの NGAs、LGUs、学界、市民社会組織（CSOs）／非政府組織（NGOs）

が参加して利用可能な気候リスクのデータセット、情報、ツール、方法論、能力、メカニズ

ムを把握するための全国的なストックテイクが実施された。すべての機関、組織、ステーク

ホルダーを網羅したわけではないが、調査結果は、国内のさまざまなガバナンス・レベルと

セクターにわたるデータ生成（すなわち、遅発性と突発性）のスナップショットを提供して

いる。 
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d) PSF を活用したプロジェクトの実施

2023 年 10 月までは 6 件のみが承認・実施されていたが、2023 年 10 月に新規で 5 件のプロ

ジェクトと 6 件のプロジェクト開発補助が承認され、基金に配分されている 10 億 PHP のうち

8.9 億 PHP が割り当てられた。 

表 2-15  PSF 承認済みプロジェクト一覧 

プロジェクト名 セクター
事業費

(百万 PHP) 

Siargao Climate Field School for Farmers and 
Fisherfolk 

食糧確保、人の安全保障、能力開

発、持続可能エネルギー
80 

Disaster Risk Reduction and Management (Ridge-to-
Reef) as an Adaptation Mechanism to Resiliency 

能力開発、人の安全保障、生態・

環境保全
39 

Promoting Resiliency and a Climate-Informed 
Gerona 

水資源確保、人の安全保障、能力

開発
38 

Building Resiliency through Ecological-based 
Farming 

食糧確保、水資源確保、生態・環

境保全、人の安全保障
38 

Establishment and Sustainable Management of River 
Ecosystems in Kitcharao, Agusan del Norte 

生態・環境保全、人の安全保障、

気候スマート産業・サービス
28 

Saub Watershed Ecosystem Rehabilitation and Flood 
Risk Reduction for Increased Resilience 

食糧確保、生態系・環境保全、人

の安全保障、能力開発
104 

Installation of drainage and early warning systems 
and the development of the agroforestry industry in 
Maramag, Bukidnon 

食糧確保 126 

Irrigation project in Cabagan, Isabela involving the 
construction of 3 solar powered irrigation systems 

食糧確保、持続可能エネルギー 21 

Mangrove rehabilitation project in Catanauan, 
Quezon 

生態・環境保全 3 

Installation of embankment infrastructure and 
reforestation for enhanced flood control of Lo-om 
River in Borongan City, Eastern Samar 

人の安全保障、生態・環境保全 118 

Climate field school for farmers in Mountain 
Province 

食糧確保、能力開発 271 

出典：CCC website より調査団作成 

CCC は、PSF 提案プロジェクトの PSF 理事会における採択決定に先だち、事前評価・審査

を行っている。また、CCC は、透明性と情報公開に向けたメカニズムを策定し、PSF にアク

セスする組織を認定するためのガイドラインを策定する義務も負っている。さらに、LGU 等

が基金にアクセスしやすくなるよう、PSF プロジェクト提案書の質の向上を目指し、PSF 理事

会および関連機関と緊密に連携し、LGU 等に対する技術支援を提供している。

課題としては、現時点で確保されていた予算 10 億 PHP についてはほぼ使い切ったところで

ある一方で、PSFの活用を希望するプロジェクトはまだあるため、予算確保が必要となってい

ることである。別の課題としては、LGU 職員等から提出される提案書について、記載される

べき情報が記載されていない、提案書に記載されている内容と現地の状況が異なっているな

どの課題が散見され、LGU 職員等に対するプロジェクト組成や提案書作成の能力向上支援が

必要な状況である。また、提出された提案書の審査について、セクターや対象技術等が幅広

く審査を行う CCC や DOF の技術力向上や審査体制の強化などの必要性もあげられた。 
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以上より、気候変動の適応策を進める上で、下記に示す人材、技術、資金面での課題があ

ることが確認された。課題と支援の方向性については、後段の表 2-17 に整理する。 

 PSF の提案書レビューを行う CCC や DOF などの職員の気候変動適応に関する知見や

技術力など能力および人員の不足

 LGU 職員等の気候変動および適応活動に関する理解、能力の不足、提案書作成能力

の不足

 LGU 職員でも活用可能な気候変動影響および脆弱性評価に活用可能なツール類の不

足もしくは操作性が思わしくない

 更なる PSF 資金の活用 

3) ドナー支援状況

表 2-16 ドナー協力状況（適応全般） 

協力パートナー プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

英国外務・英連

邦・開発庁（UK-
FCDO） 

事業名：NAP 策定支援 
実施期間：2023 年 
内容：UK-FCDO の支援を受け、NAP の策定を進めた。2023
年 6 月から 9 月までの 4 ヶ月間で、国家レベル（セクターや

地域を含む）での行動の優先順位付けの指針となる、マルチ

ハザード、マルチセクターの NAP を策定している。2023 年 8
月 8 日に第１回目、同月 22、23 日に 2 回目の Multi stakeholder
consultation が開催された。

CCC、DENR 実施中

GGGI (Global 
Green Growth 
institute) 

事業名：Support to the Operationalization of the People’s Survival 
Fund32 
実施期間：2017-2018 
内容：PSF 事務局の遂行能力の強化とともに、LGU による提

案書作成能力強化を向けた技術支援を実施。以下の成果を出

すことを目指して実施した。

・PSF の運営強化に向けた能力開発計画とモニタリング・評

価システムの開発

・LGU 等に向けた「Proponent’s Handbook」と「People’s
Survival Fund project development manuals」の開発

・グリーン・インフラ・プロジェクトの提案書（2 件）作成・

提出

・グリーンシティ、グリーン・インフラ・プロジェクトの特

定と開発

また、フィリピン政府と GGGI との間で 2020 年 6 月 18 日に締

結された「フィリピンにおける GGGI 事務所の設置に関する

協定」が、2023 年 12 月 19 日にフェルディナンド・R・マルコ

ス・ジュニア大統領によって批准された33。

CCC 完了

出典：調査団

32 https://gggi.org/project/support-to-the-operationalization-of-the-peoples-survival-fund/ 
33 https://legacy.senate.gov.ph/publications/LRS/Quick%20Notes/Comm%20on%20Foreign%20Relations-
GGGI_UNESCO_Foreign%20Relations_14%20Feb%202024.pdf 
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表 2-17 課題リスト（分野横断：パリ協定実施促進） 

サブセク

ター
気候変動とセクターの状況 関連政策

取組状況

（ドナー支援含む）
課題 課題解決に向けた方向性

共通  気候変動により生じている影響

 2022 年と 2023 年、フィリピンを世界で最

も災害リスクの高い国にランク付けされ

た（World Risk Indexは）。

 平均気温は、1951 年から 2015 年にかけて

0.68℃上昇、降雨パターンや熱帯低気圧の

経路も変化。

 海面上昇については、1951 年から 2015 年

にかけて 5.7-7.0mm/年上昇（同期間におけ

る世界平均の約 2倍）

 2011 年から 2021 年の間に、同国は熱帯性

サイクロンだけで 6,733億 PHP相当の損害

と損失を被った。

 経済被害のうち、約 6 割（約 2,900 億

PHP）が農水産業に対する被害、次いでイ

ンフラ施設に対する被害が約2割（約1090
億 PHP）

 気候変動将来予測と影響

 21 世紀末までに気温は約 1－2℃上昇し続

け、降雨量には大きな変化はないが変動

性と強度が増し、極端な気象がその強さ

と頻度を増すとの予測

 北部と中部は年間を通じてより湿潤化、

南部はより乾燥化との予測

 気候変動法（Climate Change Act of 2009）
 気候変動を政府の計画・意思決定プロセスに主

流化、気候変動の緩和と適応の枠組みを確立す

ることが目的。

 CCC及び CCOを設立

 NFSCC、NCCAP、LCCAPの策定と実施を規定

 国が決定する貢献（NDC）

 GHG排出ピークの目標を 2030年まで

 緩和に関する目標として、2020 年から 2030 年

の間に、BAU に比べ、GHG 排出量を 75%削減

（72.29%は先進国からの資金的・技術的支援

を受ける条件付き、残り 2.71%は自国の努力の

みで達成）

 食料安全保障、水資源確保、生態学的・環境的

安定、人間の安全保障、気候スマート産業・

サービス、持続可能なエネルギー、知識・能力

開発の 7 分野を設定し、持続可能な開発目標お

よび仙台防災枠組との一貫性を指向

 各分野で損失と損害の軽減、対処するための適

応策を実施

 国家気候変動行動計画（NCCAP）
 2011年から 2028年までの戦略的方向性を提示

 食料安全保障、水資源確保、生態系と環境の安

定、人間の安全保障、気候に配慮した産業と

サービス、持続可能なエネルギー、知識と能力

開発を優先項目と位置づけ

 地方気候変動行動計画（LCCAP）
 LGUの気候変動行動計画

 気候変動への適応と緩和の双方に重点

 LGU が気候変動の影響にどのように対応し、

地方開発計画（土地利用計画、セクター別開発

計画、投資プログラムなど）に統合していくか

を提示

 国別報告書（National Communication：NC）の策

定

 First National Communication (INC)を 2002 年、2nd 
National Communications (SNC)を 2014年に提出

 3rd National Communication (TNC)を 2025年に提出す

ることを目標として準備中

 NDCおよび NDC 実施計画の策定

 2021年に NDCを策定し提出

ADB と UNDP の支援により NDC 実施計画を策定

（ハイレベルの技術審査を経て 2023年末に発表）

 隔年更新報告書（Biennial Update Report：BUR）

の策定

 2024年 3月に提出を目指し策定中

 隔 年 透 明 性 報 告 書 （Biennial Transparency
Report：BTR）の策定

 2024 年中の提出を目指し策定中（GEF・FAO 支

援）

 NCCAP の実施状況評価

 2011-2016年度を対象とした 1回目のモニタリング

は終了

 2017-2022年度を対象とするモニタリングの 2回目

のサイクルを実施

 LCCAP の策定支援

 LGU による LCCAP の策定・強化に向けた技術支

援を実施

WB 支援：Policy loan on climate change を通じ、環境

保護と気候変動への耐性を高めることを目的とした

同国の政策改革を支援

ADB, AFD 支援：Programmatic Approach and Policy-
Based Loan を通じ、フィリピンの気候変動への適応

と緩和の取組みを支援（政策融資）。LST 策定につ

いても技術支援。

日本国環境省：Cooperation on long-term low greenhouse 
gas emission development strategiesを通じ、AIMモデル

の活用を中心とした技術支援を実施

【制度】

 UNFCCC に提出する情報・文書（NC、BUR およ

び BTR）の策定に必要なデータや情報などを関係

機関から集約するための体制や規定など透明性確

保に資する制度が未整備、もしくは機能不全

【人材】

 CCC が負う責務や作業に対応していくための職員

の技術力の強化

 報告等のレビューと最終決定のプロセスをより合

理化するため、関係機関との対外的な調整力の強

化が必要

【予算】

 CCC 負う責務や作業に対応していていくために必

要な人員の確保に向けて予算確保が必要

 人員確保や国際機関に提出する資料の作成に必要

な資機材を整備するためにも予算確保が必要

 関係機関からの情報・データの収集・整理・分

析促進に資する施策・制度・体制構築とその実

施促進支援

 専門家派遣による技術面からの作業支援

 CCC 職員および補強人材に対する能力強化（気

候変動対策、組織および業務マネジメント能力

向上）

 ドナーからの資金支援獲得も含めた予算獲得支

援
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サブセク

ター
気候変動とセクターの状況 関連政策

取組状況

（ドナー支援含む）
課題 課題解決に向けた方向性

緩和  GHG 排出

 2020 年の GHG 排出量は、森林と土地利用

（FOLU：Forestry and Other Land Use）によ

る炭素吸収量を差し引いて 204.325 Mt-
CO2eである。GHGの最大の排出源はエネ

ルギー部門であり、次いで農業、IPPU、

廃棄物と続く。

 エネルギー部門の排出量の 77％は交通以

外の燃料消費によるもの。農業部門では

稲作が最大の排出源であり、工業プロセ

スでは鉱業が排出の大部分を占めてい

る。廃棄物部門からの GHG 排出は、排水

処理と廃棄物処理によるもの

 国が決定する貢献（NDC）

 緩和に関する目標として、2020 年から 2030 年

の間に、BAU に比べ、GHG 排出量を 75%削減

（72.29%は先進国からの資金的・技術的支援

を受ける条件付き、残り 2.71%は自国の努力の

みで達成）

 フィリピン GHG インベントリ管理・報告シス

テム制度

 フィリピンの GHG インベントリ管理・報告シ

ステムを制度化するために、2014 年に発せら

れた大統領による行政命令

 GHG インベントリ策定において CCC を責任機

関と位置付け。主要機関として、PSA、DA、

DOE、DENR、DOTrを指名

 国家気候変動行動計画（NCCAP）
 2011年から 2028年までの戦略的方向性を提示

 緩和に関し「Sustainable Energy」について、環

境に配慮した持続可能な交通などを位置づけ

 地方気候変動行動計画（LCCAP）
 LGUの気候変動行動計画

 気候変動への適応と緩和の双方に重点

 LGU が気候変動の影響にどのように対応し、

地方開発計画（土地利用計画、セクター別開発

計画、投資プログラムなど）に統合していくか

を提示

 NDCおよび NDC実施計画の策定

 2021年に NDCを策定し提出

 ADB と UNDP の支援により NDC 実施計画を策定

（ハイレベルの技術審査を経て 2023年末に予定）

 国家 GHG インベントリ策定

 国家 GHG インベントリは 2010 年版が最新データ

としてサイト上で公開

 2015 年および 2020 年のデータを使った GHG 
インベントリが策定された

 緩和策のパイロットプロジェクトとして植林事業

を実施中

 環境・天然資源省、職業規制委員会、フィリピン

人森林管理者協会（Society of Filipino Foresters,
Inc）と協力したパイロット植林活動（ラ・メサ流

域の 5～10ヘクタールに 15,625本を植樹）

 LCCAPに基づいた緩和行動促進およびLCCAPの

強化・更新支援

 LGU による GHG インベントリ策定およびそれに

戻づいた LCCAP の策定・更新を DILG や LGA と

ともに支援（LGU職員向けの研修開催支援）

 GHGインベントリ作成に利用可能なツールの開発

およびその利用促進のためのセミナー開催

 Carbon pricing instruments 
 カーボンプライシングの導入を検討しているが、

現時点で国家的なカーボンプライシング政策や制

度は正式に実施されていない

UNDP支援：Carbon credits/trading scheme development
の支援として、DENR の政策である CAVCS のレ

ビュー、カーボントレーディングロードマップ策

定、Carbon Finance Assessmentの実施中。 

WB 支援：炭素価格決定手段のポテンシャルを研究

し、排出量取引制度の利用や排出量取引制度と炭素

税の組み合わせなど、さまざまな選択肢の影響に関

する評価やシミュレーションを実施中。

【制度】

 GHG インベントリ作成に必要なデータや情報など

を関係機関から集約するための体制や規定など透

明性確保に資する制度が未整備、又は機能不全

【人材】

 関係機関における GHG インベントリ作成におい

て、活動量データと排出量／除去量の推計の両方

でTier 1レベルよりも高度なレベルのデータ活用が

求められているが、より細分化されたデータ収集

に必要なマンパワーが関係機関で不足している

【技術】

 排出／吸収等に関する国別の係数に関する情報や

知識が不足している

【人材】

 LGU職員の気候変動問題や、GHGインベントリ策

定および LCCAP 更新、緩和策による GHG 排出削

減量算定等に関する理解、能力の不足

【技術】

 緩和策の実施により実現する GHG排出削減量を試

算する手法やツールの未整備

 GHG インベントリ策定等に利用できるツール類の

操作性が思わしくない

【制度】

 国レベルでの炭素価格制度に関する制度等が未整

備

 関係機関からの情報・データの収集・整理・分

析促進に資する施策・制度・体制構築とその実

施促進支援

 関係機関における GHG インベントリ作成に対

する技術支援

 国別の排出係数などの整備促進支援

 LGU 等職員に対する気候変動および緩和活動、

GHGインベントリ策定に関する能力強化

 GHG インベントリ策定や GHG 排出削減量算定

に活用可能なツール類の強化および開発支援

 国レベルでの炭素税や炭素取引などの制度の構

築支援
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サブセク

ター
気候変動とセクターの状況 関連政策

取組状況

（ドナー支援含む）
課題 課題解決に向けた方向性

適応  気候変動適応

 他ドナーからの支援は適応分野を中心に

進んでおり、各分野への適応の主流化支

援などの他、各セクターでは気候変動適

応に資する様々なプロジェクト・活動が

実施中

 水資源・防災分野、農業の分野では、気

候変動の影響による自然災害やその将来

予測などを考慮した事業が実施

 気候変動適応に関するフィリピンの戦略

（Philippine Strategy on Climate Change
Adaptation）

 気候変動がフィリピンに及ぼす影響の概要を示

すとともに、農業、沿岸・海洋資源、水資源、

人間の健康、インフラを適応の優先分野として

設定

 国 家 気 候リス ク 管 理枠組 み （NCRMF：
National Climate Risk Management
Framework）

 気候リスク管理に関する各部門や利害関係者の

様々な取組みの調和・統合、フィリピンの早期

の対策システムの強化を目的とする

 強力なリスクデータベース、情報、分析システ

ムの活用を通じた気候変動対策計画システムの

構築の計画、LGU に対して効率的な計画やガ

イドライン間の調和を提案

 国が決定する貢献（NDC）

 食料安全保障、水資源確保、生態学的・環境的

安定、人間の安全保障、気候スマート産業・

サービス、持続可能なエネルギー、知識・能力

開発の 7 分野を設定し、持続可能な開発目標お

よび仙台防災枠組との一貫性を指向

 各分野で損失と損害の先制、軽減、対処するた

めの適応策を実施

 国家気候変動行動計画（NCCAP）
 2011年から 2028年までの戦略的方向性を提示

 食料安全保障、水の自給、生態系と環境の安

定、人間の安全保障、気候に配慮した産業と

サービス、持続可能なエネルギー、知識と能力

開発を優先項目と位置づけ

 地方気候変動行動計画（LCCAP）
 地方における気候ハザード、脆弱性およびリス

ク評価の実施結果、および適応策について提示

 People’s Survival Fund Act 
 2012年の共和国法第 10174号（2009年気候変動

法の改正）の制定に伴い創設

 地方における適応プログラムおよびプロジェク

ト実施促進に向けた資金調達のための特別基金

 基金として 10億 PHPが配分

 DOFが事務局

 CCCがプロジェクト提案の審査と評価を主導

 気候変動適応に関するフィリピンの戦略も踏まえ

て、フィリピンにおける気候変動への適応に関す

る国家戦略等を検討、策定

 国家気候リスク管理枠組み（NCRMF：National 
Climate Risk Management Framework）のストック

テイクと運用

 現時点で利用可能な気候リスクのデータセット、

情報、ツール、方法論、能力、メカニズムに関す

る全国的なストックテイク調査が 2022年に実施

 リスク評価手法の改善に向けた検証が実施される

予定

 NDCおよび NDC implementation planの策定

 2021年に NDCを策定し提出

 NDC implementation planを ADBおよび UNDPの支

援を受け策定（2023年末公開予定）

 NCCAP で適応策として位置づけられた施策等の

関係省庁による実施推進

 全 LGU のうち 85%程度が LCCAP を策定、提出

済み。適応に関する事項については、すべての

LGUが検討していると想定される。

 LCCAP 品質保証メカニズム（LCCAP Quality
Assurance Mechanism）の開発

 提出された LCCAP の内容を評価する LCCAP 
Quality Assurance Mechanismの開発についてCCCは

DILGと協議中

 LCCAP 認証アプリ（LC-App）と呼ばれるアプリ

のアルファ版の開発も実施

 PSF が支援する適応プロジェクトが現在実施中。

2023 年に 5 つの新規プロジェクトが PSF 理事会に

より承認

 CCC は、NPTE メンバーおよび PSF 理事会メン

バーの技術代表とともに、提出された PSF プロ

ジェクト案を審査・評価

 国家適応計画（National Adaptation Plan : NAP）
 英国外務・英連邦・開発庁（UK-FCDO：Foreign, 

Commonwealth and Development Office）の支援を受

け、NAPの策定中（2023年 12月公開予定）

 公開後、NAP の中で適応策として位置づけられて

いる各施策群の実施支援について、ドナー間での

役割分担を協議するためのドナーコーディネー

ション会議等が開催される予定

UK-FCDO支援：NAP策定を支援 
GGGI 支援：PSF 事務局の能力向上や LGU の提案書

作成を支援

【人材】

 CCC が負う責務や作業量に比して、対応可能な技

術人員数の不足

 LGU 職員等の気候変動および適応活動に関する理

解、能力の不足

【技術】

 LGU 職員でも活用可能な気候変動影響および脆弱

性評価に活用可能なツール類の不足もしくは操作

性が思わしくない

【人材】

 PSFの提案書レビューを行う CCCや DOFなどの職

員の気候変動適応に関する知見や技術力など能力

および人員の不足

 LGU職員等の PSFへの提案書作成能力の不足

【その他】

 NAP に基づいた支援方策については、NAP の内容

を確認後に検討が必要

 専門家派遣による技術面からの作業支援

 CCC 職員および補強人材に対する能力強化（気

候変動対策、組織および業務マネジメント能力

向上）

 LGU 等職員に対する気候変動および適応活動に

関する能力強化

 気候変動影響および脆弱性評価等に活用可能な

ツール類の強化および開発支援

出典：調査団
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2.2.4 エネルギー 

(1) セクターの現状と課題 

1) セクターの現状と気候変動の影響 

エネルギーセクターは、国家 GHG インベントリにおいて 2020 年に 129.286 百万トン CO2e を排

出した。燃料燃焼（運輸を除く）がエネルギー部門排出量の大部分を占め、99.854 百万トンCO2e

で部門全体の約 77%に相当する。 

また、フィリピンエネルギー計画による直近の排出推計結果を下表に示す。2019 年に 129.37 百

万トンCO2e、2020年に 119.40百万トンCO2eと、2010年に比して二倍以上の増大を見せている。

なお、2019 年から 2020 年にかけて GHG 排出量が減少しているのは COVID-19 による経済活動停

止の影響であるとされる。主要な排出源は発電であり、2020 年には全体の 60%に達する勢いを見

せており、運輸と合わせると 80%を超過する。 

表 2-18 エネルギーセクターにおける GHG 排出状況 

 
出典：Philippines Energy Plan 2020-2040 

 

また、その主要な排出源となる発電について、エネルギーミックスは以下のとおりである。化

石燃料由来発電が 2020 年で全体発電量の 62.2%を占めている。さらに需要側の最終エネルギー消

費においては輸送が最も大きいもののその次に民生部門（Household）や産業（Industry）が位置

している。したがい、気候変動対策においてはこうした発電側の低炭素化や需要側の省エネル

ギー化・エネルギー利用効率化などを同時に進めることが重要となる。 
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出典：Philippines Energy Plan 2020-2040 
図 2-14 フィリピンにおけるエネルギーミックス（左）とフィリピンにおける需要側最終エネルギー消費の

状況（右） 

 

出典：Summary of 2022 Power Statistics (DOE) 
図 2-15 電源別発電量の推移（左）と電源容量の推移（右） 

2) 気候変動による将来影響 

フィリピンのエネルギーセクターに影響を与える可能性がある気候変動として、台風や洪水な

どに関連するような降水量と異常気象がある。前者は平均雨量自体が全国的にあまり変わらない

可能性があるものの、時期的変動と強度は増加すると考えられており、例えば水力発電の導入・

運用に多大な影響を与える。後者については、台風の頻発・激甚化にともない電力・エネルギー

インフラの損傷が懸念される。実際、エネルギーに限るものではないが、フィリピン財務省によ

ると 2010 年から 2019 年にかけて気候に起因した災害により、同国のインフラストラクチャーに

ついて約 4,630 億 PHP の損失が発生した。また、2020 年だけで 1,134 億 PHP の損失をもたらして

いる。よって、これらの影響を想定した適応策の実施も必要になる。よって、これらの影響を想

定した適応策の実施も必要になると考えられ、実際、エネルギーセクターの経済的持続可能性の

観点から自然災害によってもたらされる可能性のある課題の軽減が PEP において示されている。 

3) セクターにおける開発課題 

国連の World Population Prospects: The 2022 Revision（中位推計）によると、フィリピンの人口は

2022 年の約 1 億 1,500 万人から 2050 年には 1 億 5,700 万人と日本の人口を抜かし、世界 12 位の人

口まで増大することが予想されている。人口増加はエネルギー需要の増加をもたらすため、この
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受け皿となる持続可能なエネルギーインフラの導入が最も重要な開発課題となる。

一方で、下図に示す通り、現在のフィリピンは国内のエネルギー消費の半分程度を海外から輸

入した化石燃料に依存しており、エネルギー価格が世界情勢に左右されやすく、供給が不安定で

あることも課題となっている。海外からのエネルギー資源輸入は国産エネルギー探査・開発より

一般的に低コストかつ導入が早い利点があるものの、人口増によるエネルギー需要拡大を早期に

満足するために輸入に頼るとエネルギー自給率が減少しエネルギー安全保障が低下する。よって、

こうしたトレードオフの関係を把握しつつ、長期的な目線で持続可能性の高いエネルギー施策を

取っていくことが重要である。そのためには、地産地消型の再生可能エネルギーの普及や省エネ

ルギーの促進といった低炭素化施策は気候変動対策だけでなくフィリピンのエネルギーセクター

全体の改善にも通ずるものであり、それらの効率的な実施が開発課題となる。

出典：Philippines Energy Plan 2020-2040 
図 2-16 フィリピンにおけるエネルギー供給の状況 

4) セクター関係者

エネルギーセクターにおける気候変動の関係者は以下のとおりである。サブセクターにおける

関係者分析は以下サブセクターの項で述べる。

表 2-19 エネルギーセクター関係者 

政策立案 技術開発 対策実施 資金等提供

・ エネルギー省中央

機関

・ 運輸省

・ LGUs

・ エネルギー省中央機関

・ エネルギー省地方機関

・ エネルギー省研究機関

・ 科学技術省

・ 大学

・ 民間企業

・ エネルギー省中央機関

・ エネルギー省地方機関

・ 公共事業道路省

・ 運輸省

・ LGUs
・ 民間企業（業界団体を含む）

・ 政府系金融機関

・ 民間銀行

・ ドナー

出典：調査団作成

エネルギーセクターの政策立案を担うのは、エネルギー省中央組織である。一方で、例えば

EV に関する対策といった分野横断型の内容については運輸省などの他省庁と、共同で政策立案

を行い、両省庁が実施を担当するといった構造となっている。同様に省エネルギーなどに関する

施策については大きく政策立案をエネルギー省が行うものの、エネルギー省と公共事業道路省が

その実施責任を負うなど、サブセクターにおいての省庁間の役割分担は一概なものとはなってい

ない。
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また、地域における取組については LGUに委ねられており、とくに再生可能エネルギーの地域

への導入については LGUが民間への投資促進を促す立場にある。一方で、エネルギーセクターに

おける民間企業の活躍は広く、発電・配電だけでなく送電も民間事業者に委ねられている。

以降については、大きく 6 つのサブセクター（エネルギー統計・計画、従来エネルギー、再生

可能エネルギー、送配電・電化、エネルギー効率と保全、代替燃料と新興技術）に分けて詳述す

る。

(2) エネルギー統計・計画、セクター共通

1) 関連政策・計画

エネルギーセクター全体にかかる気候変動関連政策・計画を以下に概説する。

(a) Philippines Energy Plan（2020-2040）

DOE では、エネルギー資源利用や GHG の排出抑制を行うにあたり、気候正義を不可欠な要素

と定義し、国際・国内パートナーとの協調を企図する観点でフィリピンエネルギー計画（PEP：

Philippines Energy Plan）を策定している。これは長期的には、フィリピン人一人一人のための政

府目標「Ambisyon Natin 2040」の達成や、NDC の目標達成を目指すものであり、エネルギーセク

ターの方向性や変革に必要な政策などが示されている。なお、「Ambisyon Natin 2040」では 2040

年までのビジョン実現に向けて異なる政策分野やセクターの関係者と協力し、包括的な開発計画

を策定しており、教育、雇用、健康、環境、インフラストラクチャーなどの重要な領域において

改革や投資を行うことが企図されている。PEP は一年周期でモニタリングされており、現状を反

映したレファレンスシナリオをベースに定量的に分析されたクリーンエネルギーシナリオ

（CES：Clean Energy Scenario）が示されている。フィリピンにおいては現状のエネルギーセク

ターの詳細な目標は CES の条件を参照することとなり、したがいエネルギーセクターでは NDC

への貢献としてレファレンスシナリオにおける排出量からの GHG 排出量 12%の削減が目標とさ

れている。なお、次期計画である PEP2030-2050が作成中であり、2023年 9月にパブリックコンサ

ルテーションが開催された。その結果を踏まえて修正される可能性もあるものの、現段階におい

て大きな変更点としては CES において石炭・天然ガス発電の容量・発電量が減少し、風力発電が

増大、原子力発電が初めてシナリオに組み込まれることにある
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出典：Philippines Energy Plan 2020-2040 
図 2-17 PEP に示されるレファレンスシナリオの条件と CES の目標 

(b) Future Energy Scenario in Capsule

DOE では今後の PEP などへの反映を目指して Future Energy Scenario in Capsule と呼ばれる枠組

みを取りまとめている。本枠組ではとくに今後のエネルギーセクターで推進したい目標・方針を

示しており、PEP の CES の条件であり緩和策と考えられる再生可能エネルギー発電量、省エネル

ギー、EV普及に加え、適応策としてエネルギーチェーンにおける ICTの利活用やエネルギーイン

フラの気候変動レジリエンスの向上が掲げられている。

出典：Updates on the Philippine Energy Sector, DOE 2022 年 
図 2-18 Future Energy Scenario in Capsule 
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2) 気候変動対策の取組状況

(a) 気候変動対策推進組織

エネルギーセクターにおける関係部局・組織として、以下の組織が挙げられる。

表 2-20 エネルギーセクターにおける関係部局・組織 

カテゴリ 担当組織 役割

政策立案 エネルギー省（DOE） エネルギー探査、開発、利用、分配、保全に関する政

府の全ての計画、プログラム、プロジェクト、活動の

準備、統合、調整、監督、管理

エネルギー省 エネルギー政策・

計画局（DOE EPPB）
エネルギー政策と計画の策定に関する専門的な業務

（PEP 等のセクター総合計画策定など）

運輸省（DOTr） 交通政策の策定と実施、交通インフラの開発と維持、

公共輸送の促進、交通安全対策、交通技術の導入と革

新、フィリピンの交通網と移動手段の向上

規制・許認可 エネルギー規制委員会 (ERC) エネルギー部門の規制と監督、料金体系の決定、契約

やライセンスの審査、エネルギー市場の促進、エネル

ギー事業者と顧客の権利保護

エネルギー施設の安全並びにエ

ネルギー法および基準の施行に

関する大統領タスクフォース

（PTF-SEFEELS Presidential Task 
Force on the Security of Energy 
Facilities and Enforcement of 
Energy Laws and Standards） 

エネルギー・電力関連施設・関連インフラストラク

チャーの安全性と保護、エネルギー関連の法律および

基準の執行を確保

資産管理 電力部門資産・負債管理公社

（PSALM Corp） 
EPIRAに基づく発電資産と送電資産の民営化、資産の

管理

従来エネル

ギー

エネルギー省 石油産業管理局

（DOE OIMB） 
石油産業の政策策定、市場調査とデータ管理、規制の

実施、国家のエネルギーセキュリティの向上

エネルギー省 エネルギー資源開

発局（DOE ERDB）
エネルギー資源開発の計画と実行、エネルギー資源の

評価とモニタリング、エネルギー政策の策定と推進、

研究と開発の支援

フ ィ リ ピ ン 国 営 石 油 会 社

（PNOC） 
大統領令（PD）334 により設立され、国内需要のため

に石油および石油製品を適切かつ安定的に供給・維持

PNOC-Exploration 株 式 会 社

（PNOC-EC） 
PNOC の探査部門としてスタートし、PD 927 に基づ

き、1976 年 4 月 20 日に子会社として設立。土着のエ

ネルギー源を利用するための探査、開発、生産活動に

積極的に関与することで、さらなるエネルギー供給を

実施

民間企業 エネルギー資源探索、開発、発電設備導入、利活用設

備・資機材普及等

再生可能エネ

ルギー

エネルギー省 再生可能エネル

ギー管理局（DOE REMB）
再生可能エネルギー政策の策定と実施、再生可能エネ

ルギーの促進、技術開発と研究、規制と標準の策定

データ収集とモニタリング

国家再生可能エネルギー委員会

（NREB） 
再生可能エネルギー政策の策定と実施、エネルギー計

画の策定、投資の促進技術革新と研究開発のサポー

ト:

農業省（DA） 農業と漁業における再生可能エネルギー資源の利用促

進

国家バイオ燃料委員会（NBB） バイオ燃料政策の策定、生産と使用の促進、技術開発

と研究の支援、規制の遵守、市場監視とデータ収集

民間企業 エネルギー資源探索、開発、発電設備導入、利活用設

備・資機材普及等
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カテゴリ 担当組織 役割

送配電・電化 エネルギー省 電力市場管理局

（DOE EPIMB） 
電力市場に関する政策の策定と調整、電力関連統計と

データ管理、エネルギー情報の提供、プロジェクトの

評価

国営送電公社（TransCo） 2001年の電力産業改革法（EPIRA）として知られる共

和国法（RA）9136 に基づいて設立された政府所有・

管理の企業である。主に、発電所と配電事業者を結ぶ

送電システムの運用と管理に責任を負う。

フ ィ リ ピ ン 全 国 送 電 社

（NGCP） 
送電網の管理と運営、電力の転送と分配、運用計画と

調整、インフラの拡充と近代化、規制とコンプライア

ンス

フィリピン独立電気市場運営者

（IEMOP） 
電力市場の運営と管理、透明性の確保、電力需給の調

整、市場規則の遵守と開発、データ管理

国営電力公社（NPC） 発電事業者としての役割、電力供給の確保、エネル

ギー政策の支援、電力インフラの管理、電力供給の普

及

国家電化庁（NEA） 電化の普及促進、電力協同組合の支援、電力プロジェ

クトの管理と監督、電力供給の改善、トレーニングと

教育

電気協同組合（EC） 電力供給の管理と運営、地域社会への電気供給、料金

設定と課金、技術向上とトレーニング、地域開発への

貢献

配電事業者 （自配電網における）電力供給の確保、電力販売、電

力供給の安定化、事業展開と技術革新

エネルギー効

率・保全

エネルギー省 エネルギー利活用

管理局（DOE EUMB）
エネルギー効率の向上、エネルギー計画の策定、エネ

ルギー政策の実施と監視、エネルギー利用データの収

集と分析、エネルギー技術の促進

政府エネルギー効率化委員会

（IAEEC） 
政策の策定と提案、技術とイノベーションの促進、啓

発と教育、モニタリングと評価、国際協力

公共事業・道路庁（DPWH） 担当する公共建築物や交通インフラの設計や改修にお

いて、エネルギー効率向上を目指す

エ ネ ル ギ ー サ ー ビ ス 会 社

（ESCO） 
エネルギーオーディットと効率化の評価、エネルギー

効率化プロジェクトの実施、投資と資金調達のサポー

ト、プロジェクトのモニタリングと管理

民間事業者 省エネ設備の開発・導入・普及、省エネ設計の導入等

代替燃料・新

興技術

エネルギー省（DOE） 電気自動車（EV）の普及促進、充電ステーション

（EVCS）および関連機器の開発を任務とする。 

エネルギー省 エネルギー利活用

管理局（DOE EUMB）
代替燃料や新・先端エネルギー技術開発に関する政

策、計画、プログラムを策定する。

原子力プログラム実施機関

（NEPIO） 
原子力エネルギープログラムの計画と実施、国際原子

力機関（IAEA）との連携、原子力安全性の確保、情

報の提供と周知

原子力プログラム機関間委員会

（NEP-IAC） 
原子力発電に関する政府機関の調整、技術評価と安全

性の確認、公共意識の向上

水素および核融合エネルギー委

員会（HFEC） 
水素および核融合エネルギーに関する政策立案と提

言、技術開発の支援、国際協力、教育と認識の向上、

環境への影響の管理

研究開発 科学技術省のフィリピン産業・

エ ネ ル ギ ー 研 究 開 発 会 議

（DOST-PCIERD） 

エネルギー関連技術研究開発の促進、技術移転と産業

応用、国際協力、人材育成

PNOC-リニューアブルズ株式会

社（PNOC-RC） 
持続可能な再生可能エネルギーとエネルギー効率化プ

ログラムおよびプロジェクトの開発・実施のための政

府の技術・研究部門として設立された PNOCの完全所
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カテゴリ 担当組織 役割

有子会社。エネルギー効率・保全法の実施において、

国や LGU のパートナー機関でもある。 

フィリピン大学、Cavite State
University 等大学

エネルギー関連技術開発支援、政策提言、評価、教育

と認識の向上、環境への影響の管理

民間事業者 エネルギー関連技術開発

活動中の主な

ドナー

WB 融資と資金提供、技術支援と専門知識提供、政策アド

バイス

ADB 融資と資金提供、技術支援と専門知識提供、政策アド

バイス

USTDA 技術支援と専門知識提供、政策アドバイス

USAID 融資と資金提供、技術支援と専門知識提供、政策アド

バイス

UNOPS 技術支援と専門知識提供、政策アドバイス

UNDP 融資と資金提供、技術支援と専門知識提供、政策アド

バイス

EU 融資と資金提供、技術支援と専門知識提供、政策アド

バイス

GEF 技術支援と専門知識提供、政策アドバイス

出典：調査団

フィリピン中央省庁においては DOEがエネルギーセクターを包括して管理している。下図に示

す通り、DOE には大きく 6 つの技術部局（bureau）ならびに行政部門、金融部門、情報技術及び

管理部門、法務部門、研究部門がある。また、ルソン・ビサヤ・ミンダナオの地域を所管する地

方事務所も構えている。

エネルギー計画・調査などの役割においては DOE のエネルギー政策・企画局（EPPB：Energy

policy and Planning Bureau）が気候変動対策の検討を行うことになる。EPPB は、国や LGU のエネ

ルギー計画、政策、プログラム、プロジェクトを策定・更新・監視・評価し、需要シナリオと供

給オプションの包括的な評価を行うとともに、エネルギー政策、経済、環境に対する国際公約の

影響を調査している。主に PEP のとりまとめも担っており、現政権の優先事項や常任指令を反映

しながら、PEP 2023-2050 を策定するための準備作業に着手している。さらに、エネルギー回復力

に関する諮問委員会（TFER ：Task Force on Energy Resiliency）の役割も担っている。 

また、DOE ではエネルギー部門の 2015 年と 2020 年の GHG インベントリ作成を完了し、CCC

に提出済みである。共和国法（RA：Republic Act）11825（2019 年エネルギー効率化保全法）の取

組を強化するため DOE の GHG インベントリチームが構成されている。DOE GHG インベントリ

チームは、エネルギー消費・生産データの収集、エネルギー部門の GHG インベントリの実施、

GHG インベントリ報告書の作成、CCC への報告書の提出を行うために設立された。このチーム

は、RA11285 への取組みを強化するためだけでなく、エネルギー部門の気候変動緩和・適応戦略

に取り組むために設立されている。
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出典：DOE 
図 2-19 DOE 組織図 
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(b) 気候変動対策予算

DOE はエネルギー部門が資本集約的な事業であるという認識のもと、2001 年の電力産業改革法

（EPIRA：Electric Power Industry Reform Act）として知られる RA 9136 に基づいてエネルギー事業

を民間主導型の市場に変革させている。したがい、気候変動対策予算は民間の投資にかかってお

り、とくに CES 実現のための再生可能エネルギー設備建設費は 1,190 億 USD と見積もられている

ことから、さらなる民間投資の拡大が必要である。このため、DOE は PEP 計画期間中（2020～

2040 年）に必要な投資を確保するために、民間部門の参加と官民パートナーシップ（PPP：Public 
Private Partnership）の拡大も推進している。 

下表に DOE における 2023 年度気候変動対策予算を示す。全体として 8 億 8 千万 PHP 程度であ

り、緩和のみに偏っている。なお、例年予算額や緩和・適応への分配などについてはとくに大き

な変化は見られない。

表 2-21 DOE における気候変動関連予算（2023 年度） 

単位：千 PHP 
プログラム名 気候変動分野 適応予算 緩和予算 合計

Formulation, updating and 
monitoring of short, medium and 
long term national and regional 
energy policies, plans and programs 

Strengthen regulatory and institutional 
framework to support expansion of 
renewable energy production and use 

- 36,853 36,853

Promotion of renewable energy 
(RE) resources 

Sector reform and capacity building related 
to promotion of renewable energy - 6,912 6,912

Supervision and regulation of 
exploration, development and 
utilization of RE resources and 
technologies 

Strengthen regulatory and institutional 
framework to support expansion of 
renewable energy production and use 

- 38,308 38,308

Biofuels Program Review and integrate the National Biofuels 
Program - 7,541 7,541

Total Electrification Project Sector reform and capacity building related 
to promotion of renewable energy - 500,000 500,000

Supervision, development and 
implementation of energy efficiency 
and conservation programs (EECP) 
and projects 

Sector reform and capacity building related 
to energy efficiency and efficient energy 
pricing 

- 15,769 15,769

Promotion of EECP activities and 
projects 

Sector reform and capacity building related 
to energy efficiency in energy sector, 
promotion of renewable energy and efficient 
energy pricing 

- 10,484 10,484

Conduct of energy audit services 

Sector studies, surveys, assessments and 
information systems on energy efficiency, 
efficient energy pricing, and promotion of 
renewable energy 

- 15,155 15,155

National Energy Efficiency and 
Conservation Program 

Sector reform and capacity building related 
to energy efficiency and efficient energy 
pricing 

- 178,295 178,295

Promotion of research, 
development, demonstration and 
utilization of alternative fuels and 
technologies 

Strengthening capacity of institutions to plan 
for low- carbon growth and environmentally 
sustainable energy supply 

- 8,412 8,412

Alternative Fuels for Transportation 
and Other Purposes 

Research and development in low-carbon or 
non-fossil fuel transport technologies - 64,500 64,500

Total - 882,229 882,229 
出典：FY 2023 GAA CLIMATE CHANGE EXPENDITURES 
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(c) 気候変動緩和対策の状況および課題

PEP においては CES として、将来的な需給を安定させつつ最大限再生可能エネルギーなどの持

続可能なエネルギー源を導入することが企図されている。その 2040年までの容量予測によれば、

将来的に再生可能エネルギー電源シェアを 68.72%とする目標とされており、2020 年時点の

29.02%から大きな転換が必要となる。一方で、従来エネルギーである石炭、天然ガス、石油につ

いては比較的クリーンであり二酸化炭素排出量が少ないとされる天然ガスのみ大きく容量を増加

させる予定としており、今後の電源構成は従来エネルギー・再生可能エネルギーともに大きく変

化することが想定される。なお、2020 年 10 月にフィリピン政府は石炭火力発電所の新規建設申

請を今後承認しないとする石炭モラトリアムをエネルギー省長官が発表し、2020 年 12 月に発令

されたにもかかわらず、フィリピンは石炭が国のエネルギー・ポートフォリオにおいて引き続き

役割を果たすと主張している。これは、政府がベースロードエネルギーの信頼できる供給源とし

て石炭火力発電の重要性を認識し続けていることや、早急な停止が困難であるためトランジショ

ンが必要であるという認識を持っていることを意味している。この認識は、電力網の安定性と信

頼性を確保するためには、多様なエネルギーミックスが不可欠であるという観点からも生じてい

る。

表 2-22 PEP のクリーンエネルギーシナリオ（CES）における将来電源容量予測 

出典：PEP 

なお、エネルギーセクターは 2010 年の国家 GHG インベントリで最大の排出部門であり、2010

年に 53.105 百万トン CO2e を排出している。PEP のレファレンスシナリオにおいては GHG の排出

量実績と予測が下表のとおり推計されており、2040 年には 2010 年度実績の約 9 倍にまで拡大す

る。したがい、この排出量増加をいかに軽減し、CES のように 2040 年予測において 50 百万トン

CO2e 削減した状態を形成できるかが大きな課題となる。 

表 2-23 PEP の各シナリオにおけるエネルギー部門 GHG 排出量予測 

レファレンスシナリオ（REF） クリーンエネルギーシナリオ（CES）
2020 年 120.01 Mt CO2e 120.01 Mt CO2e 

2030 年 213.68 Mt-CO2e 204.88 Mt-CO2e 

2040 年 370.95 Mt-CO2e 321.25 Mt-CO2e 

出典：PEP 
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エネルギーセクターにおける緩和対策に関わる課題として、人材育成の観点では政府、投資家、

民間事業者等の緩和策実施者の人的キャパシティ不足があげられる。DOE では職員の能力不足が

常に課題になっており、LGU レベルでは、緩和の概念、GHG インベントリに関わる活動データ

の収集、GHG 排出量・削減量の計算など、緩和策に関する基本的な理解をまだ改善する必要があ

る。さらに、とくに産業界、商業施設、地域社会は、緩和の機会と利点、技術的運用、潜在的な

資金調達メカニズムに関する知識が限られている。資金調達については、2021年 11月の国連気候

変動枠組条約締約国会議（COP26）で発足した石炭依存国がクリーンエネルギーに移行するのを

支援することを目的とした融資協力スキームである「公正なエネルギー移行パートナーシップ

（Just Energy Transformation Partnership: JETP）」に参加するよう米国から奨励を受けているが、現

在のところ参加はしていない34。 

エネルギー計画・統計の側面においては、PEP の実施および更新を促進・強化するとともに、

エネルギー安全保障への道筋に対する信頼性を高める観点から、その基本となるデータの円滑・

迅速な処理が重要となる。現状のエネルギー統計データは国内外のエネルギー収支しか判別でき

ず、ルソン、ビサヤ、ミンダナオといった地域レベル・地域間でのエネルギーフローに関する

データが収集されていないことから、さらに深いレベルでの現状・課題分析・対策提言ができな

い状況である。一方で、手作業によって DOE 各部局からそれぞれ独自のフォーマットで EPPB に

提出されるデータは EPPB 内でのデータ処理と分析に多大な労働・コストと遅延を発生させてい

る。このため、更なるデータの収集・分析等作業を実施できる状況になく、組織内のデータ収

集・分析プロトコルの整備やシステムの導入が課題となっている。

EPPBは、PEPの実施や更新を確実にするため、とくにエネルギーモデリングの側面においてい

くつかのエネルギー政策研究および調査活動を行っており、その技術支援・能力開発について支

援ニーズがある。具体的にはエネルギーモデリング、エネルギー政策・計画トレーニング（中央

省庁職員向け）コース、新技術・新興技術（水素、アンモニア、海洋技術、洋上風力、重水素、

炭素回収利用・貯留など）に関する政策研究、エネルギーレジリエンスの実践支援などがあげら

れる。

また、エネルギーバランス表管理システム（EBTMS：Energy Balance Management System）の開

発・実施、とくにエネルギーデータベースの地域化に向けたエネルギーデータの収集・処理・普

及の改善についても、資金援助と能力開発が要望されている。

民間事業者の投資促進や地域での更なる気候変動対策の促進には、分析に必要となる広範・詳

細なエネルギーデータへの容易なアクセスが重要であるが、現状は国内統計を PDF で掲示したり、

計画に要したデータを限定的に公開するのみであり、可用性が低いことも課題である。

一方、気候変動緩和策実施のためには、多くの投資資金が必要である。CES において総額で

PHP 7,649.6 billion （USD 153.0 billion）が見込まれており、現在、フィリピン政府は国内外から国

家予算に加えて様々な追加資金を積極的に呼び込んでいる。

34 US, PH partnership pushed for the clean energy transition, Power Philippines,2023（https://powerphilippines.com/us-ph-
partnership-pushed-for-the-clean-energy-transition/） 
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表 2-24 PEP における各予測の必要投資額（単位：10 億 PHP） 

出典：PEP 

一方、DOE の政策実施用財源については非常に限られている。フィリピン側へのヒアリングの

結果、これは政府全体でエネルギーセクターについては民間主導であるという共通認識があり、

したがい DOEへの予算が承認されにくい状況となっているとのことである。他方で、現状として

は気候変動対策予算としては電化に係る支出が最も多く、全体の 57%を占めている。それに続き、

省エネや代替燃料が比較的多く予算取りされており、発電側より需要側の取組に力点を置いてい

ることが推測される。いずれにせよ、本調査においても DOE から予算行政管理省（DBM）に提

出された複数のプロジェクト案が記載されたリストを受領したが、それらのプロジェクトはすべ

て DBM から却下されたとの事実を確認している。 

また、気候変動適応策については予算がついていない。RCP などの取組は進められていること

を考慮すると緩和策の取組に併せて進められており、それらを一括して緩和策予算と分類してい

る可能性や大規模な予算取りを防災セクターなどに分けて分類している可能性がある。

技術面の課題としては、エネルギーセクター全般で、海外からの技術に対する依存度が高まっ

ているため、輸入に資金を費やすという課題が生じている。また、海外からのスペアパーツを含

む技術調達には時間がかかるという点も課題である。

政府側として計画、実施、モニタリング（緩和策の効果・効率の評価を含む）において制度的

な弱点があるという旨を聴取した。これは、計画・実施・モニタリングが有効に機能していない

原因として制度設計が挙げられ、そもそも強制力がないものがある点や民間投資をひきつけない

制度となっていることが挙げられる。また、再生可能エネルギー、エネルギー効率化（EE：

Energy Efficiency）に関する法律や政策、支援政策メカニズムはあるが、保護地域（NIPA：

National Integrated Protected Area）が地熱や水力のような再生可能資源の使用を制限しているなど、
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環境保護法と調和させる必要がある。また、現状としてエネルギー統計データはあるものの、

DOE 各部局がそれぞれの計画・方針・制度を策定した下で民間事業者等からそれぞれのフォー

マットでデータを吸い上げているが、統一性のない生データがほとんどであるため数値ミスや

データ欠損を許容しており、それが PEP などの策定の土台になっている。

BARMM においては、自治構造の確立途上にある状況であり、諸制度の制定およびその円滑な

施行などが課題となっている。具体的にはエネルギー資源の共同管理の具体的な内容、共同権力、

権利、特権、利権の行使が課題となっている。また、自治権確立に併せて合計で 7 つの電気協同

組合（EC）が BARMM に委譲されているが、特に LASURECO と MAGELCO の経営不振の解決

（料金徴収能力の不足解消など）が必要な状況である。

(d) 気候変動適応策の状況

エネルギー分野のステークホルダー（エネルギー源、再生可能エネルギー、電力、石油関係や

エネルギー利活用セクター関係者）は、DOEが2018年に策定したDepartment Circular（DC）2018-

01-0001 に記載されている以下の指導原則を実施すべきとされている。

 能力を向上させ、安全文化と災害への備えを促進し、エネルギー部門の対応メカニズム

を強化するために、包括的なレジリエンス遵守計画（RCP：Resiliency Compliance Plan）

の策定、推進、実施を制度化する。

 悪条件や破壊的事象に適応し、それに耐えられるよう、既存のインフラ施設を強化する。

 Build Back Better Principles に従い、被災したインフラの再建・復旧に緩和策の改善を組み

込む。

 破壊的事象の後、エネルギー供給の効率的な復旧を確保するため、運用・保守の基準と

慣行を改善する。

 被害を最小限に抑え、エネルギー供給をタイムリーに回復・復旧させるための対策を採

用するための、今後のエネルギー施設の建設に関するレジリエンス基準を策定する。

DOE EPPB は 2021 年に USAID-ESP と提携し、2018～2021 年の RCP 提出物の包括的評価を実施

した。その結果は、エネルギー回復力政策（DC2018-01-0001）の補足政策発行の根拠となり、こ

れを受けて DC No. DC2022-06-0028 が 2022 年 6 月に発行され、エネルギー強靭性システムを達成

するための対策と戦略が強化された。この新しい指導原則は、2018 年の ERP には含まれていな

かった他の要素も考慮したものである。DOE によって発行されたエネルギー回復力政策は、3 年

ごとに見直されることになっている。なお、下図に 2020 年における上記 DC の遵守状況を示す。

RCP の提出は確保されていると考えられるものの、その遵守状況についてはセクターによって隔

たりがある。PEP では明確に記載されていないもののとくに RCP 提出資料の適切な評価が課題と

考えられている。また、EPPB の Energy Resiliency and Planning Section, Policy Formulation and 

Research Division において上記の RCP に関する方針を改定予定であり、現在素案作成中である。 
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出典：PEP 
図 2-20 2020 年時点の各サブセクターのプロジェクトにおける RCP の提出および遵守率 

(e) バンサモロ地域の状況

バンサモロ・ムスリム・ミンダナオ自治地域（BARMM：Bangsamoro Autonomous Region in 

Muslim Mindanao）は、フィリピンのミンダナオ島西部からスールー諸島にかけて広がるムスリム

（イスラム教徒）の多い地域である「バンサモロ」に 2019 年に成立した自治地域である。本決定

にあたり、フィリピン政府ではその基本的な統治構造を規定する法律である「ミンダナオ島バン

サモロ自治州の有機法を定める法律（RA11054）」が制定されている。

現在、バンサモロ自治政府の設立に向けて両政府間で IEB（Intergovernmental Energy Board）と

呼ばれる枠組みが機能しており、会議体が定期的に開催されている。DOE は主に、IEB の職務権

限で規定されているエネルギー部門の管理およびその他の規定に関して、バンサモロ暫定自治政

府（BTA：Bangsamoro Transitional Authority）のコンサルティング機関として機能する役割を有し

ており、設置された技術作業部会（Technical Working Groups）を通じて BTA と協働している。各

作業部会には、DOE と BTA の MENRE（環境・天然資源・エネルギー省）の両方からメンバーが

参加しており、RA11054 の効果的な実施のために、政府間エネルギー委員会（IEB）に技術支援

と政策提言を提供することが義務付けられている。各作業部会の概要は下記のとおりである。

表 2-25 各 TWG の概要 

TWG 概要

UCERD (Upstream 
Conventional Energy Resource 
Development) TWG 

RA 11054 第 10 条第 13 項に基づき、バンサモロ領土内におけるウラン、 石油、

天然ガス、石炭などの化石燃料（小規模鉱業に関連するものを除く）の探査、

開発、利 用に関する権利、特権、利権を付与する権限を共同で行使する。

PE (Power and Electrification) 
TWG 

(1) DOE EPIMB の権限、機能、責任を、RA11054 の規定を十分に考慮した上

で、制限付きで、 環境・天然資源・エネルギー省（MENRE）に移管する。

(2) Agus-Pulangi 水力発電所の民営化と電力問題の解決

(3) BARM 管轄内の電気協同組合（EC）の管理移管

(4) 独立系発電事業者（IPs）および WESM ミンダナオからの電力供給の管理

(5) その他の関連問題および懸案事項

EP (Energy Planning) TWG エネルギー計画の作成、社会経済指標およびエネルギーデータベースの共有、

更新、維持管理。

REDU (Renewable Energy 
Development and Utilization) 

(1) RA 9513 第 32 条に従った DOE REMB の権限、機能、責任の BG での対応機

関への移譲
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TWG 概要

TWG (2) RA 9513 第 31 条の施行と管理

(3 ) RA 9513 第 31 条に従った DOE REMB の権限、機能、責任の BG での対応機

関への移譲。

(4) 再生可能エネルギー・ポートフォリオ基準（RPS）、グリーン・エネル

ギー・オークション・プログラム（GEAP）、グリーン・エネルギー・オプ

ション・プログラム（GEOP）など、再生可能エネルギー法に基づく再生可

能エネルギー政策メカニズムの実施と執行。

DOGUD (Downstream Oil and 
Gas Utilization and 
Development) TWG 

IEB TOR の第 2 項(o)に従い、RA 8479 の価格決定以外の側面の実施および監

督。

EIRP (Energy Investment 
Regulations and Processes) 
TWG 

RA 11054 の第 2 項(d)に従い、バンサモロ地域におけるエネルギー投資の促進、

特に国内外におけるエネルギー・発電部門への投資促進、および RA 11234 の実

施において BG を支援する政策を特定する。 

EECM (Energy Efficiency and 
Conservation Management) 
TWG 

RA 11285 の実施 

SSCMI (Small-Scale Coal 
Mining Industry) TWG 

RA 11054 第 10 条第 13 項に基づき、バンサモロ領土内における小規模石炭鉱業

の探査、開発、利用に関する権利、特権、コンセッションを付与する権限の共

同行使。

出典：IEB TOR をもとに調査団作成 

なお、BARMM における支援については、IEB において議論される必要があるため、現状は支

援の承諾を行う直接的な機関がない状態である。BARMM には水力発電が豊富にあり、すでにほ

とんど再エネ 100%であるとともに、電力が余っているため BARMM 域外のミンダナオ島に電力

を輸出している状態である。また、エネルギー計画についてもミンダナオでの既存のエネルギー

関連計画を BARMM だけに絞って抜粋すれば計画ができるため、人口増加予測や電力需要予測も

すでにできている。とくに電力需要予測もすぐに問題になるほどの増加が見受けられていない状

況である。

以上を踏まえると BARMMと DOEが関与する活動については、IEBで議論されなければならな

い。このため、現状の課題として考えられる LASURECO と MAGELCO の経営不振の解決（料金

徴収能力の不足解消など）などについては関連する TWG に参加し、議論に関与することから始

めてもらいたいと EPPB から要望されている。 

3) ドナー支援状況

EPPB ではとくに現在他のドナーから支援を受けていないが、関連する可能性がある支援につ

いては以下があげられる。
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表 2-26 ドナー協力案件の状況(エネルギー統計・計画) 

協力パートナー プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

ADB 事業名：Energy Transition Mechanism Feasibility, Design + CIF 
ACT IP (CCAP SP2) 
実施期間：2021-ongoing 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：詳細不明

DOE, 
DOF, 
Private 

実施中

USAID 事業名：Energy Secure Philippines (ESP) 
実施期間： 2020-2024（予定） 
実施サイト：

活動目的・内容：フィリピンで想定される統合電力システム

の安全性と信頼性を強化することを目的として

電力事業者のパフォーマンス向上（RCP の評価に関する研究

プロジェクトの共同実施を含む）や先進的なエネルギー源と

システムの導入拡大、電力セクターの競争力強化を実施。な

お、特定の電力事業者を対象にすることとなっているが、そ

の詳細は不明である。

DOE 
ERC 
DU(電力事業

者) 

実施中

当該年度ETC指導

国および各種ド

ナー

事業名：Energy Transition Council (ETC) 
実施期間： 2020- 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：英国の COP26 議長国の一環として 2020 年に

発足したイニシアチブであり、エネルギー転換のための支援

を必要とする国と、支援を提供する主要な国際ドナーや機関

との間で、解決策に基づいた議論や調整を行うためのプラッ

トフォームを提供する

DOE 実施中

JICA 事業名：フィリピン国エネルギーセクター改革進捗・実績確

認調査

実施期間： ～2013 年 12 月 
実施サイト：全国

活動目的・内容：

フィリピン国における電力供給体制の強化と電力料金の合理

化を目的とするエネルギーセクター改革政策を構築していく

上で、近隣諸国との政策対話を通じて、これら諸国における

エネルギー事情およびエネルギーセクター改革の現状や取組

みに関する情報を収集し、フィリピン国エネルギー省を支援

する

DOE 完了

出典：JICA 調査団 

(3) 従来エネルギー

ここでは石油・石炭・天然ガスといった従来エネルギーについて述べる。ただし、世界情勢と

して脱炭素化に向かう中で化石燃料のうち最も GHG 排出量の少ない天然ガスはトランジション

エネルギーとして一定の活躍が考えられるため、ガス田開発を含む資源調達も含めて取組みを述

べるものの、石油・石炭については利用拡大要因となるような政策・計画・取組みなどは気候変

動対策と適合しないため記載していない。

1) 関連政策・計画

(a) Upstream Oil and Gas Roadmap（2017-2040）

フィリピンにおいてはエネルギーセキュリティの観点で一次エネルギーの国内生産が課題と

なっており、Upstream Oil and Gas Roadmap ではその対策として 2040 年まで既存石油・天然ガス田

での増産、新規フィールドの開発が予定されている。一方で、こうしたフィールドの開発はすべ

て民間事業者が行うものとされているため、投資の魅力向上が政府側の責務となっている。
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(b) Downstream Natural Gas Roadmap（2017-2040） 

天然ガスがその他の資源に優先して利用されるよう効率的な天然ガス産業・インフラを確立し

て投資を呼び込むため、天然ガスの下流工程に特化した同ロードマップが策定されている。基本

的には健全な市場の創出、市場原理の活性化が主眼となっているため、とくに脱炭素化に向けた

取組との統合などは記載されていないものの、エネルギー発生量あたりの二酸化炭素排出量が低

い天然ガスを一時エネルギーとして優先することが気候変動緩和策として貢献していると考えら

れる。 

(c) Natural Gas Development Plan 

米 国 の ASIA EDGE や University of the Philippines Statistical Center Research Foundation, 

Inc.(UPSCRFI)などの支援により形成された GAS POLICY DEVELOPMENT PROJECT を通じて策定

された天然ガス開発計画である。本計画ではフィリピンの天然ガス消費量は、2040 年までに少な

くとも発電用 16.8MTOE、非電力用 0.05MTOE に達すると予想しており、これは主に発電におけ

る石炭や石油ベースの燃料の代替と、バランシング電源としての天然ガス火力の利用拡大によっ

て成長がもたらされるとされている。また、明確な目標としての記載ではないものの、このよう

な需要増と国内唯一のガス田であるマランパヤガス田の枯渇を踏まえ、天然ガス輸入国となる方

向で進んでいることが示されている。その他、天然ガスを脱炭素に向けた移行燃料とする考え方

も示しており、将来的な導入技術オプションとして炭素回収や貯蔵などについても言及されてい

るが、あくまで研究内容や事例の紹介にとどまっている。 

2) 気候変動対策の取組状況 

(a) 気候変動対策推進組織 

従来エネルギーにおいては上流開発をエネルギー資源開発局（ERDB：Energy Resource 

Development Bureau）が、下流開発を石油産業管理局（OIMB：Oil Industry Management Bureau）が

担当している。このため、これら組織が当該サブセクターにおいて気候変動対策も実施している。 

ERDB は、自国の石油、石炭、原子力エネルギー資源の探査、開発、生産、関連製品および市

場開発に関する政府の政策、プログラム、規制を策定、実施している。OIMB は、石油原油、製

品、副産物の輸入、輸出、備蓄、貯蔵、運輸、精製、加工、販売、流通を含む石油下流産業に関

する政策、計画、プログラム、規制を策定・実施し、石油下流産業の発展を監視している。天然

ガスの導入・普及促進を加速化するための関連インフラ（LNG 基地やガスパイプラインなど）に

ついて方針や基準・制度の設定ならびに監視を行う立場となる。 

(b) 気候変動対策予算 

表 2-21 に示した気候変動対策予算を見る限り、天然ガスであっても従来エネルギーの観点では

予算がついていないことが考えられる。 

(c) 気候変動緩和対策の状況および課題 

DOEは 2020年 12月 22日付けでグリーンフィールド石炭火力発電プロジェクトにおける石炭モ

ラトリアム宣言を行った。これにより、新規の石炭火力発電プロジェクトについては今後承認が

行われず、事実上石炭火力発電の導入拡大が停止している。 
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DOE はこのような化石燃料発電に対する厳しい風当たりから、比較的クリーンとされる天然ガ

スへの燃料切り替えに舵を切っている。一方、フィリピン唯一のガス田であるマランパヤの開発

権が 2024年に失効し、2022年には生産量の減少が予想される中、国内ガス田の開発は急務となっ

ている。このため、マランパヤガス田および周辺のガス田については開発契約が 2039 年まで更新

されることとなったが、今後の国産天然ガス供給確保のため DOE は、国内の石油・ガス資源の探

鉱・開発促進として、18 の活動中のサービス契約（SC：Service Contract）の運用を引き続き監

視・監督している状況である。現在、1,667の堆積盆からの資源ポテンシャルを総合すると、総面

積は 70 万平方キロメートル（km2）以上になるが、探査・開発されているのはそのうちの約 10%

に過ぎない。また、2017 年 12 月 27 日に発行された DC  2017-12-001768 に従い、国内における SC

の推進と承認を促進することを目的に、フィリピン在来型エネルギー契約プログラム（PCECP：

Philippine Conventional Energy Contracting Program）を策定した。これにより、石油・ガスの探査・

開発への投資を誘致することが可能となった。 

国産天然ガス供給を補完する観点で、DOE は LNG 受け入れ施設の開発と運営を通じて、液化

天然ガス（LNG：liquefied natural gas）の輸入にも焦点をあてている。この戦略は、新しい産業を

導入するだけでなく、マランパヤから供給されている既存の発電所の継続的な稼働を保証する天

然ガスの供給を安定させるものであり、DOE はすでに 7 件の LNG 輸入ターミナルプロジェクト

の申請を承認している。 

人材育成、資金、制度に関する課題については「2.2.4(2)エネルギー統計・計画」で述べた内容

から大きく異なる点はなく、当該サブセクターにおける知識の不足（DOE における天然ガスに関

する知識の不足）、低調な民間投資などが課題として挙げられる。以下では技術に関する課題を

詳述する。 

再生可能エネルギーに加え、フィリピンは天然ガスの重要性を認識している。中位容量の天然

ガスは、石炭に代わる柔軟でクリーンな代替エネルギーとして、断続的な再生可能エネルギー発

電の参入を補完する役割を果たす。断続的な再生可能エネルギーが拡大し続ける中、天然ガスは

信頼性が高く、需要変動に迅速に対応できるエネルギー源として機能し、電力の安定供給と信頼

性を確保する。 

天然ガス火力発電導入総容量は、2020 年時点で 3,453MW であり、天然ガス一次エネルギー総

供給量は 3.29Mtoe(2020 年)となっている。PEP によると天然ガス火力発電総発電量実績は 2020 年

に 19.5TWh であり、REF において 2040 年には 146.86TWh まで拡大することが予測されている。

一方で、CESにおいては天然ガス火力発電が 2040年までに 18,883MW導入拡大する予測となって

おり、その総発電量は 93.24TWh となっていることから、再生可能エネルギーの導入を進めるこ

とで、天然ガス火力発電も可能な限り導入拡大を最小限とする方針と考えられる。 

マランパヤガス田の開発権が延長されたものの、新たなガス田の見通しがつかない現在の状況

では国内の天然ガス供給源が今後減少していく可能性が高く、したがい LNGの輸入計画は当面の

解決策であり、その円滑な実施が課題となる。とくに、天然ガスのさらに増加するエネルギー需

要に対応するためには、新たな天然ガス田の発見が最優先課題である。 

また、発電以外のガス利用についても課題となっている。2020 年から 2040 年にかけて、人口
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増により消費エネルギー量が増えることが予測されながらも運輸および産業部門からの天然ガス

消費総量が 1.5%増加に留まることを目標としているが、エネルギー効率性の観点からも DOE は

発電以外のガス利用を増やしたいと考えている具体的には DOE は経済特区（EZ：economic zone）

における事業者と協議を持っており、燃料としての天然ガス利用可能性について意向を聴取して

いる。こうした発電以外の利用形態も踏まえた天然ガスインフラの検討も課題となる。 

これらの課題に対し、ERDB はさらなる国産エネルギー開発のため、DOE および石油上流投資

家がマランパヤガス田に代わる新たなガス田を発見するための石油・ガスの探査に使用する物理

学的データの収集を希望している。具体的には国内に 16ある堆積盆地の有望性を高めることを目

標として、①堆積盆地における空中グラジオメトリー物理探査データを取得し、地下の広がりや

堆積盆地の厚さ・形状を把握する。また、②グラジオメトリー調査の結果から特定される、厚い

堆積物層を持つ炭化水素の生成に適した潜在的なエリアを選択し、2 次元地震探査データを取得

するものである。 

OIMB からは、天然ガス開発は上流から下流まですべて民間の投資で成り立っているため、と

くに下流インフラに関してさらなる民間投資を呼び込むための方針策定について要望を受けた。

その際、天然ガスに関する知識全般が OIMB 内でも限られていることから、テクニカル・リーガ

ル・フィナンシャルの 3 つの観点に留意した能力開発についても要望されている。具体的なアク

ティビティとしては、天然ガス市場調査や LNG基地やガスパイプライン、発電所などの天然ガス

インフラに関するポテンシャル位置マップ、天然ガス火力発電の最新技術に関する能力開発など

があげられた。なお、大きな方針として OIMB では天然ガスに関する他ドナーの支援が減少して

いる傾向から、例えば水素専焼までを含めた天然ガスロードマップの策定など、より同分野の脱

炭素化を促す方針にしたいと要望を受けている。 

他方でガス関連民間事業者からは発電所の位置が不明確な状態では LNG基地の立地を決定する

ことが困難であるため、LNG 基地に関連する事業者としてはおよその将来的な天然ガス火力発電

所位置を把握したいと要望があった。とくに、候補地・開発時期・開発規模がそろっているとよ

り民間投資の呼び込みに効果的ではないかとの意見があげられた。 

(d) 気候変動適応対策の状況 

適応については EPPB の取組に準じるものと考えられ、それ以外には当該サブセクターにおい

て確認されなかった。 

3) 本邦民間企業の動向 

天然ガスに関する本邦民間企業の動向は下表のとおり。大規模な天然ガスコンバインドサイク

ル発電への事業参画が大規模な企業の連合体で行われており、リスクヘッジの面も大きかったこ

とが考えられる。また、最近では LNG 基地の建設に参画するケースが増えている。 
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表 2-27 本邦民間企業の動向（従来エネルギーサブセクター） 

種別 企業名 動向 年

天然ガス発
電

ジェラ株式会社、
丸紅株式会社、三
菱商事株式会社、
九州電力株式会社

ルソン島バタンガス イリハン発電所（天然ガスコンバインドサイ
クル発電：125MW）事業参画

2007 

天然ガス発
電

三菱パワー株式会
社

火力発電関連設備のサービス事業を手掛ける新会社として「MHPS 
(Philippines) Plant Services Corporation（MHPS-PSC）」を現地法人を
通じて設立

2019 

LNG 基地 東京ガス株式会社 バタンガス浮体式 LNG基地（送出能力日量 5億標準立方フィート、
最大 7 億 5000 万標準立方フィート）建設および運営事業に関する
ファーストジェン社との相互協力契約の締結

2020 

LNG 基地 大阪ガス株式会社 バタンガス LNG基地事業第 1期（年間 300万トンの処理能力）の稼
働が開始

2023 

出典：主に直近 5 年の各種報道記事をもとに調査団作成 

4) ドナー支援状況

天然ガスについてアメリカ合衆国貿易開発庁（USTDA：United States Trade and Development）が

日米戦略的エネルギーパートナーシップのもとで日本国経済産業省（METI：Ministry of Economy, 

Trade and Industry）と協力し、下記のプログラムを実施している。一方、米国国務省エネルギー

資源局(USDS-ENR)は第 2 フェーズまで支援が完了しており、現在は第 3 フェーズが開始されると

ころである。

表 2-28 ドナー協力案件の状況（従来エネルギー） 

協力パートナー プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

METI / USTDA 事業名：Liquified Natural Gas (LNG) Value Chain and Natural Gas 
Cooperation Training Program. 
実施期間：詳細不明

実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：日米戦略的エネルギーパートナーシップ

(JUSEP)の一環としてインド太平洋地域におけるLNGインフラ

開発を支援するものであり、LNG バリューチェーン形成促進

および天然ガス協力研修プログラムを実施。

DOE 実施中

United States 
Department of 
State-Bureau of 
Energy Resources 
(USDS-ENR) 

事業名：GAS POLICY DEVELOPMENT PROJECT 
実施期間： September 2018-January 2020 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：Philippine Downstream Natural Gas Regulation 
(PDNGR) Department Circular (DC) 2017-11-0012 の実施に対する

技術的支援。

DOE 完了

ADB 事業名：PSALM Privatization 
実施期間：2023-March ‘24 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：電力セクター資産負債管理会社（PSALM）

の電力関連資産管理支援と考えられるが、詳細不明

PSALM 
(Power Sector 
Assets and 
Liability 
Management 
Corporation) 

実施中

ADB 事業名：Recommendation for Power Sector Assets 
実施期間：詳細不明

実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：PSALM の寿命延長に関する取組の継続。 

DOE, 
PSALM 
(Power Sector 
Assets and 
Liability 
Management 
Corporation) 

準備中
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協力パートナー プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

JICA 事業名：フィリピン国 天然ガスパイプライン建設事業準備調

査

実施期間：2013 年 7 月～2014 年 6 月 
実施サイト：

- BATMAN 1 ：バタンガス（Batangas）～メトロ･マニラ

- LNG 受入ターミナル：バタンガス（Batangas）
- 天然ガス火力発電所：ルソン南部、メトロ･マニラ

活動目的・内容：

 総合的なバリューチェーン（LNG 施設、リガス設備、パ

イプライン、オフテーク施設など）を PPP スキームのも

と、Batman1 プロジェクトの可能性を評価し、適切な実

施戦略を提言すること

 マランパヤやその他ガス設備、発電所、工業団地、商業

ビル、CNG バス、LNG 基地（Bataan、ミンダナオ、パグ

ビラオなど）に係る必要な情報を収集すること

天然ガス開発および PPP 開発にかかるフィリピンの現行法規

制について、情報収集、分析し、プロジェクトが円滑に実施

できるよう必要な改訂について分析すること

DOE 
PNOC 

完了

出典：JICA 調査団 

(4) 再生可能エネルギー

1) 関連政策・計画

(a) 再生可能エネルギー法（Renewable Energy Act 9513）

2008 年に制定された再生可能エネルギー法は、再生可能エネルギー技術の開発に関する政策を

調和させるために必要な法的・制度的枠組みを定めている。同法では、太陽光、風力、水力、海

洋、地熱、バイオマスエネルギーなどの再生可能エネルギー資源の探査と開発を加速させるとと

もに、再生可能エネルギーシステムの利用における国と地方の能力開発を制度化し、財政的・非

財政的インセンティブを提供することにより、効率的で費用対効果の高い商業利用を促進するこ

とにより、再生可能エネルギーの利用を拡大することを目的としている。

(b) National Renewable Energy Program（2020-2040）

National Renewable Energy Program（NREP）は、2008 年再生可能エネルギー法（RA9513）の全

体目標達成に向けた政策枠組と実施戦略の概要を示す計画である。再生可能エネルギー・ポート

フォリオ基準（RPS：Renewable Portfolio Standard）やグリーンエネルギー・オプション・プログ

ラム（GEOP：Green Energy Option Program）など、再生可能エネルギー発電の市場を拡大する再

生可能エネルギー移行経路を示している。2030年までに 35%、2040年までに発電構成の 50%以上

を再生可能エネルギー電源で賄うという目標に向けたエネルギーミックス推移の予測を示してお

り、2020 年時点 21%という状況を起点に将来的に人口増によって拡大する電力需要を再生可能エ

ネルギーおよび天然ガス火力発電の導入で対処する見通しが示されている。
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出典：National Renewable Energy Program（2020-2040） 

図 2-21 フィリピンにおける 2021-2040 のエネルギーミックス予測 

 

(c) Renewable Energy Roadmap（2017-2040） 

2040 年までに再生可能エネルギー導入設備容量 20,000MW を目指すうえで設定された短・中・

長期の取組内容を時系列的に整理したロードマップである。基本的には NREP に示される目標を

踏まえた取組内容となっている。 
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出典：National Renewable Energy Program（2020-2040） 

図 2-22 再生可能エネルギーロードマップ 
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(d) Offshore Wind Roadmap for the Philippines 

本ロードマップは、フィリピン政府がこの新しい産業を成長させるための政策、規制、プロセ

ス、インフラの確立を支援するために、世界銀行グループの「洋上風力開発プログラム」の傘下

にあるフィリピンの世界銀行カントリーチームによって作成された。なお、国際金融公社

（IFC：International Finance Corporation）とのパートナーシップによるエネルギーセクター管理支

援プログラム（ESMAP：Energy Sector Management Assistance Program）から資金提供を受けている。

フィリピンにおける洋上風力開発の可能性を戦略的に分析し、さまざまな仮想成長シナリオにお

ける機会と課題を検討しており、合計設備容量 178GW の電力供給、4.8 億 tCO2e（2020-2040 年）

の削減に貢献し、NDC 達成に大きく寄与する可能性があるとの試算が行われている。一方で、普

及への課題としてコスト、送電網の整備、環境・社会影響、サプライチェーン、資金調達、海外

投資家におけるプロジェクト所有権の制限などが特定されている。 

2) 気候変動対策の取組状況 

(a) 気候変動対策推進組織 

再生可能エネルギーにおいては再生可能エネルギー管理局（REMB：Renewable Energy 

Management Bureau）が担当しており、実質的に当該サブセクターにおいては本部局が気候変動対

策を実施することになる。REMB は、新興エネルギー技術を含む再生可能エネルギー資源の開発、

転換、利用、商業化の加速化に関する政策、計画、プログラムを策定し、実施することを使命と

している。 

(b) 気候変動対策予算 

表 2-21 に示した気候変動対策予算を見る限り、再生可能エネルギーについては“Promotion of 

renewable energy (RE) resources”および“Supervision and regulation of exploration, development and 

utilization of RE resources and technologies”のプログラムにおいて予算建てされており、合計で

4,522万PHPが確保されている。プログラムの内容によるものの、字義通りに再生可能エネルギー

技術の探査や利活用までを想定した場合圧倒的に少ない予算であると考えられる。 

(c) 気候変動緩和対策の状況および課題 

a) 固定価格買取制度（FIT：Feed in Tariff） 

自家用発電を除く再生可能エネルギー資源から生産された電力 1kWh あたりの、20 年間の

固定価格買取を保証するものである。FIT規則は、2010年に ERC決議第 16号（2010年シリー

ズ）により発行され、RE 法第 7 条に基づき、主要な送電網への優先的な接続、系統運用者に

よる再生可能エネルギー発電の優先的な買取、送電、支払を提供している。FIT の対象となる

再生可能エネルギー技術には、太陽光、風力、バイオマス、海洋、流水式（ROR：Run of 

River）水力発電が含まれている。また、2022 年からは Green Energy Auction Program（GEAP）

が開始され、オークションを通じて DOE と発電業者が FIT 契約を結ぶ形式となった。政府が

定めた基準と条件に適合したプロジェクトが入札に参加し、最も競争力のある価格を提案し

たプロジェクトが契約を獲得することにより、エネルギー供給業者が長期的な契約を確保し、

投資の安定性と収益性を向上させながら電力料金の低減にも貢献することが期待されている。

2022 年に実施された第 1 ラウンドでは 2,000MW を目標とし、その約 98%が落札されるなど好

調であったものの 2023 年の第 2 ラウンドでは、11,160 MW の再生可能エネルギー導入を目標



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査 
ファイナルレポート 

 

2-68 

としていたが、落札されたのは約 32%と低調となった。一部報道35では入札が低調になった理

由としてオークション時の設定上限金額（Gear 価格）が低すぎること、一部の技術に関して

開発コストが高いことが指摘されている。これを踏まえ、2024 年第 1 四半期に予定されてい

る第 3 ラウンドでは第 2 ラウンドの残りを入札するとともに入札上限となる Gear 価格の撤廃

を行う可能性があるとされている。 

b) ネットメータリング 

ネットメータリング制度は再生可能エネルギー法第 10 条に基づき、エンドユーザーが

100kW までの再生可能エネルギーで自家用に発電し、その余剰分の系統を通じた売電を可能

にするものである。これにより「プロシューマー」（生産者と消費者）という新しいタイプの

エンドユーザーが誕生し、プロシューマーは、リベートや発電料金の引き下げなどの恩恵を

受けることができる。ネットメータリングでは、電力事業者はプロシューマーの電力輸出入

の純額を毎月の電気料金に上乗せして請求することが可能である。なお、フィリピンの屋上

太陽光発電はほとんどFITを通じて導入されたことで、同制度の再生可能エネルギー導入促進

への寄与が限定的になったことなどを踏まえ、2022 年に ERC は対象となる再生可能エネル

ギーの規模を 1MW に引き上げることとした。 

c) 再生可能エネルギーの優先的な供給 

FIT が適用されている再生可能エネルギーについては、系統への最大出力注入を確保するた

め、電力卸売りスポット市場（WESM：Wholesale Electricity Spot Market）の配電スケジュール

で優先される。DOE Department Circular（DC）No. DC2015-03-00015 のセクション 4 に従い、

風力、太陽光、ROR 水力、海洋エネルギーなどの断続的な再生可能エネルギー発電所は、FIT

適用内外にかかわらず、WESMで必ず供給されるとともに、FIT適用のバイオマス発電所は優

先的な電力供給の恩恵を受けることになる。 

d) リニューアブル・ポートフォリオ・スタンダード 

DOE DC No. DC2017-12-0015(通称、RPS オングリッド規則)により、すべての義務付け参加

者（MPs）に対して、電力需要の特定部分を再生可能エネルギーから調達または生産し、土

着の環境に優しいエネルギー資源を開発することを求めている。また、最低年間 RPS 要求量

とその増分を定め、適格な RE 施設を特定し、MP のコンプライアンス監視を指示し、コンプ

ライアンス違反に対する罰則を規定している。なお、RPSの年間最低増加量は、当初 MPの前

年の純売上高の 1%と設定されており、オフグリッド規則についても検討されているものの未

だ実施には至っていない。 

e) グリーンエネルギーオプションプログラム 

GEOP は再生可能エネルギー法第 9 条に規定されており、電力エンドユーザーは希望する再

生可能エネルギー電力供給会社から電力供給を受けることが可能となった。この実施にあ

たっては、DOE は 2018 年 7 月 18 日に「Promulgating the Rules and Guidelines Governing the 

Establishment of the Green Energy Option Program Pursuant to the Renewable Energy Act of 2008」と

 
35 3rd Green Energy Auction postponed, INQUIRER.NET, 2023 (https://business.inquirer.net/433768/3rd-green-energy-auction-
postponed) 
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題する DC番号 DC2018-07-0019を発行し、GEOPの政策枠組を確立している。この DCに基づ

き、過去 12ヶ月の平均ピーク需要が 100kW以上のエンドユーザーは、本プログラムへの参加

が任意とされている。GEOPは、エンドユーザーが選択した再生可能エネルギー供給者と合意

した価格で、独自の調達プロセスを通じて直接契約を結ぶことができるため、規制のない活

動であると言え、最小限のコストで持続可能な方法で再生可能エネルギー資源の開発と利用

に貢献することができる。2023 年 12 月時点では、286 のエンドユーザーがすでに GEOP に切

り替え、19 の再生可能エネルギー供給会社が GEOP 運転許可を取得している。65%が商業部

門、34%が産業部門、1%が住宅部門である。 

一方、再生可能エネルギー政策メカニズムの実施の遅れが課題となっており、重要な再生

可能エネルギー政策やプログラム（例：RPS や GEOP）の実施が遅れたことが、前年の再生可

能エネルギー容量の伸び悩みの一因となっている。 

f) 再生可能エネルギー信託基金（RETF：Renewable Energy Trust Fund） 

RETF は、再生可能エネルギー法第 28 条に基づき再生可能エネルギーの開発と利用拡大を

促進するために設立された。この基金は、政府系金融機関の特別口座として DOE によって管

理され、以下の目的にのみ使用される。 

 電力および非電力の用途における再生可能エネルギーの研究、開発、実証、および普

及と生産的利用の促進。 

 再生可能エネルギー研究に従事する資格のある機関への資金提供、エネルギー研究の

ための奨学金やフェローシップを提供。 

 新しい再生可能エネルギーリソースの開発・運用支援。 

 全国的な再生可能エネルギー資源や市場評価の調査。 

 再生可能エネルギーの知識を普及のための国および地方レベルで再生可能エネルギー

を推進する機関、団体、組織に対する認定、指導、訓練、および便益の提供。 

 その他、再生可能エネルギー法の目的を達成するために必要な活動。 

g) 再生可能エネルギー市場（REM：Renewable Energy Market） 

RPS への準拠を促進するため、RE 法第 8 条に基づき、DOE は 2019 年 12 月 04 日に

「Promulgating the Renewable Energy Market Rules」または「REM 規則」と題する DC 番号

DC2019- 12-0016 を発行し、REM を設立した。REM は、再生可能エネルギー資源から発電さ

れた電気の環境属性を表す REC を、REM 参加者の間で、透明かつ公正に取引する場として機

能する予定である。2019年 12月 17日には、GEFと UNDP から資金提供を受けた DREAMSプ

ロジェクトの支援により、取引参加者が REC アカウントを管理できるオンラインプラット

フォームとして機能するフィリピン再生可能エネルギー市場システム（PREMS：Philippine 

Renewable Energy Market System）が確立された。現状としては、2022 年 6 月には PREMS の暫

定商業運営を宣言する通知として DC2022-06-0019 が発行されており、運営時の細則が示され

ている。 

h) 家庭用電化プログラム 

DOE の家庭電化プログラムは、太陽光発電システムを使って家庭用照明を提供する取組で
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あり、当時のバランガイ電化プログラムを支援する形で 2010 年に始まった。政府による最も

大規模な再生可能エネルギーによる電化プログラムのひとつであり、受給世帯を Sitio 電力協

会に組織化し、基本的な会計・監査手続き、負荷管理、システムの運用・保守などに関する

能力開発活動を実施してきた。2010 年から 2017 年にかけて、合計 55,248 世帯に太陽光発電照

明システムが提供されている。 

i) 競争的再生可能エネルギー地帯（CREZ：Competitive Renewable Energy Zones） 

2018 年 9 月 18 日、「国内における競争力のある再生可能エネルギーゾーンの設立と開発」

と題する DOE DC No.DC2018-09-0027 が発行された。この DC は、経済的に最も実行可能な再

生可能エネルギー資源を有する地域を特定することにより、積極的な送電計画を促進するプ

ロセスを制度化したものである。CREZ とは、豊富な再生可能エネルギー資源、適切な地形、

適切な土地利用区分、開発への関心が特定されている地理的な地域を指す。このような地域

を特定することで、DOE の NREP と PDP、フィリピン全国送電社（NGCP：National Grid 

Corporation of the Philippines）の送電開発計画（TDP：Transmission Development Plan）の策定と

実施に役立てることが可能となる。本取組は米国国際開発庁（USAID：United States Agency 

for International Development）および国立再生可能エネルギー研究所（NREL：National 

Renewable Energy Laboratory）の支援を受けて進められている。2020 年 9 月には“Ready for 

Renewables Grid Planning and Competitive Renewable Energy Zones (CREZ) in the Philippines”と題

される同制度のビジョンが示されており、下表のような各地域における再生可能エネルギー

種の導入貢献量予測が示された。 

表 2-29 CREZ による地域別再生可能エネルギー種の導入貢献量予測 

 
出典：Ready for Renewables Grid Planning and Competitive Renewable Energy Zones (CREZ)in the Philippines 
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出典：Ready for Renewables Grid Planning and Competitive Renewable Energy Zones (CREZ)in the Philippines 

図 2-23 太陽光に関する CREZ 対象地域 
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出典：Ready for Renewables Grid Planning and Competitive Renewable Energy Zones (CREZ)in the Philippines 

図 2-24 風力に関する CREZ 対象地域 

j) エネルギー仮想ワンストップショップ（EVOSS：Energy Virtual One-Stop Shop） 

EVOSS 法は、全国のすべての新しい発電、送電、配電プロジェクトを対象として許認可手

続きを迅速化することを目的に、共和国法第 11234 号（RA11234）に基づいて確立され、2019

年 3 月 8 日に署名された。EVOSS システムはエネルギープロジェクトの許可証の協調提出、

同期処理、監視を容易にする集中型ウェブベースプラットフォームであり、すべての関連機

関のシステムを統合することが可能となっている。DOEが管理する EVOSSを通じて、エネル

ギー企業や開発者は、透明で効率的な方法で申請書の提出、監視、状況の問い合わせを行う

ことが可能となり、現在、再生可能エネルギープロジェクトに対する DOE の許可や承認のほ

とんどは、すでに EVOSS に登録されている。付属のエネルギー機関である国家電化庁

（NEA：National Electrification Administration）、 国 家 電 力 公 社 （NPC：National Power 
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Corporation）、TransCo もプロセスの一部を EVOSS に組み込んでおり、その他の機関もプラッ

トフォームへの統合に向けてシステムの準備を進めている。2023 年 9 月では EVOSS システム

で承認中もしくは承認済みの再生可能エネルギープロジェクトにおけるポテンシャル容量は

100MW に上っており、次の段階として LGU が EVOSS に加わる予定としている。 

このため、現状では複雑な許認可プロセスが依然として課題となっている。様々な機関か

ら地方や国の許認可を取得するための複雑なプロセスは、非再生可能エネルギーおよび再生

可能エネルギープロジェクトの建設、試運転、商業運転の大幅な遅れの原因となっている。 

k) 外資参入障壁の低減 

フィリピンでは、再生可能エネルギー事業への外資の出資は 40%以下に制限されていたが、

DOE は 2019 年にバイオマス発電事業、2020 年に大規模地熱発電事業、2022 年には太陽光、

風力、水力および海洋・潮力発電事業における外資の出資制限が撤廃された。このため、現

在ほとんどすべての再生可能エネルギー事業について外資 100%による事業進出が可能となり、

今後の導入加速化が期待されている。実際、本取組以降さらに 126 件の再生可能エネルギー

契約が締結され、潜在容量は 31,000 MW まで増大している。 

l) 二国間クレジット制度（JCM：Joint Crediting Mechanism) 

途上国等への優れた脱炭素技術・製品・システム・サービス・インフラ等の普及や対策実

施を通じ、実現した GHG 排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価し、日本の削減目

標の達成に活用するため、JCM が構築・実施されている。フィリピンでは、2017 年 1 月の協

力覚書締結を期に開始され、これまでに合計 16 件が採択されており、合計 352,818 t-CO2e/年

の削減に貢献すると想定されている。なお、そのほとんどが再生可能エネルギーのとくに太

陽光発電の導入であり、地熱発電も採択されている。 

こうした再生可能エネルギーに関する積極的な取組に対し、再生可能エネルギー設備設置

に係る許認可は ERC が発行しているが、その人的リソースと技術的能力の不足が課題となっ

ており、遅延が生じている。とくに再生可能エネルギーでは揚水発電や地熱発電に関して評

価のための技術的能力が不足している。ERC 内部での課題の詳細は関連性が最も高い「送配

電・電化」の項目において詳述する。 

資金面の課題としては DOE EPPB によると、再生可能エネルギープロジェクト、とくに小

規模の独立系発電事業者によるプロジェクトは、資金調達機関からリスクが高いと認識され

続けており、小規模事業者のプロジェクト・ファイナンスへのアクセスが制限されていると

のことである。 

技術的には再生可能エネルギー資源の開発が課題である。コストが高く、洋上風力や海洋

技術などについてはモデルプロジェクトがないため、再生可能エネルギー開発が困難となっ

ている。さらに、とくに洋上風力発電においては港湾の改善が課題となっている。洋上風力

発電予定地近くに港湾がないことや、風車の保管が可能となる十分なスペースがない、また

は据付に必要となるバージ船が進入できる設備の整った港湾がないことなどが課題となって

いる。 
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また、再エネ発電施設から送電網への相互接続についても課題がある。既存の送電網イン

フラは容量に限りがあり、必要な送電網拡張プロジェクトが遅れている。その結果、送電網

は新しい再生可能エネルギープロジェクトによる容量変化の必要性に対応することができず、

商業運転の遅れにつながっている。

m) 大規模水力発電および揚水発電の導入ポテンシャル調査、水力資源データベースへの反

映・更新

フィリピンでは小水力発電や小・中規模の水力発電の導入が進んでいるものの、大規模な

貯水タイプの水力発電については近年開発がなされていない。PEP や NREP では 2040 年まで

にさらに水力発電容量を 6,150MW 拡大するとしており、このため大型の水力発電開発が重要

となってくる。したがい、100MW 以上の水力発電について導入ポテンシャルを把握するとと

もに既存の水力発電データベース（小水力データがメイン）に統合することにより、さらに

民間事業者の参入障壁低減を図りたいとしている。本データベースの基礎は JICAで 2012年に

実施された「フィリピン共和国 水力発電資源インベントリー調査」で整理されたものである。

なお、REMBからの要望ではないが、DOSTからは治水・利水の観点も本プログラム中で考慮

してほしいとの意見があがった。また、DENR-Climate Change Service（CCS）からは適応の側

面を実施に盛り込む観点で雨量の変動や地域移動だけでなくその土地の脆弱性（vulnerability）

についても検討してほしいとの意見もあがった。現状提出されている SC ベースでの 100MW
以上水力発電の導入ポテンシャルは下表の通りである。

表 2-30 現状の 100MW 以上水力発電の導入ポテンシャル 

No. Project Name Location Capacity 
(MW) 

1 Gened 1 Hydroelectric Power Project Apayao 150.00 
2 Kabulnan 2 Hydroelectric Power Project Isulan, Sultan Kudarat 110.00 
3 Angat (Pump Storage) Hydroelectric Power Project Norzagaray, Bulacan 300.00 
4 Pantabangan (Pump Storage) Hydroelectric Power Project Pantabangan, Nueva Ecija 600.00 
5 Aklan Pumped-Storage Hydroelectric Power Project Malay, Aklan 300.00 
6 Wawa Pumped Storage 1 Hydroelectric Power Project Rodriguez, Rizal 500.00 
7 Wawa Pumped Storage 2 Hydroelectric Power Project Rodriguez, Rizal 100.00 
8 Chico Hydroelectric Power Project Tabuk, Kalinga 150.00 
9 Davao Hydroelectric Power Project Davao City 140.00 

10 Pumped Storage Bolusao Hydroelectric Power Project Lawaan, Eastern Samar 300.00 
11 Pililia Pumped Storage Hydroelectric Power Project Pililla, Rizal 300.00 
12 Alimit Hydroelectric Power Project Lagawe, Ifugao 120.00 
13 Alimit-Pumped Storage Hydroelectric Power Project Lagawe & Mayoyao, Ifugao 250.00 
14 San Roque Upper East Pumped Storage Hydroelectric Power Project Itogon, Benguet 600.00 
15 San Roque West Pumped Storage Hydroelectric Power Project Itogon, Benguet 400.00 
16 Kanan B-1 Hydroelectric Power Project General Nakar, Quezon 150.00 

17 Agus III Hydroelectric Power Project Pantar, Lanao del Norte & 
Baloi/Saguiaran, Lanao del Sur 225.00 

18 Kibungan Hydroelectric Power Project Kibungan, Benguet 1,000.00 
19 Dagkan Hydroelectric Power Project Nagtipunan, Quirino 125.00 
20 Dingalan Pumped-Storage Hydroelectric Power Project Dingalan, Aurora 500.00 
21 San Roque Lower East Pumped-Storage Hydroelectric Power Project Itogon, Benguet 400.00 
22 Binongan-Tineg Hydroelectric Power Project Tineg & Lagayan, Abra 175.00 
23 Cagayan 1N Hydroelectric Power Project Iligan City,Lanao del Norte 160.00 
24 Kibungan Pumped-Storage Hydroelectric Power Project Kibungan, Benguet 500.00 
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No. Project Name Location Capacity 
(MW) 

25 Dambo Pumped Storage Hydroelectric Power Project Pangil, Laguna 800.00 
26 Jala-Jala Pumped Storage Site 3 Hydroelectric Power Project Jala-Jala, Rizal 750 
27 Jala-Jala Pumped Storage Site 4 Hydroelectric Power Project Jala-Jala, Rizal 300.00 
28 Kalayaan Pumped Storage Hydroelectric Power Project Kalayaan, Laguna 600.00 
29 Paete Pumped Storage Hydroelectric Power Project Paete, Laguna 350.00 
30 Jala-Jala Pumped Storage Site 5 Hydroelectric Power Project Jala-Jala, Rizal 300.00 
31 Toledo City Pumped Storage Hydroelectric Power Project Toledo City, Cebu 250.00 
32 Gened 2 Hydroelectric Power Project Kabugao, Apayao 250.00 
33 South Pulangi Hydroelectric Power Project Damulog, Bukidnon 250.00 

34 Mapanuepe Site 1 Hydroelectric Power Project Castillejos and San Marcelino, 
Zambales 500.00 

35 Calanasan 2 Hydroelectric Power Project Calanasan, Apayao 220.00 
36 Aya Hydroelectric Power Project Pantabangan, Nueva Ecija  120.00 
37 Bulsa Pumped Storage  Hydroelectric Power Project City of San Jose, Tarlac 100.00 
38 Dupax Pumped Storage Hydroelectric Power Project Dupax del Norte, Nueva Vizcaya 108.00 
39 Pakil Pumped Storage Hydroelectric Power Project Pakil, Laguna 1400.000 
40 Capiz Pumped Storage Hydroelectric Power Project Tapaz, Capiz 250.00 

41 Panay Pumped Storage Hydroelectric Power Project Libacao Aklan and Jamindan 
Capiz 250.00 

42 Malubog Pumped Storage Hydroelectric Power Project Toledo City, Cebu 250 
Total 14,603 

出典:DOE 

n) 公共や地方レベルにおける再生可能エネルギーの率先的な普及

EU の Access to Sustainable Energy Programme （ASEP）による再生可能エネルギーの生産的

利用や、DREAMSプロジェクト（GEF-UNDP）の地域再生計画・支援制度による小島・SPUG

地域におけるマイクログリッド設置、基本サービス用再生可能エネルギーの普及といった経

験をもとに、さらなる RE 普及促進を進めたいとの要望があった。 

具体的には地方および国レベルの 28 の複数省庁にまたがる関係機関の間でパートナーシッ

プを構築し、ベストプラクティスを後押しし、能力開発を通じて、エネルギーミックスにお

ける再生可能エネルギー50%の達成を目指すものである。 

 大学のエネルギー消費ネットゼロ化

 基本的な社会サービス（健康）として病院などへの RE 普及 

 ローカル再生可能エネルギープランの策定推進と実施の強化

 コミュニケーションの推進およびナレッジの共有

なお、ローカル再生可能エネルギープランは各 LGU レベルで当該地理的区分の中での再生

可能エネルギー導入可能性について調査などに基づき策定される計画であり、民間事業者の

投資を呼び込むうえでも有効性の高い情報を提供するためのものである。下図の NREP フ

レームワークにも RE Transition Enablers の一つとして今後の推進が重要視されている。
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出典：National Renewable Energy Program（2020-2040） 

図 2-25 国家再生可能エネルギープログラムの枠組み 

 

o) 浮体式太陽光発電の導入方針策定 

太陽光発電のさらなる導入を加速する手段として浮体式太陽光発電の導入を積極的に進め

たいとの希望があり、技術・制度・政策的の総合的な能力開発も含めた支援について要望を

受けた。なお、当該要望を調査した時点においてはアジア開発銀行（ADB：Asian 

Development Bank）からラグナ湖における浮体式太陽光発電導入に関する支援提案を受け取っ

ているとのことであり、その承諾可否によっては本要望は取り消しとなる。 

p) 地熱発電事業の推進に関する協力 

現在 REMB は地熱発電のリスク回避ロードマップなどにおいて ADB から支援を受けてい

る。このため、ADB 事業後の実施フェーズにおいて支援の要望があがったが、2023 年 9 月に

終了する予定としていた ADB 事業は遅延が決定したため、その詳細な要望については今後本

調査で確認する。 

また、ERC からは再生可能エネルギーの設置許認可に関して手続きの円滑化に向けた技術

能力強化について要望を受けた。とくに揚水発電は地熱発電について技術的知見不足を補っ

てもらいたいとのことである。 

一方で、再生可能エネルギー事業を現地で行う、もしくは行う予定である民間事業者から

の支援ニーズは以下の通りである。 

 浮体式太陽光や揚水発電に関する海外投融資などの活用 

 揚水発電の導入に関する各種補助・導入を後押しする市場構造の確立 
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 早急な送電線・送電容量の拡張 

 土地収用の円滑化 

 各種許認可申請の迅速化 

(d) 気候変動適応対策の状況

適応については EPPB の取組に準じるものと考えられ、当該サブセクターにおいて確認されな

かった。一方で、課題としてはこれまでも深刻な台風がいくつかの再生可能エネルギー発電所に

被害を与え、長期間の停止につながっている。気候変動は、再生可能エネルギー資源の利用可能

性と生産量にも影響を与えており、例えばエルニーニョの干ばつ期には、水力発電所の発電量が

大幅に減少するといった事象が問題となっている。

3) 本邦民間企業の動向

再生可能エネルギーに関する本邦民間企業の動向は下表のとおり。太陽光については相当な容

量のメガソーラーか小規模だが土地に関する利権が発生しにくいと考えられる屋根置きソーラー

の設置に二極化している。風力については出資参画も含めて数社の企業が開発を行っている。地

熱については相当以前に新設があったきり、改修などの事業がメインとなっている。バイオマス

はほとんど確認されず、水力については流れ込み式および小水力といった環境影響が比較的少な

いもの投資対象とされている傾向にある。

表 2-31 本邦民間企業の動向（再生可能エネルギーサブセクター） 

種別 企業名 動向 年

太陽光 三井物産株式会社 フィリピンに持ち株会社設立し、事業参入（JV） 2021
太陽光 株式会社アドバンテッ

ク
株式会社アドバンテックとフィリピン経済特区庁が JICA支
援の下、工業団地への太陽光発電システム設置に関する覚
書締結。工場・倉庫など約 33棟の屋根に太陽光発電システ
ムを設置、年間約 360 万 kWh の電力を、PEZA を通じて工
業団地内に供給する予定（JICA 民間連携）

2023 

太陽光 日揮ホールディングス
株式会社

パンガシナン州 ブガロンに 100MW 級のメガソーラー発電
所建設（EPC 契約） 

2021 

太陽光 株式会社サステナ フィリピンで唯一の日系独立系 EPC 事業者・発電事業者。
2021年 3月現在で、累計施工規模約 10MW超、50件以上の
実績。また、近年は諸島部や無電化地域におけるマイクロ
グリッド発電の調査や提案を実施。

継続

太陽光 出光興産株式会社 冷凍冷蔵倉庫事業者である Fast の倉庫上で 0.5MW 屋根設
置型太陽光発電事業開始（PPA 契約） 

2023 

太陽光 九州電力株式会社、株
式会社キューデン・イ
ンターナショナル

ペトログリーン社に出資
タルラック太陽光の 3.1 万 kW 分（全体出力 7 万 kW）
（現地企業へ出資）

2022 

太陽光 ミネベアミツミ株式会
社

セブ島ダナオ市工場の敷地内に大規模太陽光発電システム
(約 7.9MW)を設置（自家消費）

2023 

太陽光 Philippine Manufacturing 
Co. of Murata, Inc. 

株式会社村田製作所の生産子会社の使用電力のすべてを再
生可能エネルギーに転換（自家消費）

2023 

風力 株 式 会 社 レ ノ バ
（RENOVA, Inc.） 

バタンガス州マビニにおいて 10 基合計 5 万 kW の陸上風力
発電に参入。（JV） 

2023 

風力 株式会社チャレナジー
（Challenergy Inc.） 

バタネス州でマグナス風車（陸上：11kW）フィリピン初
号機の稼働開始（環境省「コ・イノベーションによる脱炭
素技術創出・普及事業」）

2021 

風力 株式会社駒井ハルテッ
ク・本田技研工業株式
会社

ロンブロン島で KWT300（定格出力 300kW）3 基の陸上風
力発電と電動二輪車の組合せ実証事業（環境省「二酸化炭
素排出抑制対策事業費等補助金」(途上国向け低炭素技術イ

2022 



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査

ファイナルレポート

2-78

種別 企業名 動向 年

ノベーション創出事業)）
風力 九州電力

株式会社キューデン・
インターナショナル

ペトログリーン社に出資
パナイ島北部ナバス陸上風力の 2.2 万 kW 分（全体出力 3.6
万 kW）（現地企業へ出資） 

2022 

風力 自然電力株式会社
自然・インターナショ
ナル株式会社

Ganubis Renewable Energyコンソーシアムは最大 96MWの陸
上風力発電を共同開発することに合意し、MOU を締結
（JV） 

2023 

風力 株式会社長大、自然電
力株式会社、エクイパ
ルコ・コンストラク
ション・カンパニー
社、エクイパルコ・
ホールディングス社、
カラガ・ウィンド・エ
ナジー社

フィリピン共和国ミンダナオ島カラガ地域に 4.2 MW 級の
風車タービンを 8基、合計で約 33 MW の陸上風力発電所の
建設（環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
（二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事
業）」）

2020 

地熱 東芝エネルギーシステ
ムズ株式会社、みずほ
東芝リース株式会社

ルソン島南部タナワン地区に 20MW フラッシュ地熱発電導
入（EPC 契約）

2022 

地熱 日揮ホールディングス レイテ島オルモック市マハナグドン地区 28MW のバイナ
リー地熱発電所の付帯設備に関わる設計、機材調達、建設
工事（EPC）役務受注（EPC 契約）

2023 

地熱 九州電力株式会社、株
式会社キューデン・イ
ンターナショナル

ペトログリーン社に出資
マニラ マイバララ地熱の 1.1 万 kW 分（全体出力 3.2 万
kW）（現地企業へ出資）

2022 

地熱 三菱パワー株式会社、
ターボデン社

ルソン島南東部パラヤン（Palayan）の 29MW地熱発電所に
バイナリー発電設備を新設（EPC 契約）

2021 

地熱 三菱パワー株式会社 ラグナ（Laguna）州にあるマクバン（Makban）地熱発電所
1 号機設備改修受注（EPC 契約）

2020 

地熱 三菱商事株式会社、富
士電機株式会社

マロトボグ地熱 230MW（77.5MW x 3 基）完工（EPC 契
約）

1998 

地熱 住友商事株式会社 ナスロ地熱発電所（49MW）移設プロジェクト 受注（EPC
契約）

2013 

バイオマス 株式会社長大 フィリピンミンダナオ島ブトゥアン市で 2.5MWのもみ殻専
焼バイオマス発電事業（経産省事業可能性調査、JCM 設備
補助事業）

2018 

複合 電源開発株式会社 マニラ近郊バターン州養鶏場の再エネ導入調査。分散型複
合再エネ導入可能性調査。屋上太陽光発電システム、バイ
オ発電システム、蓄電池を活用した火力発電による電力系
統からの購入代替を目指す。（経産省「二国間クレジット
取得のためのインフラ整備調査事業」）

2024 

水力 株 式 会 社 レ ノ バ
（RENOVA, Inc.） 

ルソン島北部イフガオ州キアンガン水力発電所（8.3MW）
を建設 融資関連契約を締結

2021 

水力 株式会社長大 ミンダナオ島カラガ地域 アシガ川小水力発電（8MW）事
業。他にもタギボ川小水力発電事業は 4MW の発電容量で
ワワ川小水力発電事業は 10MW の発電容量で事業を進めて
いる（JBIC ツーステップローン、JCM 設備補助事業）

2018 

水力 電源開発株式会社 ミンダナオ島 Lake Mainit 水力発電所（流れ込み式：
24,900kW）発電事業。BHEC 社を通じて Bulanog Batang
（ブラノグバタン）水力発電所（33,500kW、2029年営業運
転開始予定）も開発を進めている。（JV）

2022 

水力 シン・エナジー株式会
社

ルソン島イフガオ州流れ込み式・水路式水力発電所
（560kW）建設。2023.7 運転開始予定。（JV）

2021 

水力 豊田通商株式会社 ミンダナオ島南部マーシム地区シギル川に小水力発電所
（14.5MW）を建設。（JV、JCM 設備補助事業）

2022 

水力 丸紅株式会社、関西電
力株式会社

サンロケ水力（43MW）に参画（BOT） 1998

水力 株式会社長大 ミンダナオ島タギボ川上水供給施設 0.16MW マイクロ水力 2018 
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種別 企業名 動向 年

発電プロジェクト（環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業
費等補助金（二国間クレジット制度資金支援事業のうち設
備補助事業）」、JCM 設備補助事業） 

水力 住友商事株式会社、電
源開発株式会社

ラグナ州 CBK 発電所(Caliraya, Botocan, Kalayaan 発電所: 総
出力 72.8 万 kW)の買収
発電所名： カリラヤ水力発電所
場所：ラグナ州ルンバン
形式： ダム水路式（一般）
出力：2.26 万 kW（1.13 万 kW×2）
運開日： 2002.12（改修）

発電所名： ボトカン水力発電所
場所： ラグナ州マハイハイ
形式： ダム水路式（一般）
出力：2.08 万 kW (1 万 kW×2,800kW） 
運開日： 2003.6（改修） 

発電所名：カラヤン揚水発電所
場所：ラグナ州カラヤン
形式：ダム水路式（揚水）
出力：Ⅰ期 33.6 万 kW（16.8 万 kW×2） 
Ⅱ期 34.86 万 kW（17.43 万 kW×2） 
運開日：Ⅰ期 2002.3 Ⅱ期 2004.1  
（買収）

2005 

出典：主に直近 5 年の各種報道記事をもとに調査団作成 

4) ドナー支援状況

再生可能エネルギーセクターにおけるドナー協力案件の状況については下表のとおりである。

主にADBから、人材育成・資金・技術・制度全般にわたって広範な支援が提供されている。太陽

光や地熱、洋上風力、海洋発電など複数種の再生可能エネルギーについて支援を受けており、こ

れらの既存の取組に干渉しない支援が求められる。なお、ADBのDerisking Geothermal Roadmapに
ついては次年度も継続的な支援が行われることとなった。

表 2-32 ドナー協力案件の状況（再生可能エネルギー） 

協力

パートナー
プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

ADB 事業名：Geothermal Risk-Sharing Facility for Exploration/ Pre-Development 
(Fl Loan) 
実施期間：2024/2025 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：地熱発電導入に関する民間事業のリスク低減策検討

と考えられるが詳細不明

DOE, 
DBP 

準備中

ADB 事業名：Derisking Geothermal Roadmap (CCAP SP2) 
実施期間：2022-Oct 2023 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：地熱発電ポテンシャルマップの策定および政策提案

DOE-REMB 実施中

ADB 事業名：Energy efficiency and small renewables-procurement and financing 
tools for LGUs (CCAP SP2) 
実施期間：2022-Sept 2023 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：LGU おける省エネルギー・小規模再生可能エネル

ギー導入のための調達・ファイナンスツール策定と考えられるが、詳

細不明

DOE-EUMB, 
REMB, 
PPPC 

実施中

ADB 事業名：Offshore Wind Regulatory Framework 
実施期間：2022-Jan 2024 

ERC, 
DOE 

実施中
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協力

パートナー
プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

実施サイト：全国

活動目的・内容：洋上風力発電開発に係る基礎情報を収集・分析し、

ERC による洋上風力の規制的枠組策定を支援する。 

ADB 事 業 名 ：Floating Solar PV Technical, Legal, Environment, and Social 
Recommendation for LLDA’s IRR (CCAP SP2) 
実施期間：2021-July 2023 
実施サイト：ラグナ湖

活動目的・内容：浮体式太陽光に関する技術・制度・環境・社会面で

の政策提案と考えられるが詳細不明。DOE からは支援継続の可能性が

ある旨を聴取。

LLDA, 
DOE, 
NGCP 

実施中

ADB 事業名：ESIA and ECC guidelines for OSW and FPV 
実施期間：2023-Dec 2023 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：洋上風力と浮体式太陽光に関する環境社会影響評価

および環境遵守証明のガイドライン策定とされるが、詳細不明

DENR 実施中

ADB 事業名：PSALM Privatization 
実施期間：2023-March ‘24 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：電力セクター資産負債管理会社（PSALM）の電力関

連資産管理支援と考えられるが、詳細不明

PSALM 
(Power Sector 
Assets and 
Liability 
Management 
Corporation) 

実施中

ADB 事業名：PNR FPV for Rail O&M 
実施期間：2023 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：浮体式太陽光発電に関する協力と考えられるが詳細

不明

PNR 実施中

ADB 事 業 名 ：Geothermal Risk-Sharing Facility Additional request: Ocean 
Technologies 
実施期間：Nov 2024 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：洋上風力以外の海洋発電技術に関する協力と考えら

れるが、プロジェクト設計中であり詳細不明。

DOE, 
DBP 

準備中

ADB 事業名：EC Rehabilitation and Reform 
実施期間：詳細不明

実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：EC の再生と民営化、企業化、統合に関する提言 

DOE, 
NEA 

準備中

ADB 事業名：Alternatives on Port Support Requirements for OSW 
実施期間：詳細不明

実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：港湾開発のコスト、選択された港湾におけるリスク

の評価、港湾開発が OSW の O&M 用部品の現地調達につながり、OSW
のサプライチェーンが完成することを確実にすること。

DOE, 
PPA, 
DOTr 

準備中

ADB 事業名：Recommendation for Power Sector Assets 
実施期間：詳細不明

実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：PSALM の寿命延長に関する取組の継続。 

DOE, PSALM 
(Power Sector 
Assets and 
Liability 
Management 
Corporation) 

準備中

ADB 事業名：グリーン・ボンド・プログラム

実施期間：2015- 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：低炭素型かつ気候変動の影響に強い成長への移行を

促すプロジェクトを対象としたグリーンボンド。エネルギーでは緩和

策として再生可能エネルギー導入やエネルギー効率化プロジェクト

実施中
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に、適応策としてエネルギーインフラレジリエンス向上プロジェクト

が対象となる。

ADB 
WB 

事業名：クリーン・テクノロジー基金(CTF) 
実施期間：2008 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：気候投資基金（Climate Investment Funds）を構成する

4 つのプログラムのうちの一つであり、低炭素技術の実証、普及、移転

を目的として中所得国に譲許的資金を提供する基金である。ADB は、

政府ならびに民間向け事業を対象に、11 億 USD を超える CTF の資金を

管理している。

実施中

OECD 事業名：クリーンエネルギー金融投資動員（CEFIM）プログラム 
実施期間：詳細不明

実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：新興国の再生可能エネルギー、エネルギー効率、産

業の脱炭素化（クリーンエネルギー）への資金と投資を誘致する国内

の実現条件を強化することを目的としている。資金調達可能なクリー

ンエネルギープロジェクトのパイプラインを拡大するための政策や手

段の開発において各国を支援する。オーストラリア、カナダ、デン

マーク、エジプト、ドイツの政府によって財政的に支援されている。

フィリピンでは洋上風力発電、公共建築物を中心とした建築部門のエ

ネルギー効率化が含まれている。

DOE 実施中

WB 
EU 

事業名：ACCESS TO SUSTAINABLE ENERGY PROGRAMME (ASEP) 
実施期間：2016-2022 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：ASEP は、フィリピンがエネルギー効率を促進しなが

ら、再生可能エネルギーの利用を通じて農村電化目標を達成できるよ

う、総額 6,000万ユーロの助成金を拠出している。遠隔地における約 10
万～15 万の貧困世帯に対する持続可能なエネルギーへのアクセス改善

（ソーラーホームシステム導入）や 20メガワット（MW）の RE発電容

量導入、LGU 向け EE＆C 計画ガイドブック（LEECP）の策定などが含

まれる。

DOE 完了

WB
（IFC） 

事業名：Sustainable Energy Finance program 
実施期間：2009- 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：BPI は同行のエネルギー効率化および再生可能エネル

ギー融資のポートフォリオの最大 50 億 PHP のリスクを共有することが

可能となる

BPI 実施中

UNDP  
GEF 

事 業 名 ：Renewable Energy Applications Mainstreaming and Market 
Sustainability (DREAMS) Project 
実施期間：2016-2023 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：地域レベルでの再生可能エネルギー開発・利用への

投資を促進するための、支援的な政策・規制環境の施行、地方レベル

での RE 投資の増加につながる制度的能力の強化、RE ベースの発電設

備容量のシェア拡大、地域開発者による RE プロジェクトの促進、稼働

中の RE プロジェクトの成功事例収集など 

DOE 実施中

USTDA 事業名：詳細不明

実施期間：2023 年（予定） 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：

フィリピンのインフラ開発を拡大し、高品質の鉄道、港湾、運輸シス

テムの建設を支援するための新しいパートナーシップを立ち上げる。

さらに 2023 年中に、フィリピンの重要な鉱物サプライチェーンの強

化、スマートグリッド技術とクリーンエネルギーソリューションの進

詳細不明 準備中
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歩、安全な 5G 展開の促進のために 30 億 USD を超える官民資金を活用

することを目的とした新たな持続可能なインフラ活動を開始する予

定。

USAID 事業名：Energy Secure Philippines (ESP) 
実施期間： 2020-2024（予定） 
活動目的・内容：フィリピンで想定される統合電力システムの安全性

と信頼性を強化することを目的として

電力事業者のパフォーマンス向上（RCP の評価に関する研究プロジェ

クトの共同実施を含む）や先進的なエネルギー源とシステムの導入拡

大、電力セクターの競争力強化を実施。なお、特定の電力事業者を対

象にすることとなっているが、その詳細は不明である。

DOE 
ERC 
DU（電力事

業者）

実施中

Mitigation 
Action 
Facility 

事業名：Decarbonisation of Electricity Generation on Philippine Islands 
実施期間：2023 年以降継続 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：小規模な島嶼送電網運営者が、再現可能かつ持続可

能な民間投資プロジェクトを通じて、潮流エネルギー（TSE）ハイブ

リッドシステムを導入することを促進する。フィリピンのオフグリッ

ド島に 50MW の TSE ハイブリッドシステムと約 100MWh の蓄電池を設

置する予定。さらに、このプロジェクトは、資金源へのアクセスを容

易にするため、有効な規制条件の確立についても支援する予定であ

る。

DOE 
CCC 

準備中

UNOPS 事業名：Energy Transition Partnership (ETP)：Offshore Wind Development 
実施期間：13 ヶ月 
実施サイト：全国

活動目的・内容：OSW プロジェクトの投資リスクを軽減することを目

的として、他のすべての海洋再生可能エネルギープロジェクトの基礎

の形成を企図している。以下の 2 プロジェクトで構成される。 
・海洋空間計画（Marine Spatial Plan）の策定

・OSW の効率的な許認可プロセス開発

DOE 
DENR 
PPA 
DA 
LGUs 
民間の洋上

風 力 プ ロ

ジェクト開

発業者

他

準備中

UNOPS 事業名：Enhancing Hydro Energy Storage Viability 
実施期間：24 ヶ月 
実施サイト：全国

活動目的・内容：海水揚水発電および一部の河川水揚水発電の導入促

進にあたり、下記の事項を支援。

・候補地を決定

・市場アセスメント調査の実施

・プロジェクト開発における環境、社会、規制、系統連系に関する持

続可能性の基準と対策の策定

・能力開発

DOE-REMB 準備中

JICA 民間

連携事業

事業名：フィリピン国 小水力発電を利用した未電化地域開発普及・実

証事業

実施期間：2013 年 11 月～2016 年 5 月 
実施サイト：東ミンドロ地域

活動目的・内容：小水力発電設備および、その発電電力を利用した規

模飲料水浄化システム、省エネ LED 照明、電動トライスクルのパッ

ケージに関する実証

プエルトガ

レラ市

Villaflor バラ

ンガイ

完了

JICA 事業名：ティウイ地熱発電所改修事業

実施機関：1994 年 12 月～ 
実施サイト：ティウイ

活動目的・内容：発電設備の効率改善、信頼性向上、国産エネルギー

の有効活用を図り、ルソン系統における電力需給バランスを改善する

ため、ティウイ地熱発電所における既設施設の修理・交換を支援。

NPC 完了
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JICA  事業名：フィリピン国 南アグサン州ワワ川小水力発電事業準備調査

（PPP インフラ事業） 
実施期間：～2013 年 3 月 
実施サイト：ミンダナオ島カラガ地域

活動目的・内容：南アグサン州ワワ川小水力発電事業に関する PPP 準

備調査

DOE 完了

JICA  事業名：フィリピン共和国 小水力発電計画準備調査（イフガオ州小水

力発電計画）

実施期間：2013 年 5 月～～2015 年 2 月 
実施サイト：イフガオ州アシプロ郡ハリアップ村

活動目的・内容：イフガオ州における電力供給の安定化および棚田保

全基金の拡充等を目的とするリクッド小水力発電プロジェクトの実施

に資するため、イフガオ州において小水力発電設備（最大出力

820kW）・送電設備（13.2kV）の建設を行う 

DOE 
イフガオ州

政府

完了

JICA 事業名：フィリピン共和国 小水力発電計画準備調査(イサベラ州小水力

発電計画(灌漑)) 
実施期間：～2013 年 3 月 
実施サイト：イサベラ州

活動目的・内容：フィリピン国農村部の灌漑地域において小水力発電

所を建設することにより、再生可能エネルギー利用を促進し、もって

エネルギー源多様化、及び GHG 排出量の削減に寄与するとともに、同

地域への電力普及に資するものとする

DOE 
国家灌漑庁

(NIA) 
マガット川

総合灌漑管

理 事 務 所

(NIA-
MARIIS) 

完了

出典：JICA 調査団 

(5) 送配電・電化

1) 関連政策・計画

(a) Electric Power Industry Roadmap（2017-2040）

電力産業全体で DOEが取り組む内容を規定したロードマップであり、発電・配電・供給・市場

開発・制度的支援メカニズム・電化・世帯電化・送電それぞれの分類において 2040 年までの予定

を示している。各項目における気候変動対策例は下記のとおりである。

表 2-33 Electric Power Industry Roadmap（EPIR）における気候変動対策例  

項 目 気候変動対策例

発電  海洋発電、燃料電池、原子力などの新規技術導入推進

 発電アセット向けレジリエンシーポリシーの策定

配電  配電設備向けレジリエンシーポリシーの策定

供給  とくになし

市場開発  Smart Grid に関するポリシー、ロードマップの策定 
 RPS に準じた再生可能エネルギー市場の形成 

制度と支援メカニズム  とくになし

電化  オフグリッドエリアなどの最適エネルギーミックス研究

 オフグリッド設備向けレジリエンシーポリシーの策定

家庭電化  太陽光発電の導入による電化

送電  タイムリーな送電設備開発

 送電設備向けレジリエンシーポリシーの策定 など

出典：JICA 調査団 
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(b) Transmission Development Plan（2022-2040）

フィリピン全国送電社（NGCP：National Grid Corporation of the Philippines）が策定した送電網開

発計画であり、PEP 2020-2040 で強調されている電力セクターロードマップで設定された 2040 年

までの全体目標（品質、信頼性、価格、安全な供給の確保、電力へのアクセスの拡大、電力産業

における透明で公正な競争条件の確保、国内での電力アクセスの完全確保）を指針として策定さ

れた。とくに本計画では大規模な送電網の継続的な整備、グリッド・レジリエンス・プログラム

の実施、CREZ を支援する送電プロジェクト、新興技術の統合、69kV の再集中開発戦略などに焦

点があてられているものの、洋上風力発電の導入については反映しきれていないとされている。

なお、NGCP は国営送電会社 TransCo とコンセッション契約を締結しているフィリピン唯一の民

間送電企業であり、中国の送電国営企業大手の国家電網が 40%を出資し、フィリピン企業のモン

テ・オロ・グリッド・リソーシスとカラカ・ハイ・パワーが 30%ずつ出資している。NGCP と国

営送電会社 TransCo とのコンセッション契約の概要は下記のとおりである。

表 2-34 NGCP と国営送電会社 TransCo とのコンセッション契約の概要 

項 目 概 要

コンセッション期間 25 年間(2009-2034) 

TransCo の事業の譲渡 NGCP は TransCo のすべての権利を行使する権利を有し、規制送電事業の運営に

関連するすべての既存契約に基づき、TransCo のすべての負債を免除し、TransCo
の義務を履行する。

所有権とリスク TransCo は送電および関連資産の所有権を保持する。送電資産の損失や損害のリ

スクは NGCP が負担する。

コンセッション料 NGCP は PSALM にコンセッション料を支払うことにより、TransCo の送電事業を

運営し、送電網の利用者から収入を得ることができる。

返還金 コンセッション期間終了時（またはコンセッション契約の早期終了時）、送電事

業は PSALM に返還され、PSALM は NGCP に対し、NGCP の未回収コスト（早期

終了の場合は、コンセッション期間の残りの期間における送電事業の将来予想

ネットキャッシュフローの正味現在価値を含む）を参考に算出した返還金を支払

う必要がある。

出典：WB 情報などをもとに調査団作成 

(c) Smart Grid Vision

Department Circular no. 002020-02-0003 では、スマートグリッド政策枠組みとしてスマートグ

リッドの構成要素などに関する定義を記述している。その中で配電設備のスマートグリッド化に

ついては別途ロードマップが示されており、各配電事業者はこの道筋に沿った技術導入が求めら

れている。最終的には自己修復・自動運転型の配電設備を形成していく想定である。
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出典：Department Circular no. 002020-02-0003 
図 2-26 スマート配電ロードマップおよびスマートグリッドビジョン 

(d) Power Sector Roadmap（2021-2040）

Power Development Plan（2020-2040）中に示される同ロードマップでは電化に関するフィリピン

の今後の方針・目標を定義している。とくに気候変動に関連する内容として、送電・配電・電化

に関する長期戦略は以下のようになっており、とくに数値目標としては電化において 2040年まで

最新国勢調査に基づいて 100%を目指すとされている。 

表 2-35 POWER SECTOR ROADMAP における長期目標 

分類 2040 年までの長期戦略 
送電  主要送電網の信頼性と回復力の向上

 ルソン、ビサヤ、ミンダナオの送電網の相互接続

 オフグリッド島をメイングリッドに相互接続する。

配電  配電設備の信頼性と回復力の継続的改善を制度化する。

電化  最新の国勢調査に基づき、対象となる特定世帯の電化率を 100%にする。 

出典：JICA 調査団 

(e) Missionary Electrification Development Plan（2021-2025）

Missionary Electrification Development Plan（MEDP）は、電力産業改革法施行規則（EPIRA-

IRR：Electric Power Industry Reform Act- Implementing Rules and Regulations）の規則 13に従い、DOE

が 2021 年に策定した。とくにフィリピンの遠距離地域において、質の高い、信頼できる、安全で

安価な電力サービスを確保することを目的に政策、戦略、ガバナンス改革を提示するものであり、

以下の目標を掲げている。

 全電化を 2022 年までに達成 

 オフグリッド地域ユーザーに信頼性があり、品質の高い電力サービスを提供 
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 輸入化石燃料依存を削減するため、国産エネルギーや再生可能エネルギーの利活用を追

求

 オフグリッド電力システムにおいて送配電網の近代化を図り、効率を向上

 Universal Charge – Missionary Electrification（UC-ME）補助金提供の適正・合理化 
 目標達成のためにすべてのステークホルダーとさらなる調整・協力を推進

(f) Total Electrification Program

2023年 7月 24日、フェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領は、2028 年の退任までにフィ

リピンの全面電化は達成されるだろうと述べ、任期終了までの全面電化達成を約束した。この約

束に対し、全国の電化を所管する National Electrification Administration（NEA）には早急な取組の

実施が求められている状況である。NEA の試算によると、本目標の達成に必要な事業費は下表の

とおりである。

表 2-36 Total Electrification に必要な事業費 

（単位：Billion PHP） 
ELECTRIFICATION PROGRAM 2024 2025 2026 2027 2028 

Sitio Electrification Program (SEP) 6.895 5.985 7.663 7.243 0.000 
Barangay Line Enhancement Program 
(BLEP) 0.443 0.529 0.763 0.886 2.977 

PV Mainstreaming (PVM) Program 5.251 10.059 11.086 9.582 0.460 

Total Project Cost 
Annual 12.589 16.573 19.512 17.711 3.437 
Cumulative 12.589 29.162 48.674 66.386 69.822 

出典：NEA 

なお、電化率は 2019 年に 92.9%、2020 年：94.5%（ルソン島：98.42%、ビサヤ地域：95.66%、

ミンダナオ島：83.57%）となっており、未電化世帯の残りは 126 万世帯と推計されている。

2) 気候変動対策の取組状況

(a) 気候変動対策推進組織

送配電や電化においては電力産業管理局（EPIMB：Electric Power Industry management Bureau）

が担当しており、本部局が当該サブセクターにおいて気候変動対策も実施することになる。

EPIMB は競争力のある市場ベースの環境を確立し、民間部門の参入を促すための電力産業再編の

実施を監督し、適切かつ効率的で信頼できる電力供給を確保し、農村部の電化に関する計画、プ

ログラム、戦略を策定する使命を有している。

(b) 気候変動対策予算

表 2-21 に示した気候変動対策予算を見る限り、Total Electrification Project が該当すると考えら

れ、5 億 PHP が充てられている。地方電化に予算が集中している状況であると考えられる。 

(c) 気候変動緩和対策の状況および課題

送電網・送電容量の強化については引き続き DOE は TDP に沿った NGCP の取組を監視すると

ともに、各種許可発行などを通して支援を行っている。

2019 年には、蓄電システム（ESS：Energy Storage System）の適切な利用と電力系統への統合を
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確保するための運用ガイドラインが発表された。同年、十分な電力供給を確保するため、アンシ

ラリーサービス（AS）の利用を規定する方針も公布された。これに従い、DOE は 2020 年 6 月 23

日に省令番号 DO2020-06-0009 を施行し、DOE とエネルギー規制委員会（ERC：Energy Regulatory

Commission）が共同で主導し、電力業界の関係者や関係機関で構成されるAS-技術作業部会（AS-

TWG）を設置した。AS-TWG は、DOE-ERC 共同決議 No.2020-01 を通じて、以下に関する初期提

言を行っている。

 調整力市場の設計

 AS 試験ガイドラインおよび技術仕様書 

 調整力市場準備基準

 調整力市場の緩和策

 AS のコスト回収 

 AS 第三者試験認定ガイドライン 

 契約 AS 調達のための競争的選考プロセス（CSP：Competitive Selection Process） 

送電網については、上記までで述べたとおり送電事業者 NGCPが実施しているが、Transmission 

Development Plan（TDP）に示される強化・拡張予定に対して遅延が発生している。報道資料等36

によると TDP で提示されているプロジェクトのうち 37 のプロジェクトについて 21 日から 2,561

日の範囲で平均 820 日の遅延が発生しているとのことであり、同記述を踏まえると 2022 年に策定

された TDP ではなくそれ以前の計画から遅延が発生していたことが考えられる。実際、NGCP に

よる送電線拡張は 2011 年から 2018 年において平均して年間 1.05%の進捗率となっており、相当

な遅延が発生しているが、この原因を NGCP は規制当局の承認発行の遅れによるものと主張して

いる。これに対し、TransCo からは、土地収用に関しても遅延の要因になっている可能性がある

と聴取している。具体的には、コンセッション契約以前に TransCo が送電網開発をしていた時期

においては、公的企業ということで制度上土地収用の補償金額の上限が設定されていた。このた

め、一般的には上限金額で土地利権者が補償を請求するという暗黙の了解が成立しており、争議

とならなかった。しかし、民間事業者である NGCP については同制度が適用されないため、土地

利権者は上限を気にせず補償額を請求できる。このため、この金額が NGCP におけるフィージビ

リティのラインを超えてしまうと円滑な妥結が困難になってしまい、その法廷闘争の期間も併せ

て遅延の要因となる。

規制当局の承認遅延を深堀するうえで、承認経路を確認する。NGCP が策定する TDP について

は、コンセッション契約を結んでいる国営送電会社 TransCo がレビューし、DOE が承認するとい

うプロセスが取られており、この計画に記載されている数多の個別開発プロジェクトに関する詳

細計画については ERCが承認を行うという役割分担になっている。なお、TDPに記載されていな

い内容を ERC は承認しないとしている。TransCo に確認する限りでは NGCP の計画は最新の技

術・シミュレーションソフトが利用されており、TransCo の新興技術に対する知見が限られてい

るためその確認が困難であることが課題として挙げられたものの、これはとくに現状大きな遅延

要因にまでは至っていないとのことである。他方で、ERC は自らの許認可プロセスの長期化につ

36 NGCP to face penalties on project delays, MANILA BULLETIN, 2023 (https://mb.com.ph/2023/7/6/ngcp-to-face-penalties-
on-project-delays) 
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いて認識しており、マンパワーが限られていることに加え、人員の技術的能力の不足の 2 つを課

題に挙げている。一つ目についてはファシリティ（設備設置に係る許認可）を 45～50 人くらいで

チェックしているが、それでも 1 年 1 人あたり 20 件審査する必要があり、審査数量に対して人的

リソースが足りていない状況である。二つ目についてはとくに新興技術について知見が限られて

いるということであり、電力品質やシステムインパクトスタディなどをシミュレーションするソ

フトを NGCP が所有しており、これをもとに算出した値をもって事業計画などが提出されている

が、ERC はその妥当性を計算するソフトなどを持っていないため審査が難しくなっているとのこ

とである。また、NGCP は各種の変電所においても最新の設備導入を企画しており、これについ

ても ERCに知見が不足しており、同様の課題となっている。ERCではこうした新興技術に対応す

るためにシンガポールなどの海外でのセミナーに出席したりといった技術研鑽の取組を独自で実

施しているが、例えばそれをごく数人が体験して帰ってきても ERC 内で知見共有ができていない

ため技術継承ができないという組織上の課題も聴取された。また、NGCP においても送電網整備

計画を ERC に提出しなければならず、この承認に 1 年程度の時間がかかるという点も事業遅延に

おける課題になっているとのことである。

他方、ERC による事業認可の遅さは配電網整備に関しても課題となっている。配電事業者の投

資計画は財源が自己資金であっても ERC に提出をして承認を受ける必要があり、同手順を無視す

ると罰則を受ける。このため、必ず投資計画を提出するものの、その承認に多大な時間がかかり、

その間に新しい技術が出てくるなどの問題が発生し、なかなか実施に至らないという課題が聴取

された。これについて制度上では ERC は配電事業者から 5 年に一回提出される新規事業投資

（CAPEX）に関する計画を審査・承認する立場にあるが、計画については一度承認を受けたとし

ても計画の補完や見直しが行われれば再度審査に通す必要があるとされている。実際、配電業者

における計画の補完や見直しはしばしば行われ、新規計画策定以降の 5 年間でその審査が頻発し

ている。そのため、フィリピン全土で 150 存在する配電事業者からの計画審査件数は膨大になっ

ており、これに対応する人的リソースが不足しているため、審査一つに 270 日を要してしまって

いる。

さらに、再生可能エネルギー設置についても ERC による事業認可が必要であるが、これについ

ても同様に遅延が発生している。本課題についてはとくに小規模離島におけるハイブリッド化に

影響を与えている。再生可能エネルギーに対するインセンティブとなる免税輸入、所得税減税な

どは、プロジェクトが契約を発行された後にのみ利用できる。大規模（メガワット級）であろう

と小規模（キロワット級）であろうと、すべての再生可能エネルギープロジェクトに同じ規制と

許認可プロセスが適用され、未電化地域や電力供給が制限されている地域でのエネルギーアクセ

スを強化するためのミニグリッドでの再生可能エネルギー導入も含まれる。本プロセスは大規模

な導入を目指す事業者には比較的対応が可能であるものの、小規模な再生可能エネルギー導入に

おいては取引コストと時間の面で投資家の採算性を悪化させ、事業開始に至らないといった状況

となっている。なお、本遅延についても申請数に対する人的リソースの不足が ERC 内における根

本的な原因となっている。

送電線に関しては NGCP の資金調達能力に問題があるという情報は聴取されなかった。一方で、

参画事業者の関係上、資金調達先が海外となることに対してリスクが考えられているため、現状
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フィリピン政府でローンを確立し、NGCP の資金調達先に充てようとする動きがある。

配電事業においてはマニラ電力（Meralco）からの聴取によると、スマートグリッド化に向けて

各種配電事業者の取組はばらつきがあり、Meralco ではスマート配電ロードマップの Lv1 から Lv3

の技術導入に取り組んでいるものの、その他の事業者はほとんどが Lv1 までしか進んでいないと

のことである。スマートグリッドに関する取組は DOE が策定したスマート配電ロードマップに

従って配電事業者が各自で実施しているものの、その要素（Demand Response（DR）や Virtual 

Power Plant（VPP）など）に係る詳細な方針・制度が提示されていない関係で、円滑な取組の実

施が困難であるとのことである。

実際、Meralco からはとくに事業の円滑な推進の観点から ERC における承認の迅速化に関する

支援について要望を受けた。また、それと併せてスマートグリッドについて、事業として取組が

しやすいよう政府としての具体的な方針や制度の策定を望んでいる。とくにそのような具体的な

方針・制度があれば ERC との交渉が円滑に進むとのことである。 

ERC からも要望があり、電力品質やシステムインパクトスタディなどをシミュレーションする

ソフトを NGCP が持っており、これをもとに算出した値をもって事業計画などが提出されている。

これについて ERC はその妥当性を計算するソフトなどを持っていないため審査が難しくなってい

る。このため、JICA から同様のシミュレーションソフトなどを支援してほしい旨を聴取した。送

配電についても許認可が遅れる要因の一つに先端技術の知見の無さがあると思われ、最新の送

電・変電技術について能力開発支援が要望されている。

(d) 気候変動適応対策の状況および課題

送電システムについては、TDP に規定された回復力に関する計画やプログラム、とくに気候変

動に強い送電インフラの開発は、国の送電システムの長期的な回復力を保証するために完全に実

施されなければならないとされている。

また、フィリピンのオフグリッド地域における電化については、既存の電源構成やオングリッ

ド電力量（100,138GWh：2020 年）に比してオフグリッド電力量（1,618GWh：2020 年）が大幅に

少ないことを考慮し、災害時における電力供給安定化や停電リスク軽減といった気候変動適応策

としての可能性が大きいと考えられる。以下に電化における取組を示す。

a) 家庭電化プログラムの全国的強化

NIHE（Nationwide Intensification Household of Electrification）プログラムは、家庭電化を強化

するための施策の実施と補助金の交付を目的としている。このプログラムのもとで、電力事

業者DUは、農村部と都市部の両方に残る未電化世帯の電化を迅速に進めるため、より積極的

で革新的なマーケティング戦略を採用することが奨励されている。同プログラムでは 2015 年

から 2018 年にかけて 166,393 世帯を電化した。 

b) 拡張シティオ電化プログラム

配電線と住宅配線設備を対象世帯に建設するための資金を提供することにより、国内の電

化率を 100%にすることを目的としている。このプログラムでは、電球 2 個、コンビニエン

ス・コンセント 1 個、キロワットアワー・メーター、30 メートルのサービス・ドロップ・ワ
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イヤーを提供し、家屋配線サービスの費用を負担する。なお、NEAによると 2023年から 2028

年までに 11,114 のシティオ（バランガイの一部を構成する領土の飛び地）をカバーする目標

であり、総額 317 億 PHP を要すると予測されている。

c) バランガイ・送電線強化プログラム

バランガイ・送電線強化プログラム（BLEP：Barangay Line Enhancement Program）は、ソー

ラーホームシステム、発電機セット、その他のオフグリッドソリューションによって以前は

通電していたが、後にそのようなプロジェクトでは持続不可能と判断されたバランガイを復

興させることを目的としている。このプログラムを強化するため、配電線の延長が経済的に

可能なオフグリッドバランガイのみを対象とする。架空送電線、海底ケーブル、地下ケーブ

ルなどの送電網延長インフラや、配電線の改良のための資金はすでに提供されている。

d) 太陽光発電主流化（PVM：Photovoltaic Mainstreaming）プログラム

EU の Access to Sustainable Energy Program および DOE Locally-Funded Projects の 2 つの異なる

財源をもとに進められているプログラムであり、オフグリッド地域の世帯に対してソーラー

ホームシステム（SHS：Solar Home System）を提供するものである。2021 年 4 月までで約

9,984 世帯が DOE Locally-Funded Projects によって SHS の導入を受けている。

e) Universal Charge for Missionary Electrification（UC-ME）

UC-ME は、主要送電網に相互接続されていない地域における補助金の提供を制度化し、こ

れらの地域で主要送電網と同等の開発と進歩が実現できるようにするものである。NPC およ

びその他の適格事業体の電化プログラム/プロジェクトに資金を提供する。NPC は、共和国法

第 9136 号により義務付けられているとおり、小規模電力事業者グループ（SPUG：Small 

Power Utilities Group）を通じて電化機能を実行し、送電系統に接続されていない地域における

発電および関連送電システムの提供に責任を負っている。UC-ME 料金は、ERC により決定さ

れ、電力事業者が電力エンドユーザーから徴収する。

f) Qualified Third Party（QTP）

共和国法第 9136 号（EPIRA）の第 59 条に基づき、電力事業者によって経営が成り立たず放

棄されたとみなされた地域は、Missionary Electrification Program の一環として QTP に提供され

る可能性がある。政府とともに、これらの事業体は、国内の遠隔地や実行不可能な地域で電

力サービスを提供する責任を分担する。なお、Department Circular DC2019-11-0015 の発行によ

り、すべての QTP 提案者が 2008 年再生可能エネルギー法、とくに非電化地域における再生可

能エネルギー・ポートフォリオ基準（RPS）を遵守することが保証されている。2020 年時点

ではパラワン州、セブ州、ダバオ州、カマリネススル州をカバーする 14 の QTP サービスエリ

アで、Powersource Philippines Inc.（PSPI）、Sabang Renewable Energy Corporation（SREC）、FP

Island Energy Corporation（FPIEC）という 3 つの QTP 推進者が活動しており、約 13,500 世帯が

電力サービスにアクセスできるようになっている。

こうした取組に対し、地方電化、とくに離島などのオフグリッド地域の電源については、

そのハイブリッド化が課題となっている。現在オフグリッド総発電量 1,618GWhのうち 91%が

石油（ディーゼル）、9%が再生可能エネルギーから供給（2020 年）となっている。この状況
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を打開するために NPC は RPS に従って、再生可能エネルギーによる供給が 30%以上となるよ

うに再生可能エネルギー導入・運用事業者を入札しているが、現状 158 か所あるうちの 50 か

所程度しか再生可能エネルギーを導入できていない。これは規模が小さすぎることで民間事

業者として採算性が悪いために入札参加が見送られることによるとのことである。一方、こ

うした問題を打開するために PPP 契約で進めていく方針も考えられているが、同予算の承認

が下りない状況である。したがい、PPPがこれまでに実践されてきていないという状況から経

験がない中での民間事業者の管理には困難があると考えられ、PPP契約による電化の促進のた

めの予算確保だけでなく、契約・管理の実践なども課題であると考えられる。なお、フィリ

ピンにおいては DOE などへの聴取内容から民間に対して財政的補助を行わないということが

主な方針になっている関係上、PPPで完全公設は実現しがたいと推察される。したがい、例え

ば公共の土地利用や CAPEXへの一定額拠出などがある PPPの事業者側インセンティブとして

考えられる。

NPC からは直営となっている離島オフグリッド地域のハイブリッド化について要望を受け

た。上記で述べたとおりハイブリッド化に係る入札が現状進んでおらず、100 か所程度のハイ

ブリッド化が進んでいない状況であり、その具体的な取組を支援してほしいとのことであっ

た。また、電力インフラのレジリエンス向上に重要となる RCP について、遵守できているこ

とを確認する能力が不足しているという指摘が NPC からあがった。NPC は民間事業者とのマ

イクログリッドハイブリダイゼーション契約においてレジリエンスの側面を契約に含めてい

るとのことだが、これを実際に民間業者が行っているのか確認を行うことが困難とのこと

だった。

オフグリッド地域の電化に関してはとくに災害が頻発・激甚化している昨今において、オ

フグリッド地域における安定的な電力供給が課題となっている。NPC からは、いまだに被災

後の復旧にばかり焦点があたっており、事前の防災力向上が注目されていないという現状が

共有されるとともに、オフグリッド地域のハイブリッド化に関する契約においては DOE の指

示に則したレジリエンシー（災害耐性）向上方針を盛り込んでいるものの、その遵守状況を

確認する技術的な知見が不足しており、確実な管理ができていない状況である。さらに、ハ

イブリッド化契約を進めている場合においても、結果として太陽光発電が導入されながら既

存のディーゼル発電の稼働を停止できないといった課題もある。これは、エネルギーミック

スのうち 30%以上が変動性再エネ由来となってしまうと同期化力や慣性力が不足するために

グリッド電力が不安定化するためであり、NPC は現状こうした状況に対応するための種々の

技術を導入できていないことが原因となっている。その他、オフグリッド地域の電力供給安

定化には全国送電網との接続も対策として挙げられるが、海底ケーブルの敷設やマイクログ

リッドとの接続および適切な運用が課題となっている。

地方電化については、DOE から電化の取組全般に関する支援要望を聴取している。とくに

EPIMB からは QTP が入っていない NPC 直営型のオフグリッド地域における NPC の電化取組

を支援してほしいとの要望を受けた。現在 NPC はパートナーを探しており、なるべく早く進

めたいとのことである。その他、要望の要点は下記のとおり。
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 全電化のための再生可能エネルギープロジェクトの開発と実施のための財政的・制度

的支援。

 スタンドアローン・ソーラー・ホーム・システムやマイクログリッド・システムなど

のオフグリッド電化ソリューションへのインフラ投資。

 農村電化における再生可能エネルギーシステムの持続可能性向上のための支援。

 農村電化のための再生可能エネルギー政策を効果的に策定し、計画やプロジェクトを

実施するための研修や能力開発活動。

 DOEにおけるマイクログリッドシステムプロバイダー（MGSP）の CSP実施能力を高

めるため、マイクログリッド・システム申請の評価を担当する部門にインフラ投資お

よび／または技術アシスタント支援を行うための資金的支援

持続可能性向上のための支援については、適応の側面として台風の良く通る経路にあるオ

フグリッド地域の電力インフラを災害耐性のあるシステム（レジリエントシステム）にして

いきたいとのことである。例えば、地方電化が進んでおらず、災害に脆弱な可能性がある地

域としてルソン島東部の Bicol Region などの特定の地域もあげられた。 

現在、DOE は、電力事業者の配電・開発計画の一部となる 10 年間の UC-ME 合理化・卒業

計画テンプレートの開発において、NPC、NEA、TransCo、離島電気協同組合連合会

（Association of Isolated Electric Cooperatives, Inc. ）と協働して行っている。テンプレートを確

定し、消費者への全体的な影響と補助金の必要性を試験的な電力事業者にテストするための

さらなる研究が必要であり、そのための他のパートナーからの協力を必要としている状況で

ある。なお、UC-ME へのアクセスは、NPC-SPUG の管轄する地域か、電気協同組合が適格な

第三者に対して免除した地域に限定されている。現行のルールでは、小規模離島で自家発電

を行う電気協同組合は UC-ME を利用する資格がない。このため、UC-ME の分配が不公平に

なり、大規模な電力事業者グループが運営するオフグリッド島が UC-ME 資金の大半を受け取

る一方、小規模な離島はその資金を利用できない。再生可能エネルギーの導入をさらに拡大

するためには、UC-ME の資格に関する許認可プロセスや規則の合理化が必要である。 

また、現状示しているスマートグリッドロードマップの取組を具体的に進めるための支援

についても要望を受けた。

3) 本邦民間企業の動向

送配電・電化に関する本邦民間企業の動向は下表のとおり。マイクログリッドや地域配電に関

する事業があり、蓄電システムの導入を実施する企業もある。
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表 2-37 本邦民間企業の動向（送配電・電化サブセクター） 

種別 企業名 動向 年

送配電 九州電力株式会
社 、 株 式 会 社
キューデン・イン
ターナショナル

パラワン島及びセブ島パワーソース社のマイクログリッド事業に参
画。マイクログリッド供給力は 100kW～2,100kW、太陽光と蓄電池
を導入予定。（現地企業へ出資）

2020 

送配電 東京電力パワーグ
リッド株式会社、
中部電力株式会社

パラワン島の未電化地域で太陽光発電＋蓄電池＋ディーゼル発電に
電力網を合わせたハイブリッドマイクログリッド事業を展開。
（JV） 

2019 

配電 関西電力株式会
社、丸紅株式会
社、中部電力株式
会社

ニュー・クラーク・シティ 配電・小売事業プロジェクト
配電事業権を取得し、配電線整備事業、配電事業および電力小売事
業を 25 年間にわたり実施する事業に参画。需要規模量は約 25 万
kW。（SPC）

2019 

配電 株式会社東光高岳 リパ市配電系統運用システム・管理技術普及促進事業におけるパイ
ロットプロジェクトの運用開始。（JICA 民間連携）

2019 

電化 パナソニック株式
会社

無電化地域にソーラーランタンを寄贈するプロジェクト（CSR） 2022 

蓄電 株式会社日立製作
所

ブラカン州サンラファエルにてマニラ電力に 2MW リチウムイオン
蓄電システムパッケージ供給。

2019 

出典：主に直近 5 年の各種報道記事をもとに調査団作成 

4) ドナー支援状況

プログラム中に複数の取組があることが判明しているものも掲載するため、他のサブセクター

との重複があるものの、送配電・電化セクターの他ドナー協力案件の状況は下表のとおりである。

ADBは TransCoを通じた送電網への協力を検討しており、他方 USAIDなどは特定の配電事業者を

対象にスマートグリッド化に向けた取組を支援している。この取組については USTDA の今後の

協力により強化される可能性がある。また、UNOPS でも NEA や EC、DOE などに対してスマー

トグリッド化の支援を行う予定としている。

表 2-38 ドナー協力案件の状況（送配電・電化） 

協力

パートナー
プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

ADB 事業名：Smart, Green Transmission (phase 1) (Sovereign Project Loan) 
実施期間：2025/2026 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：TransCo の能力開発を含むマルチフェーズプログラム

であるが詳細不明

DOE, 
TransCo 

準備中

ADB 事業名：Ancillary Services Improvements Roadmap (CCAP SP2) 
実施期間：2022-Aug 2023 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：アンシラリーサービスに関する改善ロードマップ策

定と考えられるが詳細不明

ERC, 
DOE 

実施中

ADB 事 業 名 ： Smart, Green Transmission System Multi-year Design + 
Feasibility/DD/Design for Phase 1 
実施期間：Oct 2024 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：TransCo への働きかけを通じた送電網のスマートグ

リッド化支援と考えられるがプロジェクト設計中であり詳細不明。

DOE, 
TransCo 

準備中

ADB 事業名：Options for Expiring Distribution Franchises 
実施期間：詳細不明

実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：とくに Meralco に焦点をあてた取組として、フラン

チャイズ満了前の電力事業者を評価するための基準策定、評価に基づ

DOE 準備中
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協力

パートナー
プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

く期限切れ・電力事業者への各種対応、法的／規制的枠組の策定

ADB 事業名：EC Rehabilitation and Reform 
実施期間：詳細不明

実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：EC の再生と民営化、企業化、統合に関する提言 

DOE, 
NEA 

準備中

ADB 事業名：Futures Market and Capacity Market 
実施期間：詳細不明

実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：先物市場および容量市場の開始に向けた適切なシグ

ナルに関する提言、法的・規制的枠組の構築

DOE, 
ERC, 
PEMC 

準備中

USTDA 事業名：詳細不明

実施期間：2023 年（予定） 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：

フィリピンのインフラ開発を拡大し、高品質の鉄道、港湾、運輸シス

テムの建設を支援するための新しいパートナーシップを立ち上げる。

さらに 2023 年中に、フィリピンの重要な鉱物サプライチェーンの強

化、スマートグリッド技術とクリーンエネルギーソリューションの進

歩、安全な 5G 展開の促進のために 30 億 USD を超える官民資金を活用

することを目的とした新たな持続可能なインフラ活動を開始する予

定。

準備中

USAID 事業名：Energy Secure Philippines (ESP) 
実施期間： 2020-2024（予定） 
実施サイト：

活動目的・内容：フィリピンで想定される統合電力システムの安全性

と信頼性を強化することを目的として電力事業者のパフォーマンス向

上（RCP の評価に関する研究プロジェクトの共同実施を含む）や先進

的なエネルギー源とシステムの導入拡大、電力セクターの競争力強化

を実施。なお、特定の電力事業者を対象にすることとなっているが、

その詳細は不明である。

DOE 
ERC 
DU（電力事

業者）

実施中

UNOPS 事業名：Energy Transition Partnership (ETP)：Upgrading Energy Regulations 
for the Energy Regulatory Commission of the Philippines 
実施期間：2021 年 12 月から 1 年 
実施サイト：全国

活動目的・内容：卸電力スポット市場（WESM）において、電池エネ

ルギーやその他のエネルギー貯蔵システムの市場参入を促進するため

に必要な措置やメカニズムの開発における政策的・技術的支援を提供

し、市場協議を支援する。

PEMC 完了

UNOPS 事業名：Energy Transition Partnership (ETP)：Smart Grid Transformation in 
the Power Distribution Sector 
実施期間：20 ヶ月  
実施サイト：全国

活動目的・内容：

・ NEA と EC の配電システムスマートグリッド化支援

・ EC のスマートグリッドアップグレードのための適切な資金調達と

投資スキームを特定

・ NEA や EC による既存発電に対して再生可能エネルギー導入を支援

するため、フィージビリティシミュレーションに関する能力強化を

行う

NEA 
EC 

準備中

UNOPS 事業名：Energy Transition Partnership (ETP)： Philippines Grid Diagnostic 
and Roadmap for Smart Grid Development 
実施期間：詳細不明

実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：投資アップグレードのロードマップを作成し、代替

ガバナンス構造を提案することで、電力網近代化という国家目標の達

成を支援する。

DOE 準備中
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協力

パートナー
プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

UNOPS 事 業 名 ：Energy Transition Partnership (ETP)：Upgrading Design and 
Implementation of the Energy Battery Storage Market Mechanism of the 
Philippines Electricity Market Mechanism 
実施期間：2021 年 11 月から 1 年間（当初予定） 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：フィリピン電力市場公社（Philippine Electricity Market 
Corporation）を支援し、卸電力スポット市場におけるバッテリーやその

他のエネルギー貯蔵システムの競争的で透明性のある市場メカニズム

を確立する。

PEMC 
(Philippines 
Electricity 
Market 
Corporation) 
ERC 
DOE 

完了

JICA
民間連携事

業

事業名：フィリピン共和国 配電系統運用システム･管理技術普及促進事

業

実施期間：2018 年 1 月～2023 年 10 月 
実施サイト：BATELEC II 
活動目的・内容：信頼度の高い電力供給システムを構築するために、

比国に適した配電系統制御システム・運用技術導入の提案を東光高岳

および東京電力パワーグリッドが実施

NEA, EC 完了

JICA  事業名：フィリピン国 電力協同組合のためのシステムロス低減プロ

ジェクト

実施期間：2011 年 3 月～2013 年 3 月 
実施サイト：全国

活動目的・内容：EC や NEA による配電システムロスを低減するための

エンジニアリング技術および計画立案能力が向上することを目的とし

て，NEA および対象 EC における組織面，技術面等の改善に係わる支援

を行う

NEA 完了

JICA  事業名：フィリピン共和国 配電網災害レジリエンシー向上のためのイ

ンセンティブ制度導入検討に係る情報収集・確認調査

実施期間：～2015 年 10 月 
実施サイト：全国

活動目的・内容：配電網災害レジリエンシー向上のためのインセン

ティブ制度導入検討に係る情報収集・確認

NEA 完了

JICA 事業名：バンサモロ地域配電網機材整備計画

実施期間：2017 年 3 月～2019 年 
実施サイト：BARMM 
活動目的・内容：国内都市部以外の配電事業は、NEA の下、各地域の

電力共同組合（EC）が管理しており、バンサモロ地域でも 7つの ECが

各管轄区域の配電網を管理されているが、老朽化が進み、配電設備の

不具合による停電リスク、配電ロス率の高さが問題となっている。こ

の協力では、同地域において配電網整備用機材を調達し、各 EC の配電

網整備能力強化および電力供給の基盤強化、安定を図る。

DOE 
NEA 

完了

JICA
民間連携事

業

事業名：フィリピン共和国 電力メータメンテナンス技術移転による

メータリサイクル事業準備調査（BOP ビジネス連携促進）

実施期間：2013 年 10 月～2014 年 11 月
実施サイト：BATELEC2
活動目的・内容：四国電力および四国計測工業の有する知財および認

定 132 法人アジア日本相互交流センターのフィ国での活動実績やネット

ワークを活用し、

 フィ国 EC の健全な経営および電力ロス低減を目指す

 フィ国 BOP 層が技術やノウハウを習得し、収入の機会を獲得するこ

とを目指す

フィ国の電力メータが低品質のため数年後に不良となり使い捨てと

なっている現状を捉え、我が国のようにメータをリサイクルし長期間

使用することの可能性を調査する。

NEA 完了

出典：JICA 調査団 
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(6) エネルギー効率と保全

1) 関連政策・計画

(a) Energy Efficiency and Conservation Act（2019）

Energy Efficiency and Conservation Act (EEC 法)（RA11285）は 2019 年初めに施行され、エネル

ギー効率と省エネルギーを支える最初の具体的な法律である。フィリピンには、1990 年代初頭か

らエネルギー効率化に取り組んできた歴史があるが、以前の法律やプログラムは、義務ではなく

自主的なものとされていた。このため、フィリピンにはエネルギー効率と省エネルギーの取組を

広く普及させる強力な包括的規制の枠組がなかった。2019年に EEC法が制定される以前は、1992

年の省エネルギー法（RA7638）が最も関連性の高い包括的な法律であった。2004 年には、国家

エネルギー効率保全プログラムが採択され、すべての部門にわたるエネルギー効率における DOE

戦略の指針となる枠組として機能した。新しい EEC 法は、同法の取組を基礎としながらも、DOE

によるエネルギー効率の実施に権限を与え、義務的要件を課し、重要なインセンティブを確立す

ることを義務付けている。DOE は現在、法律とその実施規則の規定に違反した事業体に対して罰

金と罰則を課すことができるようになった。

(b) National Energy Efficiency & Conservation Plan and Roadmap（2023-2050）

National Energy Efficiency & Conservation Plan and Roadmap（NEECP）は 2019年に制定されたEEC

法の実施を確立し、エネルギーの効率と節約をあらゆる部門にわたるエネルギーの効率的かつ賢

明な利用に向けた国民生活様式として制度化することを目的に、英国政府・USAID の支援のもと

で作成された計画・ロードマップである。政府・商業・民生・産業・輸送・電力産業・クロスセ

クターのそれぞれの部門で短・中・長期の施策が検討されており、下表のような排出削減目標が

設定されている。

表 2-39 省エネ部門別 GHG 排出削減目標  

出典：NEECP 



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査

ファイナルレポート

2-97

2) 気候変動対策の取組状況

(a) 気候変動対策推進組織

エネルギー効率向上、省エネにおいてはエネルギー利活用管理局（EUMB：Energy Utilization

Management Bureau）が担当しており、本部局が当該サブセクターにおいて気候変動対策も実施す

ることになる。EUMB は新エネルギー技術、代替燃料、従来型・再生可能エネルギー資源の効率

的かつ経済的な転換、販売、流通に関する政策、計画、プログラム、規制を策定・実施し、従来

型・再生可能エネルギー資源の効率的かつ賢明な利用を確保することを使命としており、その下

位にある 4 つの部門のうち 3 つでエネルギー効率向上、省エネを推進している。 

(b) 気候変動対策予算

表 2-21 に示した気候変動対策予算を見る限り、以下のプロジェクトが該当すると考えられ、総

額 2 億 PHP 以上が充てられている。その他のサブセクターに比して多様なプログラム構成かつ大

きめの拠出となっている。

 Supervision, development and implementation of energy efficiency and conservation programs 

(EECP) and projects 

 Promotion of EECP activities and projects 

 Conduct of energy audit services 

 National Energy Efficiency and Conservation Program 

(c) 気候変動緩和対策の状況および課題

a) Philippine Energy Labeling Program

Philippine Energy Labeling Program（PELP）は、2019 年に承認された EEC 法の取組の 1 つで

ある。PELP では、製品のエネルギー性能に基づいて、エネルギー消費製品（ECP：Energy 

Consuming Products）に対する国家ラベル付けシステムを規定しており、店頭のラベルに表示

される情報を通じて市場を変革し、エネルギー効率の高い製品や技術の使用に向けた消費者

の行動の変化を促すことを目指している。当初は DTI と共同で行っていたが現在は DOE の管

理下に置き、さらに強化された。PELP ではエネルギー効率要件（適用範囲、ラベル、最小エ

ネルギー性能（MEPP：Minimum Energy Performance for Products（該当する場合）））をエアコ

ン・冷蔵機器・テレビ・照明製品等の製品に対して定めている。2022 年 12 月 1 日、DOE は

PELP の対象となる製品を拡大する規則を正式に発表し、調理および食品加工家電、パーソナ

ルケア機器、ICT 機器、照明を追加した

b) Philippines Energy Efficiency Project（PEEP）

フィリピン・エネルギー効率化プロジェクト（PEEP：Philippines Energy Efficiency Project）

は ADB からの資金援助を受けて実施されたプロジェクトであり、とくに効率的な照明に焦点

をあてたエネルギー効率化プログラムを実施し、実質的に GHG 排出削減とエネルギー生産コ

スト削減に貢献するものである。このプロジェクトの総事業費は約 4,650 万 USD と見積もら

れており、直接的な経済効果としてはエネルギー効率の高い照明システムの使用によるピー

ク需要の削減と発電用輸入石油の削減などがある。この結果、燃料費削減により、年間約 1億

USD の節約となり、4 億 5,000 万 USD の発電および関連する 450MW のネットワーク容量への
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投資が控えられたことになる。また、消費者は照明の質が向上し、消費電力削減による節約

効果も享受できる。なお、2013 年 6 月までに改修された 150 の政府庁舎において、年間

11.05GWh のエネルギー削減を達成した。本プロジェクトは下記の大きく 3 つの構成要素から

なっている。

 Component 1（Efficient Lighting Initiative）：オフィス、住宅、商業部門 および公共照

明器具をコンパクト蛍光灯（CFL：Compact Fluorescent Lamp）、T8 蛍光灯、高圧ナ

トリウム（HPS：High pressure sodium）ランプ、電子安定器などの効率の高い照明シ

ステムに切り替えることでエネルギーコストと浪費を削減する。

 Component 2（Efficiency Initiatives in Building and Industries）：公共部門および民間部

門におけるエネルギー効率化プロジェクト実施の障壁を調査・確認するとともに、建

物におけるエネルギーと GHG 排出を削減するための建物格付けシステムを開発する。 

 Component 3（Communication and Social Mobilization）：効率的な照明と日常生活にお

ける効率化を促進するために、様々な関係者のコミュニケーションを誘発させ、相互

の変化を促進する。

c) Energy Service Company

EEC 法（RA11285）に基づき、エネルギーサービス会社（ESCO：Energy Service Company）

は、エネルギー効率化プロジェクトの開発・設計、省エネルギーの実現・保証、費用対効果

の高い最適なパフォーマンスの確保に向けて、複合的な技術サービスや商品を提供する法人

を指す。そのサービスには、エネルギー供給と管理、エネルギー融資、技術工学の専門知識

とコンサルティング、設備供給、設置、運転、保守、アップグレード、性能と節約の監視と

検証が含まれる。

DC2020-09-0018 号（ESCO の管理、分類、認証におけるガイドライン）は、ESCO の管理、

分類、認証におけるガイドライン、規則、手続きを定めるために発行されたもので、専門性、

信頼性、サービスの質を高めることを目的としている。2023 年時点で、ESCO は 1.13 億 USD

の省エネプロジェクトを実施し、実施されたエネルギー効率化プロジェクトによるエネル

ギー節約量は 600GWh に相当する。 

d) DOE Guidelines on the Energy Conserving Design of Buildings

本ガイドラインは、欧州連合（EU：European Union）が支援する持続可能なエネルギーへ

のアクセス・プログラム（ASEP：Access to Sustainable Energy Programme）の技術支援を受け

て、DOE が建築部門におけるエネルギー効率の高いシステムの使用を確保するために策定し

たものである。旧ガイドラインは、UNDP 地球環境ファシリティの支援によるフィリピン効

率的照明市場変革プロジェクトを通じて、2007 年に策定されている。本ガイドラインは下記

に適用される。

 総接続電気負荷が 112.5 kVA 以上、または総床面積（TGFA：Total Gross Floor Area）

が 10,000 平方メートル（m2）以上の新築建物およびそのシステム。 

 総接続電気負荷が 112.5kVA 以上、または TGFA が 10,000 平方メートル（m2）以上と

なるように設計された既存の建物またはシステムの拡張または改修。
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e) 需要側管理（DSM：Demand Side Management）メカニズムの強化

2019 年 EEC 法（RA11285 およびその施行規則）は、効果的な負荷管理を通じてエネルギー

消費の削減を促進するため、電力業界向けの需要側管理（Demand Side Management：DSM）

プログラムの開発を義務付けている。このプログラムは、電力需要をピーク時間からオフ

ピーク時間へとシフトさせ、エネルギー消費者にエネルギー負荷を効果的に管理するよう促

すことを目的としている。 DOE は、東南アジア・エネルギー転換フィリピン（ETP）の技術

支援を受けて、電力消費の削減、負荷パターンのシフト、ピーク需要の削減を目的とした

DSM プログラムを策定している。東南アジア ETP は、パリ協定と持続可能な開発目標に沿っ

て東南アジアにおける持続可能なエネルギー転換を加速させるため、各国政府と慈善団体に

よるマルチドナー・パートナーシップによって結成された国連プロジェクトサービス事務所

（UNOPS）の財務管理サービスである。国際省エネルギー研究所（International Institute for 

Energy Conservation）は、技術支援プロジェクトである DSM プログラムの ETP 実施パート

ナーとして UNOPS と契約した。プログラムである。DSM プログラム開発のため、一連の技

術作業部会が開催された。これらの会議はまた、関係機関からの提案や提言の機会を提供し、

それぞれの事務所内の既存の規則や政策を考慮して DSM プログラムを作成し、整合させるこ

とを目的としている。ガイドラインが起草され、最終決定された時点で、公開協議が行われ

る予定である。

f) 政府エネルギー管理プログラム（GEMP：Government Energy Management Program）

エネルギー効率を向上させる必要性を認識した政府は、公共部門全体に対し、エネルギー

消費量を少なくとも 10%削減するよう求める命令や通達を出した。NEECP の下、この目標達

成を支援するために、GEMPが設立された。GEMPは、省エネルギー対策を通じて毎月の電力

と燃料の消費量を削減するための政府全体のプログラムであり、各省庁に省エネルギープロ

グラムと専任スタッフの設置を義務付けている。DOE は、政府機関に対する意識啓発を実施

し、政府機関が要件を遵守しているかどうか抜き打ちチェックを行い、優れた実績をあげた

政府機関を表彰している。

DOE によると、2005 年に NEECP と GEMP が確立されて以来、提出された 938（2023 年 12

月時点）の政府機関の報告書に基づき、公共部門全体で省エネの取組により大幅な節約が達

成されている。ロードマップ 2023-2050 によると、GEMP は短期、中期、長期にわたって実施

される。さらに DOE は、国レベルおよび LGU レベルの両方において、政府機関の能力を構

築し、政府機関間の調整を促進することを目指している。具体的には、短期的には、GEMP 

の開発を評価・承認する 省庁間エネルギー効率保全委員会（IAEECC：Inter-Agency Energy 

Efficiency and Conservation Committee）の能力強化が行われる。LGU は同様に、間もなく設立

される国家エネルギー効率・保全事務所（NEEC Office）によって調整されるエネルギー効率

化プロジェクトの特定と評価のための支援を DOE から受ける予定である。気候変動適応対策

の状況適応については EPPBの取組に準じるものと考えられ、それ以外には当該サブセクター

において確認されなかった。
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g) フィリピン運輸車両燃費ラベリングプログラム（Vehicles Fuel Economy Labeling Program:
VFELP）

RA11285（EEC 法）の要求事項の一環として、DOE はフィリピン運輸車両燃費ラベリング

プログラム（VFELP）ガイドライン（Department Circular No.DC2023-05-0017）および道路運

輸車両燃費性能評価（FEPR）ガイドライン（Department Circular No.DC2023-05-0016）を発行

した。

輸送車両に対するエネルギー・ラベリング・プログラムの確立は、道路輸送部門における

燃費性能データの収集とベンチマークを目的としている。これにより、自動車メーカー、輸

入業者、ディーラーが提供する情報を消費者が検証できるようになり、消費者による燃費の

良い輸送車両の選択、燃料節約の実現、市場における燃料効率の悪い車両の排除、温室効果

ガス排出量の削減が促進される。

VFELP を支援するため、輸入車を含め、現地で製造・組み立てられた輸送車両の燃費に関 

する試験、検証、妥当性確認、および実地データ収集のための、車両性能評価施設（Vehicle 

Performance Assessment Facility: VPAF）を設 置する。現在、DOE EUMB は、VPAF 設置の実現

可能性を評価するため、MERALCO Power Academy と提携している。 

こうした取組に対すると課題として、省エネ（EE）プロジェクト全般について、省内の技

術的な能力が不十分である点があげられる。このため、現在でも EE に関する教育・訓練を受

けるため、日本での JICA 課題別研修プログラムに定期的に人員を派遣している。制度の実施

も課題である。省エネ効率や遵守状況に関する政府のモニタリング能力が不足しているため、

民間で行う省エネ策（省エネビルの建設や省エネ設備の設置等）の質が担保されない状況と

なっている。その他、省エネに関連する基礎データや継続的な統計が少ないため、ベンチ

マーキングや経年変化の状況が把握しづらく、対策の分析が困難である点も課題になってい

る。実際、オフィスや産業に関するEEについてはEUMB内部でも技術的な能力が不足してい

るとのことであり、能力開発の要望を受けた。また、政府系建物では今後 3 年間で 20%の電

力を再生可能エネルギーで融通する目標を立てているとのことであり、同目標の達成に向け

た支援ニーズも挙げられた。さらに上記の取組に含む形で一般家庭住居のエネルギー消費動

向を更新したいと考えており、前回は 2011 年に実施してデータが古く、データ更新を希望し

ている。とくに、エネルギー消費動向だけではなくデータ拡充の観点から家庭の省エネ意識

などについてもアンケートなどの実施を希望している。

また、建築物の省エネなどでは設計・施工を行う民間事業者（ESCO 事業者等）の実施能力

が不足しているとの指摘があった。建築物の EE に関しては民間建築家などにおいても資格的

能力についてはあるものの、経験的ノウハウが不足しているとの課題が聴取された。このた

め、建築物 EE に関連する民間建築家、エンジニアからは政府の能力開発への参加や実際の普

及を担う身として経験的ノウハウが得られる支援を要望された。その具体例として能力開発

プログラムへの参加や実証への参画などがあげられた。

さらに、EE プロジェクトの全般を実施していくには非常に資金が限られているとのことで

ある。具体的には GEMP プロジェクトの推進のための予算調達が行われたが、DBM から棄却
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されたことを聴取している。

また、建築物の EE プロジェクト実施にあたっては民間事業者側からは IFC がフィリピン諸

島銀行にリスクシェアリングメカニズム（ツーステップローン）を導入しており、KfW も

フィリピンランドバンクとの協働融資を行っているため、大規模ビル等では問題なく融資が

受けられる状況といった意見も得られた。一方で、中小規模のビル戸建て等の住宅などでは

オーナーの資金調達能力が低く、融資を受けることが課題となっている。とくに厳しい融資

条件と高い担保要件により、フィリピン国内の金融機関は資金があるにもかかわらず、EE

ファイナンスの依頼をあまり受けていないとの意見があげられた。なお、居住用住宅（戸建

て等）における省エネを含めた建築については政府から補助金が投入される仕組みとなって

いるが、建築家としては補助金の額が少なくそのために十分な対策ができていないという意

見もあげられた。

National Energy Efficiency & Conservation Plan and Roadmap（2023-2050）に示される取組の実

施において、DOE は市場リーダーとしての行動が求められる。このため、とくに実証プログ

ラムの展開を通じて、公共部門の建物に関する経験から得た教訓を共有することを目指して

おり、実証の実現・拡大によるノウハウの集積・定着が課題となっている。Future Energy

Scenario in Capsule においては新興効率化技術を探索するとあり、これらの視点を踏まえた適

切な技術導入・普及が課題である。

その他、政府の EEC 法が比較的新しく、取組が新興的であり広く浸透していないことが課

題となっている。その他、EE 市場の知識が限られており、最終エネルギー消費者による EE

への需要が依然として小さいことも課題となっている。これは、民間の EE 需要を促進するイ

ンセンティブや義務付けがないことに起因する。

3) ドナー支援状況

同様に他のサブセクターとの重複はあるものの、エネルギー効率と保全に関する他ドナー協力

案件の状況や下表のとおりである。資金・技術・政策的に不足なく支援が行われており、今後も

継続的に実施されていくことが想定されるため、各種ドナーと異なる要素を組み込んだ協力・支

援を検討する余地があると考えられる。 

表 2-40 ドナー協力案件の状況（エネルギー効率と保全） 

協力

パートナー
プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

ADB 事業名：Energy efficiency and small renewables-procurement and financing 
tools for LGUs (CCAP SP2) 
実施期間：2022-Sept 2023 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：LGU おける省エネルギー・小規模再生可能エネル

ギー導入のための調達・ファイナンスツール策定と考えられるが、詳

細不明

DOE-EUMB, 
REMB, 
PPPC 

実施中

ADB 事業名：グリーン・ボンド・プログラム

実施期間：2015- 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：低炭素型かつ気候変動の影響に強い成長への移行を

促すプロジェクトを対象としたグリーンボンド。エネルギーでは緩和

実施中
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協力

パートナー
プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

策として再生可能エネルギー導入やエネルギー効率化プロジェクト

に、適応策としてエネルギーインフラレジリエンス向上プロジェクト

が対象となる。

ADB 
WB 

事業名：クリーン・テクノロジー基金(CTF) 
実施期間：2008 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：気候投資基金（Climate Investment Funds）を構成す

る 4 つのプログラムのうちの一つであり、低炭素技術の実証、普及、

移転を目的として中所得国に譲許的資金を提供する基金である。ADB
は、政府ならびに民間向け事業を対象に、11 億 USD を超える CTF の

資金を管理している。

DOE 実施中

OECD 事業名：クリーンエネルギー金融投資動員（CEFIM）プログラム 
実施期間：詳細不明

実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：新興国の再生可能エネルギー、エネルギー効率、産

業の脱炭素化（クリーンエネルギー）への資金と投資を誘致する国内

の実現条件を強化することを目的としている。資金調達可能なクリー

ンエネルギープロジェクトのパイプラインを拡大するための政策や手

段の開発において各国を支援する。オーストラリア、カナダ、デン

マーク、エジプト、ドイツの政府によって財政的に支援されている。

フィリピンでは洋上風力発電、公共建築物を中心とした建築部門のエ

ネルギー効率化が含まれている。

DOE 実施中

WB 
EU 

事業名：ACCESS TO SUSTAINABLE ENERGY PROGRAMME (ASEP) 
実施期間：2016-2022 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：ASEP は、フィリピンがエネルギー効率を促進しな

がら、再生可能エネルギーの利用を通じて農村電化目標を達成できる

よう、総額 6,000 万ユーロの助成金を拠出している。遠隔地における

約 10 万～15 万の貧困世帯に対する持続可能なエネルギーへのアクセ

ス改善（ソーラーホームシステム導入）や 20MW の RE 発電容量導

入、LGU 向け EE＆C 計画ガイドブック（LEECP）の策定などが含ま

れる。

DOE 完了

WB
（IFC） 

事業名：Sustainable Energy Finance program 
実施期間：2009- 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容： Bank of the Philippine Islands（BPI）は同行のエネル

ギー効率化および再生可能エネルギー融資のポートフォリオの最大

50 億 PHP のリスクを共有することが可能となる 

BPI 実施中

UNOPS 事業名：Energy Transition Partnership (ETP)：Demand Side Management 
Policy 
実施期間： 18 ヶ月間実施予定 
実施サイト：

活動目的・内容：

・ DSM ポリシードキュメントの策定

・ DSM の政策立案者とエネルギープランナーに関する能力開発

・ 国家レベルの DSM実施計画策定およびモニタリング・評価フレー

ムワークの作成

・ 電力事業者の DSM計画策定のためのツール作成、それにもとづく

能力開発

DOE EUMB 

UNOPS 事業名：Energy Transition Partnership (ETP)：ESCO-in-a-Box 
実施期間：12 カ月 
実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：ESCO-in-a box® プラットフォームを確立し、取引を

促進するための法律および財務ツールとテンプレートを提供し、技術

トレーニングと運用ガイダンスを提供することで、フィリピンの

ESCO 活動を支援する

詳細不明 準備中
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協力

パートナー
プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

UNOPS 事業名：Energy Transition Partnership (ETP)：Investment Grade Audit 
Program 
実施期間：詳細不明

実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：現地の ESCO がエネルギー効率化プロジェクトに対

して行う投資適格監査に資金を提供し、これらのプロジェクトを銀行

取引可能にし、投資に対するリスクを軽減するものである

詳細不明 準備中

出典：JICA 調査団 

(7) 代替燃料と新興技術

1) 関連政策・計画

(a) Biofuels Act（2006）

2006 年バイオ燃料法（RA9367）は公衆衛生、環境、自然生態系の保護を十分に考慮し、国の

持続可能な経済成長と調和して、輸入燃料への依存を削減し、燃料の使用を義務付けることで生

計の機会を拡大するという国の政策の方向性を示す法律である。同法第 5 条では、フィリピン国

内で販売される自動車やエンジン用の液体燃料はすべて、現地調達のバイオ燃料成分を含まなけ

ればならないと定められている。当該条項に基づき、DOE は国内生産を増強し、義務化されたバ

イオディーゼルおよびバイオエタノール混合燃料の供給要件を満たすため、他のバイオ燃料原料

の研究開発を継続的に進めてきている。

(b) Biofuels Roadmap（2017-2040）

2006 年バイオ燃料法の実施を推進するために策定されたバイオディーゼルとバイオエタノール

について車両用燃料への混合度合い向上の将来的な道筋を定めたロードマップである。バイオ

ディーゼルは B2（2%混合）を継続し、バイオエタノールについても E10（10%混合）を継続する

としているが、ともに将来的には目標を見直すとしている。バイオ燃料ロードマップはまだ更新

されていないが、バイオディーゼルの混合率を 2%から 3%に引き上げることは 2024 年、3%から

4%に引き上げることは 2025 年、4%から 5%に引き上げることは 2026 年に実施される予定である。

一方、自主的な E20 も 2024 年実施されることになっている。 
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出典：DOE ウェブサイト 
図 2-27 バイオ燃料ロードマップ 

(c) Alternative Fuels and Energy Technologies Roadmap（2017-2040）

上記で述べたバイオ燃料以外の代替燃料や新規技術について将来的な導入までの取組を示す

ロードマップである。現状では EV、LPG、CNG、LNG、ハイブリッド EV が特定されているが、

その他に新規技術や新規燃料などが出てきた場合にはそれらの導入・普及どのように対応するか

という典型的な道筋を示すものであると考えられる。



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査

ファイナルレポート

2-105

出典：DOE ウェブサイト 
図 2-28 Alternative Fuels & Energy Technologies（AFET）ロードマップ 

2) 気候変動対策の取組状況

(a) 気候変動対策推進組織

代替燃料については EUMB が担当しているものの、そのなかでもバイオ燃料については REMB

が担当している。とくに EUMB の Alternative Fuels and Energy Technology Division では代替燃料に

加えて新興技術についても担当している。ただし、新興技術についてはその種類によって明確な

所管は位置づけられていないため、技術の内容によって都度担当となる組織が充てられるものと

なる。

(b) 気候変動対策予算

表 2-21 に示した気候変動対策予算を見る限り、“Biofuels Program”や“Alternative Fuels for 

Transportation and Other Purposes”が該当すると考えられ、総額で 7 千万 PHP 以上が充てられてい

る。

(c) 気候変動緩和対策の状況および課題

a) 混合燃料の義務化

フィリピンでは、再生可能エネルギーの促進、輸入化石燃料への依存度の低減、気候変動

に対応した二酸化炭素排出量の削減を目的として 2006 年バイオ燃料法（RA 9367）と 2008 年

再生可能エネルギー法（RA 9513）の 2 つの法律が制定されている。これにより一定量のバイ

オエタノールとバイオディーゼルの既存燃料への混合が義務化されており、具体的には国産
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の燃料エタノールはサトウキビ（主に糖蜜）由来でガソリンに混合され、バイオディーゼル

はヤシ油をココメチルエステル（CME：Coconut Methyl Ester）に変換して石油ディーゼルに

混合されている。

DOEは、7つの政府機関とともに、この 2つの法律の実施を主導しており、国家バイオ燃料

プログラムは、国家バイオ燃料委員会（NBB：National Biofuels Board）の指導のもと、方向性

を示す役割を果たしている。しかし、もともとのバイオ燃料ロードマップは 2026 -2040 年で

B10（バイオディーゼル混合比 10%）や E20（バイオエタノール混合比 20%）も視野に入れて

いたが、上記の最新のロードマップのとおり現在は B2 や E10 までの記載に終始しており、現

状も B2、E10 となっている。 

なお、バイオディーゼルとバイオエタノールの PEP の各シナリオにおける生産量予測等は

下表のとおりである。バイオディーゼルは生産容量として CES が REF の倍以上となっており、

今後の生産体制拡充が重要であるが、バイオエタノールは REF が CES の容量を超過している。

このため、バイオディーゼルと異なりその生産品質やコスト、利活用の推進が重要になると

考えられる。

表 2-41 バイオディーゼルの各シナリオにおける生産量および投資額予測 

出典：PEP 

表 2-42 バイオエタノールの各シナリオにおける生産量および投資額予測 

出典：PEP 
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バイオ燃料法第 5条に基づき、国内で販売される自動車やエンジン用の液体燃料はすべて現

地調達のバイオ燃料成分を含まなければならないと定められているが、現状でもすでにこう

したバイオエタノールのブレンド要件の品質を満たすだけの供給が十分でなく、国内需要の

52.3%しか満たせていない。また、製造用の原料も不足しており、食料安全保障とのバランス

がとれた原料確保が課題となっている。とくに今後の脱炭素化促進では発電機での混焼や

SAF 利用、ブレンド要件の向上などが有効であることから、これらを可能にする品質の高い

代替燃料の生産・普及が課題となる。関係者から聴取した内容によると、とくにコストが依

然として高く、生産量が伸びないことが普及にあたっての課題となっているとのことである。

また、適正な価格設定や市場適応性も課題となっていることが聴取された。 

これに対し、REMB からはバイオ燃料については SAF の導入に関する方針策定や食糧自

給・SAF 製造などと競合しない原料作物のポテンシャル調査に関する支援要望が寄せられた。 

b) 航空輸送用燃料（SAF：Sustainable Aviation Fuel） 

フィリピンは International Civil Aviation Organization（ICAO）の Carbon Offsetting and 

Reduction Scheme for International Aviation （CORSIA）にも参加しており、2025 年までの国内

SAF 製造を目指していた。しかし実際は事業者からの事業化要望があがらなかったため製造

プラントは確立していない状態であり、現在のところはシンガポールなど現地製造の SAF を

利用している。 

SAF に関する法制度面でのフレームワークはまだまだ整備途上であり、フィリピン国家基

準では SAF が規定されていない。 

係る状況のなか、DOE は航空輸送の脱炭素化に向けた SAF へのコミットメントを確認し、

UN-ICAO の CORSIA 持続可能性基準に基づき、フィリピンにおける SAF の潜在的原料を評価

するため、中央ルソン州立大学との合意覚書を締結した。 

SAF についての支援については、国内生産を目指していることから製造プラントなどのパ

イロットプロジェクトなどについても EUMB から支援要望があり、これは後述の REMB から

の支援と同様である。REMB からも SAF については国内生産を目指していることから製造プ

ラントなどのパイロットプロジェクトなどについても支援要望があった。 

c) 水素、アンモニア 

2020 年 11 月に特命令 179 において「インフラ整備の方法および戦略を含む水素および核融

合エネルギーに関する研究を行い、エネルギーミックスへの組込みに関する枠組を作成し、

その他の目的のために水素および核融合エネルギー委員会（HFEC：Hydrogen and Fusion 

Energy Committee）を創設する」と発出され、水素製造・利用に関する研究が開始された。本

研究は 2021 年 2 月に終了し、その結果、非化石燃料を原料とすることを条件に、代替エネル

ギーとして水素を利用することによる潜在的な利益が示された。また、開発パートナーシッ

プの制度化として DOE は 2021 年 1 月 27 日にオーストラリアの Star Scientific Ltd.と覚書を締

結し、2021 年 4 月 7 日には日本の株式会社ハイドロジェン・テクノロジー（HTI：Hydrogen 

Technology Inc.）と同様の協力協定を締結した。電力供給に水素を利用する方法についても検

討することになった。 
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アンモニアについては株式会社 JERA が、フィリピンの大手財閥グループ Aboitiz Equity 

Ventures Inc.の子会社である Aboitiz Power Corporation と同社事業の脱炭素化に向けた石炭火力

発電所におけるアンモニア混焼の共同検討を開始することとし、覚書を締結するといった足

元での動きが加速化してきている。 

DOE は、エネルギー分野における水素の国家政策および一般的枠組み、ロードマップ、ガ

イドラインを提供する省内通達 DC2024-01- 0001 号を発行した。DOE は本通達においてエネ

ルギー転換における水素の極めて重要な役割を認識し、水素エネルギーのバリューチェーン

の様々な側面をカバーする包括的な国家政策の枠組みを確立し、水素エネルギープロジェク

トに対するインセンティブ、水素エネルギーロードマップの策定などを概説している。また、

同通達は奨励金に関する記載も含んでおり、減税、設備および材料の免税、炭素クレジット

の免税、国内資本の設備およびサービスに対する税額控除が含まれるほか、輸送における水

素燃料電池の使用、水素技術の研究開発や機器の製造を対象としたプロジェクトも、減税や

関税免除などの優遇措置の対象となる。 

また、DOE ERDB ではフィリピン全土における天然水素ポテンシャル調査を 2023 年から 7

年間で実施予定であり、下図のようにすでに一定のサイトにあたりをつけている状況である。 
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出典：DOE 
図 2-29 2023 年調査開始当初における天然水素ポテンシャルサイトの分布状況 

EUMB では水素・アンモニアに関する各種技術について全般的なフレームワーク作成を切

望しており、その支援について要望を受けた。さらに、ERDB からはアンモニア混焼などが

フィリピンに適するのかも含めて方針・制度の検討を支援してもらいたいとのニーズがあっ

た。また、ゴールド水素（天然水素）の地質学的ポテンシャル調査についても要望があげら

れた。なお、水素については EPPB が現在水素に関する法制度上のフレームワーク/ビジョン

を策定しているとのことであり、その詳細を踏まえた支援内容検討が必要である。

なお、REMB からは水素については DOE 内で技術ワーキンググループが部局横断の形で設

置されており、グリーン水素については今後の方針策定について協力してもらいたいとの意

見も寄せられた。

d) Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage（CCUS）

フィリピンでは石炭火力発電の新規導入停止という状況になっているものの、依然として

残る既存の石炭火力発電に関する廃止は非現実的であるととらえられている。このため、

CCUS（とくに CCS）技術の導入が注目されている。調査を行った ERDBでは当該技術につい

てはシンガポールまで視察を行っており、CCS 技術の展開を加速する使命を持つ国際的なシ
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ンクタンクである Global CCUS Institute の会合に出席するなど、基礎的な情報の収集を鋭意実

施している。

CCUSについてはとくに確固とした方針・制度が存在しておらず、まずはこれらの新興の取

組に関する方針・計画・ロードマップ・制度などを作成するための枠組みから策定しなけれ

ばならないことが課題である。

これに対し、ERDB からは、CCUS がフィリピンに適するのかも含めて方針・制度の検討を

支援してもらいたいとのニーズがあった。技術の調達のためのインフラも不足している状況

であり、民間事業者がすべての石炭火力を所有している関係で、CCUSをどのようにフィージ

ブルにするのかが課題である。

SAF、水素、アンモニア、CCUS に関する政策や制度がない中、DOE は水素、アンモニア、

CCUS などの新興エネルギー技術に特化した内部研究チームを設立した。このイニシアチブ

は、「エネルギー政策研究および関連研究のための DOE 研究チームの創設」と題された、発

行された Department Circular 2023-05-0014 によって支援されている。この観点から、研究チー

ムは技術協力に前向きであり、前述の技術に関する研究を進めるための資金提供もニーズと

なっている。

(d) 気候変動適応対策の状況

適応については EPPB の取組に準じるものと考えられ、それ以外には当該サブセクターにおい

て確認されなかった。

3) 本邦民間企業の動向

代替燃料と新興技術に関する本邦民間企業の動向は下表のとおり。バイオ燃料については直近

でも 2018 年と取組が更新されていない傾向があり、水素・アンモニアについては関連企業が覚書

を現地企業等と締結することから始めている。

表 2-43 本邦民間企業の動向（代替燃料と新興技術サブセクター） 

種別 企業名 動向 年

バイオ燃料 伊藤忠商事株式会社
のグループ会社 Dole 
Philippines Inc. 

パイナップル残渣を活用したバイオガス発電。
Dole 商品の製造過程で生じるパイナップル残渣をバイオガスの
原料として Dolefil から SBVC に供給し、製造されたバイオガス
を電力として SBVC から Dolefil が買い取るもの。（PPA 契約） 

2018 

バイオ燃料 株 式 会 社 大 原 鉄 工
所、株式会社 PEAR
カ ー ボ ン オ フ セ ッ
ト・イニシアティブ

フィリピン国 バイオガス発電技術普及案件化調査（外務省「政
府開発援助海外経済協力事業（本邦技術活用等途上国支援推進
事業）」）

2014 

水素 Hydrogen Technology
株式会社

フィリピン共和国 エネルギー省（DOE）と水素の利用・研究開
発に関する覚書（MoU）を締結（R&D）

2021 

水素 東芝エネルギーシス
テムズ株式会社

フィリピン電化庁と自立型水素エネルギー供給システム
「H2One™」の同国内への普及に向けた協業に合意し覚書を締結
（経産省「質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事
業実施可能性調査事業」）

2018 

アンモニア 株式会社 JERA Aboitiz Power と石炭火力発電所におけるアンモニア混焼に関す
る共同検討開始、覚書を締結。（R&D） 

2023 

出典：主に直近 5 年の各種報道記事をもとに調査団作成 
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4) ドナー支援状況

代替燃料と新興技術に関するドナー協力案件の状況は下表のとおりである。アンモニア混焼に

関する協力が ADB で企画されており、グリーン・アンモニアや水素の供給にも踏み込む内容と

なっている。一方、バイオ燃料については JICA民間連携事業による支援が複数確認された。DOE 

ERDB へのヒアリングではオーストラリアも水素関連の支援に興味を示しているとのことであり、

今後当該分野への支援は増大する可能性がある。

表 2-44 ドナー協力案件の状況（代替燃料と新興技術） 

協力

パートナー
プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

ADB 事業名：Ammonia / Hydrogen Co-Firing Coal Plants 
実施期間：詳細不明

実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：グリーン・アンモニア／水素のための OSW とそ

の他の RE 供給源、およびグリーン・アンモニア／水素と混焼可能

な石炭火力発電所を特定し、法的・規制的枠組を整備する。

DOE 準備中

USDA 
GAIN 

事業名：詳細不明

実施期間：詳細不明

実施サイト：詳細不明

活動目的・内容：バイオ燃料に関するフィリピンの動向を調査・報

告する Biofuels Annual Report を継続的に発行 

実施中

JICA
民間連携事

業

事業名：フィリピン国 地産地消型バイオディーゼル生産システム普

及のための案件化調査

実施期間：2016 年 4 月～2018 年 3 月 
実施サイト：

①ラグナ州ロスバニョス町

②ボホール州パングラオ町

③ボホール州タグビララン市

活動目的・内容：株式会社キャリアカーサービス（提案企業）が生

産する廃食油利用型 BDF 精製機器ワンダー100 を対象地域の LGU
に導入し、LGU が事業主体となった地産地消型 BDF 生産システム

構築を目指す。

フィリピン環

境天然資源省

ラグナ州環境

管理局

ボホール州環

境管理局

完了

JICA
民間連携事

業

事業名：フィリピン国 廃食油回収システムの構築およびバイオ

ディーゼルの製造と普及による環境改善に関する案件化調査

実施期間：2016 年 11 月～2018 年 3 月 
実施サイト：ダバオ市

活動目的・内容：バイオマス・ジャパンと共同実施者の篠崎運送倉

庫により、廃食油回収システムの構築および BDF 精製装置の導入を

通して水質汚染、大気汚染の環境改善を目指す

Davao City 
Environment 
and Natural 
Resource Office 

完了

JICA
民間連携事

業

事業名：フィリピン国 レナジーシステムによるボラカイ島での使用

済み食用油のリサイクルおよび軽油燃料代替案件化調査

実施期間：2017 年 5 月～2019 年 6 月 
実施サイト：ボラカイ島

活動目的・内容：レナジーシステムを、特に廃食油の処理に窮して

いるボラカイ島に導入し、やがては使用済み油の再利用を通じた地

産地消のエネルギー循環型システムの構築による環境改善に貢献す

る ODA 案件を企画・提案することを目標とする 

フィリピン ボ
ラカイ島 / ボ
ラカイ島管轄

のマライ市庁

出典：JICA 調査団 
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表 2-45 課題リスト（エネルギーセクター） 

サブセク

ター
気候変動とセクターの状況 関連政策

取組状況

（ドナー支援含む）
課題 課題解決のための支援の方向性

共通  2001 年の電力産業改革法（EPIRA：

Electric Power Industry Reform Act）と

して知られる RA. 9136 に基づいてエ

ネルギー事業を民間主導型の市場に変

革。

 2010 年の国家 GHG インベントリで最

大の排出部門であり、53.105 Mt CO2e
を排出

 気候変動による被害

 気象災害によるエネルギーインフ

ラの損傷

 気候変動将来予測と影響

 降雨パターンの変化により、水力

発電などの導入・運用に多大な影

響

 GHG 排出量実績および予測

 2020 年次 120 Mt CO2e 排出

 2030 年次約 210 Mt-CO2e 排出

 2040 年次約 460 Mt-CO2e 排出

 Philippines Energy Plan（2020-2040）
 NDC への貢献として GHG 排出量 12%

の削減（CES）

 Future Energy Scenario in Capsule
 再生可能エネルギーがエネルギーミッ

ク ス に 占 め る 割 合 35%(2030)、
50%(2040)

 2040 年までに石油製品と電力における

エネルギー削減 5%
 双方向性 ICT をエネルギーチェーンに

適用

 レジリエントかつ気候変動に強いエネ

ルギーインフラの構築

 2040 年までに EV 普及率 10%、新興効

率化技術探査

 緩和策

 将来的に再生可能エネルギー電源シェア

を 68.72%と す る 目 標 （2020 年 時 点

29.02%）

 石炭、天然ガス、石油については比較的

クリーンであり二酸化炭素排出量が少な

いとされる天然ガスのみ 18,883MWと大き

く容量を増加（2020 年時点 3,453MW）

 石炭モラトリアムによる新規石炭火力発

電建設の停止

 適応策

 Department Circular（DC）2018-01-0001 に

おいて指導原則を規定、RCP（Resiliency
Compliance Plan）の策定、推進、実施の制

度化

 DC 2022-06-0028 は、エネルギー回復力に

関するタスクフォース（TFER）の機能を

拡大し、RCP 遵守の監視、評価、資金提

供を強化し、ERP に関する先の方針を補

足する。

 EPPB において RCP に関する方針を改定予定

【能力開発】

 LGU レベルでのエネルギーセクターの緩和策

に関する基本（緩和の概念、GHG インベント

リに関わる活動データの収集、GHG 排出量・

削減量の計算など）の理解不足

 産業界、商業施設、地域社会における緩和の

機会と利点、技術的運用、潜在的な資金調達

メカニズムに関する知識の不足

【資金】

 国内外からの投資資金の呼び込み

 DOE における活動資金制約（民間主導である

という共通認識のもとエネルギーセクターの

新規取組に予算が付きづらい）

【制度】

 適切な計画・実施・モニタリング（緩和策の

効果・効率の評価）に関連する制度の不足

【技術】

 海外からの技術依存度が高く、メンテナンス

が困難

 新技術・新興技術（水素、アンモニア、海洋

技術、洋上風力、重水素、炭素回収利用・貯

留など）に関する政策研究

 各サブセクターの能力開発支援に併

せて LGU 職員の能力強化も実施を見

込む

 各サブセクターの能力開発支援に併

せてステークホルダーにワーク

ショップ（WS）などを実施する

 各サブセクターの支援において、民

間投資促進策を考慮するとともに、

活動の重要性や緊急性を可能な限り

提示する

 各サブセクターの支援において、制

度面の改善を検討する

 各サブセクターの支援において、サ

プライチェーンの構築に配慮する

 新興技術に関する支援において、

EPPB の参加を促す

エネルギー

統計・計画

（緩和・適

応）

 次期 PEP2030-2050 が公開予定

 エネルギーデータ収集・分析・政策策定

エネルギーデータの収集・分析・可用化能力不足

【能力開発】

 統一性のないフォーマットによるデータ収集

 地域レベルでのエネルギー統計がない

 分析方法の知見不足

 収集・分析・可用化のためのシステムがない

 地域レベルでのエネルギー統計デー

タベースの開発、段階的プロセスに

おける LGU（州または都市計画事務

所）の関与、エネルギー多消費地域

の優先順位付け。

 適切なシステムソフトウェア／分析

ツールによるエネルギーデータ管理

システムの開発

 フ ィ リ ピ ン 統 計 局 （Philippine
Statistics Authority）と連携した、エ

ネルギー部門に関する包括的なデー

タ収集・処理

従来エネル

ギー

（緩和）

 天然ガス利用状況等

 天然ガス火力発電導入総容量：

3,453MW(2020 年)
 天然ガス火力発電総発電量実績お

よび予測：19.5TWh (2020 年)、
146.86TWh（2040 年：REF）

 天然ガス一次エネルギー総供給

量：3.29Mtoe(2020 年)
 天 然 ガ ス の 総 消 費 量 ：

133,606mmscf（2020 年）

 Philippines Energy Plan（2020-2040）
 天然ガス火力発電の導入拡大による発

電低炭素化が NDC 達成にも必要

 2040 年までの天然ガス火力発電の

18,883MW 導入拡大（CES）、総発電量

は 93.24TWh（CES）
 2020 年から 2040 年にかけて、運輸およ

び産業部門からの天然ガス消費総量が

1.5%増加

 DC 2024-01-007 天然ガス川下産業を管理す

る改正規則および規制の採択

 天然ガス下流産業に関する規制の枠組

みと、投資家が天然ガスプロジェクト/
施設を開発するためのガイドラインを

提供。

 比較的クリーンとされる天然ガスへの燃

料切り替え

 マランパヤガス田および周辺のガス田に

ついては開発権が 2037 年まで延長

 液 化 天 然 ガ ス （LNG：liquefied natural
gas）の輸入（7 件の LNG 輸入ターミナル

プロジェクトの申請を承認）

 METI に よ る Gas Policy Development
Program が進行中

 他ドナーによる支援の減少

天然ガスのテクニカル・リーガル・フィナンシャル

の各側面における知識の不足

【能力開発】

 天然ガスに関する知識全般の不足

【資金】

 天然ガス下流インフラの導入に係る民間投資

の不足

【制度】

 天然ガス川下産業を促進する法律の不在

 天然ガス川下設備に関するフィリピン国家規

格（PNS）がない。

【技術】

 天然ガス火力発電の導入拡大

 LNG 輸入の円滑な実施

 天然ガス利活用の拡大および必要なインフラ

の整備

 テクニカル・リーガル・フィナン

シャルの 3 つの観点に留意した能力

開発

 国家的な方針の提示

 天然ガス利活用に関する技術支援

 規格開発

 天然ガスの安全性と受容に関する教

育キャンペーン（エネルギー転換の

橋渡し燃料として）
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サブセク

ター
気候変動とセクターの状況 関連政策

取組状況

（ドナー支援含む）
課題 課題解決のための支援の方向性

Downstream Natural Gas Roadmap（2017-2040） 

 健全なガス市場の創出、市場原理の活

性化

 天然ガスを一次エネルギーとして優先

することが気候変動緩和策として貢献

 Natural Gas Development Plan
 天然ガス輸入国としての必要なガスイ

ンフラ整備の可能性

 フィリピン在来型エネルギー契約プログ

ラ ム （PCECP：Philippine Conventional
Energy Contracting Program）を策定し、石

油・ガスの探査・開発への投資を誘致

 新たな天然ガス田の開発  トランジションエネルギーという特

性上本邦からの支援は慎重に検討す

る

再生可能エ

ネルギー

（緩和）

 再生可能エネルギー導入量（2,020
年）

 合計：7,617MW
 地熱：1,928MW
 水力：3,779MW
 風力：443MW
 太陽光：1,019MW
 バイオマス：447MW

 Philippines Energy Plan（2020-2040）
 2040 年までに再生可能エネルギー導入

総容量 81,485MW
 地熱：2,408MW
 水力：20,176MW
 風力：11,830MW
 太陽光：46,137MW
 バイオマス：933MW

 National Renewable Energy Program（2020-
2040）
 2030 年までにエネルギーミックスにお

け る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 比 率

35%(65,316 GWh)
 2040 年までにエネルギーミックスにお

け る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 比 率

50%(174,783 GWh)
 2040 年までに再生可能エネルギーの容

量を新規で 52,826MW 拡大

 Renewable Energy Roadmap（2017-2040）
 2040 年までに再生可能エネルギー導入

容量を最低 20,000MW にする

 固定価格買取制度（FIT：Feed in Tariff）
 太陽光、風力、バイオマス、海洋、流水

式（ROR：Run of River）水力発電

 ネットメータリング

 対象となる再生可能エネルギーの規模を

1MW に引き上げ

 再生可能エネルギーの優先的な供給

 風力、太陽光、ROR 水力、海洋エネル

ギーなどの断続的な再生可能エネルギー

発電所は、FIT 適用内外にかかわらず、

WESM で必ず供給

 リニューアブル・ポートフォリオ・スタン

ダード（RPS）
 最低年間 RPS 要求量とその増分を定め、

適格な RE 施設を特定

 参加者のコンプライアンス監視、コンプ

ライアンス違反に対する罰則を規定

 グリーンエネルギーオプションプログラム

 電力エンドユーザーは希望する再生可能

エネルギー電力供給会社から電力供給を

受けることが可能

 再生可能エネルギー信託基金（RETF：
Recycle Equipment Test Facility）
 再生可能エネルギーの開発と利用拡大を

促進するために設立

 政府系金融機関の特別口座として DOE に
よって管理

 再生可能エネルギー市場（REM：Renewable
Energy Market）
 再生可能エネルギー資源から発電された

電気の環境属性を表す REC を、REM 参加

者の間で、透明かつ公正に取引する場と

して機能する予定

 2019 年 12 月 17 日には、GEF と UNDP か

ら資金提供を受けた DREAMS プロジェク

トの支援により、取引参加者が REC アカ

ウントを管理できるオンラインプラット

フォームとして機能するフィリピン再生

可能エネルギー市場システム（PREMS：
Philippine Renewable Energy Market 
System）が確立。 

 家庭用電化プログラム

 太陽光発電システムを使って家庭用照明

を提供

 2010 年から 2017 年にかけて、合計 55,248
世帯に太陽光発電照明システムを提供

 競争的再生可能エネルギー地帯（CREZ：

再生可能エネルギー（とくに水力・地熱）に関する

低調な民間投資

【資金】

 小規模独立系発電事業者の再生可能エネル

ギー導入に関するプロジェクト・ファイナン

スへのアクセス制限

【技術】

 再生可能エネルギーモデルプロジェクトの不

足

 再生可能エネルギー導入のコスト高

 送電網の容量不足・拡張遅れ

 ADB 支援後の地熱発電事業実施

【制度】

 土地収用プロセスの長期化

 各種許認可申請の迅速化

 揚水発電の導入に関する各種補助・導入を後

押しする市場構造の確立（民間）

 再生可能エネルギー導入に関する資

金支援

 PEP、NREP 実施に関する技術支援

※他ドナーの支援状況や再エネ種の特

性・状況を踏まえ、太陽光・風力・バイ

オマス・海洋は日本による支援の可能性

は低いと判断

 許認可申請所管機関への能力開発支

援
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サブセク

ター
気候変動とセクターの状況 関連政策

取組状況

（ドナー支援含む）
課題 課題解決のための支援の方向性

Competitive Renewable Energy Zones） 
 経済的に最も実行可能な再生可能エネル

ギー資源を有する地域を特定することに

より、積極的な送電計画を促進

 エネルギー仮想ワンストップショップ

（EVOSS：Energy Virtual One-Stop Shop）
 全国のすべての新しい発電、送電、配電

プロジェクトを対象として許認可手続き

を迅速化

 2023 年 9 月では EVOSS システムで承認中

もしくは承認済みの再生可能エネルギー

プロジェクトにおけるポテンシャル容量

は 100MW
 外資参入障壁の低減

 2019 年にバイオマス発電事業、2020 年に

大規模地熱発電事業、2022 年には太陽

光、風力、水力および海洋・潮力発電事

業における外資の出資制限が撤廃

 EU による支援

 Access to Sustainable Energy Programme
（ASEP）による再生可能エネルギーの生

産的利用

 DREAMS プロジェクト（GEF-UNDP）の

地域再生計画・支援制度による小島・

SPUG 地域におけるマイクログリッド設

置、基本サービス用再生可能エネルギー

の普及

 WB による支援

 洋上風力導入ロードマップ策定

 ADB による支援

 浮体式太陽光発電の導入方針策定（予

定）

 地熱発電のリスク回避ロードマップ策定

 Mitigation Action Facility による支援

 浮体式潮流エネルギー（TSE）ハイブリッ

ドシステムを導入

 UNOPS による支援

 海水揚水発電および一部の河川水揚水発

電の導入促進

送配電・電

化

（緩和）

 国営送電会社 TransCo が送電会社

NGCPと20年間のコンセッション契約

を締結し、送電事業が民営化

 Electric Power Industry Roadmap（2017-
2040）
 2040 年までに電力の品質・信頼性・手

頃な価格・安全な供給を確保

 電力アクセス性を拡大

 Transmission Development Plan（2022-
2040）
 PEP 目標に沿った送電網の整備

 POWER SECTOR ROADMAP（2021-2040）
 主要送電網の信頼性と回復力の向上

 TDP に沿った NGCP の取組監視

 蓄電システム（ESS：Energy Storage System）

の適切な利用と電力系統への統合を確保する

ための運用ガイドライン策定

 電力業界の関係者や関係機関で構成される

AS-技術作業部会（AS-TWG）の設置、低減

 調整力市場の設計

 AS 試験ガイドラインおよび技術仕様書

 調整力市場準備基準

 調整力市場の緩和策

 AS のコスト回収

 AS 第三者試験認定ガイドライン

 契約 AS 調達のための競争的選考プロセス

（CSP：Competitive Selection Process）

送電網の拡張・強化遅延

【能力開発】

 ERC による事業認可の遅延

 ERC 事業認可円滑化に向けた能力開

発支援

※NGCP は海外民間事業者であるため

JICA からの支援可能性は低いと判断

 Smart Grid Roadmap における技術導入

状況

 Meralco：Lv1～Lv3 の各種設備を

 Electric Power Industry Roadmap（2017-
2040）
 2040 年までに電力の品質・信頼性・手

 Smart Grid Roadmap, Smart Grid Vision の具体

化・達成

 蓄電システム（ESS：Energy Storage System）

スマートグリッド実現に向けた具体的な方針・制度

の不足

【技術】
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気候変動とセクターの状況 関連政策

取組状況

（ドナー支援含む）
課題 課題解決のための支援の方向性

導入中

 その他配電事業者：およそ Lv1
頃な価格・安全な供給を確保

 電力アクセス性を拡大

 透明性のある公平な電力市場を確保

 Smart Grid Vision
 2040 年までの配電スマート化

 2040 年までのデマンドレスポンス

（DR）・バーチャルパワープラント

（VPP）実現

 POWER SECTOR ROADMAP（2021-2040）
 配電設備の信頼性と回復力の継続的改

善を制度化する。

 Future Energy Scenario in Capsule
 双方向性 ICT をエネルギーチェーンに

適用

の適切な利用と電力系統への統合を確保する

ための運用ガイドライン策定

 電力業界の関係者や関係機関で構成される

AS-技術作業部会（AS-TWG）の設置、低減

 調整力市場の設計

 AS 試験ガイドラインおよび技術仕様書

 調整力市場準備基準

 調整力市場の緩和策

 AS のコスト回収

 AS 第三者試験認定ガイドライン

 契約 AS 調達のための競争的選考プロセス

（CSP：Competitive Selection Process）

 USAID、UNOPS による支援

 スマートグリッドロードマップの取組を

具体的に進めるための支援

 USTDA が同様の趣旨の支援を予定

 配電業者におけるスマートグリッドロード

マップの取組遅延

【制度】

 スマートグリッド要素に係る方針・制度の不

在

 配電事業者へのスマートグリッド

ロードマップの取組

 DOE EPIMB への制度設計支援

 ハイブリッド化の状況

 現在 158 地域の離島において 50 箇

所程度が民間契約によるハイブ

リッド化（2023 年）

 オフグリッド総発電量 1,618GWh
のうち 91%が石油（ディーゼル）、

9%が再生可能エネルギーから供給

（2020 年）

 Missionary Electrification Development Plan
（2021-2025）
 オフグリッド地域ユーザーに信頼性が

あり、品質の高い電力サービスを提供

 輸入化石燃料依存を削減するため、国

産エネルギーや再生可能エネルギーの

利活用を追求

 オフグリッド電力システムにおいて送

配電網の近代化を図り、効率を向上

 Future Energy Scenario in Capsule
 レジリエントかつ気候変動に強いエネ

ルギーインフラの構築

 POWER SECTOR ROADMAP（2021-2040）
 オフグリッド島をメイングリッドに相

互接続する。

離島電源ハイブリッド化

 NPC 所管グリッドにおいて再生可能エネ

ルギー導入の契約を民間事業者と締結

 同契約への RCP 遵守事項反映

離島電力インフラの持続可能性不足

【能力開発】

 小規模離島電源のハイブリッド化における許

認可プロセスの遅延

 NPC によるレジリエンシー（災害耐性）遵守

状況管理不足

【資金】

 オフグリッド地域電源のハイブリッド化に係

る投資の呼び込み

【技術】

 離島ディーゼル発電のハイブリッド化による

稼働停止

 電力不安定化の懸念による再生可能エネル

ギー電力供給率 30%の未超過

 オフグリッド島嶼の全国送電網への相互接続

未達成

 離島電力インフラ持続可能性（災害

耐性）向上に向けた能力開発

 ERC 事業認可・DENR 環境影響評価

円滑化に向けた能力開発支援

 Future Energy Scenario in Capsule 実施

に関する投資促進支援

 Future Energy Scenario in Capsule 実施

に関する技術支援

 POWER SECTOR ROADMAP（2021-
2040）実施に関する技術支援

送配電・電

化

（適応）

 電化率

 2019 年：92.9%
 2020 年：94.5%
 ルソン島：98.42%（2020 年）

 ビサヤ地域：95.66%（2020 年）

 ミンダナオ島：83.57%（2020 年）

※未電化世帯残り 126 万世帯

 POWER SECTOR ROADMAP（2021-2040）
 最新の国勢調査に基づき、対象となる

特定世帯の電化率を 100%にする

 Missionary Electrification Development Plan
（2021-2025）
 全電化を 2022 年までに達成

 Total Electrification Program
 大統領アナウンスにより、全電化を

2028 年までに達成

 家庭電化プログラムの全国的強化

 2015 年から 2018 年にかけて 166,393 世帯

を電化

 拡張シティオ電化プログラム

 配電線と住宅配線設備を対象世帯に建設

するための資金を提供

 2023 年から 2028 年までに 11,114 のシティ

オ（バランガイの一部を構成する領土の

飛び地）をカバーする目標であり、総額

317 億 PHP を要する

 バランガイ・送電線強化プログラム

 配電線の延長が経済的に可能なオフグ

リッドバランガイのみを対象として、架

空送電線、海底ケーブル、地下ケーブル

などの送電網延長インフラや、配電線の

改良のための資金はすでに提供

 太 陽 光 発 電 主 流 化 （PVM：Photovoltaic
Mainstreaming）プログラム

 オフグリッド地域の世帯に対してソー

ラーホームシステム（SHS：Solar Home
System）を提供

 2021 年 4 月までで約 9,984 世帯が DOE

2028 年までの全電化にむけた資金の不足 
【資金】

 Total Electrification Program の資金の不足  Total Electrification Program 実施に関

する資金支援
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サブセク

ター
気候変動とセクターの状況 関連政策

取組状況

（ドナー支援含む）
課題 課題解決のための支援の方向性

Locally-Funded Projects によって SHS の導

入

 Universal Charge for Missionary Electrification
（UC-ME）
 主要送電網に相互接続されていない地域

における補助金の提供を制度化

 NPC およびその他の適格事業体の電化プ

ログラム/プロジェクトに資金を提供

 UC-ME 料金は、ERC により決定され、電

力事業者が電力エンドユーザーから徴収

 Qualified Third Party（QTP）
 電力事業者によって経営が成り立たず放

棄されたとみなされた地域は、Missionary
Electrification Program の一環として QTP に

提供

 QTP 提案者が非電化地域における再生可

能エネルギー・ポートフォリオ基準

（RPS）を遵守することを保証

 約 13,500 世帯が電力サービスにアクセス

エネルギー

効率と保全

（緩和）

 GHG 排出削減状況

 National Energy Efficiency &
Conservation Plan and Roadmap
（2023-2050）の実施を始めたとこ

ろであり、データ未取得

 Philippines Energy Plan（2020-2040）
 2040 年までに石油製品と電気のエネル

ギーを最大 5.0%節約する。

 National Energy Efficiency & Conservation
Plan and Roadmap（2023-2050）
 2050 年までに

- 政府（30.24MtCO2e）
- 商業（121.29MtCO2e）
- 民生（299.56MtCO2e）
- 電力事業および最終消費者

（65.9MtCO2e） 
の GHG 排出削減 

 Future Energy Scenario in Capsule
 新興効率化技術探査

 Philippine Energy Labeling Program
 製品のエネルギー性能に基づいて、エネ

ルギー消費製品（ECP：Energy Consuming
Products）に対する国家ラベル付けシステ

ムを規定

 エネルギー効率の高い製品や技術の使用

に向けた消費者の行動の変化を促す

 エネルギー効率要件（適用範囲、ラベ

ル 、 最 小 エ ネ ル ギ ー 性 能 （MEPP：
Minimum Energy Performance for Products
（該当する場合）

 Philippines Energy Efficiency Project（PEEP）
 ADB からの資金援助を受けて実施

 効率的な照明に焦点

 燃料費削減により、年間約 1 億 USD の節

約となり、4 億 5,000 万 USD の発電および

関連する 450 メガワットのネットワーク容

量への投資が控えられた

 2013 年 6 月までに改修された 150 の政府

庁舎において、年間 11.05GWh のエネル

ギー削減を達成

 Energy Service Company
 設備のエネルギー効率とメンテナンス・

コストの改善を目的としたプロジェクト

の開発、設置、資金調達を行う事業

 2021年だけでも、ESCOは 1,078万 USDの

EE プロジェクトを実施、765 万 kWh 相当

のエネルギー節約

 DOE Guidelines on the Energy Conserving Design
of Buildings
 欧州連合（EU：European Union）が支援す

る持続可能なエネルギーへのアクセス・

プログラム（ASEP：Access to Sustainable
Energy Programme）の技術支援

 建築部門におけるエネルギー効率の高い

エネルギー効率化・省エネにおける低調な民間投資

【能力開発】

 省エネ効率遵守に関する政府のモニタリング

能力不足・エネルギー効率の高い政府の実現

に向けた政府機関の役割／義務に対する認識

の欠如

 省エネ関連データ収集能力の不足（民生部門

でのエネルギー消費動向、家庭の省エネ意識

など）

 ESCO 事業者等の実施能力不足

 民間建築家等の実践的経験によるノウハウの

不足

【資金】

 中小規模の建築物 EE プロジェクトにおける

ファイナンスのアクセス性が低い

 GEMP（太陽光発電の設置、建物の改修な

ど）を実施するための利用可能な資金の不足

【技術】

 National Energy Efficiency & Conservation Plan
and Roadmap（2023-2050）の実施を強化する

新興技術の不足

【制度】

 EEC 法の浸透不足（最終エネルギー消費者に

よる EE 需要が小さい）

 民間需要を促進する EE インセンティブ制度や

義務付け制度の不在

 省エネ制度実施に関するステークホ

ルダー全体への能力開発

 建築物EEプロジェクトに関する資金

支援

(GEMP 実施のための資金支援）

 省エネ新興技術に関する技術協力

 EE 市場形成に資する制度設計支援
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サブセク

ター
気候変動とセクターの状況 関連政策

取組状況

（ドナー支援含む）
課題 課題解決のための支援の方向性

システムの使用を確保するために策定

 需 要 側 管 理 （DSM：Demand Side
Management）メカニズムの強化

 電力業界向けに DSM プログラムを策定す

ることを義務付け

 政府エネルギー管理プログラム（GEMP：
Government Energy Management Program）

 公共部門全体に対し、エネルギー消費量

を少なくとも 10%削減するよう求める

代替燃料と

新興技術

（緩和）

 バイオディーゼル生産能力実績および

予測（REF）
 2020 年：707.9 ML/Y
 2025 年：707.9 ML/Y
 2030 年：707.9 ML/Y
 2035 年：707.9 ML/Y
 2040 年：767.3 ML/Y

 バイオエタノール生産能力実績および

予測（REF）
 2020 年：380.5 ML/Y
 2025 年：997.51 ML/Y
 2030 年：1,431.71 ML/Y
 2035 年：2,027.87 ML/Y
 2040 年：2,781.983 ML/Y

 バイオ燃料混合率

 バイオディーゼル：2%
 バイオエタノール：10%

 Nationally Determined Contribution（NDC）
 2020年から 2030年までのGHG75%削減

 Philippines Energy Plan（2020-2040）
 2022 年からバイオディーゼルを 5.0%混

合

 水素, CCUS の利用可能性の追求

 2040 年までに全国でのバイオディーゼ

ル生産能力 1,733.04ML/Y(CES)
 2040 年までに全国でのバイオディーゼ

ル生産能力 2,579.34ML/Y(CES)
 Biofuels Roadmap（2017-2040）

 B2,E10 の向上

 Carbon Offsetting and Reduction Scheme for
International Aviation （CORSIA）

 2025 年までの国内 SAF 製造

 混合燃料の義務化

 一定量のバイオエタノールとバイオ

ディーゼルの既存燃料への混合が義務化

 航空輸送用燃料（SAF：Sustainable Aviation
Fuel）
 International Civil Aviation Organization

（ICAO）の Carbon Offsetting and Reduction
Scheme for International Aviation
（CORSIA）に参加

 水素、アンモニア

 水 素 及 び 核 融 合 エ ネ ル ギ ー 委 員 会

（HFEC：Hydrogen and Fusion Energy
Committee）を創設

 2021 年 1 月 27 日にオーストラリアの Star
Scientific Ltd.と覚書を締結

 2021年 4月 7日には日本の株式会社ハイド

ロジェン・テクノロジー（HTI：Hydrogen
Technology Inc.）と同様の協力協定を締結

 アンモニアについては株式会社 JERA が、

Aboitiz Power Corporation と同社事業の脱炭

素化に向けた石炭火力発電所におけるア

ンモニア混焼の共同検討を開始

 ADB による支援（予定）

 石炭火力におけるアンモニア・水素混焼

の可能性調査、フレームワーク作成予定

 CCUS
 CCS 技術に関する基礎的な情報収集

バイオ燃料等供給促進のための民間投資環境整備不

足

【技術】

 バイオ燃料製造用原料作物の供給不足

 代替燃料製造のコスト高

【制度】

 SAF・水素・アンモニア・CCUS に関する方

針・制度の不在

 バイオ燃料生産拡大に資する技術協

力

 SAF・水素・アンモニア・CCUS に

関する制度設計支援
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2.2.5 運輸交通 

(1) セクターの現状と課題 

1) セクターの現状と気候変動の影響 

(a) 既存の交通システムの概況 

フィリピンの一般国道延長は 2021 年時点で 33,212.61km であり、その 99%が舗装されている。

37 一方で地方道を含めた総延長は、20 万 km 程度である。高速道路網はマニラ首都圏周辺で整備

が進んでおり、2030年までに総延長 862kmの高規格道路網が計画されているが、2019年 8月時点

では全国の整備済の高速道路延長は 406km にとどまっている。 

鉄道は 4 路線が運行中であり、総延長は 76.9km となっている。加えて、マニラ首都圏地下鉄、

南北通勤線が、JICA の支援により建設されている。鉄道利用客は、新型コロナウィルス感染症の

影響を受けて 2019 年から 2021 年にかけて 327.68 百万人から 103.79 百万人まで落ち込んだが、

2022 年上旬から回復傾向を見せている。航空については、マニラ、セブ、スービック、クラーク

等に 11 の国際空港を有し、その他国内線空港も 79 空港存在する。他方、空港施設、維持管理、

航行安全、保安対策等ハード、ソフト両面にわたり課題も多い。国際空港、主要なクラス 1、ク

ラス 2 空港において、最新の安全設計の基準、特に滑走路の最小基準幅と夜間着陸能力に準拠し

ているわけではないことが課題となっている38。2021 年 12 月の時点で、約 3 億 3,656 万トンの貨

物が国内の港湾システムを通じて輸送されたのに対し、空港経由の貨物は 1億 3,374万トンであっ

た。一方、2021 年の国内貿易総額の 99.98%は海上輸送で、残り（0.02%）は航空輸送だった。海

事セクターは貨物輸送において重要な役割を果たしているにもかかわらず、この国のほとんどの

港は、設備や付帯施設が不十分なために非効率的に運営されている39。 

(b) 運輸交通セクターにおける GHG 排出概況 

2020 年の GHG インベントリによると、運輸交通セクターの GHG 排出量は 29.431 百万トン

CO2eであり、国全体の排出量の約 14％を占めている。詳細な内訳が示されている 2010年の GHG

インベントリ報告書からその内訳をみると、大部分は道路輸送であり、運輸交通部門合計の約

88%を占めている。次いで水上航行が約 9%、国内航空が約 3%となっている。 

 

 
37 Philippine Statistical Yearbook 2022, PSA 
38 PDP 2023-2027 Chapter 12 
39 Philippine Statistics Authority. (2022) 
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出典：2010 Philippine Greenhouse Gas Inventory Report, CCC 

図 2-30 運輸交通セクターGHG インベントリの内訳（2010） 

フィリピン統計局データによると、フィリピンの総最終エネルギー消費量は年々増加を続け、

2019 年には 36.26MTOE（石油換算メガトン）に達した。2010－2019 年の 10 年間で約 27%の増加

となっている。新型コロナウィルス感染症蔓延による経済活動制限により、2020 年、2021 年は低

下したものの、2022 年には 35.13MTOE まで回復している。運輸部門は、フィリピンの総最終エ

ネルギー消費量の中で最大のシェアを占めており、2014 年以降急増している。世帯所得の増加と、

それまで人口規模に対する自動車保有率が低かったという 2 つの要因が重なり、自動車保有数が

急増したためと思われる40。なお自動車登録台数は、2019 年に 13.8 百万台に達しており、特に二

輪車・3 輪車の登録台数が 2010-2019 年の 10 年で約 2.8 倍となっている。 

  
出典：PSA Philippine Statistical Yearbook 2015、2022 より調査団作成 

図 2-31 フィリピン総最終エネルギー消費量と運輸交通セクターにおける石油関連製品消費量の推移 

 
40 JETRO フィリピンにおける省エネルギー分野の市場調査 
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出典：PSA Philippine Statistical Yearbook2015、2022 より調査団作成 

図 2-32 フィリピン車両登録台数の推移 

2) 気候変動による将来影響 

エネルギー消費量と同様 2020 年、2021 年は鈍化したものの、車両登録台数は、過去 10 年で年

間約 6%の増加率で伸び続けており、この傾向が続く場合、更なる GHG 排出源となることが予想

される。将来の GHG 排出予測を見ると、緩和策を取らなかった場合の BAU シナリオ下では、

2030 年次の運輸交通セクターからの排出量は 87.4 百万トン CO2e と予想されており、2010 年比で

約 3.6 倍、2020 年比で約 2 倍と予測されている。 

 
出典：Philippines NDC Quick Facts, CCC 

図 2-33 運輸交通セクターにおける GHG 排出量予測（BAU シナリオ） 

またフィリピンは台風が発生しやすく、毎年平均 20 程度の台風が発生している。2010 年から

2019 年におき発生した自然災害による被害額のうち約 2 割（約 1,090 億 PHP）は、交通インフラ

を含むインフラ施設に対する被害であった41。 

台風は強風、高波、地すべりや洪水を引き起こし、道路の通行止めや鉄道運行の休止につな

がっている。またフィリピンは多くの山脈が連なっており、重要な地域を接続する際に、山脈横

 
41 Compendium of Philippine Environment Statistics, PSA 
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断道路が存在するが、多くの場合この接続路は一本道の国道であり、代替路が存在しないため、

台風や地震などの自然災害に対して脆弱である42。港湾・空港施設についても、2021 年の台風オ

デットの影響で、港の 36% が機能不全に陥り、特に離島において物流上の課題やサプライチェー

ンの混乱が生じた43。 

将来的な気候変動予測として、降雨パターンの変化や台風針路の変化が予想されており、交通

インフラへの影響が発生することが予想される。 

3) セクターにおける開発課題 

フィリピンは、急速な経済発展を遂げており、特に、16 市 1 町で構成されるマニラ首都圏は、

619km²という比較的小さな都市域に対して年間 1.8%の割合で人口流入が続いている。人口の過

密化と、自動車登録台数の増加など経済成長に伴うモータリゼーションに連動した交通需要の急

伸は、同地域に深刻な交通混雑を生じさせると共に、人・モノの流れを阻害し、排気ガスによる

大気汚染など環境問題を引き起こしている。 

JICA 支援を受けて実施された「マニラ首都圏の持続的発展に向けた運輸交通ロードマップ作成

支援調査」（2014 年）及び補足調査（2019 年）によると、深刻な交通交雑により、2017 年の一日

あたりの交通費用はマニラ首都圏で 35 億 PHP、周辺州で 24 億 PHP と推定されており、このまま

何もしなければ 2035 年にはそれぞれ 54 億 PHP と 59 億 PHP に膨らむと試算されている。また交

通需要は 2035 年までに、対 2019 年比 125%増加すると予想されている44。 

4) セクター関係者 

運輸交通セクターにおける関係者は以下のとおりである。 

表 2-46 運輸交通セクター関係者 

政策立案 技術開発 対策実施 資金等提供 

・ 運輸省 
・ 公共事業道路省 
・ LGUs 
 

・ 運輸省中央機関 
・ 運輸省研究機関 
・ LGUs 
・ 大学 
・ 民間企業 

・ 運輸省中央機関 
・ 運輸省外局 
・ 公共事業道路省中央機関 
・ 公共事業道路省地方機関 
・ LGUs 
・ 民間企業（業界団体含む） 

・ 政府系金融機

関 
・ 民間銀行 
・ ドナー 

出典：調査団作成 

 

運輸省（DOTr：Department of Transportation）は、運輸部門全般（鉄道、道路輸送、海上交通、

航空輸送）の計画策定、事業実施を担っており、気候変動対策、NDC にかかる取組みとして、車

両燃料効率の改善、EV 導入促進、BRT 及び鉄道事業整備を進めている。 

鉄道運行については、運輸省の外局としてフィリピン国鉄（PNR：Philippine National Railways）
と軽量鉄道公社（LRTA：Light Rail Transit Authority）が運行を管理している。 

道路輸送については、公共事業道路省（DPWH：Department of Public work and Highway）によっ

 
42 JICA フィリピン共和国高規格道路網開発マスタープランプロジェクト（フェーズ 2）最終報告書（2021） 
43 PDP 2023-2027 Chapter 12 
44 JICA マニラ首都圏の持続的発展に向けた運輸交通ロードマップ作成支援調査にかかる補足調査 最終報告書（2019） 
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て国道の建設・維持管理がなされており、そのほとんどは、一次幹線道路か主要幹線道路として

の機能を持っている。一方、地方道路は LGU の管轄となっており、ほぼすべてが二次幹線道路レ

ベルで、フィーダーとしての機能を持っている。 

このような一連の取組みの基礎となる政策や計画などの現状を以下に示す。 

(2) セクター共通 

1) 関連政策・計画 

交通分野における気候変動関連政策・計画を以下に概説する。 

(a) National Transport Policy および Implementing Rules and Regulations (2019)  

国家交通政策および実施規則は、「人々の生活の質の向上を確かなものとし、安全性、信頼性、

環境・持続可能性などに配慮した人を中心とした国家交通システム」という交通ビジョンの達成

を支援するために策定された。2018 年 2 月に国家交通政策、2019 年 12 月に実施規則が公表され

ている。 

実施規則では、プロジェクト選定において、防災および気候変動の緩和/適応戦略への対応を考

慮することを要求している。プロジェクトは、自然災害と人為的災害に対応するための対策を含

めるものとし、輸送施設の設計、建設、運営、管理の各段階でレジリエンスが求められている。 

(b) National Climate Change Action Plan (2011-2028) Action plan VI Sustainable Energy 

NCCAP 2011-2028 で目指す「Sustainable Energy」について、環境に配慮した持続可能な交通を

推進するため、以下の 2 つの大きな優先事項に取り組むとしている。  

(a) 環境に配慮した持続可能な交通戦略と燃料節約措置を開発計画およびプログラムに統合 

(b) 環境に配慮した持続可能な交通を促進するための革新的な資金調達メカニズムの開発 
 

設定された短期目標に対して計画されている成果、活動を以下に示す。 

表 2-47 NCCAP に示される目標、成果、活動（交通分野） 

短期目標：環境に配慮した持続可能な輸送が促進され、採用される 

成果 1 
環境に配慮した持続可能な交通戦略と燃

料節約措置を開発計画およびプログラム

に統合 

1.1 クリーンフリートプログラムの実施 
1.2 国および地方レベルで、社会的に公平で統合された土地利

用および交通計画プロセスを正式に採用 
1.3 新車のエネルギー効率ラベリングを実施 

成果 2 
環境に配慮した持続可能な交通を促進す

るための革新的な資金調達メカニズムの

開発 

2.1 EST への新たな投資を促進するために、適切で革新的な資

金調達を実施 

出典：National Climate Change Action Plan 2011-2028 の Annex-A を基に調査団作成 
 

(c) PDP2023-2028 

当該計画では、運輸交通セクターを含む社会資本整備に関する戦略として、持続可能で、回復

力があり、統合された近代的なのインフラ整備が掲げられている。また期待される成果の１つと

して、ローカルおよび国際的な連携によるシームレスで包括的な接続の実現が掲げられており、
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民間部門の積極的な参加により、近代化・拡張された交通インフラとデジタルインフラを通じて

人、物品、情報を移動させることを目指している。主要な取組みとして、以下が示されている。

 国家交通マスタープランの策定・採択

 シームレスな接続を実現するための複合輸送施設の建設およびアップグレード

 活発な交通網の整備

 大都市圏における大量輸送システム（鉄道、道路ベース、フェリーシステム）の開発

 公共交通サービスの提供における改革強化

また当該計画では、計画期間におけるGHG排出量削減目標が示されており、運輸交通セクター

からは NDC 政策措置により 5 年間で 26.04 百万トン CO2e 排出削減が見込まれている。 

2) 気候変動対策の取組み状況

(a) 対策推進組織

NCCAPおよびNDCにおける交通分野の気候変動対策を担うのは、DOTrである。一部、代替燃

料に関する取組は DOE が担当している。 

DOTr には、航空、水上輸送を担当する部局もあるが、GHG 排出量はセクター全体の 1 割程度

であり、明確な気候変動対策は打ち出されていない状況である。

表 2-48 運輸交通セクターにおける関係部局・組織

カテゴリー 担当組織 役割

政策立案 運輸省（DOTr） 交通政策の策定と実施、交通インフラの開発と維持、

公共輸送の促進、交通安全対策、交通技術の導入と革

新、フィリピンの交通網と移動手段の向上

運輸省 計画局（DOTr Planning 
Service） 

交通政策と計画の策定に関する専門的な業務（道路、

鉄道、航空、水上交通に分かれている）

運輸省 プロジェクト管理室（DOTr 
PMO） 

交通プロジェクトに関する専門的な業務（道路、鉄

道、航空、水上交通に分かれている）

エネルギー省（DOE） EV 及び代替燃料に関する政策策定と実施 

環境天然資源省（DENR） 自動車排ガス基準、検査機器に関する基準の設定

規制・許認可 陸運局（LTO：Land Transportation
Office）

自動車に関するの安全性と快適性の促進

自動車登録、免許証及びナンバープレート発行、自動

車関連の違反に対する罰金と罰金の徴収

陸上交通許認可規制委員会

（LTFRB：Land Transportation 
Franchising & Regulatory Board） 

陸上交通事業者に対するフランチャイズの発行（商用

車および自家用車の操作および安全基準が遵守確認）

道路 公共事業道路省（DOTr） 国道の建設・維持管理

通行料規制委員会（TRB：Toll 
Regulatory Board） 

有料施設の建設、運営、保守を監督および規制し、料

金徴収を担う

陸運組合局（OTC：Office of
Transport Cooperative）

燃費改善のために、交通協同組合プログラムを公共交

通機関および交通システムに統合する

民間企業 高速道路の開発、操業

鉄道 首都圏鉄道公社（MRTC） DOTｒ内局 首都圏鉄道路線の計画、運行 

フィリピン国鉄（PNR） DOTｒ外局 鉄道路線の計画、運行 

軽量鉄道公社（LRTA） DOTｒ外局 軽量鉄道路線の計画、運行 
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カテゴリー 担当組織 役割

民間企業 鉄道事業の開発、リハビリ、操業

研究開発 フィリピン鉄道協会（DOTr ‐
PRI）

鉄道部門の研究および訓練センター。効率的で信頼性

が高く安全な鉄道輸送サービスの提供を確保するた

め、鉄道部門における人材育成のための計画、実施、

規制、管理機関としての役割を持つ

フィリピン大学等大学 交通政策、技術開発支援、政策提言、評価、教育と認

識の向上、環境への影響の管理

民間事業者 交通関連技術開発

活動中の主な

ドナー

WB 融資と資金提供、技術支援と専門知識提供、政策アド

バイス

ADB 融資と資金提供、技術支援と専門知識提供、政策アド

バイス

AfD 融資と資金提供、技術支援と専門知識提供

韓国 融資と資金提供、技術支援と専門知識提供

中国 融資と資金提供、技術支援と専門知識提供

(b) 気候変動対策予算

気候変動対策として位置づけられている予算のうち、DOTr が占める割合は 2022 年度で約 14%

と決して大きなものではなかった。しかしながら、2023 年度予算では、政府の Build Better More 

プログラムに基づく鉄道事業が、気候変動緩和対策として位置づけられたことから、予算が大き

く増加している。

また損傷した交通インフラの修復にも多額の追加資金が必要となり、国の経済の負担となって

いる。

出典：National CCET PAPs Figures 2017-2023, CCC 
図 2-34 交通に関する気候変動予算の推移 

3) 気候変動対策の状況

運輸交通セクターにおける気候変動対策としては、一般的に燃費規制・向上など自動車単体対

策、渋滞改善など交通流対策、自家用車から公共交通機関へのモーダルシフトなどがあげられる。
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PDP 2023-2028 では、交通分野が抱える課題として、「接続性」を挙げている。フィリピンで

は、公共交通機関の供給が不足しているために、人々の移動に多くの時間がかかっている。PUV、

鉄道、フェリーシステムなどの大量輸送機関の供給は依然として不十分であり、自家用車などの

輸送能力の低い交通手段の使用が多いことから、都市部では交通渋滞の一因となっている。駅や

複合交通機関の結節点は、路線間の乗り換えを想定した施設設計になっておらずサービスレベル

が不十分である。例えばマニラ首都圏で運行している LRT１号線と MRT3 号線は、南部の EDSA

（エドサ）駅では接続しているが、北部の LRT1 号線 Roosevelt（ルーズベルト）駅、MRT3 号線

North Avenue（ノースアベニュー）駅間は乗り入れができない構造となっている。また駅から目

的地へのラストワンマイルの交通手段が貧弱であることも、自家用車から公共交通機関への乗り

換えを妨げている。 

運輸交通セクターの NDC 政策措置（PaMs）として、公共交通近代化プログラム、自動車検査

システム、BRT プロジェクト及び政府の Build Better More プログラムに基づく鉄道事業が、DOTr

により進められている。 

以下に、自動車対策、道路・交通流対策、公共交通のサブセクターにおける取組状況を概説す

る。 

(3) 自動車対策 

1) 関連政策・計画 

(a) 大気浄化法（Clean Air Act of 1999, RA8749） 

1999 年大気浄化法（RA8749）は、フィリピンにおける包括的な大気汚染管理のプログラムを

規定している。第 4 条において自動車排ガス基準が規定されており、自動車利用者に対しては排

ガス検査の実施、自動車公害防止装置の装着が義務付けられている。この実施は、DOTrと DENR
の協力のもと進められている。 

2015 年、2016 年に実施された自動車排ガス基準の改正（DENR Administrative Order No. 2015-04

および 2016-23）により新規に生産される旅客車両に対して Euro4 基準への適合が義務付けられ、

既存の Euro2、Euro3 ディーゼル車両については、従うべき一酸化炭素(CO) 、窒素酸化物

(HC+NOx)、粒子状物質(PM)の排出上限が設定されている。 

(b) フィリピン交通安全行動計画（The Philippine Road Safety Action Plan (PRSAP) 2023 – 2028） 

国内の交通事故による死者数と負傷者数の増加に対処するために、DOTr は フィリピン交通安

全行動計画（PRSAP） の開発と実施を主導している。最新の PRSAP2023-2028 では、路上死亡者

ゼロ社会の実現に向け、計画期間中に交通事故死亡者数を少なくとも 35% 削減する目標を掲げて

いる。このための対策として、①道路安全管理、②安全な道路、③安全な車両、④安全な道路利

用者、⑤事故後の対応の 5 つの柱を掲げている。このうち第 3 の柱である安全な車両に関する取

組みでは、車両登録および検査システムの強化と、車両基準および規制への準拠を通じて、道路

上の車両の安全を確保することに重点を置いている。また、電気自動車産業開発法（RA11697、

EVIDA：Electric Vehicle Industry Development Act）の対象となる電気自動車（EV）の安全な使用の

ための規制を整備することも含まれている。 
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なお、EV 関連の取組状況、課題、支援ニーズについては、次章産業分野において記載する。 

2) 気候変動対策の状況 

(a) 自動車検査システムの強化 

1999 年のフィリピン大気浄化法(RA 8749)、陸運交通法(RA 4136) 等の規定に沿って、フィリピ

ン陸運局は、以下の事項に取り組んでいる45。 

 自動車検査システム（MVIS: Motor Vehicle Inspection System）を国内のすべての地域

および主要都市に拡大 

 車両の交通安全と排出ガスに関する体系的かつ包括的な車両試験システムの開発 

 データ収集と検査結果のコンピュータ化 

 オンライン、リアルタイムデータを提供する全国的な検査ネットワークの運営 

 車両数の増加に応じた拡張、将来の技術や規格の進化に応じてアップグレード可能な

装備の搭載 

2021 年より既存の自動車検査システムの見直し、強化を進めている。この取組は、車両の欠陥

や機械的故障に起因する事故を減らすことで、乗客と歩行者の交通安全を強化し、使用車両から

発生する大気汚染物質を削減することで、クリーンな環境を促進することを目的としている。 

LTOへの登録を更新するすべての車両は、自動車検査センター (MVIC)によって実施される、走

行適性と大気浄化法への準拠に関する一連の厳格な自動テストに合格することを義務付けられて

いる。MVIC は全国 73 か所に設置されている。 

(b) Biofuels Program  

大気浄化法の施行に伴い、ガソリン中の鉛の除去やクリーンな代替燃料、特に LP ガスやバイ

オ燃料の促進など、運輸部門向けのクリーン燃料に関するプログラムが開始されている。 

エネルギーセクターにおいて記載のとおり、2006 年バイオ燃料法（RA 9367）および 2008 年再

生可能エネルギー法（RA 9513）に基づき、一定量のバイオエタノールとバイオディーゼルの既

存燃料への混合が義務化されている。 

国家バイオ燃料プログラムでは、国家バイオ燃料委員会（NBB：National Biofuels Board）が、

バイオ燃料の入手可能性に応じた、バイオ燃料混合比を示している。2007 年に E5（バイオエタ

ノール混合比 5%）、2011 年に E10（バイオエタノール混合比 10%）が義務化されている。また同

じく 2007年に B１（バイオディーゼル混合比 1%）、2009 年に B2（バイオディーゼル混合比 2%）

が義務化されている。過去 10 年間（2014-2023 年）の混合比の実績は、バイオディーゼルについ

てはほぼ全ての年で混合比 2%を達成している一方で、バイオエタノールについては生産量の不

足から 10％を満たしていない46。 

(c) Active Transportation Programs 

自転車や徒歩といった交通手段は、自動車を持たない人々が移動のニーズを満たすための最も

 
45 https://www.jasic.org/meeting_docs_admin/contents/uploads/doc/meeting2/4-
11%20PH%20Country%20Report%20for%2013th%20PP%20Forum.pdf 
46 USDA, Biofuels Annual (2023)  
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手軽な代替手段であり、DOTr は 2028 年までに自転車レーンネットワークを 全国 2,400 キロメー

トルに拡大する計画を持っている47。 

しかしながら、都市内の道路に設けられた自転車専用レーンは、デザイン、配置、メンテナン

スなどで多くの問題に直面し、他の道路利用者（特に自動車）との共存も大きな課題となってい

る。自転車専用レーンが駐車スペースや乗客の乗降、荷物の積み下ろしに利用されるという例も

ある。これらの浮上した問題への対処について、政府による検討が求められている48。 

(4) 道路・交通流対策 

ここでは、フィリピン国内において最も人口が集中し、交通混雑が深刻化しているマニラ首都

圏を対象とした取組みについて整理する。 

1) 関連政策・計画 

(a) Roadmap for Transport Infrastructure Development for Metro Manila and Its Surrounding Areas 

マニラ首都圏の持続的発展に向けた運輸交通ロードマップは、ドリームプランと呼ばれ、JICA

支援を受けて実施された「マニラ首都圏の持続的発展に向けた運輸交通ロードマップ作成支援調

査」（2014 年）を通じて策定され、2014 年 9 月に大統領によって承認されている。 

当該計画を 実現するための プロジェクトは、主要交通セクターから選定されており、郊外・都

市鉄道、道路 /高速道路、路面公共交通、交通管理、ゲートウェイ空港 /海港が含まれている。ま

た同計画は理想的な交通状況を実現するための ソフト及びハードのプロジェクトから成り、短期 
(2014 - 2016) 、中期 (2017 - 2022) 、長期 (2022 年以降 )に分けて整理されている。 

2019 年に実施された補足調査では、2035 年に向けた同計画の見直しと更新がなされている。見

直し後の運輸交通ロードマップでは、道路・交通流対策にかかる交通投資プログラムとして、交

通管理 2 件、高速道路整備 15 件、都市道路整備 30 件が提案されている。また後述する公共交通

に関するプログラムとして、鉄道案件 30 件、路面公共交通にかかる交通投資プログラムとして、

バス事業 5 件、BRT5 件、その他４件の計 14 件が提案されている。 

2) 気候変動対策の状況 

(a) 交通管理の強化 

自動車台数の増加が交通混雑の要因になっており、マニラ首都圏では、MMDA が交通規制に力

を入れている。フィリピンでは、一般にナンバーコーディングまたはカラーコーディングと呼ば

れる総合通行料削減プログラム (UVVRP：Unified Vehicular Volume Reduction Program) を 1995 年よ

り開始している。これは、主要な公道を使用できる車両の種類を制限することで、特にピーク時

の交通渋滞を軽減することを目的としたプログラムである。1995 年にマニラ首都圏で初めて実施

され、同様のプログラムはバギオ、カバナトゥアン、ダグパンの各都市とカビテ州でも実施され

ている。 

交通管理手法には、交差点および信号改良、主要道路のボトルネック解消等があげられる。マ

 
47 DOTr 発表 https://dotr.gov.ph/55-dotrnews/4947-holistic-active-transport-program-to-prioritize-cyclists-pedestrians.html 
48 JICA「フィリピン国 メトロマニラ公共交通システム改善に関する情報収集・確認調査最終報告書」（2022） 
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ニラ首都圏では、信号化にかかわらず、多くの交差点、道路区間がボトルネックとして特定され

ており、道路容量をあげるためには、交差点の立体化が必要とされているが、道路用地（ROW: 

Right-of Way）問題と周辺住民の反対により整備が進んでいない状況である。 

マニラ首都園における交通管理を促進するため、JICA 技術支援により「メトロマニラ総合交通

管理計画策定プロジェクト」が MMDAにより実施され、①毎年更新される 5か年計画の策定、②

DPWH や DOTr などの交通関連組織との連携強化、③MMDA とマニラ首都圏の LGU の交通管理

能力強化が実施された。 

(b) 高速道路整備 

都市高速道路は、長距離トリップと近距離トリップを分け、平面道路交通の混雑緩和に寄与す

る。しかしながら、マニラ首都圏においては、都市高速道路網の拡大は過去 20年間低迷しており、

既存の道路網は、結節性が非常に悪く、道路ヒエラルキーも曖昧になっているという指摘がなさ

れている49。 

上述の「運輸交通ロードマップ」においては、78km の都市高速道路と 426km の都市間高速道

路が提案されており、全ての高速道路が完成すると、物流と人々の移動が改善され災害に対する

強靭性が増すことが期待されている。高速道路は、投資費用を回収することができる傾向にあり、

民間投資を惹きつけ易いことから、政府資金と民間資金の融合や、近接する複数路線を束ねて同

一企業へコンセッショネアを付与し、通行料チケットシステムの相互運用を図るなど、民間投資

を促進する手法が、同ロードマップにおいて提案されている。 

 
49 JICA「フィリピン国 マニラ首都圏の持続的発展に向けた運輸交通ロードマップ作成支援調査にかかる補足調査」

最終報告書（2019） 
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出典：JICA 

図 2-35 ロードマップで提案されているメガマニラ高速道路ネットワーク 

(c) 一般道路整備 

都市道路整備には、幹線道路整備に加え、立体交差、橋梁建設、補助道路建設などが含まれる。

特に補助道路の建設は、2035 年までに 1,000 万人以上の人口増加が見込まれるブラカン州、リサ

ル州、ラグナ州、カビテ州など周辺地域で想定され、各地における総合土地利用計画（CLUP）、

総合開発計画（CDP）における検討・統合が必要となる。 

(5) 公共交通 

1) 気候変動対策の状況 

(a) 公共交通近代化プログラム 

公共交通車両近代化プログラム（Public Utility Vehicle Modernization Program：PUVMP）は、公

共交通で使用される車両（PUV: Public Utility Vehicle）の安全性や快適性、健康性、環境性を高め

る取り組みであり、前政権の重要政策の 1 つとして 2017 年から開始された。同プログラムでは、

新車登録から 15 年を超える、公共交通で使用されている車両（バス、ジープニー、タクシー等）

について、欧州排ガス基準「ユーロ 4」を満たすディーゼル車、または EVへの代替が規定されて

いる。同プログラムの展開により、化石燃料消費量が低下し、GHG 排出量の削減が期待される。 

同プログラムは、車両調達に対する補助金という形で、政府からの資金支援が限られていたた

め、進行が遅れている。高価な新車購入が必要となり、ジプニー事業者を中心とした反対運動も

起きている。 

公共交通車両近代化プログラムに関連する EV 関連の取組状況、課題、支援ニーズについては、
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次章産業分野において記載する。

(b) BRT プロジェクト

NDC 政策措置として、マニラ首都圏（ケソンアベニュー）とセブ島における BRT プロジェク

トが挙げられている。

前政権における Build. Build. Build.プログラムでは、マニラ首都圏においてケソンアベニュー沿

い（Metro Manila BRT Line1）と EDSA 沿い（Metro Manila BRT Line2）の２つの BRT プロジェク

トが挙げられていた。ケソンアベニュー沿い BRT1 については、詳細設計が行われている。

EDSA 沿いの BRT2 については、フィリピンにおける新型コロナウィルス感染症蔓延を受けて

実施されたマニラ首都圏の定員制限のため、MRT3 号線への拡張サービスとして 2020 年 6 月 1 日

に暫定運行を開始しし、同 7 月 1 日から本格運行を開始している。この路線は、運輸省 (DOTr) と

マニラ首都圏開発庁 (MMDA) の監督の下、Mega Manila Consortium Corporation と ES Transport and

Partners Consortium によって運営されている。

セブ BRT プロジェクトは、南西部のブラカオと北東部のタランバンからセブ市の中心業務地区

を横断する 22,96km の回廊に BRT システムを確立するものである。WB と AfD の支援を受けて

2027 年の完成を目指し、現在進行中である。 

(c) Build Better More プログラム

前政権から開始された Build. Build. Build.プログラムは、現政権において Build Better More プロ

グラムとして推進されており、都市交通にかかる問題に対応するため、より多くの公共交通機関

を創設し、GHG 排出量の削減と回避に貢献することを目的としている。 

以下に、2022 年及び 2023 年に気候変動対策として位置づけられている交通インフラ事業を示

す。鉄道案件７件、BRT などバス案件 3 件が含まれている。 

表 2-49 気候変動対策として位置づけられている交通インフラ事業 

FY 2022 FY 2023 
MRT 3 Rehabilitation Project 
LRT Line 2 Extension Project 
LRT Line 1 Cavite Extension Project 
Metro Manila Subway Project Phase I 
North-South Commuter Railway System 
PNR South Long Haul Project 
Subic-Clark Railway Project 
Davao City High Priority Bus System Project 

MRT 3 Rehabilitation Project 
LRT Line 1 Cavite Extension Project 
North-South Commuter Railway System 
PNR South Long Haul Project 
EDSA Greenways Project 
Cebu BRT Project 
Metro Manila Subway Project Phase I 

出典：National CCET PAPs Figures 2017-2023, CCC 

(d) 運輸交通ロードマップに基づくマニラ首都圏における鉄道整備

上述の「運輸交通ロードマップ」で提案されたマニラ首都圏地下鉄、南北通勤線などが順次、

JICA の支援により建設されている。 

他方、提案されている鉄道路線は、マニラ首都圏にその周辺のブラカン・リサル・ラグナ・カ

ビテの 4 州を加えたメガマニラ（8,099 km²、人口約 2,577 万人（2015 年））を対象とした、11 路
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線約 318km にとどまっており、今後も人口増加が、メガマニラを超えて、マニラ大首都圏地域へ

と拡大すると予想される中、更なる鉄道路線の整備が必要とされている 。 

出典：JICA 
図 2-36 ロードマップで提案されているメガマニラ鉄道ネットワーク 

 

(6) ドナー支援状況 

フィリピン政府が進める Infrastructure Flagship プロジェクトのうち、交通インフラ事業にかか

るプロジェクトは 51 件あり、DOTr が 18 案件、DPWH が 33 案件を実施している。 

DOTr の案件のうち、1 件がフィリピン国政府予算、PPP が 4 件、12 件が、以下に示す国際ド

ナー（WB、AfD、ADB、日本、中国、韓国）の支援を受けて実施するものとなっている。 

表 2-50 政府承認済みの交通インフラ事業（DOTr 主幹、ドナー支援案件） 

 
出典：Infrastructure Flagship Projects, NEDA 
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同じく DPWH が実施する案件のうち、４件がフィリピン国政府予算、PPP が 4 件、20 件が、以

下に示す国際ドナー（ADB、日本、中国、韓国）の支援を受けて実施するものとなっている。 

表 2-51 政府承認済みの交通インフラ事業（DPWH 主幹、ドナー支援案件） 

 

 
出典：Infrastructure Flagship Projects, NEDA 

(7) JICA の支援状況 

交通分野における JICA の支援実績は、以下のとおりである。2000 年以降、道路交通、鉄道、

港湾に関する技術協力、無償・有償資金協力など幅広い支援がなされている。 

表 2-52 交通セクターの JICA 協力案件の状況 

プロジェクト名 事業形態 期間／締結年月 
公共交通指向型開発（TOD）能力開発プロジェクト 技協 協力期間：2023 年 7 月～2025 年 6 月 

山岳地域における道路防災プロジェクト 技協 協力期間：2022 年 6 月～2025 年 12 月 

メトロマニラ総合交通管理計画策定プロジェクト 技協 協力期間：2019 年 3 月～2022 年 8 月 

高規格道路網開発マスタープランプロジェクト

（フェーズ 2） 技協 協力期間：2019 年 2 月～2020 年 7 月 

メトロセブ都市交通システム開発マスタープランプロ

ジェクト 技協 協力期間：2017 年 7 月～2018 年 11 月 

道路・橋梁の建設・維持管理に係る品質管理向上プロ

ジェクトフェーズ 3 技協 協力期間：2016 年 2 月～2019 年 5 月 
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プロジェクト名 事業形態 期間／締結年月

大規模地震被害緩和のための橋梁改善調査プロジェク

ト
技協 協力期間：2012 年 2 月～2013 年 12 月 

大都市圏における鉄道戦略調査 技協 協力期間：2012 年 2 月～2013 年 6 月 

道路・橋梁の建設・維持に係る品質管理向上プロジェ

クトフェーズ 2 技協 協力期間：2011 年 10 月～2014 年 9 月 

総合交通計画管理能力向上プロジェクト 技協 協力期間：2011 年 9 月～2015 年 12 月 

大首都圏空港戦略調査プロジェクト 技協 協力期間：2010 年 10 月～2011 年 11 月 

航空航法システム安全性・効率性向上プロジェクト 技協 協力期間：2009 年 2 月～2014 年 2 月 

海上保安教育・人材育成管理システム開発プロジェク

ト
技協 協力期間：2008 年 1 月～2013 年 1 月 

道路・橋梁の建設・維持に係る品質管理向上プロジェ

クト
技協 協力期間：2007 年 2 月～2010 年 2 月 

海上保安人材育成プロジェクト 技協 協力期間：2002 年 7 月～2007 年 6 月 

南北通勤鉄道事業（マロロス-ツツバン）（第二期） 有償 借款契約（L/A）調印：2023 年 2 月 

南北通勤鉄道延伸事業（第二期） 有償 借款契約（L/A）調印：2023 年 2 月 

マニラ首都圏地下鉄事業（フェーズ 1）（第二期） 有償 借款契約（L/A）調印：2022 年 2 月 

セブ-マクタン橋（第四橋）および沿岸道路建設事業 有償 借款契約（L/A）調印：2020 年 6 月 

ダバオ市バイパス建設事業（第二期） 有償 借款契約（L/A）調印：2020 年 6 月 

マニラ首都圏主要橋梁耐震補強事業（第二期） 有償 借款契約（L/A）調印：2020 年 3 月 

ミンダナオ紛争影響地域道路ネットワーク整備事業 有償 借款契約（L/A）調印：2019 年 6 月 

南北通勤鉄道延伸事業（第一期） 有償 借款契約（L/A）調印：2019 年 1 月 

首都圏鉄道 3 号線改修事業 有償 借款契約（L/A）調印：2018 年 11 月 

新ボホール空港建設および持続可能型環境保全事業

（第二期）
有償 借款契約（L/A）調印：2018 年 10 月 

マニラ首都圏地下鉄事業（フェーズ 1）（第一期） 有償 借款契約（L/A）調印：2018 年 3 月 

幹線道路バイパス建設事業（3） 有償 借款契約（L/A）調印：2018 年 2 月 

フィリピン沿岸警備隊海上安全対応能力強化事業

（フェーズ 2） 有償 借款契約（L/A）調印：2016 年 10 月 

南北通勤鉄道事業（マロロス‐ツツバン） 有償 借款契約（L/A）調印：2015 年 11 月 

ダバオ市バイパス建設事業（南・中央区間） 有償 借款契約（L/A）調印：2015 年 8 月 

マニラ首都圏主要橋梁耐震補強事業 有償 借款契約（L/A）調印：2015 年 8 月 

メトロマニラ立体交差建設事業（6） 有償 借款契約（L/A）調印：2015 年 3 月 

フィリピン沿岸警備隊海上安全対応能力強化事業 有償 借款契約（L/A）調印：2013 年 12 月 

マニラ首都圏大量旅客輸送システム拡張事業 有償 借款契約（L/A）調印：2013 年 3 月 

新ボホール空港建設および持続可能型環境保全事業 有償 借款契約（L/A）調印：2013 年 3 月 

中部ルソン接続高速道路建設事業 有償 借款契約（L/A）調印：2012 年 3 月 

幹線道路バイパス建設事業（2） 有償 借款契約（L/A）調印：2012 年 3 月 

道路改良・保全事業 有償 借款契約（L/A）調印：2011 年 3 月 

物流インフラ開発事業 有償 借款契約（L/A）調印：2009 年 11 月 

幹線道路バイパス建設事業（1）（プラリデルおよびカ

バナツアン）
有償 借款契約（L/A）調印：2004 年 3 月 

中部ミンダナオ道路整備事業 有償 借款契約（L/A）調印：2003 年 12 月 

地方開発緊急橋梁建設事業 有償 借款契約（L/A）調印：2002 年 3 月 

幹線道路網整備事業（6） 有償 借款契約（L/A）調印：2002 年 3 月 

次世代航空保安システム整備事業 有償 借款契約（L/A）調印：2002 年 3 月 

中部ルソン高速道路建設事業 有償 借款契約（L/A）調印：2001 年 9 月 
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プロジェクト名 事業形態 期間／締結年月

地方道路網整備事業（3） 有償 借款契約（L/A）調印：2001 年 5 月 

幹線空港開発事業（2） 有償 借款契約（L/A）調印：2001 年 5 月 

幹線道路網整備事業（5） 有償 借款契約（L/A）調印：2001 年 5 月 

海上保安通信システム強化計画 無償 交換公文（E/N）：2007 年 7 月 

北部ルソン地方道路橋梁建設計画（第 2 期） 無償 交換公文（E/N）：2002 年 6 月 
出典：JICA ウェブサイト情報をもとに調査団作成  
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2.2.6 産業 

(1) セクターの現状と課題 

1) セクターの現状と気候変動の影響 

フィリピンの産業構造は、2022 年の産業別 GDP（名目）で見ると、第 1 次産業の農業、林業、

漁業部門が 9%、第 2次産業の産業部門が 33%、第 3次産業のサービス部門が 58%で最大である。

産業部門の内訳をみると、製造業が19%で、建設業が7%で続いている。サービス部門の内訳は、

自動車・オートバイ・個人および家庭用品の貿易と修理が 19%、次いで不動産の 13%が続いてい

る。この比率から、フィリピンの製造業は GDP の 2 割程度しか占めておらず、特に、国内での自

動車製造業の弱さが、自動車の貿易を盛んにする結果となっている。 

 
出典：Stastica 2023 のデータをもとに調査団作成 

図 2-37 産業別 GDP（名目、単位は％）（2022 年） 

フィリピンの産業セクター（工業プロセス（IPPU：Industrial Processes and Product Use））の 2020

年の GHG 排出量を見ると 16.772 百万トン CO2e で、国全体の 8.2%を占めており、エネルギー、

農業、交通、廃棄物に次ぐ 5 番目の排出源となっている。詳細な内訳が示されている 2010 年の

GHGインベントリ報告書から、その内訳を業界別にみると、セメント産業が 77%を占め、次いで

鉄鋼産業が 13%、冷凍空調（RAC：Refrigeration & Air Conditioning）産業が 9%で、この 3 業界で

産業セクターの GHG の大半を排出している。そのため、GHG 排出量の大きなこれら 3 業界を対

象に、気候変動対策を推進する必要があり、NDC の IPPU 分野の実施対策においても、セメント

産業、鉄鋼産業、RAC 産業、石油化学産業は、その対象となっている。 

 
出典：2010 年 GHG インベントリ、NCCDIES をもとに調査団作成 

図 2-38 産業セクターの業界別 GHG 排出量（2010 年） 
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産業セクターの気候変動対策の実施については、政策や規制に基づいた実施のインセンティブ

や義務付けがはあるものの、大部分が業界や企業の自助努力に任されている。上場企業 (PLCs：

Publicly Listed Companies)は、証券取引委員会（SEC：Securities and Exchange Commission） による

Sustainability Report 作成の義務があるが、気候変動対策の推進を義務付けているわけではない。

また、各業界のトップクラスの大企業は外資系や財閥系企業が多いが、彼らは気候変動対策を企

業活動に取り込んで、自発的に投資を行い取組んでいる。他方で中堅クラスの主に国内市場を主

なマーケットとする企業は、企業の収益を圧迫するような対策を自発的に行うことはないのが現

状である。大企業と中小企業の取組みの違いにはいくつかの要因が挙げられ、一つは資金・人

的・技術リソースの違いである。大企業や上場企業は一般的にそれらのリソースをより多く持ち、

環境対策に取り組む余裕もあるが中小企業ではそれらのリソースは限定的である。二つ目は市場

および顧客・投資家をはじめとした外からの要求である。グローバル市場で競争する大企業は国

際的な規制や進出する市場における要件を満たす必要がある。特に欧米においては環境対策が企

業価値やイメージ向上につながるため、欧米の市場向けまたは欧米企業と取引をする企業につい

ては、環境対策はビジネスを行う上で必要な取組みの一つとして認識されている。 

EV 関連産業による公共輸送車の電動化の促進は、フィリピン国内の GHG 排出量を減らすのに

大きく貢献すると期待される。その理由は、交通セクターの GHG 排出量は国全体の 16.74%を占

めており、交通手段の中で、特に、ジプニー、トライシクル、バスを含む公共輸送車（PUV）は

全移動距離の約 80%を占めているためである50。フィリピン固有の車種であるジプニーには、製

造の基準や認証制度が存在せず、1）規格が統一されていない 100 以上のモデルが存在するため、

メンテナンスが困難、2）統一基準がないために、各社が注文生産で製造を行っているため価格

が安定しない、かつ大量生産ができない、3）安全基準がないため安全性に問題のあるものも存

在する、等、問題が発生していることから、安全性、環境性などを考慮した製造基準や認証制度

の策定が急務となっている。 

また、廃棄物セクターの固形廃棄物に起因する GHG 排出量は国全体の 4.85%を占めており、そ

の中でも、プラスチックを含む産業廃棄物は、セメント産業の代替燃料や原材料に活用される等、

産業セクターでの資源再利用によるエネルギー削減に活用される可能性が大きいものの、廃棄物

リサイクル産業は一部のプラスチック製品を除いて立ち上がっていない。拡大生産者責任法

（EPR）法の導入により、大企業に対しては自社製品で利用したプラスチックの一部を回収する

ことが義務付けられているが、廃棄物処理の多くがインフォーマルセクターの手にゆだねられて

おり、分別回収や回収後のリサイクルを含む適正処理ができる業者が限られている、リサイクル

を行うエコシステムが構築されていないため分別や回収をしても結局他のごみと混ぜられて埋め

立てられてしまうなど、実際の運用面での課題が多く残されている。 

 
50 http://www.transferproject.org/projects/transfer-partner-countries/philippines/ 
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表 2-53  NDC 政策措置（IPPU セクター） 

政策と対策 障壁/課題 責任機関/ 
利害関係者

必要な支援

セメント生産における

クリンカーの代替とし

て，フライアッシュや

鉄鋼スラグなどの補助

セメント材料（SCM）

の利用

DPWH Bluebook とフィリピン国

家標準（PNS）において、ブレ

ンドセメントに関する燃焼損失

（Loss of Ignition）の基準が異な

り，DPWH プロジェクトでのブ

レンドセメントの使用が制限さ

れている。

DPWH、DTI、
DENR、セメン

トメーカー、セ

メントおよび建

設業界団体、学

界

両者の基準を整合させるための

技術的な議論が必要である。そ

のため、既存研究の評価と、必

要 に 応 じ て LOI （Loss of 
Ignition）を変えたブレンドセメ

ントの性能を評価するための研

究の実施が必要である。

RAC（冷凍空調）産業

における低地球温暖化

係数（GWP）代替冷媒

への移行

国内メーカーは、低GWP代替冷

媒は、国際市場から調達せざる

を得ず、代替冷媒への移行には

生産ラインの変更が必要であ

り、設備投資が必要である。代

替冷媒には可燃性や毒性などの

安全面で懸念がある。

DENR、DTI、
DOE、TESDA、

RAC 産業業界団

体、消費者団体

RAC 産業の低 GWP 代替冷媒へ

の移行を支援するためのインセ

ンティブ制度などが必要であ

る。

また、可燃性や毒性がある冷媒

の安全な取り扱いに関するト

レーニングが必要である。

ODS（オゾン層破壊物

質）および HFC（ハイ

ドロフルオロカーボ

ン）のための効率的な

専用廃棄施設（非焼

却）の設置

国内にはODSおよびHFCのため

の既存の専用廃棄施設がなく、

回収された ODS およびフッ素化

ガスの処理に課題がある。

DENR、DTI、
DOST、TSD 施

設および RAC産

業

廃棄施設の設置および運営に

は、技術的、財務的支援が必要

である。廃棄施設の運用訓練も

必要である。

セメント工場における

廃熱回収（WHR）施設

の設置

WHR 技術には高額な投資費用が

必要である。

セ メ ン ト メ ー

カ ー 、DTI、
DENR、DOE、
LGU

財務的な支援やインセンティブ

制度が必要である。

セメント共焼プロセス

における代替燃料およ

び原材料（廃棄物やバ

イオマス）の利用

セメントでの AFR（代替燃料お

よび原材料）の利用はまだ限定

的であり、利用拡大には設備投

資や保守のための費用が必要で

ある。また、廃棄物の適切な分

別と収集が必要である。

セ メ ン ト メ ー

カ ー 、DTI、
DENR、DOE、
LGU

セメント共焼プロセスにおける

AFR の活用を促進するための研

究の実施と適切なインセンティ

ブの検討が必要である。様々な

材料を AFR として活用するため

の実証が必要である。

鉄鋼産業からの GHG排

出量の削減

エネルギー効率の低い技術を使

用している

セ メ ン ト メ ー

カ ー 、DTI、
DENR、DOE、
LGU、学界

生産プロセスにおいてエネル

ギー効率の高い技術を導入する

可能性を評価するための調査研

究が必要。また、適切な GHG削

減技術の実証が必要である。

エチレン生産における

原料としてのバイオナ

フサの利用

バイオナフサの供給が限られ、

非常に高コストとなっている

鉄 鋼 業 界 、

DTI、DENR、
DOE、LGU、 学

界

バイオナフサの供給と利用を促

進するため、補助金など金融的

なインセンティブが必要であ

る。

出典：DENR-Climate Change Service 

GHG の削減量のみを考えれば、高 GHG 排出産業の大企業に対する対策が、一番インパクトが

大きい。しかしながら、多くの大企業は豊富な人的・経済的資源を有し、自社での対策が十分可

能である半面、中小企業においては独自に対策を行うことは困難であることから、本調査では分

野としては、企業規模に関わらず、NDC でとりあげられている高 GHG 排出産業（セメント、鉄

鋼、冷凍空調、石油化学）ならびに調査の中で支援のニーズが多く聞かれた EV 関連産業、製品

廃棄物に焦点を当てるとともに、中小企業に対する支援について検討を行った。 
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2) 気候変動による将来影響

フィリピンの産業セクターでは、気候変動インパクトとして、以下が見込まれている。

表 2-54 気候変動インパクトと指標（産業セクター） 

気候変動インパクト 気候変動インパクトの主要な指標

生産と供給チェーンへの影響 天候の不安定性や異常気象により農業や生産が影響を受け、供給チェーン

の遅延や中断、資材の高騰などが生じる

資源供給への圧力 水資源の減少や気候変動による災害が増加することで原材料やエネルギー

の供給において困難な状況に陥る可能性がある

保険コストの増加 気象関連の存在が増加することで企業は保険料の増加や保険の入手難易度

に直面する可能性がある

レピュテーションリスク 気候変動に対する取組みを正しく行わないことで企業の社会的信用を失う

可能性がある

投資家のリスク管理 気候変動が事業リスクとして認識されたり、より環境に優しい製品やサー

ビスが選好されるなど気候変動に関連した投資家や金融機関の選択の変化

消費者の選好の変化 一般消費者の環境意識の高まりにより、環境に優しい製品やブランドを選

好するという、これまでと違う尺度での商品選択が行われる機会が増え、

従来のビジネスモデルの変更の必要が生じる

出典：JST 

3) セクターにおける開発課題

フィリピンの産業セクターの課題としては、以下があげられる。

 全企業数の 99.6%を占める零細・中小企業への支援が不足 

 大都市周辺に産業が集中することでの地域間格差

 人材、特にスキルを持つ人材の不足

 ASEAN 諸国の中でも電気料金が高く、製造コストに跳ね返ることでの低い国際競争力 

 交通インフラの未整備や島国であることから物流コストが高額であり、またマルチモー

ダルの物流ネットワークの整備が遅れている

4) セクター関係者

産業セクターにおける気候変動の関係者は以下のとおりである。

表 2-55 産業セクター関係者

政策立案 技術開発 対策実施 資金提供等

BOI CARS PMO 
BOI  政策計画局 
DTI BSMED 
DENR CCS 
DENR Ozone 

科学技術省

大学

民間企業

DTI BSMED 
BOI CARS PRO 
BOI 政策計画局 
DENR Ozone 
民間企業

政府系金融機関

民間銀行

ドナー

出典：調査団作成

略語
BOI: Board of Investment 
CARS PMO: Comprehensive Automotive Resurgence Strategy Program Management Office 
DTI BSMEs: Department of Trade and Industry, Bureau of Small and Medium Enterprises 
DENR CCS: Department of Environment and Natural Resources, Climate Change Section 
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表 2-56 産業セクターにおける関係部局・組織 

カテゴリ 担当組織 役割 
政策立案 貿易産業省（DTI） フィリピン国の産業とサービス業の経済的機会の拡大という目的の

達成のため、産業とサービス業の競争力の向上や生産性や効率性の

向上、消費者の安全で高品質の商品やサービスの入手の確保などに

責任を持つ組織。民間企業の気候変動対策の実施にかかる法制度整

備、企業への財政支援や企業人材育成支援を実施。 

投資委員会（BOI ） 貿易産業省の下部組織であり、フィリピン国への投資の開発を担当

する。産業開発や投資機会の促進を主導し、フィリピン企業や外国

人投資家が経済活動の様々な分野での経済活動を支援し、フィリピ

ンでビジネスを行う際のワンストップショップとして機能。国内の

EV 産業の発展に係る支援を実施。 

環境天然資源省

(DENR)   
環境管理局

（EMB） 

国の環境と天然資源の保存、管理、開発、適切な利用に責任を持つ

組織。特に、環境管理局は、産業セクターの IPPU の GHG インベン

トリ策定を担当するため、産業セクターからの排出削減について、

政策措置（PaMs）策定と企業の排出削減への取組みの支援を実施。 

技術開発 科学技術省(DOST) 気候変動に関する科学的研究と技術開発を実施。 

対策実施 貿易産業省中小企業

局（BSMED） 
中小企業の気候変動対策推進のための、企業人材育成支援を実施。 

投資委員会 CARS プ
ログラム管理オフィ

ス 

EV 産業促進に関わる CARS（Comprehensive Automotive Resurgence 
Strategy） プ ロ グ ラ ム お よ び （EVIS Electric Vehicle Incentives 
Scheme）プログラムを実施 

投資委員会政策計画

局 
製品廃棄物管理を実施 

環境天然資源省環境

管理局 
環境管理局の内、気候変動室（CCS）は、企業の排出削減への取組

みの技術支援を実施。オゾンオフィスは、国内のフロンガス対策を

実施。 

民間企業 主要な気候変動対策の実施主体。気候変動に係る政策や規制に基づ

いて、企業の経済活動の中で企業の自助努力で対策を実施。 

資金等提供 政府系金融機関 フィリピン開発銀行（DBP）、Land Bank 

ドナー WB、UNDP/GEF、ADB、UNIDO、UNEP、GIZ、WWF 等の国際機
関 
日本の環境省などの二国間協力機関 

出典：調査団作成 

産業セクターの気候変動に関わる政策立案を担うのは、DTI、BOI、DENR 等の政府系中央組織

であり、気候変動対策については、DTI、BOI、DENR の支援を受けながら、主に民間企業で行わ

れる。本項では、これらを踏まえ、以下の分野における政策、取組み、課題について、情報収集

結果を整理する。 

NDC の IPPU 分野で対象となっているセメント産業、鉄鋼産業、RAC 産業、石油化学産業を対

象とするほか、直接的に、GHG 削減対策を講じるものではないが、自動車産業の育成を通じて交

通分野の GHG 削減に貢献するため EV 関連産業を対象とする。また、産業界全体の横断的な課題

であるリサイクル産業の拡大および中小企業支援についても調査の対象とした。 

(2) セメント産業 

1) 関連政策・計画 

(a) 代替燃料および原材料の使用に関するガイドライン 

セメント産業には、代替燃料および原材料の使用に関するガイドライン（「セメントキルンに
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おける代替燃料と原材料の使用に関するガイドライン」（DENR Department Administrative Order 

2010-006））が適用される。 

2010 年 5 月の省令に基づく同ガイドラインでは、セメント産業がセメント生産のためのクリン

カー（石灰石・粘土などを回転炉で焼いたセメントの原料）の代替燃料や原材料（Alternative 

Fuels and Raw Material: AFR）の共焼（Co-Processing）を行う際に、従うべき廃棄物の受け入れ基

準や排出ガスの排出基準や、廃棄物の受け渡し管理や文書化と報告の手続きについて、規定して

いる。代替燃料とは、セメント生産において熱エネルギーの源として使用されるものであり、原

材料は、セメント製造において必須の鉱物の源として使用されるもので、いずれも廃棄物である。

共焼（Co-Processing）とは、セメントを製造する際に廃棄物の鉱物またはエネルギー含有量を再

利用するプロセスを指す。 

セメントキルン（回転窯）で使用される代替燃料である廃棄物には、プラスチック、自動車タ

イヤ、廃材、米ぬか、下水汚泥、動物の餌、廃油、および溶剤が含まれ、ガイドラインが設定す

る発熱量、鉱物酸化物、重金属含有量に基づく受け入れ基準を満たす必要がある。代替燃料は 1

キロあたりの総発熱量が 2,000 カロリー未満は受け入れ不可と規定されている。なお、代替燃料

として医療廃棄物、アスベスト廃棄物、あらゆる種類の電池、電子組立品およびくず、爆発物、

シアン廃棄物、鉱酸、放射能廃棄物、および非分別の市町村固形廃棄物の使用を禁止している。 

一方、原材料にはスラグや石炭灰が含まれ、その灰分が 50%以上であり、その総鉱物酸化物含

有量が 75%以上であれば受け入れが許容される。 

本ガイドラインは、2021 年 5 月に改訂されており（DENR Department Administrative Order 2021-

014）、代替燃料として受け入れが禁止されている医療廃棄物、電子組立品からの廃棄物、非分別

の市町村固形廃棄物において、新たに、受け入れが許容されるものが定義されている。 

(b) ブレンドセメントに関するフィリピン国家規格 

2019 年 11 月、DTI 規格局（DTI-BPS）はセメントに関するフィリピン国家規格（PNS）を更新

し、さらに ASTM International（ASTM）のハイドロリック（水硬性）セメントに関する規格を

PNS として採用した。 

新しい PNS 63:2019 規格のブレンド（ハイドロリック）セメントは、ポルトランドポゾランセ

メントとポルトランド高炉スラグセメントというセメントタイプを 1 つの標準に統合した。また、

ポルトランド石灰石セメントと三元混合セメントもブレンド（ハイドロリック）セメントのタイ

プとして含まれている。 

表 2-57 ブレンドセメントの規格（PNS 63:2019） 

化学成分 基準値 
Magnesium Oxide, MgO  (max, %) 6.0 

Sulfur Reported as sulfate (SO3) (max, %) 4.0 

Loss in ignition (max, %) 8.0 

出典: PNS 63:2019 
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2) 気候変動対策の取組み状況および課題 

(a) セメントキルンの代替燃料およびブレンドセメント製造のための代替原材料の利用 

フィリピンのセメント産業では、12 企業のうちの、Holcim セメント、CEMEX セメント、

Republic セメントなどの大手企業が、「代替燃料と原材料の使用に関するガイドライン」（DENR 

Department Administrative Order 2010-006）に基づき、セメントキルンの燃料を代替する代替燃料お

よびブレンドセメント製造のためのクリンカーの原料を代替する代替原材料（AFR）として、バ

イオマス廃棄物、各産業から排出される産業廃棄物や廃プラスチック等都市廃棄物の利用が進ん

でいる。大手の EGEL セメントは 2 年後を目途に代替燃料、原材料の利用開始を予定していると

のことである。一方で、セメント生産能力ベースでは 12社合計の内の約 25%を占める大手 4 社以

外の中堅企業の取組みは進んでいない。 

 
出典：“‘Build, Build, Build’-ing in the Philippines”（Global Cement Magazine, 2020 年 1 月）より調査団作成 

図 2-39 主要セメント企業の年間生産能力 

ブレンドセメント生産の代替原材料には、ポゾラン（シリカフェーム、約 10～20%混合）、フ

ライアッシュ（石炭灰、約 5〜10%混合）、フライアッシュと鉄鋼スラグの混合物（約 5〜10%混

合）が主に使用されており、代替燃料には、木くず、農業廃棄物、廃プラスチック、廃タイヤ、

廃油などが使用されている。 

業界最大手の Holcim セメントは、独自に 2050 年にゼロエミッションの目標を掲げており、ブ

レンドセメントの生産や代替燃料と原材料の利用、廃熱利用など、GHG 削減対策に取り組んでい

る。Holcim セメントの 2022 年のセメント生産量の 78%がブレンドセメントである。2021 年には、

バイオマス廃棄物や産業廃棄物、都市廃棄物など計 20 万トンを代替燃料や代替原料として利用し、

廃棄物の提携先の LGU は 11 都市であったとのことである。2022 年には、代替燃料や代替原料と

しての利用が計 100 万トンに増加し、提携先の LGU も 35 都市に増えている。さらに、2023 年に

は、代替燃料や代替原料としての利用が 102 万トンに増加し、提携先の LGU も 50 都市に増加し

ている。 

セメント業界は、廃ブラスチックを代替燃料としての利用を、業界全体で 2030年に向けて年間

百万トンへの拡大を目指している。一方で、廃棄プラスチックの入手には苦労しており、Holcim

セメントは、会社自ら LGUや学校に出向いて適切な廃棄物管理に関する講義など、住民への分別
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のキャンペーンを開いている。 

また、本邦系企業である太平洋セメントフィリピンは、サンフェルナンド島のセメント工場に

新しい生産ラインを導入し、セメント生産能力を年間 300 万トンまで増やす計画である。運用開

始は 2024 年 5 月で、最先端の生産技術を導入することで、二酸化炭素の排出削減や廃棄物のリサ

イクルへの貢献を目指している。 

課題としては、以下の 2 点が挙げられる。 

一つ目は資金的な課題である。セメント産業では、セメント製造プロセスにおける代替燃料と

原材料の利用は大手企業 4 社に限られており、それ以外の中堅企業は資金的な課題のため、この

対策は進んでいない。その理由は、フィリピンの地元銀行など企業に資金を貸す側に課題がある

のではなく、資金を借りる企業側が、対策の実施のための投資判断を渋ることが原因である。セ

メント製造プロセスにおける代替燃料と原材料の利用のためには、代替燃料や原材料を置くため

のサイトや運搬設備の建設、代替燃料を細かく裁断するシュレダー導入等、最初に大きな設備投

資が必要である。この設備投資は、投資をしてもすぐには資金回収できず、投資回収期間が 5 年

以上と長く経済性が低いため、短期的な商業メリットが小さいことから、財務的な体力が大きく

ない中堅企業にとっては、積極的に投資をしようという意識は働かないと考えられる。 

二つ目は制度面での課題である。セメント生産において、フライアッシュや鉄鋼スラグなど代

替材料を利用してのブレンドセメントの製造は、従来のポルトランドセメント（石灰石・粘土な

どを回転炉で焼き、少量の石膏を加え粉末にした普通のセメント）よりも GHG 排出量の削減に

つながるため、高層ビル建築にも採用されるなど、民間プロジェクトではその利用が拡大してい

る。一方で、公共事業は、DPWH がブレンドセメントの使用を許可しないため、ブレンドセメン

トの使用は制限されている。 

現在、DPWH Bluebook とフィリピン国家規格（PNS：Philippines National Standards）のブレンド

セメントに関する基準において、燃焼損失（Loss of Ignition: LOI）の要件が異なっており、不整合

となっている。2019年に、PNSはLOI 8.0のブレンドセメントの規格を承認したが、DPWHはLOI

が 5.0（DPWH Bluebook の基準）を主張し決着がついていない。 

両省庁間で 10 年近くにわたる議論がなされており、DPWH と NPS のブレンドセメントに関す

る基準の不整合を解決するため、燃焼損失のパーセントを 5%から 8%まで変えてブレンドセメン

トを作り、耐久力などセメントとして求められる要件を検査した。しかし、いずれも違いは見ら

れなかったが、DPWH はその基準を変えることを受け入れなかった。 

この背景から、民間の建設プロジェクトでは、ブレンドセメントが使用されており、ブレンド

セメントの生産量は伸びているが、公共事業で使用が制限されていることで、前述の代替燃料と

原材料利用対策の投資回収期間の長さによって投資に二の足を踏んでいる中堅企業が、さらに、

投資に積極的になれない要因となっている。 

(b) セメントキルンの廃熱回収 

セメント製造に 1,000 度以上の高温が必要なセメントキルンの廃熱を回収し、グリッドからの

電力を代替する対策は、Republic セメントを除いて、セメント業界の取組みは進んでいない。一



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査 
ファイナルレポート 

 

2-143 

方で、Republic セメントは、6MW の廃熱回収装置を 2023 年度の JCM 設備補助事業を活用して導

入する予定である。 

Holcim セメントによると、廃熱回収プラントで、適切な投資回収を実現するためには、4MW

以上が理想的であるが、多くのセメント工場の規模が十分で無く、十分な熱を回収することがで

きない。そのため、通常の廃熱回収発電施設としての導入は行わず、廃熱をセメントの粉砕シス

テムに接続して原材料の乾燥に利用しているとのことである。 

課題としては資金面での課題が挙げられ、対策の投資回収期間が 5 年以上という課題は、廃熱

回収対策においても当てはまり、大企業も含め多くのセメント企業で、工場の規模が十分で無く、

十分な熱を回収することができないため、ほとんどの企業で取組みが行われていない。4MW 以

下の廃熱回収プロジェクトは、投資回収期間が 7～10 年となるため、ゼロエミッションを掲げ資

金調達を企業内で行うことができる大手企業の Holcimセメントであっても、投資は難しいとの社

内判断をしている。 

なお、大手企業の Republicセメントが廃熱回収プロジェクトを実施しているが、6MWで規模が

大きいため投資回収が早められることと、JCM 設備補助事業を活用して初期投資を軽減している

ことによると考えられる。 

3) 支援ニーズ 

セメント産業では、フィリピン政府の気候変動への取組みに対応するために、セメント製造プ

ロセスにおける代替燃料と原材料の利用促進に取り組んでいるが、大手企業の４社はゼロエミッ

ションへの宣言達成の努力から、独自資金で設備を導入し進めているが、それ以外の中堅企業は

経済性が悪いことから投資に二の足を踏んでいる。 

そのため、企業が対策への投資判断をしやすくするために、対策の設備導入のための初期投資

をできるだけ小さくして、投資回収を早く終えることができる低金利のローンなど、資金調達支

援をすることによって、企業の対策への投資判断がしやすくなり、セメント業界での対策の実施

が拡大していくと考えられる。 

各企業への資金支援をするための前段階として、代替燃料と原材料活用並びに廃熱回収対策に

おいて、企業それぞれに導入すべき技術や設備の明確化と、各企業人材に対する導入技術に関す

る教育が必要である。企業人材への教育を継続的に DENR 自身で実施できるように、DENR に対

する能力強化も同時に行うことが望ましい。 

また、DENR-CCS は、DPWH とフィリピン国家規格のブレンドセメントに関する基準の不整合

の議論は、その決着を政府のハイレベルの決断にゆだねるしか無いと考えている。 

そのため、支援ニーズとしては、DENR-CCS は、ブレンドセメントの基準の調整委員会をサ

ポートするための技術情報の収集支援（例えば、日本や世界のブレンドセメントの LOI の基準例

など）を考えているとのことである。 
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4) ドナー支援状況

表 2-58 ドナー協力案件の状況（セメント産業） 

協力パートナー プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

環境省 Republic セメントの既存のセメント工場に６MW の廃熱回収

発電システムを導入する。セメント製造の焼成工程で発生し

ていた未利用の廃熱エネルギーを用いて発電を行うことで、

グリッド電力の消費量を抑制し、GHG 排出量を削減する。廃

熱利用発電の分野においては、JCM 設備補助を活用した同国

における最初のプロジェクトである。

本邦企業：（株）グローバルエンジニアリング

プラカン州 2023 年～ 

出典：JICA 調査団 

(3) 鉄鋼産業

1) 関連政策・計画

(a) Energy Efficiency and Conservation Act（2019、RA11285）

エネルギーの効率的な使用を目指す EEC 法では、企業の年間消費電力量に基づいて、対象とな

る企業を設定しており、そのレベルに応じて、省エネルギー担当者やエネルギー管理者を配置す

ることを義務づけている。企業は、報告義務として、DOEに対して、毎年Energy Consumption and 

Conservation Reports（ECCRs）を、3 年に 1 回 Energy audit reports を提出する必要がある。また、

企業の継続的なエネルギー節約の実行が求められている。

2) 気候変動対策の取組み状況および課題

フィリピンの鉄鋼産業は、高炉を使って鉄鉱石から鉄を生産するのではなく、輸入した鉄鋼半

製品や国内で回収された鉄スクラップを電気アーク炉や工業炉で溶解して、最終製品に加工する

業態をとっている。

大手の SteelAsia 社では、工業炉で空気と燃料の混合比を自動で最適化して燃料使用量を削減す

る技術や、電気アーク炉に投入する鉄鋼半製品や鉄スクラップを炉の廃熱を利用して約 500～600

度に予熱することで電気使用量を削減する Hot charging Technology（廃熱回収）の導入等で、燃料

の 30～35%の削減を図っている。 

しかし、鉄鋼産業界全体から見ると、燃料自動最適化技術や廃熱回収技術の利用は、大手企業

に限られている。

課題としては、鉄鋼産業では、鉄鋼生産プロセスにおける省エネを進めるにあたり、廃熱回収

技術等、エネルギー効率の高いプロセスへの代替のためには、最初に大きな設備投資が必要であ

るが、投資回収期間が 5 年以上と長く、経済性が低いため、企業は積極的に投資をしようとしな

い現状にある。さらに、これらの新技術に対して、企業に技術導入の経験や知見が十分ではない

ため、経済性の低さと相まって、対策への投資に二の足を踏む原因となっている。

3) 支援ニーズ

鉄鋼産業が、大きな設備投資が必要な廃熱回収技術への投資判断を渋るという課題を解決する

には、対策実施に必要な機器導入のための資金投資をできるだけ少なくして、投資回収を早く終

えることができる低金利の資金支援があると、企業の対策への投資判断がしやすくなり、鉄鋼業
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界での対策の実施が拡大していくと考えられる。 

各企業への資金支援をするための前段階として、廃熱回収対策において、企業それぞれに導入

すべき技術や設備の明確化と、各企業人材に対する導入技術に関する教育が必要である。企業人

材への教育を継続的に DENR 自身で実施できるように、DENR に対する能力強化も同時に行うこ

とが望ましい。 

4) ドナー支援状況 

特になし 

(4) 冷凍空調（RAC）産業 

1) 関連政策・計画 

(a) モントリオール議定書のキガリ改正の批准 

フィリピンは、モントリオール議定書の締約国として、2010 年までに全てのオゾン層破壊物質

（ODS：Ozone-Depleting Substances）を段階的に廃止した。1993 年に、DENR 環境管理局（EMB）

内のオゾンデスク（POD：Philippine Ozone Desk）は ODS 段階的廃止プログラムを策定した。

フィリピンでのハイドロフルオロカーボン（HCFC：hydrochlorofluorocarbon）の一般的な用途は、

冷媒（HCFC-22、HCFC-123）、発泡剤（HCFC-141b、HCFC-142b）、洗浄剤/溶剤（HCFC-141b、

HCFC-225）が挙げられる。 

DENR は、HCFC 段階的廃止管理計画の実施をサポートするために、2013 年に、化学物質管理

命令を改訂した。この改訂規則には、DENR 行政命令第 2013-25 号のセクション 10 に基づく、

ODS を使用する機器のサービスプロバイダーの登録および更新に関する規則が記載されている。

加えて、2021 年にはこの改訂規則を実施するための通知書が発行され、その中には、対象範囲

（第 1 項）、新規または更新のための登録要件（第 2 項）、サービスプロバイダーの職務と責任

（第 3 項）、監視、検査、グッドプラクティス（第 4 項）、登録証の有効期間（第 5 項）などが含

まれている。 

一方で、HCFC の代替として HFC を使う場合でも、地球温暖化係数（GWP：Global Warming 

Potential）は最大 12,400 と非常に高く地球温暖化への影響が懸念されたことから、2019 年発効の

モントリオール議定書のキガリ改正において、2047 年までに HFC の使用を 80%以上削減するこ

とが合意された。 

次に、フィリピンは、モントリオール議定書のキガリ改正を 2023 年 2 月 2 日に批准し 141 番目

の締約国となった。キガリ改正の義務を達成するため、フィリピン政府は、20年間でHFCの消費

量を 80%削減する方針を出している。DENR は、産業セクターが地球温暖化への影響がより低い、

いわゆる気候に優しい代替品に移行するための措置を導入している。 

(b) HFC の化学物質管理命令（Chemical Control Order for Hydrofluorocarbons (HFCs), DAO No. 2021-31) 

HFCの輸入および消費に関する規制は、2022年 2月に HFCの化学物質管理命令（DENR行政命

令第 2021-31 号 ）として、施行されている。これらの規制は、市場を気候に優しい冷凍・冷房技

術や設備に向けてシフトさせることを目指し、点検作業中の冷媒の適切な取り扱いを求め、さら
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に、廃棄された冷凍・冷房設備から排出される冷媒の適切な回収と処理を義務付けている。 

また、HFC の輸入業者、輸出業者、販売業者、小売業者、再販業者、およびサービスプロバイ

ダーは、すべての HFC の取引記録を保持し、取引の年次レポートを作成する必要がある。これら

の取引記録は、オンライン許認可システム（OPMS：Online Permitting and Monitoring System）に記

録され、レポートは DENR の EMB に提出される。 

2) 気候変動対策の取組み状況および課題 

(a) 低 GWP 代替冷媒への移行 

フィリピンでは、モントリオール議定書の下でのフロン規制に従い、すでにR22（HCFC）冷媒

の輸入は禁止されている。 

冷蔵庫業界では、R134a（HFC、GWP:約 1,400）から地球温暖化係数（GWP）がはるかに低い

自然冷媒の R600a（イソブタン、GWP：約 3）への移行が進んでおり、これにより GHG 排出量の

低減が進みつつある。 

エアコン業界では、ノンインバーターエアコンからインバーターエアコンに製造を切り替える

際や、エアコンの冷媒を R22(HCFC)冷媒から地球温暖化係数がより小さい HFC 冷媒である R32

（GWP：675）、R410a（GWP：2,090）利用への切り替えに際し、フィリピン政府は補助金を出し

ており、国内で製造を行っているメーカーはこれを受領して、切り替えが進んでいる。 

一方で、HCFC の代替として HFC を使う場合でも、HFC の地球温暖化への影響が懸念されたこ

とから、2019 年発効のモントリオール議定書のキガリ改正において、HFC の削減の目標値の設定

は CO2換算で行うこととなった。この目標値を順守するには、HFC冷媒である R32からさらに低

い GWP の冷媒への移行が必要である。現在、自然冷媒の R290（プロパン、GWP：2 以下）など

の冷媒が注目されており、中国で生産した R290 を使用した機器を、フィリピンの地元企業が輸

入して販売しているが、R290 を使用したフィリピン国内での機器の生産は、まだ進んでいない。 

課題としては、フィリピン国内で R290 を使用した機器を生産するためには、配管や銅製の

チューブ等、製造ラインの変更が必要で、新たな投資が必要となる。冷媒の R290 は、国内生産

されておらず、海外からの輸入に頼らざる得ないため、冷媒の調達コストが上昇しエアコン販売

の採算性が低下することもあり、R290 への切り替えに二の足を踏んでいる。 

(b) フロンガスの回収・破壊 

フィリピンでは、HFC の化学物質管理命令で、フロンガスの排出は禁止されており、回収する

必要があることが明示されているが、フロンガスの回収処理は、ほとんど行われていない。 

フィリピンでは、冷蔵庫やエアコンのサービスは、インフォーマルセクターが大きな割合を占

めており、彼らは、オフィスを持たず、回収のための適切な装置を持っていない。家庭のエアコ

ンでは、冷媒が切れたり漏れた場合、ほとんどの場合、エアコンメーカーの技術者を呼ばす、安

価で早いため、インフォーマルセクターの技術者を読んで、フロンガスを排気させて再充填を

行っているのが現状である。 

また、フロンガスの回収装置は 1 個 6 万 PHP の費用がかかり、家庭用のエアコンでは、1 台の



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査 
ファイナルレポート 

 

2-147 

回収量が小さいため、大した収益にならないことから、回収装置を所有して回収しようという企

業は少ない。 

課題としては、現在、既存のエアコンに封入されているフロンガスの回収作業はほとんど行わ

れておらず、フロンガスの回収・貯蔵ライセンスをもつ会社は国内に 1 社のみであり、エアコン

の設置を行うサービス会社が約 1,000 社であることに比べると大幅に少ないことである。既存の

エアコンのフロンガスは GWP が高いため、このまま回収・破壊されずに放出され続けることは、

地球温暖化の影響を増加させることが懸念される。 

フロンガス回収・貯蔵登録企業が増えていない理由は、フロンガスの回収装置は 1 個 6 万 PHP

の費用がかかり、家庭用のエアコンでは 1 台の回収量が小さいため、フロンガス回収業務の収益

性が悪いことと、フロンガスの回収・貯蔵ライセンスを得るための登録自体も、あらかじめ企業

での回収装置の整備や回収技術を持つ人材の確保が必要なことが、原因と考えられる。 

また、フロンガスの破壊処理が、破壊処理の認定をされた Holcimセメント社のセメント工場の

キルンの 1 か所のみで行われていることも課題である。DENR は、現在は、フロンガスを回収す

るシステムができあがっていないため、破壊処理する施設は、セメント会社の既存のセメントキ

ルンを活用することで対応すると考えている。しかし、将来、フロンガスの回収量が増えてセメ

ント会社のセメントキルンでは対応しきれない場合が考えられるので、専用のフロンガス破壊処

理施設の建設が必要であると考えている。 

その際、DENR は、大量のフロンガスを 1 か所で焼却処理することの安全性に対する地域住民

の意識を考慮して、非焼却方式が望ましいと考えている。さらに、DENR は、専用のフロンガス

破壊処理施設に関して、非焼却方式のみならず他の処理技術案も含めて適切な技術を選定し、施

設を導入した後の施設を運用することへの DENR 職員の経験や能力の不足を懸念している。 

なお、ドナー支援状況で記載した、令和 2 年度の環境省の都市間連携事業で、ケソン市におけ

るフロンガスの回収、破壊事業の実現可能性の検討がされており、その報告書によると、2020 年

当時において、DENR からフロン回収業者として認定を受けているのは 1 社のみで、フロンガス

の回収・破壊費用の負担の仕組みや事業として成り立つ環境は整っておらず、フロン回収・破壊

のインセンティブがないため、他の業者で回収業者と認定されているところはない状況とのこと

である。 

3) 支援ニーズ 

(a) 低 GWP 代替冷媒への移行 

20 年間で HFC の消費量を 80%削減するというモントリオール議定書のキガリ改正の目標順守

に向けたフィリピン政府の取組みに対応するためには、低 GWP 冷媒である R290（プロパン、

GWP：2以下）を企業が使いやすいと考え、積極的に R290への切り替えに投資するような経済的

な環境づくりが求められる。 

そのため、R290 を海外から輸入することに対する税優遇や、国内企業の生産ラインを R290 向

けに改修することに対する補助金支援など、企業への支援制度の設計が必要である。 
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(b) フロンガスの回収・破壊

フロンガスの回収・貯蔵ライセンスの登録企業を増やすためには、フロンガス回収装置の購入

補助金など経済的インセンティブを付加し、企業側にフロンガス回収を実施することで収益性が

あり、企業の参加意欲がでるような仕組みづくりが求められる。

そのため、フロンガス回収設備や回収サービスが高コストであるために企業の収益性が低くな

る問題や、消費者が冷蔵庫やエアコンのサービスを非公式セクターに大きく依存している問題に

ついて、調査分析を行い対処案の検討を行う必要がある。また、企業や消費者へのフロンガスの

回収と処理に関する法規制の啓発活動を行うことが、重要である。

そのうえで、ライセンスの登録企業を増やすために、企業に登録に必要な回収技術を持った人

材がいなくても、DENR が公認するトレーニングに参加して、フロンガスを回収するための知見

や技術を習得できるような教育支援が必要である。

フロンガスの回収企業へのフロンガス回収トレーニングを実施して、登録企業が増加した場合

でも、当面は、セメント企業のセメントキルンの活用で対応可能と考えられるが、将来、セメン

ト企業の処理対応能力が限界を超える場合を想定して、フロンガス破壊処理施設を導入するため

の適用可能な技術の選定や処理施設に施設を導入した後の施設運用に関する DENR 職員への能力

強化支援が必要である。その際、フロンガス破壊処理施設に適用可能な技術には、本邦企業の技

術の活用が期待される。

4) ドナー支援状況

表 2-59 ドナー協力案件の状況（RAC 産業） 

協力パートナー プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

ADB フルオロカーボンのライフサイクル管理の促進、技術協力、

フルオロカーボンのライフサイクル管理に関する先進技術と

革新的な解決策の選択肢を提供する

DENR 2021 年～ 

環境省 「令和 2 年度脱炭素社会実現のための都市間連携事業委託業

務【ケソン市における脱炭素都市形成支援事業（省エネ 空調

（フロン処理計画）） 】」、大阪市がケソン市でニーズの高い

空調省エネ分野とフロン回収・破壊分野において、温室効果

ガス排出量の削減並びにフロン類のライフサイクルマネジメ

ントに寄与する JCM設備補助事業を検討。この成果が、次の

丸紅（株）JCM「フロン類の回収スキーム構築・混焼型施設

導入実証事業」に繋がっている。

DENR 2020 年～

2021 年 

環境省 JCM「フロン類の回収スキーム構築・混焼型施設導入実証事

業」、Delsa 社が、マニラ地域においてフロン類回収・破壊プ

ロジェクトを実施し、JCM クレジットの創出および取得する

もの。混焼型破壊設備は、現地でセメント製造業を営む

Holcim Philippines 社のセメントキルン炉を活用。 
本邦企業：丸紅（株）

Delsa 社 2021 年～ 

出典：JICA 調査団 

(5) 石油化学産業

1) 関連政策・計画

石油化学産業における気候変動対策に関わる政策として、鉄鋼産業と同様に、エネルギーの効
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率的な使用を目指す EEC 法がある。 

2) 気候変動対策の取組み状況および課題 

石油化学産業では、プラスチック製品の原料となるエチレンやプロピレンなど石油化学基礎製

品を、石油を分解して得たナフサを高温で熱分解させて製造している。ナフサクラッキングで製

造したエチレンを用いてポリエチレン を 1 トン製造 する場合、約 4.5 トンの CO2 が排出されると

言われているため、世界の潮流では、プラスチック製品の製造時に CO2 の排出の少ない植物起源

のナフサ（バイオナフサ）を使用して CO2 排出を減らす取組みが始まっている。 

しかし、フィリピンでは、NDC 政策措置で、化石燃料起源のナフサの一部を植物起源のナフサ

に代替して CO2排出を減らすことを目標として掲げている。 

3) サブセクターが抱える課題 

しかし、フィリピンでは、NDC 政策措置で、化石燃料起源のナフサの一部を植物起源のナフサ

に代替して CO2 排出を減らすことを目標として掲げているが、バイオナフサの利用は進んでいな

い。 

課題としては、バイオナフサは世界で数社（Neste社等）でのみ製造されており、すべて海外か

ら輸入することになるため、また、バイオナフサの価格が化石燃料起源ナフサの 2～3 倍と非常に

高いため、調達コストが上昇し企業の採算性が低下することである。そのため、企業に製造およ

び活用の意欲が沸かず、バイオナフサの活用は全く進んでいないのが現状である。 

4) 支援ニーズ 

石油化学産業では、フィリピン政府の気候変動への取組みに対応するためには、バイオナフサ

の活用は採算性があると企業が考え、積極的にバイオナフサを活用するような環境づくりが必要

である。 

そのため、バイオナフサを海外から輸入することに対する税優遇など経済的なインセンティブ

制度の設計支援が必要である。 

5) ドナー支援状況 

特になし 

(6) EV 関連産業 

1) 関連政策・計画 

フィリピン政府は石油燃料依存からの脱却および裾野の広く国際分業体制が進む EV 業を輸出

産業に成長させるべく法律やロードマップの策定、インセンティブの設定などの方策を打ち出し、

EV の普及ならびに EV 産業の育成に力を入れている。 

CREVI によればフィリピンでは 2021 年に DOTr に登録されている全車両（セダン、公共交通車

両、バス、バイク等を含む）1,300万台のうち EVはわずか約 9,000台弱である。うちセダンが 347

台、SUV（Sports Utility Vehicle）/UV（Utility Vehicle）が 1,168 台、バイクが 8,105 台、バスが 44

台、トラックが 2 台となっている。 
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現在国内には 11社の EVパーツメーカー、7社の EV輸入業者が存在するが、フィリピン政府は

現在国内製造が進んでいないバッテリーの開発や車両の設計・製造・メンテナンス・テストなど

幅広い分野での参入と人材開発についても意欲を示している。 

(a) 電気自動車産業開発法（EVIDA） 

2022 年 4 月に成立した電気自動車産業開発法（RA11697、EVIDA：Electric Vehicle Industry 

Development Act）は、フィリピンにおける電気自動車（乗用車やバスのみならず E-ジプニーや E-

トライシクル、E-バイク等も含む）や充電ステーション、関連機器や部品などの製造、開発、取

引および利用などの促進において各省庁の果たすべき役割を規定するほか、特定企業や LGUs の

社用車に占める EV の割合目標（詳細は EV 産業包括的ロードマップ（CREVI：Comprehensive 

Roadmap for the Electric Vehicle Industry）で規定）、製造者・輸入者・利用者に対する以下の通りイ

ンセンティブについて定めている。また、銀行に対して、EV の取得や充電ステーションの建築

等にかかる資金をより譲許性の高い条件で貸し出すことを奨励している。 

表 2-60 EVIDA に示されているインセンティブ一覧（抜粋） 

製造者への 
インセンティブ 

EV の製造・組み立て・部品製造や充電ステーションの設置・運営、開発センター等

EV 関連産業を戦略的投資優先計画（Strategic Investment Priority Plan、SIPP）における

優先産業分野としての位置づけを検討する（その後 2022 年 6 月 10 日発効した 2022 年

SIPP では優先産業分野の Tier2 産業として位置づけられている） 

DTI-BOI は 2015 年の大統領令 182 号にて実施された包括的自動車産業振興戦略プログ

ラム（CARS プログラム、Comprehensive Automotive Resurgence Strategy Program）の EV
版を提案する 
（CARS プログラムについては本章にて後述） 

輸入者への 
インセンティブ 
 

完成車の輸入においては 2018年の RA10963（TRAIN法、Tax Reform for Acceleration and 
Inclusion）に沿ったインセンティブの対象とすることを検討する（現在 EV の完成車や

部品の輸入に関しては、2023年1月13日に発布された大統領令2023年12号（Executive 
Order No. 12, Series of 2023）において 5 年の時限付きで、輸入関税の免税/低減税率適応

措置がなされている。） 

完成車、部品、充電ステーション、それらを製造するために必要な機器を SIPP の対象

分野とすることを検討する（その後 2022 年 6 月 10 日発効した 2022 年 SIPP では優先産

業分野の Tier2 産業として位置づけられている） 

利用者への 
インセンティブ 
 

車両登録税の減免 

コーディング制の対象外となる特別なナンバープレートの発給と車両の優先登録 

EV のみを利用して事業を実施する公共交通事業者に対して事業登録をより迅速に行う 
出典：Electric Vehicle Industry Development Act 

 

(b) EV 産業包括的ロードマップ（CREVI） 

EVIDA を実施するためのロードマップとして 2023 年に DOE が定めたのが Comprehensive 

Roadmap for the Electric Vehicle Industry（CREVI）である。CREVI では、2040 年時点での国内の全

車両台数（セダンのみならず、バイク、バス、トラック、ジプニー、トライシクルなどすべて含

む）に占める EV 比率 10%の場合の「BAU シナリオ」および EV 比率 50%の「クリーンエネル

ギーシナリオ」、それぞれのシナリオにおいて①EV および充電ステーション、②製造、③人材育

成、④研究開発の 4 つの分野における短期・中期・長期のアクションプランと具体的な活動や各

省庁の果たすべき役割について規定している（下表参照）。 
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表 2-61 CREVI における両シナリオのターゲット 

BAU シナリオ 
（EV 10%） 

クリーンエネルギー

シナリオ（EV 50%）

短期

（2023-2028 年） 
EV 車両数 311,700 台 2,454,200 台 

充電ステーション数 7,300 か所 66,500 か所 

中期

（2029-2034 年） 
EV 車両数 580,600 台 1,851,500 台 

充電ステーション数 14,000 か所 41,800 か所 

長期

（2035-2040 年） 
EV 車両数 852,100 台 2,001,600 台 

充電ステーション数 20,400 か所 39,800 か所 

出典：Comprehensive Roadmap for the Electric Vehicle Industry（CREVI） 

2) 気候変動対策の取組み状況および課題

EV の普及自体が気候変動対策に資するとして、フィリピンでは様々な対策が行われている。

特に 2017 年からは公共交通車両（バス、ジプニー、トライシクルなど）の近代化および電化を推

し進めているところである。政府は特に排気量の大きい旧型のジプニーなどの新型車種への買替

やルートの統廃合などの施策を実施している。

製造面では、インドネシアやタイなどの ASEAN 近隣諸国に後れを取っている状態であり、海

外からの輸入と国内での製造業の育成のバランスを取りながら成長させていく必要がある。

(a) 公共交通車両の EV 化に関する取組みと課題

庶民の足であるジプニーについては DOTr が 2017 年より公共交通車両（PUV）近代化プログラ

ム（PUVMP：Public Utility Vehicle Modernization Program）を実施し、Euro4 基準に準拠したエンジ

ン搭載モデルのジプニーおよび E ジプニーへの転換を進めている他、国営銀行である Land Bank

やフィリピン開発銀行（DBP）を通じた買替への低金利融資、事業者の組合化、ルートの適正化

などの取組みを行っている。

PUVMP は DOTr の省令 2017-011（Omnibus Guidelines on the Planning and Identification of Public 

Road Transportation Services and Franchise Issuance or the Omnibus Franchising Guidelines）を根拠とし

ており、DOTr の陸運統制委員会（LTFRB：Land Transportation Franchising and Regulatory Board)が

担当部局となっている。さらに省令 2018-024 によりプロジェクトマネジメントオフィス（PUV 

Modernization Program-National Project Management Office, PUVMP-NPMO）および地方事務所が設

立され、PUVMPの実施を担っている。2022年に制定されたEVIDAによりEVへの転換が PUVMP

の中にも組み込まれることとなった。

なお、PUV の定義は料金を徴収して旅客もしくは荷物を運ぶ車両とされており以下の種類の車

両を含んでいる：

 UV Express： エアコンのついた車両で 2 キロ以内の範囲で特定のポイントで乗客を乗降

させる車両。国内で 120 路線以上が存在する。通常 10－18 人程度を乗せられる車両で、

トヨタ自動車の Hiace やいすゞ自動車の D-Max Hi-Lander などの車種が多く用いられてい

る。

 Public Utility Buses (PUBs)：路線バス 
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 Public Utility Jeepneys (PUJs) : ジプニー 

 Transport Network Vehicle Services (TNVS)：Grab や Transportify などの配車サービスを通じ

てサービス提供する車両。通常エアコン付きのセダン。 

 Filcab：主にセブ島で利用されている 11 人程度の乗客を乗せられる車両を用いた乗り合

いタクシー。 

 タクシー 

課題としては以下に挙げられる製造基準や認証制度の不在、買い替えに際しての資金不足、事

業者からの反発などがあげられる、 

 製造基準や認証制度の不在 

フィリピンでは石油燃料車も含め、独自の認証制度は確立されておらず、海外での認証をその

まま自国での認証とする相互認証を行っている。JICA は 2011 年～2012 年に「フィリピン共和国

自動車型式認証プロジェクト」を実施し、フィリピンが「車両並びに車両への取付け又は車両に

おける使用が可能な装置および部品に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこ

れらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定（1958 年

協定）」に参加するためのロードマップを策定した。その後、2013 年～2015 年には国土交通省が

日 ASEAN 統合基金（Japan-ASEAN Integration Fund: JAIF）を活用して専門家派遣等を通じて 1958
年協定への加盟を支援してきた。 

そのため、石油燃料車やセダンタイプの EV については他国の認証をフィリピンで認証に用い

ることができているが、フィリピン固有の車種であるジプニーやトライシクルについては何の基

準も存在していないことが問題となっている。ジプニーやトライシクルに関しては、国内生産が

行われているが、製造における基準や認証制度が確立されていないため、各メーカーが異なるス

ペックで生産しており、100 以上のモデルが存在する。基準や認証が存在していないことにより、

①特に旧型のジプニーやトライシクルからの排ガス量を抑制できない、②メンテナンスが困難で

ある、③生産が受注生産ベースであり安価な大量生産ができない、④安全性の低い車両が公道を

走っており、実際にバッテリー火災なども発生していることなどが問題となっており、E ジプ

ニーや E トライシクルの基準の制定や、量産体制の確立が課題となっている。また、基準を策定

した上で安全基準、走行速度、ブレーキ性能等をテストし、認証する制度の設立も必要である。 

加えて、現在フィリピン国内には車両のテスト設備やテスト技術者がおらず、上記課題を解決

するための人材育成、インフラ整備などの環境整備も今後必要である。 

 ジプニー事業者による金融アクセスの難しさ 

ジプニー事業者はほとんどが家族経営や零細事業者で、PUV 近代化プログラムにより組合化が

進んだ。より環境性能の高い Euro4 以上の基準を満たす新型車両もしくは EV 車両への買替につ

いては、5-6-7-8パッケージ（5%の頭金、6%の金利、7年の融資期間、8万 PHPの補助金、現在は

16 万 PHP に増額）と呼ばれる支援が準備されている。国営の DBP や Land Bank が 6%、7 年の融

資を行っているが、審査に時間がかかることや、車体価格が 130 万～300 万 PHP 程度ということ

を考えると補助金が十分ではない、頭金の支払いが難しいなどの課題が残されている。政府は補

助金の金額を 36 万 PHP に増額することを検討しており、それには 642 億 PHP が必要と試算され
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ているが、2022 年に割り当てられた政府予算は 18 億 PHP、2024 年は 13 億 PHP にとどまった51。 

 ジプニー事業者による車両近代化プログラム（PUVMP）への反発 

2017 年に始まった PUVMP ではジプニー事業者の組合化、ルートの適正化、15 年以上利用され

ている旧型車両から新型車両（Euro-4 基準エンジン搭載車もしくは E ジプニー）への買替を促進

している。しかしながらそれらの方策は、事業者への負担が大きい、補助金が十分ではない、零

細事業者を冷遇するものとして反発も多く、Manibela、PISTONなどの事業者グループが何度もス

トライキを含めた抗議デモを行っている。15 名以上のメンバーを持つ組合の結成は当初 2023 年 6

月 30日を期限としていたが、2023年 3月のデモを受け、2023年 12月 31日まで延長された。2023

年 12 月にも大規模な抗議デモが行われ、70%近くの事業者が PUVMP に賛同しているとして、当

初期限の再延長はない旨大統領が声明を発表していたが、2024年 4月 31日までの再延長が決定し

ている52。 

なお本調査内では EV 産業促進プログラムを強化プログラムの一つとして想定しているが、そ

れぞれのプロジェクト案は E ジプニーの基準を制定し価格の低下と安定を計るもの、新しい産業

の振興を促進するもの、買い替え時のより低金利な資金を提供するもの等を主眼としており、事

業者グループの反発を受けるような種類の協力ではない。 

 廃車の不適正処理 

フィリピンでは適切な廃車（End of Life Vehicles: ELV）の処理がなされておらず、現在でも ELV

の処理には大きな課題がある。2025 年には 14 万台になるとも言われている ELV は正しく処理を

されれば再資源化や再利用が可能であるが、ELV に関する法規制がなくインフォーマルなスク

ラップ工場などで解体がされていたり、路上に打ち捨てられている事態も発生している。 

PUV 近代化プログラムでは、プログラム内で買い替えを行った廃車を処理するための認定スク

ラップ工場制度を進めており、17 の地域すべてに最低一か所ずつは認定工場がある状態が望まし

いとしているが、認定できるような工場がなく、現在認証を受けているのは 1 工場のみである。

認定工場が十分に整備されれば、将来的には認定工場で処理をすることで補助金を出し、新車両

購入代金に充てる制度が運用される予定である。 

(b) EV の国内製造や産業育成に向けた取組みと課題 

CARS プログラム（Comprehensive Automotive Resurgence Strategy Program）は 2015 年にフィリピ

ンの自動車製造業を支援するために開始されたプログラムで、フィリピン国内で製造され販売も

しくは輸出される車種を選定し、その製造者に対して補助金と免税等の優遇措置を行う施策であ

る。トヨタ自動車の Vios と三菱自動車の Mirage が選ばれており、2018 年から 6 年間で 20 万台ず

つを製造することとなっていた。Covid-19 のパンデミックにより製造や販売が影響を受けたこと

から、2023 年に 5 年間の延長が発表された。 

フィリピン政府は現在 CARS プログラムの EV 版（EVIS：Electric Vehicle Incentives Scheme）を

策定中で詳細は 2024 年中にも発表される見通しである。なお、日系メーカーではホンダが 2020

 
51 https://www.congress.gov.ph/photojournal/zoom.php?photoid=5537 
52 https://www.congress.gov.ph/photojournal/zoom.php?photoid=5537 
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年 3 月に、日産が 2021 年 3 月にフィリピンにおける四輪車の生産から撤退している。 

CARSプログラムおよびEVISプログラムの実施はBOI内に設置されているCARS Program Office

が行っている。 

 輸入関税の減免措置による国内産業育成への打撃 

EV の普及を目的として 2023 年 1 月 13 日に発布、2 月 20 日に発効された大統領令 2023 年 12 号

（Executive Order No. 12, Series of 2023）では 5 年の時限付きで、輸入関税の免税/低減税率適用措

置がなされている。EV 車（セダン、ゴルフカート、トラック、自転車、スクーターなど）の関

税を 0%（ガソリン車は 30%）としているが Eバイクは免税対象外（30%の課税あり）となってい

る。 

本政策を受けて、EV 価格の低減や普及に寄与していると考えられる一方で、フィリピン国内

での EV 関連部品製造中止や、FDI 計画の撤回がなされるなどフィリピン国内の EV 製造業に影響

を与えており、EV 普及バランスを取りながらの国内 EV 産業育成が課題となっている。発効から

1 年を迎える 2024 年 2 月に NEDA が政策レビューを行うこととなっている。 

 バッテリー問題を含む EV 製造における障壁 

EV 全般の製造に向けた障壁については CREVI にて分析されている。バッテリーは EV の車両

価格の実に 40%程度を占めることから、フィリピンがバッテリーのサプライチェーンの一角をな

すことは、今後の国内生産を見据える上でも重要と位置付けられているが、国内製造に向けては、

技術面・資源面・コスト面での課題が指摘されている。現在フィリピンでは、8 社のバッテリー

メーカーが存在するが、小型電子機器に使われるものの製造が主でほとんど EV 用バッテリーの

国内生産は行われていない。まだ、バッテリーモジュール設計ができるエンジニアの育成も課題

である。 

資源の面では、資源の一部を産出しているものの、精製技術に課題が残されている。フィリピ

ンはバッテリーの原料となるニッケルやコバルトの生産国であり、コバルトの生産量は世界の

3%を占めている。ニッケルに関しては産出されるニッケルラテライト鉱石は純度が低いため、特

殊で高価な高圧硫酸浸出精製（High Pressure Acid Leach: HPAL）が必要である。現在住友金属鉱山

がフィリピンで 2 工場を操業しているが、それらはすべて輸出され日本で最終処理が行われてい

る。CREVI ではバッテリーに必要な資源を自国でコントロールできていないことが課題としてあ

げられており、インドネシアのように HPAL 工場を誘致すると同時に国内で生産されるニッケル

の輸出を制限し国内精製へのインセンティブを高める必要性について言及している。 

コスト面では、バッテリーの製造ラインは消費電力が著しく高いため、電力料金の高いフィリ

ピンでの製造はコスト高となることが課題として挙げられている。 
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表 2-62 バッテリー国内製造への障壁 

出典：CREVI より調査団作成 

(c) EV の国内普及に向けた取組みと課題

EV 自動車産業においては、EV 普及に向けた障壁として設備面では充電インフラの不足が挙げ

られる。CREVI によれば、2022 年現在フィリピン内には 338 の充電ステーションがあるが、DOE

に正式に登録されているのは 32 か所に留まる。また、338 の充電ステーションの大半がマニラ首

都圏（NCR）および NCR 近郊のケソン市などを擁する Region IV（カラバルゾンエリア）に集中

している。充電ステーションの増設は EV 普及において最も重要な施策の一つであるが、COVID-

19 の流行による経済の停滞や新車販売台数の低下など経済の不確実性が続いたことも設置が遅れ

た要因の一つと考えられる。二輪車・三輪車に関しては、Pilipinas Shell 社と SUN Mobility 社が提

携し、Shell が展開するガソリンスタンドに SUN Mobility 社が販売する二輪・三輪車ためのバッテ

リー交換ステーションを設置する試みが始まっており、今後、他ガソリンスタンドチェーンとの

間でもこうした取組みが広がっていくことが期待されている。

3) 支援ニーズ

EV 自動車産業では、以下のニーズが挙げられた。 

 国内製造が主である E ジプニーの製造基準作成と標準化および認証施設設立支援を含む

認証システムの確立‐なお、前述の通りフィリピン国内には石油燃料車を含め固有の認

証制度は存在していないものの、相互認証を行っている。他方でフィリピン特有の車両

である E ジプニーに関しては全く基準が存在しないため E ジプニーの認証制度が最も優

先度の高い課題として挙げられている

 EV の輸入関税の免税/低減税率政策に対する製造サイドへの影響および EV 普及促進効果

等のインパクトレビュー

 E ジプニー事業者（組合）向けの買替資金の低金利融資 

 E ジプニーを含む EV 製造業者向けの設備投資のための低金利融資 

4) ドナー支援状況

表 2-63 ドナー協力案件の状況（EV 関連産業） 

協力
パートナー

プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

UNDP/GEF Low Carbon Urban Transport Systems 
EV を含む低炭素都市交通システムに向けた環境整備を目的とし
たプロジェクト。政策立案および実行支援、啓発活動、技術協
力、資金援助など。パイロット地域はバギオ市、イロイロ市、
パシグ市、サンタローサ市

DOTr 
（DOE,DTI、
DOST、
TESDA） 
バギオ市、イ

実施中
(2019-) 

バッテリー製造における障壁 二輪 三輪 セダン バン ジプニー バス
埋蔵ニッケルの低純度
外国によるリチウム電池原料供給のコントロール
国内における需要不足
HPALの投資コスト高
脆弱な国内サプライチェーン
電力とオペレーションコスト高
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協力
パートナー

プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

ロイロ市、パ
シグ市、サン
タローサ市

UNEP “Integrating Electric 2&3 Wheelers into Existing Urban Transport 
Modes in Developing and Transitional Countries” under the Global 
Electric Mobility Program 
フィリピンはアジアとアフリカの 6 ヵ国で UNEP が実施してい
る、「発展途上国および過渡期国における既存の都市交通手段へ
の電動 2・3 輪車の統合」イニシアチブの重点国のひ 
とつで ICE 車からから電動およびモーターなしの 2 輪・3 輪車へ
の移行を目指すプログラム。パイロット都市としてパシッグ市
が選ばれ、フィリピン郵便公社と地元自治体との協力のもと、
都市部の貨物輸送（郵便や小包の配達など）に小型 EV の利用
が検討されている。

DOTr、パシグ
市

終了（2022
年）

UNIDO Accelerating the adoption and scale-up of electric mobility for low-
carbon city development in the Philippines 
革新的な技術を用いた充電ステーションの拡充、電動 3 輪のビ
ジネスモデル開発、e-モビリティ産業発展のための政策環境の
整備と投資拡大のための技術協力

DOE、DOTr 実施中
（2020-） 

UNIDO UNIDO e-mobility ASAP Project 
5 都市において 10 事業者程度を選定し、e-PUV を用いた様々な
パイロットプロジェクトを実施

DTI, DOTr 実施中
（2023 年 10
月‐2027 年
7 月） 

ADB Davao Bus Project 
EV バスの利用を含めた公共交通システムの整理統合を通じて持
続可能で利便性の高い公共交通システムの構築を行う。2024 年
中にもジプニーをゼロにし、Euro5 以上のエンジンを搭載したバ
スまたは EV バスへの切り替えを予定。

DOTr、ダバオ
市

実施中
（2021-） 

JICA 環境負荷を低減する電動三輪自動車(E トライシクル)都市交通シ
ステムの普及・実証事業（民間連携、BIMAC 社）

ケソン市 終了（2019
年 6 月） 

出典：JICA 調査団 

(7) 業界横断的取組み（製品廃棄物管理）

1) 関連政策・計画

(a) 拡大生産者責任法（Republic Act No. 11891、Extended Producer Responsibility Act: EPR 法）

廃棄物管理全般については 2001 年に制定された廃棄物管理法（Republic Act No. 9003、

Ecological Solid Waste Management Act of 2000）がある。この法律は、フィリピン国内での廃棄物

の適切な管理、リサイクル、廃棄物削減などを推進し、持続可能な廃棄物管理システムの確立を

目指すものである。

2022 年 7 月には拡大生産者責任法（EPR 法、Republic Act No. 11891、Extended Producer 

Responsibility Act）が制定され、プラスチック梱包を用いた製品を製造した企業は、消費者に販売

され、使用された後に、その製品に利用されたプラスチック梱包の適切かつ効果的な回収、処理、

リサイクル、または処理に責任を持つことが義務付けられた。この法律の施行により、よりプラ

スチックを利用しないような梱包や商品の設計、プラスチック廃棄物発生量の減少、アップサイ

クリングやリサイクルを通じたプラスチック寿命の延長を促し、GHG 削減および自然環境への負

荷を低減させることが期待されている。なお対象となるプラスチックはペットボトルや化粧品・

シャンプーなどのボトル、ストロー、カップ、食品トレイ、ビニール袋、発砲スチロールなど主

に日用消費財の容器や運送・販売のための包装材などである。
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EPR 法では総資産額が 1 億 PHP を超える大企業に対して、2023 年末までに前年のプラスチック

包装量の 20%を、2024 年末までに 40%を、最終的には 2028 年末までに 80%を回収することを求

めている。回収においては、社独自で行う、数社でまとめて行う、生産者機構（PRO、 Producer 

Responsibility Organization）を通じて回収を行うこととなる予定である。対象となる企業は2023年

2 月までに EPR 計画書を策定し、DENR-EMB が事務局を務める National Solid Waste Management 

Commission（国家固形廃棄物管理委員会）内に設置された National Ecology Center に提出すること

が求められていたが、2023 年 11 月時点で対象企業 4000 社のうち提出したのは 709 社にとどまっ

た 。EPR 法の順守状況は毎年監査済みの ECAR（EPR Compliance Audit Report）を提出することと

なっており、利用量・回収率などを報告する必要が生じる。初回の 2023 年分のレポートの提出期

限は 2024 年 7 月 15 日である。 

EPR 法には罰則も設けられており、EPR 計画書を提出しなかった場合、虚偽の報告をした場合、

および目標を達成的なかった場合には罰金が課せられる。1 度目の違反は 500 万 PHP～1,000 万

PHP、2度目は 1,000万 PHP～1,500万 PHPと高額である上に、3度目は 1,500万 PHP～2,000万 PHP

以下および順守するまでの営業停止という厳しい罰則である。回収目標を達成できなかった場合

には、上記金額もしくは回収リサイクルにかかる費用の二倍の金額のどちらか高い方を罰金とし

て科せられる。 

2) 気候変動対策の取組み状況および課題 

OECD によればプラスチックは世界全体の GHG 排出の 3.4%を占めており、そのうち 90%は製

造時に排出される 。そのため、製品設計の段階で利用量を減らすこと、回収・再利用の割合を増

やすための取組みが行われる必要がある。 

フィリピンでは 2019 年の時点で年間約 215 万トンのプラスチックが利用されている。世界自然

保護基金 WWF（World Wide Fund for Nature）によれば、内訳は以下の通りで、セメントキルン混

焼/代替固形燃料として利用されているのが 2%、リサイクルされているのは 9%とされ、大部分が

リサイクルされることなく埋め立てまたは不法投棄されている 。 

 
図 2-40 フィリピンにおける廃プラスチックの回収・処理状況 
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WWF の試算では EPR 法に定められた目標が達成できればフィリピンのプラスチック消費量の

うち 40%が回収・リサイクル/適正処理されることになるとされており、EPR 法の推進に向けた

様々な取組みが官民双方で行われている。 

DENR は、企業の ERP 推進に向けた活動をサポートする職員の研修を 2023 年 3 月に UNDP の

支援で実施した。研修を受けた職員は各地域で EPR 法に関する情報の最前線に立つとともに、民

間部門、LGU、廃棄物処理業界の関係者を対象とした今後の研修で、リソーススピーカーとして

活躍する予定である。また、日本政府も UNDP を通じて実施している NDC 達成に向けた支援プ

ロジェクト「Accelerating NDC through Circular Economy in Cities Project」（ACE Project）の一環とし

て、DENR と UNDP の LOOPFORWARD（Linking Opportunities and Partnerships Towards Circular 

Economy through EPR）キャンペーンをサポートしており、業界団体や政府関係者を招いたワーク

ショップやセミナーなどを共同開催している。 

民間では、2022 年 7 月に EPR 法が成立する以前の 2014 年に生産者責任機構（PRO、 Producer 

Responsibility Organization） で あ る PARMS (Philippines Alliance for Recycling and Materials 

Sustainability)が発足した。なお、生産者責任機構（PRO）とは OECD が定義するもので、各対象

企業が EPR を実施するのを支援する組織を指す。フィリピンではまだ実施されていないが、各生

産者がそれぞれ自社製品の回収を行うことは現実的ではないことが多いため、複数の生産者が

PRO に料金を支払い回収やリサイクルを委託するシステムが確立されている国も多い。日本にお

いては公益財団法人日本容器包装リサイクル協会が PRO として事業者や自治体と連携して容器包

装リサイクル法で課せられるリサイクル部分を担っている。 

味の素、コカ・コーラ、ペプシ、ネスレ、ユニリーバ、P&G などの日用消費財大企業などをメ

ンバーとする PARMS は、“Zero Waste to Nature 2030”（2030 年までに自然環境への廃棄物投棄ゼ

ロへ）を目標に掲げ、EPR 法の監督省庁である DENR、DENR-EMB が事務局を務める国家固形廃

棄物管理委員会（NSWMC：National Solid Waste Management Commission）や National Ecology 

Centerと協働し、生産者側の立場から EPR法の推進をサポートしている。それ以外にも Philippine 

Business for Environmental Stewardship が廃棄物の排出者と買取希望者のマッチング を行う Waste 

Exchange Program の取組みをはじめとして企業への研修や情報誌を通じた情報発信などの活動も

行っている。 

EPR 法の成立により、プラスチックの回収や再利用に向けた道筋が作られた一方、実際の運用

面では、以下のとおり課題が残されている。本来 2023年 2月までに EPR計画書を提出することと

なっていた対象企業約 4,000 社のうち 2023 年 11月時点で提出できているのは 709社にとどまる。

また、対象企業は資産 1 億 PHP 以上の大企業ではあるものの、どのように回収やリサイクルをし

ていくかの計画策定ができていない。提出率が低いことの要因として日系企業とのインタビュー

時に挙げられていたのは、業者の選定が困難で実現可能な計画を立てるのが難しく計画の策定が

できないとのことであった。業者から法外な価格を提示されたり、委託した業者が最終的に適正

な処理やリサイクルをしているのか確認できず、信頼できる業者の選定に苦慮しているとのこと

であった。提出期限が EPR 法成立の半年後とタイトなタイムラインであったことも要因の一つと

して挙げられる。 
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EPR法の対象企業は 2022年中に利用したプラスチック包装量の 20%相当分を回収・リサイクル

/処理することが求められているが、企業側に回収やリサイクルをしたいという意思があっても、

下記のような点から、完全に履行されるまでには時間がかかると考えられる： 

 信頼できる業者の選定が困難 

 業者に法外な価格を提示された結果、罰金よりも回収費用のほうが高額となる 

 一般消費者に渡った回収対象商品が一般家庭ごみとして分別されずに回収されているた

め回収自体が困難 

 適用対象となる製品の範囲が複雑 

 企業の財政的負担が大きい 

上記に示した通り、企業側も信頼のできる回収・リサイクル業者の選定に苦慮していることが

窺えるが、もともと DENR に登録されているリサイクル業者が限られており、インフォーマルな

形で回収・処理されている割合が高く、依頼した業者が本当に適切に処理しているのかトラッキ

ングが難しいという現状がある。 

加えて、これまで廃棄物処理は LGUの責任とされてきたが、EPR施行により責任が分散される

ことになるため、企業、LGU、回収業者（フォーマル/インフォーマル）、リサイクル業者 PRO な

ど関係者間の連携・責任および費用負担の整理が必要である。例えば先行して類似の法律を施行

している国においても責任の分担はまちまちであるが、日本においては分別回収は自治体が自治

体負担で担い、リサイクルにおいては PRO である日本容器包装リサイクル協会が行い、企業が費

用を負担、リサイクルによって得られた収益は自治体の収益となる仕組みが構築されている。他

方フランスでは回収は自治体が行うものの、費用は事業者と自治体で負担比率を取り決め、リサ

イクルは自治体が実施している53。 

これらの課題については、EPR 法施行後 UNEP、WWF、スウェーデン政府などが共同で White 
Paper を発表し政策レビューを行っている54。 

3) 支援ニーズ 

EPR 法の促進については、立法の過程から UNEP、UNDP などのドナーや NGO が支援を継続し

て実施している。今後の支援ニーズとしては、以下が特定された。 

 EPR 法の対象となっている企業が、法の求める要求事項を遵守できるような能力強化や、

どのようなオプションがあり得るかを示すワークショップなどの開催 

 企業および商工会議所などの企業団体・LGU・NGO・リサイクル業者の連携強化のため

のトレーニングやワークショップの開催 

 フィリピンの廃棄物処理において重要な役割を果たしているインフォーマルセクター

（ラグピッカーや登録されていないスクラップ工場、ジャンクショップ等）を巻き込ん

だリサイクルシステムの構築 

 
53 https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/resource/association/pamph/pdf/h27-tokuji-setu-1.pdf 
54https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/41846/EPR_withepaper.pdf?sequence=3&isAllowed=y 
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フィリピンには多くの日本企業が進出しており、EPR 法の対象となっている企業も少なくない

ため、製品廃棄物リサイクルのエコシステム構築はそれらの企業活動へのサポートともなる。

4) ドナー支援状況

表 2-64 ドナー協力案件の状況（産業分野横断事項‐製品廃棄物） 

協力

パートナー
プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

UNIDO、GEF Implementation of PCB Management Programs for Electric Cooperatives 
and Safe e-waste Management 
電子廃棄物における有機汚染物質管理やリサイクル等の能力強化

DENR 2023 年完

了

WWF No Plastic in Nature Initiative 
EPR 法成立の後押し、実施支援などを通じて 2030 年までに環境に

排出されるプラスチックをゼロにするための各種施策を実施

DENR 実施中

UNEP、
WWF、ス

ウェーデン等

EPR White Paper 
EPR 法施行後、遵守状況や今後取り組むべき課題についてまとめた

調査レポート

DENR 2022 年

11 月公表 

JICA フィリピン国リサイクル産業振興計画調査

プラスチック、鉄・鉄鋼、アルミニウム、ガラス、家電製品、パル

プなどのリサイクル産業の調査と政策提言

DTI/BOI 終了

（2006-
2008 年） 

JICA 先行／先進技術を通じた廃棄物適正管理能力強化プロジェクト

廃棄物発電・エネルギー回収を含む先進技術の導入促進に資する協

力を通じて中央政府および LGU の能力強化を実施（対象地域：ケ

ソン市、ダバオ市、セブ市）

DENR 終了

（2022 年

12 月） 

JICA ｢RECYINT｣ビジネスモデルの市場参入可能性にかかる基礎調査（民

間連携基礎調査、株式会社ツルオカ）

End of Life Vehicle (ELV)の解体・リサイクル事業に関する調査（対

象地域：マニラ首都圏）

DENR 終了

（2021 年

2 月） 

出典：JICA 調査団 

(8) 業界横断的取組み（中小企業支援）

1) 関連政策・計画

フィリピンにおいては全企業数の 99.6%が零細・中小企業（MSMEs）であり、GDP の約 40%、

雇用の約 63%を生み出している。中小企業法による零細・中小企業の分類は以下のとおり。 

 Micro Enterprises （零細企業）：従業員数: 1～9 人、資産規模（土地資産を除く）：300 万

PHP 以下 

 Small Enterprises （小規模企業）：従業員数: 10～99 人、資産規模（土地資産を除く）：

300 万 PHP 超 ～ 1,500 万 PHP 

 Medium Enterprises （中規模企業）：従業員数: 100～199 人、資産規模（土地資産を除

く）：1,500 万 PHP 超 ～ 1 億 PHP 

フィリピン経済において中小企業の果たす役割は大きくまた気候変動対策の点からも中小企業

の巻き込みは重要な課題である。

(a) 中小企業法（Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises、RA6977, 改正 RA 8289、改正
RA9501)

 中小企業をサポートするための国の指針を示した法律。

 中小企業の分類 零細・小企業・中企業の分類（従業員数および資産規模）
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 中小企業開発プログラム 中小企業発展を促進するための包括的なプログラムの創設を

提唱し、資金調達へのアクセス向上や技術サポートの提供を規定

 中小企業補償基金 改正RA8289では、中小企業のための補償基金の設立を規定。中小企

業が金融機関から資金調達をする際に保証を受けるための仕組み。

 中小企業金融制度 金融機関との協力を通じで中小企業向け金融制度を整備し、中小企

業に対する融資の促進を図る

 中小企業への優遇措置と支援 中小企業に対する税制上の優遇措置等を通じて中小企業

が成長しやすい環境の整備

(b) 零細・中小企業の発展を通じた雇用創出および包括的成長促進法（別称 Go Negosyo Act、
Republic Act No.10644）

中小企業振興とそれを通じた雇用創出および持続可能な発展を目指し、経済全体における

MSMEs の重要性を強調する法律。本法律のもと各自治体に DTI の出先機関である Negosyo Center

を設立し、MSMEs に対する研修・マーケティングなどの支援を行う。 

(c) グリーン経済開発プログラム（GED, Green Economic Development Program）

DTI の中小企業局（Bureau of SME Development）は、中小企業の気候変動への対応促進の一環

として、Green Economic Development（GED）プログラムを実施している。これは、産業界全般に

関連する中小企業の事業活動の環境および社会への影響に対する認識を高めるための研修プログ

ラムで、その目標は、クリーンな戦略を通じて、中小企業が気候変動への影響を減らし、環境悪

化を改善しながら競争力を向上させることである。このプログラムは、GIZ の支援で 2013 年から

2016 年に行われた技術協力プロジェクト Pro-GED から始まっており、現在は、GIZ の支援は終了

しているが、その際の成果をもとに、引き続いて、DTI は中小企業への人材育成支援をおこなっ

ている。

(d) グリーン製造に関するロードマップ（Greening the Philippine Manufacturing Industry Roadmap）

DTI が GIZ 支援を受けて策定した、フィリピン製造業をより環境に優しい産業に育成するため

のロードマップで、自動車、自動車部品、製紙、プラスチック、家具、量販住宅建設の 6 つの優

先分野において災害に強く、また環境に優しいビジネス成長を通じて国際競争力を高めるための

道筋とマイルストーンを設定。

(e) グリーン公共調達ロードマップ（GPP、Philippine Green Public Procurement Roadmap）

政府が公共調達を行うにあたり、より環境に優しい製品やサービスを選択するための方針やプ

ロセスを示すもの。入札書類や契約書において特定の環境基準への適合や入札者に対して環境へ

のコミットメントを求めるもので、政府機関がより環境配慮型の商品やサービスを選定しやすく

するためのガイドライン。

中小企業支援という観点においても、MSMEs が持続可能な製品やサービスを提供できる場合、

新たな市場への参入機会を広げたり、GPP が求める技術やイノベーションの導入、認証等の取得

により競争力の強化につながることが期待されている。また GPP の枠組みの中で政府や金融機関

が MSEMs が GPP に適合するための資金調達やサポートを提供し、より持続可能な事業を展開す

るために必要な資金やアドバイスを得ることができるような仕組みが整備される予定である。
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GPP の推進に当たっては、政府調達政策委員会（GPPB：Government Procurement Policy Board）が

担当機関となっている。

2) 気候変動対策の取組み状況および課題

政府による中小企業支援は、各自治体に設置された DTI の出先機関である Negosyo Center を通

じて行われている。

Negosyo Center は無料のビジネス相談や研修を提供している。コロナ禍では MSMEs に対して

Business Continuity Plan（BCP）のトレーニングも実施されていた。また、DTI はアジア災害対策

センター（ADPC：Asian Disaster Preparedness Center）と共同でアジア MSME 災害レジリエンス強

化プログラムを実施、MSMEs のレジリエンス強化を図っている。OECD の Strengthening climate

resilience レポートでも、災害や気候変動リスク対応策のトレーニング実施などの MSMEs へのア

ウトリーチにおいて Negosyo Center が果たせる役割は大きいとされている。

DTI の気候変動に係る予算は、DTI の本来業務の予算と区分されていないため明らかではない

が、気候変動に関する中小企業を対象とした産業人材育成は、そのトレーニングワークショップ

実施のための予算が年間約 80 万 PHP 程度割り当てられているとのことである。 

企業の気候変動対策は、企業の自助努力に任されており、政府による資金や人材育成への支援

がほとんど無いのが現状である。上場企業は、証券取引所によるサステナビリティレポートの作

成の義務付けによって、自社の努力で、環境や気候変動への取組みを実施している。一方、中小

企業は、資金的な余裕はなく、また自社に人材がいないことから、その取組みは進んでいない。

政府からの予算も限られており、支援は小規模にとどまっている。

レジリエンス強化などの適応策や事業立ち上げや拡大などのビジネス支援策は実施されている

ものの MSMEs が実施するビジネスからの GHG 排出を減らす方策については、人的資源や資金面

での制約から取組みが遅れている。要因として考えられるものは、企業内における省エネや排出

量の少ない機材への買替を促すためのインセンティブの不足や、それらの技術へのアクセスが十

分でない点があげられる。また、MSME 企業のみならず、彼らと日々接する機会の多い LGU 職

員や DTI の Negosyo Center 職員に対しての能力強化に対してもニーズが大きい。 

3) 支援ニーズ

中小企業への人材育成支援は、DTI 自身の予算は限られたものであり、実施のための資金面で

課題がある。より幅広い中小企業への気候変動緩和の取組みを支援するために、資金源が必要で

ある。中小企業側も、気候変動への対応に興味を持ち、より環境に優しいビジネスに移行したい

と考えたとしても、最終的に自己での資金調達の点で断念せざるを得ないため、参加は多くない

のが現状である。そのため、中小企業をひきつけ、参加を促すようなインセンティブを含むプロ

ジェクトの実施が必要である。

産業セクターの気候変動への取組みは、各企業の自助努力に依存しており、特にフィリピンの

企業数の 9 割以上を占める中小企業は、実施のための人材や資金不足のため、ほとんど進んでい

ない。また、中小企業の取組みを支援する DTI 中小企業局においても、活動資金は限られており、

年間の中小企業へのセミナーの実施回数も全土で 16 回と限定的であり、中小企業への設備導入へ
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の資金支援は行われていないため、それらに対する支援が必要とされている。

そのことから、中小企業への人材育成支援として、DTI の Green Economic Development（GED）

プログラムと連携して、気候変動にスマートなビジネスモデルの構築と、それに必要な気候変動

対策案（例、再エネ電力利用、エネルギー高効率機器や低炭素交通への転換など）を作成する能

力強化を実施する必要がある。併せて、中小企業により作成された気候変動対策案の実施のため

の JICA のツーステップローン(TSL)を含む資金調達プロセスも検討することが重要である。 

4) ドナー支援状況

表 2-65 ドナー協力案件の状況（産業分野横断事項‐中小企業支援） 

協力

パートナー
プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

GIZ 緑の経済発展プロジェクト、技術協力、中小企業に対する

Promotion Of Green Economic Development のトレーニングとマッチメ

イキングを提供。 （現在、GIZ の支援は終了したが、DTI は独自に

プロジェクトを実施中。）

DTI 2013-2016 

出典：JICA 調査団
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表 2-66 課題リスト（産業セクター） 

サブセクター 気候変動とセクターの状況 関連政策 取組み状況（ドナー支援含む） 課題 問題解決のための支援の方向性

セメント産業  フィリピンの産業セクターの 2020
年の GHG 排出量を見ると 16.772 百

万トン CO2e で、国全体の 8.2%
 産業セクターの気候変動対策の実

施については、政策や規制に基づ

いた実施のインセンティブや義務

付けがなく、業界や企業の自助努

力に任されている。

 上場企業は、Securities and Exchange
Commission (SEC) に よ る

Sustainability Report 作成の義務があ

るが、気候変動対策の推進を義務

付けているわけではない。

 セメント産業は、2010 年の GHG 排

出量では 6.477 百万トン CO2e で、

産業セクターの排出量の 77%

 鉄鋼産業は、2010 年の GHG 排出量

では 1.093 百万トン CO2e で、産業

セクターの排出量の 13%を占める

・NDC PaMs (DENR)
 セメント共焼プロセスにおける代替

燃料および原材料（廃棄物やバイオ

マス）の利用

 セメント工場における廃熱回収

（WHR）施設の設置

・DENR DAO 2010-006
「セメントキルンにおける代替燃料と原

材料の使用に関するガイドライン」

 セメント生産のためのクリンカーの

代替燃料や原材料（AFR）の共焼

（Co-Processing）を行う際に、従う

べき廃棄物の受け入れ基準や排出ガ

スの排出基準や、廃棄物の受け渡し

管理や文書化と報告の手続きについ

て、規定

・代替燃料と原材料の利用
 フィリピンのセメント産業では、12 企業のう

ち大手企業が、セメント製造プロセスにおけ

る代替燃料と原材料の利用に取り組んでお

り、今後の利用規模の拡大を予定している。

 上記大手企業 4社以外の中堅企業（セメント生

産能力ベースでは 12 社合計の内 25%）の取組

みは進んでいない。

・廃熱回収対策
 廃熱回収対策については、大手企業 1 社を除

く、ほとんどの企業で進んでいない。

 大手の Republic セメント社で、6MW の廃熱回

収設備を、2023 年の JCM 設備補助を活用して

導入する予定である。

・ブレンドセメント利用
 GHG 排出のより少ないブレンドは民間プロ

ジェクトでは利用が拡大している一方で、公

共事業は、DPWH が燃焼損失（LOI）8.0 のブ

レンドセメントの使用を許可しないため、ブ

レンドセメントの使用は制限されている。

【資金】
 セメント産業における代替燃料および

原材料（AFR）利用および廃熱回収対

策導入の遅れ

- AFR（代替燃料および原材料）利

用および廃熱回収（WHR）対策

ともに、投資回収期間が５年以上

と長く経済性が低いため、短期的

な商業メリットが小さいことか

ら、財務的な体力が大きくない中

堅企業が投資判断をしない。

- さらに、中堅企業は、対策技術導

入の経験や知見が十分ではないた

め、上記の経済性の低さと相まっ

て、対策への投資に二の足を踏む

原因となっている。

【制度】
 ブレンドセメントに関する DPWH

Bluebook と フ ィ リ ピ ン 国 家 規 格

（PNS）の基準の不整合によるブレン

ドセメント市場への負の影響

- DPWH とフィリピン国家基準と

の長期にわたる議論のため、公共

事業で利用が進まず、セメント業

界で、GHG 排出がより小さいブ

レンドセメントの生産拡大に二の

足を踏む状況となっている。

・セメント産業におけるAFR活用
可能性並びに廃熱回収実施可
能性調査（技術協力）

 AFR（代替燃料および原材

料）活用可能性調査（AFR
データベース作成含む）

 廃熱回収の導入可能性調査

 ブレンドセメントに関する技

術情報の収集支援

鉄鋼産業 ・NDC PaMs (DENR)
 鉄鋼産業からの GHG 排出量の削減

・廃熱回収対策
 鉄鋼産業は、輸入した鉄鋼半製品や国内で回

収された鉄スクラップを電気アーク炉や工業

炉で溶解して、最終製品に加工する業態を

とっているため、炉で使用するエネルギー削

減対策が重要である。

 CO2 削減のため、工業炉で空気と燃料の混合

比を自動で最適化して燃料使用量を削減する

技術や、電気アーク炉に投入する鉄鋼半製品

や鉄スクラップを炉の廃熱を利用して予熱す

ることで電気使用量を削減する廃熱回収技術

の導入など、取組みを始めているが、そのの

利用は、大手企業に限られている。

【資金】
 鉄鋼産業におけるエネルギー効率の高

い設備へ代替する対策の遅れ

- 廃熱回収技術の導入は、特に、最

初に大きな設備投資が必要である

が、、投資回収期間が５年以上

（７～10 年）と長く経済性が低

いため、短期的な商業メリットが

小さいことから、企業が投資判断

をしない。

- さらに、企業は、対策技術導入の

経験や知見が十分ではないため、

上記の経済性の低さと相まって、

対策への投資に二の足を踏む原因

となっている。

・鉄鋼産業エネルギー削減対策導
入可能性調査（技術協力

 廃熱回収導入可能性調査
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サブセクター 気候変動とセクターの状況 関連政策 取組み状況（ドナー支援含む） 課題 問題解決のための支援の方向性 
冷 凍 空 調
（RAC）産業 

 RAC産業は、2010年のGHG排出量

では 0.771 百万トン CO2e で、産業

セクターの排出量の 9%を占める 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 石油化学産業は、2010 年の GHG 排

出量では 0.019 百万トン CO2e で、

産業セクターの排出量の 1%以下を

占める 

・NDC PaMs (DENR) 
 冷凍空調（RAC）産業における低地

球温暖化係数（GWP）代替冷媒への

移行 
 

・モントリオール議定書のキガリ改正 
 20年間で HFCの消費量を 80%削減す

る 
 産業セクターが地球温暖化への影響

がより低い代替品へ移行することを

促す措置の導入 
 
・HFC の化学 物 質 管理 命 令(Chemical 
Control Order for Hydrofluorocarbons (HFCs), 
DAO No. 2021-31) 
 点検作業中の冷媒の適切な取り扱い 
 廃棄された冷凍・冷房設備から排出

される冷媒の適切な回収と処理を義

務付け 

・低地球温暖化係数（GWP）冷媒の利用 
 モントリオール議定書の下でのフロン規制に

従い、すでに HCFC 冷媒の輸入は禁止されて

いる。 
 冷蔵庫業界では、GWP が低い自然冷媒の

R600a(イソブタン、GWP:約 3)への移行が進ん

でおり、これにより GHG 排出量の低減が進み

つつある 
 エアコン業界では、国内企業の HCFC から

HFC への切り替えは、政府補助金を活用して

実施済である。一方で、HFC から GWP が低い

自然冷媒の R290(プロパン、GWP ：2 以下)へ
の移行は進んでいない。 

・エアコンからのフロンガス回収、廃棄 
 HFC の化学物質管理命令で、フロンガスの排

出は禁止されているが、ガスの回収処理は、

ほとんど行われていない。 
 冷蔵庫やエアコンのサービスは、安価で早い

ため、インフォーマルセクターが大きな割合

を占めており、適切な機器を持たないためフ

ロンガスを回収せず排気している。 
 現在、1 社のみフロンガスの回収・貯蔵ライセ

ンスの認定を受けているが、すでに必要なフ

ロンガス回収装置と貯蔵設備を所有している

こと、フロンガス回収技術を持った人材がい

ること等、企業に求められる条件は、品質と

信頼性を考慮して厳しいものであるとのこと

である。 
・フロンガス破壊処理施設の建設 
 フロンガスの破壊は、ガスの回収がほとんど

行われていないため、処理するガスが集まら

ず、ほとんど行われていない。 
 DENR は、現在は、フロンガスを回収するシ

ステムができあがっていないため、破壊処理

する施設は、セメント会社のセメントキルン

を活用することで対応する方針であるが、将

来、フロンガスの回収量が増えた場合、専用

の破壊施設が必要となる。 

【資金】 
 RAC 産業における低地球温暖化係数

（GWP）冷媒利用対策の遅れ 
- エアコン業界では、自然冷媒の

R290 を利用するためには、現行

の HFC 冷媒の製造ラインの変更

が必要で、新たな投資が必要と

なっている。 
- さらに、自然冷媒は海外からの輸

入に頼らざる得ないため、冷媒の

調達コストが上昇しエアコン販売

の採算性が低下することもあり、

企業が投資判断をしない原因と

なっている。 
 
 

【能力開発】 
 フロンガス回収処理登録企業の不足 

- フロンガス回収業務に収益性が低

いことや登録の要件が厳しいこと

で、フロンガス回収のための登録

企業が増えていない。 
 

 フロンガス破壊処理施設の技術選定や

施設運用に係る環境天然資源省職員の

経験、能力の不足 
- 大量のフロンガスを 1 か所で焼却

処理することの安全性に対する地

域住民の意識を考慮して、非焼却

方式が望ましいとDENRは考えて

いる。 
- フロンガス破壊処理に関し、非焼

却方式以外の技術案も含めて適切

な技術を選定し、さらに施設を導

入した後の施設運用に関し、

DENR 職員の経験や能力の不足が

懸念されている。 

・ RAC 産業低地球温暖化係数

（GWP）冷媒利用促進に係る制度

構築検討プロジェクト（短期専門

家派遣） 
 R290 の輸入関税への優遇措

置の検討 
 R290 に対応した製造ライン

改修への補助金制度の検討 
 
 
 
 
 
 
 
 
・民間企業向け適切なフロンガス

回収処理に係る技術トレーニング

（技術協力） 
 フロンガス回収処理の問題

（低収益とインフォーマルセ

クター依存）に関する調査の

実施と対処案の検討 
 フロンガス回収処理に関する

法規制の啓発活動 
 フロンガス回収業者の登録要

件を再検討 
 フロンガス回収手順書を作成 
 フロンガス回収トレーニング

の実施 
 登録企業への経済的インセン

ティブの検討 
 
 

 フロンガス破壊処理施設の技

術選定に関する支援 

石油化学産業 ・NDC PaMs (DENR) 
 エチレン生産における原料としての

バイオナフサの利用 

・バイオナフサの利用 
 化石燃料起源のナフサを利用していることか

ら、クラッキングのプロセスで CO2 が排出さ

れている。 
 NDC では植物起源のナフサを使用して CO2 排

出を減らすことを目標として掲げているが、

バイオナフサの活用は全く進んでいないのが

現状である。 

【資金】 
 石油化学産業におけるバイオナフサ利

用対策の遅れ 
- バ イ オ ナ フ サ は 世 界 で 数 社

（Neste 社等）でのみ製造されて

おり、すべて海外からの輸入する

ことになるため、バイオナフサの

価格が化石燃料起源のナフサより

2～3 倍と高く、調達コストが上

昇し企業の採算性が低下すること

から、企業が投資判断をしない原

因となっている。 
 

・石油化学産業バイオナフサ利用

促進に係る制度構築検討プロジェ

クト（短期専門家派遣） 
 バイオナフサの輸入関税への

優遇措置の検討 
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サブセクター 気候変動とセクターの状況 関連政策 取組み状況（ドナー支援含む） 課題 問題解決のための支援の方向性 
EV 自動車産業 
 

 交通セクターは 2020年のGHG イン
ベントリで交通部門は全排出量の
14.4%（29.431 百万トン CO2e）を
占めており、主要な GHG 排出源と
なっている 

 交通セクターは主な大気汚染の原
因となっており、世銀の試算55では
GDP の 6%に当たる 230 億 USD の
損失を出していると推定されてい
る。ジプニーやバスなどの公共交
通車両（PUV）を電化すること
で、0.0004USD/人キロのヘルスコ
スト削減につながるとしている 

 公共交通車両の電化は、電車など
の大量輸送手段の導入などと比べ
ても最も GHG 削減につながる方策
とされており、公共輸送車の
90%、一般車の 72%を電化すること
ができれば、2050 年には現在の電
源構成であっても 450 百万トン
CO2e、電源構成において再生エネ
ルギーが100%を達成できれば1,000
百万トン CO2e の削減になると試算
されている 

・電気自動車産業開発法 EVIDA (Republic 
Act No. 11697, The Electric Vehicle Industry 
Development Act) 
 EV の製造・利用・取引等を規定 

 EV 利用促進のための各種施策（ナン

バーコーディングからの除外、新規

施設等への EV 専用駐車場や充電ス

テーション設置などの義務付け） 

 
・包括的 EV 産業ロードマップ CREVI
（Comprehensive Roadmap for the Electric 
Vehicle Industry） 
 EV 産業振興のための 2040 年までの

ロードマップ 

 国内普及や産業振興と併せて 2040 年

までに EV の輸出産業化を目指す 

 
・公共交通車両近代化プログラム PUVMP 
(Public Utility Vehicle  Modernization 
Program, DOTr Department Order No. 2017-
011) 
 15 年以上利用されている PUV（ジプ

ニー、トライシクル、バスなど）を

Euro4基準を満たす車両またはEVへの

転換を図るための各種施策 

 事業者の組合化、買替資金の貸し付

け、PUVのルート適正化、廃車の適正

リサイクル・処理など 

・EVIDA に基づく電気自動車充電スタン

ド事業者の認定および電気自動車充電ス

タンドの登録に関するガイドライン

（Guidelines on the Accreditation of Electric 
Vehicle Charging Stations Providers and 
Registrations of Electric Vehicle Charging 
Stations Pursuant to the Electric Vehicle 
Industry Development Act, DOE Department 
Order No. 2023-05-0011 

 充電スタンド事業者に対する登録の

要件や手続きを定めたもの。充電ス

タンドの安全基準についても規定 

・EVIDA に基づく電気自動車認定および

道路運送における電気自動車標準区分の

採用に関するガイドライン、Guidelines for 
the Electric Vehicle Recognition and Adoption 
of EV Standard Classification on Road 
Transport for Incentive Eligibility Pursuant to 

公共交通車両近代化にかかる取組み 
 DoTrは 2017年より PUV近代化プログラム

を実施し、GHG 排出量の多い 15 年以上利

用されている PUV をより環境にやさしい

エンジンを利用した新型のジプニーもしく

は E ジプニーへの転換を促している 
 

EV 普及全体にかかわる取組み 

 フィリピン政府は 2022 年に EVIDA 法を制定、
EV の製造・利用にかかる規定を策定し EV 産業
全体の促進を図っている 

 EVIDA を基に制定されたロードマップ、CREVI
では 2040 年までに国内車両の５０%を EV にす
るという目標を掲げ、チャージングステーショ
ンの整備、導入インセンティブ、技術人材育成
などが規定されている 

 CREVI では、2040 年までに全車両の 50%を EV
とするクリーンエネルギーシナリオを制定、

2028 年までに自家用車・バイクなどを含めた

EV車両の台数を 245万台、2034年までに 185万
台、2040 年までに 2 百万台以上にすることを目

標に掲げている。また、公共交通の事業者や

LGUに対して利用する車両のうち 2034年までに

5%、2040年までに 10%とすることを義務付けて

いる。 

 普及促進のため、時限的免税措置を行い、EV車

並びに部品の輸入関税を減免を実施している 

 

【制度】 

 ジプニーや E トライシクル、E バイク
などフィリピン国内で生産可能な EV
の製造基準や認証制度の不在 

- 量産ができず価格が安定しない  

- 安全性の低いパーツ（特にバッテ
リー）を利用した車両がなんの検査も
受けず道路を走行している 

- 2040 年までに E ジプニーを含む EV 業
界全体を輸出産業に育てるため基準や
認証制度の整備が不可欠 

【資金】 

 事業者による買替資金調達が困難 

- ジプニーの事業者は親族経営などの零
細事業者が多くを占めており、銀行か
らの借り入れが困難であるなど買替へ
の障壁が高い 

- 製造においても、EV 用部品へのライ
ン転換への設備投資向けの資金需要あ
り 

- 充電ステーションの数が限られている
ことによる普及の遅れ 

【制度】 

 時限的免税措置による国内産業や FDI
への影響への懸念 

- EV 車および部品に対する免税/減税措
置が時限付きで実施されており、普及
に向けての足掛かりとなっているが、
他方でそれによる国内産業の衰退や
FDI 計画の撤回などが懸念されている 

- 製造基準や認証制度がない
EV 車種の中でも特に優先度
の高い E ジプニーの製造基準
や認証制度の確立のための技
術協力 

 

 

 

 

 

- ジプニー組合向けおよび公共
交通事業者向けの低金利融資 

- ジプニー製造メーカーおよび
充電ステーション向けの設備
投資用低金利融資 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

- EV 輸入関税撤廃による国内
産業および FDI への影響と今
後の政策にかかるアドバイザ
リー支援 

 
55 https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/3f76eedd-4ab6-5250-ab4e-75f39593f1b3 
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サブセクター 気候変動とセクターの状況 関連政策 取組み状況（ドナー支援含む） 課題 問題解決のための支援の方向性 
the Electric Vehicle Industry Development Act, 
DOE Department Order No. 2023-05-0012 

 EVIDA に定められているインセン

ティブを受けられるEV車両かどうか

を判断するための正確な情報を提供

する機能を DOE の所掌に追加するガ

イドライン 

・Customs Modernization and Tariff Act, 
Executive Order No.12, S.2023) 

 ハイブリッド車を除く EVの輸入関税

の 5 年間の時限的減免 

製品廃棄物管
理 
 

- 廃棄物は国全体の 2020 年の GHG
排出量の 14.7%（30.122 百万トン
CO2e）を占めており、不適切処理は
GHG 排出の要因となっている 

- フィリピンで出される廃棄物の
うち 50%は生分解性といわれており、
30%はリサイクルが可能であると推定
されている 

- 現在国内でのプラスチックのリ
サイクル率は９%とされており、それ
以外のプラスチックは埋め立てられる
か不法に廃棄され環境への脅威となっ
ている 

 

生 態 的 固 形 廃 棄 物 管 理 法 
 (Ecological Solid Waste 
Management Act、Republic Act 9003) 
 固形廃棄物管理の基本法。非有害

産業廃棄物は本法にて処理法等を規定 

 
拡 大 生 産 者 責 任 法/EPR 法 （Extended 
Producer Responsibility Act of 2022、
Republic Act 11898） 

 生産者（プラスチック包装廃棄物

を発生させる総資産が 1 億 PHP 以上

の製品生産者）が製品のライフサイ

クル全体（原材料の選択、製造工

程、使用・廃棄）における環境負荷

に対して、一定の責任を負う 

 

 2022 年 7 月には EPR 法が成立。企業は自社製品
を製造する際に利用したプラスチックを商業・
工場規模のリサイクル・熱処理・処分施設の設
置や LGUや処理業者等とのパートナーシップに
よるプラスチック廃棄物回収などのスキームを
駆使して回収する義務を負う。設定された目標
値は 2023年末までに前年利用量の 20%、2024年
末までに 40%、最終的には 2028年までに 80%と
されている 

 EPR ではまた、各社が EPR 計画書を策定し、
2023 年 2 月末までに DENR に登録することが求
められていたが 2023 年 11 月時点で対象 4000 社
のうち 709 社しか提出していない 。2024 年 7 月
には EPR 監査報告書の提出も求められている 

 WWF の 2019 年レポートではプラスチックのリ
サイクル率はわずか 9%とされている。いずれ
にしても ASEAN の周辺国と比べて低いリサイ
クル率である。 

 分別も高付加価値の高濃度ポリエチレン
（HDPE、タンクや容器など）、ポリプロピレン
（PP、食品容器など）、ポリエチレンテレフタ
レート（PET、ペットボトル、磁気テープな
ど）以外はほとんどなされていない 

【制度】 
 廃棄物全体の分別やリサイクルの仕組

みの不在 
 

- 不法投棄や不適切処理に対する罰則規
定がなく、遵守が徹底されていない 

- 島国で輸送が高コストであるため、廃
棄物処理能力のない地域における対策
が必要 

【資金】 

 リサイクルや処理業者向けのインセン
ティブの不在 

 

- リサイクル産業育成のための
政策策定能力強化プロジェク
ト 

- リサイクルを行う業者への研
修・ダイレクトリー作成や
マッチングプログラム（技術
協力） 

 

 

- リサイクル産業向け TSL（円
借款） 

 

中小企業支援 中小企業による排出量の計算は困難であ

るが、フィリピン企業の 99.6%を占めて

いること、GDP の 40%を創出、労働者

の 63%が従事していることを考える

と、中小企業における気候変動対策は緩

和の点でも適応の点でも影響が大きい。 
 
- 自然災害の多いフィリピンでは災害

時の対応力強化や非常時のビジネス
プラン作成等適応分野での対策が進
んでいるが、サプライチェーン全体
の低炭素化に取り組んでいる欧州等
への輸出を考えるとより低排出な製
造プロセスやビジネス慣行を取り入
れることが国際競争力を高めること
にもつながる。 

中小企業法（Magna Carta for Micro, Small 
and Medium Enterprises、RA6977, 改正 RA 
8289、改正 RA9501) 
中小企業振興を目的とし、成長を可能と
するための環境整備を目指す法律 
グリーン経済開発プログラム（GED, 
Green Economic Development Program） 
中小企業に対してクリーンな戦略を通じ
て競争力を向上させるための研修プログ
ラム 
グリーン製造に関するロードマップ
（Greening the Philippine Manufacturing 
Industry Roadmap） 
フィリピンの製造業をより環境に優しい

産業に育成するためのロードマップ 

政府による中小企業支援は、各自治体に設置された

DTI の出先機関である Negosyo Center を通じて行わ

れている。 

Negosyo Center は無料のビジネス相談や研修を提供
している。コロナ禍では MSMEs に対して Business 
Continuity Plan（BCP）のトレーニングも実施され
ていた。また、DTI はアジア災害対策センター
（Asian Disaster Preparedness Center, ADPC） と共同
でアジア MSME 災害レジリエンス強化プログラム
を実施、MSMEs のレジリエンス強化を図ってい
る。 
 

【能力開発】 
 中小企業が自ら気候変動対策に取り組

むための取組みの不足 
 
- 政府からの予算が限られており、限ら

れた研修や支援しか実施できない 
 
- レジリエンス強化などの適応策や BCP

などのビジネス支援策は 行われてい
るものの緩和策に対する取組みは不十
分と考えられる。また中小企業が省エ
ネ技術を取り入れたり機材を購入する
ためのインセンティブの不足、技術や
それに関する情報へのアクセスが不十
分である。 

 

中小企業および Negosyo センター
職員向けグリーン技術導入のため
の能力強化プロジェクト（技術協
力） 

 中小企業および Negosyo セン
ター職員に対するグリーン技
術のオプション、節電効果な
どの研修/ワークショップの
実施 

 グリーン技術を持つ企業との
ビジネスマッチング 
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サブセクター 気候変動とセクターの状況 関連政策 取組み状況（ドナー支援含む） 課題 問題解決のための支援の方向性 
【資金】 
金銭的なインセンティブが十分ではない、
もしくは利用が容易ではない 

 

グリーン技術導入（設備投資）の
ための低金利融資（円借款） 
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2.2.7 農業 

(1) セクターの現状と課題 

1) セクターの現状と気候変動の影響 

フィリピン統計局のデータによれば、農業セクターは、フィリピンにおける 2022 年 GDP の約

9%を占めている。同セクターにおける総付加価値（Gross Value Added）の内訳は、作物（Crop）

52%、畜産（Livestock and Poultry）が 21%、水産が 12%、その他 15%である。国全体の経済成長

率が 7.6%とパンデミック前のレベルに復調しているのに対し、農業セクターの成長率は 0.5%に

とどまっており、自然災害に対する脆弱性と物価高騰の影響を受けやすい同セクターの特徴を反

映している56。 

フィリピンは、熱帯台風、エルニーニョに関連した干ばつ、洪水、不規則な大雨などの気象イ

ベントにさらされており、農水産業はこれらの気象イベントによる損失や被害を毎年受けている。 

図 2-41 示す通り、毎年の損失の 8 割程度が台風などの気象災害によるものであり、イネ、高付

加価値作物、水産業、灌漑施設など様々な被害をもたらしている。 

  
出典：DA の 2020-2022 までの Annual Report を基に調査団作成 

図 2-41 農業分野の原因別、品目別損失額（2020-2022） 

 

農水産業従事者人口は減少を続けており、2019 年は 9.72 百万人であった。労働人口全体に占め

る割合は 1995 年の 44.3%に対して 22.9%まで減少している。農業セクターは、他の産業に比べて

労働生産性57や収入が低く、農水産業従事者の貧困率も高いことから、気候変動による負の影響

をより受けやすいと言える。 

表 2-67 賃金、労働生産性および貧困率 

 工業 サービス業 農業 
日平均賃金 PHP 411.47 PHP 499.75 PHP 237.38 

労働生産性 PHP 400,567 PHP 228,134 PHP 74,593 

貧困率 16.7% 
（国全体平均） 

31.6%（農業） 
26.2%（水産業） 

出典：DA Annual Report 2019 を基に調査団作成  

 
56 DA 2022 Annual Report 
57 2000 年次の価格で国内総生産を雇用総数で割ったもの 
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フィリピンは、2022 年の世界食料安全保障指数（GFSI Global Food Security Index）で 113 か国中

67 位にランクづけされている。GFSI は (1) 食料価格、(2) 入手性、(3) 品質と安全性、(4) 持続可能

性と適応の 4つの柱で評価される。このうち (4) 持続可能性と適応にかかる評価が最も低く、これ

は主に農業用水供給、土地の劣化、海洋生物多様性への脅威に関連するリスクが原因である。国

と地方の両レベルで、政治的関与の強化、災害リスク管理の強化、環境経済対策、災害リスク軽

減戦略の実施を通じた改善が見られるものの、カテゴリ全体のスコアは依然として低いとみなさ

れている。 

表 2-68 フィリピンの食料安全保障指数（2022） 

 
出典：DA Annual Report 2022 

 

農業セクターからの GHG 排出量は、2020 年 GHG インベントリによると、54.08 百万トン CO2e

であり、エネルギーに次いで 2番目に GHG排出量が多く全体の約 26%を占めている。詳細な内訳

が示されている 2010年 GHGインベントリ報告書によれば、水田からの GHG排出が半分以上を占

めており、次いで家畜の反芻、畜産廃棄物など畜産に由来する排出が約 3 割を占めている。 

2010 年と 2020 年を比較すると GHG 排出量は 28％増加した。将来予測では、BAU シナリオに

おいて 2020 年は 49.5 百万トン CO2e、2030 年は 48.2 百万トン CO2e と予測されており、大きな増

加は見込まれていない58。 

 
58 Philippines NDC Quick Facts 
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出典：DA
図 2-42 農業セクターGHG インベントリの内訳（2010） 

2) 気候変動による将来影響

フィリピン農業セクターでは、気候変動インパクトとして、以下が見込まれている。

表 2-69 主な気候変動インパクト（農業セクター） 

インパクト 気候変動インパクトの内容

穀物収量 乾季の作物成長期における最低気温が１℃上昇すると 10%の収量減 

漁獲量 フィリピン海における 2051-2060 年までの最大漁獲可能量が 2001-2010 年見

合いで 50%減少

サンゴ損失 東南アジアのサンゴ礁の 98 パーセントが 2050 年までに死滅し、現在の地球

温暖化傾向が続けば、今世紀末までに事実上絶滅。サンゴ礁を漁場として

生活する漁民の生計に影響。

水不足 2040 年までに水不足に陥る可能性が高く、灌漑用水に影響 

海面上昇 観測されている海面上昇率が高い場所では 60 センチであり、将来的にフィ

リピンの沿岸地域に住む 1,360 万人が要移転。沿岸地域に存在するインフラ

施設（特に水産関連）にも影響。

更なる干ばつの発生 エルニーニョに関連した干ばつと日照りによる影響で農業生産における深

刻な収入と生計の損失の発生

労働生産性の低下 気候変動による気温上昇（職場の暑さ）が 2025 年までに 1%、2050 年まで

に 2%、2050 年までに 4%の労働時間の損失をもたらす見込み 

病害虫の発生 気候変動は、動植物の病気や害虫の発生率や重症度に影響

貧困の拡大 最も脆弱な層が気象災害のたびに影響を受け、農業と漁業コミュニティが

更なる貧困に陥り、格差の拡大につながる可能性

健康被害 気温上昇がデング熱、マラリア、コレラ、腸チフスなどを引き起こす可能

性。

女性への影響 干ばつ、洪水、嵐などの自然災害の影響は男性よりも女性に多く、女性の

ほうが若年層で影響を受ける傾向あり。気候に敏感で性別特有の健康への

影響は、男性よりも女性に不均衡に影響を及ぼす。

出典：国家農水産業近代工業化計画（NAFNIP）を基に調査団作成 



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査 
ファイナルレポート 

 

2-172 

3) セクターにおける開発課題 

フィリピンでは、スペイン統治時代からの大土地所有制に起因する土地無し農業労働者と少数

の大地主が発生し、この土地問題が農業停滞と農村貧困の基本要因となってきた。国家の重要課

題として 1980 年代より土地改革を強力に進めてきた結果、経営規模 1ha 未満の農家が全農家数の

約 60%、1～3ha規模が約 18%、3～7ha規模が 32%と、戸数あたりの経営面積は平均化されつつあ

る。政府は土地改革とあわせて土地配分後の生産インフラ整備、農協や水利組合等の農民組織開

発を実施してきた。 

2018 年から 2022 年にかけての JICA 専門家派遣において、フィリピン農業セクターの現状と課

題として、以下の指摘がなされている。59。 

 コメの低生産性および高価格、これに伴う、コメの輸入量増大。機械化の遅れ、生産資

材の価格高。 

 政府の対策が稲作支援に偏重しているため、他作物への支援が不十分。 

 野菜生産において、高品質生産物の生産が不十分、不安定。また、品質保持システムが

不十分、流通システムが非効率。 

 民間企業との連携による生産・加工・流通の高度化が進んでいない。 

 生産性の低迷（2016 年の GDP 比 9.7%）。近年、農業セクターの労働人口が、より生産性

の高いサービスセクター等に流出。農業従事者の高齢化も進み、セクターにおける労働

人口が逼迫 

 貧困層の７割が農村部に集中しており、農業生産性および農民所得の向上が課題 

 

また日本の対フィリピン共和国国別協力方針 2018 年４月において「包摂的な成長のための人間

の安全保障の確保」が重点分野中目標に位置づけられており、「農業生産性向上・高付加価値化」

が開発課題小目標として掲げられ、その対応方針として農業の機械化・近代化、農産物物流の改

善、既存灌漑施設の有効活用や、農民等への営農指導・能力強化、金融アクセスの改善、気候変

動等による所得喪失リスクへの対応策、農村における非農業所得向上策としてのアグリビジネス

等があげられている。 

同セクターの課題分析は、他ドナーにおいても実施されており、ADB では、中心的な課題とし

て、フィリピン農業の競争力の低さをあげ、原因分析を以下のように示している。 

 
59 JICA フィリピン 農業プロジェクト開発専門家活動報告(2018‐2020)及びフィリピン 農業プログラム開発アドバイ

ザー専門家活動報告 (2021-2022） 
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出典：ADB  Sector assessment Summary60 
図 2-43 フィリピンの農業分野の課題分析 

4) セクター関係者

農業セクターにおける気候変動の関係者は以下のとおりである。サブセクターにおける関係者

分析は以下サブセクターの項で述べる。

表 2-70  農業セクター関係者 

政策立案 技術開発 対策実施 資金等提供

・ 農務省中央機関

・ LGUs
・ 農務省中央機関

・ 農務省地方機関

・ 農務省研究機関

・ 科学技術省

・ LGUs
・ 大学

・ 民間企業

・ 農務省地方機関

・ LGUs
・ 農水産業組合

・ 民間企業

・ NGO

・ 政府系金融機

関

・ 民間銀行

・ ドナー

出典：調査団

農務省（Department of Agriculture：DA）は、政策枠組み、公共投資、支援サービスを提供する

ことにより、農業開発の促進を担当する政府機関である。その使命は、すべてのフィリピン人に

とって十分で、入手しやすく、手頃な価格で、安全で栄養価の高い食料と収入が得られるよう、

農業漁業コミュニティと民間部門を支援し、力を与えることである。農務省中央機関が政策や基

準を定め、それに基づき、農務省地方機関が取組みを進めている。

またフィリピンでは、1991年に制定された地方自治法/共和国法第 7160号（LGC/RA7160）によ

60 Competitive and Inclusive Agriculture Development Program 
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り、中央政府から LGU への権限の委譲による地方分権化がすすめられており、LGU は、農業・

漁業指導および規制、現場での研究調査、種苗や種畜の調達と配給、農業用水施設の管理、漁民

支援、そして地方資金による公共事業のインフラ建設と維持が定められている。 

農業技術開発は、農務省中央組織各部局、外郭団体、地方組織、LGU で進められている。科学

技術省の予算を活用し、大学においても研究開発が進められている。開発された技術を活用した

現場の農家、漁民への技術指導は LGU が担当するが、農務省地方組織もこれを支援している。 

また政府系・民間系金融機関は、小規模生産者や企業向けに様々な保険・ローンプログラムを

提供している。 

本項では、これらを踏まえ農業セクターの気候変動分野について、セクター共通事項、農業生

産、灌漑開発、水産業、畜産業の５つのサブセクターにおける取組みについて、情報収集結果を

整理する。 

(2) セクター共通  

1) 関連政策・計画 

農業セクターにおける気候変動関連政策・計画を以下に概説する。 

(a) PDP 2023-2028 

本計画では、農業セクターの戦略として、質の高い雇用と競争力を持つ商品を生産するための

変革が目標として掲げられている。農業とアグリビジネスの近代化を社会全体で進めるための 4

つの期待される成果として、1)農林水産物の生産効率の向上、2)市場と企業へのアクセス拡大、

3)農林水産業バリューチェーンのレジリエンス向上における政府と民間部門の両方の重要な役割

が強調されており、これらは 4)農業関係機関の強化により補完されることが示されている。特に

気候変動に関する取組みとしては、3)農林水産業バリューチェーンのレジリエンス向上に示され

ており、以下の取組みが示されている。 

 気候変動や災害に強い技術開発と導入 

 ローカルな食料システムの強化 

 早期警告システム/予期メカニズムを開発と主流化 

 農林水産業計画に気候・災害リスクを統合 

 革新的な保険スキームの開発 

 農林水産業生産に関する地方部の能力強化 

(b) NCCAP 2011- 2028 

国の食料安全保障に関する戦略は、気候変動の影響下においても、安全で健康な食品を確保し、

安定性、アクセス性、価格を保証することであり、以下の 2 つの短期目標を掲げている。 

 農水産業の生産・流通システムにおける気候変動への強靭化 

 気候変動の影響下での農水産業コミュニティにおける気候変動への強靭化 

設定された短期目標に対して計画されている成果、活動を以下に示す。 
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表 2-71 NCCAP に示される目標、成果、活動(食料安全保障) 

短期目標 1：農水産業の生産・流通システムの気候変動への強靭化 

成果 1 農水産業の気候変動の

影響への脆弱性の把握

活動① 地域ごとの農水産業の気候変動の影響への脆弱性の把握

活動② 適応策に係る調査を実施し、脆弱性を弱めるための知識・技術の普及

活動③ 農業・水産にかかる気象情報・知識管理

成果 2 気候変動を考慮した農

業・水産にかかる政

策、計画、プログラム

の策定

活動① 気候変動アクションと防災の観点から国・地域レベルの農業・水産に

係る計画、策定、プログラムへの入れ込み

活動② ベストプラクティスのスケールアップ

活動③ 農業・水産にかかる気候変動アクションと防災への取組状況のモニタ

リングと評価

短期目標 2：農水産業コミュニティの気候変動への強靭化 

成果 1 農水産業の気候変動の

影響への脆弱性の把握

活動① 農業・水産コミュニティの適応と防災に係る能力強化

活動② 農業・水産研修への気候変動対策と防災の観点の組み込み

成果 2 農業・水産コミュニ

ティの社会保障の強化
活動① 農業・水産のためのリスク転嫁と社会保障メカニズムの策定

出典：National Climate Change Action Plan 2011-2028 の Annex-A を基に調査団作成 

(c) 国家農水産業近代工業化計画（NAFMIP：National Agriculture and Fisheries Modernization and
Industrialization Plan 2021-2030）

NAFMIP 2021-2030 は、農水産業振興のための国の 10 か年計画であり、より詳細な活動が示さ

れる農水産業開発計画（Commodity system roadmap、Provincial Commodity Investment Plans および

Comprehensive Land Use Plans など）の方向性を導くものである。 

当該計画は、収入源と雇用を多角化することで、小規模な農水産業従事者の収入を 2 倍以上と

し、貧困から救い出すことを目的としている。また食料供給システムにおける環境的持続性と気

候レジリエンスを確かなものとするために、天然資源の減少、農産物の多様性損失、エネルギー

や水、炭素の効率性などを十分考慮することがうたわれている。

天然資源を保全するために、当該計画では、統合空間計画フレームワーク （ISPF：Integrated 

Spatial Planning Framework）に基づいた持続可能な農業および漁業システムの革新を目指す。ISPF

では、気候変動への対応として、気候リスク脆弱性評価（CRVA：Climate Risk Vulnerability 

Assessment）の活用が明記されている。 

(d) 農務省メモランダム：Memorandum from the Secretary: Mainstreaming Climate Change in DA
Programs, Plan and Budget (January 25, 2013)

農務省は、気候変動法（R.A9729）および国家気候変動行動計画（2011－2028）を受けて、農

務省における気候変動対策の主流化および予算確保を目的としたメモランダムを 2013 年 1 月に発

表した。このメモランダムは、フィリピンの村・コミュニティが気候変動リスクへの対応ができ

るように農業・水産を持続的な生計手段にすることを目的とした「Adaptation and Mitigation 

Initiative in Agriculture （AMIA）」を農業セクターにおける国家的なイニシアチブにすること、気

候変動リスクを踏まえた農業開発計画の統合化を進めること、気候変動政策立案と実行予算を含

むプログラムの設立（Systems Wide Programs）、および推進組織として政策・計画担当の事務次官

のもと気候変動システム室（DA-SWCCO：Systems Wide Climate Change Office）を設立することが

示されている。
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メモランダムに基づく Systems Wide Programs として以下 7 つのプログラムが開始された。 

 Mainstreaming Climate Change and AMIA 

 Climate Information System (CIS) 

 Philippine Adaptation & Mitigation in Agriculture Knowledge Toolbox 

 Climate Smart Agriculture Infrastructure 

 Financing and Risk Transfer Instruments on Climate Change 

 Climate Smart Agriculture & Fisheries Regulations 
 Climate Smart Agriculture Extension System 

(e) 農務省メモランダム：Memorandum Circular no.4, s.2020: Institutionalization of Climate Resilient 
Agriculture (February 20, 2020) 

2020 年 2 月に、気候変動対応型農業（CRA：Climate Resilient Agriculture）を推進するための組

織化を目的としたメモランダムが農務省により発表された。このメモランダムで上記の DA-

SWCCO が気候レジリエンス室（DA-CRAO：Climate Resilient Agriculture Office）に変更され、以

下の業務を中心に進めることが規定された。 

 気候・気象に関するアドバイザリーを主流化すること 

 これまで AMIA のもとで開発している各種ツールを活用してコモディティロードマップ

に気候変動に対応したものへと更新すること 

 AMIA を Climate Resilient Agri-Fishery Technology-based Enterprises （AMIA-CREATE）へ

のレベルアップすること 

 CRVA を完了させること 

 災害リスク軽減のためのファイナンスの仕組みづくり 

(f) エルニーニョ対策にかかる大統領指示： No. PBBM-2023-320 Implementation of Whole-of-
Government Measures to Prepare for El Niño 

温暖化により地球全体の海水温が高まるなか、2023年 3月に PAGASAが発表したエルニーニョ

発生予測を踏まえ、大統領より各省庁に対し対策指示が出された。国家防災管理委員会

（NDDRMC: National Disaster Risk Management Council）のもとで対策チームが発足し、食料、水、

エネルギー、健康及び公共の安全保障対策を講じる体制が構築された。食料については DA、水

については DENR、エネルギーについては DOE、健康については DOH、公共安全については

DILG が担当している。またエルニーニョ行動計画が PAGASA より発表され、食料安全保障に関

連する取組みとして、作物生産、水管理、畜産、水産及び生計保障に関する取組みが提示された。 

(g) 農務省新 3 か年計画：Para Sa Masaganang Bagong Pilipinas program 2024-2026 

2024 年 1 月に、農務省は、農業の生産性を高め、食料コストを下げ、食料安全保障を確保する

ための新たな 3 か年計画を発表した。農業を近代化し、バリューチェーン全体に利益を広めるた

め、以下の取組みを進めることが示された。 

 生産増に向けた利用可能な農水産業地域の拡大および改善 

 農水産業の生産システムの機械化と近代化 

 ポスト・ハーベストシステムと施設の開発および改善 
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 投入物と生産物を生産するための効率的な物流システムの開発

 市場アクセスの改善と拡大

 デジタル化

 農務省の開発と規制の役割の両方の適切なバランス

 農家、漁民、民間部門との強力なパートナーシップ

2) 気候変動対策の取組み状況

(a) 気候変動対策推進組織

農業セクターにおける関係部局・組織として、以下の組織が挙げられる。

表 2-72 農業セクターにおける気候変動関係部局 

カテゴリ 担当組織 役割

政策立案 農務省計画モニタリングサービス（DA-PMS） 農業全般の政策立案・モニタリング

農務省気候レジリエンス室（DA-CRAO） 気候変動対策立案・推進

政策実施 農務省フィールドオペレーションサービス

（DA-FOS） 
農業政策実施におけるの農務省中

央・地方機関、各局、外郭組織の調

整と LGU への資機材・サービス提供 

農務省地方事務所（DA-RFO） 各種事業、農業・漁業指導

LGUs 各種事業、農業・漁業指導

農業気象 科学技術省フィリピン大気地球物理天文局

（DOST-PAGASA） 
気象観測、予測

農務省土壌水管理局（DA-BSWM） 農業気象観測

農地管理 DA-BSWM 土壌分析・評価

農務省農業基本情報登録システム* 農水産業従事者の基本情報

土地改革省（DAR） 土地の再分配を管理

灌漑施設整備 農務省灌漑庁（NIA） 大規模灌漑施設の計画、設計、施工

DA-BSWM 小規模灌漑施設の計画、設計

DA-RFOs 小規模灌漑施設の施工、維持管理

LGUs 地方灌漑施設の施工、維持管理

水利組合（IA） 地方灌漑施設の施工、維持管理

機械化・施設整備 農務省農水産技術局（DA-BAFE） 農機・施設の基準、RE 導入推進 

農務省 ICT サービス（DA-ICTS） 各種データ統合

フィリピン地方開発プログラム（DA-PRDP）* WB が支援する地方開発プロジェクト 

農業金融 農業クレジット政策委員会（ACPC） 農業クレジット政策検討、実施

フィリピン穀物保険会社（PCIC） 農業保険の提供

研究開発 農務省農業研究局（DA-BAR） 農務省研究開発方針とりまとめ

フィリピン農業省稲研究所（DA-PhilRice） イネ生産に関する技術開発・普及

フィリピン大学 農作物全般のスマート農業推進

農業全般 サブセクターで記載

畜産全般 サブセクターで記載

水産全般 サブセクターで記載

活動中の主なド

ナー

世銀 PRDP 支援、土地改革支援中 

ADB CCAP Sub program 2 支援中 

FAO GCF-APA 支援中 
※公開資料分析およびドナーヒアリング結果を整理

出典：調査団
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農務省の中央組織は、Office of Secretary のもと、担当別の事務次官、事務次官補、マネジメン

ト担当部局（10 組織）および専門部局（9 組織）が存在する。加えて 16 の地方組織（RFO：

Regional Field Office）、外郭組織として研究機関や協会など 16 組織がこれに連なっている。 

 
出典：農務省の組織図をもとに調査団作成 

図 2-44 農務省の組織図 

農務省における気候変動対策推進組織である DA-CRAO は、上述のとおり、気候変動対策主流

化を進めるためにメモランダムによって設立された特別組織であり、政策・計画・規制担当事務

次官のもとに設置されている。 

DA-CRAO の機能として以下の 11 項目があげられる。 

 気候変動による農水産業の苦境に着目した政策支援を行う 

 食料供給システムにおける気候レジリエントな農業に関する課題達成に向けて、農務省

の資源と能力を動員する戦略的な方向性を示し、持続可能な高い生産性、食料の充足、

農水産業従事者の収入増を達成する 

 AMIA を通じて、気候レジリエントな村（AMIA ビレッジ）の設立を支援する 

 気候変動適応・緩和のための技術開発と科学的情報の形成に関する方向性を提供する 

 気候変動適応・緩和策の立案、実行に関する DA と LGU の能力強化を行う 

 全国の農務省地方事務所に、パイロットとしての AMIA ビレッジを設計し、調整する 

 農業のための気象情報サービスを設計し、組織化し、強化する 

 国レベル、地方レベル、自治体レベル、農場レベルの農水産業計画や研究計画を支援す

るための気象情報に基づく意思決定支援ツールの開発・普及啓発を行う 

 様々なフォーラムに積極的に参加し、国や国際的な気候変動に関する政策・プログラム

に影響を与える 

 農業セクターにおける NDC の検討、見直し、実施 

 パリ合意に含まれる気候変動活動サポートへのアクセス 
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DA-CRAO は特別組織であり、職員は他部との兼務が多く、人数も限られている。組織強化の

ため、ADB 支援のもと専属スタッフの配置が検討されている。 

 
出典：DA-CRAO 提供資料をもとに調査団作成 

図 2-45 DA-CRAO 組織図 

 

DA-CRAO は、アクションプランとして、以下の取組みを予定している。 

表 2-73  DA-CRAO の短期アクションプラン 

活動 必要なリソース アウトプット アウトカム 

1. AMIA による意思決定

ツールの使用・活用方

法の提唱や宣伝: 
a) AMIA ビレージ 
b) CRVA 
c) CIS 

IEC 教材; 
農業研修局や RFOs との

パートナーシップ 

DA PAP や LGU の開発計

画・プロジェクトにおい

て気候変動を主流化する

上で、AMIA DST の意義

と有用性を認識・評価し

てもらうための宣伝や

キャンペーンを実施。 

DA PAP の開発、計画、実

施における気候への配慮

に対する認識と理解の向

上。 

2. 地方開発計画での CRVA
活用にかかる能力開発  

77/82 州の CRVA、CRVA
研修モジュール、農業研

修局や DILG とのパート

ナーシップ 

開発計画やプログラムで

の CRVA 活用にかかる研

修を受けた主要 RFO や
LGU 職員 

地方開発計画への CRA の

統合、DILG の優良 LGU
認証への「気候変動への

強靭性」と帰順しての追

加 

3. 地域に合わせた CIS と

気候リスクマップの提

供と評価にかかる能力 

地域に合わせた農業気象

アドバイザリーポータル

（ACAP）、農業研修所や

バナープログラム、その

ほか農務省事業、LGU、

PAGASA とのパートナー

シップ 

すべての RFO での ACAP
活用による地域に合わせ

た CIS 提供 
気象リスクマップの栽培

カレンダーの調整への活

用 

気象災害・気象リスク管

理や生産損失減少 
（RFO のサービスとして

の地域 CIS や気象・気候

をベースとした営農アド

バイザリーの提供によ

る） 

出典：農務省（N/A）. Climate Resilient Office Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture 
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表 2-74 DA-CRAO 長期アクションプラン 

活動 必要なリソース アウトプット アウトカム 

1. 気候変動アクションや緩和

策の促進のための CRA 手

法・技術のスケールアップ 
DA-FOS やバナープログラ

ム、各種農務省事業、RFO
が主導 

テーラーメイドに

パッケージされた統

合された支援サービ

ス（技術、能力開

発、資金、市場アク

セス） 

生産性の増加や生産品バ

リューチェーンに脆弱な農

家・水産事業者を乗せるこ

と、気候変動への脆弱性の

削減等のための戦略的な地

域での気候変動アクション

や緩和アクション 

農家の収入増、生産ロスの

削減、NDC 計画に対する

GHG 削減への貢献 
農務省予算の CCET への紐

づけ（全て気候変動対策） 

2. 農務省予算による機械化や

インフラ整備の計画、設

計、施工における気恋変動

対策の統合 
BAFE、BAFS、NIA が主導 

農業・漁業の機械導

入やインフラ整備事

業における気候変動

に対応した設計のた

めのガイドラン 

気候変動に強靭な農務省予

算による機械化導入、イン

フラ整備 

農家の収入増、生産ロスの

削減、NDC 計画に対する

GHG 削減への貢献 
 

3. 気候変動アクションと防災

に資する研究の優先 
BAR, BSWM, BPI が主導 
PhilRice, PCC, BFAR-NFRDI 

開発への支援 
 

気候変動に強靭な作物、家

畜、魚の生産手法、計測方

法、品種等の開発 

生産性の持続、生産ロスの

削減、NDC 計画に対する

GHG 削減への貢献 

4. アクセス性の良いイノベー

ティブな気候ファイナン

ス・リスク転換スキームの

提供 ACPC/PCIC 主導 

テーラーメイドな金

融パッケージやリス

ク転換メカニズム 

CRA と企業的開発のために

農家・漁業者が資金・リス

ク点メカニズムにアクセス

できる 

生産性の持続、生産ロスの

削減、NDC 計画に対する

GHG 削減への貢献 

5. LGU の気候変動への強靭化

能力強化 
農業研修所主導 

気候変動アクショ

ン、防災、AMIA、

意思決定ツールの研

修モジュール 

農業研修所の主要研修コン

ポーネントへの気候変動の

追加 

気候変動アクションと防災

の大規模実施、生産性の持

続、生産ロスの削減、

NDC 計画に対する GHG 削

減への貢献 

6. NDC コミットメントの実

施、モニタリング、報告 
PMS/NDC Technical Working 
Groups 主導 

UNFCCC COP の理

解促進 
農業に関するコロニビア共

同作業を含む合意 
モニタリング・報告・評価

報告と提出 

国際的コミットメントが適

切な交渉や報告のために管

理される 

出典：農務省（N/A）. Climate Resilient Office Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture 
 

(b) 気候変動対策予算 

農務省における Climate change expenditure tagging （CCET）で紐づけられた 2019-2023 年の気候

変動対策予算のうち農業セクターにかかる予算推移を図 2-46 に示した（CCET 上の分類は戦略的

優先事項である食料安全保障）。例年、農務省予算全体の 15- 20%の幅であり年間 220～250億 PHP

である。 

  

出典：CCC の Climate Change Expenditure Tagging データを使用して調査団作成 
図 2-46 気候変動関連予算（食料保障）の推移 
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(c) 気候変動緩和対策の状況

a) GHG インベントリ

農務省では、フィリピン統計局データに基づく農業セクターからの GHG 排出量推計を行い、

CCC に提出している。 

加えて、全国約 3.6百万 haのココナッツ農園を対象とした炭素吸収量の試算を行っている。

この試算結果は更なる検証が必要であるが、農業セクターからの年間排出量を上回る吸収量

が得られる可能性が報告されている61。 

ココナッツ植林を含む農地炭素貯留の活用については、次項に示す NDC 政策措置における

追加的な取組みとしても上がっているが、評価検証が進んでいない。DA-CRAO 及びフィリピ

ンココナッツ協会（PCA：Philippine Coconut Authority）より評価手法の開発・実施支援に関す

るニーズが確認されている。

b) NDC 政策措置（PaMs）

農務省では、NDC における農業セクターの具体的な緩和対策として、以下の取組みを推進

している。間断灌漑やや再生可能エネルギーの推進等一部については既に実施している。

下記取組みに必要な予算は、約 540 億 PHP と試算されている。NDC における削減目標の

72.29%は先進国からの資金的・技術的支援を受けて達成を目指すという条件付き目標になっ

ており、農務省においても、資金・技術面は海外支援に依存しているとのことであった。

表 2-75 農務省が優先策として挙げている農業セクターの気候変動緩和策例 

GHG 排出源 
（農業分野の全排出
量に占める割合）

ターゲット 技術 組織* 

水稲栽培
(51.97%) 

灌漑水田（3.21Mha）
への 100% 導入 

乾期作
間断灌漑 + 農地管理+水管理のための再
エネ利用に関わる技術開発および普及 DA-CRAO, DA-

BSWM, NIA, 
PhilRice, DA-
BAR 

雨期作
間断灌漑 + 再エネ利用洪水・水管理シス
テム+ 農地管理に関わる技術開発および
普及

家畜の消化管内発酵
(19.65%) 

消化管内発酵による
排出を 50%削減 

自然由来手法、品種改良に関わる技術開
発および普及

DA-CRAO, DA-
BAI, DA-BAR 

一年生作物の圃場か
らの N2O 排出  
(16.2%) 

全 N2O 排出に対する
25%削減（合計生産
面積= 801.7 万 ha） 

農地管理+ 精密農業+ バイオテク作物に
関わる技術開発および普及

DA-CRAO, DA-
BSWM, DA-BAR 

家畜排せつ物管理
(9.7%) 

畜 産 セ ク タ ー で の
100%導入 

農地管理+ 精密農業+ バイオテク作物に
関わる技術開発および普及

DA-CRAO, DA-
BAI, DA-BSWM, 
DA-BAR 

尿素施肥
(1.6%) 尿素の 50%削減  

バイオダイジェスター（メタンガス発生
装置）+自然を基盤とした解決策（NbS）
に関わる技術開発および普及

DA-CRAO, DA-
BAR 

バイオマス燃焼
(0.88%) 

バイオマスの燃焼の
廃止

精密農業 + 農地管理に関わる技術開発お
よび普及

DA-CRAO 

出典：DA-CRAO 提供資料（The New Agriculture is Climate-Resilient Agriculture）を基に調査団作成 
*DA-BSWM：農務省土壌水管理局、NIA：農務省灌漑局、PhilRice：フィリピン農業省稲研究所、DA-BAR：農

務省農業研究局、DA-BAI：農務省畜産局、DA-BFAR：農務省水産資源局 

61 DA 資料 Country situation on estimation of carbon stock change in mineral soils 
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また上記に加えて、以下の追加的措置が、農務省から CCC に通知されている。これらは農

務省各部局において取組みが予定されていたり、研究・実証段階であるものの、NDC PaMs と

しての具体的な検討が進んでおらず、期待される GHG 削減効果などの評価が十分なされてい

ない。

表 2-76 農業セクターの気候変動緩和策(追加提案) 

技術 組織* 
1. 農産物の二酸化炭素

排出量削減に向けた
追加対策の実施

病害虫に強い作物の利用

DA, DOE, DOST 
LGUs, civil society 

生物防除剤の使用

無機肥料の必要量を減らすための微生物投入

成長が早く気候に強い作物・家畜・水産養殖種の利用

再エネを利用した農業機械、収穫後および加工施設

デジタル技術を活用した精密農業

気候情報システム

2. 炭素貯留措置 有機肥料の使用

DA, DENR 
LGUs, civil 
society 

バイオ炭の利用

高潮被害を受けやすい地域におけるココナッツ植林

マングローブ林の修復・拡張

竹プランテーション

土壌有機炭素の増加

3. 農務省施設の RE 導入 DA, DOE, DPWH 
LGUs, civil society 

出典：DA-CRAO 提供資料（NDC Policies and Measures (PaMs) for Agriculture）を基に調査団作成 

表 2-77 農業セクター（水産分野）の気候変動緩和策例 

GHG 排出源 ターゲット 技術 組織* 
水産関連施設の燃料

消費

再生可能エネルギーの利

用促進
再生可能エネルギー利用養殖施設 DA、DOE 

木材利用 ―

FRP 製漁船の導入 
（1 台導入につき木製ボート 2 台分

を削減）

DA-BFAR 

出典：DA-CRAO 提供資料（NDC Policies and Measures (PaMs) for Agriculture） 
および DA-BFAR 提供資料を基に調査団作成 

*DA-BFAR：農務省水産資源局

c) 農水産業セクターにおける再生可能エネルギープログラム Renewable Energy Program for
Agriculture and Fisheries Sector (REPAFS 2022-2030)

2019 年に農業セクターにおいて消費されたエネルギー消費量は、471.7 kTOE（kilo tons of oil 

equivalent）で国全体のエネルギー消費量の約 1.4%であり、このうち農業生産由来が 84.3 

kTOE、畜産業由来が 161.7 kTOE、農業サービス由来が 7.9 kTOE、そして水産業由来が 216.6 

kTOE と報告されている。 
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表 2-78 農業セクターからのエネルギー消費状況 

出典：農務省 BAFE 資料 

農水産業のための再生可能エネルギープログラム（REPAF2022-2030）は、2021 年発行され

た農務省とエネルギー省の共同覚書（JMC 2021-02-0001）に基づき、農水産業部門の生産性

の向上、環境保護、持続可能な発展のために、コスト効率の高い再生可能エネルギーシステ

ムの導入と利用を増やすことを目的として実施されている。

再生可能エネルギー（RE）技術とその応用に基づいて、2030 年末までに達成される

REPAFS の具体的な目標は次のとおりである。農務省においては、農水産業エンジニアリング

局（DA-BAFE：Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering）がプログラムの推進とモニタ

リングを担当し、DOE は技術的なサポートを行う。

表 2-79 農水産業のための再生可能エネルギープログラムの概要 

コンポーネント ターゲット

インフラ施設導入

既存の RE 技術の採用 
 灌漑サービスと農家受益者が 484%増加

 太陽光発電による灌漑の設備容量（kWp）を 662% 増加

 太陽光発電システムの設置容量（kWp）を 118% 増加

 ラムポンプ灌漑システム（RPIS）の設置ユニット数を 220% 増加。

 ⾵力発電の灌漑システムの設置台数 235%増加

 バイオガス プラントの設置容量（⽴方メートル）44% 増加。

 バイオマス乾燥機の設置台数 46% 増加。

研究開発
農水産業に使用されるさまざまな再生可能エネルギー源とシステムに関する研究

開発活動の数を増やす。

規格開発

農水産業分野で使用されるさまざまな再生可能エネルギー機械および装置向けに

開発された規格数の増加

 1 年に 1 つの基準開発

人材育成
バイオマス（バイオガス、太陽光、⾵力、水力を含む）に重点を置いた、さまざ

まな既存の再生可能エネルギーシステムに関するトレーニング活動の数を増やす 

資金調達のサポート

地元の開発者、製造業者、再生可能エネルギーのエンドユーザー、エネルギー原

料の生産者への融資と信用支援を確保するための活動を強化する。 
 8 回の融資および信用サポート活動を実施

インセンティブ検討

国内の開発者、製造業者、再生可能エネルギーのエンドユーザー、およびエネル

ギー原料の生産者による既存の政策によるインセンティブを活用するための支援

メカニズムを開発する。

 農業・漁業分野における再生可能エネルギー技術の採用を増やすためのガイド

ラインと計画を策定

出典：農務省 BAFE 資料 
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農水産業セクターにおける既存 RE 技術としては、太陽光灌漑システム導入、バイオマス・

バイオガスプロジェクト、バイオ燃料開発などが実施されている。当該プログラムは、短期

（2022‐2026 年）において RE 技術の実証事業を行い、中期（2026‐2030）に本格実施を予定し

ている。当該プロジェクトにおいて、インフラ施設導入に必要な予算は約 44 億 PHP と試算さ

れている。 

本プログラムを推進する DA-BAFE は、実際に RE 導入を行う RFO や LGUs 等の導入計画の

確認、設備に関する基準づくり、人材育成等を担当する。現時点では国内に RE 技術を有する

製造業者が少ないことから設備を輸入することになり初期費用がかかること、また既存プロ

ジェクトにおいて設備の故障・メンテナンスの問題が発生し、RE 導入が進まない状況がヒア

リングで確認された。また RE に限らず高効率な農機を導入推進しようとしても、評価を行う

ための試験設備がないことも課題としてあげられた。 

DA-BAFEより、REPAFS支援として営農型太陽光発電（agrivoltaics）の技術実証、導入支援

のためのガイドラインづくり、人材育成を含めた技術支援ニーズを確認している。 

また畜産サブセクターの調査においても、バイオマス・バイオガス技術を導入してきたが

評価が不十分であり、導入効果が具体的に示せないことから更なる取組みに繋がっていない

状況が確認された。RE 導入による農水産業における生産コストを削減できるなど、具体的な

効果や導入にあたってのインセンティブの仕組みが必要である。 

d) バイオ燃料プログラム 

エネルギーセクターにおいて記載のとおり、2006 年バイオ燃料法（RA9367）に基づく国家

バイオ燃料プログラムが、エネルギー省主導で進められている。国家バイオ燃料委員会

（NBB：National Biofuels Board）には、農務省関係機関として砂糖規制委員会（SRA：Sugar 

Regulatory Administration）と PCA が Vice Chair として参加している。 

ココナッツを原料とするバイオディーゼルは、国内消費を満たす生産ができている一方で、

サトウキビを原料とするバイオエタノールの生産量は、国内消費の約半分程度である。 

農務省として、ココナッツまたはサトウキビの生産適地評価は進んでいるものの、省とし

て食用、燃料用作物の土地利用に関する方針が定まっていないことや、土地利用の決定が

LGU によってなされていることが課題となっている。 

表 2-80 バイオディーゼルの生産、輸出入、消費状況 

 
出典：DOE 
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表 2-81 バイオエタノールの生産、輸出入、消費状況 

 
出典：DOE 及び SRA 

 

以上より、気候変動緩和策を進める上で、下記の農務省職員等の能力強化、資金、技術、

制度面での課題があることが確認された。 

 気候変動緩和策の立案、GHG 排出削減効果を評価する担当部局職員の能力強化およ

び評価のための資機材不足 

 気候変動緩和策の導入計画策定・予算獲得、実施のための農務省地方職員、LGU 職

員の能力不足、および RE をはじめ緩和技術の開発・普及 

 

(d) 気候変動適応対策の状況と課題 

農務省によれば、気象災害による農業被害額の年平均は PHP 290 億（2010‐2019）であり、農

業セクターにおける適応策は非常に重要である。以下に代表的な取組みを示す。 

a) 国家適応計画（National Adaptation Plan2023‐2050）案 

現在、準備が進められている NAP には、8 つの優先適応戦略があり、農業セクターは、１．

農業・漁業・食料安全保障に関係する。 

b) AMIA プログラムを通じた CRA 普及推進 

農務省は、NCCAP およびメモランダム（January, 2013）に基づき、2013 年以降、気候変動

を含むマルチハザードマップやデータベースの作成に取組み、国、州、地方レベルの様々な

戦略・計画の策定に活かしてきた。また農家に対して、より良い営農アドバイスを行うため

に、科学技術省フィリピン天文気象局（DOST-PAGASA：Philippine Atmospheric, Geophysical 

and Astronomical Services Administration）と協力し、気象情報システム（CIS：Climate 

Information System）の構築にも力を入れている。また国内外の研究機関やドナーの協力を得

て、州レベルの CRVA の実施を進めている。 

DA-CRAO は気候変動適応策立案・実施のためのサポートツールとして、以下の AMIA 政策

決定支援ツールを開発し、LGU を対象とした普及展開活動を実施している。 
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 National Color-coded Agricultural 

Guide Map  

 Climate Risk Vulnerability Assessment  

 Typhoon Risk Information 

 Agro -Climatic Advisory Portal（Bicol 

Region のみ） 

 Participatory Climate Risk 

Vulnerability Assessment（PCRVA）

研修マニュアル 

 Climate Risk Profiles 
 AMIA CRA Technical and Investment Briefs 

 

このうち National Color-Coded Agricultural Guide（NCCAG）は、土壌の特性、標高、傾斜、

降雨パターン、温度、気候によって誘発される複合災害に関するデータを重ねあわせ、作物

栽培に適した農地を特定している。現在 NCCAG は 21 種類の作物に対応し、バランガイレベ

ルで栽培適地を示すことができる。現在、NCCAG のバージョン 2 が開発され、2023 年 11 月

に公開された。 

CRVA マップもまた、地域レベルでの適応と緩和の取組みの目標設定と計画のために、気候

変動の脆弱性を評価するためのサポートツールである。CRVA は 2018 年の国際農業研究協議

グループ（CGIAR：Consultative Group on International Agricultural Research）の Research Program

においてそのフレームワークが開発された。CGIAR 傘下の、国際熱帯農業センター（CIAT：

International Center for Tropical Agriculture ）の協力のもと最初の 10 地域における CRVA が実施

された。 

CRVA フレームワークでは、下記に示すとおり、気候関連リスクと危険への曝露（Exposure 

to Climate-Related Risks and Hazards）、対象となる主要作物の感度（Sensibility）、そして対象地

域における適応応力（Adaptive Capacity）により、脆弱性が評価されている。 

 
出典：農務省

図 2-47 オンライン公開されている National 
Color-coded Agricultural Guide Map 
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出典：DA-CRAO 資料 

図 2-48 CRVA フレームワーク 

 

主要作物の感度については、自然災害と気候ストレスに関する最新のデータを組み込んだ、

最新の気候変動シナリオに基づいて評価されている。多くの地域においてイネ・トウモロコ

シの評価結果は整理されているものの、評価対象は地域によって優先作物が異なっている。

フィリピン大学によれば、主要栽培作物に対する気候リスク情報は農家に提供されているが、

園芸作物は開発が遅れているとのことであった。また畜産・水産分野では、気候リスク評価

自体が不足していることが、サブセクターにおける調査で判明している。 

農務省はメモランダムに基づき、全州での CRVA完了を目指している。現在は 81州中 63州

が完了しており、今後 ADB の支援（Policy-based Loan Sub program 2 on Climate Change Action 

Plan の一部である Accelerating Climate-resilient Agriculture in the Philippines Phases 2)により更に

BARRM 地域 5 州が追加される予定である。 

また具体的な CRA 技術については、AMIA CRA Technical and Investment Briefs という形で、

Web 公開されている。 
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出典：DA-AMIA ウェブサイト 

図 2-49 CRVA 技術パンフレット 

今後はこれらのツールを周知し、農務省が実施するバナープログラムや主要農産物ロード

マップ、LGU が策定する開発計画に反映させる必要がある。特に州政府の州農水産物投資プ

ラン（PCIP: Provincial Commodity Investment Plan）への反映状況は、2023 年 8 月時点で 18 州

に留まっており LGU において CRVA を活用促進するための研修・能力強化が必要とされてい

る。 

WB は、災害危機繰延オプション開発ポリシーローン（CAT-DDO: Development Policy Loan 

with a Catastrophe Deferred Drawdown Option）において、フィリピン地方開発プロジェクト

（PRDP：Philippine Rural Development Project）を通じて PCIP に CRVA を反映させる支援を

行っている。JICA もまた 2023 年 8 月に合意した災害復旧スタンド・バイ借款フェーズ 3 にお

いて、この取組みを後押しすることとしており 2024 年末までに 60 州の PCIP に CRVA を反映

させることを目標としている。 

こうしたツールを活用し、気候変動対策の立案・実施を進めるためには、農務省中央部局

職員、地方部局である RFO職員、そして LGU職員の気候変動リスクに関する知識や対策技術

に関する理解が必要とされるが、現状では十分とは言えない。例えば農務省中央部局では、

主要農水産物ごとに中長期の農水産業振興ロードマップを作成しているが、気候リスク脆弱

性評価結果を踏まえた対策技術の必要性は認識されているものの、収量への影響程度や具体

的な取組みについては、2020 年から始まる最新ロードマップには記載されていないものが多

い。（表 2-87 参照） 

この原因としては、農務省における気候変動主流化を担う DA-CRAO が特別組織であり、、

専属職員が限られていること、また継続性が不確実であることから省内でリーダーシップを

とりにくいことや、他の農務省部局に比べて予算が限られているために、農務省関係機関へ

の研修実施が不足していることが考えられる。DA-CRAO によれば、気候変動にともなう生産

環境の変化や収量への影響などの気候変動影響評価、病害虫対策などに対する農務省中央部

局職員の能力は不足しており、更なる能力強化が必要とのことである。 

今後、上述の ADB の支援により DA‐CRAO の強化及び農務省内での組織的な CRA 推進強

化が図られる見込みではあるが、各部局への直接的な関わりや、能力強化は限定的である。 
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また DA-CRAO は、以下に示す AMIA ビレッジアプローチを通じて、気候変動に対応した

農水産業を実践する村を全国 59 州 188 か所に立ち上げている。 

AMIA ビレッジアプローチとは、同じ気候リスクに直面する約 100ha の農地をカバーする農

民グループを支援単位として、気候変動適応を促進するものである。 

農民グループは AMIAビレッジとして組織され、気候リスクを考慮した栽培技術を含む DA

による統合的なサポートを受ける。地方事務所と LGU を通じて、農民グループは、気候リス

クを特定し、適切な適応策を決定するための情報提供を受け、気候変動に対応した農法のテ

スト支援、資金や保険へのアクセス、気候変動対策・防災にかかる研修などが無償で行われ

る。 

全ての AMIA ビレッジにおける共通の適応戦略は、農業生産の多様化であり、農民の適応

能力を強化するために複数の収入源を確保することに繋がっている。 

現在 DA-CRAO は、気候変動に対応した生産システムである AMIA ビレッジの拡大と、気

候変動適応技術をベースとした農村・漁村の企業化を推進している。AMIAビレッジが企業化

した AMIA クリエイトは、組織力が強化され、単なる生産者から加工・流通などのバリュー

チェーンへ参画し、新たな市場とビジネスチャンスの創出により、収入と生産性が向上して

いる。 

こうした AMIA ビレッジや AMIA クリエイトの数は増加しているものの、全州までには拡

大できていない。そのため気候リスクへの対応、収益体制づくりや効率的な資材投入、農業

保険やクレジットなどの金融アクセス等に関する知見が不足している農水産業コミュニティ

が引き続き存在している。 

DA-CRAOによれば AMIAビレッジのような農水産業コミュニティにおいて気候変動適応技

術を普及していくためには、地方事務所や LGU における技術指導員が必要であるが、人員・

能力ともに不足している状況である。若手技術者の採用・育成を進めるともに、各地域の気

象や土壌条件、栽培作物に対応したアドバイザリーツールの開発を行い、効率的・効果的な

普及活動を行うことが求められている。コメを対象としたアドバイザリーツールである Rice 

Crop Manager Advisory Service (RCMAS)や、PAGASA が提供する気象情報は普及しているが、

イネ以外の農産物、畜産物、水産物に関するアドバイザリーツールは不足している。 

また DA-PMS によれば、農務省内で、気候変動対策立案のベースとして活用可能な複数の

情報やツールが複数存在する。各部局が個別に他組織（DOSTやフィリピン大学ロスバニオス

校（UPLB: University of the Philippines Los Baños）など）と連携し、気候変動対策ツールや情

報提供ポータルを構築・提供しているが、情報整理・共有が十分なされていないために、

LGU が開発計画を策定する際に、用途や使用場面が不明確で、LGU や農家レベルでの混乱を

招く結果となっているとのことである。 

限られた人材で、効率的・効果的な計画立案や営農指導を実施するためには、農務省内の

関係機関の情報を整理し、重複を避けるとともに、開発が遅れていたり見直しが必要なツー

ルを特定し、簡素化を含め改善を図っていく必要がある。 
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DA-CRAO 及び DA-BAFE より、小規模農家向けの営農ツールの開発支援のニーズを確認し

ている。

DA-CRAO は、農業気象情報と気候リスクを考慮した営農アドバイスを行う Agro-Climatic 

Advisory Portal を開始し、イネに関する営農情報を自治体レベルで提供している。現在は

Rigon5 を対象としているが、今後はこのサービスを全国展開するとともに、栽培多様化を進

めるためにイネ以外の農産物、畜産物、水産物への展開を予定している。その実現は CRVA

の深度化に依存しており、特に畜産物、水産物については遅れている。

DA-BAFE もまた、コメを対象とした RCMAS を参考に、他の農産物の営農ツールを開発中

である。DA-BAFE によれば、作物収量予測や資機材へのアクセス、市場の情報を提供するこ

とで、農家がこれらの情報に基づいた意思決定を行い、資源配分を最適化してリスクを軽減

でき、最終的には持続可能な農業、生計の向上、地域の食料安全保障に貢献できるとのこと

であった。

c) 気象情報システム

上述のとおり、農務省は PAGASAと協力し、気象情報システム（CIS）の構築・強化に力を

入れている。

PAGASA は、1972 年の大統領令第 78 号（PD No.78）、1977 年の大統領令第 1149 号

（PDNo.1149）によって、気象、洪水とそれ以外に国民の安全、健康と国家経済に影響を与え

うる気候事象の観測と予報の責任機関として位置づけられている。

PAGASA には主に 9 つのタイプの気象観測所が存在する。このうち総観気象観測所では、

ほぼすべての気象要素の観測が行われており、計測された気象データは PAGASA の本部に送

られる。農業用気象観測所は、通常の気象観測機器に加えて、日射データ観測機器と土壌計

測機器が取り付けられている。

表 2-82 PAGASA の主な気象観測設備 

施設 設置数

1. 総観気象観測所 58 

2. 農業用観測所 22 

3. 高層気象観測 9 

4. 自動気象観測所（AWS） 69 

ASTI 設置の自動気象観測所 76 

5. 自動雨量観測計（ARG） 86 

6. 水文観測所 156 

7. 海洋観測ブイ 2 

8. 気象レーダー 16 

9. 沿岸レーダー 12 

出典：PAGASA 

農業セクターにおいては、農業気象観測および各種予測データを関係機関に提供し、政策

決定への利用を促している。政策決定支援ツールとして、以下を開発済みである。
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 Heat Index Chart 

 MARITIES：Managing Risks and Uncertainties 

 ENSO Risk Matrix：El Nino/La Nina Risk Matrix 

 CLIRAM：Climate Information Risk Analysis Matrix 
 CERAM：Climate Extremes Risk Analysis Matrix 

 
出典：DOST-PAGASA 提供資料 

図 2-50  PAGASA における気候変動予測の取組み 

 

また PAGASA では、JAXA が提供する衛星全球降雨マップ（GSMap：Global Satellite 

Mapping of Precipitation）を利用して降水量の監視や洪水予報を行い、一般に公開している。 
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出典：PAGASASatRex ホームページ 

図 2-51  PAGASA における衛星全球降雨マップの活用 

地域特性に応じた気候変動リスクを的確に把握するためには、気象観測データが必要にな

るが、整備機器の不足や設備更新の遅れにより、季節予報や地域特性・栽培作物に応じた農

業気象情報が不足している。また後述する農業保険における気候インデックス型保険の開発

においても、蓄積された各地域の気象データが必要となるが不足している状況である。 

気象観測を担う PAGASA の課題の一つは、気象観測所の数であり、特に自動で気象データ

を収集することができる自動気象観測所（AWS: Automatic Weather Station）の強化が求められ

ている。日本の地域気象観測システムアメダス（AMeDAS：Automated Meteorological Data 

Acquisition System）における降水量観測所は全国約 1300か所、約 17km間隔で設置されている

のに対し、既存の AWS がカバーしているエリアは 100km から 150km と広い。PAGASA から

は地方における気象観測施設の整備、および計測機器のキャリブレーション（メンテナンス）

に関する支援ニーズを確認した。 

農業セクターにおいては、降水量に加えて気温や日射量データが収量予測に不可欠であり、

農務省土壌水管理局（DA-BSWM）やフィリピン稲研究所（DA-PhilRice）においても同様に、

AWS 設置が求められている。 

また農務省では、気象情報 CIS を活用した営農指導を強化するため、営農指導を行う職員

に対して、CIS の活用を指導する活動を進めている。FAO が支援する GCF プロジェクト

Adapting Philippine Agriculture to Climate Change（GCF-APA 2023-2030）を通じて、PAGASA 及

び農務省の CIS にかかる能力強化が予定されているが、対象エリアが 9 州に限られているた

め、全国的な展開支援のニーズが DA-CRAO からあがっている。 
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d) 農業保険 

気象災害関連リスクに対して脆弱な農水産業事業者にとって、気象災害による生産ロス・

ダメージを補償される農業保険プログラムは非常に重要である。フィリピンでは、農業保険

は、主として公的機関であるフィリピン農業保険公社（PCIC：Philippine Crop Insurance 

Corporation）によって提供されている。 

PCICは、大統領令 1467（1978年）に基づき設立された、公的な農業保険プログラムの実施

機関である。PCIC は、気象災害や病害虫による作物被害や、作物以外でも農業関連資産（農

業機械、輸送機器、インフラなど）の被害を補償する。 

近年の農業保険の加入状況を以下に示す。2021 年末までに、PCIC の保険プログラムに加入

した農民と漁民の総数は 3,357,540 人に達し、約 1,100 億 9,500 万 PHP 相当の保険が提供され

た。加入者数から見ると、保険対象農家・漁民62の約 30.8%が保険に加入していることになる。

被保険者総数の 73.23%が、保険料の全額補助を受けており、政府補助金に強く依存している

状況である。 

コメ保険が加入者数で優位を占め、被保険者全体の 36.02%を占めた。次いで家畜保険が

18.18%、トウモロコシ保険が 10.72&を占めた。非農作物保険では、信用・終身保険プログラ

ム（CLTIP）が被保険者全体の 24.2%を占めている。PCICへのヒアリングによれば、加入者に

おける性別には大きな差はないとのことであった。 

  
出典：PCIC Annual Report 

図 2-52  PAGASA における気候変動予測の取組み 

PCIC によって提供される保険商品が、栽培面積 0.5－1.0ha の小規模自給農家にとって適し

たものになっているか（損失のカバー率など）は、留意が必要である。PCIC との面談におい

ては、限られた予算では、十分な補償を気象災害等に脆弱な小規模事業者や女性従事者に提

供することができないことや、PCIC には再保険の仕組みがないことが明らかとなった。 

また災害等発生後に、加入者からの保険金請求に対して速やかに対応することは、PCIC の

課題であり、審査期間の短縮などを行い 20 日以内の支払いを目指している。2022 年 4 月に

PCIC は Land bank と MOA を結び、農業保険加入者が銀行カードを利用して ATM から速やか

に保険金を受け取ることができる仕組みを構築し、2023 年 4 月から実証を行っている。 

 
62 対象範囲は、農業基礎部門登録システム (RSBSA) に登録されている 1,090 万人の農民と漁民 
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現在 PCIC が提供する農業保険プログラムは毎年一般歳出法に組み込まれ承認される政府の

補助金に依存しているが、今後、継続性は不確かである。また農業基礎部門登録システム 

(RSBSA：Registry System for the Basic Sectors in Agriculture) と連動した利用者は増えており、継

続性のある体制づくりが求められる。 

近年フィリピンでは、ADB 等のドナー支援を受けて、天候インデックス方式農業保険の開

発が進んでいる。 現在実施されているプロジェクトはパイロットプログラムであるが、過去

の気象データの不足、参照する自動気象観測施設の範囲などにより、インデックスと実損害

とのずれが生じることが判明している。しかしながら PCIC は、この方式の農業保険について、

制約や課題はあるものの、査定費用が通常の保険より低く実施できることから、同方式の推

進に興味を有している。 

農業保険については、WB 支援（Philippines First Sustainable Recovery Development Policy Loan）

により PCIC の体制強化、及び上述の ADB 支援により中期農業保険プログラムロードマップ

策定、新規保険商品開発等が予定されている。 

e) 農業ファイナンスプログラム 

農業セクターには、小規模生産者、企業等が活用可能なローンプログラムが多数用意され

ている。これまでに提供されてきた主なプログラムを以下に示す。このうち、気候変動に関

連するものとしては、農業クレジット政策委員会（ACPC：Agricultural Credit Policy Council）

が実施機関となり、災害被害者に対し速やかな復旧支援を目的とした SURE プログラムがあ

る。 

SURE プログラムは、RSBSA に登録された災害被害者を対象とした無利子・無担保ローン

であり、災害発生後 LGU が被害レベルを確定すれば、速やかに支払いがなされる。利用者は

3 年以内に返済する必要がある。 

ACPC 以外にも、農務省水産養殖資源局（BFAR：Bureau of Fisheries and Aquatic Resources）

や国家たばこ協会（NTA：National Tobacco Administration）、SRAなどの特定産業関係機関によ

る産業振興プログラムや、土地開発銀行、フィリピン開発銀行等、政府系金融機関が提供す

るプログラムがある。 

RSBSA に登録された生産者、企業等は金融アクセスが進んでいるが、移動しながら漁を行

う水産事業者の RSBSA 登録が進まず、水産事業者の金融アクセスが進んでいない。 
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表 2-83 農業セクターにおける主なクレジットプログラム 

実施機関 プログラム概要 全体 
対象 

穀物 高付加 畜産 水産 

ACPC 小規模生産者向け、災害・疫病等対応、SMEs 向け

等のプログラムを提供 ✓ ✓  ✓ ✓ 

DA-BFAR ランドバンクと連携した養殖業支援プログラム     ✓ 

DA-NTA 統合的農法による農業生産を対象としたプログラム  ✓ ✓   

DA-SRA 社会開発プログラム   ✓   

LBP 小規模農家から施設園芸農家までを支援する多様な

プログラムを用意 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

DAR 農地改革の対象者向けのプログラム ✓     

DBP 持続的農法を実施する農家向けプログラム ✓  ✓ ✓  
出典：農業クレジット政策委員会 

 

以上より、気候変動適応策を進める上で、下記の課題があることが確認された。 

 気候変動リスクの評価、適応策を立案する担当部局職員の能力強化、および対策検討

のための AWS 等資機材不足 

 気候変動適応策の普及のための農務省地方職員、LGU 職員の能力強化 

 小規模農家向けの営農ツールの開発 

3) ドナー支援状況 

農務省が現在パートナーと実施中、もしくは検討中の気候変動関連プロジェクト概要は、以下

のとおりである。 

表 2-84 ドナー協力案件の状況（農業セクター共通事項） 

協力 
パートナー プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況 

ADB 事業名：Accelerating Climate-resilient Agriculture in the Philippines Phases 
2 (part of implementing ADB Policy-based Loan Sub program 2 on Climate 
Change Action Plan)  
実施期間：2023-2024 
活動目的・内容：農業分野の気候レジリエンスの強化（CRAO 支援、

NDC に関する MRV 活動支援、州レベルの CRVA 実施、CIS 強化を含

む）、天然資源・環境分野の気候レジリエンスの強化、気候リスク管

理のための農業保険の改善、Organic Agriculture法の実施支援、気候ス

マート技術の研究開発を予定 

農務省 実施中 

CIRAD* 
ADB-AFD 

事業名：Support for Research and Development for the Agriculture Policy 
Reform Agenda of Climate Change Action Program 
実施期間：2023‐ 
活動目的・内容： 
上述 CCAP Subprogram 2 の一環として、気候スマート技術に関する 5
つの研究開発プロジェクトを実施予定 

DA‐CRAO 
DA-BAR 

実施中 

FAO 事業名：Development of the agriculture component of the Philippines' NDC 
under the Paris Agreement 
実施期間：N/A 
活動目的・内容：農業分野の NDC 緩和策案について、コストベネ

フィット評価を実施 

DA‐CRAO 完了 

GCF 
FAO 

事業名：Adapting Philippine Agriculture to Climate Change (GCF-APA) 
実施期間：7 年 (2023-2030) 

DA 
DOST-

実施中 
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協力

パートナー
プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

活動目的・内容：9 つの州における CIS 改善、アグリビジネス開発、

CRA の主流化 
PAGASA 

GIZ- 事業名：Towards a South-South Collaboration on Climate Information 
Services Project (SSCIS) 
実施期間：2019-2024 
活動目的・内容： フィリピンの CISのサービス改善を通しその結果を

気候脆弱性フォーラムにて共有する

CCC、
DOST、
UP、
DENR、DA-
DOH 

準備中

GIZ 事業名：Strengthening Disaster Resilience and Risk Mitigation through 
Ecosystem-based Planning and Adaptation 
実施期間：2021-2025 
実施サイト：Region 8 – Eastern Visayas. 
活動目的・内容：生物多様性を考慮したエコシステムベースの対策の

パイロット事業、中小企業・インフラ・農業向けの気候リスク保険商

品や国家枠組みの開発等

NEDA、農務

省

実施中

WB 事業名：Philippine Rural Development Project Additional Financing 2 
実施期間：2021 年 9 月-2025 年 7 月（2015 年開始） 
事業目的・内容：農村・漁村の生産者の企業化、市場へのアクセス向

上、小規模生産者の強靭化63 

FOS*** 実施中

WB 事業名：Philippines First Sustainable Recovery Development Policy Loan 
実施期間： 2023-2025 
活動目的・内容：1) 経済回復を加速し、長期的な成長を促進、 2) 環
境を保護し、気候変動に対する回復力を向上させるための政府の改革

支援

CCC、DA、

DTI、DOTr 
フィリピン

中央銀行、

DOE 他 

実施中

GGGI**-
KOICA 

事業名： Climate Resilient and Inclusive Green Growth for Poor Rural 
Communities- Accelerating Implementation in the Agriculture Value 
Chain 
実施期間：: 2020-2024 
活動目的・内容：

1) 気候脆弱性およびリスク情報システム (CVRIS) および関連する気候

変動に強い政策立案, 2) 州農業センター（PAC）設立

3) 4 つの農業 MSME に投資および技術支援計画 (ITAP) の提供

4) 民間セクター諮問グループ (PSAG) を運営し、戦略的および技術的

指導を提供

Oriental 
Mindoro  
DTI, CCC 

実施中

出典：農務省. Special Projects Portfolio.および DA-CRAO 資料をもとに調査団作成 
*CIRAD: フランス農業開発研究国際協力センター

**GGGI: Global Green Growth Institute グローバルグリーン成長研究所

(3) 農業生産

1) サブセクターの状況

フィリピンの農業生産は、コメ、トウモロコシ等の国内向けの食料作物と、サトウキビ、ココ

ナッツ、バナナ等の輸出用換金作物に大別される。前者は小規模経営であるが、後者はスペイン、

米国の植民地期に形成された大農園が主体である。

主要農作物の生産高と作付面積を下表に示す。2010年と 2020年を比較すると、作付面積はコー

ヒーを除き増加傾向が見られるが、生産高についてはコメとトウモロコシ以外は減収となってい

る。全作付面積のうちコメが 35％、トウモロコシが 19％、ココナッツが 27％を占めている

（2010‐2016 年平均）。

63 DA (N/A). Overview. http://prdp.da.gov.ph/about-us/overview/ 
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表 2-85 主要農産物の生産高（千トン） 

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2010 

Sugarcane 26,395.9  29,286.9  24,730.8  20,719.3  24,398.9  26,277.4  24,398.9  0.92  

Rice 18,032.5  19,276.3  19,066.1  18,814.8  19,294.9  19,960.2  19,294.9  1.07  

Coconut 15,863.8  14,049.1  14,726.2  14,765.1  14,490.9  14,717.3  14,490.9  0.91  

Banana 9,226.8  9,166.3  9,358.8  9,157.7  9,056.1  9,091.3  9,056.1  0.98  

Corn 7,407.1  7,914.9  7,771.9  7,978.8  8,118.5  8,300.3  8,118.5  1.10  

Rubber 443.0  407.0  423.4  431.7 422.4  430.6  422.4  0.95  

Coffee 88.9  62.1  60.3  60.0  60.6  60.6  60.6  0.68 

出典：PSA 

表 2-86 主要農産物の作付面積（千ヘクタール）

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2010 

Rice 4,354.2  4,656.2  4,556.0  4,811.8  4,800.4  4,651.5  4,718.9  1.08  

Corn 2,499.0  2,561.9  2,484.5  2,552.6  2,511.4  2,516.7  2,553.8  1.02  

Coconut 3,575.9  3,517.7  3,565.1  3,612.3  3,628.1  3,651.9  3,651.3  1.02  

Sugarcane 354.9  421.3  410.1  437.5  437.5  379.3  399.1  1.12  

Banana 449.4  443.4  442.9  446.8  447.9  449.0  451.2  1.00  

Rubber 138.7  222.6  223.3  226.3 228.9  229.4  230.7  1.66  

Coffee 121.4  113.7  114.8  112.8 113.4  112.0  113.3  0.93  

出典：PSA 

フィリピンの主要農作物の自給率を以下に示す。主食の一つであるコメは、人口増加による消

費量の増加、経済発展に伴う水田の転用などにより 1995 年から輸入している。 

出典：DA Annual Report 2019 
図 2-53 主要農産物の自給率 

2) 関連政策・計画

農務省における農業生産/土壌・水資源における気候変動関連政策・計画を以下に概説する。 

(a) Philippine Rice Industry Roadmap 2020-2030（PRIR）

常に食料需要に応えることをビジョンに、気候変動の影響に強靭になるために 2026 年までの目

標として以下を掲げている。

 最低でも 60%のコメ生産者が農業保険で補償されている 

 すべてのコメ生産者が気候変動に強靭な農業技術を活用している 
 災害にあったすべてのコメ生産者が、早期復興のための種子を受領する 
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また、ロードマップで掲げるビジョンの達成のため、灌漑開発については、特に生産性が中程

度の地域を優先的に、NIA の事業や小規模灌漑事業等を実施することとする。また、関連する技

術・能力開発に係る支援についても、受益者に対して実施していく。

(b) 高付加価値農作物ロードマップ：

農務省は、コメに加えて 20 の優先品目について、産官学と農業組合等のすべての関係者の役目

を含めたロードマップを策定しており、主に各品目の気候変動への適応策についても計画されて

いる。品目は、高付加価値農作物、畜産、水産および米にカテゴリ分けされる。高付加価値農作

物における気候変動対策にかかる方針を示す。

表 2-87 高付加価値農作物にかかる各種ロードマップと気候変動に関連する計画

ロードマップ名 気候変動にかかる計画

Philippine Yellow Corn 
Industry Roadmap 
（2021-2040） 

トウモロコシ生産において気候変動影響を受ける可能性が挙げられており、Key
Result Areas (KRAs)の１つに、気候変動への対応があげられている。具体的な取組

みとしては Climate Smart Farming システムの実施があげられており、農家に対する

研修・能力強化活動が検討されている。

Philippine Abaca Industry 
Roadmap（2021-2025） 

気候変動影響として、干ばつや台風による影響を受ける可能性が挙げられており、

耐性をもつ品種を開発していくことが適応策してあげられている。

Philippine Banana Industry 
Roadmap（2021-2025） 

Banana Industry Development Council （BDIC）の機能として、気候変動を含む産業全

体の課題を検討することが記載されているが、特に対応・適応策は計画されていな

い。

Philippine Cacao Industry 
Roadmap（2021-2025） 

気候変動に関連する記載はない。

Philippine Coconut Industry 
Roadmap（2021-2040） 

農業セクターとして気候変動の影響を受ける可能性は挙げられているが、特に対

応・適応策は計画されていない

Philippine Coffee Industry 
Roadmap（2021-2040） 

気候変動に関連する記載はない。

Sugarcane Roadmap 2020 適応策として Cloud Seedling や灌漑のための水系保全、栽培における CIS 活用など

が挙げられているが、気候変動影響については記載がない。緩和策としてバイオ燃

料の生産量増加について記載がある。ロードマップの見直しが完了していない。

Philippine Mango Industry 
Roadmap（2021-2025） 

OneDA Reform Agenda の踏襲や、気候変動がマンゴ産業に与える影響について記載

はあるものの、特に対応・適応策は計画されていない。

Philippine Onion Industry 
Roadmap（2021-2040） 

気候変動への対応をミッションの１つにあげている。具体的な活動は、自然災害被

害に対する農業保険の活用に関するものが記載されている。

Philippine Vegetable Industry 
Roadmap（2021-2040） 

気候変動への対応を優先項目の１つにあげている。気象情報（週、および 6 か月予

測）を栽培農家に提供し、気候変動適応・緩和対策を実施することや、短期戦略に

おける気候変動対策に関する能力強化活動の実施、中期戦略に気候変動に耐性を持

つ品種開発が挙げられている。

出典: 各種高付加価値農作物ロードマップをもとに調査団作成(https://www.pcaf.da.gov.ph/index.php/commodity-
industry-roadmap/) 

上表に示されるとおり、既存の高付加価値農水産物ロードマップにおいて、気候変動による影

響を考慮していないものについては、気候変動による生産への影響やどのような対策が必要にな

るかを検討し、見直しを行う必要がある。

(c) 国家有機農業プログラム：National Organic Agriculture Program (NOAP)

本プログラムは、2010 年 4 月に発令された「Organic Agriculture Act of 2010」とも呼ばれる
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RA.10068 に基づき、フィリピンでの有機農業の開発・推進を目的としたものである64。本政策は、

フィリピンの食糧安全保障、農家や水産業のエンパワメントと強靭化、農家や消費者の健康、環

境の保護を目標とするものである。 

(d) 農業産業開発保護地区と戦略的農業水産業開発ゾーンのネットワーク Network of Protected 
Areas for Agriculture and Agro-Industrial Development (NPAAAD) and Strategic Agriculture and Fisheries 
Development Zone (SAFDZ) 

農水産業近代化法（（Agriculture and Fisheries Modernization Act of 1997, RA.8435）に基づいて、

農務省は 1998 年に農業・農産業開発のための保護区ネットワーク（NPAAAD）を特定した。

NPAAAD は、土壌、地形、農業気候が農業と漁業の発展に適している優良な農地として定義され

ている。一方、戦略的農業水産業開発ゾーン（SAFDZ）は、NPAAAD 内で戦略的に位置し、アク

セス可能なエリアを指す。これらのエリアは、農務省によって技術的に特定され、LGU によって

検証され、現代の農業および漁業技術を展示するエリアとして機能する。2018－2021 年にかけて、

この地図の見直しが行われた。 

(e) 国家土壌健康プログラム：National Soil Health Program（NSHP） 

農務省は、国家土壌健康プログラム（NSHP：National Soil Health Program）を通じて、土壌の健

康に対処するための体系的かつ包括的なアプローチを採用することを目指す。主な目標は、土壌

資源の持続可能な利用と管理を確保し、最終的には農家の生産性と収入を向上させることである。

このプログラムには、以下の目的を持つ 4 つの主要な要素が含まれている。 

 全国的な土壌モニタリングおよび再生プログラムを制度化する。  

 土壌の健康状態を継続的に監視するための移動式土壌実験室を設置する。  

 食料安全保障を維持するために、関連機関や組織との連携を強化する。  

 土壌の健康状態の指標としての物理的および生物学的パラメータの使用に関するマニュ

アルを開発することにより土壌の多量栄養素および微量栄養素の分析を改善する。 

本プログラムは 2021年から 2023年にかけて実施されており、2022年には 81州にわたって土壌

分類の指標となる土壌参照サイトと土壌モニタリングサイトの特定とマッピングを完了した。こ

れにより、土壌肥沃度および土地適性データの定期的な更新とマッピングが保証される。 

(f) 国家農水産業研究開発アジェンダ：National Agriculture and Fisheries Research for Development 
and Extension Agenda (NAREA) 2023-2028 

気候変動が農業生産性や農水産業事業者の生計に与える影響に対応するため、農務省は、農業

研究局（DA-BAR：Bureau of Agricultural Research）および農務省関係組織、研究機関等の協力の

もと、Climate Change Research and Development and Extension Agenda and Program（CC RDEAP）for 

Agriculture and Fisheries を 2011 年に策定した。CC RDEAP（2011‐2015、2016-2022）の実施を通

じて、気候変動に対応するための適応・緩和技術の開発を進めている。 

2023 年以降については、高付加価値農作物や分野横断的な優先事項に関する研究開発と併せて

国家農水産業研究開発アジェンダ（NAREA 2023－2028）に統合し、研究開発を進めている。 

 
64 Republic of the Philippines Department of Agriculture National Organic Agriculture Program (N/A). About the Program. 
（2023 年 8 月 14 日参照）. https://noap.da.gov.ph/about-us/about-the-program/. 
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気候変動分野については、以下の研究開発が必要と位置付けられている。

 Climate Suitability Maps 

 生産システムにおける気候変動インパクトと強靭性に係る調査・研究

 気候変動適応・緩和策（例：気候変動に対応した畜舎）

 気候リスク保険モデル

 気候に即した農業普及・アドバイザリー

3) 気候変動対策の取組み状況

(a) 気候変動対策推進組織

農業生産セクターにおける関係部局・組織として、以下の組織が挙げられる。

表 2-88 農業生産サブセクターにおける気候変動関係部局 

カテゴリ 担当組織 役割

農業全般 農務省フィールドオペレーションサービス

（DA-FOS） 
バナープログラムにおける RFO との協力 

DA-RFOs 各種事業、農業・漁業指導

LGUs 各種事業、農業・漁業指導

フィリピンココナッツ協会（PCA） ココナッツ産業の振興

砂糖統制委員会（SRA） 砂糖産業の振興

農地管理 DA-BSWM  土壌分析・評価

研究開発 農務省農業研究局(DA-BAR) 研究開発方針策定

フィリピン農業省稲研究所 稲作におけるスマート農業技術の開発

フィリピン大学 スマート農業技術の開発

民間企業 農業生産者、アグリビジネス 農業生産、農産物加工・販売等

出典：各機関 HP 等をもとに調査団作成 

農業生産における気候変動対策については、上述の AMIA プログラムにおける活動のほか、農

務省が主導する国レベルでの食料安全保障、貧困緩和、および、7 つのバナープログラム（イネ、

トウモロコシ、高価値作物、畜産、水産、有機農業、ハラル）65、農水産物ロードマップの実施

のなかで、取組みが進められている。

バナープログラムや農水産物ロードマップにおける気候変動対策を具体的に推進しているのは、

DA-FOS および 16 の地方事務所（RFO）であり、農務省関係機関がこれをサポートしている。 

DA-CRAO は、バナープログラムの担当機関等に、CRVA をはじめとする AMIA 政策決定支援

ツールの活用に関する研修を実施しており、国家イネプログラム（National Rice Program）との連

携は進んでいるが、その他のバナープログラムについては更なる連携が必要とのことであった。

(b) 気候変動対策の取組み状況と課題

農業生産は、気候変動による負の影響を受けやすい。たとえば、気温の上昇や降雨パターンの

変化によって、作物栽培に必要な水分が不足することによる減収、土壌劣化の進行、海面上昇に

65 NEDA (2019). Department of Agriculture (DA) Banner Programs (Rice, Corn, National High Value Crops, Livestock and 
Organic Agriculture Programs). https://sdg.neda.gov.ph/department-of-agriculture-da-banner-programs-rice-corn-national-high-
value-crops-livestock-and-organic-agriculture-programs/ 
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より沿岸地域に塩害被害が発生し農用地が減少、病害虫の発生などが考えられる。こうした気候

変動リスクに対する農業生産サブセクターにおける気候変動の取組み状況を、以下に概説する。

a) 気候変動対策にかかる研究開発

上述のとおり、国家農水産業研究開発アジェンダ（NAREA2023-2028）において、気候変

動に関連した研究開発の方向性や、優先研究項目が示されており、フィリピン国内で展開が

期待される技術リストがまとめられている。

国家農水産業研究開発アジェンダ（2023‐2028）に示された農地管理に関する技術開発項

目のうち、農業生産・農地管理に関する項目を以下に示す。

表 2-89 農地管理に関する技術開発項目 

作目
予定研
究期間

研究内容
気候変動対策として

期待される成果

米 2024-25 稲作灌漑とそのほかの農作業用の小規模灌漑シ
ステム（SSIS）における水質評価

SSIS の水質評価 

2023 生産に関連する商品や技術のインパクト評価 Solar Powered Irrigation and Fertigation 
System（SPFS）の評価 

2023 灌漑施設の評価 SSIS 設計にかかる灌漑政策のイノベー
ション

キャッサバ 2024-25 適切な施肥のための成分配分改善と品質向上 土地に合わせた施肥、普及のための政
策提言

2024-25 気候に強靭な生産システムと農業エコシステム 農業気象・農業エコシステムに合わせ
た生産 POT 

その他
地下茎

有機農業手法の普及 緑肥技術と緑肥技術に推奨される品種

サツマイモ生産のための GIS 利用適地評価 サツマイモ生産のための GIS 利用適地
評価

出典：NAREA を基に調査団作成 

NAREA2023-2028を推進するのは、農務省農業技術局（DA-BAR）である。ヒアリングにお

いては、気候変動に関する研究開発・人材育成の必要性、NAREA を踏まえた技術協力の可能

性について意見があったが、最終的に具体的な支援ニーズは把握されなかった。

ADB が支援する Accelerating Climate-resilient Agriculture in the Philippines Phases 2 において、

AFD とともに、DA-BAR に対して Abaca、家畜飼料、海藻に関する技術開発協力がなされる

予定である。

b) コメ生産における取組み

気候変動に対応する農業技術の取組みの一例として、イネ生産における取組み事例を以下

に示す。
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表 2-90 気候変動に対応する農業技術例（コメ） 

バリューチェーン 
ステージ 技術・研究成果 

投入材 気候変動への適応のための米ベースの代替生産システム 
小規模灌漑システム用の太陽光利用ポンプ 
水利用効率の改善のための雨水採取技術 
節水技術としての間断灌漑：ドラムシーダ、ポンプ灌漑地域での節水技術、インド式コ
メ生産システム SRI and Legowo row planting technology、米ベースの生産システムでの水管
理、圃場整備、Automon pH 
GIS 利用水資源評価による小規模灌漑地域の適地分析 
太陽光利用灌漑システムによるコメ生産 
小規模灌漑プロジェクト（Small Water Impounding Projects :SWIP）地域での土壌侵食評価 
土壌健康カードと土壌診断を利用した肥料提案 

生産 気候変動下での高地の栽培 
生産 Decision Support System for Agrotechnology Transfer (DSSAT)を利用した様々な気候変動シナ

リオ下での米ベース生産システムの生育・生産性シミュレーション 
生産 強靭な米ベースの生産システムに向けた Ilocos Norte の気候変動適応プログラムや戦略の

強化 
強靭な米ベースの生産システムのための気候変動インパクトに対する地方での観測、検
証、適応戦略 

出典：NAREA を基に調査団作成 
 

農務省フィリピン稲研究所（DA- PhilRice：Philippine Rice Research Institute）は、研究開発、

普及活動を通じて、フィリピンの米農家とフィリピンの米産業の競争力を向上させ、より収

益性が高く、回復力があり、持続可能なものに変革することを目指している。 

気候変動適応策としては、気候変動によるイネ収量への影響評価を行い、気候変動耐性を

もつ品種（耐乾性、耐暑性、洪水時の湛水に対応等）を開発し、種の配布プロジェクトを実

施している。 

また緩和策として、省エネ、節水等に配慮した農業技術開発を行っており、水田メタンの

排出削減に効果があるとされる間断灌漑技術（AWD: Alternate Wetting and Drying）やイネの直

播栽培などの普及を行っている。 

研究所では、ICT を活用したスマート農業・デジタル農業を進めており、成果を Philippines 

Rice Information system（PRiSM）として共有している。水田データのデジタル化を進めている

が、進捗は全水田の 3割程度とのことであった。またイネの病害虫診断、雑草対策を含む営農

指導ツールも開発・展開している。 

DA-PhilRice からは、こうした取組みを加速するために、自動気象観測設備を含む地方の研

究所設備の強化や、蓄積されたデータを分析し、新たな取組みに活用するためのデータセン

ター設置に関する支援ニーズが確認された。 
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出典：PhilRice 資料  

図 2-54  フィリピン稲研究所におけるデジタル農業推進 

水田から排出されるメタンを削減する間断灌漑（AWD）の技術は、アジア地域において広

く広がっている。日本の国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構（NARO：

National Agriculture and Food Research Organization）、および国立研究開発法人国際農林水産業

研究センター（JIRCAS：Japan International Research Center for Agriculture and Science）は、国際

イネ研修所（IRRI：International Rice Research Institute）と協力し、モンスーンアジアにおける

GHG 排出削減技術の研究開発を続けている。また IRRI では、AWD による削減効果をクレ

ジット化するための方法論を構築している。 

また現在 NIA、カナダ企業、水利組合（IA: Irrigation Association）が共同で AWD によるメ

タン削減・クレジット化事業を行っており、DA-PhilRice はメタン計測や水管理などの技術支

援で協力している。 

民間企業においても、フィリピンの農家組合等と協力し、AWD によるメタン削減・クレ

ジット化を狙う動きがある。AWD は、灌漑施設があり水管理ができる場所でないと導入がで

きないという制約がある。また農家にとっては取り組むインセンティブが必要であり、クレ

ジット化の検討が始まっている。 

また複数の日本企業がフィリピンにおけるカーボンクレジット事業を検討中であり、うち

JCM の適用を目指しフィールドでの実証事業を行っている 1 社にヒアリングを行った。事業

展開にあたっては、バウンダリー設定における対象農地の所有権の精査、現場モニタリング

実施者、得られたカーボンの販売先の確保などが課題であり、JICA 事業（灌漑施設整備等）

との連携を望む声があった。 

c) トウモロコシ、バナナ、カカオ、コーヒー等における取組み 

プロジェクト SARAi（Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the 

Philippines）は、産業としての農業を再活性化するスマートなアプローチとして、科学技術省

フィリピン農業・水生生物・天然資源研究開発評議会（DOST-PCAARRD）の資金提供による

研究プログラムであり、農業関係者に地域特有の作物に関する情報を提供することで、気候

リスクの軽減に向けて取り組んでいる。 
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当該プロジェクトでは、フィリピン大学ロスバニョス校（UPLB）と 11 の州立大学および

単科大学（SUC）および 6つの中央政府機関によって実施されており、遠隔撮影画像を使用し

た生産現場のリアルタイムに近いモニタリングを実装している。 

また農家が簡単に最新情報を入手し、農場の状況を報告できる地域レベルおよびコミュニ

ティレベルの SARAi ハブを設立することを目指している。 

当該プロジェクトでは、優先作物としてコメ、トウモロコシ、バナナ、ココナッツ、コー

ヒー、カカオに関する取組みを進めてきたが、ヒアリングにおいて、農家に対し園芸作物に

対する情報提供が不足している状況が課題としてあげられ、今後対象作物を広げていきたい

意向を確認している。 

 
出典：Project SARAi 資料 

図 2-55 Project SARAi 参加大学 

DA中央部局における取組み、DA-PhilRice、フィリピン大学等研究機関における取組みを踏

まえ、RFO職員など地方に住む複数の農業関係者に対し、気候変動の影響の顕在化、CISや各

種営農ツールの有効性、地方事務所や LGU における技術普及員の不足等について、情報収集

を行った。地方では、職員の不足や能力不足により、研究成果が伝わりにくい状況や、信頼

性の高い営農ツールの開発が必要とされていることが判明した。DA-PhilRice やプロジェクト

SARAi を通じて、既にイネ、トウモロコシ、バナナなど主要な農作物については、営農ツー

ルが開発されている。気候変動による影響を踏まえた病害虫対策など、既存のツールの改良

や新たなツールの必要性を検討する必要がある。 

上述のとおり DA-CRAO からは、栽培多様化に対応するため、各地の気象、土壌条件、農

産物等に応じて営農アドバイスが行えるツール、DA-BAFE からは、収量予測、利用可能な資

機材、市場情報等を提供できるツールについて、ニーズを確認している。 

以下に、本調査で確認された営農ツールを示す。スマートフォンを通じて利用可能なアプ

リケーションも複数確認されている。 
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表 2-91 フィリピン国内で開発された営農ツールの例 

対象 営農ツール 内容 サービス提供元 
農業気象 Payong PAGASA BETA 農業気象情報と営農アドバイスを提

供するモバイルアプリ 
PAGASA 

Agro-climatic Advisory Portal - 
BICOL(ACAP-BICOL) 

HP を通じて農業気象情報と営農ア

ドバイスを提供 
DA-AMIA 

イネ Rice Crop Management and Advisory 
Services (RCMAS) 

HP 及びモバイルアプリを通じて農

家に合わせた栽培管理アドバイスを

提供 

PhilRice 

PalayCheck Super App 
Leaf Color Chart (LCC) App 
MOET App 
eDamuhan 
Binhing Palay App 
Bantay Palay App 

イネの生育状況、施肥、雑草管理、

品種、コメの価格に関する情報提供

を行うモバイルアプリ 

PhilRice 

Pest Advisory for Rice HP を通じてイネの病害虫に関する

情報提供 
DA-BPI 

AgriDoc App 農場と生育データを整理し、営農情

報を提供するモバイルアプリ 
UPLB 

バナナ BANATECH 品種に応じてバナナの収穫時期を提

供するモバイルアプリ 
Project SARAi 

コーヒー CAPHE (Coffee Application Harvest 
Estimator) 

品種に応じてコーヒー収穫時期を提

供するモバイルアプリ 
Project SARAi 

農業技術全

般 
e-Extension Program for Agriculture 
and Fisheries 

HP を通じて、認定コース、農業技

術に関するビデオ、ミニ チュート

リアルなどを提供 

DA-ATI 

生育管理 Smarter Pest Identification Technology 
(SPidTech) 

イネ、トウモロコシ、コーヒー、カ

カオ、ココナッツ、サトウキビ、ダ

イズ、玉ねぎ、トマトの病害虫情報

提供モバイルアプリ 

Project SARAi 

Water Advisory for Irrigation 
Scheduling System (WAISS) 

土壌水分センサーとソフトウエアに

よりリアルタイムで水管理を行う仕

組みを提供 

Project SARAi 

SARAI-Enhanced Agriculture 
Monitoring System (SEAMS) 

GIS やリモートセンシング技術を用

いて植生分布状況や活性度のモニタ

リング情報を提供 

Project SARAi 

施設 Geographic Information System for 
Agricultural and Fisheries Machinery 
and Infrastructure (GEOAGRI) 

農水産業施設、機械および農村イン

フラ整備事業情報を表示する Web 
マッピング アプリケーション 

DA-BAFE 

出典：調査団 
 

なお日本の農林水産省は、耕種農業（水稲、畑作、露地野菜、施設園芸、果樹）と畜産に

関するスマート農業技術として、大学を含む研究機関、民間企業が開発・提供している以下

の技術・サービスを一般に紹介している66。2024 年 1 月現在、前者は 350 技術、後者は 60 技

術がリスト化されており、日本で普及・活用が進む営農ツールも含まれている。 

 ①経営データ管理：資材や売上、労務等の管理を行う技術 

 
66 スマート農業技術カタログ
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/smart_agri_technology/smartagri_catalog.html 
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 ②栽培データ活用：気象や熟練農家のノウハウ等の栽培に関するデータを活用する技

術 

 ③環境制御：水田の水管理や畑のかん水、園芸ハウスの温度管理等を行う技術 

 ④自動運転・作業軽減：自動で作動するロボットや機械の運転アシスト、農作業の軽

労化等を行う技術 

 ⑤センシング・モニタリング：作物や環境等の状況についてデータを提供する技術 

d) ココナッツ生産における取組み 

ココナッツは、フィリピンにおける代表的な輸出用換金作物である。近年、インドネシア、

インドなどに生産量を追い越されており、生産性向上のための品種改良が必要となっている。 

PCA では、標高、傾斜、土質、気温、降雨、被覆などの情報を踏まえ、フィリピン国全体

のココナッツ栽培適地の分析、脆弱性の高い地域を特定し、この情報を基に植林地の特定し

ている。 

将来の気候変動の影響（気温と降雨の変化、病害虫発生の可能性）を踏まえて、栽培品種

の選定を行うとともに、遺伝子情報の保存や、衛星データを活用した生育モニタリングなど、

複数の事業を実施していきたい意向を持っている。 

2023 年 10 月に、2028 年までに 1 億本のココナッツ植林を達成するよう大統領令が出た。そ

こで、生産性の向上に加えて、植林による土壌炭素固定、GHG 吸収源等の気候変動緩和策と

しての効果も評価し、クレジット化に繋げていきたい意向を持っている。 

PCA からは、気候変動を考慮した栽培品種の選定と遺伝子保存技術、衛星データを活用し

た生育管理、品種や生育地に応じた炭素貯留機能の検証について、技術協力のニーズを確認

した。 

e) サトウキビ生産における取組み 

サトウキビも、代表的な輸出用換金作物である。近年は、土壌の酸性化、気象の激化、病

害虫の発生等により、生産量が減少する傾向がみられる。 

SRA では、エルニーニョ行動計画を策定し、気象観測や土壌水分計測機器を導入し、栽培

環境のモニタリングを行うとともに、浸水や洪水に強い品種の研究開発、土壌侵食防止策等）

を行っている。 

フィリピンのサトウキビ農家の 8 割は小規模生産者で、生産面積は平均 5ha 程度である。効

率的な生産を行うため、Block Farm Program により、農家を 30ha 程度にクラスター化し、共

同で農機を使用するなどして生産性を上げる取組をしている。 

現在 SRAは、JIRCASより、気候変動対策や農業廃棄物リサイクルにかかる技術支援を受け

ている。今後必要な支援として、リモートセンシングによる栽培管理技術や、災害時の被害

状況把握の仕組みづくりについて、技術協力のニーズを確認した。 
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f) 農地土壌に関する取組み 

農業生産のための土壌保全及び持続的な農地管理については、農務省土壌水管理局（DA-

BSWM：DA‐Bureau of Soils and Water Management）が担っており、土壌資源アセスメントや

マッピング、農地水資源管理、各種分析、土壌・水資源に関する研究開発を実施している。 

DA-BSWM は、栽培作物別・地域別に様々な土壌マップ（例：土壌肥沃度、肥料ガイド、

土壌養分等）を作成しており、HP において公開している。また地すべりや土地劣化を評価す

る指標である Composite Land Degradation Index （CLDI）を開発し、LGU における土地利用計

画策定における活用を推進している。また塩害が発生しやすい沿岸地域における土壌塩分評

価を全国 40 か所で実施し、インフラ整備計画立案のための基礎情報を提供している。 

また DA-BSWMは、国家土壌健康プログラム（NSHP）を主管している。今後の取組みとし

て、土壌肥沃度および土地適性データの定期的な更新を行うとともに、この結果に基づく適

切な土壌・水管理の指導を、RFO を通じて農家等に対して実施するとのことであった。この

ためには、特に地方部の土壌・水管理研究者が重要であり、継続的な能力強化に関する支援

ニーズを確認した。 

なお JICA は DA-BSWM に対して 1980 年代後半から無償支援による土壌研究施設整備や、

マージナルランドと呼ばれる丘陵、急傾斜地における適正な土壌・水管理技術の導入、及び

農業情報システムの開発に関する技術協力プロジェクトを実施している67。 

NDC の追加的措置として、土壌炭素貯留機能の活用が追加されたことに加え、農地におけ

るメタン、二酸化窒素の動態に関する研究及び方法論を開発することは、GHG インベントリ

を更新し、モニタリングしていく上でも重要である。 

DA-BSWM、及び DA-CRAO より土壌炭素貯留の検証の支援ニーズを確認した。既に DA-

BSWM は、FAO による世界的な土壌炭素貯留ポテンシャルマップの作成に協力している。土

壌炭素貯留ポテンシャルの推計には、世界的に RothC モデルが利用されているが、実際の土

壌サンプルとモデルを使った推計値の比較により、当該モデルの精度を高める必要がある。 

既に日本の NARO、JIRCAS と DA-PhilRice、IRRI の協力のもと、水田における土壌炭素、

メタン、二酸化窒素の動態に関する研究が進められている。その知見を水田以外の農地にも

展開することは有効である。 

日本においては、DNDC-Rice、RothC モデルをもとに水田を含む農地の温室効果ガス排出

量・炭素貯留量が試算され、2015 年以降の GHG インベントリへの適用や、農業分野の CO2 削

減対策効果を視覚化する取組みが進められている。DNDC-Rice は特にメタンに特化したモデル

であり、その名のとおり水田のみに適用しているが、もとの DNDCは畑に適用可能であり、ま

た RothC モデルについては、畑、果樹園、草地にも適用可能である。ただし日本においても、

長期連用試験（畑と水田）のデータで検証と改良をしてきており、フィリピンにおける展開に

 
67 農民参加によるマージナルランドの環境及び生産管理計画プロジェクト/Environmental and Productivity Management 
of Marginal Soils in the Philippines 2000-2005）https://www.jica.go.jp/oda/project/0600794/index.html 
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ついては、フィリピン側関係機関（DA-BSWM 等）の意向も踏まえて検討が必要である。 

g) 農地管理に関する取組み 

上述のとおり、DA-PhilRice や大学など研究機関において、精密農業（デジタル農業、ス

マート農業）の取組みが進められている。PCA や SRA においても、衛星データ、リモートセ

ンシングを活用した生育状況把握、管理を実施し、生産性向上に繋げていきたいという意向

を把握している。 

生産性向上と持続可能性を両立する精密農業を進める上では、基盤となる気象、土壌、農

地のデータを、農業関係機関が共有し、研究開発のベースとすることが望ましい。また生産

現場での普及のためには、営農指導を行う農務省地方事務所、LGU の能力強化も必要となる。 

適切な農地管理のために、気温、降雨、日射、土壌水分量、蒸発量等のモニタリング設備

を適切に配置し、データ収集・蓄積を行うことは有効である。特にフィリピンのように多く

の島で形成され、同じ島の中でも地勢的に異なる地域が存在する場合、同じエリアでも気象

が異なることが多々あるため、農業気象観測施設（Agromet）の適切な配置が重要であるが、

資金的な課題から、設置個所が限られている状況である。 

DA-BSWM においては、2012 年に自動気象観測装置 100 台を導入し、その後、地方事務所

や LGU に 84 台を移管している。BSWM の管理を離れたことで、データベース上のデータ更

新が適切になされず、各地の気象データを統合することが難しい状況となっている。また導

入から 10 年を超え、機材更新の時期に来ている。 

農作物の収量予測には降水量、気温と日射量等のデータが必要となることから、PAGASA、

BSWM、PhilRice、UPLB 等関係機関が、データを共有し、高解像度で農業気象の蓄積と予報

の仕組みを、新たに構築することが考えられる。 

日本においては、NARO が気象庁による予報業務許可のもとで、農業現場向けの気象情報

として、全国の日別気象データを約1km 四方(基準地域メッシュ)を単位に整備し、提供してい

る。高度な利用方法として、プログラミングによるデータの取得、処理をすることで、広域

のデータ表示、モデル計算による収穫適期の予測、栽培に適した作物や品種等の検討が可能

となっている。 
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出典：フィリピン農務省. http://agromet.da.gov.ph/ 
図 2-56 農業気象観測施設（Agromet）の配置状況 

農地の適正管理について、フィリピンでは農地所有権の明確化・情報登録が進んでいる。

農務省においても、RSBSAがあり、2022年 12月末現在 629 万人の農業従事者が登録済みであ

る。この登録情報は、農務省が行う各種取組みの基礎データにもなっており、継続的なシス

テムの改善や登録情報の正確性の確保（geo-referencing of registered farmers’ land parcels）を進

める必要がある。また農務省以外の国内統計システムとの相互リンクも進めていく必要があ

る。

4) ドナー支援状況

農務省の農業生産/土壌・水資源管理担当部局が現在パートナーと実施中もしくは検討中の気候

変動関連プロジェクトは以下のとおりである。

表 2-92 ドナー協力状況（農業セクター：農業生産） 

協力
パートナー

プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

WB 事業名：Support to Parcelization of Lands for Individual Titling Project 
(Project SPLIT) 
実施期間：2020 年‐2024 年 12 月 
事業目的・内容：

土地改革法に基づき 1.38 百万 ha の農地所有権を安定させることを目

的とする。68女性の農業従事者が土地所有者となることで金融アクセ

スや気象災害の補償を受けやすくなる。

DA-DAR* 実施中

NARO/JIR
CAS 

事業名：アジア地域の水田における GHG 削減等に関する総合的栽培

管理技術の開発

実施期間： 2018‐2022 年 
事業目的・内容：フィリピン稲研究所において炭素・メタン・二酸化

窒素の動態モデルを開発。

DA-PhilRice 完了

JICA 事業名：SATREPS-「気候変動下での持続的な地域経済発展への政策

立案のためのハイブリッド型水災害リスク評価の活用」

実施期間： 2021－2026 年 

UPLB 実施中

出典：農務省（N/A）. Climate Resilient Office Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture 
*DAR：農地改革省（Department of Agrarian Reform)

68 WB‐Department of Agrarian Reform  https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P172399 
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(4) 灌漑開発

1) サブセクターの現状と気候変動の影響

フィリピンは、首都マニラを中心に人口増加が続いており、安定的な食料供給システムの維持、

水の安全保障は重要な課題である。一方で農業は多くの水資源を必要とすることから、今後生活

用水・工業用水との水需要の競合が考えられる。

気候変動の影響で降雨パターンが変わり、これまで降雨が十分にあったことで天水による稲作

等の作物生産ができなくなる、降雨強度が強まることで農地での洪水や土砂災害が発生する等、

水にまつわる問題が起きやすくなることが想定され、水資源の管理がより重要となってきている。

気候変動の影響で降雨パターンが変わり、降雨が減少する地域では天水による稲作等の作物生

産ができなくなる一方で、降雨強度が強まることで農地での洪水や土砂災害が発生する等、水に

まつわる問題が起きやすくなることが想定され、水資源の管理がより重要となってきている。

2022 年 12 月末現在のフィリピン国内における灌漑施設整備状況については、以下のとおりである。

灌漑可能エリアに対して施設整備がなされているのは、全国で 67.5%であり、施設整備率が 100%を

超えている地域も存在する。それに対してバンサモロ・ムスリム・ミンダナオ自治地域（BARMM

地：Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao）の灌漑整備率は 34%であり、全国的に見て

整備率が低い状況である。

表 2-93 灌漑開発状況（2022 年段階） 

REGION ESTIMATED TOTAL 
IRRIGABLE AREA (ha) 

TOTAL SERVICE 
AREA (ha) 

PERCENTAGE 
(%) 

CAR 111,296 114,187 102.6
REGION 1 264,491 187,005 70.7 
REGION 2 457,247 331,446 72.49 
REGION 3 483,830 351,945 72.74 
REGION 4A 85,929 72,220 84.05 
REGION 48 143,559 117,162 81.61 
REGION 5 239,440 141,165 58.96 
REGION 6 191,253 132,969 69.53 
REGION 7 53,674 60,279 112.31 
REGION 8 91,983 88,353 96.05 
REGION 9 93,706 54,766 58.44 
REGION 10 121,123 82,295 67.94 
REGION 11 177,547 108,269 60.98 
REGION 12 293,226 134,069 45.72 
REGION 13 160,177 80,814 50.45 
BARMM 160,150 54,819 34.23
Total 3,128,631 2,111,763 67.5

出典：NIA 

2) 関連政策・計画

農務省における土壌・水資源管理部局における気候変動関連政策・計画を以下に概説する。
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(a) 無料灌漑サービス法：Free Irrigation Service Act（RA10969）

農家の生産コストを下げるとともに、農業生産拡大のための灌漑施設の建設、改修、運用及び

メンテナンスを含めた灌漑サービス提供を確保するために 2018 年に設定された。8ha 以下の農地

を持つ生産者は、灌漑水利費用が無料化された一方で、8ha 以上の農地保有者、企業が所有する

農地、プランテーション、養殖池や排水目的など農業生産以外の灌漑利用者については、引き続

き灌漑水利費が課されている。

灌漑サービスの提供については、1,000ha 以上の規模を持つ国家灌漑システム（NIS：National 

Irrigation System）については NIA が実施し、1,000ha 以下の規模を持つ地域灌漑システム（CIS: 

Communal Irrigation System）については、水利組合（IAs: Irrigation Associations）が引き続き実施

する。CIS の運用メンテナンス費用は NIA が負担すること、NIS についても灌漑管理移転プログ

ラム（IMT：Irrigation Management Transfer) programに参加する IAsが実施する場合は、NIAから運

用・メンテナンス費用が支払われること、必要な技術指導が NIA から IA に対して実施されるこ

となどが規定されている。

(b) 国家灌漑マスタープラン：National Irrigation Master Plan (2020‐2030)

国家灌漑マスタープラン（NIMP 2020-2030）は、持続的な灌漑開発と農業生産の多様化を通し

て農家の競争力を高めることで、食糧安全保障と貧困削減を実現するための国家レベルの灌漑開

発マスタープランであり、特に注力するのは以下の 8 項目である。 

 新たなジオデータベースシステムを開発し、灌漑可能な地域や水資源の需要と供給等の

地理情報システムの作成

 PDP の沿った目標や批評の設定 

 Philippine Rice Industry Roadmap （PRIR）や Rice Tariffication Act （RTA）に沿った灌漑開

発目標の設定

 中長期的な灌漑開発事業の実施

 資産運用に関する戦略を含む運用・メンテナンス計画策定のためのガイドラインの策定

 灌漑開発への新たな節水技術や気候変動への適応・緩和策や防災・災害リスク削減の統

合

 灌漑開発の農業多様化への適応

 計画の効率的な実施のための組織・制度改革

この計画では、2020 年から 2030 年までの間に、新規事業、復旧事業、多目的事業を通して約

68 万 ha の新たな灌漑開発を実施することを目標としている69。 

3) 気候変動対策の取組み状況

(a) 気候変動対策推進組織

農業生産のための水資源管理・灌漑施設整備計画については、農務省の外郭団体である NIA お

よび DA-BSWM が担っている。DA-BSWM は、小規模灌漑施設整備計画を策定・実施していたが、

現在は NIMP 2020‐2030 に統合されている。 

69 NEDA、NIA、UPLBFI（2020）. The National Irrigation Master Plan 2020-2030. 
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なお、NIA と DA-BSWM は、ともに灌漑整備を担う機関であるが、灌漑規模の違いで役割を分

けており、NIA が大規模灌漑システム（1000ha 以上が NIS、1000ha 未満が CIS）を担当70し、IA

とともに維持管理を行っている。NIA が扱わない小規模な灌漑システムについては DA-BSWM と

RFO が管轄しており 71、維持管理を LGU 及び小規模水利組合（SWISA：Small Small Water 
Irrigation System Association）が実施する。 

(b) 気候変動対策予算

灌漑施設整備、維持管理のための国家予算と、灌漑水利費用など NIA が得ている収入の推移を

以下に示す。

2018 年に上述の無料灌漑サービス法が施行され、NIA の収入は減少した一方で、国家予算が増

加した。この予算には灌漑施設整備事業、運営管理費用が含まれており、2017-2023 年の平均は

約 365 億 PHP であった。うち灌漑施設整備事業が約 7 割を占めている。この NIA 予算とは別に、

小規模灌漑施設整備（SSIP：Small Scale Irrigation Project）予算が DA に配分されているが、その

規模は約 10－15 億 PHP である。 

出典：NIA Corporate Operation Budget 2017-2023 
図 2-57 灌漑事業関連費用の推移 

また 2024 年の国家予算は、上述のエルニーニョ対策を勘案し、2023 年の約 400 億 PHP から約

800 億 PHP への倍増が見込まれている72。 

(c) 気候変動対策の取組み状況と課題

a) 気候変動を考慮した NIMP に基づく灌漑施設整備

上述のとおり、国家灌漑計画（2020‐2030）では、2020年から 2030年までの間に、約 68万
ha の新たな灌漑開発を実施することを目標としている。 

実施にあたっては、4 つの指標に基づき、優先順位づけを行っている。すなわち、1）技術

的実現可能性、2）組織的実現可能性、3）経済・財政的実現可能性、そして、4）環境社会面

での実現可能性の 4 項目である。 

70 NIA (N/A). Construction of Irrigation Systems. https://www.nia.gov.ph/content/construction-irrigation-systems 
71  DA-BSWM (N/A). Planning and Implementation of rainwater harvesting facilities and other related small scale irrigation 
infrastructures. https://www.bswm.da.gov.ph/process/technical-assistance/small-scale-irrigation-infrastructures/ 
72 https://www.pna.gov.ph/articles/1210582 
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プロジェクトは 5 つの主要な潅漑プロジェクトタイプに分類される。1）国家灌漑プロジェ

クト（NIPs：National Irrigation Projects）、2）国家灌漑システム（NIS）のリハビリテーション、

3）新規 communal または小規模灌漑プロジェクト（SIPs：Small Irrigation Projects）、4）

communal または SIPs のリハビリテーション、そして 5）新しい多目的プロジェクト（MP：
Multipurpose Project）である。

サービスエリアが 1,000 ha 未満のもので、その他の政府機関（OGA：Other Government

Agencies）による潅漑プロジェクトは SIP に分類される。 

表 2-94 国家灌漑計画 2020‐2030 の内訳 

YEAR 
NIS/NIP (ha) CIS/CIP/SIP (ha) SUBTOTAL MP 

(ha) 
TOTAL 
(NIA) 

OGA 
(ha) GRAND 

New Restore New Restore New Restore 
2020  5,400  5,400  8,100  8,100  13,501 13,501  21,935  48,936  4,840  53,776  
2021  8,161  8,161  12,242  12,242  20,403 20,403  9,500  50,306  4,975  55,281  
2022  9,426  9,426  14,139  14,139  23,565  23,565  4,585  51,715  5,115  56,829  
2023  19,139  2,127  28,708  3,190  47,846 5,316  -  53,163  5,258  58,421  
2024  9,570  1,063  14,355  1,595  23,925 2,658  28,068  54,651  5,405  60,056  
2025  10,577  1,175  15,866  1,763  26,443 2,938  26,800  56,182  5,556  61,738  
2026  11,828  1,314  17,741  1,971  29,569 3,285  24,900  57,755  5,712  63,467  
2027  11,874  11,874  17,812  17,812  29,686  29,686  -  59,372  5,872  65,244  
2028  12,207  12,207  18,310  18,310  30,517 30,517  -  61,034  6,036  67,070  
2029  12,549  12,549  18,823  18,823  31,372 31,372  -  62,743  6,205  68,948  
2030  18,339  7,461  19,350  19,350  37,689 26,811  -  64,500  6,379  70,879  
TOTAL  129,070  72,757  185,446  117,295  314,516  190,052  115,788  620,357  61,353  681,709  

出典：National Irrigation Master Plan（2020‐2030） 

NIMP2020-2030 における灌漑プロジェクトの総費用は 4,384 億 PHP と推定され、その内訳

は新規 NIP に 994億 PHP、NISの復旧に 439億 PHP、新規 CIP/SIPに 1,386 億 PHP、CIS/SISの

復旧に 257億 PHP、MPに 101.9 億 PHP、その他の政府機関プロジェクトに 28.9 億 PHPとなっ

ている。

NIA及び DA-BSWMにおいて、NIMPを進める上で、気候変動に対応した灌漑施設の設計、

適正管理が課題としてあげられた。大規模灌漑施設から実際に農地に水が届けられるまでは、

様々な組織・水利団体を経由していくことになる。上流から下流にかけて、適正な水の分配、

自然を基盤とした解決策（NbS：Nature based Solution）を考慮した計画、設計を行うためには、

灌漑施設整備を行う NIA および DA-BSWM の能力強化の必要がある。 

NIA は WB をはじめとするドナー支援を受け、2013 年に気候変動を考慮した計画設計マ

ニュアルを策定している。当該マニュアルが NIA において正式採用されたのは 2021 年 8 月で

あるが、同年 12 月に IPCC から新たな気候変動将来予測が第 6 次報告書として発表されたた

め、更なる見直しとともに、マニュアルを使った計画・設計に関する能力強化の必要が生じ

ている。

なお NIA に対し、JICA は灌漑セクター改修・改善事業や円借款付帯技術協力プロジェクト、

灌漑施設管理に関する技術協力プロジェクトを過去に実施している。円借款事業では、予定
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期間内に整備が完了しなかった施設整備事業について、引き続き引き続きフィリピン政府予

算で勧められている。 

NIA が進める大規模灌漑施設整備については、2024 年 1 月現在フィリピン政府の

Infrastructure Flagship Projects リストに 28 件が挙げられており、うち復旧事業を含む 11 件が進

行中である。残る 17 件については、現在準備中であり必要な予算総額は 1,103.3 億 PHP と試

算されている。ADB による Mindanao Irrigation Development Project 支援などドナー支援が確定

しているものもあるが、NIA 及び BSWM ともに政府の予算不足の懸念と支援ニーズが示され

た。 

特に DA-BSWM が進める小規模灌漑施設整備（SSIP）の予算規模は小さいが、SSIP につい

ても、渇水期の水供給のために雨水活用施設整備（ため池等）とともに、出水期の排水施設

（ポンプ整備等）についても進める必要がある。 

BSWM では、水管理研究者の継続的な能力強化や設備更新に関する支援ニーズを確認した。

具体的には、気候変動を考慮した小規模灌漑施設設計や営農ツールとして開発・普及させて

いる栽培スケジュールの見直し、そのための自動気象観測所の更新があげられた。 

b) 適切な灌漑施設の運営管理 

無料灌漑サービス法が施行されたことにより、IA が実施する灌漑施設管理費用が減少する

こととなり、この対策として NIA は IA に対し運営管理費補助を行っている。 

法施行後の 2020年において、NIAが委託管理契約を結ぶ IAに対する基本的な施設管理費用

補助は、栽培作期あたり 150 PHP/ha であったが、その後の見直しにより 500 PHP/ha に増加し

た。また 2024 年には 1,000 PHP/ha に増加する予定である。またこれに加えて水路管理に関す

る補助金もあり、2026 年までを目途に増加が予定されている。 

NIA によれば、こうした基本的な補助制度はあるものの、気象災害を受けた灌漑施設改修

に即時対応するための予算がなく、NIA としての対応は遅れがちであるとのことであった。 

NIA と BSWM は、IA に対する適切な施設管理のための研修も行っており、NIA より、気候

変動によりもたらされる渇水や洪水への適応や、間断灌漑（AWD）等による緩和策につなが

る灌漑施設の適正管理に関する能力強化の支援ニーズを確認した。 

c) 関係機関の連携強化 

水資源管理については、PDP によれば、フィリピンでは 30 を超える水資源関連組織が存在

し、それらの権限が重複、ときにはその機能の競合が生じている。人口の増加とともに水需

要が増え、水資源分配（灌漑用水、生活用水、発電等）において、更なる競合が発生する可

能性がある。関係機関のコミュニケーションの強化に加え、統合的な水資源管理のための新

たな計画が求められる。 

現在、フィリピンでは水資源省（DWR：Department of Water Resources）の設立が検討され

ている。2023 年現在、水資源関連組織に対し、業務内容の確認、DWR への統合意向調査がな

されており、NIA は農務省から新組織へ移行する可能性が高いとのことであった。 
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こうした動きと並行して、NIA では気候変動への適応及び防災対策として、NEDA、DENR、

DPWH などの関係機関ととともに、NbS を考慮した計画・設計のための流域マスタープラン

の策定を検討している。JICA に対しても本計画策定に向けた技術協力支援の意向が示されて

おり、正式な支援要請に向けて DA および NIA 内において検討が進められている。 

4) ドナー支援状況

農務省の水資源管理担当部局が現在パートナーと実施中もしくは検討中の気候変動関連プロ

ジェクトは以下のとおりである。

表 2-95 ドナー協力状況（農業セクター：灌漑開発） 

協力
パートナー

プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

WB 事業名：Philippine Rural Development Project Additional Financing 2 
実施期間：2021 年 9 月-2025 年 7 月（2015 年開始） 
事業目的・内容：
1,000 ha 以下の communal irrigation system 整備を支援 
太陽光発電を利用した灌漑システム導入も実施

DA-FOS 実施中

KEXIM 
Bank 

事業名：Jalaur River Multi-Purpose Project Stage II 
実施機関：2012 年‐2024 年 
事業目的・内容：
貯水ダムと付随構造物の建設、既存の５つの灌漑システムの改修/近
代化、修復と改善および 9500ha の新たな灌漑システムの建設 

NIA 実施中

AfB 事業名：Cascading Community Rainwater Catchment Systems in Micro-
Watershed of Major River Basins (CCRWC) 
実施期間：未定
活動目的・内容：
洪水対策、雨水利用を目的としたため池を主要な河川の支流に 40 か
所整備73 

DA‐BAR 準備中

ADB 事業名：Mindanao Irrigation Development Project 
実施期間：2028 年以降に完了予定 
事業目的・内容：
ミンダナオ島の農業生産性を向上させるために、灌漑計画、設計、管
理能力を強化する。

NIA 準備中

JICA 事業名：SATREPS-「気候変動下での持続的な地域経済発展への政策
立案のためのハイブリッド型水災害リスク評価の活用」
実施期間： 2021－2026 年 

UPLB 実施中

JICA 事業名：国営灌漑システム運営・維持管理改善プロジェクト
実施期間：2013 年 5 月～2017 年 4 月 
事業目的・内容：
国営灌漑システムにおける運営・維持管理に関する情報収集や管理方
法、モニタリング体制の改善と、適正な計画の策定を支援し、運営・
維持管理の効率化および近代化を図る

NIA 完了

JICA 事業名：灌漑セクター改修・改善事業
実施期間：2012 年 3 月～2022 年 
事業目的・内容：
フィリピン全域の 11 ヵ所で灌漑施設の改修、水利組合の強化、営農
支援などを支援し、灌漑施設の運営維持管理体制の強化を図り、コメ
供給安定化と農民の所得向上に寄与

NIA 完了

JICA 事業名：ミンダナオ持続的農地改革・農業開発事業
実施期間：2012 年 3 月～2020 年 12 月 
事業目的・内容：
ミンダナオ地域において、市場アクセス道路や小規模灌漑施設などの
インフラ整備や営農支援などを実施し、対象地域における農業生産拡
大と農民所得の向上に寄与

DAR 完了

出典：農務省（N/A）. Climate Resilient Office Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture 
*DAR：農地改革省（Department of Agrarian Reform)

73 DA-CRAO Action Plan 
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(5) 水産業 

1) サブセクターの現状と気候変動の影響 

フィリピンの経済水域（EZZ 含む）は、220万 km2にのぼり、その約 88%が海洋であり74、多く

の漁業資源を有している。農業セクターにおける総付加価値（Gross Value Added）のうち水産が

12%を占めており、2018 年には、水産分野は世界で第 8 位、養殖業では 11 位の生産量75を誇り、

フィリピンにおける重要な産業である。また、主要な輸出向け水産物は、マグロ、海藻、および

エビであり、合わせて水産品の輸出量の約 7 割を占める。 

水産物は、フィリピンにおける動物由来タンパク質摂取量の 41%（図 2-58）を、また、フィリ

ピン人の魚やそのほかの水産物の摂取量は、米に次いで多く、食品摂取の約 12%を占める。この

ことから、水産物はフィリピンにおける重要な食料資源であると言える。 

一方で、水産業に従事する人口は約 220 万人と人口の 2%程度であるが、図 2-59 で示す通り、

貧困率は最も高いサブセクターとなっている。 

水産サブセクターからの GHG 排出源としては、漁船や加工業、流通などが挙げられるが、農

業セクター全体からすると、排出量は小さい。一方で、NAFMIP では漁業資源の減少や、最も貧

困な層への影響などが気候変動による影響として挙げられている。図 2-41 で示した通り、農業セ

クターの毎年の損失の 8 割程度が台風などの気象災害によるものであり、水産業は農業セクター

の被害のうち 13%程度にのぼる76。2012 年から 2021 年にかけての生産量は、養殖業、捕獲漁業

（商業、小規模）ともに減少傾向にある77（図 2-60）。 

 
出典：フィリピン統計局の「Statistical Tables, 2020 to 2022 Food Balance Sheets for the Philippines」 

を基に調査団作成 
図 2-58 フィリピンにおける動物由来タンパク質の摂取状況（2020-2022） 

 
74 DA-BFAR (2021). Philippines Fisheries Profile 2021.  
75 Ditto 
76 DA (2022). Annual Report. 
77 BFAR (2021). Philippines Fisheries Profile 2021. 
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出典：フィリピン統計局（2023）. Poverty Statistics. https://psa.gov.ph/statistics/poverty. 
図 2-59 フィリピンにおけるセクター毎の貧困率 

 
出典：BFAR（2021）. Philippines Fisheries Profile 2021. 

* Municipal fishery は、海岸線から 15km 以内の範囲である Municipality（町）の管轄エリアで、3 トン未満の漁船

で漁が可能な漁業を指す。また、Commercial fishery は町の管轄エリア外での 3 トン以上の船舶を利用した漁業を

指す。 
図 2-60  フィリピンにおける水産物の生産量の推移（2012-2021） 

 

2) 関連政策・計画 

農務省における水産業関連部局における気候変動関連政策・計画を以下に概説する。 

(a) National Agriculture and Fisheries Modernization and Industrialization Plan (2021-2030):  

現行の水産業の手法は、持続的ではなく、また、生産者が強靭で豊かになるようなものではな

く、本計画では、主に①自然資源の枯渇、②農業・水産物の多様性の損失、③エネルギー、水、

炭素の効率、④食料システムのフットプリントを減らすための優先順位付けへの対策を計画する

ことで、持続的な気候変動に強靭な食料システムの構築を目指す。 
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気候変動により、水産分野では以下のインパクトが見込まれている。 

表 2-96 水産分野の気候変動インパクトと指標 

インパクト 気候変動インパクトの主要な指標 
漁獲量 2051-2060 年までの漁獲量が 2001-2010 年見合いで 50%減少 

サンゴ損失 今世紀の終わりまでに東南アジアの 98%のサンゴ礁の消滅 

海面上昇 観測されている海面上昇率が高い場所では 60 センチであり、将来的に

1,360 万人が要移転 

最も貧困な漁業者がさらなる貧

困に陥る 
最も脆弱な層が気象災害のたびに影響を受け、さらなる格差の拡大 

出典：NAFNIP を基に調査団作成 
 

上記の水産分野における、特に漁獲量と貧困層にかかるインパクトへの対応策として、生計手

段の多次元での多様性を推進していくため、これまでの Commodity Plan は、単一の生産物にかか

る計画ではなく、手工芸等の農業水産以外の生計手段や企業的な組織を立ち上げ、町での生産品

販売との組み合わせ、より持続的な水産技術の取入れ、施設・機器・機材の近代化、フードマイ

レージの短縮などが挙げられている。 

農務省は、農業・水産を気候変動に強靭にするため、DA-CRAO 等各部局がこれまでに開発し

ている様々な意思決定ツール（例：CRVA、NCCAG）を各レベルでの計画策定、実施、研究開発、

普及において主流化することを推進する。 

また、特に水産分野の戦略としては、品目の多様化等による水産関係者の収入向上と非漁業、

また、台風時の水産以外からの収入源確保による収入の安定を目的として、沿岸漁業と養殖の組

合せの導入、研究開発にかかる支援、水産ベースのモデルを開発して質を高め全国に展開するこ

とを農務省は実施していく。 

(b) Comprehensive National Fisheries Industry Development Plan 2021-2025 （CNFIDP） 

フィリピンの水産業における戦略として、水産業における気候・災害への強靭化に加えて、施

設整備による高品質の稚魚等の確保、持続的な水産業と主要品目における GAP の設立、水産業の

品質・トレーサビリティの保障、商業的にポテンシャルの高い品種への投資、海面養殖運営の適

正化が挙げられている。 

ルソン、ビサヤ、ミンダナオの 3 つの地方それぞれについて、商業水産業の生産量の減少の最

大の原因として気候変動が挙げられる。 

気候変動への対策として、水産業における早期警報システムに係るセミナーや研修を通して、

気候変動による影響に対応できる準備を行うことが挙げられている。また、生産、ガバナンス、

資金、人材、研究開発において、以下の優先行動を実施することとしている。 
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表 2-97 水産業における気候・災害への強靭化のための優先行動 

生産 地域性を考慮した生産

小規模な生け簀における養殖

ガバナンス 放棄・未利用水域（ため池等）におけるマングローブ再生

気候変動に対応した海藻苗床用資材、ガイドライン、技術

協働した環境・漁業関連の法制度や規制

資金 施設整備用の機材等への財源確保

人材 特に養殖関連での防災に係る研修

研究開発 気候変動に強靭な生産技術の開発

出典：農務省 (2021).Comprehensive National Fisheries Industry Development Plan 2021-2025.に基づき調査団作成 

(c) Fisheries Administrative Order No.263: Establishment of Fisheries Management Areas (FMA) for the
Conservation and Management of Fisheries in Philippines Waters

本命令は 2019 年に発令された、水産資源の保全と管理を目的とし、フィリピンの海洋を 12 区

分し、Fisheries Management Areas（FMA）とするものである。DILG の 2018 年のメモランダムに

より、LGU に対して海洋・海洋資源を管理することを付与しており、農務省漁業水産資源局

（DA-BFAR：Bureau of Fisheries and Aquatic Resources）は、各 LGU に対して漁業資源を開発・管

理・規制・保護・保全するための技術的な能力開発を支援し、また、関連する規制・基準等を制

定する責任を担う。この FMA の設定にあたっては、科学的な根拠に基づいて設定することが求

められており、USAID の Fish Right Program による支援で実施されている。 

(d) Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program (F2C2)

水産サブセクターを含む農業分野の事業者の組合化を促進するためのプログラムで、協同組合

開発庁（CDA：Cooperative Development Authority）と共同で 2020 から進めている。FRO が F2C2

運営事務所の責任を持ち、組合の能力強化、設備・施設の供与、ポストハーベスト技術・設備に

関する支援、流通・マーケティング支援、資金アクセル支援等に関して、組合のニーズに合わせ

て支援を行っている78。2021 年 12 月時点では、フィリピン全土で 3 万組合以上あり、そのうち水

産に関連する組合は約 700 組合程度である79。 

(e) 主要水産物ロードマップ：

表 2-98 水産にかかる各種ロードマップと気候変動に関連する計画 

ロードマップ名 気候変動にかかる計画

Philippine Milkfish 
Industry Roadmap
（2021-2040） 

ミルクフィッシュ産業においては、世界での競争力を高めることと気候変動の影響に
強靭になることを目的に、以下の取組みを実施することが計画されている。
持続的な稚魚生産：アグリビジネス回廊内での稚魚飼育・生産設備を建設や公の稚魚
生産施設のリハビリ・アップグレード等の気候変動の影響に強靭な施設への官民双方
による投資促進
生産性向上：科学ベースの養殖技術導入などによる気候変動への強靭化を進める等の
GAqP（Good Aquacultural Practices）促進 
生産者への技術移転：気候変動に適応した技術を使用したデモ養殖場の設置
上記を可能にするため、長期的には、品種改良等の研究開発を通して、栄養価、成長
率、疫病への耐性、気候変動の影響への耐性などを高めていくことがゴールの 1 つであ
る。また、水産業に必要な資機材や設備に投資し易い環境作りのための政策・環境作
りも重要である。

78 DA (2022). Memorandum Circular No. 21 Series of 2022. https://www.da.gov.ph/wp-
content/uploads/2022/06/mc21_s2022.pdf 
79 CDA (2021). Registered Cooperatives. https://cda.gov.ph/wp-content/uploads/2023/01/2021-List-of-Cooperatives.pdf 
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ロードマップ名 気候変動にかかる計画

Philippine Seaweed 
Industry Roadmap
（2021-2026） 

海藻は、気象の荒れや台風、病気、海面温度上昇などの気候変動の影響を受ける。現
在は、海藻産業における気候変動への対策やツールが整備されていない状況で、可能
な対応として、海藻を対象とした保険が挙げられている。また、海藻生産方法やポス
トハーベスト手法・機材の改善と普及が戦略の一つとして挙げられている。

Philippine Shellfish 
Industry Roadmap
（2021-2025） 

貝類については、ムール貝とカキが本ロードマップの主な対象となっている。特にカ
キの養殖について、気候変動により幼生の入手・採集に影響を受けることへの対応と
して、孵化場の整備促進の提言を含め、中長期的にクライメートスマートな養殖技術
の開発や普及プロジェクトの実施が計画されている。

Philippine Shrimp 
Industry Roadmap
（2021-2040） 

本ロードマップは、エビ生産の安定的・持続的な生産、世界的に競争力のあるエビの
輸出、左記を実現可能とする環境の整備をゴールとして策定されている。これらの
ゴールを達成するための課題の一つとして、気候変動の影響も挙げられている。
具体的な戦略として、養殖場での生産性の向上のため、エビの気候変動の適応策・対
応策の主流化や防災の観点を含めた GAqP を普及するためのデモ養殖場を通した技術普
及が挙げられる。

Philippine Tilapia 
Industry Roadmap
（2021-2025） 

ティラピア産業においては、世界的に競争力があり、気候変動の影響にも強靭な、ま
た、民間がけん引する安定的・持続的なティラピア生産を目指すこととしている。
気候変動への対応としては、短期的には、気候変動の影響を受けづらい孵化技術の研
究開発を、また、中長期的には、気候変動の影響に強靭なティラピアの品種の開発を
戦略として挙げている。

出典：各種水産物ロードマップをもとに調査団作成。https://www.pcaf.da.gov.ph/index.php/commodity-industry-
roadmap/ 

3) 気候変動対策の取組み状況

(a) 気候変動対策に関連する組織

DA-BFAR内には、水産分野における気候変動対策を計画・実施する組織はなく、各部署から暫

定的に人員が集められ、検討をしている状況である。

表 2-99 水産サブセクターにおける関係部局・組織 

カテゴリ 担当組織 役割

政策立案 農務省計画モニタリングサービス(DA-PMS) 農業全般の政策立案・モニタリング

農務省気候レジリエンス室(DA-CRAO) 気候変動対策立案・推進

農業気象 科学技術省フィリピン大気地球物理天文局

（DOST-PAGASA） 
気象情報の共有

機械化・施設整備 農務省農水産技術局（DA-BAFE） RE 導入等の共同検討 

フィリピン地方開発プログラム(DA-PRDP) 水産コンポーネントの実施

研究開発 農務省農業研究局(DA-BAR) 品種開発等の研究開発

フィリピン大学 共同研究

水産全般 農務省漁業水産資源局(DA-BFAR) 水産全般の政策立案・モニタリング

国立水産研究開発研究所(NFRDI) 水産分野における研究開発

フィリピン水産開発機構(PFDA) 水産関連ポストハーベスト施設、流通等

に関する事業

活動中の主なドナー 世銀 水産分野の脆弱性評価やプロジェクトを

実施

USAID 海洋資源管理の支援などを実施

FAO 漁村の生計向上支援

民間セクター 漁業者・養殖事業者 漁業、養殖を行い、水産物を生産

水産加工業者 水産物原料を加工・販売

漁業関連資機材メーカー等 耐久性や環境を考慮した資機材開発・製

造

出典：各機関 HP 等をもとに調査団作成 



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査

ファイナルレポート

2-221

(b) 気候変動対策に関連する予算

DA-BFARが実施する事業のすべては、気候変動関連の支出のタグ付けがなされており、農務省

全体として、管理ができている状況であるが、気候変動の緩和策・適応策として実施する事業は

まだ少ない。

DA-BFAR は、NAP（2023-2050）における食料安全保障と生態系・生物多様性の 2 つの分野に

関する活動に取組み、気候変動の影響下での生産性向上や水産事業の気象への脆弱性改善を目指

す。

(c) 気候変動緩和策の状況

水産分野における漁船等による燃料消費は、気候変動緩和策を講じる対象となり得るが、農業

全体から見るとその排出量が小さいこともあり、DA 関連組織による具体的な取組みは行われて

いない。DA-BFAR では、気候変動対策に携わっているのは、Ad-hoc 的に集められた職員のみで

あり、これまで持続的な水産資源開発・管理に係る事業は実施してきているものの、気候変動対

策として DA-BFAR が主導して実施しているものは、気候変動適応策が主なものとなっている。 

現在、フィリピンでは NDC 実行計画と NAP の策定が進められており、水産分野における取組

みの検討がなされている。ドラフト版には、精密農業・漁業の導入促進が活動として挙げられて

いる。特に、漁業に関しては、魚群探知機の導入により魚群を探すために消費する燃料の削減を

進めたいとしているが、DA-BFARの研究員が気候変動の観点で研究開発を実施するにあたっての

能力や設備が不足している状況であり、多くのニーズを抱えている状況である。

(d) 気候変動適応策の状況

水産は、フィリピンの農業において稲作に次いで最も雇用を創出する産業であり、約 190 万人

の漁業関係者が存在する。また、土地や水資源の面で制限される当該国において重要なタンパク

源を創出するという面においても重要な分野である。捕獲漁業に携わっている人口と養殖に携

わっている人口の割合は、4 対 1 であるが、2018 年度時点で、生産量としては養殖業が全体の 5

割以上を占めている80。捕獲漁業に携わっている漁業者の多くは小規模に海岸付近を中心にして

おり、フィリピンでは最も貧困層が多いとされている。そのため、水産分野では、気候変動によ

り最も直接的に影響を受けるのは、小規模に捕獲漁業を行っている人々であると言える。

一方で、気候変動により、漁獲量が減少した場合、国の食糧需要に応えるための対応という面

では、養殖業における対策が重要である。NAFMIP の策定のための迅速評価では、捕獲漁業の今

後の道筋としては、水産資源の持続性が最も重要であり、そのための各種法律がすでに十分制定

されているものの、それらが十分に施行されていないことが問題81として挙げられており、この

ために IUU 漁業を管理できていない状況となっている。気候変動の影響により海洋環境が変化す

ることで、輪をかけて海洋資源への影響が出ることが懸念される。

海洋での状況を鑑み、フィリピン政府は、2030 年までに大きな都市部における水産物の供給を、

5 割以上を内陸での養殖（主に湖や池での養殖）からとすることを目指している。しかしながら、

80 DA（2021）.  
81 DA (2021). Rapid Assessment for Agri-Fisheries Sector Transformation. 
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現在の養殖業は、例としてラグナ湖では、大規模な商業的な養殖事業者によるティラピアやミル

クフィッシュのモノカルチャーが湖面の多くを占めており、小規模な養殖事業者が追いやられて

いる、在来品種の再生のためのエリア確保など、気候変動対策以前の課題を多く抱えている。

さらに、作物同様、水産分野においても、生産物の多様化を進めることを気候変動への適応策

として位置付けているが、フィリピンにおける養殖業の歴史はまだ浅く、より適切な養殖手法の

適正化やフィリピンの海洋に合った稚魚等の確保、気候変動の影響を鑑みた品種に係る研究・開

発を進めることが求められている。

a) 水産分野における脆弱性評価とその活用

これまで DA-BFAR や RFO では、気候変動の文脈に限らず、セクターで最も貧困層の割合

が高い漁村に対する生計向上事業を実施してきており、特に気候変動の影響を受ける層とい

う観点でも、ドナーからの支援も受けている。WBの脆弱性評価ツールである FishVoolを用い

て水産分野を評価しており、この結果を地方部の水産分野の計画に用いることができるよう

になっているが、この評価ツールは、将来の気候変動予測を考慮したものにはなっていない。

また、左記の脆弱性評価結果に基づき、同じく WBの支援による FishCOREプロジェクトが開

始されており、ルソンとビサヤの 2つのパイロット地域における水産資源管理に関する組織能

力強化や技術的な支援を実施している。このような取組みが進められてはいるものの、将来

の影響に基づいた活動計画については不十分な状況である。

b) 統合的海洋環境モニタリングシステムの導入

フィリピンの海洋は、Fisheries Administrative Order No.263 に基づき、12 の漁業管理区域

（FMA：Fisheries Management Areas）に分けられており、区域ごとに海洋・沿岸の資源管理、

マングローブ・海藻等の保全について、DA-BFAR や DENR と密に連携を図り、進めてきてい

る。水産資源については、Illegal, Unreported and Unregulated 漁業（IUU 漁業）による資源枯渇

への対策を主目的として、国連の支援により統合的海洋環境モニタリングシステム

（IMEMS：Integrated Marine Environment Monitoring System）が導入にかかる事業が実施82され

ている。このシステムを用いて、気象関連の情報について、LGU に関してタブレットを供与

し、モニタリング・報告する仕組み作りも行っている。

現在フィリピン政府は、沿岸および海洋生態系の管理と持続可能な開発を促進することを

目的とした「ブルーエコノミー法」の検討を行っており、IMEMS の制度化に向けて動いてい

る。

c) 水産分野における農業保険の活用

水産分野の PCIC保険利用者は、水産事業従事者数枠 190人に対して 2021年には約 1万 7千

人と 1%未満に留まっている。また、PCIC の水産分野が利用する保険は、そのほとんどが完

全補助型の保険で、補償される額は少ないが、利用者の費用負担のないものとなっている83。

一方で、ACPCの融資プログラムの 2023年 1-3月の利用者数は、70%以上が小規模耕作者で、

82 UN (N/A). Bureau of Fisheries and Aquatic Resources National Marine Data Center, Regional Fisheries Monitoring Centers 
(PFDA Fishports and BFAR Regional Fisheries Offices). https://www.un.org/regularprocess/content/bureau-fisheries-and-
aquatic-resources-national-marine-data-center-regional-fisheries 
83 PCIC (2021). 2021 Annual Report. 
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小規模水産事業者は 9%であった84。このことから、水産分野は重要産業であるにも関わらず、

保険や融資の利用者数が非常に低いということが言える。

出典：ACPC (2023). March 2023 DA-ACPC Monthly Monitoring Report on Credit & Institutional Capacity Building 
(ICB) Programs に基づき調査団作成 

図 2-61  サブセクター毎の ACPC 利用額、利用者数（2023 年 1-3 月） 

特に小規模な養殖事業者が、事業として成熟し、気候変動等の影響に脆弱である貧困な層

に留まっている要因の一つとして、DA-BFAR の貧困対策としての稚魚等の配布が考えられる。

稚魚の配布は、国としての水産分野の生産量を支えることや貧困対策の観点でも DA-BFAR の

事業の中で重要な位置づけであるが、資金調達をして自らリスクを負いながら事業を立ち上

げるという自律的な活動を妨げる形となってしまっていると考えられる。そのほかの要因と

して、フィリピンでは、Philippines Fisheries Code of 1998/Republic Act 8550 （RA No.10654 でア

メンド）、Local Government Code （RA No.7160）に基づき、町レベルで管轄する海域の範囲に

おいては生産量で半分程度を占める小規模漁業者である Municipal Fisherfolkが優先されること

になっており、逆に商業的な漁業を行うことを希望する場合は相当額の投資やライセンス認

証が必要となり、規模を拡大することのハードルが高いことにある。

84 ACPC (2023). March 2023 DA-ACPC Monthly Monitoring Report on Credit & Institutional Capacity Building (ICB) 
Programs. 
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出典：フィリピン統計局（2023）. Fisheries Situation Report July to September 2023. 
図 2-62 フィリピンにおける水産業の種別の生産量割合（2023 年） 

d) 脆弱な層への漁船配布

その他、現在DA独自予算で実施している事業としては、海岸沿いでの漁を実施する小規模

で気候変動の影響に脆弱な漁業者を組合等の形に組織化し、これまで彼らが利用してきてい

た小型の木製漁船は使用をやめ、中型のより近代化した漁船を DA-BFAR が提供し、その漁船

を組合として運用・管理するよう誘導するという取組みを実施している。木製の小型の漁船

からの転換が必要な理由は、気候変動により気象災害の頻発や強度が強まることで漁船が壊

れ、生計を立てられなくなることを防ぐ狙いがある。また、漁業者を組織化することで、こ

れまでのような小規模な生計の立て方ではなく、企業に近い形で水産業を営み、生計手段を

安定化することが目的である。この事業は、事前の組織化や能力強化等の社会的な面での準

備に時間や労力を要するもので、また、予算も多くはないため、DA-BFAR の 2023 年の目標

は、全部で 37 隻の漁船を組合に提供することである。 

e) AMIA プログラムを通じた漁村支援

DA-BFARの取組みに加え、CA-CRAOが主導していたAMIA-VILLAGEプログラムでは漁村

も対象としており、内陸漁業を対象とした取組みも開始されているが、まだ事例が少ない状

況である。

上述のとおり、水産分野における脆弱性評価とその活用は不足しており、州レベルにおい

て CRVA の実施とそれに基づく州農水産物投資プラン（PCIP）の策定、CRA 技術の普及展開

が必要とされている。

(e) 支援ニーズ

水産分野については、DA-BFAR は、気候変動緩の和策や適応に資する各種活動を検討し始

めているが、特に人材育成や適応策・緩和策の研究、開発、検証、実証、技術の普及など

ニーズは多い。DA-BFAR から挙げられた今後取組みたいと考えている具体的な活動は、次の

7 つのカテゴリに分けられる：①クライメートスマートな水産技術、②持続的な水産資源管理、

③養殖場やポストハーベストのための施設・設備の整備・近代化、④コミュニティベースの
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適応策、⑤消費者の意識啓発と水産関係者への教育、⑥早期警報システム、⑦研究開発。

特にインフラ・施設整備や研究開発に関連する事業については予算的な制限も多く、ド

ナー予算含め資金確保が課題となることが予想される。

日本では、水産庁によりスマート水産業の取組みが進められている。日本におけるスマー

ト水産業とは、「ICT、IoT 等の先端技術の活用により、水産資源の持続的利用と水産業の産業

としての持続的成長の両立を実現する次世代の水産業」と定義されている。具体的には、海

洋環境や漁獲量などをデータ化し、漁業者から市場関係者まで広く共有する取組みや、漁業

の生産性向上のための技術、資機材の開発を進めている。85

また JICA においても、台風ヨランダ災害緊急復旧復興支援プロジェクトや民間連携事業に

おいて、気候変動適応策として活用可能な技術の普及実証が実施されている。これらの知見

をアジア地域に展開することが考えられる。

85 Fisheries Agency of Japan https://www.jfa.maff.go.jp/j/kenkyu/smart/ 
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4) ドナー支援状況

表 2-100 ドナー協力状況（農業セクター：水産） 

協力パートナー プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

WB 事業名：Philippine Fisheries and Coastal Resiliency (FishCoRe) 
Project 
実施期間：2023 年 8 月- 
活動目的・内容：水産資源管理のための法整備、能力強化、

海岸・沿岸域のリハビリのため整備や、水産業回廊の整備、

水産分の多様化等の推進86。 

DA-BFAR 準備中

FAO 事業名：Support to Agriculture and Agribusiness Enterprises in 
Mindanao for Sustainable Development 
実施期間：2019 年 1 月-2023 年 12 月（3 回延長） 
活動目的・内容：ミンダナオの紛争地域における農業・畜産

業を含めた小規模生産者の能力強化87。 

FRO XII と

BARMM 
実施中

USAID 事業名：Fish Right Program 
実施期間：2018 年 3 月-2025 年 3 月（延長） 
活動目的・内容：アメリカの Rhode大学と連携し、水産資源・

マングローブ等の管理を通した 3つの選定地域での 10%の水産

資源増、また地域の水産で生計を立てる住民の強靭化88。

BFAR 実施中

WB 事業名：Philippine Rural Development Project Additional Financing 
2 
実施期間：2021 年 9 月-2025 年 7 月（2015 年開始） 
事業目的・内容：農村・漁村の生産者の企業化、市場へのア

クセス向上、小規模生産者の強靭化89

FOS 実施中

FAO/日本 事業名：Restoring Livelihoods and Enhancing Resilience of Farmers 
and Fisherfolk Affected by Typhoon Rai (Odette) 
実施期間：2022 年 6 月-2023 年 6 月 
事業目的・内容：台風からの復興事業として、稚魚、海藻の

苗、機材等の配布を実施90。 

DA-FPOPD 完了

IFAD 事 業 名 ：Fisheries, Coastal Resources and Livelihood Project 
(FishCORAL) 
実施期間：2015 年 10 月-2021 年 12 月 
実施目的：沿岸漁村の貧困削減、食料・栄養の改善、生計向

上

DA-BFAR 完了

UN 事業名：Bureau of Fisheries and Aquatic Resources National Marine 
Data Center, Regional Fisheries Monitoring Centers (PFDA Fishports 
and BFAR Regional Fisheries Offices) 
実施期間：2018 年-2021 年 
事業目的：海洋モニタリングシステムの改善と拡大

DA-BFAR, 
PFDA 

完了

出典：農務省（2023）. Special Projects Portfolio as of July 2023.をもとに調査団作成 

86  DA-BFAR (2023). DA-BFAR’s FishCoRe Project Gets World Bank Approval, To Start Implementation in August. 
https://www.bfar.da.gov.ph/2023/06/13/da-bfars-fishcore-project-gets-world-bank-approval-to-start-implementation-in-august/ 
87  FAO (N/A). Support to Agriculture and Agribusiness Enterprises in Mindanao for Sustainable Development 
(GCP/PHI/069/ROK) . https://www.fao.org/philippines/projects-profiles-container/gcpphi069rok/ru/. 
88 University of Rhode Island (N/A). USAID Fish Right Program. https://www.crc.uri.edu/projects_page/usaid-philippines-fish-
right/ 
89 DA (N/A). Overview. http://prdp.da.gov.ph/about-us/overview/ 
90 FAO (2023). FAO, DA, Govt of Japan forge cooperation to restore agri-fishery-based livelihoods & promote climate resiliency 
of producers affected by TY Odette. https://www.fao.org/philippines/news/detail/ru/c/1643646/. 
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(6) 畜産業

1) 畜産サブセクターの現状と気候変動の影響

畜産セクターは、フィリピン人のたんぱく質の 6 割程度を支える重要産業である（図 2-63、再

掲）。畜産サブセクターの自給率は高く、水牛の肉以外は、8 割を超えている（図 2-64）。図 2-65

で示される通り、特に豚肉と鶏肉の生産量が最も多い。養豚業は、2019 年に発生したアフリカ豚

熱91の影響で、2021 年まで減少したが、現在は徐々に回復している。 

2) 関連政策・計画

農務省畜産業関連部局（DA-BAI：Department of Agriculture Bureau of Animal Industry）における

気候変動関連政策・計画を以下に概説する。

(a) National Agriculture and Fisheries Modernization and Industrialization Plan 2021-2030（NAFMIP）

農務省は、優先農業生産物について Commodity System を取っており、各品目に関するロード

マップを策定している。NAFMIP では、この Commodity System にも含まれるべき投資・事業に係

る戦略を示しており、中でも畜産に関連するものとしては、輸送による GHG 排出を削減するた

めのフードマイレージの縮小が挙げられており、具体的には、畜産・養鶏事業者に隣接する形で

の飼料工場の建設が投資すべき事項とされている。

出典：PSA の「Statistical Tables, 2020 to 2022 Food 
Balance Sheets for the Philippines」を基に調査団作成 

図 2-63  フィリピンにおける動物由来タンパク

質の摂取状況（2020-2022） 

出典：PSA（N/A）OpenSTAT データから調査団作成 

図 2-64 フィリピンにおける畜産分野の自給率

（1988-2017 平均） 

91  FAO (2023). African swine fever (ASF) situation update in Asia & Pacific. https://www.fao.org/animal-health/situation-
updates/asf-in-asia-pacific/en. 
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出典：フィリピン統計局（2023）.Selected Statistics on Agriculture and Fisheries から調査団作成 
図 2-65  フィリピンにおける畜産分野の生産量の推移（2018-2022） 

フィリピンの畜産分野は、小規模生産者で構成されると特徴づけられ、養豚では 7 割92、養鶏

も 7 割93、肉用牛で 8 割94、酪農に至っては 99%95を小規模生産者が占める。商業的な事業者は、

ある程度、畜舎などに投資することができ、温度管理をすることができるが、小規模生産者は裏

庭で家畜を育てていることも多く、気候変動への対応は限られる。商業的な事業者でも、トンネ

ル換気などはまだ効果であるため、屋根を付ける等の対策に留まっている。一部の養養豚場では、

空気が一定方向に流れるような構造にして温度と疫病管理を行っているところもある。

出典：DA (2022). Philippine Hog Industry Roadmap (2022-
2026)  

図 2-66 養豚業の事業規模の割合（2021）

出典：PSA（2023）. Cattle Situation Report, 
July-September 2023. https://psa.gov.ph/livestock-

poultry-iprs/cattle/inventory 
図 2-67  肉用牛における事業規模の割合

（2023） 

気候変動は、家畜の健康状態だけではなく、飼料生産にも影響を与える。気温・湿度の上昇、

台風や波浪の激化などは、家畜の成長や体重、生殖能力、疫病・病害虫被害などを生み出す。

92 DA (2022). Philippine Hog Industry Roadmap (2022-2026) 
93 JICA (2016). フィリピン国養鶏・鶏肉生産加工事業調査（中小企業連携促進）業務完了報告書. 
94 PSA (2023). Cattle Situation Report, July-September 2023. https://psa.gov.ph/livestock-poultry-iprs/cattle/inventory 
95 DA (2022). Philippine Dairy Industry Roadmap (2020-2025). 
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WFPの調査によると、調査対象の 11の地方のうち 8地方で、家畜の生殖能力が気候変動の影響で

落ちている。また、飼料へのアクセス低下、成長の悪化なども報告されている96。 

また、DA-BAI によると、気温上昇の影響により、牛乳が以前より早く劣化するようになって

おり、コールドチェーンを持ち合わせていない小規模生産者で畜産業をやめるケースも出ている。

渇水により家畜に与える飲料水の確保に苦しむ生産者いる。さらに、気候変動の影響で洪水被害

が拡大しており、家畜が流される等の被害も出ている。 

(b) 主要畜産物ロードマップ 

表 2-101 畜産にかかる各種ロードマップと気候変動に関連する計画 

ロードマップ名 気候変動にかかる計画 
Philippine Carabao Industry 
Roadmap（2021-2025） 

気候変動に関連した課題として、疫病の増加の可能性が挙げられているが、特に対

応・適応策は計画されていない。 

Philippine Dairy Industry 
Roadmap（2021-2025） 

酪農産業の気候変動に関連する課題として、以下が挙げられているが、適応策や緩

和策は計画されていない。 
洪水、渇水の発生による放牧への影響 
疫病の拡大 
酪農産業からの GHG 排出量 
降雨パターンの変化による水資源へのアクセスの変化 

Philippine Hog Industry 
Roadmap（2021-2025） 

養豚分野においては、小規模生産者の貧困からの脱出と気候変動の影響への強靭化

をミッションの一つとして掲げている。本ロードマップにおいて、気候変動対策と

して具体的な計画が示されていないが、養豚産業からの要望のリストには、農業の

近代化の促進の一環と気候変動への適応策としての空気循環設備のある豚舎に投資

できるような環境作りが挙げられている。 

Philippine Poultry Broiler 
Industry Roadmap 
（2021-2040） 

養鶏については、目下の課題が、都市化の促進に伴うブロイラーの需要増と養鶏場

の郊外への移転での産業の構造整理であり、本ロードマップには、気候変動の影響

などについてもほとんど記載がない状況である。 

Philippine Poultry Layer 
Industry Roadmap 
（2021-2040） 

本ロードマップには、広く気候変動のリスクについて記載があるが、気候変動によ

り引き起こされる鶏卵産業における課題については、示されていない。産業の全体

的な課題に対する取組みとして、研究開発や新技術の導入を進める方針が示されて

いる。気候の変化への強靭性を高めるために、品種の増加・保持を戦略一つとして

挙げている。 
出典：各種畜産ロードマップをもとに調査団作成。https://www.pcaf.da.gov.ph/index.php/commodity-industry-

roadmap/ 
 

(c) National Livestock Program 

農務省が全国規模で実施している米、トウモロコシ、高付加価値作物、畜産、有機農業の促進

にかかる事業のうち、畜産分野の活動として、National Livestock Program を実施している97。DA

予算が、各 FRO に割り振られ、地方単位で事業を実施している。気候変動の緩和・適応を目的と

したものではないが、主な事業として、アフリカ豚熱への対応としての豚頭数回復事業、畜産ビ

ジネス開発事業、遺伝資源改善事業、政府農場の開発・リハビリ・改善、畜産農家への技術的支

援、畜産データベース構築、家畜衛生管理などを実施している98。 

 
96 Alliance of Bioversity International and CIAT & World Food Programme. (2021). Philippine climate change and food security 
analysis. 
97  NEDA (2019). Department of Agriculture (DA) Banner Programs (Rice, Corn, National High Value Crops, Livestock and 
Organic Agriculture Programs. https://sdg.neda.gov.ph/department-of-agriculture-da-banner-programs-rice-corn-national-high-
value-crops-livestock-and-organic-agriculture-programs/. 
98 DA (N/A). National Livestock Program-Major Programs and Projects. https://livestock.da.gov.ph/major-programs-and-projects/ 
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(d) Good Animal Husbandry Practices (GAHP)

GAHP は、農務省農業漁業基準局（DA-BAFS：Bureau of Agriculture and Fisheries Standards）が

管轄する認証で、畜産分野における食料の安心・安全、品質の保証、アニマルウェルフェア、畜

産分野における労働者の健康と安全、環境管理等のグッドプラクティスを促進するために進めら

れている。豚、鶏、ヤギ、牛、水牛などをカバーしており、主に大規模な畜産事業者が認証取得

を進めている。

GAHP で定める環境管理と一環として、家畜排せつ物の適切な処理が含まれており、GHG 削減

の抑制にも貢献するものである。適切な処理方法として、嫌気性消化槽の導入（発生したバイオ

ガスは燃料に使用、残渣は肥料として活用可能）、固液分離の実施、コンポストなどが DA-BAFS
のガイドラインで紹介99されている。 

3) 気候変動対策の取組み状況

(a) 気候変動対策に関連する組織・予算

畜産サブセクターにおける関係部局・組織として、以下の組織が挙げられる。

表 2-102 畜産サブセクターにおける関係部局・組織 

カテゴリ 担当組織 役割

政策立案 農務省計画モニタリングサービス(DA-PMS) 農業全般の政策立案・モニタリング

農務省気候レジリエンス室(DA-CRAO) 関係部局への気候変動対策の打ち込み

農業気象 科学技術省フィリピン大気地球物理天文局
（DOST-PAGASA） 

気象情報の共有

農家情報管理 農務省農業基本情報登録システム
（DA-RSBSA）* 

農家の登録システム

機械化・施設整備 農務省農水産技術局（DA-BAFE） RE 普及等の共同実施 
農務省 ICT サービス（DA-ICTS） 畜産データシステム構築

フィリピン地方開発プログラム(DA-PRDP)* 畜産コンポーネントの実施

研究開発 農務省農業研究局(DA-BAR) 研究開発

フィリピン大学 共同研究

畜産全般 DA-BAI 畜産分野全般の政策立案・モニタリング

フィリピン水牛センター(PCC) 水牛に関する行政を一元的に行う

全国酪農公社(NDA) 酪農に関する行政を一元的に行う

農務省土壌水管理局（DA-BSWM） 家畜排せつ物処理政策検討

活動中の主なド
ナー

FAO 後述

USAID 後述

民間セクター 畜産事業者 畜産事業を行う

食肉、食品、乳業メーカー等 畜産原料を加工・販売

畜産関連資機材メーカー等 畜産関連資機材を開発・製造

*公開資料分析およびドナーヒアリング結果を整理

農務省は、気候変動の対策として、NDC 行動計画では家畜の消化管内発酵による GHG 排出の

削減を緩和策として挙げているが、畜産分野における生産性向上に重点を置いており、DA-BAI

における気候変動対策にかかる活動は人材、予算両方の面で限定的である。

99 DA-BAFS (2008). Good Animal Husbandry Practices (GAHP) (Illustrative Guide). 
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(b) 気候変動緩和策の状況 

気候変動緩和策として DA-BAI がこれまでに取り組んできたこととしては、家畜排せつ物処理

（コンポスト、小規模バイオガス施設導入など）の促進、GHG 排出の測定にかかる研究、GHG

インベントリのための家畜頭数データ整理と PSA への提出、2023 年実施のニュージーランドと

UPLBとの牛からの GHG排出係数にかかる共同研究などを実施しているが、2019年に発生したア

フリカ豚熱への対応もあり、気候変動対策への予算が減ったため、取組みがあまり進んでいない。

また、畜産物ロードマップの概要にまとめた通り、品目ごとの気候変動対策も含まれていないた

め、まずは、フィリピンの畜産分野が気候変動により受ける影響の評価を実施することが必要で

ある。 

家畜排せつ物処理については、バイオガス装置を 2022 年までに 190 の畜産関連施設に導入して

おり、2024年には新たに 50の機器を供与予定であるなど、少しずつ取組みを進めてきているが、

バイオガスからのエネルギー生産量の規模や目標、期待する効果などを明確化できていない。こ

のため、重点的な支援が必要なセグメントや地域、バイオガス施設の仕様などの具体的な計画が

立てられない状態になっている。このことから、畜産分野における GHG 削減のための具体的な

計画策定のための人材育成が必要であると言える。 

また、DA と DOE が共同プログラムである Renewable Energy Program for Agriculture and Fisheries 

Sector（REPAFS）が 2022 年から開始され、2030 年まで低コストの再生エネルギーシステムや技

術を農業セクターにおいて普及させることに取り組む。2018/2019年の農業セクターのエネルギー

消費は国全体の 1.4%と少ないが、農業の近代化が進むにつれ、その数字は上昇100することが想定

される。 

緩和策については、以下のようなニーズが挙げられており、1 つの包括的なプログラムにまと

められるものもある。 

 GAHP やそのほかの環境関連基準・認証との整合性や簡素化を行うことや、（GHG 排出

削減につながるような）基準準拠や認証取得にかかる農家レベルでの技術的・資金的ボ

トルネックに関する調査 

 畜産農家のカーボン市場への参入にかかる FS を実施し、カーボンフットプリントを下げ

るためのインセンティブを検討 

 バイオガス施設や持続的な畜産手法を取り入れたモデル畜産農家の活用により、農家へ

の技術普及のための FS を実施 

 気候変動に対応した畜産にかかるマスタープラン策定 

(c) 気候変動適応策の状況 

a) National Livestock Program 

畜産分野においては、政府としては、生産性の向上が最重要課題となっている。このため、

生産性向上を主な目的として、DA の直下の National Livestock Program が、RFO を介して実施

されており、気候変動の文脈ではないものの、飼料開発や種畜造成なども行っている。畜産

 
100 DA-BAFE (2021). DA and DOE scale up renewable energy use to boost agri-fisheries production. 
https://bafe.da.gov.ph/index.php/2021/12/02/http-bafe-da-gov-ph-wp-admin-post-phppost11816/ 
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分野にかかる予算のほとんどは、このプログラムに割り当てられている。 

上記の通りの状況のため、DA-BAI が気候変動適応策・緩和策について検討と事業実施をす

る場合には予算・人材面での制限があるため、制度・組織的構造に留意して、気候変動対策

を進める必要がある。 

b) 飼料改善 

飼料については、気候変動対策の文脈ではないが、飼料の改善にかかる取組みが多少行わ

れているものの、コスト、ロジスティクス・アクセス、手間（例：サイレージ調整の手間）、

習慣などの要因から、実際に農家が導入に至らないケースが多い。今後、気候変動により、

主要な飼料作物であるトウモロコシ生産が影響を受けるとされている中、代替の飼料を取り

入れることは、DA の最重要事項である生産性向上の観点でも重要であり、National Livestock 

Program など、農務省予算がつきやすい事業との連携が不可欠である。主要な飼料原料である

トウモロコシについては、BAI も連携しながら、農務省の別の部局が取り組んでいる。 

c) 家畜の品種改良 

気候変動による畜産分野における共通課題として、現時点で主要な飼料原料であるトウモ

ロコシの国内生産が需要に追い付いていないことに加え、気候変動により想定される気温や

降雨パターンの変化によるトウモロコシの生産への影響が挙げられる。DA-BAI への聞き取り

によると、その対策として、フィリピンの気候により合っている鶏や豚、水牛などのローカ

ル品種の選定・品種改良・普及による対応の可能性を探っているとのことであるが、特に気

候変動を考慮した研究・開発の能力開発はまだ必要な部分である。 

また、現在主に市場に出回っていない品種を新たに導入することになるため、市場での受

け入れがチャレンジングになることが想定されるため、商品化・ブランド化・市場開発にか

かる人材育成も必要となってくる。 

d) 気温上昇への対応 

気候変動による最も大きな影響は、気温上昇による家畜への直接的な影響である。商業的

に畜産業を営んでいる一部の企業では、気温上昇への対応として、畜舎への換気・温度管理

設備の導入などを進めているが、ほとんどが小規模畜産事業者であるフィリピンにおいて、

これらの事業者が自ら設備等への投資を行うことは困難である。そのため、DA-BAI は、RFO

を通じて、特に気温が高いことが想定される時期には、畜産農家に対し、家畜の飲用水や日

陰の確保を呼びかけている。 

DA-BAI への聞き取りによると、鶏卵生産が気候変動の影響を最も受け易く、主な要因とし

は、気温上昇である。商業的に鶏卵生産を行っている場合には、空気循環・温度調整設備を

備えた鶏舎への投資が可能であるが、小規模な生産者にとってはそのような対策は困難であ

る。養鶏以外の畜産分野での事業者についても、状況は同様である。家畜は、今後、気温上

昇による直接的な影響を受けるため、小規模生産者が、家畜管理環境を整えるための、資金

的な支援策などの検討が必要となる 

酪農分野は、農業産出額の約 17%を占めているものの、図 2-62 で示した通り、生産量は非
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常に少なく、国内需要に応えることができていない状況にある。フィリピンの畜産業は、そ

の大多数が 2－4 頭家畜を飼育する零細畜産農家に支えられている状況であり、また、乳用と

肉用の両方の用途として飼養されていることがほとんどである。ミルクが酪農家にとって最

も重要な生産物であり、多くは組合や地元のミルク加工業者に売られ、低温殺菌牛乳、フ

レーバーミルク、チーズ等に加工されて流通する。酪農分野の最大の課題は、国内需要に応

えることができていない状況である。ミルク生産は、飼料、飼養管理、生産コスト、インフ

ラ、鮮度保持などを考慮する必要がある101。気候変動の影響で、気温上昇により品種によっ

ては生乳生産量が低下すること、また、重要な飼料であるトウモロコシ生産量への影響、降

雨パターンの変化による水資源量の変化により、酪農全体に影響が出ることが予想され、小

規模酪農家に対する技術的な支援が必要である。 

e) 研究開発 

高温耐性の飼料作物の遺伝子研究や、気候変動に対応した研究施設への改善などを行って

いるものの、予算の制約もあり限定的である。 

4) ドナー支援状況 

表 2-103 ドナー協力状況（農業セクター：畜産） 

協力 
パートナー プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況 

USAID 事 業 名 ：Intensified Community-Based Dairy Enterprise Development 
Project 
実施期間：2019 年 8 月-2026 年 12 月 
実施目的・内容：乳用のヤギ、水牛、牛の頭数増、生産性増、まだ農

家の企業的な運営による収入増を目指し、選定された畜産農家組合に

対する子ヤギ・牛の配布、技術指導、PCIC の保険への加入支援102 

NDA 103 、

PCC104 
実施中  

FAO 事業名：Technical support to develop Livestock and Poultry Traders and 
Transport Registry system 
実施期間：2022 年 11 月-2023 年 12 月 
実施目的・内容：サプライチェーンの状況改善のため、適切な家畜流

通・加工・販売と規制の徹底のための登録・トレーサビリティシステ

ムにかかる取組み。 

DA-BAI 実施中 

ニュージー

ランド政府 
事業名：不明 
実施期間：不明 
実施目的：IPCC Teir 2 手法で畜産分野の GHG インベントリ作成がで

きるようになることを目指し、飼料特性評価や GHG 観測機器の改善

などの支援を行う。 

PCC、
UPLB 

実施中 

出典：農務省（2023）. Special Projects Portfolio as of July 2023.から抜粋して調査団作成 
 

 

 
101 PCAARRD’s Industry Strategic Science and Technology Plans (N/A). Dairy. https://ispweb.pcaarrd.dost.gov.ph/dairy/ 
102 PCAF (2022). PCAF conducts onsite monitoring of dairy enterprise development in Isabela. 
Projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P132424. 
103 NDA: National Dairy Authority 
104 PCC: Philippine Carabao Center 
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表 2-104 課題と支援の方向性の整理（農業セクター） 

サブ

セクター
気候変動とセクターの状況 関連政策

取組状況

（ドナー支援含む）
課題 課題解決のための支援の方向性

共通
（適応）

 気候変動による被害

 フィリピンは、熱帯台風、エルニー

ニョに関連した干ばつ、洪水、不規

則な大雨などの気象イベントにさら

されており、農水産業はこれらの気

象イベントによる損失や被害を毎年

受けている。

 2022 年の被害額は 241 億 PHP であり

同年の農業セクターGDP 比 1.4%。

（2021 年比 2022 年 GDP 成長率は

0.5%）この約 9割が台風被害によるも

の。

 気候変動将来予測と影響

 気温上昇、台風針路や強度、降雨パ

ターンの変化により、農作物や家畜

の生育、土壌や水条件を含む農地の

確保、病害虫の発生、インフラ施設

被害等が発生し、農水産物の生産

高・漁獲高に影響

 国家気候変動行動計画（NCCAP 2011-2028）
の推進

 農水産業の生産・流通システムにおける気

候変動への強靭化

 気候変動の影響下での農水産業コミュニ

ティにおける気候変動への強靭化

 国家農水産業近代工業化計画（NAFMIP2021-
2030）の推進

 気候変動に対応した生産・加工活動や生計

手段の多様化による農業・水産事業者の強

靭化と、エネルギー・水・炭素の効率化へ

の配慮

 主な取組指標：食料安全保障インデック

ス、品目別食料自給率、農家・漁民の貧困

率、農業 GDP成長率

 フィリピン中期開発計画（PDP2023-2028）の

推進

 農産物生産効率の向上

 市場と企業へのアクセス拡大

 バリューチェーンのレジリエンス向上

 主な取組指標：  農業 GDP成長率

農業保険加入率

 農務省における気候変動対策の主流化（CRA の

組織的推進）

 農務省メモランダム（2013）により DA-
SWCCOを設立し、主流化を推進

 農務省メモランダム（2020）により DA-
SWCCOを改編し、DA-CRAO設立、気候変動

に対応した農業（CRA）推進

ADB 支援：CCAP-Sub program 2 を通じて農務省

CRAO の強化（専属職員雇用含む）、AMIA プロ

グラムの評価・展開、農家企業化支援、DA 各部

局の情報収集分析・提言を含む CRA 組織化支援

予定（DA 各部局の直接的な関わり、能力強化は

スコープ外）

【制度】

 農務省における気候変動対策の主流化を推進す

る DA-CRAOが特別組織であり、専属職員が少な

いことや継続性が不確実であることから省内で

リーダーシップがとれない。活動予算が限られ

ているため、農務省関係機関に対する研修を含

め AMIAプログラムの全州展開が遅れている。

※他ドナーの支援状況を踏まえ、日本によ

る支援の可能性は低いと判断

 国家気候変動行動計画（NCCAP 2011-2028）
の推進

 農水産業の生産・流通システムにおける気

候変動への強靭化

１ 農水産業の気候変動の影響への脆弱性

の把握

２ 気候変動を考慮した農業・水産にかか

る政策、計画、プログラムの策定

 AMIAプログラムを通じた CRAの推進

 農業ハザードマップ、栽培適地マップの整備

 自動気象観測所（AWS）の整備

 農業スクールの実施

 AMIA 意思決定支援ツールの開発（CRVA、

CIS）
 AMIA Village の展開・企業化推進（55 州/81

州）

FAO 支援：GCF-APA を通じて 9 州における CIS
強化、CRA普及、農家企業化支援予定。（ただし

将来的に気候変動影響を受けることが想定され

るビサヤ地域は含まれていない。）

WB 支援：FishCORE プロジェクトにおいて、水

産資源管理に関する技術支援。ルソン島北とビ

サヤ地域の2か所を対象（将来的な気候変動影響

評価は未実施）

【能力開発】

 気候変動に対応した農水産業政策・手法の開発

と実施に関する農務省中央部局職員の能力不足

（⇒特に気候変動影響評価が不足。）

 気候変動に対応した地方開発計画策定・予算獲

得、実施のための農務省地方事務所職員、LGU
の能力不足、CRA 普及・営農指導を行う同職員

の能力不足（普及員の不足、人材不足を補うた

めに採用された若手職員の育成の遅れ）

 農水産業コミュニティにおける CRA 普及の遅れ

（全州展開できていない）、企業化に向けた収益

体制づくりや効率的な資材投入、金融アクセス

等に関する知見不足

 サブセウタ―において農務省中央部局職

員の能力強化（気候変動影響評価と対策

検討）

 サブセウタ―において地方事務所職員、

LGUの能力強化

 サブセウタ―におけるスマート技術支援

においてコミュニティの生計向上支援

 気候リスク脆弱性評価（CRVA）を考慮した計画

策定

 CRVAの実施（63/81州で完了）

 バナープログラム（イネ、トウモロコシ、高

価値作物、畜産、水産、有機農業、ハラルの

７項目）、主要農水産物ロードマップ（20 項

目＋イネ）における気候リスクアセスメント

の適用

 州政府の開発計画への CRVA適用（16/60）

【能力開発】

 気候変動に対応した農水産業政策・手法の開発

と実施に関する農務省中央部局職員の能力不足

（⇒主要農水産物ロードマップにおける気候変

動対策検討に差が発生。

 気候変動に対応した地方開発計画策定・予算獲

得、実施のための農務省地方事務所職員、LGU
の能力不足

 サブセウタ―において農務省中央部局職

員の能力強化（主要農水産物ロードマッ

プ改定支援）

 サブセウタ―において地方事務所職員、

LGU の CRVA 活用能力強化（CRVA を踏

まえた地方開発計画策定支援）
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サブ

セクター
気候変動とセクターの状況 関連政策

取組状況

（ドナー支援含む）
課題 課題解決のための支援の方向性

ADB支援：既存のCRVA手法の自動化、BARRM
地域５州を対象とした CRVA実施支援予定 

WB 支援：CRVA を考慮した地方開発計画策定、

インフラ整備支援

JICA 支援：CRVA を考慮した地方開発計画策

定、インフラ整備支援

【技術】

 イネ・トウモロコシ以外の作物、畜産・水産分

野の CRVA不足

 農務省内で気候変動対策検討や LGU による農水

産業開発計画策定に活用可能な情報・ツールが

複数混在し、用途（対象や使用場面）が不明確

なため、地方・農家レベルでの混乱を招いてい

る。

 サブセクターにおいて CRVA支援

 DA 内情報整理および各種営農ツールの

ベースとなる気象・土壌情報の精度化支

援

気象情報システム（CIS）を通じた情報提供 
 日、10日、月別農業気象情報の提供

 農場、漁場へのアドバイス、赤潮アラート

 イネ・トウモロコシについては詳細情報（生

育段階に応じた水需要）提供

FAO 支援：GCF-APA を通じて科学技術省

PAGASA に対する能力強化、9 州を対象とした

CIS 地方化、CIS プラットフォーム構築支援予

定。PAGASA が担う AWS 整備機材については支

援スコープ外

ADB 支援：CCAP-Sub program 2 を通じて農務省

地方部局の CIS地方化、CISプラットフォーム構

築支援予定

【能力開発】

 CIS を活用した営農指導を行う農務省地方事務所

職員、LGUの能力不足

 農水産業コミュニティにおける CIS活用能力の不

足

【資金】

 農業気象観測機器の整備機材の不足や機器更新

の遅れにより、季節予報や、地域特性・栽培作

物に応じた農業気象情報が不足

※他ドナーの支援状況を踏まえ、日本

による支援の可能性は低いと判断

 農業気象観測機器更新および農業気象

メッシュ情報整備支援

 国家気候変動行動計画（NCCAP 2011-2028）
の推進

 気候変動の影響下での農水産業コミュニ

ティにおける気候変動への強靭化

１ 農水産業の気候変動の影響への脆弱性

の把握

２ 農業・水産コミュニティの社会保障の

強化

 気候リスク回避のためのファイナンス支援

 農業保険の加入推進

 天候インデックス型保険の開発

 農業ファイナンスプログラムの開発・提供

（農務省に無担保・無金利プログラムが複数

存在）

ADB 支援：CCAP-Sub program 2 を通じて中期農

業保険ロードマップ策定を支援し、新たな保険

商品開発支援する予定

GCF支援：Land BankによるGCFプロジェクト準

備中でありファイナンスパッケージ開発に関す

る活動含む

JICA 支援：ミンダナオ地域において農業関連企

業や農業協同組合に対する設備投資・運転資金

協力を実施(HRVEST) 

【能力開発】

 農水産業コミュニティにおける金融アクセス等

に関する知見不足

（農水産業従事者登録制度（RSBSA）と連動し

た農業保険やローンプログラムの利用者は増え

ているが、組合化が進んでいるイネ・トウモロ

コシ栽培農家の利用が多く、畜産・水産従事者

の利用が少ない。被害回復目的が多く、機材投

資利用は限定的）

【技術】

 気象情報（過去・現在）の不足等により開発中

の天候インデックス型保険の精度が低い（実際

の降雨量と被害発生にずれが生じる）

※他ドナーの支援状況を踏まえ、日本に

よる支援の可能性は低いと判断

 農業気象観測機器更新および農業気象

メッシュ情報整備支援
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サブ

セクター
気候変動とセクターの状況 関連政策

取組状況

（ドナー支援含む）
課題 課題解決のための支援の方向性

共通

（緩和）

 GHG排出状況

 2010年次 43.152 Mt CO2e排出

 2015年次 52.704 Mt CO2e排出

 2020年次 54.080 Mt CO2e排出

 エネルギーに次いで 2番目に多く、国

全体の約 25 ％を占める

 イネ生産 22.377 CO2e排出（5割）

 畜産由来 12.271 CO2e排出(約 3割) 
 その他（施肥、土壌管理等）

 GHG 排出予測（NDC 策定時の BAU シナ

リオ）

 2020年次 49.5 Mt CO2e排出

 2030年次 48.2 Mt CO2e排出

 NDC政策措置（PaMs）：
 気候変動による農業生産ロスを 80%削減

 水田からの GHG排出削減（AWD＋RE）
 畜産からの GHG排出削減

 適正な土壌管理、農業廃棄物管理による

GHG排出削減

（追加的措置）

 病害虫耐性品種、生物的防除の導入

 RE 導入（農業機械、ポストハーベスト施

設等）

 精密農業技術を活用した農地管理

 吸収源対策（ココナッツ、マングローブ、

竹植林）

 GHGインベントリ（2015、2020）の構築

 GHG緩和対策の実施

 間断断水（AWD）技術の普及

 太陽光・風力を活用した灌漑施設導入

 バイオダイジェスター 等

 カーボンクレジット・市場（PETS）準備

 間断断水（AWD）技術の普及とクレジット化

に向けた方法論開発

FAO 支援：主要な NDC-PaMs のコストベネ

フィット分析を実施支援（完了）

ADB 支援：CCAP-Sub program 2 を通じて NDC-
MRVの実施支援、PETSカーボンクレジット制度

の検討を予定

【能力開発】

 気候変動に対応した農水産業政策・手法の開発

と実施に関する農務省中央部局職員の能力不足

（⇒対策実施後のモニタリング・評価も不足

し、更なる取組みに繋げられていない）

【資金】

 NDC PaMs で予定されている対策実施予算の不足

（想定している対策コストは約 540 億 PHP と試

算。これ以外に RE 導入費用として 44 億 PHP 試

算。NDC 削減目標のほとんどが Conditional であ

り、技術・資金を海外支援に依存）

【技術】

 GHG インベントリ構築において、方法論および

データ収集不足により算定できない項目（農地

等からの GHG排出・炭素貯留）がある

 NDC PaMs において適用技術検討が不足（稲作、

畜産からの GHG 排出削減技術、Agrivoltaics など

新しい RE 技術導入、ココナッツ植林や土壌炭素

固定ポテンシャル検証など吸収源対策）

【制度】

 気候変動対策に取組む農水産従事者向けインセ

ンティブ不足

 サブセクターにおいて農務省中央部局職

員の能力強化（NDC 追加措置のコストベ

ネフィット評価支援等）

 サブセクターにおいて NDC PaMs 実施の

ための資金協力

 サブセクターにおいて GHG インベント

リの精度向上ための技術協力

 サブセクターにおいて NDC PaMs 実施の

ための技術協力

※他ドナーの支援状況を踏まえ PETS構築

にかかる支援の可能性は低いと判断。方

法論開発については、畜産サブセクター

で検討

共通

（緩和）

 エネルギー消費量（2018/2019）
 交通 12.7MTOE 
 家庭 9.7MTOE 
 産業 7.4MTOE 
 サービス 4.9MTOE 
 農水産業 0.5MTOE(国全体の 1.4%) 

 バイオディーゼル生産能力実績および予

測（REF）
 2020年：707.9 ML/Y 
 2025年：707.9 ML/Y 
 2030年：707.9 ML/Y 
 2035年：707.9 ML/Y 
 2040年：767.3 ML/Y 

 バイオエタノール生産能力実績および予

測（REF）
 2020年：380.5 ML/Y 
 2025年：997.51 ML/Y 
 2030年：1,431.71 ML/Y 
 2035年：2,027.87 ML/Y 
 2040年：2,781.983 ML/Y 

 農水産業セクターにおける RE 導入プログラ

ム（REPAFS2022‐2030）
 32,805 hectares農地に REを導入

 既存 RE 技術の推進（バイオマス、バイオ

ガス、バイオ燃料、太陽、風力、水力、地

熱）

 REにかかる研究開発（地方 RE技術開発、

既存技術強化）

 RE技術の基準づくり

 人材開発

 RE技術サプライヤー支援

 バイオ燃料プログラム

 2040年までに全国でのバイオディーゼ

ル生産能力 1733.04ML/Y(CES) 
 2040年までに全国でのバイオディーゼ

ル生産能力 2579.34ML/Y(CES) 

 農水産業セクターにおける RE導入

 1988-2021 年の間に 4,288 基を導入済（うち

72%がバイオマス関連、太陽光 20%、風力

4%、水力 3%）

 REPAFS の実施において 2023‐2030 年までに

必要な予算は 79億 PHPと試算。NEDAによる

Infrastructure Flagship Projects (IFPs) に位置付け

られている。

 バイオ燃料の製造

 ココナッツを原料とするバイオディーゼル

（2022 国内製造 202 百万 L でほぼ国内消費を

満たす）

 サトウキビを主原料とするバイオエタノール

の製造（2022年国内製造 375百万L、輸入 277
百万 L、需要に対し国内製造不足）

【能力開発】

 RE 導入を進めるための計画づくり、予算獲得に

関する農務省地方事務所職員、LGUの能力不足

 RE 設備を供給する現地企業の不足、メンテナン

ス技術者の不足

【技術】

 新しい RE技術のショーケースの不足

 バイオエタノール需要に対する供給不足、増産

に向けた対策技術の不足（干ばつ・病害虫、土

壌劣化等によりサトウキビ生産量に影響）

【制度】

 RE技術の基準が限られている

 RE開発者のためのインセンティブ不足

 バイオ燃料製造者のためのインセンティブ不足

 燃料作物生産にかかる土地利用ガイドラインや

制度の不足

 REPAFS2022‐2030に基づく REにかかる

既存および新技術の普及・実証支援、普

及のための制度検討支援

 JIRCAS によるサトウキビ生産技術支援

の継続
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サブ

セクター
気候変動とセクターの状況 関連政策

取組状況

（ドナー支援含む）
課題 課題解決のための支援の方向性

農業生産

（適応）

 農業生産性の低下

 乾季の作物成長期における最低気温

が１℃あがると 10 %の収量減

 新たな病害虫の発生

 国家農水産業近代工業化計画（NAFMIP2021-
2030）の推進

 気候変動に対応した生産・加工活動や生

計手段の多様化による農業・水産事業者

の強靭化と、エネルギー・水・炭素の効

率化への配慮

 イネ産業ロードマップ（2020‐2030）の推進

 コメ農家の農業保険かバー率 60%以上

 気候変動対策技術の導入

 気象災害時の早期回復策（種子配布）

 灌漑施設整備

 高付加価値作物産業ロードマップの推進

 Yellow Corn Industry 2021-2040）
 Abaca Industry Roadmap（2021-2025）
 Banana Industry Roadmap（2021-2025）
 Cacao Industry Roadmap（2021-2025）
 Coconut Industry Roadmap（2021-2040）
 Coffee Industry Roadmap（2021-2040）
 Mango Industry Roadmap（2021-2025）
 Onion Industry Roadmap（2021-2040）
 Vegetable Industry Roadmap（2021-2040）

 国家農水産業研究開発アジェンダ (NAREA
2023-2028)の推進

 国家有機農業プログラム

 国家土壌健康プログラム

 気候変動耐性品種の開発・提供

 耐乾性、耐暑性、洪水時の湛水耐性品種の開

発

 種の配布プロジェクト

 営農支援ツールの開発・提供

 省エネ、節水等に配慮した農業技術開発

 Rice Crop Manager などイネを中心とした営農

支援ツールの普及 （バナナ、ニンニク、オニ

オンなど）

 病害虫発生予報、診断ツール

 施肥指導

 栽培適地マップの開発・提供

 ICTを活用した Smart-Farmの取組（イネ中心）

 水田情報のデジタル化

 ドローンを使った播種、施肥等

ADB/AfD 支援：Abaca、Livestock Feed,、Seaweed
に関する R＆Dプロジェクトが予定 

日本支援：JICA による園芸作物 VC 強化支援、

NARO、JIRCASによるPhilRice、SRAへの技術協

力、PJEPAにょる農機具支援 

【能力開発】

 気候変動に対応した農水産業政策・手法の開発

と実施に関する農務省中央部局職員の能力不足

（⇒主要農水産物ロードマップにおける気候変

動対策検討に差が発生。長期的な気候変動の視

点での、病害虫発生や土壌への影響評価が不

足）

 CRA 普及、精密農業技術を活用した営農指導を

行う農務省地方事務所職員、LGU 職員の能力不

足（人材不足を補うために採用された若手職員

の育成の遅れ）

【資金】

 農業気象観測機器の整備機材の不足や機器更新

の遅れにより、地域特性・栽培作物に応じた農

業気象情報が不足

【技術】

 イネ、トウモロコシ、サトウキビなどの主要栽

培作物に対する気候リスク情報は農家に提供さ

れているが、園芸作物は開発が遅れている。

 気候変動影響を評価・予測するための、生育環

境、作物の生育状態のモニタリング技術（リモ

セン）が不足

 生産性向上と持続可能性を両立する精密農業を

進めるための研究開発・基盤整備の遅れ

 気候変動により影響を受ける種の保護・遺伝子

情報の保存と耐性品種の開発（イネ以外）

 農務省中央部局職員の能力強化

（気候変動影響評価と対策検討、主要

農水産物ロードマップ改定支援など）

 地方事務所職員、LGUの能力強化

（CRVA を踏まえた地方開発計画策定

支援など）

 農業気象観測機器更新および農業気象

メッシュ情報整備支援

 スマート農業技術開発支援

 農業気象メッシュ情報整備支援

 衛星データを活用した生育管理、土壌

モニタリングの実施支援

 気候変動に対応した品種開発支援

農業生産

（緩和）

 GHG排出状況

 2010年次 43.152 Mt CO2e排出

 土壌・施肥管理 CO2e排出（2割）

 NDC政策措置（PaMs）
 気候変動による農業生産ロスを 80%削減

 水田からの GHG排出削減（AWD＋RE）
 適正な土壌管理による GHG排出削減

 水田からの GHG排出量抑制技術の開発

 間断灌漑（AWD）により 30%の GHG 削減に

繋がることが判明。節水効果あり。

 National Soil Health Programの推進

 土壌タイプに応じた有機・無機肥料の施肥バ

ランス指導による GHG排出抑制

 土壌炭素貯留ポテンシャルの検証

 FAO の土壌炭素貯留ポテンシャルマップ作成

に参加

【資金】

 NDC PaMs で予定されている対策実施予算の不足

（AWD＋RE 導入に必要な予算 300 億 PHP と試

算）

【技術】

 土壌炭素貯留ポテンシャルの検証不足

 現在の栽培適地マップは策定済みであるが、気

候変動を考慮した土壌評価が不足

 NDC PaMs 実施のための資金協力（AWD
普及のための小規模灌漑施設整備、RE
導入支援）

 土壌の炭素、メタン、N2O の動態評価手

法にかかる技術協力

 土壌マップ等更新支援

灌漑開発

（ 適 応 ・

緩和）

 水不足

 2040年までに水不足に陥る予測あり

 60㎝の海面上昇を観測した箇所あり

（世界平均 19㎝の 3倍以上）

 国家灌漑計画（2020‐2030）の推進

 人口増を受け、2030 年までに約 68 万 ha の
新たな灌漑開発を実施

 エルニーニョ対策にかかる大統領指示

 エルニーニョ行動計画の推進

 国家灌漑計画（2020‐2030）の推進

 全国灌漑施設整備率 67%、BARMM地域 34% 
 大規模施設を NIAが担当（90%）、小規模施設

を農務省 BSWMが担当

【技術・能力開発】

 灌漑施設計画・設計マニュアルが古く、気候変

動影響について更新が必要

 気候変動を考慮した灌漑施設の計画・設計、水

資源管理に関する NIA、BSWMの能力不足

 灌漑施設を運営・管理する LGU、水利組合等の

能力不足

【制度】

水資源管理のための組織化の遅れ、関係機関の

連携不足

 NIA、農務省 BSWM の能力強化（マニュ

アル更新支援）

 LGU、水利組合の能力強化

 統合管理のための計画策定支援
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サブ

セクター
気候変動とセクターの状況 関連政策

取組状況

（ドナー支援含む）
課題 課題解決のための支援の方向性

【資金】

 大規模施設は国の Flagship Projectとして整備が進

むが、小規模施設整備まで予算が回っていな

い。（⇒地方事務所や政府による投資計画策定の

遅れが原因。AWD を普及させるためには灌漑施

設整備が必須）

 農業気象観測機器の更新予算が不足（⇒水資源

管理や、栽培スケジュールに関する情報提供に

悪影響）

 地方事務所職員、LGUの能力強化

 NDC PaMs 実施のための資金協力（AWD
普及のための小規模灌漑施設整備）

 農業気象観測機器更新および農業気象

メッシュ情報整備支援

水産業

（適応）

 気候変動の影響

 2051-2060年までの漁獲量が 2001-2010
年見合いで 50%減少予測あり

 国家農水産業近代工業化計画(NAFMP2021-
2030）
 自然資源保全、水産物の多様性重視等を通

した持続的で気候変動の影響に強靭な食料

システムの構築

 統合的国家水産業開発計画（CNFIDP 2021‐
2025）
 地域性を考慮した生産、養殖への転換

 気候変動に適応した水産技術開発、ガイド

ライン整備

 環境・漁業関連の法制度や規制の整備

 施設整備、資機材等の財源確保

 現在の水産資源と地域の脆弱性評価実施と対策

推進

 脆弱性評価ツール FishVoolの開発

 FishCOREプロジェクトの実施

 漁港整備、冷凍・冷蔵施設整備の実施

 Infrastructure Flagship Projects (IFPs)として実施

 養殖への転換（適応技術も導入）

 気候変動耐性品種の開発

WB 支援：FishCORE プロジェクトにおいて、水

産資源管理に関する技術支援。ルソン島北とビ

サヤ地域の2か所を対象（将来的な気候変動影響

評価は未実施）

【能力開発】

 気候変動対策立案・実施のための農務省 BFARお

よび NFRDIの能力不足

 気候変動に適応するための水産組合等の知見の

不足

【資金】

 気候変動の適応策・緩和策に関する研究・開発

をするための施設の不足

 冷凍・冷蔵施設整備の不足

【技術】

 水産業に対する気候変動対策の遅れ、気候変動

への対応としてのベストプラクティスの促進・

推進

【制度】

 持続的な水産資源開発・管理のための法律や規

制が十分に整備されているものの、施行が追い

付いていない

 小規模農水従事者の組織化の遅れ

 農務省中央部局職員の能力強化（気候リ

スク評価等）

 地方事務所職員、LGUの能力強化

 漁村コミュニティの能力強化

畜産業

（適応）

 気候変動の影響

 気温上昇が家畜の繁殖や製品品質低

下に繋がっている

 台風被害により、家畜が流されたり

畜舎に被害が出ている

 国家農水産業近代工業化計画(NAFMP2021-
2030）

 NDC政策措置（PaMs）
（追加）

 気候変動の影響に強い生育の早い品種の利

用

 Good Animal Husbandry Practices (GAHP) 承認プロ

グラムの推進

 環境に配慮した畜産を推進する農家を承認

 ローカル品種の育成

 気象や病害虫被害を受けやすい外来種ではな

く、在来種の保護・育成

【能力開発】

 気候変動対策の検討等を実施する人材および能

力の不足

 農水産業コミュニティにおける CRA 普及の遅

れ、小規模畜産農家の組織化の遅れ

【技術】

 畜産業に対する気候変動対策の遅れ（畜舎や貯

蔵施設の温度管理など）

 農務省中央部局職員の能力強化

 地方事務所職員、LGUの能力強化

 畜産コミュニティの能力強化

 換気・温度管理設備の導入・改善にかか

る支援

畜産業

（緩和）

 GHG排出状況

 2010年次 43.152 Mt CO2e排出

 畜産由来 12.271 CO2e排出(約 3割) 

 国家農水産業近代工業化計画(NAFMP2021-
2030）
 輸送における GHG 排出量の削減のための

飼料工場等の戦略的な配置

 NDC政策措置（PaMs）
 畜産業全体を対象に排せつ物処理導入 0.77 

MtCO2e  （2020‐2040 で約 0.91%削減見込

み）

 育種による消化器官内発酵によるメタンガ

ス排出力削減

 畜産廃棄物の適正管理

 バイオガスプロジェクトの推進

 GHGインベントリ計算手法の改善

 排出係数の開発

NZ 支援：UPLB とともに牛の反芻にかかる排出

係数を開発中（その他の家畜についてはスコー

プ外）

【能力開発】

 気候変動対策の検討等を実施する人材および能

力の不足

 農水産業コミュニティにおける CRA 普及の遅

れ、小規模畜産農家の組織化の遅れ

【技術】

 畜産業に対する気候変動対策の遅れ（ルーメン

発酵対策（飼料改善、品種改良）、家畜排せつ物

処理など）

 GHG インベントリ構築における国内排出係数開

発の遅れ

 農務省中央部局職員の能力強化

 衛星画像を利用した飼料生産改善などの

技術的支援

 家畜および排せつ物処理に由来するGHG
削減に資する技術の検証

 カーボンクレジット制度のための方法論

検討支援（畜産廃棄物管理）

出典：JICA調査団
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2.2.8 森林・生物多様性

(1) セクターの現状と課題

1) セクターの現状と気候変動の影響

フィリピンの森林被覆面積は 1934 年には 57%（1,700 万 ha）であったが、1970 年には 50%、

1990 年には 26%、2010 年には 23%にまで減少した。以降は微増傾向にあり、2020 年時点では国

土面積約 3,000 万 ha のうち、718 万 ha（約 24%）を森林が占める105。2020 年時点で閉鎖林の割合

は森林全体の 30.7%で、7 割近くが疎林であるため広大な荒廃地が残されている106。 

国家 GHG インベントリにおいて森林セクターは「林業・その他土地利用（FOLU：Forestry and 

other land use）」に区分されており、2015 年および 2020 年の国家インベントリ報告によると、

FOLU 部門は、全体で 2015 年に推定 36 百万トン CO2e を排出している。その内訳として森林セク

ターよる 65 百万トン CO2e の吸収量、及びその他の土地セクターによる 101 百万トン CO2e の排

出量であった。また 2020 年の FOLU 部門は、全体で推定 26 百万トン CO2e の吸収であり、その

内訳として森林セクターによる 71百万トン CO2e の吸収量、及びその他の土地セクターによる 45

百万トン CO2e の排出量であった。FOLU 部門の BAU 量は、2020 年の 113 百万トン CO2e の吸収

から 2030 年には約 4 百万トン CO2e へと排出に転じることが示されている107。その要因は、木材

消費の伸びが挙げられ、2028 年に 2011 年比で 2 倍超の 934 万 m3 にまで木材消費量が伸びるとさ

れ、森林減少による排出等が見込まれている108。

以降については、大きく 2 つのサブセクター（森林と沿岸/海洋・生物多様性）に分け、詳述す

る。

2) 気候変動による将来影響

森林・生物多様性セクターでは、気候変動インパクトとして、以下が見込まれている。

表 2-105 気候変動インパクトと指標（森林・生物多様性セクター） 

気候変動インパクト 気候変動インパクトの主要な指標

生態系 動植物に重大な影響、マングローブでは、海面上昇の影響を受ける。

水の供給 地域で利用可能な水資源への圧力、流域も影響を受ける。

森林コミュニティ 森林資源に生計手段を依存するコミュニティの収入が影響を受ける

生計 取引される森林資源の入手、および林業が影響を受ける。

動植物の種の分布 害虫と病気の発生の頻度および強度の増加により、種の絶滅に対する脆弱性、

および生態系の生産性が影響を受ける。

出典：Philippine Master Plan for Climate Resilient Forestry Development (2016), 
Philippine Biodiversity Strategy Action Plan 2015-2028 (2016) 

3) セクターにおける開発課題

Philippine Master Plan for Climate Resilient Forestry Development (PMPCRFD) (2013)や Philippine 

Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2028 (PBSAP)によるとフィリピンの森林・生物多様性セ

105 FAO Global Forest Resources Assessment 2020 
106 Philippine Forestry Statistics 2021 
107 https://niccdies.climate.gov.ph/files/documents/Philippines%20NDC%20Quick%20Facts.pdf 
108 Philippine Master Plan for Climate Resilient Forestry Development 2013 
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クターの課題として以下の指摘がなされている。

 将来的な国内需要を満たすには、人工林の面積を 2028年には約 94,000 haまでにする必要

がある。

 多用途に水の供給を確保しているが、気候変動から生じる極端な気象条件に影響による

自然災害の緩和や自然保護のために流域保全への割り当てを増やしている。

 開放区への地域社会による違法伐採等による森林への継続的な脅威がある。

 鉱掘権等は、保護区や先祖伝来の土地（ancestral land）に定められた地域と重複している。 

 天然資源管理能力不足は、国家の生物多様性および戦略的管理オプションに関する基本

的な情報不足に原因があると考えられている。

 景観計画および開発に生物多様性への懸念は組込まれているが、土地利用における問題

から不十分な結果となっている。

 陸域および海域からの海洋ゴミが問題となっている。

4) セクター関係者

森林・生物多様性セクターにおける気候変動の関係者は以下のとおりである。サブセクターに

おける関係者分析は以下のサブセクターの項で述べる。

表 2-106 森林・生物多様性セクター関係者 

政策立案 技術開発 対策実施 資金提供等

・DENR 中央機関

・LGUs

・DENR 中央機関

・DENR 地方機関

・DENR 研究機関

・科学技術省

・大学

・民間企業

・DENR 地方機関

・LGUs
・民間企業

・NGO

・政府系金融機関

・民間銀行

・ドナー

出典：調査団

本項では、これらを踏まえ森林・生物多様性セクターの気候変動分野について、森林、沿岸/海

洋・生物多様性の二つのサブセクターにおける取組について、情報収集結果を整理する。

(2) 森林

1) 関連政策・計画

森林サブセクターの政策の中でも、気候変動対策における森林に関連する計画として、PDP お

よび NCCAP がある。PDP では気候変動の影響からコミュニティを守るために生態系の回復等に

主眼が置かれ、NCCAP では生態系サービスの復元も視野に入れている。また、Philippine Master 

Plan for Climate Resilient Forestry Development（PMPCRFD）(2016)は、気候変動に強靭な林業開発

を目的として作成され、National Greening Program (NGP) (2011-2028)は荒廃・劣化した林地の回復

を目指している。加えて Philippine National REDD+ Strategy（PNRPS）（2011-2018）では今後の

REDD+実施に向けた戦略を示す。  

NDC においては、気候変動対策のうち適応策パートにおける森林保護・回復、及び森林保全の

ために緩和策での成果払い資金へのアクセスを推進していく方針がある。DENR で 2011 年から始
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まった NGP は国家植林プログラムであり、2015 年に Enhanced National Greening Program（E-NGP）

に改訂され、2016 年から 2018 年までに 710 万 ha の荒廃・劣化した林地を回復することを目標と

して再植林が進んでいる。また違法伐採は森林減少・劣化の大きなドライバーとなっているため、

DENR は法や規制の順守のため、地方事務所の職員に必要な知識共有や装備等の供給を行い、森

林保護及び反違法伐採活動を行っている。なお、森林の生物多様性に関しては DENR 生物多様性

管理局（BMB）の所掌となっている。 

フィリピンにおける森林減少及び劣化は、「1950 年代前半に木材伐採協定（Timber License 

Agreement: TLA）及び牧場地賃借協定制度における公有林野の企業などへの貸与と伐採活動や放

牧地経営の許可や、森林への農地の開拓入植プログラム（1954～1978）の実施」が原因とされて

いる109。また、1960~70 年代を通じて、「木材伐採権協定による伐採コンセッションの付与が拡

大し、森林の大規模な伐採と伐採跡地への農民の入込によって森林の減少・劣化が著しく進んだ」

とされている110。その後、1962 年の改正カインギン法等による農民による利用排除対策の促進、

1975 年の改正森林法による不法占拠農民の追認、1982 年の統合社会林業政策による個人単位、集

落単位の森林間協定制度が発足し、地域住民による森林管理が促進された。1992 年には国家統合

保護区法が制定され、天然林、残存状態が良好な 2 次林が国家統合保護区に指定された。1995 年

には「コミュニティを基盤とする森林管理」（Community-Based Forest Management: CBFM）政策

が打ち立てられ、残存する森林の保護・保全が進められ、地域住民による森林管理政策が採用さ

れた。これに続き、2011 年には、天然林における全面的な伐採禁止が決定されるとともに、先述

の National Greening Program（NGP）が始まり大規模な緑化が始まった。  

フィリピンの森林サブセクターの今後の課題として、緩和策としてのREDD+の取組みがみられ

るが、天然林伐採が続く等、課題となっている。適応策としての生態系の保全に向けて、脆弱性

評価の対象である保護区の森林管理および統合的な流域管理は計画があるものの、これからまだ

まだ取組むべき課題である。また E-NGP 等の国家植林プログラムを通じて森林被覆面積を向上さ

せ、気候変動のネガティブなインパクトの影響を受けるコミュニティへの保護が推進されている

が、吸収源としての役割も大きい。森林サブセクターでは、これらも含めて気候変動に対する耐

久性を確保した（climate proofing）政策の運営に取り組んでいく必要がある。 

本稿では、気候変動政策における森林に関連する政策および計画を説明する。 

(a) PDP 2023-2028 

本計画の目標に対するアウトカムとして、森林サブセクターに関連する点としては、「生態系の

保全・回復・管理の強化」がある。気候変動によるコミュニティへのネガティブな影響から守る

ため、森林、マングローブ、湿地等の劣化した生態系の回復を加速させることが記載されている。

また、生態系を活用した気候変動適応策（Ecosystem-based Adaptation：EbA）や自然を基盤とした

解決策（Nature-based solutions：NbS）を用いた持続的な土地の利用・管理を強化することが明記さ

れている。さらに、森林伐採による流域の劣化に関する管理、アグロフォレストリー等を通じた

 
109 BFPRO, https://jifpro.or.jp/bfpro/wp-content/uploads/2018/06/Businessmodel_cocolumber.pdf、（アクセス：2023 年 9 月

20 日） 
110 同上 
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コミュニティの生計向上および民間資金に通じた地域の炭素市場の構築等に関しても触れている。

(b) NCCAP 2011-2028

NCCAP では生態系・環境安定性のために、自然システムとコミュニティのレジリエンスと安

定性が強化されることが最優先事項となっており、そのために、生態系が保護、回復され、生態

系サービスが復元されることが最優先すべきアウトカムとなっている。以上のアウトカムを達成

するためのアウトプットとして以下の 5 つが明記されている。 

1) 重要な生態系のための気候変動の緩和・適応戦略が策定され、実施される

2) 保護区と生物多様性重要地域（Key Biodiversity Areas: KBA）の保全が改善される

3) 環境関連の法が厳格に適応される

4) 保護区と KBA での、統合的な生態系に基づく管理アプローチのための能力が強化される

5) 自然資本勘定 (Natural Resource Accounting)が制度化される

また、以上のアウトプット達成のため、各アウトプットに活動が明記されている。森林サブセ

クターに関連のある活動は以下のとおりである。

表 2-107 森林セクター関連の活動一覧 

アウトプット 森林セクターに関連のある活動

1) 重要な生態系のための気候変動の緩和・適応戦略

が策定され、実施される
 REDD+戦略の実施

2) 保護区（PA）と生物多様性重要地域（KBA）の

保全が改善される
 PA と KBA のネットワークの拡大

3) 環境関連の法が厳格に適応される
 PA、KBA、およびその他の環境上重要な地域にお

ける汚染および採掘産業の活動の一時停止

4) PA と KBA での、統合的な生態系に基づく管理ア

プローチのための能力が強化される

 国家、地域、コミュニティレベルでの統合的な生

態系に基づく管理のための知識と能力の強化

5) 自然資本勘定が制度化される なし

出典：NCCAP より調査団作成 

(c) Philippine Master Plan for Climate Resilient Forestry Development (2016)

フィリピン初の森林開発マスタープランは、衰退し続ける国内の林業部門を活性化するために

1990 年に「フィリピン林業開発マスタープラン」として、策定され、2003 年に更新された。さら

に 2013 年に、気候変動が林業セクターに与える潜在的な影響を考慮し、「気候変動に強い林業開

発のためのフィリピン・マスタープラン」として更新された。2016 年の新たなマスタープランで

は、以下の活動を実行するためのプログラムと戦略を提案している。
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表 2-108 新たな森林開発マスタープランの主たる内容 

目的 プログラム

1) 森林生態系とコミュニティの気

候変動レジリエンス強化

生態系に基づく脆弱性評価

気候変動への適応計画

保安林および保護地域の管理

既存の森林の保護

マングローブ林の修復と保全

コミュニティベースの森林管理に必要な協定書（CBFMA：Community
Based Forest Management Area）および先住民領有地権（CADT：
Certificate of Ancestral Domain Title）保有者への生活支援

統合的な流域管理および森林土地利用計画の策定

気候変動への適応と緩和のための REDD+の実施 

2) 森林生態系サービスや森林生態

系を活用した商品に対する需要

に対する効果的な対応

森林管理区域の線引きと境界設定

丸太生産のための商業植林地開発

薪炭林の開発

放牧地の管理

流域の管理と修復

都市林業

3) 需要に効果的・効率的に対応す

ることができるガバナンス

（Responsive governance） の 促

進

森林所有者のインベントリ

オープンアクセスの森林を限定するための所有権/管理文書の発行

林業政策の充実

共同経営の制度化

気候変動を DENR の政策と制度プロセスに主流化する 

能力強化

出典：Philippine Master Plan for Climate Resilient Forestry Development (2016) 

(d) Community-Based Forest Management (Presidential Executive Order (EO) No. 263)

フィリピン政府は 1995 年に大統領令 No.263 によって、CBFM を持続的な国有林地管理のため

の国家戦略として規定している。コミュニティは DENR に承認を受けた上で森林を管理、利用す

ることができる。

(e) National Greening Program (NGP) (2011-2028)

NGPは 2011年から始まった国家プログラムであり、2011年当初は 2016 年までに 150 万 ha の土

地に 15億本の樹木を植林することを目標としていた。NGPは 2015年にEnhanced National Greening 

Program（E-NGP）に改訂され、2016 年から 2028 年までに 710 万 ha の荒廃・劣化した林地を回復

することを目標としている。

NGP の目的は以下の通りである。 

1） 高地・低地の貧困世帯、先住民族、沿岸部・都市部の貧困削減に貢献すること

2） 資源の保全、保護、生産性向上を通じて天然資源の持続可能な管理を行うこと

3） 食料、木材、繊維、非木材林産物等の商品・サービス、美的価値、大気改善価値、水

利 価 値、炭素吸収源となる森林被覆の拡大による気候変動の緩和を実現すること

4） 森林と流域の価値について、社会、環境的な共通認識を醸成し、人々の啓蒙を促進す

る
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5） 植林地と森林資源の持続可能な管理における責任の共有を通じて、若者や他のパート

ナーの 間で積極的な価値観の形成を促進する  

6） 政府、市民社会、民間企業による全ての緑化の取組みを統合し、調和させる 

(f) Philippine National REDD-Plus Strategy 

REDD+に焦点を当てた政策を進めることを目標とする Philippine National REDD+ Strategy 

（PNRPS）（2011-2028）が作成された。PNRPSは、2010 年に策定され、2017年6月にDENR-FMB

によって更新されている。現在、フィリピンはREDD+実施に向けた準備フェーズの段階にあり、

国家森林モニタリングシステム（NFMS： National Forest Monitoring System）の内、森林リモート

センシングとセーフガード情報提供システム（SIS：Safeguard Information System）が未構築であ

る。更新作業は GIZ による支援 National REDD-Plus System Philippines Project (Preparation of a 

National REDD+ Mechanism for Greenhouse Gas Reduction and Conservation of Biodiversity in the 

Philippines)の中で実施された。 

(g) Guidelines on the operationalization of the national forest monitoring system for the implementation of the 
Philippine REDD+ Strategy (DAO 2021-32) 

上述の通り NFMS が未構築のため、本ガイドラインは NFMS を構築し運用を行うために発行さ

れた。具体的には以下の 5 つを主眼としている。 

 本ガイドラインの発行から 6 か月以内に衛星土地監視システム（森林リモートセンシン

グ）を確立・運用し、森林利用と土地利用の変化に関する活動データを 2 年ごとに作成

する。 

 森林資源評価（Forest Resources Assessment）をフィリピン国家森林インベントリとして

採用し、国の排出係数に関するデータを 5 年ごとに提供する。 

 DENR が排出量と吸収量の推定値を含む林業部門の GHG インベントリを 2 年ごとに発行

できるようにする。 

 本ガイドラインの発行から 6 か月以内に、フィリピンの森林に関するすべての検証済み

データが公開、保存、およびアクセスできる森林情報システムまたは Web ポータルを開

発し、運用すること。利用対象は他国の政府機関、LGU、研究機関、金融機関、市民社

会団体、学術機関等さまざまな利害関係者を含むがこれに限定されない。 

 DENR が隔年更新報告書（BUR）、国別報告書（NC）、その他の国際公約による報告要

件の作成と提出に関連するデータを作成できるようにする。 

また、本ガイドラインは REDD+ Strategy に沿った計画や活動の実施のために NFMS が構築・運

用・維持管理されることを想定した内容となっているが、その用途は必ずしもREDD+に限定され

ないことが明記されている。 

本ガイドラインでは、NFMS の機能についても 2 点規定している。1) フィリピンの森林の現況

をモニタリングする点と、2) REDD+の成果支払いのために、フィリピンの森林に関するプロジェ

クトや活動の質的・量的データを測定（Measurement）・報告（Reporting）・検証（Verification）す

る点である。 
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(h) Philippine National REDD-Plus Action Plan 2022-2031 

フィリピン国家 REDD+行動計画は、成果払いの実現のために REDD+に必要な機能の設定を詳

細に説明している。REDD+実施段階には、①国家REDD+戦略（NRS）、②森林参照排出レベル/森

林参照レベル（FREL/FRL）、③国家森林モニタリングシステム（NFMS）、④セーフガード・イン

フォメーション・システム（SIS）の 4 要件が必要であるが、成果払いに向け、関連する行動目標

に沿った下記に記す優先的な 10 のエリアがある。 

 REDD+の範囲と規模の定義 

 REDD+の管理・運営（国家 FREL/FRL の設立） 

 REDD+（森林ガバナンスと土地利用）の主流化 

 法的および規制上の措置 

 国家 FREL/FRL の設立 

 NFMS の測定・報告・検証（MRV）アプローチ 

 SIS の運用 

 REDD+への資金提供と利益配分 

 能力開発とコミュニケーション 
 研究開発 

フィリピンの REDD+行動計画では、NFMS および CAVCS に関する政策の公布、REDD+のパイ

ロットや実証サイト、REDD+実施に関連する機関等も把握されている。 

(i) Guidelines on the Establishment of the Carbon Accounting, Verification, and Certification System (CAVCS) 
for Forest Carbon Projects (DAO 2021-43） 

CAVCS では、二酸化炭素を隔離し、森林減少や森林劣化による排出を回避する活動への投資を

奨励し、支援するための、森林セクターのカーボンクレジットプロジェクトの炭素会計、検証、

認証システムを規定している。CAVCS の対象は、森林、先祖伝来の領域、私有地、および保護地

域で確立された森林炭素プロジェクトである。森林炭素プロジェクトに参加する個人および団体

は、CAVCS を利用して、森林保護、植林、回復への取組みを実証し、カーボンニュートラルに貢

献し、緩和および/または企業の持続可能性について報告することとなっている。 

尚、CAVCS では、カーボンクレジットの検証（verification）方法については規定していない。

第三者機関もしくはフィリピン貿易産業省・フィリピン認定局（DTI-PAB : Philippine Accreditation 

Bureau）によって認定された認証機関によって、森林炭素プロジェクト計画（Forest Carbon 

Project Plan）の妥当性を確認（validation）し、森林炭素評価報告書（Forest Carbon Assessment 

Report）を検証（verification）することを規定しているのみである。 

また、CAVCS ではカーボントレーディングの手法については言及していないため、現在ボラン

タリーマーケットとコンプライアンスマーケット111両方を対象としたカーボントレーディングの

政策を DENR 内に設置されたワーキンググループが検討中であり、2024 年までに策定予定である。 

 
111 ボランタリーマーケットは企業の自主的なクレジット活用が前提で実施されているのに対し、コンプライアンス

マーケット国・地域の排出削減義務や排出量報告制度等の規制・制度に基づき実施されているものを指す。 
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(j) Guidelines in the preparation of Integrated Watershed Management Plans (DENR Memorandum Circular
No.2008-05）

本ガイドラインは、フィリピンにおける持続可能な森林管理の推進に沿って Adoption and 

Implementation of Collaborative Approach to Watershed Management（DAO 2005-23）に基づいている。

流域において行われるプログラムやプロジェクトにて環境的・社会文化的・経済的利益を確実に

することを方針としており、下記の 4 点を目的としている。 

 流域管理計画の流域管理および生態系管理の枠組との一致を確実化

 多様な機関および関係者との協力を強化

 流域情報の効果的なデータベース管理システムの開発・維持

 DENR、LGU、その他関係者の流域統合管理のための技術および実施能力の向上  

(k) Revised Supplemental Guidelines and Procedures of Watershed characterization and Climate resilient
vulnerability assessment of Watersheds and Preparation of Integrated Watershed Management Plan
（Technical Bulletin No. 16-A）

本補足ガイドラインおよび手順書は、Guidelines in the preparation of Integrated Watershed 

Management Plans（DENR Memorandum Circular No.2008-05）に基づき GIS やリモートセンシング

技術をもとに、また生物物理学的および社会経済学的プロセスと方法を使用して、流域の特性評

価と流域の気候レジリエンスおよび脆弱性評価についての情報を提供する。流域にある森林保護

区（National Integrated Protected Areas System（NIPAS）に含まれる）については、保護地域計画に

基づいて統合流域管理計画は補完するものである必要がある。この補足ガイドラインおよび手順

書は、すべての流域管理および開発プログラム・プロジェクトに適用される。

2) 気候変動対策の取組み状況

(a) 気候変動対策推進組織

森林サブセクターにおける関係部局・組織として、以下の組織が挙げられる。

表 2-109 森林サブセクターにおける関係組織 

カテゴリ 担当組織 役割

政策立案 DENR 森林管理局 (DENR FMB) 森林全般の政策立案・モニタリング

政策立案 DENR 生物多様性管理局 (DENR BMB) 森林の内、保護区の管理に従事

政策実施 DENR-Climate Change Service (CCS) カーボンクレジットに関する取り決め

研究開発 DENR-Environmental Research and 
Development Bureau (ERDB) 

DENR 内の研究部門 

海外プロジェクト DENR-Foreign Assisted and Special 
Project Service (FASPS) 

海外プロジェクト等に関連する業務を実施

活動中の主なドナー UNDP CAVCS 等に係る事業を支援 
FAO Enhancing Biodiversity, Maintaining Ecosystem 

Flows, Enhancing Carbon Stocks through 
Sustainable Management of Forest Resources and 
the Restoration of Degraded Forestlands（FLR）等
のプロジェクトを実施

JICA コミュニティ参加の植林プロジェクトである
Forest Management Project （FMP）を実施

GIZ Ecosystem-based Management and Ecosystem 
Services Valuation in Two River Basins in the 
Philippines（E2RB）を実施 

出典：調査団
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フィリピンの森林政策は DENR が担当している。DENR は、大臣の下に 11 のサービスと 6 つの

局がある。森林政策に係る気候変動対策組織は DENR 森林管理局（Forest Management Bureau：

FMB）が担当している。 

FMB は森林と流域の効果的な保護、開発、保全のための技術指導を提供している。また、科学

と良好な森林ガバナンスに基づき、持続可能な森林管理の達成に向けて、政策やプログラムを提

言している。FMB 内には、1) 森林政策、計画、知識管理部門、2) 森林資源管理部門、3) 森林資源

保全部門、4) 森林投資開発部門の 4 つの部門があり、各部門内に 4～5 のセクションがある。 

 

 
出典：DENR ウェブサイト 

図 2-68 DENR 組織図 
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出典：DENR-FMB 
図 2-69 FMB 組織図 

(b) 気候変動対策予算

CCC では、各省庁の気候変動支出を整理しており112、2017-2023 年度の DENR 内の森林に関連

する気候変動対策予算は 46.55 億フィリピン PHP である。内訳としては、以下の通りである。 

表 2-110 DENR 内の森林に関連する気候変動対策予算 

プログラム名 金額（億フィリピン PHP） 
Conduct of Special Studies, Design and Development in Support of Forestry, 
Mining and Environmental Management Operations, including Climate Change 
Resilience 

1.92 

Natural Resources management arrangement/agreement and permit issuance 10.73 

Protected areas development and management 9.99 

Forest Development, Rehabilitation, Maintenance and Protection 23.91 

合 計 46.55

出典：CCC データより、調査団編集 

(c) 気候変動緩和策の取組み状況および課題

a) REDD+の推進

現在、REDD+は準備段階（Readiness）にある。カンクン合意において示される実施段階に

向けては、「国家 REDD+戦略」、「森林参照レベル」、「国家森林モニタリングシステム

（NFMS）」および「セーフガード・インフォメーション・システム」の 4 要件が必要となる。

112  Climate Change Service, Climate Change Expenditure Tagging: https://niccdies.climate.gov.ph/climate-finance/ccet (参
照:2023/8/25) 
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フィリピンではこのうち、「国家 REDD+戦略」の初版が 2010年に、改訂版が 2017年に作成さ

れた。また「森林参照レベル」が 2023 年 5 月に UNFCCC に提出された。REDD+ Action Plan

はすでに策定済みである。この計画は、成果払いの実現のために REDD+に必要な機能の設定

を詳細に説明している。NFMS および SIS については、これからの作成となる。これまでに

NFMS に関する他ドナーの支援として、International Climate Initiative (IKI)により、オープン

ソースの COLLECT EARTHの能力開発が実施された。また GIZによる National REDD+ System 

Philippines project において NFMS の内容と設計コンセプトが作成された。また UN-REDD から

の支援で REDD+の政策措置や国レベル、国際レベルの報告義務等への対処する NFMS 行動計

画が策定されている。関連するもので森林及び生物多様性をモニタリングする目的で、

USAID から LAWIN Forest and Biodiversity Protection System の支援もなされているが、実装は

されていない。 

REDD+推進における課題として下記のものが挙げられる。 

 データベースを含む国家森林モニタリングシステム（NFMS）の未構築 

REDD+実施に当たっては、MRV や森林管理のための NFMS が必要である。これまでに

NFMS構築に向けて International Climate Initiative (IKI)によりオープンソースの NFMSと考えら

れるCOLLECT EARTHの能力開発支援113やUnited States Forest Service (USFS)の貢献によるFRL

の設定に係る TerraPulse や Google Earth Engine に関する支援114が実施された。その他、GIZ が

2012~2017 年に実施した National REDD+ System-Philippines project では、MRV のプロトタイプ

を含む NFMS の内容と設計コンセプトの素案作成が支援されている。また 2015 年には UN-

REDD 経由で FAO から NFMS 行動計画策定が支援されている。本行動計画のうち、衛星モニ

タリングシステムやその他のデータソースと協調する点が本課題の対象となると考えられる。

さらに 2023 年には、DENR はフィリピン宇宙機構（Philippine Space Agency）と天然資源に係

る地理空間データベースの作成および NGP のモニタリングを行うプロジェクトを共同で実施

する MOA を締結した115 

しかしながら、未だフィリピン国全体の森林をモニタリングし、管理するシステムは構築

されていない。 

 森林リモートセンシング技術の未確立 

フィリピンには既述のフィリピン国家 REDD プラス戦略（The Philippine National REDD-plus 

Strategy: PNRPS）があり、REDD＋実施に向けて準備を進めている。一方で REDD＋に必要な

国家森林モニタリングシステムに格納されるべきデータのうち、森林参照レベルに用いたり、

その他の目的で用いるリモートセンシングデータが充実していない。これは、データを扱う

衛星画像を用いた森林リモートセンシング技術がまだ確立されていないことに起因する。こ

のため、森林リモートセンシング技術を確立させ、REDD＋実施に向けた準備を進めることが

 
113 https://www.international-climate-initiative.com/en/project/national-forest-monitoring-and-information-systems-for-a-
transparent-and-truthful-redd-13-iii-044-global-m-forest-monitoring/ 
114 Republic of the Philippines (2022) Philippines Forest Reference Level under the UNFCCC REDD+ Framework. 
https://redd.unfccc.int/media/philippine_frl_document_final_6dec2022.pdf 
115 https://philsa.gov.ph/news/philsa-denr-to-use-space-data-to-create-natural-resources-database-monitor-natl-reforestation-
program/ 
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急務となっている。これまで、2015 年の FAO からの支援では、データの統計処理技術に関す

るキャパシティビルディングも受けている。上記した NFMS にかかる素案・行動計画、過去

の研修内容も踏まえ、支援内容を検討が必要である。 

フィリピン側からの支援ニーズとしては、下記のものがある。 

 森林リモートセンシング技術の確立支援 

上記課題に示した通り、衛星画像を用いた森林リモートセンシング技術が未確立・構築で

あり、現状では REDD+の準備段階にある。そのため、フィリピン政府としては早急に整備し、

実施段階につなげたい意図がある。 

 国家森林モニタリングシステムの構築支援 

FMB 内で管理、運用する目的の森林モニタリングデータには、REDD+に関連するデータ以

外にも、GHG インベントリ、FAO の森林資源評価等に関わるデータが考えられている。また

地上調査データに関しても、管理、運用していく必要がある。このため、これらデータの格

納場所であり、なおかつ森林モニタリングを適切に行うための国家森林モニタリングシステ

ムの構築が求められている。 

なお REDD+の実施に必要な 4 要件の一つである SIS も未確立であるものの、DENR 内で

2024 年に予算が確保され、且つ DENR 内部でセーフガード確立のためのノウハウもあるため、

支援ニーズはない。 

b) ボランタリーマーケットおよびカーボントレーディングの推進 

PDP では、民間資金に通じた地域の炭素市場の構築を進めることが述べられており、また

DAO 2021-43 では、CAVCS によるボランタリーマーケットの炭素会計、検証、認証システム

が規定されている。 

現在 DENR ではフィリピン国内の森林セクターにおいて、カーボントレーディングの実施

を計画している。そのために、2024 年までにボランタリーマーケットとコンプライアンス

マーケットを対象としたカーボントレーディング実施に関する政策策定を目指し、DENR 内

にテクニカルワーキンググループ（TWG）を設置し、検討を進めている。 

CCS に対する聞き取り調査では、Verra の Verified Carbon Service （VCS）等、海外のカーボ

ンクレジット認証機関による認証には多額の費用がかかるなど、ボランタリーマーケットに

おけるこれまでの検証結果をふまえ、フィリピン国関係者がクレジットを有利に取引できる

ような制度づくりを検討していることが確認された。 

ボランタリーマーケットにおけるその他の取組としては、民間企業の参入の取組みとして、

日本商社（丸紅）による産学官が連携し、ボランタリーマーケットもしくは JCM を見込んだ

「森林再生を通じたカーボンクレジットプログラム」を開発する取組みの覚書が締結され、

今後プロジェクトが始まる予定である。 

課題として、下記のものがあげられる。 
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 カーボンマーケット構築のノウハウの欠如 

フィリピンでのボランタリーマーケットにおける民間企業の動きとしては、大口の顧客向

けのクレジットを確保するために、大企業がクレジット創出に向けて参入する動きが見られ

る。ボランタリーマーケットへの小規模な組織の参加には、今後の国内のトレーディングシ

ステムの設置に伴ったボランタリーマーケットの制度等を考慮してカーボントレーディング

が行えるカーボンマーケットを構築する必要があり、現状ではその制度・仕組みをつくるノ

ウハウが不足している。 

 カーボントレーディング実施に向けた政策の欠如 

現在 DENR ではフィリピン国内の森林セクターにおいて、カーボントレーディングの実施

を計画している。そのために、来年までにボランタリーマーケットとコンプライアンスマー

ケットを対象としたカーボントレーディング実施に関する政策策定を目指し、DENR 内にテ

クニカルワーキンググループ（TWG）を設置し、検討を進めている。これまで、フィリピン

国内には CAVCS という森林炭素プロジェクトの炭素会計、検証、認証システムを規定する政

策はあったが、カーボントレーディング実施のための政策はないため、政策立案のための知

見が必要である。また、現状ではクレジットを認証する第三者機関も海外の監査機関以外は

存在せず、国内認証機関の設置も含めた検討が必要となる。さらに、丸紅等の民間企業が植

林を通じたカーボンクレジット創出事業を独自に行っているが、このような事業の内容や効

果を DENR に報告する義務はなく、クレジットが創出された地域や期間などについて DENR

が把握できていない。 

フィリピン側からの支援ニーズとして、カーボンマーケット構築支援およびカーボント

レーディング実施に向けた支援ニーズがある。カーボントレーディングにかかる知見が少な

い現状では、そのノウハウが求められている。ボランタリーマーケットを対象とした政策立

案支援は UNDP が実施しているため、コンプライアンスマーケットを対象としたカーボント

レーディングを実施するための政策立案の支援が必要とされている。まずは森林分野を対象

として、カーボントレーディングを開始したいと DENR は考えている。 

c) GHG モニタリング手法の開発 

生態系研究開発局（DENR ERDB）では、GHG インベントリの正確さを高め、今後のカー

ボントレーディングの実施を見込んで、より精度の高い二酸化炭素の計測が必要になる可能

性を考えている。そのため、二酸化炭素の濃度と空気の流れをもとに単位面積当たりの CO2

フラックスを計測する渦相関法の導入する予定である。DOSTから数年以内に渦相関法の機材

を ERDB が受け取り、渦相関法のパイロットプロジェクトの実施を予定している。パイロッ

トプロジェクト実施後に、渦相関法の利用が有用と判断された場合、全国的な展開も視野に

入れている。 

課題として、下記のものがあげられる。 

 新たなモニタリング手法の導入に必要な機材購入のための資金不足 

生態系研究開発局（DENR ERDB）では、二酸化炭素の濃度と空気の流れをもとに単位面積

当たりの CO2 フラックスを計測する渦相関法の導入を検討中である。これは、GHG インベン
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トリをより正確なものとするためだけでなく、今後カーボントレーディングがフィリピンで

実施される場合に、より精度の高い二酸化炭素の計測が必要になる可能性も見込んでいるた

めである。 

ERDB は、数年以内に DOST から渦相関法の機材を受け取り、渦相関法のパイロットプロ

ジェクトの実施を予定している。パイロットプロジェクト実施後、渦相関法が有用であるこ

とが判明した場合は、全国的な展開も視野に入れている。 

ERDB内には渦相関法の実施方法を把握している職員がいるものの、全国的な展開をする際

には観測タワー等の設備の購入資金不足、および職員へのキャパシティビルディングを実施

するためのノウハウが不足しているため、これらに対する支援のニーズが確認された。 

(d) 気候変動適応策の取組み状況および課題 

a) 国家適応計画 

フィリピンにおける国家適応計画は現在最終化中である。複数のステークホルダー間での

協議およびワークショップによると、森林は同計画の中で生態系および生物多様性の部門に

含まれるようである。 

b) 統合流域管理の推進 

DENR FMB は、PDP 等に基づき、持続可能な森林管理のために、生態系に基づく流域管理

から統合流域管理計画のガイドラインや保護区と関連付けられた気候変動脆弱性評価等を作

成してきた。フィリピン全体では、2000 以上の流域があるが、現時点では 131 の重要流域の

うち、約 70 流域の流域管理計画が策定されている。 

流域管理計画においては、流出量（water yield）アセスメントが必要となる。DENR FMB で

は、降水量や土壌水分量等のモニタリングが行われている。流域管理計画の進展に際して、

他省庁のデータの共有が図られるが、データのスペックに差異があることが判明している。 
131 の重要流域のうち、16 流域に機材の設置がある。 

課題として、下記のものがあげられる。 

 統合流域管理計画に関する気候変動耐久性を確保（climate proofing）した政策の欠如 

統合流域管理計画は、生態系に基づく流域計画から始まり、気候変動脆弱性等も考慮した

保護区の検討・管理も含めて計画が進められる。包括的で気候変動に耐久性のある政策が必

要とされているが、気候変動に関わる関連省庁の多様さなどから調整に時間がかかる。 

 自動気象観測機およびリモートセンシングで収集した、降雨・土壌データ分析ノウハウ

の不足 

FMB では全国の 16 地域の 48 か所の流域に降雨量や土壌データをリアルタイムに収集する

自動気象観測機を試験的に設置しているが、収集したデータを分析するノウハウが不足して

いる。この試験的な取組みは、現在 FMB が実施している Enhanced National Greening Program

をより効果的に実施するために必要な降雨量や土壌データを提供することを目的として行わ

れているが、収集したデータがうまく活用できてない状況である。また、降雨量等のデータ



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査 
ファイナルレポート 

 

2-253 

の活用は DOST PAGASA や、DPWH、DILG、NDRRMC も行っているが、FMB は現状では他

省庁の取組みを詳細に確認していない。おらず、実施内容の棲み分けもできていない状況で

ある。さらに、近年では、リモートセンシング技術によるデータを可視化して把握すること

が有効であるが、データ収集の技術が欠如している。 

 降雨・土壌データ収集のための自動気象観測機材およびリモートセンシング機材不足 

統合流域管理計画は、現在 16 流域で実施されている。131 の計画されている流域では、資

金不足のため、同計画の進捗を図る必要な降雨・土壌等データ収集のための自動気象観測機

材が不足している。またモニタリングのためのリモートセンシング機材も不足している。 

フィリピン側からの支援ニーズとして下記のものがある。 

 統合流域管理計画に関する気候変動耐久性（climate proofing）を確保した政策策定支援 

統合流域管理計画は、生態系に基づく流域計画から始まったが、現在では、気候変動脆弱

性等も考慮した保護区の検討・管理も含めて計画が進められている。上述の Adoption and 

Implementation of Collaborative Approach to Watershed Management（DAO 2005-23）および DENR 

Memorandum Circular No.2008-05 に基づき進められてきたが、策定から約 20 年が経過し、包括

的で気候変動に耐久性のある政策が必要とされているため、政策の更新が求められている。 

 気候レジリエントな水源涵養機能管理に向けた流域データ分析能力向上支援 

自動気象観測機で収集した流域の降雨量や土壌データを分析し、Enhanced National Greening 

Program に活用したいという支援ニーズがある。現状では、DOST PAGASA も降雨量や土壌水

分量のモニタリングを行っている。また、FMB によると降雨量や土壌に関するデータは、

DPWH、DILG、NDRRMCも収集していると思われるため、支援前に各省庁や委員会との役割

分担を明確にする必要がある。さらに、流域管理において、リモートセンシング技術を活用

しモニタリングを行う意向と支援ニーズがある。 

 自動気象観測機材およびリモートセンシング機材の設置 

統合流域管理計画は、現在 16 流域で実施されている。131 の計画されている流域では、同

計画の進捗を図るために必要な降雨・土壌等データ収集のための自動気象観測機材が求めら

れている。また流域管理を可視化してモニタリングするツールとしてのリモートセンシング

機材のニーズがある。 

(e) 気候変動緩和策・適応策共通の取組み状況および課題 

a) 植林や植生回復の推進 

気候変動対策を進める上で森林分野に求められる対応として、新規植林、再植林及び植生

回復（Afforestation, Reforestation and Revegetation: ARR）が、地域住民対象に実施されている。

ARR を実施するにあたって、先住民が所有・居住する土地が対象となる場合もあり、その際

の先住民の協議が長期間にわたり、ARR 実施まで至らないケースもあるため、持続可能な地

方開発のための全国統一イニシアチブ（National Convergence Initiative for Sustainable Rural 
Development）が協議の場を設けている。 

課題として、下記のものがあげられる。 
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 植林や植生回復の必要性や気候変動問題に対する地域住民の理解不足 

気候変動対策を進める上で森林分野に求められる対応として、新規植林、再植林及び植生

回復（Afforestation, Reforestation and Revegetation: ARR）は非常に重要である。一方で、FMB

やフィリピン大学ロスバニョス校への聞き取りでは、対象地の地域住民による ARR の目的や

重要性が理解されていないため、ARR 実施後に農地転換されてしまうケースもある116。その

ため、地域住民への ARR の理解促進のための施策を実施することが必要である。 

 植林や植生回復をする際の、先住民を含む多様なステークホルダーによる協議の難航 

ARR を実施するにあたって、先住民が所有・居住する土地が対象となる場合もあり、その

際の先住民の協議が長期間にわたり、ARR 実施まで至らないケースもある。そのため、持続

可能な地方開発のための全国統一イニシアチブ（National Convergence Initiative for Sustainable 

Rural Development）が協議の場を設けているが、先住民の代表である National Commission on 

Indigenous Peoples（NCIP）のキャパシティが低く、協議に応じられる人員を確保することが

難しいことや利害関係が一致しづらいことから、なかなか議論がまとまらない。 

フィリピン側からの支援ニーズとして、ARR を実施する際に、先住民との協議が難航して

いるため、協議を円滑に進めるための新たなプラットフォームを設立する必要がある。また、

新規植林、ARR 実施に向けて、ARR を実施する必要性や気候変動問題に対する地域住民の理

解不足を解消するために、地域住民に向けた環境教育の実施に関する支援ニーズがある。 

b) National Greening Program（NGP）の推進 

前述の通り、NGP は荒廃・劣化した林地を回復することを目標としている。下図に示す通

り、2011 年~2016 年の NGP, 2017 年~2022 年までの Enhanced National Greening Program（E-NGP）

併せて、2,035,407ha の土地に植林を行うという目標があるが、2022 年 8 月時点で 2,181,684ha

に植林を実施しており、107%の目標達成率となっている。FAO の Forest Resource Assessment 

(2020)によると、2020 年のフィリピンの森林被覆面積は 7,189,000ha であり、2020 年時点の植

林面積は 2,078,899haのため、国内の森林被覆面積の内 28.9%が NGP/E-NGPによって植林され

ていることとなる。上述の通り、2010年から 2020年にかけては 0.5%森林被覆面積が増加して

おり、これは、NGP/E-NGP の影響が大きいと思われる。 

また、これまでに実施された植林の多くは、委託を受けた住民組織や NGO が荒廃した森林

を対象として実施している。一方で、E-NGP では民間企業が植林に参加することも促してお

り、植林と維持管理、E-NGP 対象地内外での既存の植林地の保護についても民間企業が一部

実施している。 

 
116 貧困や都市部から地方への移民増加等の問題もあると推測されるが、人材育成という面では住民への ARR に対する理解促進の

ための施策を実施することが重要と考えられる。 
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表 2-111 NGP、E-NGP での植林達成状況 

 
出典：DENR FMB ホームページ 

 

  
出典：DENR-Annual Report 2020 

図 2-70 NGP での植林の様子 

 

c) 森林保護および反違法伐採活動の推進 

上述の通り、違法伐採は森林減少・劣化の大きなドライバーとなっているため、DENR は、

環境関連の法や規制の順守のため、地方事務所の職員に必要な知識共有や装備・道具の供給

を行っている。また、森林保護と反違法伐採活動のための優先事項は以下の 3 つが挙げられ

る。 

 森林内のパトロールの実施、 

 森林火災予防、 

 違法伐採ホットスポットの中立化 
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d) JICA 森林管理プロジェクト 

2012 年に開始された JICA の有償資金協力である。2023 年に延長され、2024 年までが実施

期間となっている。フィリピンでは、大規模な森林伐採などにより森林の水源涵養機能が低

下し、洪水等の被害の要因となっている。本プロジェクトにおいては、災害に脆弱なルソン

島カガヤン川上流域、パンガ川流域、パナイ島のハロール川流域の 3流域において、コミュニ

ティベースの森林管理および生計改善を実施している。目的は下記の通りである。 

 荒廃した森林地域の回復（65,000 ha）と保全（5,800 ha） 

 地域住民の社会経済的状況の改善 

 脆弱性の高い地域の災害リスク緩和への寄与 

 住民組織の強化、食料安全保障および農林産物による収入向上への取組み 

課題としては、下記の 2 点があげられる。 

 流域管理普及のための能力の欠如 

現在実施されている JICA 有償資金協力「森林管理プロジェクト」は、高地に実施地域があ

り、降水量の増加等による流域からのリスクを受けやすい。流域管理プロジェクトの実施に

向けたデザインはできているが、普及に必要な能力が不足している。 

 アグロフォレストリーを通じた農産物のマーケティング能力の欠如 

JICA「森林管理プロジェクト」では、アグロフォレストリーを通じて高地コミュニティの

生計向上への取組みが実施されている。生産性向上や生計向上には、マーケットの拡大、バ

リューチェーンの構築等の検討を進めるマーケティング能力の開発が必要であるが、住民組

織等の組織力が弱く実施拡大がされにくい現状がある。 

森林管理に関わる上記有償資金協力プロジェクトの後続案件に関わる DENR FMB からの支

援ニーズとしては下記のものがある。 

 共同流域管理のための情報・教育・伝達（IEC）促進および劣化した森林の修復・植林 

現在実施されている JICA「森林管理プロジェクト」は、リスクを受けやすい高地に実施地

域がある。流域管理プロジェクトの実施に向け、統合流域管理計画等の知見も交えて、普及

に必要な能力開発とその実践が必要である。また情報・教育・伝達においては、流域管理に

おいてデジタルマップを利用し、可視化する等の取組みを含めた支援が求められている。 

加えて森林の多面的機能の一つである水源涵養機能を高めるために、共同流域管理におけ

る現状を鑑みた劣化した森林の修復および植林事業の継続が必要とされる。 

 地域住民による事業開発/持続的な事業のための財政メカニズムの向上 

現在実施されている JICA「森林管理プロジェクト」では、アグロフォレストリーを通じて

高地コミュニティの生計向上への取組みが実施されている。住民組織等の組織力を強化して、

農業等の生産性（コーヒー生産等）を向上するために、マーケットの拡大、バリューチェー

ンの構築等の検討を進めるマーケティング能力の開発が必要である。 

その他、後続案件では、プロジェクト実施地域の拡大が必要とされている。 
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3) ドナー支援状況

FMB が現在パートナーと実施中、もしくは検討中の気候変動関連プロジェクト概要は、以下の

とおりである。

表 2-112 セクターのドナー協力案件の状況（森林） 

協力

パートナー
プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

JICA 
（有償）

事業名：Forest Management Project (FMP)  
実施期間：当初・2012-2021、第 1 回延長 2012-2023、第 2 回延長 2012-
2024 
活動目的・内容：

3 つの河川流域でのコミュニティベース森林管理 CBFM を通じた森林管

理を約 13 年間で実施するもの。本プロジェクトは荒廃した森林地域の

回復と森林保全、地域住民の社会経済的状況、生物多様性の改善を目的

としている。

プロジェクトのコンポーネントは 1．総合的な対象地の発展と 2. コンサ

ルティングサービスの大きく 2 つに分かれている。総合的な対象地の発

展には、対象地のマッピング、民衆組織の立ち上げ、植林やアグロフォ

レストリーの実施などが含まれる。

実施期間が 2024 年までに延長されたばかりであり、FMB としては、

FMP 終了後のプロジェクト内容は今後検討したいとのことであった。

DENR FMB 実施中

FAO 
（資金源：

GEF） 

事業名：Enhancing Biodiversity, Maintaining Ecosystem Flows, Enhancing 
Carbon Stocks through Sustainable Management of Forest Resources and the 
Restoration of Degraded Forestlands (FLR) 
実施期間：2021‐2025 
活動目的・内容：

劣化した森林生態系の生物学的・生産能力の費用対効果の高い持続可能

な回復を促進することにより、環境、生計、開発の複合的かつ総合的な

利益を提供することを目的としている。コンポーネントは 3 つあり、以

下の通り。

1) 森林と景観回復の改善を可能にする条件の形成

2) 森林景観の回復、保護地域管理、生物多様性保全のための回復プログ

ラムと補完的な取組みの実施

3) 知識、パートナーシップ、モニタリングと評価

DENR FMB 実施中

FAO 
（資金源：
BUMV-IKI 
（ドイツ環

境・自然保

護・建設・

原子炉安全

省

（BUMV）

-国際気候

保護イニシ

アチブ

(IKI))） 

事業名：Paris Agreement in Action: Upscaling Forest 
and Landscape Restoration to Achieve Nationally Determined Contributions 
Project 
実施期間：2021-2023 
活動目的・内容：

NGP（National Greening Program）の今後のフェーズにおいて、フィリピ

ンの林業部門からの GHG 排出削減目標を改善することを目的としてい

る。森林および景観の回復は、NDC の達成への貢献が期待でき、森林

資源を拡大して生態系サービスを改善する可能性を帯びる。現在、フィ

リピンのボホール島（400 ha）およびバターン地域（605 ha）において

天然更新技術及び防火帯の設置により回復が進められている。

DENR FMB 実施中

FAO 
（資金源：

BMEL（ド

イツ連邦食

糧・農業

省））

事業名：Forest for a Sustainable Future: Educating 
Children Project (FAO) 
実施期間：2021-2023 
活動目的・内容：

本プロジェクトは、9～12 歳の児童の森林に関するリテラシーと意識を

高めることを目的としており森林に関する知識と意識の向上、プロジェ

クトへの教育者の参加、森林教育資料の全国的および地域的普及に焦点

を当てている。本プロジェクトを通じて、児童は森林に関するより深い

知識を獲得し、持続可能な森林管理を支援するために十分な情報に基づ

いた意思決定を行うスキルを身につける。

DENR FMB 実施中



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査

ファイナルレポート

2-258

協力

パートナー
プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

AFoCO 
（アジア森

林協力機

構）

事業名：Promotion of Vertical Integration in Wood Processing (VIP) through 
People's Organizations in Community-Based Forest (CBFM) Management 
areas in the Philippines (AFoCo-VIP)  
実施期間：2021-2026 
活動目的・内容：

このプロジェクトは、既存の植林を通じてコミュニティベースの生計の

機会を促進することにより、コミュニティベースの森林管理対象地域に

おける垂直統合を支援することを目的としている。木材利用と木材加工

から収入を得るため、住民組織（PO）が管理する植林地の持続可能性

を促進している。 具体的なプロジェクト目標の概要は以下の通り。

・ 参加している コミュニティベース森林管理の住民組織（CBFM PO）

2 社の木材生産における付加価値活動への関与を促進

・ 参加する CBFM PO 2 社が木材ベースの事業を運営する際に、適切な

市場連携を提供。

・ CBFM PO のビジネスモデルとして垂直統合を導入するための政策ガ

イドラインを策定し、推奨

DENR FMB 実施中

GIZ 事業名：Ecosystem-based Management and Ecosystem Services Valuation in 
Two River Basins in the Philippines (E2RB) 
実施期間：2019-2024 
活動目的・内容：

本プロジェクトは、生態系に基づいたアプローチを通じて絶滅危惧種、

生計手段等、様々な分野を支援することにより、河川流域を改善するこ

とを目的としている。本プロジェクトは、危険が生じやすい世帯を減ら

し、選定された流域における水の利用可能性と水質を向上させることに

重点を置いている（コンポーネント 1）。さらに、水利用・管理のガバ

ナンスを改善し、保全のための民間部門の参加を奨励し、知識と情報の

管理を強化する（コンポーネント 2、3、および 4）。 
森林分野では、森林や川岸の植生における在来樹種の密度を高め、それ

により流域の生態系サービスを改善する活動が含まれている。

DENR FMB 実施中

UNDP 事業名：不明

実施期間：2023 年 8 月-2023 年 12 月予定 
活動目的・内容：

1．DENR の政策である、Carbon Accounting, Verification, and Certification 
System（CAVCS）のレビュー。CAVCS で規定されている、既存の炭素

会計の手法等を国際基準にあうようにアップデートする。

2. カーボントレーディングロードマップ：カーボントレーディング実施

のための枠組み策定のための実現可能性調査（F/S）を実施予定。ブ

ルーカーボンも F/S の対象。

3. Carbon Finance Assessment：カーボンクレジットを売る際に税金を課

すことが出来るのかどうかについて、他国の事例を調査する。必要な政

策インセンティブメカニズム等についても検討予定。

DENR 実施中

出典：JICA 調査団 

(3) 沿岸/海洋・生物多様性

1) 関連政策・計画

沿岸/海洋・生物多様性サブセクターについて、フィリピンは地理的に台風、高潮、海面上昇な

どによる沿岸の災害の危険のリスクが高く、気候変動により激しさを増す頻繁な異常気象に曝さ

れる可能性が高い。一方でフィリピンの沿岸/海洋は熱帯域に属し、多様な生物相を支える貴重な

生育・生息の場でもある。1993 年にフィリピンは生物多様性条約（CBD）を批准し、2022 年に構

築された昆明・モントリオール生物多様性枠組においては、目標の一つとして劣化した陸域、内

陸水域、沿岸域および海域の生態系の少なくとも 30%を 2030年に保護地域等に目指すことが掲げ

られている。しかしながら、フィリピンの 2023 年時点での海洋保護区は、沿岸/海洋地域の総面
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積の 1.74%となっており、陸域および内陸水域の保護区の陸域総面積に対する 15.78%と比べても

かなり低い割合である。さらに、沿岸/海洋生態系に含まれるマングローブ、海藻、サンゴはブ

ルーカーボンの対象となっているため、将来的には炭素貯留源として関心が持たれている。マン

グローブ、海藻の規模はそれぞれ 259,037 ha、1,500,015 ha ～ 2,726,200 ha と報告されている117。 

沿岸/海洋・生物多様性サブセクターに関する政策・計画としては、PDP においては、沿岸/海

洋・生物多様性サブセクターでの生態系の保護・回復・管理を図り、気候変動によるコミュニ

ティへのネガティブな影響から守るため、森林、マングローブ、湿地等の劣化した生態系の回復

を加速させることを掲げている。NCCAP では、生態系に係る気候変動対策の緩和・適応戦略の

策定・実施や保護区等の保全、統合的な生態系に基づく管理のための能力強化等を挙げている。

また Philippine Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2028（PBSAP）は、CBD に沿った生物多様

性国家戦略および行動計画であり、2028 年までに生物多様性が回復・評価、効果的な管理、生態

系サービスの維持、レジリエンスのあるコミュニティの維持等、すべての人々に利益をもたらす

ことを掲げている。海洋保護に関しては「2028 年までに、様々な水生生息地における保護区を

2015 年のレベルから 20%増加する」ことを目標としている。Coastal and Marine Ecosystems 

Management Program (CMEMP)は、沿岸/海洋生態系の劣化のドライバーの脅威を効果的に減少さ

せ、海洋保護区間のネットワーク構築や沿岸/海洋の包括的な管理を行うことを掲げている。 

NDC の適応策においては、沿岸/海洋生態系および生物多様性の分野において損失と損害に対

処することや、緩和とのコベネフィットを伴う適応戦略に取組む等が記載されているが、具体的

な目標は提示されていない。 

沿岸/海洋・生物多様性サブセクターは DENR BMB が担当し、気候変動対策の緩和・適応策に

関わる取組みとして、保護区におけるマングローブ、海藻、サンゴのベースラインアセスメント

を行っている。また国家統合保護地域制度内の海洋保護区（NIPAS MPA）で、対象地域の沿岸/海

洋生態系におけるパトロール・監視や設備の維持管理等を行っている。  

沿岸/海洋生態系・生物多様性サブセクターにおける課題は、気候変動からの気象災害が激甚化

する中でより適応策や損失と損害への対応、および緩和策とあいまった戦略に取組むことがあげ

られる。また係る生態系の保全・保護および海洋保護区の拡大を図り気候変動脆弱性に対応する

ことが同時に必要である。さらに、海洋生物多様性の保全とも関わる新たな吸収源として期待さ

れているブルーカーボンの政策による海洋からの炭素隔離への取組みも課題としてあげられる。 

(a) PDP 2023-2028 

森林サブセクターと同じく、沿岸/海洋・生物多様性サブセクターに大きく関わるアウトカムは

「生態系の保全・回復・管理の強化」であり、気候変動によるコミュニティへのネガティブな影

響から守るため、森林、マングローブ、湿地等の劣化した生態系の回復を加速させることが記載

されている。また低炭素経済に向けたブルーカーボン生態系の回復および保護等の適応策の強化

についても言及されている。 

 
117 Thorhang et al (2020) Coastal and estuarine blue carbon stocks in the greater Southeast Asia region: Seagrasses and 

mangroves per nation and sum of total. Marine Pollution Bulletin (Online) 
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(b) NCCAP 2011-2028

森林サブセクターと同様に、5 つの各アウトプットに優先活動が明記されている。沿岸/海洋・

生物多様性サブセクターに関連のある活動は以下のとおりである。

表 2-113 NCCAP における関連活動（海洋および生物多様性） 

アウトプット 関連活動（沿岸/海洋・生物多様性） 

1) 重要な生態系のための気候変動の緩和・適

応戦略が策定され、実施される

 全国規模の性差別生態系の脆弱性とリスク評価の実施

 主要なエコシステムに対する緩和および適応戦略を導き

出し、実装

2) 保護区(PA)と生物多様性重要地域（KBA）

の保全が改善される

 保護地域や主要な生物多様性地域にエコシステムタウン

またはエコタウンを設立

3) 環境関連の法が厳格に適応される
 PA、KBA、およびその他の環境上重要な地域における

汚染および採掘産業の活動の一時停止

4) PA と KBA での、統合的な生態系に基づく

管理アプローチのための能力が強化される

 国家、地域、コミュニティレベルでの統合的な生態系に

基づく管理のための知識と能力の強化

5) 自然資本勘定が制度化される

 経済環境や自然資本勘定に関する政策を見直し、改定

 主要な政府機関向けに資産会計または自然資本勘定に関

するトレーニング プログラムを実施

出典：NCCAP より調査団作成 

(c) Philippine Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2028 （PBSAP）

フィリピン政府は生物多様性条約（CBD）の締約国であり、CBD の生物多様性戦略に沿う形で、

1994 年に Philippine Strategy for the Conservation of Biological Diversity（PSCBD）を策定した。1995

年には、国連環境計画（UNEP）の支援で国の生物多様性評価を実施し、1997 年に National 

Biodiversity Strategy and Action Plan（NBSAP）を策定した。UNDP の支援により、PPBSAP は

NBSAP を改定する形で 2015 年に策定された。PBSAP のビジョンは、2028 年までに生物多様性が

回復および修復・評価され、効果的に管理および確保され、生態系サービスを維持し、健康でレ

ジリエンスのあるフィリピンのコミュニティを維持し、すべての人々に利益をもたらすことであ

る。また、PBSAP は CBD の目標を、国家開発および部門別計画の枠組みに統合し、主流化する

ことを目的としている。それらの目標は次のとおりである。

1) 生物学的多様性の保全

2) コンポーネントの持続可能な使用

3) 遺伝資源の利用から生じる利益の公正かつ衡平な分配

PBSAP では、生態系やテーマ領域にわたる生物多様性損失の推進要因と脅威に最初に対処する

ために、多くのプログラムが開発されている。これらのプログラムの一部は次の通りである。

 フィリピンにおける主要な生物多様性回廊の管理における統合的アプローチ

 総合的な景観アプローチを通じた生態系の流れの維持、生物多様性の主流化、荒廃した

森林地の回復と炭素貯蔵量の増加

 名古屋議定書に記載されている、フィリピンにおけるアクセス・ベネフィットシェアリ

ングの承認と実施に向けたキャパシティビルディング

 フィリピンにおける環境組織犯罪への対応

 レジリエント (Carbon-Resilient)な低炭素、持続可能な都市
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沿岸生態系に関する数値目標はないが、「2028 年までに、生きたサンゴ、マングローブ、海草

の生存とその分布域の純損失がなくなること」を目標としている。一方で海洋保護に関しては

「2028 年までに、様々な水生生息地における保護区（Marine Protected Area：MPA）の範囲が 2015 

年のレベルから 20%増加する」ことを目標としている。さらにコーラルトライアングルイニシア

ティブ（CTI）では、沿岸/海洋生息域の厳重保護 20%が目標とされている。 

(d) Coastal and Marine Ecosystems Management Program（CMEMP） 

CMEMP は、沿岸・海洋生態系の劣化のドライバーや脅威を効果的に減少させ、包括的に管理

することを狙い、2016 年に策定された。具体的には、以下の 5 つの点を目指すことが明記されて

いる。 

 効果的で持続可能な沿岸資源の管理を確保するために海洋保護区間の確立されたネット

ワークを構築する 

 食糧安全保障に貢献し、沿岸地域社会の人間の幸福を改善するために、沿岸および海洋

資源の持続可能な管理を実施する 

 沿岸および海洋生態系に対する脅威と劣化要因を効果的に軽減する 

 沿岸および海洋の資源と生息地の持続可能な管理における責任の共有を通じて、若者を

含むすべての関係者の間で積極的な価値観の形成を促進する。 

 沿岸および海洋管理に関する DENR 関係スタッフおよびその他の利害関係者のスキルと

専門知識を開発および/または強化する 

(e) Climate Change Adaptation, Mitigation and Disaster Risk Reduction（CCAM-DRR）Cabinet Cluster 
Roadmap for 2018-2022  

本ロードマップは PAGASA 等を通じて DOST から提供された気候の傾向および災害リスクに関

連するベースラインデータに基づき、「公平で持続可能な開発を支援する気候変動と災害に強い

コミュニティ」の実現を目標としている。主な成果には脆弱なコミュニティの適応能力の向上、

大気、水、その他の天然資源の適切な供給の確保、重要なインフラのレジリエンスの向上、知識、

情報へのアクセス、および組織力の向上の 4 点があげられる。重点地域として脆弱な 22 州、822

の沿岸自治体、主要都市部が選定されている。この中には BMB が管理する保護区も 48 区含まれ

ている。 

2) 気候変動対策の取組み状況および課題 

(a) 気候変動対策推進組織 

沿岸/海洋・生物多様性サブセクターにおける関係部局・組織として、以下の組織が挙げられる。 
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表 2-114 沿岸/海洋・生物多様性サブセクターにおける関係部局・組織 

カテゴリ 担当組織 役割

政策立案 DENR 生物多様性管理局（DENR 
BMB） 

沿岸/海洋・生物多様性に関する政策立案・モ

ニタリング

カーボンクレジット DENR-Climate Change Service（CCS） カーボンクレジットに関する取り決め

研究開発 DENR-Environmental Research and 
Development Bureau（ERDB） 

DENR 内の研究部門 

研究開発 University of Philippine Marine Science 
Institute（MIS） 

海洋に関する研究機関

LGU 各 LGU の生物多様性関連部署 保護域に関する情報等の収集・報告

活動中の主なドナー UNDP Integrated Approach in the Management of Major 
Biodiversity Corridors（BD Corridor）in the 
Philippines 等のプロジェクトを実施 

UNEP Implementing the Strategic Action Programme for 
the South China Sea（SAP-SCS）のプロジェク

トを実施

FAO Ensuring Sustainable Benefits from Peatland 
through Protection and Wise Use（ESBenePeat）
プロジェクトを実施

JICA コーラル・トライアングルにおけるブルー

カーボン生態系とその多面的サービスの包括

的評価と保全戦略を実施済

USAID Sustainable Interventions on Biodiversity, Oceans 
and Landscapes（SIBOL）プロジェクトを実施 

民間企業 建設資材会社等 NbS 等で生物多様性を考慮している 
出典：公開資料分析およびドナーヒアリング結果を整理

フィリピンの沿岸/海洋・生物多様性政策に係る気候変動対策組織は DENR 生物多様性管理局

（Biodiversity Management Bureau：BMB）が担当している。BMB は以下の 8 つのマンデートを有

している。

 保護区の設定と管理

 野生動物の保護

 エコツーリズムの促進と制度化

 沿岸の生物多様性と湿地の生態系の管理

 洞窟と洞窟資源の保護

 生物多様性と自然保護に関する情報と教育

 ニノイ・アキノ公園および野生生物センターの管理

 生物多様性関連の多国間環境協定の交渉と各国の実施の監視

BMB 内には、1) 国立公園部門、2) 野生生物資源部門、3) 沿岸・海洋部門、4) 洞窟、湿地、そ

の他生態系部門、5) 生物多様性政策および知識管理部門の 5 つの部門とニノイ・アキノ公園およ

び野生生物センターがある。BMB の組織図は以下のとおりである。 
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出典：DENR BMB ホームページより調査団編集 
図 2-71 BMB 組織図 

(b) 気候変動対策予算

CCC によると118、2017-2023 年度の DENR 内の沿岸・海洋保護や生物多様性に関連する気候変

動対策予算は 2.63 億フィリピン PHP である。内訳としては、以下の通りである。 

表 2-115 DENR 内の沿岸・海洋保護や生物多様性に関連する気候変動対策予算 

プログラム名 金額（億 PHP） 
Management of Coastal and Marine Resources/Areas 2.46 

Wildlife and Cave Management 0.17 

合計 2.63

出典：CCC データより、調査団編集 

(c) 気候変動適応に関する取組みおよび課題

a) 国家適応計画

国家適応計画は準備中である。複数のステークホルダー間で行われた協議およびワーク

ショップによると、沿岸/海洋および生物多様性は同計画の生態系および生物多様性の部門に

含まれるようである。

b) 海洋保護域等の管理を目的とした海洋空間計画の推進

PDP、NCCAP および PBSAP において、沿岸/海洋生態系の劣化に関する保護に関連する記

載がなされている。フィリピンでは、「海洋における社会経済的な種々の利用活動の相互調整

を行い，これら海洋生態系を保全しつつ持続的に展開するため，科学的知見や解析に基づい

て適切に空間配置する等の公共施策119」である、海洋空間計画の策定を進めてきた。USAID

が 2014 年に沿岸海洋空間計画（Coastal and Marine Spatial Planning：CMSP）立案のためのキャ

パシティビルディングを BMB を対象に実施し、計画策定の手順を示したモジュールも作成済

みである。これをもとに BMB では、既にバエ湖周辺の自治体に MSP 策定のためのワーク

118 Climate Change Service, Climate Change Expenditure Tagging: https://niccdies.climate.gov.ph/climate-finance/ccet (参
照:2023/8/25) 
119 東京大学大気海洋研究所「日本版海洋空間計画の可能性と期待」 http://lemons.k.u-tokyo.ac.jp/symposium/5/1-
4_%E3%80%8C%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%89%88%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E7%A9%BA%E9%96%93%E8%A
8%88%E7%94%BB%E3%81%AE%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%81%A8%E6%9C%9F%E5%BE%85%E3
%80%8D.pdf (参照 2023/9/1) 

Director

Assistant Director

Coastal and 
Marine Division

Water Resources 
Division

Caves, Wetlands 
and other 

Ecosystems 
Division

Biodiversity Policy 
and Knowledge 
Management 

Division

Natural Parks 
Division
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ショップを試験的に実施している。 

課題として、下記のものがある。 

 海洋保護域等の管理を目的とした戦略保全計画の欠如 

フィリピンでは、「海洋における社会経済的な種々の利用活動の相互調整を行い，これら海

洋生態系を保全しつつ持続的に展開するため、科学的知見や解析に基づいて適切に空間配置

する等の公共施策120」である海洋空間計画の策定を進めている。しかしながら、分野が広く

利害にかかわることが多い等の理由からステークホルダーを含めて保護区を包括的にとらえ

る政策の枠組が策定されていない。そのため、ステークホルダー間の関係性や海洋空間計画

を包括する戦略保全計画の策定が必要とされている。計画策定のために必要なノウハウや資

金が足りない。計画の対象は、マングローブ、サンゴ、海藻等のブルーカーボン生態系も含

んでおり、二酸化炭素の吸収源を保全し、増加させるという意味で、NDC の達成にも貢献す

る。USAID が 2014 年に沿岸海洋空間計画（Coastal and Marine Spatial Planning: CMSP）立案の

ためのキャパシティビルディングを BMB を対象に実施し、計画策定の手順を示したモジュー

ルも作成済みであるが、実際に計画を策定するにあたっては自治体や農務省等の多様なス

テークホルダーとの連携が必要になるため、モジュール通りに進まないことも想定される。

BMBでは、既にバエ湖周辺の自治体に MSP策定のためのワークショップを試験的に実施した

が、上述の通り、多様なステークホルダーとの連携が必要になるため、その後 MSP 策定は進

んでいない。 

フィリピン側からの支援ニーズとして下記のものがある。 

 戦略保全計画の策定支援 

戦略保全計画の策定にあたっては、自治体や農務省等の多様なステークホルダーとの連携

が必須である。USAID によって既に実施された海洋空間計画の策定のためのモジュールを参

照しながら、多様なステークホルダーとの連携を想定し、国家レベルでの戦略保全計画策定

を支援するニーズがある。そのため、ノウハウや資金の支援が必要である。 

c) 気候変動への脆弱性の高い地域の生態系のモニタリング・評価の推進 

DENR 内の CCAM-DRR Cabinet Cluster Road Map（2018-2022）の中で、州や主要都市部等が

気候変動への脆弱性の高い地域として選定された。この中には BMB が管理する保護区も 48

区含まれている。DENR BMB では、当該地域において一部モニタリング・評価を実施した。 

課題として、下記のものがある。 

 脆弱性の高い海洋保護区における生態系モニタリング・評価のための技術不足 

DENR 内で気候変動への脆弱性の高い地域を選定したが、資金が足りず当該地域を継続し

てモニタリング・評価できていない。DENR 内の CCAM-DRR Cabinet Cluster Road Map (2018-

2022)の中で、以下の 22 州や主要都市部等が気候変動への脆弱性の高い地域として選定された。

 
120 東京大学大気海洋研究所 「日本版海洋空間計画の可能性と期待」 http://lemons.k.u-tokyo.ac.jp/symposium/5/1-
4_%E3%80%8C%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%89%88%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E7%A9%BA%E9%96%93%E8%A
8%88%E7%94%BB%E3%81%AE%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%81%A8%E6%9C%9F%E5%BE%85%E3
%80%8D.pdf (参照 2023/9/1) 
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この中には BMB が管理する保護区も 48 区含まれているが技術および資金不足のため、当該

保護区の生態系のモニタリング・評価ができていない状況である。

表 2-116 気候変動への脆弱性の高い都市・地域一覧 

州 気候変動への脆弱性の高い地域・都市

R5 
R7 
R8 
R12 
R13 

Masbate, Sorsogon 
Negros Oriental 
Western Samar 
Saranggani 
Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands  

R5 
R7 
R8 
R9 
R10 
R12 
R13 

Masbate, Sorsogon 
Negros Oriental 
Western Samar, Southern Leyte, Eastern Samar 
Zamboanga del Norte 
Bukidnon 
Saranggani, Sultan Kudarat, North Cotabato 
Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands 

CAR 
R5 
R7 
R8 
R9 
R10 
R12 
R13 

BARMM 

Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province 
Masbate, Sorsogon, Catanduanes 
Negros Oriental, Siquijor 
Western Samar, Southern Leyte, Eastern Samar, Northern Samar 
Zamboanga del Norte 
Bukidnon 
Saranggani, North Cotabato, Sultan Kudarat 
Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands 
Maguindanao, Sulu, Lanao del Sur 

4 MUCs Metro Manila, Metro Iloilo, Metro Cebu, Metro Davao 

出典:DENR-CCS より調査団編集 

フィリピン側からの支援ニーズとして気候変動への脆弱性の高い地域の生態系のモニタリ

ング・評価のための技術支援があげられる。既に選定した気候変動への脆弱性の高い生態系

地域のモニタリング・評価を継続して行うための技術および資金とノウハウ提供への支援

ニーズがある。

d) 沿岸/海洋・生物多様性に関するデータ管理の推進

PDP、NCCAP および PBSAP には、沿岸/海洋生態系の劣化に関する保護について記載がな

されている。生物多様性を考慮した保護域に関連するデータは現状では、沿岸・海洋生態系

に関するデータ、生物多様性全般のデータ（具体的には写真、GISデータ、気温・温度などの

データ等）があり、各地域のオフィスがエクセルやアクセス、ファイルストレージサービス

等を使って個々に保管している。

課題として、下記のものがある。

 沿岸・海洋生態系や生物多様性に関する統合的なデータ管理の欠如 

BMB では生物多様性に関する保護区のためのデータプラットフォームを構築する上で CCC

や統計局（PSA）などが知識共有プラットフォームを開発・運用しているが、BMB では独自

のデータベースを含むプラットフォームの構築を求めている。沿岸・海洋生態系に関する

データ、生物多様性全般のデータ（具体的には写真、GISデータ、気温・温度などのデータ等）

を各地域のオフィスがエクセルやアクセス、ファイルストレージサービス等を使って個々に
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保管しており、統合的な管理ができていない。現状、技術を含めて、資金、人材不足といっ

た課題がある。 

フィリピン側からの支援ニーズとして保護区管理のためのデータプラットフォームの構築

支援がある。沿岸・海洋生態系に関するデータ、生物多様性全般に関する写真、GISデータ、

気温・温度等のデータを統合的に管理するための知識共有プラットフォームの構築支援ニー

ズがある。UNDP が、Biodiversity Finance Initiative – Phase II (BIOFIN II)において支援を行って

いるが、対象範囲が限定されているため、充実を図るための支援が求められている。 

プラットフォーム構築のために、日本国の生態系・生物多様性に関する先行する知見、お

よび IT エンジニアやデータサイエンティスト等の専門的人材の支援が必要とのことである。 

e) 保護区（Protected Area）のベースラインアセスメント 

PBSAP では、海洋保護に関しては「2028 年までに、様々な水生生息地における保護区

（Marine Protected Area：MPA）の範囲を 2015 年のレベルから 20% 増加する」ことを目標とし

ている。同計画ではまた、コーラルトライアングルイニシアティブ（CTI）では、沿岸/海洋

生息域の厳重保護 20%が目標とされていることへも言及している。フィリピンの保護区に関

する活動に、サンゴ、マングローブ、海藻のベースラインアセスメントを行い、現状やそれ

ぞれの生態系の脅威となる要因等を把握しているものがある。2020 年には 18 の保護区でアセ

スメントを実施している。 
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表 2-117 沿岸・海洋生息域のアセスメント実施地域 

出典：DENR-Annual Report 2020 より調査団編集 

f) 沿岸生態系の維持管理

PBSAP では、海洋保護に関する保護区の厳重保護等の言及がある。上記のベースラインア

セスメント以外にも、38 か所の国家統合保護地域制度内の海洋保護区（National Integrated

Protected Areas System Marine Protected Area：NIPAS MPA）で、対象地域のパトロール、生息域

の監視、損傷を受けた生態系の回復、必要な設備の修繕などの活動を行っている。

g) ブルーカーボンに係る取組み

現在のところ、ブルーカーボンに係る取組みはない。JICA による SATREPS「コーラル・ト

ライアングルにおけるブルーカーボン生態系とその多面的サービスの包括的評価と保全戦略」

が 2017 年から 2023 年まで実施された。

現在のところ、2023 年 12 月に UNFCCC の COP28 にて Blue Carbon Action Partnership への加

盟が世界経済フォーラムとの調印で行われ、英国による気候及び海洋における適応と持続的

な移行に関する支援（UK Blue Planet Fund）が始まる。また 2025 年に向けて、ADB によるブ

ルーカーボンエコノミーに係る支援が準備段階にある。

ブルーカーボンに係る課題については、下記のものがある。

地域 保護区名 生息地 生息域面積(ha) 自治体/地域
- 海藻 2.20 Maragondon and Ternate

- サンゴ 510.17

Regay Gulf (Guinayangan,
Tagkawayan, San Andres, San
Narciso, and Buenavista,
Quezon)

- -
Mabini (Twin Rocks Sanctuary at
Brgy. Bagalangit, San Teodoro,
Mabini, Batangas)

Olango Is Wildlife Sanctuary,
Camotes Is PLS, Apo Is PLS,
Tanon Strait PS, Panglao Is PS

サンゴ 574.25 -

Plango Is Wildlife Sanctuary,
Camotes Is PLS, Apo Is PLS,
Tanon Strait PS, Panglao Is PS

海藻 3790.85 -

Bacolod-Kauswagan PLS,
Initao-Libertad PLS

サンゴ 262.26 -

Bacolod-Kauswagan PLS,
Initao-Livertad PLS

海藻 524.87 -

R9 -
マングロー
ブ、海藻、
サンゴ

1966.20
Selected coastal areas in
Zamboanga City

R4A -
マングロー
ブ、海藻、
サンゴ

28.00
Brgy. San Rafael, Noveleta,
Cavite

合計 7,658.79

R4A

R7

R10
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 ブルーカーボンの保全を後押しする政策の欠如 

藻場・浅場等の海洋生態系に取り込まれた（captured）炭素（ブルーカーボン）の排出・吸

収量の計上やブルーカーボンのカーボントレーディングを後押しする政策は、現状では存在

しない。2023 年 12 月現在、沿岸および海洋の生態系と資源の管理と持続可能な開発を促進す

ることを目指す「ブルーエコノミー法」が議会で検討されており、ブルーカーボン保全に関

する政策、制度づくりが進むことが予想される。 

 ブルーカーボン炭素貯留・隔離の計測および算定手法のノウハウの欠如 

2016 年から 2021 年にかけて実施された地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム

（SATREPS）の「コーラル・トライアングルにおけるブルーカーボン生態系とその多面的

サービスの包括的評価と保全戦略」では、ブルーカーボン生態系の炭素貯留・隔離に有効な

マングローブマッピングの作成が実施済みである。マングローブの炭素隔離の算定には、地

上調査およびリモートセンシング技術からなるマングローブマッピングのデータが利用され

る。また、算出には、研究から得られたこれらの知見および地上計測の技術が必要となる。

このように、SATREPS の成果は今後の国家レベルのブルーカーボン算定に向けて有効ではあ

る。しかしながら、このような研究成果の技術的な更新および実施体制作りが欠如している。 

 炭素貯留の予測・評価やブルーカーボン生態系の評価手法の全国展開の資金不足 

2016 年から 2021 年にかけて実施された地球規模課題対応国際科学協力プログラム（Science 

and Technology Research Partnership for Sustainable Development: SATREPS）の「コーラル・トラ

イアングルにおけるブルーカーボン生態系とその多面的サービスの包括的評価と保全戦略」

では、ブルーカーボン生態系の炭素貯留・隔離の評価・予測、生態系サービスの包括的な評

価手法を開発した。しかし、これらの活動は SATREPS の対象地で実施したのみに留まってい

る。以上の SATREPS を実施したフィリピン大学ディリマン校によると、今後のブルーカーボ

ン生態系保全のためには、SATREPS で開発した炭素貯留・隔離の予測・評価や生態系サービ

スの評価手法をフィリピン全国に展開する必要があり、そのための資金が必要である。 

フィリピン側からの支援ニーズとして下記のものがある。 

 ブルーカーボンの保全を後押しする関連政策策定支援 

実施に向けたイニシアチブのあるブルーカーボンを対象としたインベントリやブルーカー

ボンのカーボントレーディングを後押しする政策が現状存在せず、関連する政策の策定支援

が求められている。 

 国家レベルのブルーカーボン炭素貯留・隔離の計測および算定手法の確立 

SATREPS で作成されたマングローブマッピングの知見および地上計測技術の更新により今

後の国家レベルのブルーカーボンの算定および実施体制づくりに支援が必要とされている。 

加えて、上述の SATREPS「コーラル・トライアングルにおけるブルーカーボン生態系とそ

の多面的サービスの包括的評価と保全戦略」で開発した、ブルーカーボン生態系の炭素貯

留・隔離の評価・予測、生態系サービスの包括的な評価をフィリピン全国に展開させたいと

いう支援ニーズがある。 
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3) ドナー支援状況 

表 2-118 ドナー協力状況（海洋・生態系） 

協力 
パートナー プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況 

UNDP 
（資金源：

GEF） 
 

事業名：Integrated Approach in the Management of Major Biodiversity Corridors 
(BD Corridor) in the Philippines  
実施期間：2021-2027 
活動目的・内容： 
生物多様性回廊の統合管理を運用し、世界的に絶滅の危機に瀕している種

や保全価値の高い森林の効果的な保全、森林破壊と劣化の削減、地域の生

物多様性に貢献する生活の向上など、複数の利益を生み出すことを目的と

している。 

DENR 
BMB 

実施中 

UNDP 
（資金源：

ドイツ、ノ

ルウェー、

スイス、フ

ランダー

ス、EU） 

事業名：Biodiversity Finance Initiative - Phase II (BIOFIN II)  
実施期間：2018‐2025 
活動目的・内容： 
BIOFIN は、フィリピン生物多様性戦略および行動計画（PBSAP）2015 -
2028 の実施に向けた資源の動員を支援することを目的としている。

BIOFIN I で実施された評価では、PBSAP では年間 240 億 PHP が必要であ

るのに対し、政府は生物多様性保全に 50 億 PHP を費やしていることが明

らかになった。したがって、PhP190 億 PHP の資金不足が存在している。

このギャップに対処するために、BIOFIN II は財務ソリューション（コン

ポーネント 3）を実装した。さらに、BIOFIN II は効果的な権利の擁護およ

びパートナーシップ戦略を導入し（コンポーネント 1）、生物多様性ファイ

ナンスに関する知識の生成と共有のための知識管理インフラを構築する

（コンポーネント 2）。 

DENR 
BMB 

実施中 

FAO 
（資金源：

BUMV-
GIZ 
（ドイツ環

境・自然保

護・建設・

原子炉安全

省(BUMV)- 
ドイツ国際

協力公社

(GIZ)） 

事業名：Ensuring Sustainable Benefits from Peatland through Protection and 
Wise Use（ESBenePeat） 
実施期間：2021-2023 
活動目的・内容： 
泥炭地の保護と持続可能な管理を通じて、泥炭地の生態学的機能とサービ

スの提供を確保することを目的としている。主な活動内容は以下の通り。 
1) フィリピンの泥炭地に関する最先端の知識管理システムを確立 
2) 泥炭地に関する国家行動計画が更新され、泥炭地政策が強化される 
3) 泥炭地管理に関する関係機関および利害関係者の能力が強化および強化

される 
4) 適切な泥炭地で実施される保護と修復の測定 
5) 泥炭地に依存するコミュニティのための生物多様性に配慮した実践方法

の特定と開発 

DENR 
FMB 

実施中 

UNEP 
（資金源：

GEF） 

事業名：Implementing the Strategic Action Programme for the South China Sea 
(SAP-SCS) 
実施期間：2021-2024 
活動目的・内容： 
本プロジェクトは、環境悪化を逆転させることを目的として、南シナ海に

対する戦略的行動計画（SAP：Strategic Action Plan）を実施することを目的

としている。本プロジェクトにはフィリピンだけでなく、カンボジア、中

国、インドネシア、ベトナム、タイも参加している。各国に技術支援を提

供し、実施プロセス中に強力な地域連携を維持することにより、参加国が

SAP 目標を達成できるよう支援する。 
具体的には以下の 3 つのコンポーネントで構成されている。 
1) 南シナ海とタイ湾の沿岸生息地管理に関する戦略的行動計画の目標を達

成するため、国と地方の改革を通じて生息地の劣化と損失を削減する 
2) 南シナ海とタイ湾の環境悪化を軽減するため、沿岸生息地と陸上汚染の

管理のための知識に基づく行動計画を強化する 
3) 南シナ海およびタイ湾戦略的行動計画の実施に向けた地域および国家レ

ベルの統合と協力の促進 

DENR 
BMB 

実施中 
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協力

パートナー
プロジェクト名および概要 実施機関 実施状況

UNDP 
（資金源：

GEF） 

事業名：Seventh Operational Phase of the GEF Small 
Grants Programme in the Philippines (SGP-7)  
実施期間：2022-2026 
活動目的・内容：

本プロジェクトは、オーロラ島、サマール島、シアルガオ島、カラミアン

諸島のコミュニティにおける生息地の破壊、生物多様性の損失、気候への

影響に取り組んでいる。政府の支援を受け、地域社会・機関をエンパワメ

ントすることで、社会生態学的および経済的レジリアンスを高めるため

に、持続可能な実践と生物多様性保護を促進している。

主なコンポーネントは以下の通りである。

1) 多機能な土地利用システムを通じて、対象となる 4 つの景観および海景

内の生態系サービスと生物多様性が強化される

2) 対象地域における生産システムの持続可能性を、統合された農業生態学

的実践を通じて強化する

3) 明確な市場とのつながりを持ち、環境に優しく、気候に適応した小規模

のコミュニティレベルの事業を促進することにより、対象となる景観や

海景のコミュニティの生計を向上させる

DENR 
BMB 

実施中

USAID 事業名：Sustainable Interventions on Biodiversity, Oceans and Landscapes 
(SIBOL)  
実施期間：2020-2025 
活動目的・内容：

自然資源のガバナンスを改善し、官民セクターの投資を刺激し、環境犯罪

を減らし、生態系の安定性と包括的なグリーン成長を促進することを目的

としている。

主なコンポーネントは以下の通り。

1) 自然資源ガバナンスの改善

2) 持続可能な自然資源部門の管理

3) 環境犯罪の削減

DENR 
BMB 

実施中

JICA 事業名：コーラル・トライアングルにおけるブルーカーボン生態系とその

多面的サービスの包括的評価と保全戦略

実施期間：2017-2023 
活動目的・内容：

コーラル・トライアングルと呼ばれる生物多様性が極めて高い地域の中心

に位置するフィリピンとインドネシアを対象にブルーカーボン（海洋生態

系が蓄える炭素）に関する調査やモデル分析を行い、沿岸生態系（マング

ローブ林、海草藻場、沿岸湿地）の保全や回復力強化・地球環境の改善に

資する戦略を策定する。

本プロジェクトは以下の研究題目で構成されている。

(1) ブルーカーボン動態に関する革新的統合モニタリング・モデリングシ

ステムの開発

(2) 開発されたモニタリング・モデリング手法に基づくブルーカーボン動

態とそれに伴う生態系諸過程の解明

(3) 生態系サービスの包括的評価に基づくブルーカーボン生態系保全のた

めの効果的なフレームワークの開発

(4) 全国規模モニタリングやブルーカーボン戦略実装、能力強化を目的と

した“Core-and Network”システム（CNS）の展開

(5) 中央ならびに地方レベルの政策策定組織に対するブルーカーボン戦略

の提言

東京工業

大学、

フィリピ

ン大学

ディリマ

ン校、

実施済

出典：JICA 調査団 
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表 2-119 課題と支援の方向性の整理（森林・生物多様性セクター）

サ ブ セ ク

ター
気候変動とセクターの状況 関連政策

取組状況

（ドナー支援含む）
課題 課題解決のための支援の方向性

森林

（緩和）

 GHG 排出・吸収状況

 FOLU 部門は、2015 年に推定 36
百万トン CO2e の排出、一方、

2020 年では 26 百万トン CO2e の
吸収 

 GHG 排出・吸収予測（NDC 策定時

の BAU シナリオ）

 2020 年の 113 百万トン CO2e の

吸収 

 2030年には約 4百万トンCO2eの
排出

 National Climate Change Action Plan
(NCCAP)

 REDD+戦略の実施等

 DAO 2021-32

 NFMS の機能の特定化、報告の円滑

化や説明責任の深化について明記

 REDD+ Action Plan

 NDC 目標達成への貢献、透明性およ

び一貫性を持ち、REDD+実施に向け

た計画について明記

 PDP

 海外投資を含む民間資金の調達を通

した地域の炭素市場の構築に関して

記載

 DAO 2021-43

 CAVCS によるボランタリーマー

ケットの炭素会計、検証、認証シ

ステムについて規定

 REDD+の推進

 「国家REDD+ 戦略」の初版 2010年、改

訂版 2017 年に作成

 「森林参照レベル」、2023 年に UNFCCC
に提出

他ドナー支援

 IKI による National Forest Monitoring and
Information Systems for a transparent and
truthful REDD+

 オ ー プ ン ソ ー ス の NFMS で あ る

COLLECT EARTH の能力開発支援実施

 GIZ に よ る National REDD+ System
Philippines project

 NFMS の内容と設計コンセプトの素案作

成

 FAO による UN-REDD からの支援

 NFMS 行動計画策定

 ボランタリーマーケットおよびカーボント

レーディングの推進

 CAVCS によるボランタリーマーケット

の炭素会計、検証、認証システムが規

定され、カーボントレーディングの政

策は、2024 年までに政策策定の予定

 民間企業の参入の取組みとして、日本

商社（丸紅）による産学官が連携し

「森林再生を通じたカーボンクレジッ

トプログラム」を開発する取組みが始

まる予定

 DENR にて森林サブセクターにおける実

施計画あり

 渦相関法の推進

 ERDB 内でパイロットプロジェクトの実

施を予定

【技術】

 森林リモートセンシング技術の未確立

 データベースを含む国家森林モニタリング

システム（NFMS）の未構築

 カーボンマーケット構築のノウハウの欠如

【制度】

 カーボントレーディング実施に向けた政策

の欠如

【資金】

 国レベルでの渦相関法の導入に必要な機材

購入のための資金不足

 REDD+実施に向けたリモートセンシング

技術の確立支援

 政策運営に合致した NFMS の構築支援

森林

（適応）

 気候変動による影響

 地理的に台風などによる沿岸の

災害が高く、激しさを増す頻繁

な異常気象に曝され、気候変動

による影響を受けている。

 PDP

 森林伐採による水源涵養機能の減少

等、流域劣化の影響への適切な監視

 森林伐採による流域の劣化を管理す

ることに貢献

 統合流域管理の推進

 生態系に基づく流域管理から統合流域

管理計画のガイドラインや保護区と関

連付けられた気候変動脆弱性評価等作

成

【制度】

 統合流域管理計画に関する気候変動に対す

る耐久性確保（Climate proofing）な政策の

欠如

 新たな気候変動に伴う統合流域管理の課

題に対応できる同計画に関する気候変動

に対する耐久性確保な政策策定支援
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サ ブ セ ク

ター
気候変動とセクターの状況 関連政策

取組状況

（ドナー支援含む）
課題 課題解決のための支援の方向性

 気候変動将来予測と影響

 地理的に台風などによる沿岸の災害

の危険のリスクが高く、激しさを増

す頻繁な異常気象に曝される可能性

が高く、気候変動による影響のリス

クが高い。

 Philippine Master Plan for Climate Resilient
Forestry Development

 持続可能な森林経営、脆弱性評価、

リスク評価等の気候変動に対する耐

久性確保に言及

 DENR Memorandum Circular No. 2008-05

 統合流域管理計画の実施に向けたガ

イドラインであり、実施に向け明記

 Technical Bulletin 16-A

 気候レジリエントに向けた脆弱性評

価やガイドラインの実施に向け明記

 流域管理において、DENR FMB では、

降水量や土壌水分量等のモニタリング

が実施中、流域管理計画の進展に際

し、他省庁のデータの共有が図られる

が、データのスペックの差異あり

 DENR FMB では、降雨量や土壌水分量

等のモニタリングを実施、131 の重要流

域のうち、16 流域のみ機材設置

【技術】

 自動気象観測機（AWS）およびリモートセ

ンシングで収集した、降雨・土壌データの

分析ノウハウの不足

【資金】

 降雨・土壌等データ収集のための AWS 機材

およびリモートセンシング機材不足

 気候レジリエントな水源涵養機能管理に

向けた流域データ分析能力向上

 必要とされる測定機材設置

森林

（ 緩 和 ・

適応）

 GHG 排出・吸収状況

 FOLU 部門は、2015 年に推定 36
百万トン CO2e の排出、一方、

2020 年では 26 百万トン CO2e の
吸収 

 GHG 排出・吸収予測（NDC 策定時

の BAU シナリオ）

 2020 年の 113 百万トン CO2e の

吸収 

 2030年には約 4百万トンCO2eの
排出 

 気候変動による影響

 地理的に台風などによる沿岸の

災害が高く、激しさを増す頻繁

な異常気象に曝され、気候変動

による影響を受けている。

 気候変動将来予測と影響

 地理的に台風などによる沿岸の災害

の危険のリスクが高く、激しさを増

す頻繁な異常気象に曝される可能性

が高く、気候変動による影響のリス

クが高い。

 PDP

 森林伐採による流域の劣化を管理す

ることに貢献

 アグロフォレストリー等を通じた高

地コミュニティの生計向上。農業等

の生産の効率化、マーケットの拡

大、バリューチェーンの向上等につ

いて明記

 PDP

 森林、マングローブ、湿地等の劣化

した生態系の回復

 生態系を活用した気候変動適応策

(EbA)や自然を基盤とした解決策

（NbS）を用いた持続的な土地の利

用・管理の強化

 National Greening Program

 2016年から 2028年までに 710万 haの
荒廃・劣化した林地を回復

 Philippine Master Plan for Climate Resilient
Forestry Development

 気候変動に対する森林生態系とコ

ミュニティのレジリエンスの強化

 Philippine Master Plan for Climate Resilient
Forestry Development

 森林管理および森林ガバナンスの強

化

JICA の支援 森林管理プロジェクト 

 実施中のプロジェクトは高地等に属

し、降水量の増加等による影響を被り

やすく、流域管理普及が必要、実施に

向けたデザインは作成済

 植林や植生回復の推進

 気候変動対策を進める新規植林、再植

林及び植生回復（ARR）の地域住民対

象に向けて実施

 National Greening Program の推進

 2011 年にスタート、2017 年から続く

Enhanced National Greening Program が植

林モニタリング、新規植林・保全等を

含めて戦略的に実施中、2020 年時点で

2,078,899 ha 植林され、これまでの国内

の植林面積は森林被覆面積の 28.9%に相

当

他ドナー支援

 アジア森林協力機構（AFoCO）

 生計向上に関する類似する植林案件と

して、Promotion of Vertical Integration in
Wood Processing (VIP) through People's
Organizations in Community-Based Forest
(CBFM) Management areas in the
Philippines (AFoCO-VIP)が実施中

本案件は、植林を通じたコミュニティベースの

森林管理と木材利用と木材加工からの生計の機

会を促進

 森林保護及び反違反伐採活動の推進

【技術】

 流域管理普及のための能力の欠如

 アグロフォレストリーを通じた農産物の

マーケティング能力の欠如

【能力開発】

 植林や植生回復の必要性や気候変動問題に

対する地域住民の理解不足

【制度】

 植林や植生回復をする際の、先住民を含む

多様なステークホルダーによる協議の難航

 共同流域管理のための情報・教育・伝達

（IEC）の促進および劣化した森林の修

復・植林

 地域住民による事業開発/地域住民による

持続的な事業のための財政メカニズムの

向上
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サ ブ セ ク

ター
気候変動とセクターの状況 関連政策

取組状況

（ドナー支援含む）
課題 課題解決のための支援の方向性

 主たる活動として森林内パトロールの

実施、森林火災予防、違法伐採ホット

スポットの中立化等の取組みあり

沿 岸/海
洋 ・ 生 物

多様性

（緩和）

 UN Blue Carbon report (2009)

 気候を維持し、政策立案者の海洋に

おける課題として、国内外の気候変

動対策を主流化することを支援し、

海洋と海洋生態系の重要性を強調す

ることを目的とする。

現状における取組状況はなし

現状における取組状況はなし

 JICA による支援

 2016 年から 2021 年にかけて、University
of the Philippines Diliman, Marine Science
Institute をカウンターパートとした

SATREPS「コーラル・トライアングル

におけるブルーカーボン生態系とその

多面的サービスの包括的評価と保全戦

略」においてマングローブマッピング

の作成が実施

【制度】

 ブルーカーボンの保全を後押しする政策の

欠如

【技術】

 ブルーカーボン炭素貯留・隔離の計測およ

び算定手法のノウハウの欠如

【資金】

 炭素貯留予測・評価やブルーカーボン生態

系の評価手法の全国展開の資金不足

 現状では対応できない課題解決を後押し

するブルーカーボンの保全を推進する関

連政策策定支援

 ブルーカーボン炭素貯留・隔離の計測お

よび算定手法の確立

沿 岸/海
洋 ・ 生 物

多様性

（適応）

 気候変動による影響を高く受ける沿岸

域 

 沿岸域への気候変動による影響のリス

クが高い

 昆明・モントリオール生物多様性枠組

 2030年に劣化した沿岸/海洋生態系の

30%の保護域とする 30by30 の達成目

標

 PDP

 森林、マングローブ、湿地等の劣化

した生態系の回復

 生態系の相互接続性、生物多様性、

生態学的プロセスおよび生態学的機

能に対する開発からの影響の考慮に

ついて明記

 低炭素経済に向けたブルーカーボン

生態系の回復と保護等の適応策の強

化について明記

 CCAM-DRR Cabinet Cluster Roadmap for
2018-2022

 DENR 内で気候変動脆弱性に対する

地域が選定された

 NCCAP

 戦略的に優先する活動としての生態

系および環境の安定性を明記。また

国家レベルの生態系の脆弱性の評価

およびリスク評価に向けた技術的ガ

イダンスおよび人材育成につぃても

明記

 国家、地域、コミュニティレベルで

の統合的な生態系に基づく管理のた

 海洋保護域等の管理を目的とした海洋空間

計画の推進

 フィリピンでは海洋における社会経済

的な種々の利用活動の調整を行い、海

洋生態系保全を持続的に展開する目的

で科学に基づき適切な空間配置を行う

公共政策である同計画の策定を進行

 USAID の支援

 2014 年から DENR BMB を対象に、

「 NIPAS MPA Capacity Building
Program 」を実施済。海洋空間計画

（MSP）のモジュールを作成、バエ湖

周辺の自治体を対象に、MSP 策定のた

めのワークショップが実施済

 気候変動への脆弱性の高い地域の生態系の

モニタリング・評価の推進

 DENR 内で地域の選定を実施

 沿岸/海洋・生物多様性に関するデータ管理

の推進

 関連するデータ（沿岸/海洋生態系に関

するデータや生物多様性全般のデー

タ）が各地に分散保存

 保護区のベースラインアセスメント

 サンゴ、マングローブ等のベースライ

ンアセスメントを行い、現状や生態系

の脅威となる要因の把握等を実施

【制度】

 海洋保護域等の管理を目的とした戦略保全

計画の欠如

【技術】

 脆弱性の高い海洋保護区における生態系の

モニタリング・評価のための技術不足

 沿岸・海洋生態系や生物多様性に関する統

合的なデータ管理の欠如

 戦略保全計画策定の支援

 気候変動への脆弱性の高い海洋保護区に

おける地域の生態系のモニタリング・評

価技術支援

 保護区管理のためのデータプラット

フォーム構築支援
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サ ブ セ ク

ター
気候変動とセクターの状況 関連政策

取組状況

（ドナー支援含む）
課題 課題解決のための支援の方向性

めの知識と能力の強化

 Philippine Biodiversity Strategy and Action
Plan (PBSAP)

 2028 年までに、生きたサンゴ、マン

グローブ、海草の生存とその分布域

の純損失がなくなる

 2028 年までに、様々な水生生息地に

おける保護区（MPA）の範囲が 2015
年のレベルから 20%増加する

 コーラルトライアングルイニシア

ティブ（CTI）の沿岸/海洋生息域の

厳重保護 20%目標

 2024 年の改定に向けて準備中であ

る。

 Coastal and Marine Ecosystems Management
Program (CMEMP)

 沿岸および海洋生態系に対する脅威と劣化

要因を効果的に軽減する等

 沿岸生態系の維持管理

 国家統合保護地域制度内の海洋保護区

（NIPAS MPA）で対象地域のパトロー

ル、生息域の監視、損傷を受けた生態

系の回復、設備の修繕等を実施

出典：JICA 調査団 
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2.2.9 都市環境 

(1) セクターの現状と課題 

1) セクターの現状と気候変動の影響 

PSA が公表している 2015 年及び 2020 年のセンサス調査において、人口は 2015 年の約 1 億 100

万人から 2020 年には約 1 億 900 万人と 5 年間で約 800 万人が増加し、人口増加率は年平均 1.47%

で推移した。国連の調査では 2075 年まで人口増加が続き、総人口は 1 億 5,300 万人を超えると言

われている121。また都市部の人口は 2015 年の 5,173 万人（51.2%） から 2020 年には 5,893 万人

（54.0%） に増加しており、地方から都市圏への人口移動が続いている。 

それに伴い廃棄物および排水の量も増加傾向にあり、2010 年データを基とする国民一人当たり

の廃棄物排出量は全国平均で 0.40kg/日122、2011 年の国民一人当たりの排水量は 0.19m3/日である

が123、都市部ほどその値は高くなる傾向（廃棄物発生量の例：マニラ首都圏 0.61kg/日、地方都市

0.31kg/日 2）にあるため、地方から都市部へ人口移動が続く状況下では、更なる廃棄物および排

水の排出量増加が想定される。現に全国の廃棄物発生量は、2010 年の 1,348 万 t から 2020 年には

1,663 万 t に増加しており、年平均で 30 万 t 以上増加している 2。 

2010 年の GHG インベントリレポートおよび 2020 年の GHG インベントリデータによると、都

市環境セクターでは廃棄物および排水が主要分野として挙げられている。排水を含む廃棄物セク

ターは 2010 年に 15.559 百万トン CO2e を排出し、4 番目に大きな排出源であったが、2020 年には

ほぼ 2 倍の 30.122 百万トン CO2e まで排出量が増加124し、交通セクターを抜いて 3 番目に大きな

排出源となっている。その内訳は、2010 年時点で排水がセクター排出の約 7 割（10.562 百万トン-

CO2e）、廃棄物が約 3 割（4.996 百万トン-CO2e）となっている。また排水処理の内訳として、別

レポートで 2000 年次の割合が公表されており、生活排水が 75%、産業排水が 15%、屎尿が 10%

となっており、生活排水からの割合が高い125。一方廃棄物の内訳として、2008 年から 2013 年に

おける都市系廃棄物の発生源割合及び組成が下図の通り公表されており、家庭の発生源割合が 6

割近くを占め、有機性廃棄物が半数以上を占めていることが分かる。そのため家庭からの食品残

渣物等による廃棄割合が最も多くGHG排出に寄与していると考えられる。以上より、本セクター

では主に家庭からの排出がセクターの GHG 排出量に大きく寄与していること、産業排水や産業

廃棄物は個別企業または工業団地にて処理が行われていることから、生活排水および家庭からの

廃棄物を中心に情報収集、分析を行った。 

また、紙、段ボール、プラスチック、金属等の資源ごみが、都市系廃棄物の 3 割近くを占めて

いることから、リサイクルやリユース活動を通じた廃棄量の削減余地は高く、削減が実現すれば

最終処分場の延命化につながると考えられる。 

 
121 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, 
Online Edition. Rev. 1. 
122 National Solid Waste Management Status Report CY 2008 – 2018, DENR-EMB 
123 https://www.ais.unwater.org/ais/pluginfile.php/501/mod_page/content/87/reports_philippines.pdf 
124 Commission resolution No.023-005, 2023, CCC 
125 Tracking Greenhouse Gases: An Inventory Manual 
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出典：National Solid Waste Management Status Report CY 2008 – 2018, DENR-EMB 
図 2-72 フィリピンにおける都市系廃棄物の発生源 (2008 -2013 年) 

 

 
出典：National Solid Waste Management Status Report CY 2008 – 2018, DENR-EMB 

図 2-73 フィリピンにおける都市系廃棄物の組成 (2008 - 2013 年) 

 

フィリピンにおける都市系廃棄物の一般的フローを下図に示す。 
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出典：ラグナ州リサール市の 10 カ年固形廃棄物管理計画を基に JICA 調査団作成 
図 2-74 フィリピンにおける一般的な都市系廃棄物の処理一般的フロー 

また下に示す 2010 年の廃棄物セクターの GHG 排出量内訳より、GHG のうちメタンの発生が 9

割以上を占めていることが分かる。これは主に廃棄物処分場において適切に管理されずに堆積し

た生分解性廃棄物が嫌気状態になることでメタンガスとして放出されていること、また排水につ

いては、バキュームカーで排水処理施設に運搬される汚泥が、その運搬頻度の低さのため腐敗槽

に堆積して嫌気状態となることで GHG であるメタンガスが発生していると考えられる。また汚

泥の一部は排水と共に流出し、湖沼や湾に徐々に堆積して嫌気状態を形成することでメタンが生

成され、大気中に放出されている。その根拠として、イロイロ市が 2015 年に実施した廃棄物及び

排水セクターからの GHG 排出量調査結果を挙げるが、廃棄物セクターから排出される GHG の

98%がオープンダンピングサイトからの排出であり、排水セクターから排出される GHGの 87%が

腐敗槽からの排出であると公表している126。 

表 2-120 2010 年の廃棄物セクターの GHG 排出量内訳 

（単位：Mt-CO2e） 
 二酸化炭素 メタン 一酸化二窒素 全体 

固形廃棄物投棄 - 4.851 - 4.851 

固形廃棄物の生物学的処理 - 0.035 0.032 0.067 

廃棄物の焼却および野焼き 0.015 0.053 0.011 0.078 

廃棄物合計 4.996 

排水処理 - 9.558 0.974 10.562 

全体 15.559 

出典：2010 Philippine Greenhouse Gas Inventory Report 
 

GHG の排出量予測（BAU シナリオ）が CCC 発行の文書「NDC Quick Facts」に、また GHG 削

減目標が PDP にそれぞれ記載されており、下表の通りとなっている。排出量の予測対象である

2028 年までは、上述の国連の調査で 1.15%-1.29%の人口増加率を示していることから、BAU シナ

リオで毎年 0.5-0.6 Mt-CO2e の増加を見込んでいる。一方、BAU 排出量に対する削減目標は 2023

 
126 2015 ILOILO City GHG Inventory report 
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年で 3.1%と割合は低いものの、年と追うごとにその割合は高く設定されており、2028 年は BAU

排出量の 3.8%の削減目標値を設定している。フィリピン開発計画では削減手段として、食品廃棄

の削減促進メカニズムの採用および制度化、革新的かつ変革的な低炭素排出技術の導入を挙げて

いる。しかし既述の通り、2020 年の GHG インベントリデータでは同年の廃棄物セクターからの

GHG 排出量が 30.122 百万トン CO2e まで増加しており、既に下表の 2028 年の予測量（27.6 百万

トン CO2e）を超過している。そのため PDPで設定した GHG削減目標値を上回る削減努力が急務

であると言える。

表 2-121 廃棄物セクターにおける GHG 排出予測および削減目標 

（単位：Mt-CO2e） 
年 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

①GHG 排出量予測値（BAU シナリオ） 24.9 25.5 26.0 26.5 27.1 27.6 

②GHG 削減目標値 0.76 0.80 0.83 0.89 1.04 1.08 

②/① 3.1% 3.1% 3.2% 3.4% 3.8% 3.8% 

出典：フィリピン開発計画 (2023-2028), Philippine NDC Quick Facts 

2) 気候変動による将来影響

廃棄物及び排水サブセクターに対する気候変動の将来影響として、以下を挙げる。

【廃棄物 最終処分場】

 沿岸地域における洪水や浸水による廃棄物の流出

 浸出水の増加による調整池からの越流リスク増

 有機系廃棄物の含水比増を通じた嫌気状態の促進によるメタンガス発生量の増加

 地下浸透水による土質及び地下水質の汚染増大

【排水】

 過剰な雨水及び洪水発生、災害廃棄物等によるポンプ場等の処理施設の損傷、排水の不

十分な浄化

 洪水や干ばつによる排水の水質変化とそれに伴う微生物の活性変化（藻類の異常発生や

水中底層の酸素濃度の低下による水質悪化等）

このうち排水分野の対策については、管轄する公共事業道路省（DPWH）の資料において下表

の通り予算化されており、2023年はDPWHの全予算の 14%を占める主要対策項目となっている。

対策事業として、具体的には洪水緩和構造物および排水システムの建設、そして主要河川流域に

おける洪水緩和設備の建設が計画されている。なお、同省の担当部局である洪水制御管理クラス

ター局との協議において、他ドナー支援を含む多くの洪水対策事業を進めていることから、これ

以上の支援事業を求めていない旨の意見を得ている。

表 2-122 DPWH による排水処理実施状況及び予算 
実施項目 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

実施予算 (10 億 PHP) 127.5 183.0 201.3 221.4 243.6 267.9 
出典：DPWH 資料  
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3) セクターにおける開発課題

既述の通り、2075 年まで人口増加が続くことで今後も廃棄物及び排水の排出量増加が想定され

ていることから、受け皿となる廃棄物処分場及び排水処理施設の更なる導入が必要となる。しか

し一方で、廃棄物処分場の収容能力や導入余地には限界があることから、廃棄物処分場までの到

達過程で如何に量の削減や質の改善ができるかが課題となる。よって課題解決として、廃棄物に

ついては割合の大きい生分解性廃棄物の埋め立て回避や廃棄量の削減、埋め立て地の好気的管理

によるメタンガス発生量の抑制が主な緩和策として挙げられる。また、大きな廃棄物発生源であ

る家庭における廃棄物分別や転用意識の向上、啓発・環境教育の実施も付随的緩和策として有効

であると考える。また排水については、汚泥排水の発生源割合が高い各戸の腐敗槽及び下水道の

改善整備、汚泥排水処理施設の設置等が主な緩和策として挙げられる。

4) セクター関係者

都市環境セクターにおけるセクター関係者を以下に示す。またサブセクターとなる廃棄物と排

水については異なる多数の組織・機関関係者から構成されているため、それぞれのサブセクター

（廃棄物、排水）の項で述べる。

表 2-123 都市環境セクター関係者 

政策立案 技術開発 対策実施 資金等提供

・DENR/DPWH 中央機

関

・LGUs

・DENR/DPWH 中央機関

・DENR/DPWH 地方機関

・DENR/DPWH 研究機関

・大学

・民間企業

・DENR/DPWH 地方機関

・LGUs
・地方水道区(LWDs)
・民間企業

・NGO

・政府系金融機関

・民間銀行

・ドナー

出典：調査団作成

(2) 廃棄物

1) 関連政策・計画

(a) 法令等

「フィリピン環境規則 (Presidential Decree No. 1152, s. 1977, Philippine Environment Code.)」にお

いて、フィリピンの環境管理全般に関する原則が示されており、第 V 部では「廃棄物管理」につ

いて記載がある。中央政府は廃棄物管理の有効性確保のためのガイドラインを定め、LGU はその

ガイドラインに基づき、廃棄物管理プログラムの作成と実行等を行うことと定められている。

「大気汚染防止法 (Philippine Clean Air Act of 1999, RA8749)」では、有毒ガスを発する廃棄物の焼

却禁止、LGU に対する廃棄物の分別、リサイクル、堆肥化等の廃棄物管理の促進、奨励、実施規

定の他、気候変動への影響を考慮した有害廃棄物の取り扱い、処理、処分等に係る非燃焼技術の

利用促進を規定している。また「エコロジカル固形廃棄物管理法 (Ecological Solid Waste 

Management Act of 2001, RA9003) 」では、LGU に対して固形廃棄物の総量削減を義務付けており、

具体として廃棄物処理施設から全固形廃棄物の少なくとも 25%を再利用、リサイクル、堆肥化等

の資源回収を行うことを規定している。またオープンダンピングサイトを衛生埋立処分場に移行

し、発生源における廃棄物の減量化及び排出される廃棄物のリサイクルを通じ、最終処分される

廃棄物量を極力削減することを目指してきた。フィリピンにおける廃棄物・リサイクル関連の基

本的法令は下表の通りであるが、いずれの法令についても気候変動対策としての規定はない。
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表 2-124 フィリピンにおける廃棄物・リサイクル関連の主な基本法令 

法令 概要

大統領令 1152 号フィリピン
環境規定（1977 年 6 月） 環境管理全般に関する原則を示す。第 IV 部で、「廃棄物管理」の原則を示す。 

大気汚染防止法
RA8749（1999 年 6 月） 

第 20 条で有害ガスを排出する都市ゴミ、医療廃棄物、有害廃棄物の焼却を禁止。
同法では LGU による廃棄物の分別、リサイクル、堆肥化を含む包括的な廃棄物管
理の促進、奨励、実施が義務付けられている。

エコロジカル固形廃棄物管
理法 RA9003（2001 年 1 月）

固形廃棄物管理に関する法律。同法に基づき、LGUは 10年廃棄物管理計画の策定
が義務付けられている。同法のオープンダンプサイトの使用および新設の禁止規
定に基づき、2021 年 5 月にオープンダンピングサイトのゼロ目標を達成した。 

出典：調査団

(b) 国家戦略・計画等

a) 気候変動に係る国家枠組み戦略（2010-2022）

廃棄物セクターからの GHG は、主に廃棄物処分場において適切に管理されずに堆積された

有機性廃棄物が嫌気状態になることでメタンガスとして排出されている。同戦略では適切な

廃棄物の管理の完全実施が目的として挙げられており、戦略的優先事項として、① エコロジ

カル固形廃棄物管理法（RA9003）の実行強化、② 廃棄物管理のベストプラクティスの推進、

③ 気候変動への対処として、国民との対話と行動変容を通じた適切な廃棄物管理の強化を挙

げている。

b) NCCAP（2011-2028）

NCCAP（2011-2028）における 7 つのアウトカムの 1 テーマである「気候変動に対応した産

業とサービス」において、気候変動の緩和および適応に向けたエコロジカル固形廃棄物管理

の実施が、アウトプットの一つとして挙げられている。その具体行動として、① 廃棄物発生

源における分別、廃棄物の回収、堆肥化、リサイクルの強化、② 有毒な包装資材および使い

捨て目的の利用規制、③ オープンダンピングサイトの閉鎖、が挙げられている。

c) PDP 2023-2028

PDP 2023-2028 では、廃棄物分野の課題として、LGU の能力不足による効果的な固形・有害

廃棄物管理の進展阻害を挙げている。そのため、廃棄物の再資源化および減容化のため、

LGU のみならず個人、家庭、社会レベルでのコンプライアンスの確保と行動変容が必須とな

ることから、Information, Education, and Communication（IEC）活動を通じた LGU による効果

的な廃棄物管理、住民による適切な廃棄物処理等を行うことが目標とされている。また資源

回収施設、衛生埋立処分場の設置等、廃棄物共同施設の更なる適切運用のため、LGU のクラ

スター化を促進することも目標として掲げられている。一方食品ロスや食品廃棄物の削減に

ついては、LGU における堆肥化施設等の中間処理設備、能力開発を引き続き行い、有機系廃

棄物の有効活用および削減方法に関する IEC 活動を強化する。具体的な取組みとして、環境

に配慮した食事の選択肢、適切な食品の保存・保管方法（乾燥、冷凍、塩漬けなど）、家庭に

おける食品および生ごみの堆肥化などが挙げられる。

また廃棄物発電については、インフラの拡張とアップグレードのための立法が課題の一つ

に挙げられており、上院本会議に法案が提出されている廃棄物発電法について言及がある。

ただし、廃棄物発電を取り巻く潜在的な環境・健康上の懸念に対するセーフガードが不十分

であること、政府機関の役割があいまいであり、これらの役割を遂行する上で非効率である
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こと、投資家の信頼が得られていないことなどが問題とされている。

2) 気候変動対策の取組み状況

(a) サブセクター関係者

フィリピンにおける固形廃棄物管理の主なステークホルダーを下表に示す。

表 2-125 廃棄物サブセクターにおける関係機関・組織および役割 

機関・組織名 責任・役割

国家レベル

国 家 固 形 廃 棄 物 管 理 委 員 会

（NSWMC） 

RA9003 の目的達成のため、LGU が施行する政策および指針作りを行う

国家最高決定機関である。LGU から提出される固形廃棄物管理計画を承

認する。議長は DENR 長官が務め、その他 9 つの国家政府機関と 2 つの

民間セクター代表、1 つの NGO 代表から構成されている。 

環 境 天 然 資 源 省 環 境 管 理 局

（DENR-EMB） 
LGU から提出される 10 年固形廃棄物管理計画の精査等、法律で制定さ

れた条項の監視および執行機関

環境天然資源省気候変動サービス

（DENR-CCS） 

NDC 政策措置及び気候変動対策強化のための投資事業の策定等、廃棄物

に係る DENR の政策、プログラム、プロジェクトにおける気候変動対策

の実施及び監視。

国立エコロジーセンター

固形廃棄物のデータベースの構築および管理、LGU への技術的支援を行

う。センター長は DENR-EMB の局長が務めるが、他に貿易産業省

（DTI）、教育省等から構成されている。 

地方レベル

DENR-EMB の地域事務所 州/市/自治体/バランガイが規制やガイドラインを遵守しているか監視 

地域エコロジーセンター

地域の固形廃棄物のデータベースの構築および管理、自治体やバランガ

イ等への技術的支援を行う。DENR-EMBの地域事務所がリードし、他に

DTI 地方事務所、教育省地方事務所等から構成されている。

州/市/自治体/バランガイ固形廃棄

物管理委員会

NSWMC による政策や指針決定に従い、州/市/自治体/バランガイレベル

における固形廃棄物管理の戦略、政策、指針を決定

州/市/自治体の環境天然資源局 州/市/自治体レベルにおける固形廃棄物管理の戦略、政策、指針の実施 

バランガイ 固形廃棄物およびリサイクル品の収集。資源回収施設の設置。

民間企業

廃棄物収集業者 LGU より外部委託を受けて廃棄物収集を実施 

出典：調査団

また下図は国家固形廃棄物管理委員会（NSWMC）の組織の枠組みを示しており、議長は

DENR 長官が務め、その他 7 つの国家政府機関（科学技術省（DOST）、保健省（DOH）、農務省

（DA）、内務自治省（DILG）、貿易産業省（DTI）、マニラ首都圏開発局（MMDA）、フィリピン

自治体連合（ULAP）の各局長）と 2 つの民間セクター代表（製造業や包装業、協定企業等から 1

名、リサイクル業、堆肥化事業、資源回収業等から 1 名）、廃棄物管理、廃棄物削減、リサイクル、

資源回収に実績のある 3 団体の NGO 代表から構成されている。 
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出典：Commission On Audit: Performance Audit Report on Solid Waste Management Program, May 2023 
図 2-75 国家固形廃棄物管理委員会（NSWMC）の組織構成図 

(b) NDC 政策措置（PaMs）及び気候変動レジリエンス強化のための投資事業

DENR では「NDC 政策措置一覧」及び「気候変動レジリエンス強化のための投資事業一覧

（IPRR: investment portfolios for risk resilience）」をリストアップしている。NDC 政策措置一覧は、

フィリピンの GHG 排出削減目標が記載された NDC 実現のための政策措置であり、気候変動レジ

リエンス強化のための投資事業は、DENR が議長を務め、外部からの予算支援や資金調達先を決

定する投資事業であるため、事業実施の優先順位は高い。

表 2-126  NDC 政策措置一覧（廃棄物） 

No. 事業名 障害/課題 支援ニーズ

1 有機系廃棄物のコ
ンポスト化

- 堆肥製品の市場不足、品質の
バラツキ

- RA9003 の不適合状態
- 埋め立てよりも高コスト

多様な堆肥化技術を評価し、実施可能なメカニズム
（インセンティブ、政策の厳格な実施等）の特定

2 
処分場におけるメ
タン・フレアリン
グ

埋立地のメタンガス管理対策とし
てフレアリングは含まれていない 

- 政策提言と RA9003 改正のための研究調査
- フレアリング技術の実証と試験的導入

3 
電力供給を目的と
した衛生埋立地か
らのメタン回収

高コストのため埋立地ガスのエネ
ルギー転換技術の応用はごくわず
か

- 普及のための LGU への技術的・財政的支援
- LGU の最先端技術の獲得とその試験的導入

4 メタン回収を伴う
有機系廃棄物消化

- 国内利用の消化技術は限定的
- 廃棄物の分別/収集に対する低

いコンプライアンス 

- 普及のための LGU への技術的・財政的支援 
- LGU の最先端技術の獲得とその試験的導入

5 環境効率の高い 
覆土の利用 

未採用／未実施のため、浸食／沈
下の可能性あり 

- 実現可能性及び影響調査の実施
- 政策/ガイドライン策定のための試験的な調査と

実証
- RA 9003 の見直しと改正

出典：DENR-CCS：NDC 政策措置一覧, 2023 年



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査

ファイナルレポート

2-283

表 2-127 気候変動レジリエンス強化のための投資事業一覧（廃棄物） 

No. 地域 事業概要 実施対象エリア

1 Catanduanes 有機系廃棄物管理システムの開発 全 LGU 

2 Metro Iloilo 衛生型埋立処分場及び資源回収施

設の建設
全 LGU 

3 Eastern Samar 衛生型埋立処分場及び資源回収施

設の立地適正調査
全州

4 Northern Samar 

5 Surigao del Norte 資源回収施設の建設

Surigao City, Municipalities of Dapa, General 
Luna, Del Carmen, Claver, Mainit, Malimono and 
Socorro 

6 Ifugao 衛生型埋立処分場の建設 Kiangan, Tinoc, Asipulo

7 Ifugao バイオコンポスト施設の建設 全 LGU 

8 Mountain Province 衛生型埋立処分場の建設 Tadian, Bauko

9 Metro Manila 固形廃棄物管理マスタープランの

開発
全メトロマニラ

出典：DENR-CCS: 気候変動レジリエンス強化のための投資事業一覧, 2023 年 

3) 気候変動対策の取組み状況および課題

上述したセクターの現状において表面化している課題や、関連政策及び計画等で公表されてい

る戦略的優先事項及び重点化事項等を照準として、関連機関や組織へのインタビューや質問票、

その他公表されている文献や報告書等で得られた情報を基に、特定した気候変動対策への取組状

況及び課題、支援ニーズ等を以下に列挙する。

(a) 10 年固形廃棄物管理計画の策定

エコロジカル固形廃棄物管理法（RA9003）では、LGU に対して 10 年固形廃棄物管理計画の策

定を規定しているが、2023年までに全体の 85%にあたる 1,355の LGUが DENRの承認を受けてい

る。ただし下図の通り、LGU の 10 年固形廃棄物管理計画の承認が 2014 年以降に集中しているた

め、今後多くの LGU で更新時期を迎える。そのため更新に際して、下記に記載した DENR によ

る LGU に対する技術支援や能力開発の実施を通じて、更新率を促進させる必要がある。 

出典：Commission On Audit: Performance Audit Report on Solid Waste Management Program, May 2023 
図 2-76 10 年固形廃棄物管理計画の提出及び承認状況（2003 年-2021 年） 



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査 
ファイナルレポート 

 

2-284 

a) DENR による技術支援及び能力開発の実施 

エコロジカル固形廃棄物管理法（RA9003）では、全ての市、州、LGU に対して 10 年固形

廃棄物管理計画の策定を規定している。同計画の策定に当たっては、再利用、リサイクル、

堆肥化が不可能な固形廃棄物に対して、必要とされる埋立地及びその処理能力を特定する一

方、実現可能な全ての再利用、リサイクル、堆肥化プログラムの実施に重点を置く必要があ

る。そのため同計画の策定は、上述の気候変動に係る国家枠組み戦略や国家気候変動行動計

画の重点化項目と合致している。また DENR の環境管理局（EMB：Environmental Management 

Bureau）では、同計画の策定に当たって LGU の環境・天然資源担当官（M/CENRO：

Municipal and City Environment and Natural Resources Officers）に対し、技術支援及び能力開発を

行っている。 

なお、2014 年に世界銀行が「DENR 支援事業(政策、計画、環境管理、モニタリング、評価

能力強化支援)」を実施しており、世界銀行と DENR における事業の適切な優先順位付けと

パートナーシップの取り決めを通じて、限られた予算リソースの割り当て効率を強化し、規

模の拡大と計画と予算のより適切な連携を促進する事業を展開している。 

b) LGU における廃棄物管理専任官および技術的な知見不足の解消 

地方自治法（RA7160）では、LGU に対して固形廃棄物処理システム、環境管理システム、

一般衛生・公衆衛生に関するサービスや施設の提供を義務付けているが、一方でそれらを管

轄する環境・天然資源担当官（M/CENRO：Municipal and City Environment and Natural Resources 

Officers）の任命は LGU の任意であると規定している。そのため当該担当官を専任職として配

置する、他の役職との兼務、または配置しないことが可能であり、全ての LGU が環境・天然

資源担当官を配置しているわけではない。DENR-EMB によると、環境・天然資源担当官を専

任職として配置している LGUはわずか 29%であり、70%の LGUでは他の役職との兼務で配置

されている。また兼務の環境・天然資源担当官は必ずしも固形廃棄物管理業務の研修を受講

しておらず、大半は本来の担当業務で忙殺されている。また環境・天然資源担当官の任期は

地方自治法によると基本 3 年であり、担当者の交代時に多くの LGU において計画中や進行中

の事業情報や知識、技術等の引継ぎが行われないため、個人的な知識を含む組織の知識が失

われることとなる。 

上記の課題に対して、LGU における低調な廃棄物管理担当官の専任割合を改善したいとい

うニーズが DENR より特定された。この課題を解消することにより、バランガイや住民を巻

き込んだ廃棄物管理政策の優先度を高める効果が期待でき、それが技術面も含めた廃棄物転

用率の改善、資源回収施設及び衛生型埋立処分場の不足解消に繋がると考えられる。また関

連する「気候変動レジリエンス強化のための投資事業」として、メトロマニラにおける固形

廃棄物管理マスタープランの開発がニーズの高い投資事業として挙げられている。 

(b) 廃棄物管理に関する住民啓発および環境教育 

a) DENR による廃棄物ゼロ月間キャンペーン 

2014 年の大統領布告第 760 号「「ごみゼロ月間宣言」に基づき、毎年１月をごみゼロ月間と

し、消費者製品の生産と使用において「循環型経済」を推進し、発生する廃棄物の量と有害
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性を減らすための提唱キャンペーンを実施している。2024 年のテーマは「持続可能な廃棄物

管理を目指す住みよいコミュニティ：2040 年までにフィリピンの水域にゼロ・ウェイスト」

とし、多量の毒性物質の排除と回避の実現により、水資源だけでなく空気や土地を含め、プ

ラスチックと廃棄物のない環境を目指すとしている。 

b) マニラ首都圏開発局（MMDA）による地域密着型廃棄物管理プログラム 

MMDA が実施する地域密着型廃棄物管理プログラムは、コミュニティのオーナシップに着

目し、関連政策の開発、廃棄物管理施設の設備/道具の提供や、地域の能力開発と意識向上

キャンペーンの実施を含んでおり、理想とする地域の行動変容の活性化、実現、強化、持続

を目的とした廃棄物の減容化をターゲットとしている。これまで 42 のバランガイに対して同

プログラムを実施している。これらは上述の気候変動に係る国家枠組み戦略、国家気候変動

行動計画及びフィリピン国家開発計画の重点化項目と合致している。 

JICA の草の根技術協力（地域活性化特別枠）事業の元、北九州市が中心となって 2017 年よ

りダバオ市に対して住民啓発、環境教育を含めた「一般廃棄物処理システム構築プロジェク

ト」を実施中である。また UNDP の支援により、2021 年にケソン市で実施した資源ごみの電

子現金化事業が実施された。これにより住民の廃棄及びリサイクルに対する意識の向上が期

待されている。 

c) 廃棄物管理に関するバランガイ／住民の意識改善 

監査委員会の調査127によると、調査対象とした 591の LGUのうち、12%に当たる 71の LGU

で廃棄物の分別に関する条例が未制定であった。また、2020 年の国会議員のプレスリリース

128では、全国 7 割のバランガイで廃棄物の分別収集を行っておらず、LGU の条例に従ってい

ないバランガイが多数存在することが明らかになった。また同調査では住民の回答者の 88%

が廃棄物の分別を義務付けられていることを承知していたが、その一方で 34%が、バランガ

イや LGU が実施する固形廃棄物管理に関する啓発プログラムに参加したことがないと回答し

ている。 

また本調査における DENR の気候変動サービス局やマニラ首都圏開発局の廃棄物管理室と

の協議でも、セクターが抱える課題として、廃棄物に対する地域住民の関心の低さを挙げて

いる。 

以上より、課題要因として、① LGU における廃棄物管理に対する政策優先度が低いため、

住民やコミュニティの行動変容が起こる程の廃棄物管理政策がバランガイレベルでは実施さ

れていない、② LGU において分別収集及びリサイクル活動を実施するための適切な政策・条

例があっても、分別やリサイクルの必要性への理解や、環境汚染や健康被害等の問題が身近

に迫らないと住民の廃棄物管理に対する意識が高まらない、③廃棄物の分別に関する条例が

未制定であることが挙げられる。 

上記の課題に対して、廃棄物管理に対するバランガイ/住民の低い関心度を改善したいとい

 
127 Commission On Audit: Performance Audit Report on Solid Waste Management Program, May 2023 
128 https://legacy.senate.gov.ph/press_release/2020/ 0211_gatchalian1.asp 
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うニーズが DENR及び MMDAより特定された。この課題を解消することにより、廃棄物管理

政策の優先度を高める効果が期待でき、それが技術面も含めた廃棄物転用率の改善、資源回

収施設及び衛生型埋立処分場の不足解消に繋がると考えられる。

(c) 資源回収施設の設置

各 LGU が策定する 10 年固形廃棄物管理計画において、重点項目の一つとなる再利用、リサイ

クルプログラムの実施強化を目的として、全国に 42,046 ある LGU 内の地区（バランガイ）に資

源回収施設の設置を義務付けている。2021 年時点の設置状況は以下の通りである。2022 年時点で

設置率は 40%に留まっている。

表 2-128 バランガイの資源回収施設設置数及び割合 

年次 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
資源回収施設設置割合 31.7% 32.3% 33.3% 34.4% 39.1% 40.5% 
資源回収施設設置数 13,324 13,612 13,994 14,450 16,418 17,047 

出典：DENR-EMB, PDP（2017-2022） 

そのため DENR-EMB より、リサイクルやリユースが可能な資源物（紙、段ボール、ガラス、

アルミニウム、ブリキ、プラスチック容器等）を対象とした資源回収施設設置のため、LGU/バラ

ンガイに対して補助金による援助を実施している。

a) 資源回収施設の全国的な不足の解消

エコロジカル固形廃棄物管理法（RA9003）では、資源回収施設の設置をLGU内のバランガ

イに義務付けているが、資源回収施設が設置済みのバランガイは約 40%（2022 年 8 月現在）

であり、PDPにおける目標値である 60%とは約 20%の開きがある。上述の通り DENR-EMBで

は資源回収施設設置のための補助金による財政的な援助を行っているものの限定的である。

また設置後の運営資金、土地利用、設置・運営手順に関する技術的ノウハウの充足等の要件

をクリアした LGU/バランガイが優先的に選定されるため、全国的な施設不足は解消されてい

ない。そのため、上述した「LGU の環境・天然資源担当官に対する技術支援及び能力開発」

や「廃棄物管理に関する住民啓発及び環境教育の実施」を併せて行うことで、地域全体にお

ける資源回収への意識が向上し、課題解決に繋がると考える。

表 2-129 バランガイの資源回収施設設置割合及び PDP 目標値 

年次 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

資源回収施設設置割合
実績値 31.7% 32.3% 33.3% 34.4% 39.1% 40.5% 
PDP 35% 40% 45% 50% 55% 60% 

出典：DENR-EMB, PDP（2017-2022） 

上述の通り、資源回収施設設置割合の実績値が PDP の目標値に大きく未達状態であること、

また以下の通り、フィリピン国内の中南部エリアを中心に、資源回収施設建設や立地適正調

査が DENR の気候変動レジリエンス強化のための投資事業一覧に掲載されていることからも

支援ニーズは高い。また資金に対する支援ニーズについては、全ての地域に資金援助を行う

ことは現実的ではないため、広域管理（クラスター化）に対する対応を念頭に置くことで、

各 LGU の財政的負担の軽減を検討する。その際、以下の IPRR における投資対象地域を優先
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的に検討されることが望ましい。

表 2-130  DENR の気候変動レジリエンス強化のための投資事業（資源回収） 

No. 地域 事業概要 実施対象エリア

1 Metro Iloilo 資源回収施設の建設 全 LGU 
2 Eastern Samar 

資源回収施設の立地適正調査 全州
3 Northern Samar 

4 Surigao del Norte 資源回収施設の建設
Surigao City, Municipalities of Dapa, General 
Luna, Del Carmen, Claver, Mainit, Malimono and 
Socorro 

出典：DENR-CCS: 気候変動レジリエンス強化のための投資事業一覧, 2023 年 

(d) 廃棄物転用率の向上

フィリピン会計検査院の調査において、各州で公表されている 2020年の一日あたりの廃棄物発

生量及び廃棄物転用量より廃棄物転用率を 46%と算出しているが、PDP の目標値である 70%を大

きく下回っている。

エコロジカル固形廃棄物管理法（RA9003）では、廃棄物転用を「廃棄物処理施設からの固形廃

棄物量を削減またはゼロにする活動」と定義しており、再利用、リサイクル、堆肥化、その他の

資源回収活動が含まれる。各 LGU は、同法が施行された 2001 年から 5 年以内に固形廃棄物の少

なくとも 25%の転用を義務付けられており、この目標はその後 3 年ごとに増加する。PDP では、

固形廃棄物の転用目標として 2021 年の 75%を掲げている。 

JICA の「先行/先進技術を通じた廃棄物転用を含む廃棄物適正管理能力強化事業」をケソン市、

セブ市、ダバオ市で実施している。またレガスピ市において、持続可能な分解性廃棄物堆肥化シ

ステムの案件か調査及び普及・実証事業が実施されている。世界銀行は、2023 年に水質浄化法

（Clean Water Act）及びエコロジカル固形廃棄物管理法（Ecological Solid Waste Management Act）

の下で制限されない、GHG 排出量の少ない廃棄物管理技術の採用及び拡大を進め、廃棄物処理か

らのメタン回収事業を実施している。またアジア開発銀行は、2019 年に廃棄物発電プロジェクト

の実行可能性及び持続可能性の実証を行い、成果としてパイロット都市における 2 つの廃棄物発

電プロジェクトの建設と運営を検証中である。

a) 廃棄物転用率の改善

下表の通り 10年固形廃棄物管理計画が承認された LGU内のバランガイの廃棄物分析及び特

性調査から算出された廃棄物転用率の目標平均値は、それを下回る結果（72.6%）となった。

上述の通り、実績値として DENR-EMB より、1 日当たりの実際の廃棄物発生量及び廃棄物転

用量からその転用率の全国平均値が 46.6%として公表されており、目標平均値より 26%も低

い。更に収集されたデータは DENR-EMB が資金提供して設立した 750 の資源回収施設からの

みの回答であるため、42,046 あるバランガイのわずか 1.8%に過ぎない。そのため実際の数値

はこの値よりも大きく下回っていると推察され、LGU/バランガイにおける廃棄物転用事業は

計画通り進んでいないことが考えられる。この原因として LGU 内における財政及び技術不足

の問題もあるが、廃棄物管理担当官の能力不足により、LGU 内の廃棄物管理全般に対する施

策優先度が低いことも要因の一つとして挙げられる。
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表 2-131  10 年固形廃棄物管理計画及び PDP による廃棄物転用目標値 

年次 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
廃 棄 物 転

用 率 目 標

値

10 年固形廃棄物管理計画 49.8% 54.6% 58.7% 61.8% 65.4% 68.7% 72.6% - 

PDP - - 55% 60% 65% 70% 75% 80% 

出典：DENR-EMB, PDP（2017-2022） 

上記の課題に対して、コンポスト等の中間処理を通じて低い廃棄物転用率を改善したいと

いうニーズが DENR より特定された。また上述の通り、廃棄物転用率が PDP の目標値に大き

く未達状態であること、また以下の通り、廃棄物転用率の向上に寄与する有機系廃棄物のコ

ンポスト化が DENR の NDC 政策措置に含まれており、また有機系廃棄物管理システムの開発

やバイオコンポスト施設の建設が、DENR の気候変動レジリエンス強化のための投資事業一

覧に掲載されていることからも支援ニーズは高い。またコンポストの中間処理に付随して、

コンポストの市場形成のニーズも併せて DENR より挙げられている。また資金に対する支援

ニーズについては、全ての地域に資金援助を行うことは現実的ではないため、広域管理（ク

ラスター化）に対する対応を念頭に置くことで、各 LGU の財政的負担の軽減を検討する。そ

の際、以下の IPRR における投資対象地域を優先的に検討されることが望ましい。

表 2-132  DENR の気候変動レジリエンス強化のための投資事業一覧（一部抜粋） 

No. 地域 事業概要 実施対象エリア

1 Catanduanes 有機系廃棄物管理システムの開発 全 LGU 
2 Ifugao バイオコンポスト施設の建設 全 LGU 

出典：DENR-CCS: 気候変動レジリエンス強化のための投資事業一覧, 2023 年 

b) 廃棄物燃焼

廃棄物発電事業について、DENR は 2019 年に省令「廃棄物発電ガイドライン」を施行して

いるが、評価、施工、運営、閉鎖に至るまでの計画書が必要となり、Environmental 

Compliance Certificate （ECC）の取得の他、Environmental Technology Verification （ETV）の提

出、EMB のシステムとリンクした Continuous Emissions Monitoring System （CEMS）のインス

トール等導入までのハードルは高い。また廃棄物燃焼に対する近隣住民や NGO からの反対運

動、立地や周辺の土地利用形態といった環境社会配慮問題、当該地の知事や市長の事業に対

する姿勢、最大 9年となる任期の制限、選挙のタイミングといった政治的問題も大きいため、

事業実施までには相当な時間と労力が必要となる。

一方、衛生埋立処分場が既に満杯状態にあるダバオ市では、代替地の整備129と並行して廃

棄物発電事業が計画されており、その推進のための技術作業部会が 2023年 12月に設立され、

DENR、ダバオ市政府と同市の環境天然資源局が主導している。同計画が実現すると、廃棄物

発電施設は 600tの廃棄物収容能力と 12MWhの発電能力を持つことになる130。ダバオ市は国内

の廃棄物セクターで先進的な取組みを行っている LGU の一つであるが、この要因として廃棄

物専任担当官およびダバオ市の環境天然資源局が廃棄物管理の主導的役割を果たしており、

129 https://www.davaocity.gov.ph/solid-waste-management/davao-city-govt-develops-new-lot-near-new-carmen-sanitary-
landfill-site-to-address-mounting-waste-volume/ 
130 https://edgedavao.net/latest-news/2023/12/23/hopes-revived-as-twg-created-for-citys-proposed-wte-project/ 
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課題の一つに挙げた LGU における廃棄物政策優先度の低さが解消されていることが挙げられ

る。 

(e) 最終処分場の能力改善 

DENR-EMBのデータによると、2023年現在で衛生埋立処分場は全国で 299か所稼働中であり、

アクセス可能な LGU は 675 に上るが、全 LGU の 4 割強に留まる。 

a) DENR によるオープンダンピングサイトの閉鎖宣言 

エコロジカル固形廃棄物管理法（RA9003）では、オープンダンピングサイトの継続利用及

び新規開設を禁止している。ただし同法の施行後も多くの LGU でオープンダンピングサイト

の利用が継続され、不適切な廃棄物管理が継続されてきた。そのため、堆積された生分解性

廃棄物の嫌気状態化によるメタンガスの排出、野焼きを通した二酸化炭素の排出等、温室効

果ガスの発生源になってきた。しかし同法の施行 20 年を迎えた 2021年 5 月、廃棄物管理政策

の策定を担う DENR は全ての LGU に対してオープンダンピングサイトの閉鎖命令を通達し、

ゼロ目標を達成している。 

 

出典：DENR-EMB 
図 2-77 衛生型埋立処分場及びオープンダンピングサイトの件数経年変化 

2020 年代に入ってからは民間主導の廃棄物処理施設建設事業が実施されている（2023、廃

棄物処理施設拡充事業：セブ市、香港上海銀行)（2023、統合型廃棄物処理施設建設事業：ラ

プラプ市、フィリピン開発銀行)。 

b) 衛生型埋立処分場の全国的な不足の解消 

上述の通り、衛生埋立処分場にアクセス可能な LGU は 675（41%（2023 年））に留まってお

り、その他の LGU は、衛生埋立処分場設置までの暫定措置として残渣廃棄物封鎖エリア

（RCA：Residual Containment Area）を設置している。残渣廃棄物封鎖エリアは分別後の廃棄

物残渣のための一時保管場所を指しているが、設置条件（ライナーや浸出水の池の設置）等

を規定したガイドラインも存在しないため、残渣廃棄物封鎖エリアがオープンダンピングサ

イト化されメタンガスの潜在発生量が増加する等のリスクが存在する。 
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出典： Commission On Audit: Performance Audit Report on Solid Waste Management Program, May 2023 
図 2-78 衛生型埋立処分場、オープンダンピングサイトおよび残渣廃棄物封鎖エリアを利用する LGU

の数

LGU が衛生埋立処分場を設置出来ない主な理由として以下の 5 つ、① 厳しい基準による設

置可能な候補地の確保が困難（例：土地利用制限（島嶼地方、急峻地、保護区）や地質制限

（石灰岩）のある LGU）、② 衛生埋立処分場設置の予算不足、③ LGU の計画規定、④ 事業に

対する社会的な不受諾、⑤ 政治的問題、が挙げられる。

気候変動対策を見据え、メタン回収を伴う衛生埋立地の改善及び建設のニーズ、現状の衛

生埋立処分場の設置基準条件を満たせない土地制限や地質制限のある LGU に対し、ローカラ

イズされた処分場運営管理方法や廃棄物収集管理手法等の技術提供のニーズが DENR との協

議を通じて特定された。また衛生埋立地におけるメタンフレアリングやメタン回収、環境効

率の高い被覆土の利用が DENR の NDC の政策措置に含まれており、衛生埋立型処分場の建設

や立地適正調査が、DENR の気候変動レジリエンス強化のための投資事業一覧に掲載されて

いることからも支援ニーズは特に高い。また資金に対する支援ニーズについては、全ての地

域に資金援助を行うことは現実的ではないため、広域管理（クラスター化）に対する対応を

念頭に置くことで、各 LGU の財政的負担の軽減を検討する。その際、以下の IPRR における

投資対象地域を優先的に検討されることが望ましい。

表 2-133 DENR の気候変動レジリエンス強化のための投資事業一覧（最終処分） 

No. 地域 事業概要 実施対象エリア

1 Metro Iloilo 衛生型埋立処分場の建設 全 LGU 

2 Eastern Samar 
衛生型埋立処分場の立地適正調査 全州

3 Northern Samar 

4 Ifugao 衛生型埋立処分場の建設 Kiangan, Tinoc, Asipulo

5 Mountain Province 衛生型埋立処分場の建設 Tadian, Bauko

出典：DENR-CCS: 気候変動レジリエンス強化のための投資事業一覧, 2023 年 

(3) 排水

1) 関連政策・計画

(a) 法令等

大統領令 1152 号「フィリピン環境規則」の第 II 部「水質管理」の第 2 章「水質の保護及び改

善」、及び第 V部「廃棄物」の第 3章「液体廃棄処理方法」に記載がある。中央政府による規制及
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び監視、一般家庭を含む排水排出者の処理責任を謳っている。また 1975 年には衛生法が制定され、

第 17 章において責任省庁の監督範囲、下水道及び下水処理場の運営要件、排水基準及び容量を含

む浄化槽の要件、LGU の排水処理責任等を謳っている。また 2004 年施行の水質浄化法（RA9275）

において、DPWH に対して国家下水道・腐敗槽汚泥管理計画（NSSMP：National Sewerage and 

Septage Management Program）を策定するよう規定しており、NSSMP の最新版は 2013 年に作成さ

れている。また同法の施行（2004 年 3 月）後 5 年以内に、高度都市では一般家庭を含む施設から

の既存下水管を利用可能な下水システムへ接続し、それ以外の都市では浄化槽または合流式下水

道および浄化槽管理システムの採用が求められている。

表 2-134  フィリピンにおける排水関連の主な基本法令 

法令 概要

大統領令 856 号 衛生規定 
（1975 年 12 月） 

責任省庁の監督範囲、下水道及び下水処理場の運営要件、排水基準

及び容量を含む浄化槽の要件、LGU の排水処理責任等を規定 

大統領令 1152 号 フィリピン環境規定

（1977 年 6 月） 
環境管理全般に関する原則を示す。第 II 部及び第 IV 部で、「排水管

理」の原則を示している。

水質浄化法 

RA9275（2004 年 3 月） 

包括的水質管理に関する法律。同法に基づき、高度都市では既存下

水管を利用可能な下水システムへ接続し、それ以外では浄化槽また

は合流式下水道-浄化槽管理システムの採用を求めている。 

出典：JICA 調査団 

(b) 国家戦略・計画

a) NCCAP（2011-2028）

国家気候変動行動計画で設定されている 7つのアウトカムの 1テーマである「水の充足：水

資源の持続可能な管理と公平なアクセシビリティの確保」において、「水の需給管理の改善」

及び「表層水及び地下水の水質改善」が、アウトプットとして挙げられている。その具体行

動として、① 高度都市の水質改善のための集中型排水処理システムの研究・採用、② 水質浄

化法（Clean Water Act）と NSSMP の実施の際のギャップと、ニーズ評価が挙げられている。 

b) PDP（2023-2028）

廃棄物セクター同様に、水質分野の課題として、汚濁の原点となる生活排水に対応した不

十分な排水処理施設による糞便性大腸菌の基準値超過が課題として挙げられており、これま

で水質改善のための各種プログラムは数多く実施されてきたものの監視対象水域の水質は依

然として低いと結論付けている。そのため、水質汚染対策として統合的な水資源管理アプ

ローチを採用することを提案している。具体には、国家水質管理基金の利用によるモニタリ

ングや適用法の執行能力の向上、環境使用料の非汚染源域までの徴収制度拡大、大規模清掃、

産業の監視、河川の復旧、マルチステークホルダーによる水質改善のためのイニシアチブの

継続実施等が挙げられている。また共有する河川生態系の浄化について、LGU 間の協力を推

進しており、LGU やバランガイレベルにおける“Adopt-an-Estero/Water Body Program” 131の

制度化、汚水管理条例の制定を目指している。

131https://water.emb.gov.ph/?page_id=45#:~:text=Adopt%2Dan%2DEstero%2FWater%20Body%20Program%20is%20a%20col
laborative,government%20agencies%20and%20the%20DENR. 
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c) 国家下水道・腐敗槽汚泥管理計画（NSSMP）

2013 年に策定された同計画プログラムは、下水道・腐敗槽汚泥管理事業体である LGU や地

方水道区132（LWD：Local Water Districts）、民間企業を対象に、計画、設計、適正な処理技術

の選定、必要手続き、予算取り、資金調達等を含む効率的な事業実施のための事業サイクル

及びプロセスを説明している。また国家政府補助金制度も規定されており、プログラム制定

時は事業費の 40%を拠出し、その対象もマニラ首都圏以外の 17 高度都市（HUC：Highly 

Urbanized Cities）の下水道事業に限られていた。しかし同プログラムが 2017 年に改訂され、

事業費の 50%まで拡大し、対象も下水道事業に加えて腐敗槽汚泥事業及び合流式下水道事業

も含まれることとなった。また対象地域も 17 HUCs に加え、第 1 級都市及び non-HUCsも含ま

れることとなった。また上述の対象地域を含む全ての LGU に対して下記の通り目標が掲げら

れている。特に目標 4 については、高濃度の BOD によるメタン発生を通じて GHG 発生に寄

与するため、早期の目標達成が求められている。ただし同計画は、2013 年の策定から 10 年経

過することから、実施マニュアル（Program Operation Manual）の改訂及び NSSMP 申請に係る

LGUs の必要書類作成能力向上のための技術協力プロジェクトに係る支援を JICA へ申請済み

であることを確認している。また NSSMP へ申請を行う LGU は、下表の必要事項を準備の上

DPWH へ提出する。 

 目標 1：2020 年までに全ての LGU が浄化槽管理システムを開発し、17 の高度都市化

都市（HUC）が下水道システムを開発する。 

 目標 2：2020年までに約 4,360万人が浄化槽処理施設を利用できるようになり、約 320

万人が下水処理施設を利用できるようになる。

 目標 3：2020 年までに 263 億 PHP が衛生改善プロジェクトに投資される。 

 目標 4：2020 年までに、下水道および浄化槽管理プロジェクトの結果、年間約 3 億

4,600 万キログラムの BOD が環境から転換される。 

表 2-135  LGU による NSSMP へ申請の際の主な必要事項一覧 

項目 内容

1. 下水道／腐敗槽汚泥管理に関

する地方条例
地域の衛生根拠、使用料、運営、管理、罰則を定めたもの

2. マスタープラン及び実現可能

性調査結果

衛生インフラの設計、建設、運営に関する技術的、財政的仕様を定めた単一

または個別文書

3. 覚書

市政府と公共事業の建設業者／運営業者との間のようなパートナーシップが

提案されている場合、請求、回収、運営管理、料金分配など、すべての当事

者の義務と責任を定める覚書が必要となる

4. 融資契約 事業者と融資先銀行間での契約

5. 建築/占有許可 下水/腐敗槽汚泥の質・量に関連する補助的な規制 

6. 環境許可およびその他の規制
事業者は、保健開発センターから環境衛生許可を、DENR からは環境適合証

明書と排出許可を取得する必要がある

7. LWUA からの融資免除
LWUA から既存の融資を受けている地方水道区（Local Water District）は、他

の融資機関から融資を受ける前に、LWUA から融資免除証書を取得する 

132 大統領令 198 号により 1973 年以降 2 万人以上の地方都市に形成された地方法人であり大統領直轄の監理法人で

ある。そのため LGU からの独立組織であるが、1 つ以上の地方都市または地方自治体に給水システムの供給及び運

営を行う。接続件数、総収入、資産価値、純利益、職員の生産性指数により A-D の 4 ランクに分類区分が設定され

ている。
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項目 内容

8. 技術作業部会と住民参加の義

務

成功事業には、プロジェクトの監督及び実施支援のための技術作業部会と、

コミュニティ参加プロセスが存在する

9. 正しく記入された申請書 NSSMP プログラム・オペレーション・マニュアルの P181 に記載 
出典：DPWH 資料 

2) 気候変動対策の取組み状況および課題

(a) サブセクター関係者

フィリピンにおける排水管理の主なステークホルダーを下図に示す。これは、LGU や水道区レ

ベルの地元実施者に基準、ガイドライン、政策を提供する様々な国の政府機関から構成されてい

る。

表 2-136 排水管理における各関係機関・組織の役割 

機関名 責任・役割

国家レベル

国家経済開発局（NEDA） 望ましい短期・長期目標を達成するため、水供給・衛生セクターの課題に取り

組む際の方向性と目標を提示

公共事業道路省（DPWH） 国家下水道・腐敗槽汚泥管理計画（NSSMP）の実施を主導し、下水道と浄化槽

のインフラ整備事業に対し、市と第 1 級自治体に 50%の補助金を提供 

保健省（DOH） 集中汚水処理システムの設立と運営に関するガイドラインを含む、汚水収集、

処理、処分に関するガイドラインと基準を策定

内務自治省（DILG） 水供給と衛生に関連する LGU に指導を行い、規制の遵守状況を監視。 

環境天然資源省（DENR） 

環境管理局（EMB）：水域の水質管理、陸上発生源からの汚染の防止と制御、水

質基準、規制、罰則の執行を行う

国家水資源委員会（NRWB）：公共通水証明書（CPC）と水道法の施行を通じ

て、すべての水資源と水関連活動を調整・規制する

ラグナ湖開発局（LLDA）
DENR の付属機関で、ラグナ湖と 21 の主要支流河川の保護、開発、持続可能性

に責任を負う

国家住宅局（NHA） 低所得者層向けの総合的な社会化住宅を実施する

農業省（DA） 処理汚泥の土地利用規制

マニラ首都圏上下水道シス

テム（MWSS）

マニラ首都圏全域およびカビテ州とリサール州の一部を含むサービスエリアに

おいて、下水道と衛生システムの適切な運営と維持管理をコンセッション会社

（マニラ・ウォーターおよびマニラッド）を通じて行っている

地方水道事業局（LWUA） 水道区に技術支援と財政支援を提供

地方レベル

地方政府（LGU） 生活排水管理と衛生の主要実施者。基本的な衛生サービスが住民に提供される

よう水道区との調整がある

水道区（LWD） 下水の収集、処理、処分施設を提供、維持、運営

国家政府機関の地方事務所 LGU と水道区が規制とガイドラインを遵守しているか監視 

民間事業者

Manila Water 
Maynilad Water Services 

マニラ都市圏を管轄する LGU において上下水道サービスを提供。東側地域を

Manila Water が、西側地域を Maynilad Water Services が管轄しており、それぞれ

マニラ首都圏上下水道システムとコンセッション契約を結んでいる。 
出典：Policy Dialogue and Network Building of Multi-stakeholders on Integrated Domestic Wastewater 

Management in ASEAN Countries, Sep 2020 
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出典： Policy Dialogue and Network Building of Multi-stakeholders on Integrated Domestic Wastewater Management in 
ASEAN Countries, Sep 2020 

図 2-79 生活排水管理における各関係機関・組織の役割 

(b) NDC 政策措置（PaMs）及び気候変動レジリエンス強化のための投資事業

排水セクターについて、DENR-CCSでは下表の通り「NDC 政策措置一覧」及び「気候変動レジ

リエンス強化のための投資事業一覧」をリストアップしている。排水セクターにおいては、下水

処理施設普及のための LGU/LWD の能力開発、技術の取得、試験的実施を含めた技術的・財政的

支援や排水処理施設建設の支援ニーズが高い。地域的なニーズとして、マニラ首都圏及びマニラ

湾以外の地方都市が多くなっている。

表 2-137 NDC 政策措置一覧（排水） 

No. 事業名 障害/課題 支援ニーズ

1 

NSSMP の補助金利用を目

的とした、高度都市および

マニラ湾域外の他の都市に

おける浄化槽および下水処

理施設の拡充

LGU/LWD の技術力不足

及び下水処理施設への高

い投資コスト 

- 下水処理施設普及のため、LGU の能力開

発、技術の取得、試験的実施を含めた技術

的・財政的支援

- LGU/LWD への排水処理施設導入義務付けの

ための既存政策の見直し及び修正

2 
マニラ湾の再建を命じた最

高裁判所命令に従った、排

水処理施設の拡張

マニラ首都圏における排

水処理施設設置のための

用地不足

様々な排水処理技術の評価/デモンストレーショ

ンの実施

出典：DENR 気候変動サービス局：国が決定する貢献（NDC）政策措置一覧, 2023 年 

表 2-138 DENR の気候変動レジリエンス強化のための投資事業一覧（排水） 

No. 地域 事業概要 実施対象エリア

1 Siquijor 排水処理施設の建設 Cang-adieng, Siquijor,

2 Northern Samar 集中型/分散型排水処理の設立 Catubig, Pambujan, Catarman Watershed 

出典：DENR 気候変動サービス局: 気候変動レジリエンス強化のための投資事業一覧, 2023 年



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査

ファイナルレポート

2-295

3) 気候変動対策の取組み状況および課題

排水セクターにおいて特定した気候変動対策への取組み状況及び課題、支援ニーズ等を以下に

列挙する。

(a) 下水道及び腐敗槽汚泥管理の推進

マニラ首都圏では、Manila Water Company, Inc. 及び Maynilad Water Services, Inc.の 2 社がマニラ

首都圏上下水道システム（MWSS）とコンセッション契約を結んでおり、下水道のカバーエリア

は人口比率で 2 社合計で 25.78%、下水設備のカバーエリアは 2 社合計で 82.36%となっている

（2021 年）。カバー人口は 1,400 万人以上であり、マニラ首都圏に加えカビテ州とリサール州の一

部を含んでいる133。 

表 2-139 マニラ首都圏における下水道及び下水設備サービスカバー状況（2021 年） 

項目 マニラウォーター マイニラッド 合計

対象人口 7,793,710 10,457,013 18,250,723

下水道サービス 2,305,198 2,131,501 4,436,699

カバー率 31.46% 21.57% 25.78%

下水設備サービス 5,882,322 8,291,846 14,174,168

カバー率 80.27% 83.91% 82.36%

下水処理場数

(汚泥処理を含む) 
40 23 63

下水道延長 約 300 km 約 600 km 約 900 km 
出典：Regulatory approach towards achieving CWIS in Metro Manila, Philippines, 2021, IWA, Manila Water and 

Maynilad 

出典：Regulatory approach towards achieving CWIS in Metro Manila, Philippines, 2021, IWA 
図 2-80 マニラ首都圏における下水道及び下水設備サービスカバーエリア 

（マニラウォーター：青、マイニラッド：緑）

133 Regulatory approach towards achieving CWIS in Metro Manila, Philippines, 2021, IWA 
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一方マニラ首都圏以外について、NSSMPの下で下水道または腐敗槽汚泥処理事業の国家補助金

を受領した LGU はザンボアンガ市のみであり、2021 年に汚泥処理プラント建設のための実現可

能性調査を実施している。同調査によると、フェーズ 1（初期段階）として、2024 年に 190 m3/日

の処理能力で建設し、2032 年または 2 回目の汚泥除去サイクルの終了時まで目標とする汚泥量を

処理する。フェーズ 2 となる 2032 年までに、70m3/日の処理能力を追加した汚泥処理プラント

（合計処理能力：260m3/日）の建設を開始し、2033 年に運転を開始する予定となっている134。 

(b) DPWH による技術・財政支援

DPWH の環境社会セーフガード局（ESSD：Environmental Social Safeguards Division）は NSSMP

の策定担当部局であり、上述の通り、第 1 級都市及び non-HUCs 以上の各 LGU/LWD から提出さ

れる下水道及び腐敗槽汚泥管理事業計画の審査及び承認を担う。2023 年時点で、上述の NSSMP

に係る国家補助金の申請状況等については下表の通りである。DPWH の負担による準備調査の実

施やコンサルティングサービスを通じて、16 の LGU が申請手続きを行っている。DPWH が実現

可能性調査を実施した 8 自治体の内、補助金申請書類を DPWH へ提出した LGU は現時点でゼロ

であり、国家補助金の受領または申請中の LGU はわずか 3 つに留まっている。 

表 2-140 NSSMP に係る LGU の取組み状況 

LGU/LWD 年 備考

国家補助金受領済

ザンボアンガ市 2018

国家補助金受領決定

コタバト市 2023

国家補助金申請中

タクロン市
書類不備のため、再申請手続き中

ラユニオン州のバクノタン地方政府

準備調査（FS）実施済 
ブトゥアン市 2016

国家補助金申請書類は未提出

カガヤン・デ・オロ市 2016

イロイロ市 2018

バコロド市 2018

プエルトプリンセサ市 2019

ジェネラルサントス市 2019

オロンガポ市 2020

イリガン市 2020

FS 実施前のコンサルティングサービス段階 
オザミス市 2021

ロスバニョス市 2021

アラミノス市 2022

パンガシナン州のパンガシナン地方政府 2022

出典：DPWH 資料 

134 Pre-Feasibility study for the proposed septage management program for Zamboanga City, 2021, USAID 
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また同局の気候変動への取組みは以下の通りであり、その多くは防災分野に関する適応策に該

当し本調査の重点セクターからは対象外となる。

表 2-141 DPWH による気候変動に係る事業一覧 

事業名 2023 年度予定 
１：安全で信頼性の高い国道システムの確保

スリップ、斜面崩壊、地滑りを伴う道路の復旧・復興事業 全国で 3,218,878m2を対象 

国道沿いの排水路の敷設／改良／復旧事業 全国で約 350km 

２：洪水に対する人命と財産の確保

洪水緩和構造物および排水システムの施工／維持管理 1,753 構造物/排水システム 

主要河川内および流域における洪水緩和施設の建設／修復 841 施設 

３：集中的特別支援プログラム

災害関連インフラ・施設の復旧

上水道、浄化槽、下水道、雨水貯留施設の建設・改修 1,689 雨水貯留施設 

出典：DPWH 資料 

(c) 地方水道事業局（LWUA：Local Water Utilities Administration）による技術・財政支援

地方都市及び大都市圏以外の自治体における上下水道システムの開発の促進及び監督が主な責

務となり、全国各地へ設置された地方水道区（LWD：Local Water District）に対し、法律で規定さ

れた専門融資機能を持つ大統領直轄の監理法人である。DPWH が策定担当となっている NSSMP

の対象外となる第 2 級以下の LGU/LWD を同局が管轄している。LWUA においては、対象となる

LGU/LWD に対して集中型排水処理事業実施のための実現可能性調査を NEDA の承認予算の元実

施しており、下表の通り、これまでに 15 の地域で実施済みであり、その後事業実施段階における

資金調達申請を DBM に申請しているが、許可が下りない状態にある。この要因として DPWH 及

び LWUA は以下の点を挙げている。 

 NSSMP の対象外となる第 2 級以下の 1,163 の LGU は政策の優先度が低い傾向にあり、排

水/浄化槽分野に係るマスタープランや下水道システム及び排水処理施設の設計基準や仕

様書の不在に繋がっている。

 DBM の予算承認において、マニラやセブ等の都市圏やマニラ湾の水質改善に影響を与え

る LGU/LWD に優先傾向があり、それ以外の LGU/LWD に許可が下りにくい状態にある 

上述の問題及び課題を通じて、LGU/LWD に対する以下の支援ニーズを特定した。 

 下水/排水分野に係るマスタープラン作成に関する研修の形での技術支援（マスタープラ

ン作成段階）

 下水道システム及び排水処理施設の設計における設計仕様書や設計基準の策定支援（実

現可能性調査実施段階）

 下水/排水事業実施に必要な資金源の確保 



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査

ファイナルレポート

2-298

表 2-142 LWUA による実現可能性調査実施済み地域 

No. LWD 名（LGU 名） No. LWD 名（LGU 名） No. LWD 名（LGU 名） 
1 Metro Bangued (Abra) 6 Moncada (Tarlac) 11 La Carlota City (Negros Occidental) 

2 San Nicolas (Ilocos Norte) 7 Balayan (Batangas) 12 Silay City (Negros Occidental) 

3 Naguilian (La Union) 8 Baao (Camarines Sur) 13 Tanjay (Negros Oriental) 

4 Bayambang (Pangasinan) 9 Metro Roxas (Capiz) 14 Pagadian City (Zamboanga del Sur) 

5 Metro Tuguegarao (Cagayan) 10 Kabankalan (Negros Occidental) 15 Tagum City (Davao del Norte) 
出典：LWUA 資料 

出典：LWUA 資料を元に JICA 調査団作成 
図 2-81  LWUA による実現可能性調査実施済み地域 

また同局の気候変動への取組として、近年の台風激甚化に伴って洪水が頻発していることから、

LWD と協働して気候変動適応策として給水タンクやポンプ室の高架化事業を実施している。 

(d) 関係機関間の調整不足の解消

現在 30 を超える水関連機関があり、国の水資源をめぐる権限や機能が重複し、時には対立さえ

している。こうした政府機関と多様な水資源利用者との間の調整が不十分なため、統合されるこ

となく「サイロ化」された政策や計画立案が行われている。そのため水資源の相互利用を適切に

考慮することなく、上下水道、衛生施設、灌漑、洪水管理、流域管理、沿岸管理など、サブセク

ター、プログラム、プロジェクト毎に政府介入が行われている。また、水資源に関する意思決定

や資金調達の優先順位はしばしば政治的影響力や管轄権に左右され、計画や管理単位となる河川
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流域や帯水層の境界といった水文学的な境界線は考慮されずに実施される135。以上の問題を解決

するために、水資源管理省（DWRM：Department of Water Resource Management）の設立に向けた

法案が 2023 年 4 月現在で下院に提出されているが、未だ法案成立には至っていない。また LGU

レベルでは、水質浄化法（RA9275）において LGU および LWD の双方に浄化槽/下水システムの

設置、運営、管理の権限を与えているが、LGU と LWD の衛生管理に対する政策方針の統一が図

られていない自治区においては、政策の進め方にギャップが生じ、事業の遅延に繋がっている。

NSSMPへ申請の際に必要となるマスタープランの策定や実現可能性調査の実施の際の指針となり

得る公衆衛生条例は市議会（Sangguniang Bayan）の決議で可決されるが、多くの LGUが大統領直

轄機関である LWD のマスタープランの策定や実現可能性調査への参画を望んでいないため、同

条例において LWD の権限が規定されていない。 

4) ドナー支援

JICA および他ドナーの支援状況は下表の通りである。浄化および排水処理に係る事業の実施は、

近年では活発な状況にはない。また LWUAへのドナー支援は、JICAが 1988年から 2007年に渡り

実施した地方都市水道整備事業（技術協力、円借款事業）、1977 年から 2015 年に渡り実施した地

方上水道整備事業他、世界銀行やアジア開発銀行でも 1990 年代から 2000 年代にかけて上水道整

備事業が行われているが、下水/排水処理に対するドナー支援の前例はない。 

表 2-143 各ドナーによる主な支援状況（2010 年以降） 

実施年 事業名 事業内容 対象地域

JICA 

2023 
下水道整備のためのマスター
プラン策定プロジェクト詳細
計画策定調査

下水道や分散型汚水処理による汚水管理のための基
本計画整備、並びに実現可能性調査の作成・実施支
援、ダバオ市および関係機関の能力強化の実施。

ダバオ市

2019 メトロセブ水道区汚泥管理計
画

腐敗槽汚泥処理施設の建設、汚泥収集車・脱水汚泥
運搬車の調達、コンサルティングサービス

セブ市

2018 
分散菌処理システムを用いた
汚水処理改善技術導入案件化
調査

下水道未整備地域における分散菌処理システム
（HMBS）を用いた汚水処理改善技術を活用し、汚
水処理改善のための ODA 案件化および、民間商業
施設向けの事業化に係る調査を実施。

カ ガ ヤ ン ・
デ・オロ市

2016 セブ市浄化槽汚泥の脱水装置
の普及・実証事業業務

汚泥脱水機の長期的運用による効果の検証。導入機
材の継続的運転のための技術指導および管理体制構
築支援。本邦研修およびセミナー開催。

セブ市

2016 マニラ西首都圏下水にかかる
情報収集・確認調査

マニラ首都圏における低い下水道普及率という現状
対し、適応可能な下水道プランの選定およびオプ
ションの提示。

マニラ首都圏

2015 
マニラ首都圏における排水施
設整備に係る情報収集・確認
調査

日本の地下トンネル技術（シールド工法、推進工法
等）を活用した早期事業化の検討を含め、マニラ首
都圏における排水施設整備にかかる情報収集・確認
を行うもの。

マニラ首都圏

2015 環境開発事業促進（腐敗槽汚
泥管理）情報収集・確認調査

汚泥処理技術の紹介を行い、中小企業支援スキーム
および円借款事業の連携を深めるとともに 環境開発
事業化を想定し、必要な情報収集および確認を行い
F/S を実施。 

カランバ市、
アンヘレス市

2014 

「地方都市水道整備事業 (III)
（カガヤン・デ・オロ水道
区）」に係る援助効果促進調査
業務

無収水の現況を確認し、市が現在実施している無収
水削減活動の状況を技術面、組織制度面、財務面か
ら精査し、現状の活動の課題・問題点を把握。また
各課題に対する改善対策の提言を行った。

カ ガ ヤ ン ・
デ・オロ市

135 PDP（2023-2028） 
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実施年 事業名 事業内容 対象地域

2013 
メトロセブ水道区水道事業運
営・管理技術支援プロジェク
ト業務

浄水処理、配水管理、漏水対策、顧客サービスなど
様々な分野における改善プログラムを実施。 セブ市

2012 セブ都市圏上水道および衛生
改善計画調査

セブ都市圏水道区による水源開発、給水システム改
善、顧客管理および制度強化を伴う行動計画の実施
促進のための提案

セブ市

世界銀行

2020 マニラ首都圏下水管理プロ
ジェクト

マニラ首都圏および周辺地域の特定のサブ集水域に
おける排水サービスの改善

マニラ首都圏

2013 マニラ下水整備プロジェクト

行政、制度、規制慣行および既存の法律に不可欠な
調整および改善を通じた水質汚染防止担当機関の効
率性向上。また革新的かつ効果的な排水処理技術の
促進。

マニラ首都圏

ADB 

2014 マニラ首都圏上下水道整備プ
ロジェクト

中長期的な首都圏上下水道システムへの投資プログ
ラムの準備および特定された優先事項（水道橋建
設）に係る実現可能性調査。

マニラ首都圏

出典：JICA, 世界銀行, ADB 他 
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表 2-144 課題リスト（都市環境セクター） 

サブセクター 気候変動とセクターの状況 関連政策 取組み状況（ドナー支援を含む） 課題 問題解決のための支援の方向性

廃棄物  GHG 排出状況 
 2010 年のセクター別 GHG インベントリ

報告書では、排水処理を含む廃棄物セ

クターは、エネルギー、農業、交通セ

クターに次ぐ 4番目に大きな排出源であ

り、国全体の 15%（15.559 Mt-CO2e）を

占める。

 廃棄物部門より 4.996 Mt-CO2e が排出さ

れており、その内 9割以上がメタンガス

として放出されている。

 排水処理を含む廃棄物セクターの GHG
排出予測(NDC 作成時の BAU シナリオ) 

 2023 年次 24.9 百万トン CO2e 排出

 2028 年次 27.6 百万トン CO2e 排出

気候変動に係る国家枠組み戦略

【廃棄物分野の戦略的優先事項】

 エコロジカル固形廃棄物管理法(RA9003)の
実行強化

 廃棄物管理のベストプラクティスの推進

国家気候変動行動計画

廃棄物発生源における分別、廃棄物の回収、

堆肥化、リサイクルの強化

国家開発計画

 IEC（情報・教育・コミュニケーション）

活動を通じた LGU による効果的な廃棄物

管理

課題：LGU の能力不足による効果的な固形・

有害廃棄物管理の進展阻害

 10 年固形廃棄物管理計画の策定状況 
 全体の 85%にあたる 1,355 の LGU が

DENR の承認を受けているが、今後多

くの LGU で更新時期を迎える。

 DENR による技術支援及び能力開発の実

施

 10 年固形廃棄物管理計画の策定時にお

いて、当該 LGU の廃棄物管理担当官を

対象とした技術支援及び能力開発を

行っている。

 DENR の気候変動レジリエンス強化のた

めの投資事業

 固形廃棄物管理マスタープランの開発

WB 支援：2014 年に DENR 支援事業(政策、

計画、環境管理、モニタリング、評価能力強

化支援)を実施しているが、LGU の廃棄物管

理担当官は対象外となっている。

【政策・能力開発】

 LGU における廃棄物管理担当官の不足及

び技術的知見・地域情報の切断・喪失

 廃棄物管理担当官の任命は全体の

3 割に満たない。 
 担当官の交代時に技術的・地域的

知見（地域特有の廃棄物管理問題/
情報やその地域に見合った適切な

廃棄物収集及び投棄方法等）の引

継が行われず、ナレッジプロダク

トフローの切断や無形情報の喪失

が起こっている。

 DENR（中央/地方）及び LGU の廃棄物管

理担当官を対象とした技術的知見及びナ

レッジプロダクトフローの構築推進を行

う。

 講習や研修を通じた LGU の廃棄物管

理担当官に対する技術的知見の共

有。

 DENR（中央/地方）と LGU の廃棄物

管理担当官のナレッジプロダクトフ

ローの構築及びそのローカライズ

化。

気候変動に係る国家枠組み戦略

【廃棄物分野の戦略的優先事項】

 エコロジカル固形廃棄物管理法(RA9003)の
実行強化

 廃棄物管理のベストプラクティスの推進

 気候変動への対処として、国民との対話と

行動変容を通じた適切な廃棄物管理の強化

国家気候変動行動計画

 廃棄物発生源における分別、廃棄物の回

収、堆肥化、リサイクルの強化

 有毒な包装資材及び使い捨て目的の利用規

制

国家開発計画

 IEC（情報・教育・コミュニケーション）

活動を通じた LGU による効果的な廃棄物

管理

 住民による適切な廃棄物処理

 DENR の廃棄物ゼロ月間キャンペーン 
 毎年１月をごみゼロ月間とし、消費

者製品の生産と使用において「循環

型経済」を推進し、発生する廃棄物

の量と有害性を減らすための提唱

キャンペーンを実施している。

 マニラ首都圏開発局（MMDA）による地

域密着型廃棄物管理プログラムの実施

 コミュニティのオーナシップに着目

し、住民の廃棄物管理に関する行動

や慣習を変えることを目的とした地

域密着型廃棄物管理プログラム

（CBSWMP）を 42 箇所のバランガイ

に対して実施している。

 LGU の条例制定 
 RA9003第 48条では不分別の廃棄物収

集を禁止しており、それに従って

LGU では条例を制定している。

JICA 支援：草の根技術協力（地域活性化特

別枠）事業の元、北九州市が中心となり

2017 年よりダバオ市に対して住民啓発、環

境教育を含めた一般廃棄物処理システム構築

プロジェクトを実施中である。

UNDP支援：2021年にケソン市で実施した資

源ごみの電子現金化事業。同事業を通じて適

正な廃棄物管理、住民の廃棄及びリサイクル

に対する意識向上が期待される。

【能力開発】

 廃棄物管理に対するバランガイ/住
民の低い関心度

 2020 年の国会議員のプレスリリー

スでは、全国 7 割のバランガイで

廃棄物の分別収集を行っていな

い。

 フィリピン会計監査委員会の調査

では、住民回答者の 88%が廃棄物

の分別義務を承知しているが、

34%はバランガイや LGU が実施す

る廃棄物管理啓発プログラムに不

参加であった。

 分別義務は把握しているものの、

その必要性に理解のある住民が少

ない。

【政策】

 分別に関する条例が LGU で未制定 
 591 の LGU のうち、12%に当たる

71の LGUで廃棄物の分別に関する

条例が未制定であった。

 LGU の廃棄物管理担当官及び地域住民を

対象とした住民啓発及び環境教育の推進

を行う。

 廃棄物の分別・3R に重点を置いた管

理政策の実施

 地域住民を対象とした廃棄物管理、

3R に関するセミナーの実施。

 地域児童を対象とした環境教育の実

施。

気候変動に係る国家枠組み戦略

【廃棄物分野の戦略的優先事項】

 エコロジカル固形廃棄物管理法(RA9003)の
実行強化

 廃棄物管理のベストプラクティスの推進

国家気候変動行動計画

廃棄物発生源における分別、廃棄物の回収、

堆肥化、リサイクルの強化

国家開発計画

 資源回収施設設置状況及び設置に係る

DENR による補助金 
 2022 年時点で設置率は 40%に留まっ

ている。

 リサイクルやリユースが可能な資源

物（紙、段ボール、ガラス、アルミ

ニウム、ブリキ、プラスチック容器

等）を対象とした資源回収施設設置

のため、LGU/バランガイに対して財

政的援助を実施しているが、資源回

収施設が未設立のバランガイは全国

【能力開発・資金】

 資源回収施設の全国的な不足

 資源回収施設用地を確保できな

い、LGU より設立資金が付与され

ないバランガイ等が存在する。

LGU より設立資金が付与されない

理由として、DENR-EMB の補助金

による資金援助が限定的であり、

設置後の運営資金、土地利用、設

置・運営手順に関する技術的ノウ

 市民と行政の協働による適切な固形廃棄

物管理が行われる。

 LGU 担当者へ、本邦自治体/NGO/市民

団体による廃棄物収集、分別、リサイ

クル・リユースに関する研修の実施。

 LGU のクラスター化の検討及びパイ

ロット事業の実施。

 分別に関する条例が未制定の LGU に

関する調査および条例制定・条例順守

に向けた検討
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サブセクター 気候変動とセクターの状況 関連政策 取組み状況（ドナー支援を含む） 課題 問題解決のための支援の方向性

 住民による適切な廃棄物処理

 資源回収施設の設置等、廃棄物共同施設の

更なる適切運用のための LGU のクラス

ター化の促進

で 6 割に上る。 
 DENR の気候変動レジリエンス強化のため

の投資事業

 資源回収施設の建設

ハウの充足等の要件をクリアした

LGU/バランガイが優先的に選定さ

れるためである。

気候変動に係る国家枠組み戦略

【廃棄物分野の戦略的優先事項】

 エコロジカル固形廃棄物管理法(RA9003)の
実行強化

 廃棄物管理のベストプラクティスの推進

国家気候変動行動計画

廃棄物発生源における分別、廃棄物の回収、

堆肥化、リサイクルの強化

国家開発計画

 廃棄物共同施設の更なる適切運用のための

LGU のクラスター化の促進

 廃棄物転用状況 
 2020 年の全国廃棄物転用率は 46%
 LGU による廃棄物転用率目標の設定 
 RA9003 に準拠し、各 LGU は 10 年固

形廃棄物管理計画で少なくとも 25%の

廃棄物転用率（通常は埋立処分となる

廃棄物量に対して、3R を通じた活動

により非廃棄物となる率）の目標達成

義務があり、RA9003 の施行後 5 年が

経過する 2006 年以降は 3 年毎に転用

率目標値の更新が必要であり、PDP で

は 2021 年の目標値として 75%を掲げ

ている。

 DENR の NDC 政策措置（PaMs）及び気候

変動レジリエンス強化のための投資事業

 有機系廃棄物のコンポスト化

 バイオコンポスト施設建設

 DENR が省令で「廃棄物発電ガイドライ

ン」を施行

 ダバオ市で廃棄物発電事業計画推進

JICA 支援：先行/先進技術を通じた廃棄物転

用を含む廃棄物適正管理能力強化事業をケソ

ン市、セブ市、ダバオ市で実施し、世界銀行

もメタン回収事業を実施している。アジア開

発銀行でも 2019 年に廃棄物転用を通じた廃

棄物付加価値事業を実施している。またレガ

スピ市において、持続可能な有機性廃棄物堆

肥化システムの案件化調査及び普及・実証事

業が実施されている。

【政策・能力開発・技術・資金】

 低い廃棄物転用率 
 PDP では、2021 年の目標値を 75%

と掲げていたが、未達（46.6%）で

あった。

 LGU 内における財政及び技術不足

の問題もあるが、廃棄物管理担当

官の能力不足により、LGU 内の廃

棄物管理全般に対する施策優先度

が低いことも要因の一つとして挙

げられる。

 廃棄物発電施設導入までの高いハー

ドル

 評価、施工、運営、閉鎖に至るま

での計画書や、各種認証取得が必

要となる。

 廃棄物燃焼に対する近隣住民や

NGO からの反対運動、立地や周辺

の土地利用形態といった環境社会

配慮問題

 知事や市長の事業に対する姿勢、

最大 9 年となる任期の制限、選挙

のタイミングといった政治的問題

 DENR（中央/地方）および LGUの廃棄

物管理担当官を対象とした能力開発を

行い、廃棄物中間処理能力の改善を行

う。

 廃棄物分別/堆肥化および市場形成の

可能性、リサイクルに関する研修の

実施。

 法体系を含む廃棄物発電施設の導入

可能性検討

 本邦企業による技術提供を行う。

 LGU のクラスター化の検討及びパイ

ロット事業の実施。

気候変動に係る国家枠組み戦略

【廃棄物分野の戦略的優先事項】

 エコロジカル固形廃棄物管理法(RA9003)の
実行強化

 廃棄物管理のベストプラクティスの推進

国家気候変動行動計画

 オープンダンピングサイトの閉鎖 

国家開発計画

 衛生埋立処分場の設置等、廃棄物共同施設

の更なる適切運用のための LGU のクラス

ター化の促進

 最終処分場の状況 
 衛生埋立処分場は全国で 299 か所稼働

中であり、アクセス可能なLGUは 675
で LGU の 4 割強に留まる。

 DENR によるオープンダンピングサイト

閉鎖宣言

 2021年 5月に全国のオープンダンピン

グサイトの閉鎖達成を宣言した。

 DENR の NDC 政策措置（PaMs）及び気候

変動レジリエンス強化のための投資事業

 有機系廃棄物管理システムの開発

 衛生型埋立処分場の立地適正調査及び

建設

 固形廃棄物管理マスタープランの開発

 処分場におけるメタン・フレアリング

 衛生埋立地からのメタン回収

 環境効率の高い覆土の利用

民間支援：2020 年代に入ってからは民間主

導の廃棄物処理施設建設事業が行われてい

る。（2023、廃棄物処理施設拡充事業：セ

ブ市、香港上海銀行)（2023、統合型廃棄物

処理施設建設事業：ラプラプ市、フィリピ

ン開発銀行)

【能力開発・技術・資金】

 衛生型埋立処分場の全国的な不足

 LGU 内における財政難や廃棄物管

理担当官の交代時の技術不承継の

問題もあるが、現状の衛生埋立処

分場設置基準では、条件を満たせ

ない土地制限や地質制限（石灰

岩）のある LGU（例：島嶼地方、

急峻地、保護区）が数多く存在す

ることも要因の一つとして挙げら

れる。

 最終処分場能力の改善について、

DENR（中央/地方）及び LGUの廃棄物

管理担当官を対象とした能力強化及び

技術支援が行われる。

 技術支援（マスタープラン、設計基

準・仕様書の作成等）の実施。

 最終処分場管理研修の実施。

 LGU のクラスター化の検討及びパイ

ロット事業の実施。

 衛生埋立処分場設置基準の改善余地

の検討



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査

ファイナルレポート

2-303

サブセクター 気候変動とセクターの状況 関連政策 取組み状況（ドナー支援を含む） 課題 問題解決のための支援の方向性

排水

 GHG 排出状況 
 2010 年のセクター別 GHG インベントリ

報告書では、廃棄物セクターは、エネ

ルギー、農業、交通セクターに次ぐ 4番
目に大きな排出源であり、国全体の

15%（15.559 百万トン CO2e）を占め

る。

 排水処理セクターから 10.56 百万トン

CO2e が排出されており、その内 9 割以

上でメタンガスの排出となっている。

 廃棄物セクターの GHG排出予測(NDC作

成時の BAU シナリオ) 
 2023 年次 24.9 百万トン CO2e 排出

 2028 年次 27.6 百万トン CO2e 排出

国家気候変動行動計画

 高度都市の水質改善のための集中型排水処

理システムの研究・採用

 水質浄化法及び国家下水道・腐敗槽汚泥管

理計画の実施の際のギャップ及びニーズ評

価

国家下水道・腐敗槽汚泥管理計画（NSSMP） 
 2020 年までに全ての LGU が浄化槽管理シ

ステムを開発し、17の高度都市が下水道シ

ステムの開発をする。

 2020 年までに約 4,360 万人が浄化槽処理施

設を利用出来るようになり、約 320 万人が

下水処理施設を利用できるようになる。

 2020 年までに 263 億 PHP が衛生改善プロ

ジェクトに投資される。

 2020 年までに、下水道および浄化槽管理

プロジェクトの結果、年間約 3 億 4,600 万

kg の BOD が環境から転換される。

 下水道及び腐敗槽汚泥管理状況 
 マニラ 首都 圏では、Manila Water

Company, Inc. 及 び Maynilad Water
Services, Inc.の 2 社がマニラ首都圏上

下水道システム（MWSS）とコン

セッション契約を結んでおり、下水

道のカバーエリアは人口比率で 2社合

計で 25.78%、下水設備のカバーエリ

アは 2 社合計で 82.36%
 マニラ首都圏以外について、NSSMP

の下で下水道または腐敗槽汚泥処理

事業の国家補助金を受領した LGU は

ザンボアンガ市のみであり、2021 年

に汚泥処理プラント建設のための実

現可能性調査を実施

 DPWH による技術・財政支援 
 DPWH の負担による実現可能性調査

の実施やコンサルティングサービス

を通じて、16の地域が NSSMPに基づ

く国家補助金申請手続きを行ってい

る。

 LWUA による技術・財政支援 
 NEDA の補助金を利用した実現可能

性調査を第 2 級以下の 15 の地方都市

で実施。

 DENR の NDC 政策措置（PaMs）及び気候

変動レジリエンス強化のための投資事業

 NSSMP の補助金利用を目的とした、

高度都市およびマニラ湾域外の他の

都市における浄化槽および下水処理

施設の拡充

 排水処理施設の建設

JICA 支援：ダバオ市の下水道マスタープラ

ン作成を実施中である。またバギオ市におい

て下水インフラ整備にかかる案件化調査が、

カガヤン・デ・オロ市において汚水処理改善

技術導入案件化調査が、それそれ実施されて

いる。

WB 支援：2020 年マニラ首都圏においてマニ

ラ首都圏および周辺地域の特定のサブ集水域

における排水サービスの改善プロジェクトを

実施。

【能力開発・技術・資金】

 LGU および地方水道区（LWD）に

おける下水道及び腐敗槽汚泥管理事

業実施のための能力及び資金不足

 NSSMP の対象外となる第 2 級以下

の 1,163 の LGU は政策の優先度が

低い傾向にあり、下水/排水分野に

係るマスタープランや下水道シス

テム及び排水処理施設の設計基準

や仕様書等の不在に繋がってい

る。

 予算管理省（DBM）の予算承認に

おいて、マニラやセブ等の都市圏

やマニラ湾の水質改善に影響を与

える LGU/LWD に優先傾向があ

り、それ以外の LGU/LWD に許可

が下りにくい状態にある。

 排水処理（施設）の改善が行われる。

 LWUA、LGU、LWD の各担当者の能

力開発のため、分散型及び集中型排

水処理システム、浄化槽処理に関す

る研修の実施。

 技術支援（マスタープラン、設計基

準・仕様書の作成等）の実施。

 LGU/LWD のクラスター化の検討及び

パイロット事業の実施。

出典：JICA 調査団 
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2.2.10 防災

(1) セクターの現状と課題

1) セクターの現状と気候変動の影響

フィリピン統計局のデータによると、2010 年から 2019 年におき発生した自然災害による被害

額は総額で約 4,630 億 PHP、死者は 12,097 人と報告されている。同時期には、建物火災や武力抗

争の人災によって約 945 億 PHP の経済損失が生じているが、自然災害による経済被害はその約 50

倍に相当し、年間平均で約 1,500 名の死者・行方不明者が発生し、約 1 千万人が被災している。 

表 2-145 2010-2019 年に発生したフィリピンの自然災害による被害 

災害種

人的被害（人） 家屋被害（戸）
被害額

(PHP 百万) 死者数 負傷者
行方

不明者数
被災者数 全壊 半壊

台風・季節風/降雨/竜巻等 10,974 42,268 2,612 89,490,959 1,302,655 4,364,491 401,422 

洪水・高潮 117 2 1 610 85 136 423

地震・火山・地すべり等 778 2,724 76 4,238,159 55,289 148,269 7,035

干ばつ・エルニーニョ等 6 0 0 9,395,531 51,003 

病害虫被害等 125 0.14 

その他 97 2,693 

合計 12,097 44,994 2,689 103,125,259 1,358,029 4,512,896 462,576 

出典：フィリピン統計局

OCD のデータベースに累計 1,322 件の自然災害が記録されており、そのうち 35%が地震・火山

活動、29%が洪水・高潮、25%が台風やモンスーン等の季節風による異常降雨である。年間の自

然災害の発生件数は、以下の図に示す通り減少傾向にある。

出典：フィリピン統計局

図 2-82 自然災害発生件数の推移 

2010 年からの約 10 ヶ年で自然災害によって約 1.5 万人が死亡・行方不明となり、約 1 億人が被

災した。

死者数の発生原因の内訳は、台風やモンスーンによる異常降雨、洪水・高潮災害をあわせて



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査 
ファイナルレポート 

 

2-305 

92%となっている。また、災害による被災人口の 87%が台風・モンスーンによる異常降雨、約 9%

がエルニーニョに由来する干ばつ被害によるものであった。 

また過去 10年の自然災害の発生において、最も死者・行方不明者、被害額が大きかったのは、

2013 年に発生した台風ヨランダである。 

2) 気候変動による将来影響 

既述のとおり、21 世紀末までに気温は約 1－2℃上昇し続け、降雨量には大きな変化はないが変

動性と強度が増し、極端な気象がその強さと頻度を増すと予測されている。 

フィリピンが直面する気候変動によるリスクとして、フィリピン国家技術専門家パネル

（NPTE）は、海面上昇、海岸侵食、洪水、台風の頻度増加と激甚化、極度の干ばつ、気温の上

昇および都市部の暑さ指数の上昇、異常降雨、感染症、風のパターン変化、および生物多様性の

損失、を特定しており、気象災害による被害の発生が継続することが予想される。 

3) セクターにおける開発課題 

2040 年までの国家長期ビジョン「AmBisyon Natin 2040 プログラム」や、今後 5 年間の中期開発

計画 PDP2023-2028 において、防災はセクター横断的な重要事項として位置付けられている。 

JICA 支援を受けて実施された「フィリピン国防災セクター戦略策定のための情報収集・確認調

査」（2017 年）では、近年の自然災害履歴を分析した結果、フィリピンにおける災害リスクとし

て、以下が指摘されている136。 

 首都圏及び人口が稠密な都市は多くの資産が災害にさらされている。 

 人口 1 人当りの被害数は、台風の通過が多いリージョン（II、CAR など）が多くなる。 

 台風の強さと被災者数は関連性が高く、フィリピン気象天文庁（PAGASA）の暴風警戒

シグナル（PSWS）との関連性もある程度認められる。 

 ヨランダ災害による被害を除くと、人的被害、家屋被害はフィリピン全国に分散する。 
 比較的開発が遅れている地域は、規模の小さい災害でも被災している。 

(2) 関連政策・計画 

防災分野における気候変動関連政策・計画を以下に概説する。 

1) 災害リスク軽減・管理法（共和国法第  10121 号）Republic Act no. 10121 strengthening the 
Philippine Disaster Risk Reduction and Management System 

フィリピン政府は、2010 年 5 月に「災害リスク軽減・管理法（共和国法第 10121 号）」（DRRM

法）を制定し、従来の災害後対応に加え、予防・軽減を含んだ総合的な災害リスク管理を実施す

るため、「災害リスク軽減・管理（DRRM：Disaster Risk Reduction and Management）」という新た

なアプローチに基づく防災の基本枠組みを打ち出した。この法律により防災管理の国家的なフ

レームワーク、国家防災計画のための組織、予算の適正化などが定められている。 

DRRM 法では、国レベルの災害管理に関する最高意思決定機関である NDRRMC の再編のほか、

 
136 JICA フィリピン国防災セクター戦略策定のための情報収集・確認調査 最終報告書 
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「国家災害リスク軽減管理計画（国家防災計画）（National Disaster Risk Reduction and Management 

Plan：NDRRMP）」の策定、地方管区および LGUs レベルの DRRM 部局（DRRMOs）の設置など

が定められた。 

2) 国家防災計画 2020‐2030 （NDRRMP：National Disaster Risk Reduction and Management Plan） 

DRRM に係る国家レベルの計画として、2011 年に策定、2019 年に改訂された NDRRMP が挙げ

られる。 

最新の NDRRMP 2020‐2030 では、防災管理と気候変動適応、気象や災害リスクに着目した

人々の安全について連携が図られた。当該計画では、Ambisyon Natin 2040、従来の NDRRMP、 

NCCAP、国家安全戦略（NSS：National Security Strategy）で示されたゴールであるリスク削減、

レジリエンス構築、人々の安全と持続可能な開発を達成することを目的としている。 

(3) 気候変動対策の取組み状況 

1) 対策推進組織 

上述のとおり、RA10121 では、新たな組織体制として、国家レベルでは国防大臣を議長とする

NDRRMC を立ち上げた。NDRRMC では、4 つの防災サイクルごとに副議長（DOST、DILG、

DSWD、NEDA）を任命し、副議長機関が NDRRMP に記載された活動を含め、それぞれの DRRM 
活動を推進している。 

NDRRMC は、政策決定、調整、統合、監督、監視、評価といった機能を有し、法で定められ

た 17 の責務を負う。NDRRMC の議長は、災害リスク軽減や管理における人命や財産の保護のた

めに、政府や NGO、市民組織といった機関の施設やリソースを利用するため支援を要請できる。

また本権限には、共和国法第 7077号に定められたとおり災害時における救援・救急活動を支援す

るために予備部隊を召集する権限が含まれる。 

市民防衛局（OCD：Office of Civil Defense）は、NCDRRMC の実施機関として位置づけられ、

戦略的、体系的な取組み、およびハザードに対する脆弱性やリスク軽減、そして災害への対応対

策を率先して推進することにより、総合的な国家市民防衛、および防災プログラムを実施するこ

とを使命とする。 
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出典：アジア防災センター 

図 2-83 国家災害リスク削減・管理評議会組織図 

 

 
出典：市民防衛局 

図 2-84 市民防衛局 組織図 

OCDは、DRRM 法によって国家災害リスク軽減管理評議会 NDRRMCの事務局として DRRM 活

動の中心的組織に位置づけられた。OCD は、それまでの発災後の緊急対応に加え、予防・軽減を

含む多様な防災活動の実施及び促進を実施することが求められるようになり、組織や人材の能力

強化が課題であった。 
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JICA は継続的な長期専門家派遣や「災害リスク軽減・管理能力向上プロジェクト 2012-2015 年」

（フェーズ１） の実施を通じて、OCD が中央防災機関として他の防災関係機関との調整や防災

主流化の促進等を実施できるよう、組織及び人材強化の支援を実施してきた。 

「災害リスク軽減・管理能力向上プロジェクト 2019-2025 年」（フェーズ 2） の開始にあたって

は、LGU における DRRM 活動の展開やモニタリング体制の強化が課題としてあがっており、防

災関係機関を巻き込んださらなる OCD の実施・調整能力強化や地方おける DRRM 活動の促進が

急務とされている。 

2) 気候変動対策予算 

RA10121 では、国家災害リスク削減・管理基金（NDRRMF：National Disaster Risk Reduction and 

Management Fund）および地方災害リスク削減・管理基金（LDRRMF：Local Disaster Risk 

Reduction and Management Fund）を創設した。 

NDRRMF は、防災・減災、予防活動に使用されるとともに、予算年度中および 2 年前までに発

生した災害に対する救援、復旧、復興活動にも活用される。またクイックレスポンス基金

（QRF：Quick Response Fund）は、災害、惨事、疫病、感染症の被害に遭った地域社会や地域の

人々の状況や生活状況を改善するため、救援および復興プログラムに使用される待機資金として

充当される。 

RA10121 は同様に、LGU に対し LDRRMF )から DRRM 活動に資金を提供することを義務付け

ている。 

 LGU の年間予算の 5%以上  
 特別信託基金の 5 年間の有効期間内の LDRRMF の未使用残高。 
 大統領の承認を得た NDRRMF からの資金移管 
 他の LGU やその他の資金源から受け取った資金 
 なお LDRRMF の使用に当たっては LGU 災害リスク削減・管理計画（LDRRMP：Local 

Disaster Risk Reduction master Plan）の策定と整合が必須となっている。 

3) 防災計画立案・実施 

DRRM に係る国家レベルの計画として、NDRRMP が 2011 年に策定、2019 年に改訂されている。

NDRRMP は 2030 年までの長期計画として、防災サイクルの 4 つの項目（災害予防・軽減、災害

準備、災害対応、災害復興）の中に、23 の目的・アウトカム、50 のアウトプットおよび 206 の活

動を掲げるとともに、その実施機関を記載しており、関係機関がそれぞれの責任に基づいて計画

実施を進めている。4 半期に 1 度、各機関から活動報告が上がってきており、OCD が取りまとめ

を行っている。 
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出典：NDRRMP  

図 2-85 国家災害リスク削減・管理計画の体系図 

 

地方レベルの計画としては、LDRRMP が挙げられる。LDRRMP は、RA10121 において全ての

LGU が作成することを義務付けており、NDRRMF を使用する際の根拠となる。 

OCDは LGUのための LDRRMP 作成ガイドラインを作成しているほか、LGU 向けの啓発活動を

実施する等、LGU による LDRRMP 策定を支援している。また、DILG も、総合土地利用計画

（CLUP：Comprehensive Land Used Plans）策定と併せて LDRRMP 策定を支援しており、これらの

結果、既にほとんどの LGU が LDRRMP を策定した。LDRRMP の内容に関しては、OCD がガイ

ドラインに基づいたチェックリストを作成したほか、DILG が LGU による活動の評価システム

（この中に LDRRMP の評価を含む）の構築を進める等、内容の向上を図っている。 

なお現在進行中の JICA「災害リスク軽減・管理能力向上プロジェクト（2019-2025 年）（フェー

ズ 2）」においては、LDRRMP 策定ガイドブックを改良している。 

4) 災害予防・軽減 

RA10201 に基づき、災害予防・軽減に関する取組を推進するのは DOST であり、OCD および他

の国家機関と連携して活動を進めている。 

DOST は、科学に基づいた災害および気候リスク情報を形成し、様々な部門・レベルへ普及さ

せ、政策、計画、予算編成における DRRM-CCA の縦横方向の統合を監督する役割を担う。 

NDRRMP2020-2030 では、災害予防・軽減において、統合リスク管理を科学、政策、実践にお

いて主流化することで、地域社会や政府の現在のリスクに対処し、将来のリスクを軽減すること

を上位目標として掲げている。また目的・活動として、更新されたリスク情報へのアクセス向上

や、各種アセスメントツールの統合、早期警戒システムの整備、住宅対策に取り組むとしている。 
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気象情報提供・災害リスクアセスメントの実施

RA10121 によって、NDRRMC の一つの責務として「多様な参加者による政策、計画に関する

意思決定に役立つツールとして GIS ベースの国家リスクマップや DRRM 情報管理システムの開

発、アップデートと共有（第 6 条(d)）」が挙げられている。 

そのため、フィリピン政府や大学、研究機関によって、多様な気候変動を含む気象情報の提供、

災害ハザード・リスクアセスメントが実施されてきた。主な取組みの概要を下表に示す。

表 2-146 フィリピンにおける災害ハザードマップ・リスクアセスメント事例 

実施機関 実施概要

フィリピン気象天文庁

（DOST-PAGASA） 
 過去の気象観測データ・統計データ保有

 気象モニタリング・アセスメントの実施（例：台風警報等）

 気象および ENSO アドバイス、季節予報、農業気象予測、気候変動予測の提供 

フィリピン

火山地震研究所

（DOST-PHIVOLCS） 

 地質ハザードマップの提供（地震・火山、活断層、地滑り、液状化脆弱性、津

波ハザードマップ等を整備）

 ポータルサイト GeoRiskPH137、地震被害アセスメントツール（REDAS）138、の

開発・公開、政府主導の READY Project の推進 

国家地図資源情報庁

（DENR-NAMRIA） 
 地形基礎データおよび海面上昇静寂性評価の実施

 ポータルサイト GeoPortalPH139において情報公開 

鉱山地球科学局

（DENR-MGB） 
 地すべり・洪水ハザードマップの整備・公開

先 端 科 学 技 術 研 究 所

（DOST-ASTI） お よ び

フィリピン大学レジリエ

ンス研究所（UPRI）

 Project NOAH140において洪水ハザードマップ、地すべりハザードマップ、およ

び高潮ハザードマップを整理・提供

 Project NOAHはDOST主導で2012-2017に実施。その後、UPRIがプラットフォー

ムの管理を継続

DND-OCD Hold National Loss and Damage Registry (NLDR), PhilAware 

出典：JICA 調査団 

早期警戒システムの構築

観測や早期警報システムに関しては、PAGASA、フィリピン科学技術省地震火山研究所

（DOST-PHIVOLCS：DOST-Philippine Institute of Volcanology and Seismology）を中心に、洪水、土

砂、火山、地震、津波等に関するシステムを構築している。

表 2-147 フィリピンにおける早期警戒システム事例 

実施機関 実施概要

フィリピン気象天文庁

（DOST-PAGASA） 
気象・洪水予報システム

 台風の位置と強さをケーブルテレビ、PAGASA のウェブサイト、Twitter、
Facebook アカウント、SMS を通じて 発表 

 主要河川流域に洪水早期警報システム設置

 アンガット、パンタバンガン、アンブクラオ/ビンガ/サンロケ、マガットの遠隔

計測ダム/集水域向けの洪水予測警報システム（FFWSDO） 

フィリピン

火山地震研究所

（DOST-PHIVOLCS） 

津波早期警報システム（TeWS） 
 津波に対して脆弱な沿岸地域に迅速かつタイムリーな警報を提供

出典：JICA 調査団 

137 https://georisk.gov.ph/ 
138 https://www.phivolcs.dost.gov.ph/index.php/information-tool/redas 
139 https://www.geoportal.gov.ph/ 
140 https://noah.up.edu.ph/ 
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国家災害リスク軽減・管理オペレーションセンター（NDRRMOC：National Disaster Risk 

Reduction and Management Operation Center）は、災害時の中央司令室としての役割を担っており、

発生中の災害、あるいは今後起こりうる災害の監視を行う。また注意報や警報、災害状況レポー

トなど、災害に関する情報発信を行う役割を担っている。

災害情報発信を速やかに行うために、NDRRMOC は NDRRMC のメンバー機関や、地方レベル

の災害対策評議会、その他の関係機関との連携・協力を図っており、各機関の観測・報告データ

が集約される仕組みとなっている。同施設は 24 時間体制で運営・管理されている。 

5) 災害準備

RA10201 に基づき、災害準備に関する取組を推進するのは DILG であり、OCD および他の国家

機関と連携して活動を進めている。

NDRRMP では、災害準備に関して、災害による悪影響を予測、対処、回復し、損失や日常生活

の混乱を最小限に抑えるための政府、地域社会、市民組織、民間部門の能力を強化することを上

位目標に掲げ、防災意識啓発や地方の防災部局の能力向上、関係機関の連携強化などに取り組む

ことが示されている。

研修活動の実施

RA10121では、災害リスク削減・管理研修所（DRRM-TI）の設置を規定しており、LGUも含め

た政府職員の能力強化、人材育成を重要視している。

過去の JICA 支援「災害リスク軽減・管理能力向上プロジェクト（2012-2015 年）フェーズ１」

を通じて、National DRRM and Civil Defense Education and Training Plan（NDRRMCDETP）案が策定

され、OCD および地方の防災担当組織である Local Disaster Risk Reduction and Management Officers

（LDRRMOs）の人材育成の方針や研修モジュールが作成された。またコミュニティ向けガイド

ラインおよび研修プログラム案も開発されている。

DILG の LGAにおいても、LGU職員向けの研修を行っており、DRRM‐CCAに関する研修を積

極的に実施している。なお DILG では、CCC と共同で LCCAP 策定のためのガイドラインを作成

し、研修を実施している。

6) 災害対応

RA10201 に基づき、災害対応に関する取組を推進するのは社会福祉開発省（DSWD：

Department of Social Welfare and Development)であり、OCD および他の国家機関と連携して活動を

進めている。

NDRRMP では、災害対応に関して、地域コミュニティや政府のニーズに対応し、リスクに応じ

たタイムリーな対応措置を実施すること、また影響を受けたコミュニティや住民が尊厳ある生活

を継続し、緊急事態の悪化防止、または最小限に抑えることを上位目標に掲げている。

National Disaster Response Plan（NDPR）の策定 
NDRRMC と DSWD は、水災害編、地震・津波編、テロリズム編と 3 種の National Disaster 

Response Plan（NDPR）を策定した。この計画は、対象となる災害被害を受けた地域に対して政
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府が速やかに効果的で適切な対応を行うことを目的としており、災害対応にかかる関係機関の役

割分担を詳細に規定している。また LGUは、域内で発生する災害に対する準備を整え、対応する

ことが義務付けられている。

出典：NDRRMP  
図 2-86 3 種類の国家災害対応計画（NDRP） 

7) 災害復興

RA10201に基づき、災害復興に関する取組を推進するのは NEDAであり、OCDおよび他の国家

機関と連携して活動を進めている。

NDRRMP では、災害復興について、持続可能な開発と「より良いものを再建する」という原則

に沿ったリハビリテーションおよび復興プログラムを通じて、災害による損失からの回復を加速

することを上位目標に掲げている。

フィリピン政府が進める Infrastructure Flagship プロジェクトのうち、洪水対策として 12 件が実

施または準備中である。うち 11 件が海外ドナーの支援を受けており JICA 支援 3 件を含む 5 件が

進行中、2 件が承認済み、4 件が準備中という状況である。 

表 2-148 Infrastructure Flagship プロジェクトにおける洪水対策事業リスト 

出典：Infrastructure Flagship Projects, NEDA 
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LGU による復興計画づくりを支援するためのツール開発 
PlanSmart Ready to Rebuild は、LGU)が包括的な復旧・復興計画を、より迅速に策定できるよう

に開発された Webアプリケーションであり、DOST-PHIVOLCSが NDRRMC、OCD、WBと共同で

開発した（2022 年 9 月公開）。 

このツールは、GeoRiskPH にまとめられた各種データや計算ツールを活用し、計画文書のテン

プレートに入力することで、復旧・復興計画が自動的に作成されることが特徴である。

GeoRiskPH には、各種災害に対応したハザードマップ（HazardHunterPH、GeoAnalyticsPH）や

人口・施設データを確認できるツール（GeoMapperPH）などが集約されたポータルサイトとなっ

ている。これらのデータを使用し、災害種毎の推定被災人口や推定被災施設数が計算され、復

旧・復興計画を作成し、必要な予算申請に使用することが可能となる。

出典：GeoRiskPH ウェブサイト  
図 2-87 災害リスク管理ポータルサイト GeoRiskPH 

情報収集において、様々な機関や組織によって開発されたリスク評価ツール、各種ガイドライ

ンが存在することが判明した。この状況により、LGU は、いつどのツールを使用すれば良いか分

からず、混乱が生じているとの意見が DILG よりあがった。DOST は、NGAs のデータを

GeoRiskPH に統合し、LGU が使いやすい形で提供する必要があるとの認識を示した。

現在進行中の「災害リスク軽減・管理能力向上プロジェクト 2019-2025 年」（フェーズ 2）にお

いても、「多くの LGU は NGAs がどのようなハザード情報を整備しているか、利用可能なリスク

評価ツールにはどのようなものがあるのかを把握していない。また、把握していてもそれをどの

ように入手するのか、ツールなどをどのように使いこなすかを理解できていない。」との指摘が

なされている。

DILG より、LGU が LCCAP の他、LDRRMP、CDP、CLUP 策定の際に、気候リスク評価や GIS

を活用することを含めた技術支援の必要性、DOST より GeoRiskPH の機能拡大の必要性などにつ

いて意見が上がった。
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(4) JICA の支援状況

2008 年に策定された JICA 対フィリピン国防災セクター協力戦略に基づき、従来の構造物対策

を主体とした協力に、2005 年に採択された兵庫行動枠組みに基づく政策レベル及びコミュニティ

レベル等の非構造対策の促進を組み合わせ、様々な協力が実施されてきた。

JICA 支援を受けて実施された「フィリピン国防災セクター戦略策定のための情報収集・確認調

査」（2017 年）では、新たな JICA 対フィリピン国防災セクター協力戦略（案）が提示されており、

戦略目標として「安全で強靭なフィリピン」、戦略的成果として、「人命、暮らし、経済的資産が

自然災害から守られる」を掲げ、同成果のために 3 つの優先活動と 2 つの配慮事項を規定してい

る。

出典：JICA 
図 2-88  JICA 対フィリピン国防災セクター協力戦略（案） 

これらの協力方針に基づく、防災分野における JICA の支援実績は、以下のとおりである。 

表 2-149 フィリピンにおける防災セクターの JICA 協力案件の状況 

プロジェクト名 事業形態 期間／締結年月

気候変動下での持続的な地域経済発展への政策立案のための

ハイブリッド型水災害リスク評価の活用
技協 2021 年 6 月～2026 年 6 月 

高品質な気象観測・予報・警報情報能力強化プロジェクト 技協 2021 年 2 月～2024 年 2 月 

災害リスク軽減・管理能力向上プロジェクト（フェーズ 2） 技協 2019 年 9 月～2024 年 9 月 

フィリピンにおける極端気象の監視・情報提供システムの開

発
技協 2017 年 4 月～2022 年 5 月 

気象観測・予報・警報能力向上プロジェクト 技協 2014 年 5 月～2017 年 5 月 

台風ヨランダ災害緊急復旧復興支援プロジェクト 技協 2014 年 2 月～2016 年 10 月 

災害リスク軽減・管理能力向上プロジェクト（フェーズ１） 技協 2012 年 3 月～2015 年 2 月 

フィリピン地震火山監視能力強化と防災情報の利活用推進 技協 2010 年 2 月～2015 年 2 月 

大規模地震被害緩和のための橋梁改善調査プロジェクト 技協 2012 年 2 月～2013 年 12 月 

台風オンドイ・ペペン後緊急インフラ復旧事業 有償 借款契約（L/A）調印：2010 年 5 月 

ピナツボ火山災害緊急復旧事業（3） 有償 借款契約（L/A）調印：2007年 12月 

カガヤン・デ・オロ川流域洪水予警報システム改善計画 無償 贈与契約（G/A）：2018 年 6 月 

ラワアン市およびマラブット市行政庁舎再建計画 無償 贈与契約（G/A）：2015 年 12 月 
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プロジェクト名 事業形態 期間／締結年月

台風ヨランダ災害復旧・復興計画 無償 贈与契約（G/A）：2014 年 5 月 

広域防災システム整備計画 無償 贈与契約（G/A）：2012 年 6 月 

マヨン火山周辺地域避難所整備計画 無償 贈与契約（G/A）：2011 年 8 月 

気象レーダーシステム整備計画 無償 贈与契約（G/A）：2009 年 11 月 

カミギン島防災復旧計画 無償 贈与契約（G/A）：2009 年 6 月 

パンパンガ河およびアグノ河洪水予警報システム改善計画

（第 2 期） 無償 交換公文（E/N）：2008 年 10 月 

パンパンガ河およびアグノ河洪水予警報システム改善計画

（第 1 期） 無償 交換公文（E/N）：2007 年 7 月 

第二次地震・火山観測網整備計画（第 2 期） 無償 交換公文（E/N）：2002 年 6 月 
出典：JICA ウェブサイト情報をもとに調査団作成 
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2.2.11 水資源

(1) セクターの現状と課題

1) セクターの現状と気候変動の影響

フィリピン統計局によれば、2019年から 2020年にかけて、国全体の総取水量は、216.85十億立

方メートル（bcm）から 218.46 bcm へと 0.8%増加した。2010 年から 2020 年にかけて、平均する

と、総取水量の 98.1 パーセントは湖、人工貯水池、川、小川などの地表水からのもので、残りの 

1.9 パーセントは地下水からである141。 

出典：PSA 
図 2-89 フィリピン国全体の総取水量の推移（2010-2020 年） 

汲み上げられた水の 98.6 パーセントは自家使用分であり、残りの 1.4 パーセントは他の経済セ

クターへ配水されている。

2010 年から 2020 年にかけて、自家用取水量が最も大きかったのは電力部門 (58.6%) であり、次

いで、農林水産業（33.8%）、鉱業、採石業、製造業、建設業（5.3%）、サービス業と家庭（2.4%）

となった。なお電力部門、特に水力発電では水を消費することなく、元の場所に戻されることに

留意する必要がある。

2010 年から 2020 年にかけて、配水量の半分以上(51.0%)が家庭で使用された。次いでサービス

業（36.7%）、鉱業、採石業、製造業、建設業（11.1%）となった。配水量が最も少ないのは農林

水産業と電力である。一般に、サービス部門と家庭は、LGU の水道システムに接続されている。 

141 PSA Press Release: https://psa.gov.ph/content/countrys-overall-water-use-efficiency-decreased-while-water-stress-remains-
low-level 
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出典：PSA 
図 2-90 自家用取水及びその他セクターへの配水の内訳（2010-2020 年平均） 

利用可能な水資源に占める取水量の割合(水ストレス)は、2019 年の 26.3%から 2020 年の 26.7%

へとわずかに増加した。2010年から 2020年までの最高レベルは 2018年に観察され、28.2%であっ

た。 2010 年以降の水ストレスの年間レベルは、一貫して 25 ～ 50 %に収まっている。 

出典：PSA 
図 2-91 利用可能な水資源に占める取水量の割合（水ストレス）の推移（2010-2020 年） 

2) 気候変動による将来影響

世界資源研究所が実施した調査では、フィリピンは 2040年までに「高度な」水不足に見舞われ

ると予測している。同国は、2040年に最も水不足に陥る可能性が高い国は 167か国中 57位にラン

クされている142。

地球温暖化はエルニーニョの影響を悪化させることが予想される。過去 10 年において 2015 年、

2019 年に大きな被害が確認された。フィリピン統計局データによれば 2015 年には 6,962,727 人、

2019 年には 2,432,804 人がエルニーニョ関連の干ばつと日照りの影響を受けたと報告されている

143。 

142 National Integrated Climate Change Database Information and Exchange System: https://niccdies.climate.gov.ph/climate-
change-impacts 
143 PSA Press Release: https://psa.gov.ph/content/damages-due-natural-extreme-events-and-disasters-amounted-php-463-billion 
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(2) 関連政策・計画

水資源分野における気候変動関連政策・計画を以下に概説する。

1) National Climate Change Action Plan (2011-2028) Action plan II Water Sufficiency

国の水の充足に関する戦略は、水資源を持続的に管理し、公平なアクセスを確保することであ

り、以下の 3 つの短期目標を掲げている。 

 気候とジェンダーに対応した水ガバナンスの再構築 

 持続的な水供給と、安全で手頃な価格の水へのアクセス確保 

 気候変動に適応するための水セクターに関する知識と能力強化 

設定された短期目標に対して計画されている成果、活動を以下に示す。

表 2-150 NCCAP に示される目標、成果、活動（水の充足） 

短期目標 1：気候とジェンダーに対応した水ガバナンスの再構築 
成果 1.1 
IWRM と気候変動適応のた

めの政策環境の有効化

活動 1.1.1 水ガバナンス構造の合理化 

成果 1.2 
水資源とインフラストラク

チャーの気候変動適応と脆

弱性軽減策の実施

活動 1.2.1  流域と河川流域のプロファイリングの完了 
活動 1.2.2  水資源とインフラ（貯水池、ダム、上下水処理施設、配水システムな

ど）のジェンダー別の脆弱性とリスク評価を実施し、適応策を特定

活動 1.2.3  優先流域および河川流域に対する 気候変動適応計画を策定・実施 
活動 1.2.4  劣化した流域および河川流域の修復、既存環境を保全 
活動 1.2.5  水セクターの気候変動行動計画のための資金計画を検討し、策定する 

短期目標２：持続的な水供給と、安全で手頃な価格の水へのアクセス確保

成果 2.1 
水道システムの需要と供給

の管理改善

活動 2.1.1 様々な水文条件や気候シナリオの下での水資源需給分析の実施 
活動 2.1.2 気候変動の潜在的な影響を考慮するために、既存の給水システムと利

用者の管理プロセスを必要に応じて見直し、修正

活動 2.1.3 貯水技術の実装 

成果 2.2 
地表水と地下水の水質改善

活動 2.2.1 浄水法と国家汚泥・下水道プログラムの実施 
活動 2.2.2 衛生インフラの改善 

成果 2.3 持続可能な水供給

への男女の平等なアクセス

改善

活動 2.3.1 安全な水の普及率向上 
活動 2.3.2 期間限定の地下水汲み上げライセンスを導入して、極端な気候条件に

柔軟に対応

短期目標３：気候変動に適応するための水セクターに関する知識と能力強化

成果 3.1 統合的水資源管理

（IWRM）と適応計画に関

する知識と能力向上

活動 3.1.1 IWRM と適応計画に関する関連政府機関の能力開発 
活動 3.1.2 水資源データベースと情報システムを改善および更新 
活動 3.1.3 水と気候変動に関するジェンダーに配慮した研究開発アジェンダの策

定

活動 3.1.4 水と気候変動に関するジェンダーに対応した知識製品を開発 
3.1.5 民間部門、学界、市民社会組織と協力して IEC を全国的に実施 

出典：National Climate Change Action Plan 2011-2028 の Annex-A を基に調査団作成 

2) Philippine Water Supply and Sanitation Master Plan （PWSSMP）2021–2030

フィリピン給水・衛生マスタープラン（PWSSMP）は、政府と民間パートナーが 給水と衛生

（WSS：Water Supply and Sanitation）へのユニバーサルアクセスを達成するための国家行動計画で

ある。PWSSMP は、2004 年の浄水法、PDP（2017-2022）、および国連の持続可能な開発目標 

（SDG：Sustainable Development Goals） に規定されている WSS 関連の目標達成に向けた方向性を
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以下のとおり定めている。

 現在および潜在的な問題対する戦略と政策改革の提案

 短期、中期、長期の優先プログラムとプロジェクトの特定

 フィリピン水道セクターロードマップ（PWSSR：Philippines Water Supply Sector Roadmap）

とフィリピン持続可能な衛生ロードマップ（PSSR：Philippines Sanitation Sector Roadmap）

を 1 つの包括的な計画に統合 

 モニタリングと評価（M&E：Monitoring and Evaluation）システムの策定

また、詳細資金計画および投資プログラム、17 地域ロードマップ、PWSSMP データ ブックお

よび WSS 管理システムを定めている。 

3) National Irrigation Master Plan (2020‐2030)

NIMP 2020-2030 は、持続的な灌漑開発と農業生産の多様化を通して農家の競争力を高めること

で、食糧安全保障と貧困削減を実現するための国家レベルの灌漑開発マスタープランである。こ

の計画では、2020 年から 2030 年までの間に、新規事業、復旧事業、多目的事業を通して約 68 万

ha の新たな灌漑開発を実施することを目標とする。 

4) Philippine Development Plan (2024-2028)

PDP 2024-2028 では、水資源にかかる目標として、水の安全保障、水システムの生態学的完全

性、および水災害に対する回復力の達成を掲げている。

水資源セクターの戦略は、土地、水、沿岸資源の計画と管理に適用される 統合的水資源管理

（IWRM：Integrated Water Resources Management）を通じて効果的な水ガバナンスを行うことであ

り、この戦略の主な柱として以下が示されている。

 効率的な水インフラ整備と管理を通じた水利用の確保

 競合する水利用に対する効率的な水の割り当て

 地表水・地下水の水質の維持・向上

 良好な衛生状態と排水の確保

 土地、水、沿岸資源の保護

 ダム関連を含む、水および沿岸の危険から生命と財産を保護

 洪水制御と干ばつ緩和

(3) 気候変動対策の取組み状況

1) 対策推進組織

水資源の開発、管理および利用に関する代表的な機関およびその根拠となる法制度を以下に示

す。
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表 2-151 水資源管理に関するサブセクターおよび主要組織 

サブセクター 組織 根拠法

水資源開発・管理 国家水資源評議会（NWRB） Water Code（Presidential Decree No.1067）および同法の
施行令。
https://www.officialgazette.gov.ph/1976/12/31/presidential-
decree-no-1067-s-1976/ 
2002 年大統領令 No.123 
2010 年大統領令 No.860 

水道事業 マニラ首都圏上下水道公社
（MWSS） 
地方上下水道公社（LWUA）： 
地方政府（LGUs） 

Republic Act No.6234 (1971) 

Presidential Decree No.198 (1973) 

Local Government Code (Republic Act No.7180 (1991) 
灌漑事業 国家灌漑庁（NIA） Free Irrigation Act (Republic Act No.10969) Agriculture and 

Fisheries Modernization Act of 1997 (Republic Act No.8435) 
治水事業 公共事業道路省 (DPWH) 

地方政府（LGUs） 
Republic Act No.10121 
Local Government Code (Republic Act No.7180 (1991) 

出典：JICA 調査団 

2) 気候変動対策予算

気候変動対策として位置づけられている水分野の予算は年々増加する傾向にあり、また全体に

占める割合も高い。具体的な取組は、気候変動を考慮した治水・排水システムなど水インフラの

設計基準づくりや、水インフラの建設・拡張である。

出典：National CCET PAPs Figures 2017-2023, CCC 
図 2-92 水の確保に関する気候変動予算の推移 

3) 気候変動適応対策の状況

フィリピンでは、1990 年代より水不足の問題が指摘されてきたが、人口増加や経済発展により

水需要は年々増大する一方、適切な対策が取られてこなかった。その結果 2019 年にはエルニー

ニョ現象の影響による少雨によって水不足が深刻化し、大きな社会問題となった。

現在、水分野の気候変動対策として実施されているのは全て適応策であり、具体的には、洪水

対策インフラプロジェクトに重点を置き、DPWH とマニラ首都圏開発庁（MMDA：Metropolitan 

Manila Development Authority）がこれを実施している。また DOST-PAGASA も洪水予測、水文気

象サービス、ダム運用に向けた早期警報システム、総合的な水文データ管理システムの構築など

の取組みを実施している。
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(4) セクターが抱える問題・課題

1998年に JICAは「全国総合水資源開発計画調査」実施し、全国 12の水資源区を対象に 2025年

を目標年次とした水収支を分析・評価し、その結果、マニラ、セブ等の都市において近い将来水

需給がひっ迫することが分かった。フィリピン政府は同調査の結果を活用し、組織再編成、法令

整備の提言、水文情報および上下水道セクター情報のデータベース化等を一部実施したが、調査

で提案されていた大規模事業の大部分は実施に至らなかった。

PDP 2023-2028 によれば、フィリピンでは 30 を超える水資源関連組織が存在し、それらの権限

が重複、ときにはその機能の競合が生じている。

前政権において「Apex Body」としての水資源省（DWR：Department of Water Resources）の設

立が検討され、マルコス Jr.現大統領も、2022 年 7 月の最初の国家演説で、DWR の創設を優先課

題の 1 つと宣言した。DWR は、水関連機関 /局 /課などを１つの部門に統合する方向性を目指して

いる。また、DWR 設立と並行して、DWR の下に置かれる独立した準司法的な規制機関である

Water Regulatory Commission （WRC）の創設も提案されている。その様な中、Water Resources 

Management Office（WRMO）設立のための大統領令（E.O. No.22, 2023）144が 2023 年 4 月 27 日に

制定された。この WRMOは、水資源省が設立されるまでの暫定的な機関として、DENRの下に設

立されたものであり、水資源の利用可能性と持続可能な管理を確保するために、政府のあらゆる

取組みと規制活動の統合と調和を主に担当するものとされている。

DENR によれば、DWR 設立は国会承認をもってなされる。2023 年 10 月現在、水関連機関 /局 / 

課の管轄業務と統合に向けた意向確認が進められており、設立時期は未定である。

現在、政府承認を受けている水資源開発にかかるプロジェクトは 15 件あり、うち 10 件はフィ

リピン国政府予算、うち 1 件は PPP、残る７件が、国際ドナーの支援を受けて実施するものであ

る。

フィリピン政府が進める Infrastructure Flagship プロジェクトのうち、水資源開発・リハビリに

かかるプロジェクトは 15件あり、うち 10件がフィリピン国政府予算、PPPが 1件、残る７件が、

以下に示す国際ドナー（ADB、中国、韓国）の支援を受けて実施するものとなっている。 

表 2-152 Infrastructure Flagship における水資源関連事業リスト（ドナー支援） 

出典：Infrastructure Flagship Projects, NEDA 

144 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2023/04apr/20230427-EO-22-FRM.pdf 
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(5) JICA の支援状況

水資源分野における 2000 年以降の JICA の支援実績は、以下のとおりである。水分野の課題に

対応するために、JICA は 2021 年より全国水資源開発・管理計画策定のために必要な情報収集を

行い、水需給ギャップの大きい地域に対して実効性のある施策案を提案することを目的として、

「全国水資源開発・管理のための情報収集・確認調査」を実施している。

更に 2023 年度には専門家派遣を予定しており、水資源管理に関する諸問題への対応、及び基礎

情報収集・確認調査における提案の効果的な実施に向けて、PDP・政策文書・法令等への政策的

助言、統合水資源管理マスタープラン策定・実施に対する支援を行うことにより、当該分野の職

員の能力向上を図り、もってフィリピンの統合水資源管理に資することを目指している。

表 2-153 水資源セクターの JICA 協力案件の状況 

プロジェクト名 事業形態 期間／締結年月

ダバオ市治水対策マスタープラン策定プロジェクト 技協 2018 年 11 月～2020 年 10 月 

地方水道改善プロジェクト 技協 2005 年 7 月～2012 年 3 月 

治水行政機能強化プロジェクト 技協 2005 年 7 月～2010 年 6 月 

パッシグ・マリキナ川河川改修事業（フェーズ 4） 有償 借款契約（L/A）調印：2019 年 1 月 

カビテ州産業地域洪水リスク管理事業 有償 借款契約（L/A）調印：2017 年 11 月 

洪水リスク管理事業（カガヤン・デ・オロ川） 有償 借款契約（L/A）調印：2015 年 3 月 

パッシグ-マリキナ川河川改修事業（3） 有償 借款契約（L/A）調印：2012 年 3 月 

洪水リスク管理事業（カガヤン川、タゴロアン川、イムス川） 有償 借款契約（L/A）調印：2012 年 3 月 

パッシグ-マリキナ川河川改修事業（2） 有償 借款契約（L/A）調印：2007 年 2 月 

イロイロ洪水制御事業（2） 有償 借款契約（L/A）調印：2002 年 3 月 

アグノ川洪水制御事業（2-B） 有償 借款契約（L/A）調印：2001 年 5 月 

ラオアグ川治水・砂防事業 有償 借款契約（L/A）調印：2001 年 5 月 

メトロセブ水道区上水供給改善計画 無償 贈与契約（G/A）：2014 年 4 月 

地方都市水質改善計画（第 2 期） 無償 交換公文（E/N）：2003 年 8 月 

地方都市水質改善計画（第 1 期） 無償 交換公文（E/N）：2002 年 6 月 

出典：JICA ウェブサイト情報をもとに調査団作成 
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2.2.12 民間導入促進

民間セクターはフィリピン経済のドライバーであり、多くの雇用を生み出し国の発展に貢献し

ている。民間セクターの取組みなしでは GHG 削減の目標達成は不可能である。民間企業活動に

よる GHG排出量の精緻な計算は困難であるものの、詳細な内訳が公開されている 2010 年の GHG

インベントリにて IPPU 分野で計上されている 8.363 百万トン CO2e、エネルギー分野において製

造業・建設業で計上されている 12.040 百万トン CO2e の計 20.403 百万トン CO2e だけでも全排出

量の 19%を占める。また、フィリピンでは電力自由化が進んでおり、発電から送配電に至るまで

多くの民間企業が関わっており、再生エネルギーの導入においても民間企業が果たす役割は大き

い。民間企業が GHG 削減に積極的に取り組むことは NDC 目標の達成につながるだけでなく、新

たな市場や技術、国際競争力の向上や雇用創出、投資や資金調達の引き寄せにもつながり、フィ

リピン経済にもプラスのインパクトを与えることが期待される。

また同時に民間企業の経済活動は GHG 排出源でもあり、経済活動の中で、利益や雇用を守り

ながら、新たな技術や手法の採用を通じて GHG 削減の努力を行っていくことが求められる。具

体的には再生可能エネルギーの導入、省エネルギー技術の導入やビジネスプロセスの最適化、持

続可能なサプライチェーンの構築、持続可能な都市開発の促進、環境に配慮した商品やサービス

の提供など新たな市場の開拓、持続可能なビジネスプラクティスの普及、リサイクル率の向上な

どが例としてあげられる。

一方自然災害の被害を受けやすいフィリピンにおいて、企業は気候変動の影響に対する適応策

に対する認知が広がっており、対策を取っている企業も増えている。

(1) 民間促進に関わる現状および課題

フィリピン政府は気候変動対策を民間企業に義務付けておらず、現在取られている対策は企業

の自助努力によるものであるが、取組みを義務化あるいは後押しするような各種政策が発表・施

行されている。ここでは、企業の取組みについて、1) 課せられている義務、2) 与えられているイ

ンセンティブ、3) サステナブル・ファイナンス/グリーンファイナンス、4) フィリピンの民間団体

や民間企業における活動、5) SDGs への取組み 6) 経済特区（Special Economic Zone、SEZ）におけ

る取組み、7) フィリピンに進出する日本企業が抱える課題について記す。また、民間導入促進に

関わる強化プログラム案については産業をはじめそれぞれのセクターにも記載しているものの、

本項において民間導入促進のための提言について記載する。

1) 民間企業に課せられている義務

民間企業は大小を問わずフィリピンの国内法への遵守が求められる。環境に関してもビジネス

の遂行にあたり以下のような法律に定められた一般的な排出基準や環境配慮に従う必要がある。
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表 2-154 フィリピンにおける環境関連法令にて企業に求められる行動 

法令名 企業に求められる行動

Clean Air Act of 1999 
(RA8749) 

空気の品質の改善を目的とし、大気汚染の防止と管理に関する法律。排
出基準を定め、汚染物質を排出したものが処理費用を負担するまたは予
防措置を講じる Polluters Pay Principle を明確に打ち出し、工場・精製所や
発電所など固定汚染源となる施設からの排出基準順守を求めている。

Extended Producer Responsibility on 
Plastic Packaging Waste (RA11898) 
拡大生産者責任法（EPR 法） 
＊2.2.6 にて詳細記載 

商品のパッケージ、輸送等に利用したプラスチックを回収してリサイク
ル/適正処理することを義務付ける法律。2023 年は前年利用量の 20%で
2028 年までに段階的に 80%まで引き上げ

Ecological Solid Waste Management 
Act of 2000 (RA9003) 

生態的固体廃棄物管理法。適切な廃棄物処理と再利用を促進し、不法投
棄を防ぐための法律。企業は廃棄物の適切な処理に従う必要がある。

Philippine Mining Act of 1995 
 (RA7942) 

フィリピン鉱業法。鉱業に関する基本法であり、鉱山業者に対して環境
保護や社会への配慮を求めるもの。

Water Code of the Philippines 
(RA1067) 

フィリピン水資源法。水資源の持続可能な管理と利用を規定する法律。
水源や水域の保護に関する事項が含まれる。

Philippine Environmental Impact 
Statement System (大統領令 1586) 

フィリピン環境影響評価制度。プロジェクトや活動が環境に与える影響
を評価し、必要な環境許認可を取得するための法制度。

National Integrated Protected Areas 
System (RA7586) 

国家統合保護地域制度法。フィリピンの生態系や自然環境を保護するた
めの法律で、特に生態学的に重要な地域における活動について規定。

出典：調査団

EPR 法への遵守については 2.2.6（7）で法令の詳細や課題について触れており、対象となる日

本企業へのインタビューや関係省庁へ聞き取りを経て、3.1.2(3)にて協力プログラム案を記載して

いる。また、政府機関における取組みが主体ではあるが、上記 Ecological Solid Waste Management 

Act（生態的固体廃棄物管理法）の実行強化については、都市環境セクターの強化プロジェクト

として、廃棄物管理プログラム、廃棄物中間処理能力プログラム、最終処分場収容能力改善プロ

グラムを検討した（詳細は 3 章で後述する）。特に廃棄物管理プログラムおよび廃棄物中間処理能

力プログラムは行政のみならず、民間セクターや市民を巻き込んで廃棄物処理や分別・リサイク

ルにかかる意識の向上を目指していくものである。

 上場企業による Sustainability Report の提出 

上記環境関連の法令に加えて、Sustainability Report の提出は 2019 年より証券取引委員会

（Securities and Exchange Commission、SEC）により、上場企業(Publicly Listed Companies:  PLCs)に

対して課せられた義務である（SEC メモランダム 2019-4）。義務化される 2019 年以前は PLCs の

22%のみが Sustainability Reportを作成していたが、SECの 2023年 10月 5日のプレスリリース 2023-

75 によれば、2022 年度では対象企業 286 社のうち 96%が Sustainability Report を提出している。提

出 は Annual Report と と も に SEC Electronic Filing and Submission Tool (eFAST、

https://efast.sec.gov.ph/user/login)を用いる。 

Sustainability Report の作成にあたっては、SEC メモランダム 2019-4 で対象企業に対してレポー

ト作成のインストラクションが発表され、標準フォーマットが Appendix として示されている。ガ

イドラインは以下の 4 つの国際フレームワークを基に作成されている。

 GRI（Global Reporting Initiative）のサステナビリティ報告基準

 国際統合報告評議会（IIRC：International Integrated Reporting Council）の統合報告（IR）

フレームワーク
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 米国サステナビリティ会計基準審議会（SASB：Sustainability Accounting Standards Board）

のサステナビリティ会計基準

 気候関連財務開示タスクフォース（TCFD）の勧告 

既に他の国際標準を用いて Annual Report の一部等として作成されている場合には独自のフォー

マットの利用も可能とされているが、気候変動にかかわる項目については SEC の標準フォーマッ

トでカバーされている内容に準拠することが推奨されている。

Disclosure Topics（開示項目）は Economic、Environment、Social、SDGs の章で構成されており、

それぞれの章で記載すべき項目は下表の通りである。

表 2-155  Sustainability Report 開示項目 

章 Disclosure Topics（開示項目） 
Economic ・ 経済パフォーマンス（Economic Performance）

・ 調達慣行（Procurement Practices）
・ 汚職防止（ Anti-Corruption）

Environment ・ 資源利活用（Resource Management）
・ 環境影響管理（Environmental Impact Management）
・ 固形及び有害廃棄物管理（Solid and Hazardous Wastes）
・ 環境コンプライアンス（Environmental Compliance）

Social ・ 従業員管理（Employee Management）
・ 職場環境（Workplace Conditions）
・ 労働基準（Labor Standards）
・ 人権（Human Rights）
・ サプライチェーンマネジメント（Supply Chain Management）
・ 地域社会との関係（Relationship with Community）
・ 顧客管理（Customer Management）
・ データセキュリティ（Data Security）

SDGs SDGs の 17 のゴールについて、企業が製品やサービスを通じてどのように貢献でき

るかを記載

出典：SEC Format 17-A より調査団作成 

下表に示すとおり GHG 排出量をはじめ、電力・水・資源などの利用量や排出する廃棄物・排

水量や処理方法などについて記載することとなっている。

表 2-156  Sustainability Report の Environment 章にて記載が求められている項目の詳細 

セクション 主な記載内容

資 源 利 活 用 （Resource 
Management） 

電力利用量（エネルギー源ごと）と節電量

水利用量とリサイクル量

資源利用量

土地利用

環 境 影 響 管 理 （Environmental 
Impact Management） 

GHG 排出量（Scope1 直接排出量および Scope2 電力などのエネル

ギー調達に伴う間接排出）

大気汚染物質排出量（NOx、SOx など） 

固形及び有害廃棄物管理（Solid 
and Hazardous Wastes） 

固形廃棄物排出量およびそれらの各処理方法

有害廃棄物排出量

排水量および再利用量

環 境 コ ン プ ラ イ ア ン ス

（Environmental Compliance） 
コンプライアンス違反により受けた金銭的および非金銭的罰

出典：SEC Format 17-A より調査団作成 
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また、開示項目の各章ごとに Materiality Assessment（重要課題の特定）と Management Approach

についての記載が求められている。

Materiality Assessment（重要課題の特定）では、組織の著しい経済的・環境的・社会的影響や投

資家を含むステークホルダーの評価や意思決定に実質的に影響を与えるような情報、短期・中

期・長期的に組織の体制に実質的に影響するような事項について記載する。

Management Approach（マネージメントアプローチ）では GRIの基準に従い、緩和や適応に向け

た企業のアクションの具体的な記載が求められている。

 ESG に関連する社の方針 

 ESG に関連する社のコミットメント（規制遵守や国際基準への適合など） 

 達成すべき目標とタイムライン（ベースライン、期待される結果、タイムライン）

 社内においての責任者の任命状況とその責任を業績評価やインセンティブと連動してい

るかどうか

 目的を達成するために割り当てられた財務的・人的・技術的資源

 苦情処理メカニズム

 ネガティブな影響の回避や緩和、改善に向けた行動へのプロセス・プロジェクトなど具

体的な行動

EY グループの SGV 社が 2022 年に発表した「Beyond the Bottom Line 2nd Edition: Sustainability 

Landscape in the Philippines」145では、2019年に 73社、2020年には同じ 73社に 45社を追加した 118

社の提出した Sustainability Report をレビューした分析結果が示されている。それによれば、60%

以上の企業が SEC のフォーマットを利用しているものの、多くの企業がそれ以上の情報を盛り込

んだ Sustainability Report を作成したり、Annual Report の中にも Sustainability Report の概要を記載

しており、自社の ESG パフォーマンスを投資家や格付け機関に伝える有効なツールとして認識し

ているであろうことがわかる、と分析されている。

2023年 10月 5日の SECプレスリリース 2023-75にて、現在フォーマットの改正作業が進行中で

あることが発表されており、改正後は、2023 年 6 月に発表された国際財務報告基準（International 

Financial Reporting Standards：IFRS）の IFRS S1（サステナビリティ関連財務情報の開示に関する

一般要件）および IFRS S2（気候関連開示）、などサステナビリティ報告フレームワークの最新の

国際潮流をより組みいれたものとなる予定である。現在 SEC が公表している報告書フォーマット

では Scope 2 までの開示が求められているが、IFRS S2 では Scope 3（バリューチェーンにおける

他社による間接的排出）までの排出量が公表の範囲となる他、重大な気候関連のリスクが企業の

ビジネスモデル・バリューチェーン・戦略・意思決定・財務に与えうる影響、企業のレジリエン

スに関する情報などの開示が求められているため、それらが新たに開示項目に追加される可能性

がある。

また、改正後は現在提出している Sustainability Report（SR Narrative）に加えて新たに

Sustainability Report（SuRe）Form の提出が義務付けられる。2023 年 10 月には Form に対するパブ

145 https://d1rkvfx0u1hhdq.cloudfront.net/Publications/Publication_File_1656397462.pdf 
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リックコメントを徴収しており、素案では 6 ページ程度のエクセルフォームに、気候変動と持続

可能性に関連する重要なリスク、 ビジネスモデルとバリューチェーンへの影響などを記載するこ

ととなっており、導入後は各企業の取組みを横並びで比較することが可能となる。改正の議論は

今後の進展を見守ることとなるが、少なくとも今後は、全 PLCs の Scope 毎の GHG 排出量や再生

エネルギー利用率などを横並びで抽出して一覧にすることが可能となり民間企業における環境へ

の取組みがデータ化され、分析や対策検討に大きな役割を果たすことが期待される。また、素案

には目標設定も含まれており、実現すれば各 PLCs の目標や達成率についても記載されることと

なり、より各企業の取組み状況が可視化され、企業の取組みに対する推進力になると考えられる。

多くの企業が時間的猶予を与えるよう要請したものの146、新制度下でのレポート提出は 2024年度

分（2025 年提出分）より施行される予定である。新制度の概要が 2024 年中に発表されるとはい

え、準備期間が短いことから、新制度施行から 1－2 年は遵守できない企業も出てくるであろうこ

とが予想される。しかしながら、サステナビリティレポート提出の対象は資金力が豊富な上場企

業に限られており、また多くの国際的なコンサルティングファームがレポート作成支援のサービ

スを提供していることから数年の間に新制度への適応可能企業数は増加することが見込まれる。

なお、Sustainability Report に関連する日本政府の支援として、環境省が実施している「コ・イ

ノベーションのための透明性パートナーシップ（Partnership to Strengthen Transparency for co-

Innovation: PaSTI）」が挙げられる。PaSTI は 2017 年に日本国総理大臣より発表された「日・

ASEAN 環境協力イニシアティブ」における気候変動対策活動の一つの柱として設立された。

PaSTI は、ASEAN 地域における非政府主体の気候対策活動の透明性の向上に貢献することを目的

としており、透明性向上の主流化と透明性向上のための制度構築、そして透明性向上に向けた人

材育成・能力向上などに向けて、様々な活動を行っておりフィリピンにおいても 2019 年以降、取

り組みが実施されている。2023 年度においては、民間セクターによる GHG 排出量算定報告強化

とモデル報告の実施、およびインセンティブ創出に関する支援、GHG 排出量算定に報告制度構築

に向けた支援、民間企業や自治体を巻き込んだ勉強会の開催、などを行っている。

同パートナーシップは今後も活動を継続していく予定であり、フィリピンの民間セクターにお

ける GHG 排出量算定、報告の推進と、それを通じた透明性確保を支援していく予定である。 

2) 民間企業へのインセンティブ

民間企業へのインセンティブは、以下の表に示す通り、主に輸入関税や法人税の減免という形

で付与されている。 

表 2-157 民間企業に対するインセンティブ 

施策名 概要 対象 監督省庁 備考

財政改革法  CREATE 
(Corporate Recovery and 
Tax Incentive for 
Enterprises Act、RA11534) 

法人税の減免や特定投資分野におけ

る税制優遇措置を示したもの
民間企業 DOF Comprehensive 

Tax Reform 
Packages (CTRP) 
の第二弾

戦略的投資優先計画 SIPP
（Strategic Investment 
Priority Plan） 

CREATE 法にて定められた税制優遇

を行う戦略的投資優先分野（以下参

照）を定めるもの。

民間企業 BOI 

146 https://www.theasset.com/article-esg/50743/no-delay-on-philippine-sustainability-reporting 
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施策名 概要 対象 監督省庁 備考

グリーンジョブ法

Philippine Green Jobs Act
（RA10771） 

環境への影響を減らしながら経済的

に存続可能な雇用を創出するための

法律。グリーンジョブを推進する企

業に対し、輸入関税や法人税の減免

を行うもの

民間企業 Department of 
Labor and 
Employment 

CCC 
DOF 

PUV 近代化プログラム

（Public Utility Vehicle 
Modernization Program, 
PUVMP） 

PUVMP によりジプニーの買替を

行った組合が、認定スクラップ工場

にてスクラップをすることにより補

助金を得られるスキームを含む

ジプニー

組合

DOTr 現在認証施設は

1 か所のみ、

2023 年 12 月現

在インセンティ

ブ停止中

省エネ法 Energy 
Efficiency and Conservation 
Act of 2019
（RA11285） 

DOE が省エネプロジェクトを実施

していると認証した企業に対し BOI
が法人税率の低減を行う施策を含む

民間企業 DOE 
BOI 

DOE から年間 1
件程度の承認の

みしか行われて

いない

出典：調査団

上記のインセンティブについて、付与されるまでの承認プロセスが複雑であったり、スキーム

自体が広く知られていないなどの理由であまり利用されていないスキームも存在する。

例えば、「PUV 近代化プログラム」の中で認定スクラップ工場にて古いジプニーをスクラップ

した場合に買替のための補助金を得られる施策では、認定できる水準の工場が国内に 1 か所しか

ないために認定工場が増やせず施策自体が中止されている。また、省エネ法に基づいて省エネプ

ロジェクトを実施した企業に対し、法人税率の提言を行う施策では、DOE による承認が前提条件

となるが、スキーム自体があまり知られておらず、その結果 DOE における承認が年間 1 件程度し

か行われていないため、それに従い BOIによる法人税の減免措置も 2022年度は 1件しか行われて

いない147。

 CREATE 法（RA11534） 

CREATE はフィリピン政府が実施している包括的税制改革パッケージ Comprehensive Tax 

Reform Packages (CTRP)の第二弾である。CTRP は 2040 年までに貧困を根絶し、繁栄したミ

USD クラス社会の構築を目指す国家ビジョンである「AmBisyon Natin 2040」実現のための方

策の一つで、第四弾まで予定されている。第三弾の不動産価値評価の見直し（Real Property 

Valuation Reform、RPVAR）と第四弾の受動的所得と金融仲介税の見直し（Passive Income and 

Financial Intermediary Taxation Act、PIFITA)については 2023 年 12 月現在審議中である。 

表 2-158 包括的税制改革パッケージ CTRP の概要 

法令名 概要

第一弾

2018 年 1 月発効 
TRAIN Act（Tax Reform for Acceleration 
and Inclusion Act、RA10963） 

個人所得税の減税と消費税の増税を柱とした

法律

第二弾

2021 年 4 月発効 
CREATE Act (Corporate Recovery and Tax 
Incentive for Enterprises Act、RA11534) 

法人所得税の引き下げや投資インセンティブ

の整理・合理化を目的とした法律

第三弾

（審議中）

RPVAR （Real Property Valuation Reform） 実勢価格を用いた統一的な不動産評価方法を

導入することで不動産取引の透明性を高める

ことを目的とする法案

第四弾

（審議中）

PIFITA （Passive Income and Financial 
Intermediary Taxation Act） 

金融取引にかかる所得や仲介への課税を簡素

化することで、資本市場の活性化や海外から

の資本流入を目的とする法案

147 BOI Planning Department へのインタビューより 
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CREATE は 2021 年 4 月に成立した復興と税制優遇の見直しを目的とした法律。法人所得税

の減免、投資インセンティブの整理・合理化が二つの柱となっている。

この中で、戦略的投資優先計画 SIPP（CREATE 法発布ののち、2022 年 5 月に発表、後述）

に該当する事業の区分（Tier 1-Tier 3）、SIPP に認定された事業に対して税制優遇を行うことが

定められている。優遇は法人所得税免税で、4－7 年の所得税控除やそのあとの 10 年間の特別

法人税率の適用または追加控除が受けられる。優遇措置の期間は輸出企業と国内市場向け企

業か、事業の所在地、Tier によって分けられる。 

Tier1-3 の分類は下表のとおりである148。 

表 2-159  CREATE 法の定める事業の Tier 区分 

Tier 事業の要件

Tier 1 (1) 雇用創出の可能性が高い事業

(ii) 市場の失敗により、基本的な商品やサービスの不十分なセクター

(iii) イノベーション、改良 若しくは バリューチェーン の革新を通じて価値創造を生み出す事業

(iv) 産業の発展に必要なセクターに必要不可欠な支援の提供

(v) 潜在的な比較優位のための振興事業

が含まれる

Tier 2 フィリピン国内では生産されていないが、 原油の精製を含む、産業開発及び輸入代替に不可欠な

供給品、部品及びコンポーネント、並びに中間サービスを生産する事業が含まれる。

Tier 3 (i) 明らかに重要な付加価値をもたらしたり、生産性の向上、効率の向上、科学と健康の飛躍的

進歩を通じて高給の仕事をもたらす研究開発

(ii) フィリピンで登録若しくは認可された新しいノウハウ及び知的財産の生成

(iii) 登録された事業体が所有若しくは共同して所有する特許、意匠、著作権及び実用新案の商品

化

(iv) 高度に技術的な製造

(v) 経済の構造的変革に不可欠であり、かつ、相応の進歩が必要な事業

が含まれる。

 投資優先計画 SIPP（Strategic Investment Priority Plan、通達第 61 号） 

CREATE 法によって発表された法人所得税の減免および投資インセンティブを享受できる

事業について示したもの。SIPP が発表される以前は 2020 IPP（Investments Priority Plan）が存

在しておりその中でも投資優先分野は定められていた。SIPP で定められる優先投資分野の一

例は以下の通りであり、本調査の優先セクター・サブセクターの多くがカバーされている。

148 JETRO による和訳より https://www.jetro.go.jp/ext_images/biz/areareports/2022/33e60d87455653c7/shiryo.pdf 



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査

ファイナルレポート

2-330

表 2-160  SIPP の定める戦略的投資優先分野一例 

分野 優先投資分野一例 （ ）の数字は該当 Tier 
エネルギー 再生エネルギー（バイオ燃料、太陽光・風力・潮流発電など）（T2/T3） 

バッテリー・水素・水力発電・地熱発電（T2）スマートエナジーシステム・スマートデ

バイス（T3）ごみ発電（T2）省エネ（T2）送配電（T1） 

交通 チャージングステーションの設置（T1）

産業 EV関連産業・Eモビリティ関連技術（T2）スマートファクトリー（T3）鉄鋼・完全自動

式ロータリーキルン・基礎酸素炉を使用した一貫製鉄（T3） 
廃車処理施設（T1）有害廃棄物処理（T1）環境に優しい金属加工（T2） 

農業 グリーン農業（有機農法や農場多角化など）・農地保全農業（T2）コールドチェーン倉

庫（T1）自動式倉庫（T2） 

森林・生物多様性 エコツーリズム施設（T1）

都市環境 スマートシティ（T3）廃棄物処理（T1/T2）及びリサイクル（T2）水処理及び給水

（T1）藻による下水処理、雨水利用などのクリーンウォーター技術（T2）

防災・水資源 陸域・沿岸における気候変動対策と災害リスク軽減・海洋生態系管理（T2/T3）

その他 PPP プロジェクト（T1）工業団地・エコゾーンの開発（T1）ICT と通信インフラ（T1）
AI・ブロックチェーンなどの IT 技術・データセンター（T3）リモート医療（T3） 

出典：BOI 資料より調査団作成 

 グリーンジョブ法 Philippine Green Jobs Act（RA 10771） 

テクノロジーの進化や気候変動に対応したビジネスが進むにつれて雇用や職種が変化する

中で失われていく職もある中、新しく生まれてくる分野で活躍できる人材を育成し、またそ

れを行う企業に対してインセンティブを提供する法律。なお、グリーンジョブの例として、

再生可能エネルギー資源・技術の開発・利用・商業化、グリーン・エンジニアリング・経営

コンサルタント、素材・資源回収・循環型経済などに関わるものが挙げられる。

この政策には、技能訓練や研究開発費に対する法人所得税の 50％特別控除や、関連資材の

輸入関税免除などが含まれている。これらのインセンティブを享受するためには、CCC から

適格経費/資本輸入活動証明書の取得が必要である。 

3) サステナブル・ファイナンス/グリーンファイナンス

フィリピンは国を挙げてサステナブル・ファイナンス/グリーンファイナンスに注力をしている。

フィリピン中央銀行（BSP、Bangko Sentral ng Pilipinas）は 2019 年に 11 項目の持続可能なセン

トラルバンキング戦略（SCB、Sustainable Central Banking Strategy）を打ち出しており、その中で

グリーンファイナンスに対する取組みを強化すること、すべての銀行に対して気候変動に関連し

た金融リスク開示を求めること、銀行によるグリーン分野への融資を促進するインセンティブの

仕組み作りを検討することを盛り込んでいる。

また、2021 年 10 月に DOF は英国政府の支援の元、フィリピン国内の関係機関149から構成され

る Inter-Agency Technical Working Group for Sustainable Finance(ITSF)での議論を踏まえて、低炭素社

会への移行を促進するために「サステナブル・ファイナンスに関するロードマップ150」「フィリ

149 Bangko Sentran ne Philipinas (BSP), Bases conversion Development Authority (BCDA), CCC, DA, DBM, DOE, DENR, DOF, 
DILG, DPWH, DOST, SOTr, DTI, Insurance Commission (IC), Mindanao Development Authority (MDA), NEDA, Public-Private 
Partnership (PPPC), SEC  
150 https://www.dof.gov.ph/wp-content/uploads/2021/10/ALCEP-Roadmap.pdf 
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ピンのサステナブル・ファイナンスに関する指導原則151」を策定した。このロードマップでは、

サステナブル・ファイナンスのフィリピンでの活性化に向けたフィリピン政府の指針・計画など

が示されている。

表 2-161 サステナブル・ファイナンス開発に向けた戦略的計画の内容 

政策：実施環境構

築

- マクロ経済政策・規制への持続可能性の考慮の組み込

- 金融エコシステム内での調整の強化

- 銀行、保険、資産運用部門のリスクマネジメントへのサステナビリティの組み込み

- サステナビリティと気候変動関連の情報開示の促進

- キャパシティビルディングの実施

- サステナブル ファイナンスに関する国際的なイニシアチブ への 参加

ファイナンス：持

続 可能な金融の

整備

- サステナブルな金融商品の普及

- サステナブル ファイナンスの定義の改善と原則ベースの分類法の作成

- サステナブル ファイナンスの流れ のトラッキング

投資：持続可能な 

パイプライン構築

- 持続可能な投資の推進

- 低炭素エネルギーへの融資

- 官民双方のプロジェクトを対象とした持続可能なパイプライン・データベースの構築

- 持続可能なパイプラインと SDGs 、 PDP 、 NDC のターゲットとの関連付けを含む、

- 進捗状況のモニタリングと定期的な更新

出典：Philippine Sustainable Finance Roadmap より調査団作成 

 銀行によるグリーンプロジェクトへの融資

企業が気候変動対策に資する取組みやプロジェクトを実施する際には以下のような融資プ

ログラムが各銀行に設けられている。

しかしながら、民間団体にインタビューをした中で、融資スキームがあっても審査に時間

がかかる、不動産を担保として求められるなど中小企業にとって気軽に利用しづらいという

声が聞かれた。DOE など政府機関の証明書取得を条件としているものや 3 年分の監査報告書

が求められるスキームもあり、小規模事業者にとっては銀行融資はまだハードルが高い点が

課題としてあげられる。また、金融機関にとっては、気候関連情報の入手可能性の低さと複

雑さが課題としてあげられている。フィリピン国内の民間企業の多くが、情報開示への対応

が遅れており、海外投資家から見て投資先としての適格性を判断するための情報が不足して

いるのが現状である。

151 https://www.dof.gov.ph/wp-content/uploads/2021/10/ALCEP-Sustainable-Finance-Guiding-Principles.pdf 
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課題として、民間団体にインタビューをした中で、融資スキームがあっても審査に時間が

かかる、不動産を担保として求められるなど中小企業にとって気軽に利用しづらいという声

が聞かれた。DOE など政府機関の証明書取得を条件としているものや 3 年分の監査報告書が

求められるスキームもあり、小規模事業者にとっては銀行融資はまだハードルが高い点が課

題としてあげられる。

なお、これら様々な課題に対応する融資スキームである TSL を本調査の複数の重点セク

ターで検討し、強化プログラムとした。TSL は、特定政策実施のための財源確保や、より低

金利での民間への政策金融というだけでなく、コンサルティングサービスを通じて現行の

ローンが抱える審査の煩雑さ、所要時間の長さ等を含む審査システムの改善や、不動産以外

の動産担保の積極利用なども促していくことが可能である。また、TSL の事例を作ることで

民間銀行からの類似支援の呼び水となることも期待される。

表 2-163 本調査において検討した Two Step Loan 案件一覧

セクター
強化プログ

ラム番号
強化プログラム名

エネルギー

E-3-2 再生可能エネルギー導入に関する資金協力プロジェクト

（TLS に加えて海外投融資、PPP、JCM も検討） 
E-5-3 ZEB 普及に関する資金協力プロジェクト 
E-6-4 代替燃料普及に関する資金協力プロジェクト

産業

I-1-2 セメント産業における AFR 活用並びに廃熱回収施設導入のため

の資金協力（TLS に加えて JCM 連携も検討）

I-1-4 鉄鋼産業における廃熱回収施設導入のための資金協力（TLS に加

えて JCM 連携も検討） 
I-1-7 フロンガス破壊処理施設導入のための資金協力

I-2-3 ジプニー組合向け E ジプニー近代化資金協力 
I-2-4 EV 製造企業向け資金協力 
I-3-2 リサイクル産業向け資金協力

I-4-2 零細・中小企業向け省エネ等設備導入のための資金協力

農業
A-3-5

気候変動に対応した水産開発プログラム

（最終受益者は民間業者だが TSL ではなく LGU 向けセクター

ローン）

A-4-5 スマート畜産技術導入のための資金協力

なお、本調査ではTSLの実施機関および参加金融機関（Participating Financial Institution；PFI）

となりうる DBP と協議を行い、表中のジプニー組合向け E ジプニー近代化資金協力プログラ

ムや零細・中小企業向け省エネ等設備導入のための資金協力プログラム等、TSL 案件の案に

ついて議論を行い、資金ニーズについて確認するとともに前向きなフィードバックを得てい

る。各 TSL を実施する際の最終貸し出し金利等については、JICA からフィリピン政府への円

借款供与条件が半年ごとに変動し、固定金利か変動金利かの金利種別、償還期間によっても

異なる上、PFI を民間にも開放するか否か、フィリピン政府が金利のうち何％を留保するのか、

などによっても異なるため、本調査では詳細に議論を行っていない。
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 グリーンボンド

フィリピン国内では、2016 年以降、45 億 USD のサステナビリティボンドが発行されてい

る。このうちグリーンボンドは約 26 億 USD と最大の割合を占め、ソーシャルボンドは 4 億

USD、サステナビリティボンドは 15億 USDが発行されている。今後、サステナビリティボン

ドの発行数は増加を続けるものと想定される152。 

出典：Philippine Sustainable Finance Roadmap 
図 2-93 サステナビリティボンドの発行推移 

国内最初のグリーンボンドは 2017 年 BDO Unibank が発行した 1.5 億 USD のグリーンボンド

で、IFC が全額融資を行っている。IFC はその後 2022 年にも BDO Unibank の発行するブルー

ボンドに融資を行っている。

表 2-164 グリーンボンド発行一例 

銀行名 概要

BDO Unibank 2017 年に国内最初のグリーンボンドを発行（1.5 億 USD）。再生エネルギー、グ

リーンビルディング、省エネ機材購入プロジェクトなどに融資。その後も各種

サステナビリティボンドを発行。

DBP 2019 年に 50 億 PHP の ASEAN Sustainability Bonds を発行し当初目標の 3 倍の

180.25 億 PHP の資金を調達。気候変動の適応・緩和にかかるグリーンプロジェ

クト、社会問題の解決につながるソーシャルプロジェクトに融資。

Bank of the Philippine 
Islands (BPI) 

2023年 2.5億 USDのグリーンボンドを発行（IFC融資）‐再生可能エネルギー、

EV プロジェクトなどに融資 

Rizal Commercial Banking 
Corporation (RCBC) 

2019 年に ASEAN Sustainability Bond Standards に準拠した国内初のサステナビリ

ティボンド（80 億 PHP）を発行。その後 2022 年にも 147 億 PHP の ASEAN
Sustainability Bond を発行。再生エネルギー、クリーントランスポーテーショ

ン、グリーンビルディング、大気汚染防止、持続可能な土地利用などのプロ

ジェクトに融資

China Bank 2018 年に国内二つ目となる 1.5 億 USD のグリーンボンドを発行（IFC 
融資）。再生エネルギー、グリーンビルディング、水資源保全、省エネプロジェ

クトなどに融資。

出典：調査団

152 サステナビリティボンド：環境的課題及び社会的課題の双方に取り組む事業に要する資金を調達するために発行

される債券

グリーンボンド：地球温暖化をはじめとする環境的問題の解決に資する事業（グリーンプロジェクト）に要する資

金を調達するために発行する債券

ソーシャルボンド：衛生・福祉・教育などの社会的課題の解決に資する事業（ソーシャルプロジェクト）に要する

資金を調達するために発行する債券 （日本証券業協会の定義より）
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 民間企業によるグリーン／サステナビリティボンド発行 

金融機関以外の民間企業でも独自にグリーン/サステナビリティボンドを発行している企業

がある。例えば Ayala Group の中核企業の一つで、マニラ首都圏東部の上下水道事業を実施す

る Manila Water 社は 2020 年 7 月に 5 億 USD のサステナビリティボンドを発行した。同時に

Sustainable Financing Framework153を制定し、自社および子会社が実施するプロジェクトのうち、

以下のカテゴリーに該当するプロジェクトに対してボンドで集めた資金を投資している。 

 Sustainable water and wastewater management（持続可能な上下水道管理） 

 Terrestrial and aquatic biodiversity conservation（陸域及び水域の生物多様性保全） 

 Affordable basic infrastructure（安価に利用できる基本インフラ） 

Manila Water 社のサステナビリティボンドは、フィリピンの民間企業が発行した最初の

ASEAN サステナビリティボンド基準を満たすボンドであり、2020 年の“The Asset Triple A 

Sustainable Capital Markets Country & Regional Awards 2020”で Best Sustainability Award を受賞し

している。 

プロジェクトに投資した金額や残金、プロジェクトの進捗、ケーススタディなどは年次で

発行されている統合報告書（Integrated Report）に記載されることになっている。2022 年の統

合報告書によれば、2022 年末時点でボンド発行額の 5 億 USD のうち 90%が既にプロジェクト

に投資されている。また、ICMA（International Capital Market Association）の原則にしたがって

グリーンボンド／サステナビリティボンドのフレームワークを評価する SPO（Second Party 

Opinion）レポートを DNV GL 社（ノルウェーのオスロに本部があるリスクマネジメントや認

証を行う企業）が作成しており、こちらも Web 上で公開されている154。 

表 2-165 民間企業によるグリーンボンド/サステナビリティボンドの発行 

発行年 発行企業 金額 対象プロジェクト 
2019 年 AC Energy (Ayala Group) 4 億 USD＋4.1 億 USD 再生可能エネルギープロジェクト 

2020 年 AC Energy (Ayala Group) 3 億 USD 再生可能エネルギープロジェクト 

Arthaland (Po Group) 30 億 PHP グリーンビルディング認証を受けられ

る建築プロジェクト 

Manila Water (Ayala Group) 5 億 USD 持続可能な上下水道や衛生プロジェク

ト、生物多様性保護プロジェクトなど 

2021 年 AC Energy (Ayala Group) 4 億 USD 再生可能エネルギープロジェクト 

EDC (Lopez Group) 50 億 PHP 再生エネルギープロジェクト 

出典： GREEN BOND MARKET SURVEY FOR THE PHILIPPINES(ADB,2022)より調査団作成 

 フィリピンのグリーン/サステナブル・ファイナンスにおける課題 

DOF は先に説明した「サステナブル・ファイナンスに関するロードマップ」の中で、Green 

bonds として適格性基準を示した上で、検証プロセスにおける調整機関としてボンドの対象と

なっているプロジェクトや活動がそれらの適格性基準に適合しているかを検証する役割を果

 
153 https://www.manilawater.com/storage/files/9/manila-water-
investors/Sustainability/Manila%20Water%20Company%20Inc%20-%20Sustainability%20Financing%20Framework%20July%
202020.pdf 
154  https://www.manilawater.com/storage/files/1/corporate/ckeditor-files/2020%20Second%20Party%20Opinion.pdf 
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たしている。しかしながら今後、これら Green bonds を含んだ Sustainability bonds の活用をど

のように広げていくかについての具体的な契約や戦略は未定である。 

IMF の試算によれば155、フィリピンでは 2020 年から 2030 年の 10 年間で 1,680 億 USD のグ

リーン投資機会があると推定されている。内訳は既存および将来のエネルギーインフラのグ

リーン化に 390 億 USD、気候変動に対応した都市の整備（建物のエネルギー効率改善、低炭

素な廃棄物処理と上下水整備、環境に優しい都市交通、自然を基盤とした都市インフラの構

築）に 1,040 億 USD、特定分野（CCUS やグリーン水素を用いた重工業の脱炭素化、クライ

メート・スマート農業、繊維とアパレルのバリューチェーン改革、低炭素排出航空機および

船舶への移行）のグリーン転換の加速に 250億 USDである。しかしながら、2017 年から 2021

年の間にフィリピンが得られた海外からのグリーン投資は再生可能エネルギーを中心に推計 6

億 USD に留まる。ロードマップをはじめとした方針や規制の整備、情報開示を通じた透明性

の確保などの方策を通じて海外からのグリーン投資を呼び込むとともに、国内におけるボン

ドや融資を通じたさらなる資金調達が必要である。 

グリーンボンドについては、2022 年に ADB と Global Green Growth Institute （GGGI）が機関

投資家および証券会社に対して行った調査（総回答数 48 件）156では、すべての回答者がグ

リーンボンドに対する投資および引き受けに興味を示したものの、多くの投資家/証券会社は

グリーンボンドに対する十分な認識を持ち合わせていなかった。通常のボンドと比べた場合

のグリーンボンドの利点に対する理解が不十分であることがフィリピンにおけグリーンボン

ド市場の拡大において障害になっていると指摘されている。その他今後の課題や展望として

指摘されている事項は以下のとおりである。 

 税制優遇や補助金制度：より投資や発行を促進するため、グリーンボンドの発行者

や投資家に対する税制優遇や補助金の制度拡充が必要 

 公的資金によるボンドの購入：証券会社が引き受けを行う際に重要なのは市場の需

要であるため、中央銀行や公的年金基金などの公的資金によるボンドの購入が呼び

水となる 

 外部レビュー：外部専門家によるボンドのレビューレポートがあることで安心して

投資判断を行うことができる 

 国際的な格付け機関による認証：フィリピン国内には格付け機関が存在しないため、

国際的な格付け機関による高いレーティングを得られるようなボンドであれば購入

につながる 

また、レポートでは投資家および証券会社から、ADB のようなドナーに何を期待するかを

調査している。回答は大きく分けて 2 つの役割に分類される。1 つはナレッジパートナーとし

てグリーンボンドを発行したいと考える金融機関や企業、関係する政府当局に対して、国際

的なベストプラクティスをはじめとした知識の共有やコンサルテーションの実施を行うこと、

 
155 https://www.worldbank.org/en/country/philippines/publication/philippines-country-climate-and-development-report 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/560761621495404959/pdf/Ctrl-Alt-Delete-A-Green-Reboot-for-Emerging-
Markets-Key-Sectors-for-Post-COVID-Sustainable-Growth.pdf  
156 https://www.adb.org/sites/default/files/publication/813001/green-bond-market-survey-philippines.pdf 
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もう 1 つは投資家としての役割で、グリーンボンドの認証プロセスへの補助金の提供や、グ

リーンボンドの発行者に対する信用補完、ボンドの大口出資者となることなどが挙げられて

いる。 

4) 民間団体/業界団体による気候変動対策への取組み 

フィリピンでは、多くの民間団体/業界団体が設立され GHG 削減をはじめとした環境問題への

取組みを行ったり、加盟個社の取組みをサポートしている。下表に GHG 削減への取組みを実施

している団体を記す。 
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例えば Business for Sustainable Development は持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）

のグローバル・ネットワーク・パートナーであり、製造業、ホテル、金融、食品、消費財など幅

広い分野の大企業 60 社が加盟する非営利のビジネス団体である。グローバル・レポーティング・

イニシアティブ（GRI）の認定トレーニング・パートナーでもあり、GHG プロトコル企業会計報

告基準の企業向け研修を提供するほか、個社の Sustainability Report 作成や SDGs 達成に向けた戦

略やロードマップ作成、影響評価やプロジェクト実施に関するアドバイザリーサービスも提供し

ている。 

また、PARMS (Philippines Alliance for Recycling and Materials Sustainability)は食品や消費財メー

カーが中心となって作られた団体であるが、Zero Waste to Nature, Ambisyon 2030 (ZWTN 2030)をか

かげ、2030 年までに PARMS 加盟企業から排出される産業廃棄物や消費者包装後の廃棄物のすべ

てが自然界に廃棄されることのないよう、具体的な実施スケジュールと目標を定めた一連の戦略

とロードマップを策定している。食品や消費財メーカー、包装パッケージメーカーが回収や分別

のコストを削減し、リサイクルや転用の原料として受け入れやすくするためのプラスチック包装

の再設計や見直し、具体的には硬質プラスチックのナチュラルカラー（無色）へのシフトや、新

しいデリバリーシステムの検討を呼び掛けている。加えて、EPR 法順守に向けたサポートの一環

として、回収プロセスの支援を行い、アスファルト材などへの転用促進に向け、事業者との協議

も後押していている。また、リサイクル業者や廃棄物処理業者に対する税金や VAT の免除、設備

への輸入関税や税金免除、融資や助成金などの経済的インセンティブを与えるよう政府に提言も

行っている。EPR の成立とともに PARMS の加盟社は増加傾向にあり、活動の重要性も高まって

いる。日本企業では味の素、ヤクルトなどがメンバーとなっている。 

また、フィリピンの企業も特に財閥系グループは積極的に気候変動対策の取組みを行っており、

適応策を進める企業もいる。一例として Ayala Corporation の代表的な取組みについて紹介する。 

Ayala Corporation はフィリピンで最大手の企業グループで、グループとして 2050 年までのネッ

トゼロ達成を宣言している。再生可能エネルギープロジェクトやエネルギー効率向上、環境への

影響を最小限に抑えるプロジェクトなどに多額の投資を行っている。Ayala Renewables部門では風

力発電と太陽光発電のプロジェクトを手掛ける一方、2023 年に 2.5 億 USD のグリーンボンドを発

行した BPI Bank もグループ企業の一つである。 

不動産開発の Ayala Land でも他社に先駆け、2008 年に Ayala Land Sustainability Framework を制

定し、都市開発において環境に配慮した設計や建設を行い、LEED 認証（Leadership in Energy and 

Environmental Design：環境に優れた建築認証）を多く取得している。サプライチェーンマネジメ

ントでは、ISO 20400:2017 Guidelines for Sustainable Procurement（持続可能な調達のための ISO 

20400:2017 ガイドライン）をサプライチェーンの方針とプロセスのベンチマークに設定している。 

Energy Group は 2030 年までに石炭発電関連の資産を完全に売却する計画を策定しており気候変

動の問題を財務計画とリンクさせている。また、グループ内主要企業の中でも Ayala Land および

Energy Group はすでにカーボンニュートラルをグループ全体の目標に先駆けて達成している。 

また、Ayala は 2019 年より TCFD の勧告を年次報告書に取り入れており、2021 年には TCFD の

正式な署名者となっている。 
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適応策においても、グループ会社である通信会社 Globe社は 2013 年の台風 Haiyan（フィリピン

名Yolanda）の被害の経験から、大型台風に耐えられる送信アンテナ塔への改築を行い、異常気象

によってデータセンターの一つが物理的被害を受けた場合にも大体サイトでの自動交換を開始す

るシステムを構築している。また基地局の建設においても洪水が起こりやすい地域や河川水系の

近くに建設をせざるを得ない場合、基地局キャビネットを高く建設している。

同社のユニークな取組みとして、気候変動への取組みが給与評価にも反映される仕組みが挙げ

られる。CEO をはじめとしたトップマネジメントは GHG 排出削減や行動変容活動に関する業績

に対してインセンティブを受け取る仕組みとなっている。また、Ayala Land の各事業部門は事業

においてよりエネルギー効率の高い技術や再生可能エネルギー調達への取組みを奨励するため、

部門ごとに年間の使用燃料および電力省量に応じて社内炭素税を課される仕組みが構築されてい

る。

5) フィリピン企業による SDGs への取組み

UNDP と Business for Sustainable Development （当時の名称は Philippines Business for the

Environment）が 2017 年に発表した Transformational Business-Philippine Business Contributions to the 

United Nations Sustainable Development Goals レポートでは 75 社の 139 の SDGs への取組みについて

分析を行っている。75 社の内訳はすべて大企業で、外資系企業や財閥系の企業がほとんどである。

それらの企業の多くが SDGs という概念が生まれる前から活動を行っており、調査時までに 407

億 PHP が投資されていた。最も多く投資されていた分野は SDG11 の包摂的で安全かつ強靭で持

続可能な都市および人間居住の実現に関するもので 137 億 PHP（34%）、SDG4 の質の高い教育に

関するものが 113億 PHP（28%）、SDG7の持続可能なエネルギーへのアクセスに関するものが 113

億(19%)、SDG3 の健康的な生活の確保と福祉の促進に関するものが 70 億 PHP（17%）で、この 4

分野で投資額の 98%を占めていた。また、取組み数で一番多かったのは SDG12の持続可能な消費

と生産に関するもので、グリーン調達や効率的な水利用、有害廃棄物等の廃棄物管理などの 24 の

取組みが行われ 8,860万 PHPの投資が行われていた。SDGs13の気候変動への具体的な対策に関す

るものについては、投資額の合計は記載されていないが防災教育、気象情報提供など防災分野を

中心に 7 件の取組みが報告されている。 

GHG 削減や気候変動対策に資する取組みとして挙げられていた事例を下表に示す。 

表 2-167 企業による SDGs/気候変動対策施策一例 

企業名 取組み内容

緩和

Cebu Holdings ごみ収集車を寄付し、月々のガソリン代を補助することでコミュニティの廃棄物問題

の解決に寄与。また開発したショッピングモールから出る資源ごみを近隣コミュニ

ティの女性が作る工芸品の原料として提供。

セブビジネスパークやセブ IT パーク内の街灯を LED に交換

Mondelez Philippine もみ殻やココナッツの殻でバイオマス発電を行い自社の工場で利用

浸透圧と紫外線を用いた水処理設備を工場に併設し、再生水の利用を促進。

Honda Cars Philippines 全国のディーラーに環境を意識した営業を行うためのトレーニングや監査を実施

サプライチェーンで需要管理を最適化し、より消費電力の少ない製造を行うことで

CO2 排出量を削減。

Nestle 自社工場に雨水利用設備や下水処理施設、再生水利用設備を設置。また、2 工場はゼ

ロ・ウェイストを達成。
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企業名 取組み内容

Starbucks カップやスリーブに再生紙を利用、商品包装のリサイクルを推進。

店で出たコーヒーかすを家庭菜園の堆肥として利用できるよう提供することで店から

出る廃棄物の量を減らすことに成功。

Unilever 街の清掃人に空き時間に近隣の家庭からプラスチックを回収してもらい謝礼として自

社製品を提供するプロジェクトを実施。プロジェクトの運営を The Philippine Business 
for Social Progress (PBSP)が担い、Earth Management and Recycling Technologies (EMRTI)
社がプラスチック廃棄物の運搬とそれらを舗装材に転換する部分を担っている。

購入した店に商品のプラスチックごみを持ち込むことでポイントがもらえるサービス

も展開しており 2050 年までにフィリピン全土に広げる予定。 
Proctor ＆Gamble
(P&G) 

ADB に資金を提供する形で Pampanga 州 Angeles 市およびに Laguna 州 Cabuyao 市にお

いて廃棄物発電プロジェクトの実施可能性調査を実施。（調査団注：2019年に ADBの

調査は終了したが、その時点で実際のプロジェクトは実施には至らなかった）

Globe Telecom コカ・コーラ、アメリカ大使館、Unionbank、Nestleなどと協力し、様々な事業所から

e-wasteを回収し、シンガポールでリサイクルを行う。リサイクルで得られた収益で公

立学校の教室増設や ICT 教室の設備を寄付。

PLDT 鉛蓄電池を回収し、その収益で公立学校や医療機関への寄付を行う。

適応

Shell Philippines 
Exploration B.V. 
(SPEX) 

パラワン島に 16 の気象観測台を設置し、住民に対して災害への備えのトレーニング

を実施。

子供たちに対して応急処置や交通安全、災害時への備えについての教育を行う。

Aboitiz Group Weather Philippines Foundation を通じて 1000 以上の気象観測台を設置し、そこから得

られたデータを無料で利用できるアプリを開発。

Smart 災害時に自分の居場所を知らせることのできる無料アプリを開発。またPAGASAなど

のデータと連携した災害予報や災害時にどこで支援が必要かをマッピングできる機能

も備える。

Globe Telecom 災害時に無料インターネットやチャージングサービスを提供。

フィリピン全土 81 州のうち 54 州のハザードマップを作製。

出典： Transformational Business-Philippine Business Contributions to the United Nations Sustainable Development 
Goals, 2017, UNDP より調査団作成 

既述の通り、フィリピンの上場企業に対しては Sustainability Report の提出義務があり、その中

に企業の商品やサービスを通じてどのように SDGs の達成に貢献できるかを記すこととなってい

る。現在 SEC が最終化を行っている新しい SuRe Form の素案では各企業が SDGs 貢献にどれだけ

投資を行ったか、どういった貢献をしたかを記載することとなっており、フィリピンの上場企業

の SDGs への取組みについてのデータ収集が容易になることが期待される。 

6) 経済特区（Special Economic Zone、SEZ）における取組み

フィリピンには 2022 年 3 月時点で 419 の Special Economic Zone（経済特区）が存在し、4,600 社

以上が入居している。

表 2-168 フィリピンにおける Economic Zone 

種別 数

製造業経済特区 78

ITC パーク/センター 297

旅行業経済特区 17

農産業経済特区 24

医療ツーリズムパーク/センター 3
出典：Philippine Economic Zone Authority (PEZA)ウェブサイトより調査団作成 
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経済特区は DTI の付属機関であるフィリピン経済区庁（PEZA：Philippine Economic Zone 

Authority)が管轄している。経済特区に入居することで法人税や事業税の優遇を受けられるため、

日系企業をはじめ多くの外資系企業が入居しており、多くは輸出志向型の企業である。経済特区

の設立にあたっては DENR の EMB が発行する ECC（Environmental Compliance Certificate）が必要

である。 

入居企業の多くが輸出ビジネスに従事していることから、環境への取組みや輸出先マーケット

の要件を満たすことは重要アジェンダの一つであり、PEZA は多くの取組みを行っている。スイ

ス対外経済庁（Switzerland State Secretariat for Economic Affairs、SECO）の協力のもと、GRI

（Global Reporting Initiative：サステナビリティに関する国際基準と情報公開の枠組みを策定する

ことを目的とした国際的な非営利団体）との間に締結した MOU もその一つである。2022 年 3 月

に締結され、その後 2023年 1月に再度アップグレードする形で締結された MOUは (1)輸出関連産

業がほとんどを占める入居企業のサステナビリティ―レポートに対する認識を高める(2)輸出関連

産業特有のサステナビリティレポーティングガイドラインを作成する (3)輸出関連産業企業の経済、

環境、社会に与える影響に関するレポーティング能力を強化することを目的としている。今後は

PEZA による持続可能な貿易と投資のガイドライン（Sustainable Trade and Investments Guidelines）

に関する Memorandum Circular の発出を目指して入居企業との会議を開催し、入居企業による報

告要件に何を盛り込むかを議論していくこととなっている。また 2023年に PEZAが SECにするサ

ステナビリティレポートを、GRI との協力のもと貿易と投資の観点をサステナビリティレポート

に組み込む先駆的な取組みとして位置づけ、今後、現在は提出義務の対象となっていない公的機

関や民間企業がその取組みに倣う際のベンチマークとしていくことが合意されている。 

これにより、現在上場企業のみに義務付けられているサステナビリティ―レポートの提出が経

済特区入居企業にも求められていく可能性がある。対象企業や報告内容の詳細については今後議

論がなされていくが、4,600社以上の入居企業は資産規模や人員数、国籍もまちまちであり、既に

SEC 向けのサステナビティーレポートを提出しているような大企業もあれば、比較的規模の小さ

い企業もあり、今後の議論の方向性が注目される。 

PEZA はまた、入居企業によるソーラーパネルや、LED ライトなどの省エネ機器の輸入関税の

免税、入居企業向けの ISO50001（エネルギーマネジメント）取得支援、経済特区内の屋根置き太

陽光発電の余剰電力を他の入居企業にオフテイカーとして販売することを許可する方策などを実

施し、入居企業の GHG 削減への取組みを後押ししている。PEZA は Upgrade Energy Philippines 社

と 2022 年 9 月に MOU を締結し、Cavite Economic Zone と Baguio City Economic Zone においてそれ

ぞれ 10MWの太陽光発電を行うことに合意している。JICAの民間連携事業で「フィリピン国太陽

光発電と蓄電池による再生可能エネルギー供給と防災効果に関するニーズ確認調査」を実施して

いるアドバンテック社も PEZA と 2023 年 10 月に MOU を締結し、Pampanga Economic Zone に年間

360MW を供給する計画となっている。 

経済特区のデベロッパーや入居企業も環境問題に取り組む企業が多く、PEZA は優れた取組み

を行った企業に対し表彰を行っている。2020年には ISO50001（エネルギーマネジメント）取得や

再生水利用システムの導入、建物の Leadership in Energy & Environmental Design（LEED）認証取得

等の厳しい要件を満たした経済特区に対し Green, Healthy, Smart, and Sustainable Ecozone Award が
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授与され、First Philippine Industrial Park （FPIP）が受賞している。また、過去には富士通、

Advanced Energy社、サムスン電機、村田製作所などがOutstanding Environmental Performance Award

を受賞している。 

FPIP は 2030 年までのネットゼロを目標に掲げ、経済特区内での再生可能エネルギーの利用促

進している他、外周壁の建設では持続可能な材料を利用し、域内から出る有害廃棄物を回収しリ

サイクルする企業とも提携を行っている。また、社会貢献活動の一環として入居企業とともに川

の清掃活動や植樹、小学生に対しての環境啓発プログラムを実施している。 

7) フィリピンに進出する日本企業が抱える課題 

外務省「海外進出日系企業拠点数調査」2022年によれば、2022年 10月の時点で 1,434社の日本

企業がフィリピンに進出している 。それ以外にも現地に法人を持たずフィリピンとビジネスを

行っている企業も多く、2022 年のフィリピンの貿易実績では輸出においては日本が 14.1%を占め

米国について第 2 位、輸入においても 9%を占め、中国・インドネシアに次ぐ第 3 位となってお

り、輸出入双方において重要な取引国となっている。 

フィリピンに進出もしくはフィリピン現地とビジネスを行っている日系企業や団体に対し、気

候変動対策に関してのフィリピンにおける状況や課題について聞き取りやデスクトップ調査を実

施し、第 3 章で示す強化プログラムの検討を行った。 

表 2-169 本邦企業の抱える課題 

業種／組織名 本邦企業・団体が抱える課題 
フィリピン日本

商工会 
 産業廃棄物や有害廃棄物処理に多くの問題を抱えている。例えば処理できない品目につ

いては一部日本などに輸出して処理を実施する必要がある。 
 進出している本邦企業は大多数が輸出志向型ビジネス。欧米向け商品などは特に生産サ

イクルにおける環境基準を厳格にチェックされることが多く、国内で適切に処理できな

いことはコストにも跳ね返り競争性を削ぐ結果となる。 

JETRO  日系企業の気候変動分野への取組みは、日系企業の東京本社で ESG の視点で日本国内で

の環境に配慮することのみならず、世界のあらゆる拠点で配慮することが意識されるよ

うになった。 
 その取組みの一部として進出日本企業で工場に太陽光パネルの設置を希望する企業が増

えているが施工までの時間が長い、設置されるパネルの品質が低い場合がある 
 太陽光パネルなどの設置に対して、導入企業に対するインセンティブがあるとよい 
 廃棄物処分場の数が不足しており衛生的処理がなされていないケースが多い。またごみ

の分別が進んでいない 

エネルギー 
（ガス） 

 国家としての LNG 輸入受け入れ基地の計画はあるが正確にどこに作られるかわからな

い。発電所の位置が不明確な状況では、基地を作る立地を決定することがリスクにな

る。候補地・開発時期・開発規模の 3 つが特定されない限り事業リスクは下がらないと

考えられる。 
 天然ガス火力については石炭火力のコスト構造の方が優良なので負けて破産してしま

う。スポット調達価格が 10PHP 程度でしかなく採算性がとれない。また、現状の需要で

は価格の安い石炭火力から買電され、残りをガス火力で埋めるしかなく、そのため稼働

率が 2 割程度しか見込めない。とくにフィリピンでは 4～6 月が需要が増える時期である

が、そのときしかピークロードでの不足が出ないため全量売れるのはそのタイミングし

かない。その結果プロジェクトファイナンスがつかないことが問題である。 

エネルギー 
（再エネ） 

 ローカル企業やプロジェクトに出資して進出する場合、外資規制がこれまでは出資比率

40%までで規制されていたが、昨年撤廃されたので、外資にとって出資しやすい環境に

なった。 
 出資の際に株式を取得する過程で出資先に発行可能株式枠がない場合出資先企業から証

券取引委員会への増資申請・承認手続きが必要になるが、当該申請時に出資者から出資
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業種／組織名 本邦企業・団体が抱える課題

額の一部を出資先に先に払い込む必要があること、申請から承認まで長期間掛かること

があり、出資者にとっては出資金を先に払い込んでいるにもかかわらず株式が発行され

ない状態の期間が発生することとなり、リスクとなる。エスクロー口座等を活用して先

に払い込んだ出資金を保全するヘッジ策もあるが、時間もコストも掛かり、交渉に苦労

する。

 事業性評価や FS には日本政府資金が使えるが実証段階での資金援助が多くないため事業

実施を決めきれない。補助金制度があれば資金繰りが厳しい事業者も再エネ事業に参画

できるようになり、更なる再エネ推進に資すると考えるが、イニシャル投資への支援と

して低利子融資でも一定程度効果的と考えられる。

 フィリピンでは昨年から Green Energy Auction Program という、再エネ案件を対象にした

オークション制度が開始、落札者は国営送電会社との固定価格買取契約(FIT)を締結する

権利が付与されるが、現時点で洋上風力については対象になっていない状況。洋上風力

の事業者は DOE と特定地域の開発についてサービスコントラクト(SC)を結ぶことで 5 年

間の開発猶予が与えられ当該候補地の開発検討ができるが、収益性の算定においてFITの

価格は必須であり、収益側の検討が遅れればコスト側の検討も遅れるため、現状を考慮

すると SC の 5 年間の猶予で運開させることは難しい印象を持っている。 
 太陽光に必要な土地は広大であるが、DAR という農地からの転用の許可が必要であり、

時間・労力がかかり確実性もない。

 土地の所有が複雑で何百人も所有者がいることがある。対象地の事前調査に 1～2 年はか

かり、その間にリース料がかかるなどで事業性が悪化することもある。

 DOE との Service Contract 締結に時間がかかる。 
 事業体に対する低金利融資があれば良い。揚水発電の導入において日本の技術力が重要

視されているが、海外投融資が利用できると事業参入への道筋がさらに立ちやすい。

 国策・政策レベルでやっていくものであるはずだが、ほとんどの政府関連主体はそう

いった政策に精力的にコミットしているとは言い難く、それゆえ日本から事業を広げよ

うと現地に来ても適切な C/P 探しで疲れてしまう状況になっている。イニシアチブを明

確化してもらうことがこれらの協力に入っていてほしい。例えば官民タスクフォースの

形などがあるかもしれない。

 中央政府からの方針があまり地方に浸透していない。これらの打開についてはもちろん

インセンティブの設定がいいかもしれないが、財源の少ない DOE については制度面のイ

ンセンティブとして事業者選定時の加点要件にするなどの方法があるかもしれない。

エネルギー

（発電全般）

 発電分野に関しては管轄省庁がたくさんあり、ERC（エネルギー規制委員会）の承認が

必要となるが長い時には年単位と承認が遅く、不要な出費がかさみ事業性が損なわれる

など事業リスクが高まる。

 投資などの大きな決定をするだけの有力なエビデンスがないことが問題となる時があ

る。例えば PPA が決まらないまま開発を進めないといけない場合があり依り代がないの

で事業判断が難しい。

 PPA を結ぼうとすると CSP(Competitive Selection Process)を経なければならず、大規模な再

エネでは配電事業者に販売するにあたり CSP を通す必要があり、価格等で一度競争をす

るため想定するほどの収益性を保てない時がある。また、CSP のあとに ERC にも申請を

通さなければならないが、そのモットーとして国民にとって安い値段をということで申

請が却下されるリスクもある。

 CSP を短縮できる制度として OPS（Optional Power Supply Scheme）がある。未導入の技術

を持っていれば CSP の競争においてシード権が得られるものだが、未導入の技術という

のは現状ほとんどないため、相当申請は難しい。

 発電所から変電所までの距離が長いと送電線用の土地も賃貸の対象に入るためコストが

かかる。さらに近くの変電所までつないだとしても容量がなく、その後の送電線も容量

が不足しているといったことが問題になっている。

 LGU にお願いすることとして土地の許認可プロセスを迅速にしてもらいたい。NGCP の

実施遅延については LGU 側の許認可がとれないことを NGCP が理由に挙げているためで

ある。

 石炭廃止に伴う助成などがあると良い。石炭炊きをガス炊きに転換したら資金をつけて

くれるなどの奨励金融も良い。

 優遇税制・免税・資機材輸入減免などはあると良い。

 NGCP の送電線の問題を踏まえると民間で送電線も敷設するようなビジネス形態ができ

ればありがたい。
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エネルギー

（新技術）

 石炭・天然ガス火力発電においてアンモニア混焼を実施しても電力自由市場においてア

ンモニア価格が石炭に比べると安すぎるため、アンモニア混焼を行う理由が民間営利的

には成り立たない。グリーン証書やカーボンクレジットなどのアンモニア投資費用回収

策があると助かる。

 CCUSはフィリピンでの貯留ポテンシャルがそれほど高くないと考えられ、制度的にも進

んでいる他国の方が可能性があるため参入を見送っている。

エネルギー

（配電・電化）

 政府が電化率 100％を目標にかかげていることもあり、未電化地域の電化に繋がるマイク

ログリッドなどはやりやすい。国の指定している QTP（Qualified Third Party）のエリアに

ついてもアセットを増やしていく意味では進めやすい状況と考えている。 一方で、QTP 
の実施は DOEや ERCの承認がいるものの、時間がかかるため承認が得られるまではオフ

グリッド地域を対象とした補助金が得られないが、一方で地域住民からは設備があって

発電可能ならば早期の電力供給を要請されるというジレンマがあり、事業者にとっては

厳しい選択を迫られている状況にある。加えて、コロナによる需要減とウクライナでの

燃料価格高騰が追い打ちとなっており、厳しい事業環境となっている。

 政府側の動きが遅く、今後の開発計画が不透明であることがリスクである。離島では

ディーゼル依存傾向が高いので、離島での再エネ導入を国家として脱炭素化の対象にき

ちんと見込むことを望む。もしくは国として離島での再エネを導入するという方針があ

れば、開発・導入しやすくなる。

 Impact Assessment(影響調査)というのを送電線敷設にあたって行う必要があるが、早くて

1 年ととにかく時間がかかる。その間に事前調査をしていたときに算出していた EPC コ

ストも変化し、採算性が悪くなる。

 新技術導入のために電力事業者のグリッドコード修正が確実であるが、現時点でも不十

分なグリッドコードがたくさんある中では高望みはできない。グリッドコードは技術が

普及した 10-15年後になるかと思う。一方で、まず電力事業者の技術導入の選択肢に入る

ことが重要であるため、例えば電源投資における技術ガイドラインでリコメンドをして

もらうなどの支援はあるとありがたい。また、単なる導入技術の紹介だけでなくその実

運用のガイドラインも必要。

ICT  物流網が弱く、また荷物のトラッキングなどができないため配送の遅延や紛失が発生し

ている

 気象予報の精度が低い

 電気料金が周辺の ASEAN 諸国に比べても高額 
 災害時のデータセンターのリカバリー策やサイバーセキュリティーに対する対策が遅れ

ている

製造業  MEPS（Minimum Energy Performance Standards）が導入されたものの、そもそもの基準が

他国に比して低いため、他国では販売できない性能の商品でも販売が可能。順次見直し

が行われることになっており、より厳しい基準を設定することが期待される。

 検査が製造者に一任されており、虚偽申告をしているメーカーが一部存在する。DOE が

抜き打ち検査を実施することになっているが実施されていない。

食品  EPR 法が制定され、2023 年末までに前年に利用したプラスチック製商品パッケージの

20%を回収することが義務付けられたが、信用できる回収・リサイクル業者のリストな

どもなく、どの業者に依頼していいのかわからない

 EPR 計画書を作成して提出することが求められているが業者の選定もできない状態であ

るため対応できていない企業が多い。各社とも、他の企業の対処状況を見守っている状

況と認識

金融  フィリピン国内でボンド等に関する認定機関が存在しない

 フィリピン国内の民間企業の多くが、情報開示への対応が遅れており、海外からの投資

に関して課題がある

農業・森林  JCM 事業化に向けて取組みを進めているが、バウンダリー設定において、土地の所有権

が不明確なケースがある。

 継続的なモニタリングのための現地人材の確保が必要である。

 クレジット売却の場合は販売先の確保が課題となると見込んでいる。

 水田メタンを削減する間断灌漑を実施するには、水管理を行う灌漑施設が不可欠であ

り、整備が進んでいくことを希望する。

農業（水産）  地方自治が進んでおり、自治体の許可が得られれば養殖事業を進められる利点がある一

方で、保護区であることを理由に規制がかかるケースもよくある。
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 未利用漁場が多く、沖合漁業における乱獲を防ぐ視点でも海面での養殖事業が広がる可

能性は高い。一方で、養殖事業は水質問題が発生しやすく環境面での規制が今後強くな

る可能性がある

 台風被害にあいやすいため、被害補償のために無料で入れる政府の保険や自治体からの

補助金・貸出がある。気候変動対策として、日本では資材にお金をかけるが、フィリピ

ンでは漁場を分散させることで対応し、資機材にお金をかける意識が低い。ただし民間

連携事業終了後からこれまでに設備導入数は倍となっているため、必要性を感じ、導入

する事業者も増えてきている。

 本邦企業がフィリピンに進出する際には、費用対効果が出にくいという課題に必ず直面

する。比国パートナーとの協力によりコストを下げる、付加価値の提供により高価格で

も受け入れられる顧客を確保するなどで対応するしかない。

 日本の水産庁が進めるスマート水産技術（水揚量、海洋環境データ等の見える化、情報

へのアクセス向上、機器開発等）の展開を通じて、魚を捕るだけでなく資源管理を行っ

ていく必要がある。

出典：調査団

(2) 民間資金活用や民間活動促進に向けた提言

上述の通り、フィリピンでは民間企業における気候変動対策の取組みを後押しする施策や、グ

リーンプロジェクトへの融資や投資の枠組みが存在する。しかしながら、民間へのインセンティ

ブや資金流入は十分であるとは言えない。

各セクターにおける強化プログラムについては第 3 章にて詳細を示すが、民間促進の観点で気

候変動対策を活発化させるための提言を以下に示す。

Two Step Loan の活用：上述のとおり、TSL の活用は特定の課題解決のために資金を流入させる

ことのできる有効なツールである。例えば、製造業のグリーン化や機械化、中小企業振興、農業の機

械化、住宅金融、小規模インフラ開発など、特定の業種や特定の目的、時に特定の地域の振興に絞っ

て、市場に比べて低金利かつ長期のファイナンスを行うことで、企業の活動を後押しすることができ

る。また、政府金融機関のみならず広く民間銀行にも参加してもらうことで、民間銀行におけるグ

リーンプロジェクトへの融資への理解を深めることも可能である他、他のファイナンスの呼び水とな

る可能性も高い。また、審査や手続きに時間がかかりすぎる、担保が不動産に限定されるなど地場銀

行の既存の融資における問題点についてもコンサルティングサービスを通じて改善していくことが可

能である。ただし、民間銀行に PFI として参加してもらうことはメリットも多いが、当該銀行が倒産

した際や資金繰りが危ぶまれた際の対応策などをきちんと事前に検討しておくことが重要である。

TSL は、フィリピンでも既に実施されており、他にもインド、ミャンマー、ウズベキスタン、

モンゴル、タンザニア、セネガルなど多くの国で活用されている。これまでにグリーンをテーマ

としたものとしてはフィリピンの「環境開発事業」モンゴルでの「中小企業育成・環境保全ツー

ステップローン事業」、バングラデシュの「省エネルギー推進融資事業」および「省エネルギー

推進融資事業（フェーズ 2）」などがある。

また、JICA 以外に国際協力銀行（JBIC）もツーステップローンを供与しており、グリーンに関

係するものとしては、メキシコの「再生可能エネルギー及びエネルギー効率化事業支援ツース

テップローン」、中南米地域への「地球環境保全業務（GREEN）ツーステップローン」、ベトナム

の「再生可能エネルギーセクター向け地球環境保全業務（GREEN）ツーステップローン」などが

挙げられる。
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グリーンデスクの設置：グリーンな取り組みを新たに実施したい/取組みを強化したいニーズを

抱える企業に対して、アドバイスを行う専門家を配置する。例えば EPR 法への準拠等に困ってい

る企業や、気候変動の取組みを行いたいが何から始めてよいかわからない企業、グリーンボンド

の発行を検討している企業に対して助言を行ったり、関係する政府機関とつなげたりする専門家

を配置する。企業からの問い合わせ対応の他、セミナーやワークショップの実施も併せて実施す

る。JICA の専門家派遣スキームもしくは技術協力プロジェクトを活用し、BOI もしくは PPP セン

ターなど広く民間のニーズに応えることを任務としている省庁に派遣することが考えられる。グ

リーンをテーマにしたものではないが、進出本邦企業へのニーズに応えるため、過去に JETROと

共同で JICA がミャンマーの計画・財務省の投資企業管理局（Directorate of Investment and Company 

Administration）に専門家を配置した前例がある。 

グリーン SEZ への融資/出資/技術協力/円借款：本邦企業が企画し運営する環境への配慮を売り

にするような SEZ（グリーン SEZ）への融資や出資（海外投融資）を通じた経営への参画や、入

居企業に対する政府関連手続きのワンストップサービス（技術協力/専門家派遣）、入居企業に対

するツーステップローンの供与、再生エネルギー、上下水道整備、廃棄物処理など周辺インフラ

整備（円借款）の実施などが考えられる。GHG 削減をテーマにしたものではないものの、ミャン

マーやバングラデシュなどで SEZ の運営への出資及び融資、ツーステップローンによる入居企業

支援、インフラ整備などの総合的支援の先行事例がある。 

海外投融資によるファンドの注入：インパクト投資ファンド、グリーンベンチャーファンドや

グリーンプロジェクトに積極融資を行う地場銀行へのファンドの注入を通じて広くグリーンプロ

ジェクトを行う企業に対して間接的に融資を行う。2022 年の ADB レポート157でもグリーンボン

ドの問題点として、市場のニーズが必要であり公的ファンドなどによる大口の購入は有効な対策

として挙げられており、投資家や証券会社がADBのような国際機関に期待する役割の一つとして

も言及されていた。JICA のような公的ファンドの参入により、民間投資や海外からの投資の呼び

水となる効果も併せて期待できる。 

課題別研修の活用：既存の課題別研修の活用も、支援メニューとして有効であると考えられる。

2023 年度実施の課題別研修158を例に挙げると以下のような課題別研修を有効に活用し、フィリピ

ン政府関係者の政策立案能力向上に寄与することが期待される。 

表 2-170 民間導入促進において活用できる課題別研修 

分野 研修名 
環境管理 金融アクセス強化―実務家向けの理論と実践（Enhancing Access to Climate Finance: 

Theory and Application for Practitioners） 
経済政策 金融規制監督（Financial Regulation and Supervision） 
経済政策 金融政策・中央銀行業務（Monetary Policy and Central Bank Operations-Sharing 

Practical Experiences） 
経済政策 証券取引所整備（Stock Exchange Development） 
経済政策 中小企業金融・PPP を含む地域開発のための金融（Finance for Regional 

Development including SME Finance and PPP） 

 
157 https://www.adb.org/sites/default/files/publication/813001/green-bond-market-survey-philippines.pdf 
158 list_2023.pdf (jica.go.jp) 
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分野 研修名 
都市開発・

地域開発 
持続可能な住宅・建設政策（立つ炭素化建築・グリーン住宅金融・アフォーダブ

ル住宅等）Sustainable Housing and Building Policy (Decarbonization Building, Green 
Housing Finance, Affordable Housing) 

出典：JICA サイトより調査団作成 
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第3章  強化プログラムの検討 

情報収集により、フィリピン政府が目標とする気候変動目標とその取組み状況や、人材・予

算・技術の制約、他ドナーの協力状況等が整理され、フィリピン政府から JICAに対するニーズ等

を踏まえて重点セクターが選定され、課題分析の結果、気候変動対策目標に対しフィリピン政府

として更なる取組みが必要とされる課題が特定された。 

これらの課題について、取組みを開始する緊急性、気候変動対策としてのインパクト、そして

当該セクターや社会に与える波及効果の高さに加え、我が国による協力可能性を検証するため日

本政府や JICA の政策との整合性、本邦技術や知見が活用可能性等を踏まえ、仮説的に JICA の協

力スキームを用いて、より詳細な課題分析のもと、強化プログラムの検討を行った。 

3.1 重点セクターにおいて取り組むべき課題の検討および強化プログラムの検討 

3.1.1 課題のショートリストの作成 

(1) パリ協定実施促進 

1) 特定された課題の分析 

フィリピン国はパリ協定に 2016 年 4 月 22 日に署名、2017 年 3 月 23 日に批准した。2015 年に

INDC を提出し 2030 年までに 2000 年から 2030 年の BAU シナリオ比で GHG 排出量を 70%削減す

るとし、適応については気候変動適応と災害リスク軽減、適応の主流化促進が必要なことを強調

し、さらに適応と損失・損害の最小化、緩和能力強化について技術移転と技術革新、資金支援の

必要性を強調している。 

2021年 4月に最初の NDCを提出し、緩和に関する目標として 2020年から 2030年の間に、BAU

と比較して、75%の GHG 排出削減（条件付きで 72.29%、条件なしでは 2.71%の GHG 排出削減）

を目標としている。なお、一方で、フィリピン政府はカーボンニュートラル宣言を出していない。 

また、熱帯低気圧帯に位置するフィリピンは気象災害に対して極めて脆弱であり、インフラ、

食料・農業・保健分野などで様々な影響をうけている。このような中、NDC の中で、NCCAP 

2011-2028で位置づけている気候変動に対処するための政府による行動（食料安全保障、水資源確

保、生態系と環境の保全、人間の安全保障、気候スマートな産業とサービス、持続可能なエネル

ギー、知識と能力開発の 7 つのテーマ）設定、農業、林業、沿岸・海洋生態系、生物多様性、保

健衛生、人間の安全保障の各分野で損害と損失を軽減するための適応策実施を宣言し、パリ協定

の実施を進めるとしている。適応分野については、PSF による適応プログラムおよびプロジェク

トの推進が進められており、2023 年 11 月時点で 8.8 億 PHP が 11 のプロジェクト実施と 6 つのプ

ロジェクト開発補助に割り当てられている。 

パリ協定実施について脱炭素および強靭性のある社会構築という観点からみると、特に以下に

示す条項に関して具体的な取組みを行っていく必要がある。 



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査

ファイナルレポート

3-2

表 3-1 関連するパリ協定条項とフィリピン国の対応状況 

条項 対応すべき主な項目 フィリピン国の対応状況

Article 4 
緩和

 NDC の策定・提出・維持  2021 年に NDC を提出 
 NDC 実施計画はハイレベルでの技術審

査中（ADB と UNDP の支援による） 
 5 年ごとの NDC の更新・提出  次期 NDC を 2025 年以降に提出予定 
 NDC に基づいた緩和措置の遂行  NDC 実施計画に基づいて実施中 
 NDC による GHG 排出および吸収について、

環境十全性、透明性、正確性、完全性、比較

可能性、一貫性の原則のもと、二重計上を避

け計算（Accounting） 

 今後、検討を行っていく予定

 Long-Term low greenhouse gas emission 
development Strategy（LTS）の策定と提出 

 LTS は未策定（GEF・ADB、および日

本国環境省の支援を受ける予定）

Article 6 
市場メカニズ

ム

 Cooperative approachesの一つである JCM活用

（特にクレジットの二重計上回避、ITMOs）
の検討

 日本国環境省との協力を継続中

 国内排出量取引制度の国際市場へのリンク  DENR を中心として国内排出量取引制

度の検討を実施中（UNDP 支援） 
 DA が土壌有機物貯留によるクレジッ

ト化および市場設立を検討中（ADB 支

援）

Article 7 
適応

 ジェンダー配慮、すべての利害関係者の包

摂、最良の科学、伝統的な知識、先住民の活

用

 委員会決議 2019-002 号に従い、気候変

動政策、計画、プログラム、活動の策

定と実施におけるジェンダー対応アプ

ローチの主流化と強化を実施

 適応行動の強化（グッドプラクティス等の共

有、知識・知見の統合および支援に関する制

度措置、気候科学の知識向上、途上国向け支

援、適応行動の有効性・持続性の向上）

 国 家 適 応 計 画 （National Adaptation 
Plan）を策定（UK 支援）するととも

に、PSF などを活用した様々な取組み

を実施中

 適応報告書（Adaptation communication）の定

期的な提出（適当な場合）

 国 家 適 応 計 画 （National Adaptation 
Plan）を策定（UK 支援） 

Article 13 
透明性

 透明性の仕組みの改善・強化  今後、検討を行っていく予定

 隔年更新報告（Biennial Update Report, BUR）
の提出と国際的協議・分析（International 
Consultation and Analysis, ICA）を受ける 

 2023 年中の提出を目指し作業中 

 隔年透明性報告書（Biennial Transparency 
Report, BTR）の提出（国家インベントリ、

NDC の実施・達成に向けた進捗状況、資

金・技術移転・能力開発支援の受領および

ニーズの情報を含む）

 2024 年内の BTR 提出を目指し作業中 

Article 14 
グローバル・

ストックテイ

ク

 2023年から始まる第 1回目のグローバル・ス

トックテイクへの対応

・グローバル・ストックテイクの実施に

必要な情報の提供等、実施への協力

出典：調査団
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表 3-2 課題分析シート（パリ協定実施促進） 

課題 関連政策
フィリピン国内での取組状況、ドナー支援、

課題およびその要因

パリ協定・NDC 達成および 
セクター政策へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に対応する

強化プログラムおよび

想定されるアウトプット

共通

パリ協定で策定・提出が

求められている文書の多

くが未提出

パリ協定

 4 条：緩和の推進、6 条：市

場メカニズム、7 条：適応

の推進、13 条：透明性の推

進、14 条グローバル・ス

トックテイク

 LTSの策定および提出

 BTR (国家 GHG インベント

リ等を含む)の策定および提

出

NDC 
 緩和に関する目標として

2020年から 2030年の間に、

何も対策をせず現状を維持

した場合（Business As Usual
（BAU））と比較して、75%
のGHG排出削減（条件付き

で 72.29%、条件なしでは

2.71%の GHG排出削減）

 適応について、食料安全保

障、水資源確保、生態学

的・環境的安定、人間の安

全保障、気候スマート産

業・サービス、持続可能な

エネルギー、知識・能力開

発の 7 分野を設定し、持続

可能な開発目標および仙台

防災枠組との一貫性を指向

CCCは、関係政府機関と連携し、2015年と 2020年の

GHGインベントリを策定した。最終報告書の原稿とサ

マリー・レポートは、2024年前半までの公開目指し編集

作業中。また、UNFCCC事務局に提出が必要な国別報告

（National Communication）も 2015年に second versionが
提出されて以降、更新されていない。パリ協定のもとで

策定・提出が求められている BURについても未提出で

ある。さらに、BTR（第 1回 BTRは 2024年末が提出期

限）についても、現在、GEFおよび FAOの支援のも

と、策定作業を進めているという段階ではあるが、進捗

状況は確認できておらず、よって 2024年内での提出が

可能かどうかは不明瞭である。

これらの作業の遅れは、資料の作成に必要なデータや情

報の関連機関からの提出に時間がかかっているという問

題にも一因がある。この原因として、必要な情報やデー

タを関連機関から集約するためのルールや手順などが整

備されていないため、適切なタイミング、内容で情報収

集・整理が出来ていないということがあげられている

（ヒアリング結果より）。

また、2023年中は NDC Implementation planや NAP策定

など、優先度の高い作業があったため、インベントリや

LTSなどの策定作業に人材を回す余力がなかったことも

原因の一つであると考えられる。

GHG インベントリについては 2015 年、2020 年のデータ

が近々にサイト（https://niccdies.climate.gov.ph/）にて公開

される予定である。

本課題の解決は、パリ協定のもと、フィリピン国

に求められている義務を果たすことに繋がり、

フィリピン国が気候変動対策への真摯に取り組ん

でいるという姿勢を国際的に示すことにもなる。

さらに、提出が求められている各種文書類の策定

と公開を通じて、フィリピン国における気候変動

対策の取組みの現状と課題がより明確となり、今

後、注力していくべき活動の具体化が図られると

ともに、国際的な支援についても、より具体的な

目標と活動内容の設定が可能となり、もって、

フィリピン国の気候変動対策の推進に大きく貢献

する。

JICA は、過去にインドネシア、ベトナム、パプア

ニューギニア等に対して、国家 GHG インベントリ策

定支援に関わる能力強化プロジェクトなどを実施し

てきた実績がある。これらの知見を活かして、フィ

リピン国における国家 GHG インベントリ策定・更新

を円滑に行う体制づくりの支援や、緩和活動に関す

る MRV 体制の構築支援などを行うことが可能であ

る。

 インドネシア国 気候変動対策能力強化プロジェ

クト

 ベトナム国 国としての適切な緩和行動(NAMA)計
画および策定支援プロジェクト

 パプアニューギニア国 気候変動対策のための

PNG 森林資源情報管理システムの活用に関する

能力向上プロジェクト

また、日本の環境省による PaSTI（コ・イノベーショ

ンのための透明性パートナーシップ）の取組みも実

施されており、これらの活動を通じて得られた透明

性に関する知見も、国、地方の政策に関する透明性

確保を行う際に有効に活用できる可能性がある。日

本の環境省は、GHG インベントリ開発に関し「アジ

アにおける温室効果ガスインベントリ整備に関する

ワークショップ（WGIA）」を毎年開催しており、

これとの連携も効果があると考える。

CCC に対する専門家派遣を通じ、CCC 職員が実施す

べき業務に対する技術的な支援活動を通じ、CCC が

強化すべき事項をさらに詳細に確認・分析した後、

技術協力プロジェクトを実施することでより効果的

な支援を行うことが可能である。

CCCに対する専門家派遣 
 UN 等への提出文書類の策定

等に関する助言

 関連機関との調整作業支援

透明性枠組み下での気候変動対

策に関する能力強化プロジェク

ト（技術協力）

 GHG インベントリ策定・更

新に係る体制・政策等の整備

支援

 GHG インベントリ策定・更

新マニュアル整備

 GHG インベントリ策定等に

必要な基礎データの整備支援

 GHG インベントリ策定等に

必要なデータ収集・検討能力

向上に向けた人材育成

透明性の確保に向けた取

組みの遅れ

NDCにおける GHG排出および吸収について、環境十全

性、透明性、正確性、完全性、比較可能性、一貫性の原

則のもと、二重計上を避け計算（Accounting）する仕組

みの構築を進める必要があるが、その取組みが遅れてい

る。また、現行の NDCについて、緩和に関しての目標

値は設定されているが、セクター別の削減目標割合など

が明示されていないため、どのセクターにおける緩和活

動を重点的に行う予定なのかが明確ではない。

適応については、NAPに実施すべき適応策が示されてい

る。しかし、これらの対策の実施状況を適切にモニタリ

ング・評価するための方法論や体制が、現時点では確立

されていないことが想定される。

NDC実施計画や NAPなどの策定を優先してきたため、

これらの透明性確保に関する取り決め等の検討が人材不

足により進んでこなかったことが一因であると考えられ

る。また、緩和活動の MRV、適応行動の M&E、GHG
インベントリや BTRなど透明性確保に必要な方法論、

組織体制、実施手順などについて、CCCをはじめとした

関係省庁の理解が不足していることや、関係省庁など

様々なステークホルダーとの協力体制の構築が進んでい

ない事が原因と考えられる。

本課題の解決は、パリ協定のもと、フィリピン国

が提出している NDCで示されている目標の達成

状況の確認、取組みの進捗状況確認などを評価し

ていく上で非常に重要な点である。その中でも、

国家 GHGインベントリをベースとした各セク

ター別の緩和目標の設定とその達成状況の確認は

必須の事項であり、当該分野における CCCおよ

び関係機関の理解促進、体制整備や手順の明確化

などを進めることは、NDCの実施および達成状

況を適切に評価していくことに大きく貢献する。

さらに、NDC等で取り上げられている緩和およ

び適応に関する取組みの進捗状況の把握とその明

確化が円滑になされるようになることで、進捗状

況を踏まえた取組み内容の強化等を促進していく

ことも可能となる。

CCC に対する専門家派遣（前述

の専門家派遣業務と同一支援に

て実施）

 透明性確保に必要な施策につ

いての情報収集・施策検討へ

の助言

 関連機関との調整作業支援

透明性枠組み下での気候変動対

策に関する能力強化プロジェク

ト（技術協力）

 緩 和 お よ び 適 応 活 動 の

MRV、M&E に関する体制や

ガイダンス整備

CCC 職員の気候変動対策

や透明性確保等に関する

知識・知見の不足、組織

Climate Change Act 
 CCC はフィリピンにおける

気候変動問題に関する唯一

CCC の職員数（技術系職員 34 名）は、CCC に求められ

ている責務等に対して十分ではなく、現時点でも実施す

べき事項に対して十分な活動ができていない。責務を継

続的に全うしていくためには、人員の増員が必要である

CCC はフィリピンの気候変動問題への対応にお

いて、政策策定機関として位置づけられており、

また、各関係機関間の調整機関として重要な役割

を担っている。さらに、国連等に提出する必要性

日本がフィリピンにおける気候変動対策の促進支援

を行うにあたり、パリ協定実施促進、NDC 達成に向

けて要の機関となる CCC の職員の気候変動対策や透

明性確保に関する理解促進、様々なドナーからの協

CCC に対する専門家派遣（前述

の専門家派遣業務と同一支援に

て実施）
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課題 関連政策
フィリピン国内での取組状況、ドナー支援、

課題およびその要因

パリ協定・NDC 達成および 
セクター政策へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に対応する

強化プログラムおよび

想定されるアウトプット

およびプロジェクトマネ

ジメント能力不足

の政策策定機関として位置

づけられている

その他の気候変動関連政策など

の実施促進に関連

 NDC 
 NCCAP 
 National Framework Strategy

on Climate Change 2011-2022 

が、増員する人員の気候変動分野への理解と習熟も必要

であり、能力強化も同時に進めていく必要がある。しか

しながら、NDC 実施計画や NAP の策定、様々な国際会

議やイベントなどの対応に追われ、人材確保とその能力

強化を行う余力がないことから、これら課題への対応が

進んでいない。

また、関係機関等への連携や指示などを円滑かつ適切に

行い、関係機関等からの積極的かつ迅速な協力を得らえ

ていないことから、CCC がより強いリーダーシップを発

揮できるよう、CCC 自体の体制強化、内部での意思決定

の迅速化、さらには関係機関との間での指示等に関する

権限強化なども対応していく必要がある。

のある文書類の策定等においても重要な立場にあ

る。したがって、CCC が果たすべき役割は非常

に重要であり、これらを担当する CCC 職員の能

力強化は不可欠である。求められる活動内容や量

に比する人員数や人員の能力不足の解消、関係機

関との連携体制および能力の強化を行うことで、

フィリピン国の気候変動対策、パリ協定実施促進

を、より適切に進めていくことが可能となる。

力プログラム等の管理を含むマネジメント能力の向

上支援を行う必要性は高い。また、CCC の組織とし

ての能力や機能強化も同時に図る必要がある。これ

に対して、JICA がこれまで行ってきた気候変動分野

における政府関係者等に対する能力強化事業の成果

が活用可能であり、十分に貢献可能である。

 東南アジア地域低炭素・レジリエントな社会構築

推進能力向上プロジェクト

 気候変動に対する強靭性向上のための大洋州人材

能力向上プロジェクト 等

また、以下に示す課題別研修と同様の研修プログラ

ムも活用可能と考える。

 環境管理：パリ協定下の「国が決定する貢献」前

進に向けた能力強化

 環境管理：気候変動への適応

 環境管理：気候資金アクセス強化－実務家向けの

理論と実践

前述したに日本国環境省が行う PaSTI の取組み成果

も活用可能と考える。

CCC に対する専門家派遣を通じ、CCC 職員が実施す

べき業務に対する技術的な支援活動を通じ、CCC が

強化すべき事項をさらに詳細に確認・分析した後、

技術協力プロジェクトを実施することでより効果的

な支援を行うことが可能である。

 透明性確保に必要な施策につ

いての情報収集・施策検討へ

の助言

 関連機関との調整作業支援

気候変動対策に関する人材およ

び組織能力強化プロジェクト

（技術協力）

 気候変動対策の透明性確保に

係る施策等実施ガイダンス

（案）等の整備

 プロジェクトマネジメント・

ガイダンス（案）の整備

 組織能力評価及び技術支援

ニーズ調査に基づいた組織能

力向上プログラム

緩和

地方政府職員の GHG イ

ンベントリおよび緩和策

に関する理解不足

Climate Change Act 
 Climate Change Act of 2009で

は、地方政府（LGU：Local 
Government Unit） で の

LCCAP 策定が義務付けられ

ている

LCCAP 
 気候変動への適応と緩和の

双方に重点を置き、LGU が

気候変動の影響にどのよう

に対応し、地方開発計画

（土地利用計画、セクター

別開発計画、投資プログラ

ムなど）に統合していくか

を提示

2023年 6月時点では、全国 1,715地方政府のうち 1,472
（約 86%）が LCCAPを策定済みである。しかしなが

ら、多くの LCCAPが適応に関する影響評価や対策の情

報を含んでいる一方で、GHG排出量の現状や緩和策等

について触れている LCCAPは少ない。GHG排出量の現

状が示されていないのは、LGU職員の GHGインベント

リに対する理解不足や GHGインベントリ作成に関する

知識や能力が不足していることが推測される。

CCCや DILG、DGAなどにより、これまでも LGU職員

に対する LCCAP策定に関する研修事業は行われてきて

いるが、研修開催費用等が十分でないため、遠隔地の

LGU職員などは、費用が無いため研修開催場所に行くこ

とができず研修に参加できていないという原因が CCC
等より示されている。また、政府機関職員は定期的に異

動するため、研修を開催し能力強化活動を継続していく

必要がある。

なお、LGU職員等に対する能力強化支援を実施している

ドナーは、現時点までの調査では確認できていない。

フィリピンの気候変動問題への対応や NDC達成

を着実に進めていくためには、中央政府機関のみ

ならず、LGU等も積極的に気候変動対策に取り

組んでいくことが重要である。

地方の GHGインベントリと国家 GHGインベン

トリの間には直接的な関連性は生じない。しかし

ながら、LGUが適切な緩和活動を実施していく

ためには、地方の GHGインベントリを作成し当

該地方における GHG排出・吸収の動向を踏まえ

ていくことが重要であり、この課題の解決はフィ

リピン国の NDC達成に間接的な貢献度が高い。

適応分野に関する正しい理解促進は、適切かつ効

果が期待される適応策の選定と実施促進を促し、

フィリピン国の気候変動への強靭性確保へと繋が

る。

同国の Climate Change Actにも LGUの取組みの必

要性が触れられており、LGU機関職員の気候変

動等への理解促進や GHGインベントリ、適切な

気候変動緩和および適応策の選定、それを踏まえ

た LCCAPの見直しおよび実施に係る能力向上は

非常に重要な点である。

JICAはこれまでインドネシア、ベトナム、タイ、太

平洋島嶼国等を対象に、気候変動対策計画、緩和策

や適応策の検討支援、GHGインベントリ策定支援を

行った実績もあり、日本による支援のアセットが活

用可能である。

その際には、GHGインベントリ開発や緩和行動の見

直しだけでなく、地方における脆弱性およびリスク

評価、適応策の検討なども含めた形で支援を行って

いくことが望ましい。

また、以下に示す課題別研修と同様の研修プログラ

ムも活用可能と考える。

 環境管理：脱炭素で持続可能な都市・地域開発の

ための自治体能力強化

LGUの GHGインベントリ作成お

よび緩和行動計画検討に係る能

力強化支援プロジェクト（技術

協力）

 コミュニティレベルの GHG
インベントリツールやマニュ

アル類の更新、整備に対する

技術支援

 パイロット LGU の GHG イン

ベントリの策定作業への技術

的支援

 パイロット LGU の緩和行動

の見直しと LCCAP の改訂に

対する技術的支援

国レベルでの炭素価格制

度に関する制度整備の必

要性

現時点でなし カーボンプライシングの導入を検討しているが、現時点

で国家的なカーボンプライシング政策や制度は正式に実

施されていない。

DOFが世銀からの支援により、Carbon Pricing Instruments
の研究を行っている。また、DENRは、ADBおよび

UNDPからの支援により、森林分野に特化した carbon 
trading schemeの検討を行っている。 

本課題の解決は、気候変動緩和策の取組みに対し

て経済的なインセンティブとなる仕組みであり、

これらの制度が整備されることで GHG排出削減

または吸収プロジェクトの実施促進に大きく貢献

することが予想され、ひいては NDC達成に大き

く貢献するものである。

日本国内においても、Carbon Pricing Instruments導入

に関する議論は深まってきている。また、Jクレジッ

ト制度や東京都における排出量取引制度など実践事

例も数多くある。さらに、JCM制度に伴い運用して

いる JCMクレジットの登録簿の管理などの経験もあ

る。世銀や関連するドナーと協力関係を構築した上

で、これらの知見・資産を共有しながらの技術支援

が可能である。

Carbon Pricing Instruments導入に係

る技術支援プロジェクト（技術

協力）
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課題 関連政策
フィリピン国内での取組状況、ドナー支援、

課題およびその要因

パリ協定・NDC 達成および 
セクター政策へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に対応する

強化プログラムおよび

想定されるアウトプット

適応 

地方における適応行動推

進に資する地方職員の理

解、技術的能力強化の必

要性

Climate Change Act 
 気候変動への適応を推進し

ていくことを示し、PSF を

設立

NDC 
 適応について、食料安全保

障、水資源確保、生態学

的・環境的安定、人間の安

全保障、気候スマート産

業・サービス、持続可能な

エネルギー、知識・能力開

発の 7 分野を設定し、持続

可能な開発目標および仙台

防災枠組との一貫性を指向

LCCAP 
 気候変動への適応と緩和の

双方に重点を置き、LGU が

気候変動の影響にどのよう

に対応し、地方開発計画

（土地利用計画、セクター

別開発計画、投資プログラ

ムなど）に統合していくか

を提示

PSF 
 LGU や認定された地方／コ

ミュニティ組織の適応活動

を支援することを目的

 10 億 PHP の予算が配分され

ている

地方における気候変動対策としては、フィリピンが気候

変動影響に対して脆弱でありこれまでも様々な異常気象

による影響や損害を受けてきているという背景から、緩

和策よりも適応策について重点的に実施されてきた。こ

れまでに策定されている LGUの LCCAPについても、気

候変動に対する脆弱性評価、適応策について多く触れら

れているものが多い。その一方で、適応策として提示さ

れている行動等に気候変動との関連性（Climate 
rationale）が明瞭ではない対策も多く含まれており、適

応分野に対する正しい理解が不足していると思われる。

緩和策と同様に、CCC等による LGU職員に対する

LCCAP策定に関する研修は実施されてきているが、必

ずしも、適応策について正しい理解が定着しているとは

思われない。適応分野については、研修教材の見直しな

ども図り、より適切な理解向上を図る必要があると考え

られる。

また、地方における適応行動を促進するための資金源と

して PSFが設立されている。これまで 6つの適応プロ

ジェクトのみ承認されていたが、PSFの事務局が DOFに

移った後 2023年に新たに 5つのプロジェクトが承認さ

れた。

CCCは、NPTEメンバーおよび PSF理事会メンバーとと

もに、PSF案件プロジェクト提案書の審査・評価を行

う。

なお、LGUから提出される提案書の質、特に提案される

適応策について、その地域の気候ハザードや発生要因に

対応するものであることを確認した上で改善される必要

がある。

気候変動による影響が大きく脆弱性の高いフィリ

ピン国にとって、気候変動への適応は緩和よりも

優先度が高い事項であり、NDCでもその推進が

明確に位置づけられている。気候変動適応の推進

においては、LGUやコミュニティレベルでの対

策実施が非常に重要であり、優先して進めるべき

事項である。また、適応策の実施には多額の費用

が必要であることが多く、PSFなど適応に活用可

能な資金源の設置とその有効活用も重要な事項で

ある。これらに対応することで、LCCAPの実

施、さらには NDCにおいて位置づけられた適応

策の推進に大きく貢献する。

地方における適応策の推進を目的とした支援を行う

に際しては、対象とする地域やコミュニティに対し

ての高い理解力が求められる。LGUやコミュニティ

の人々との対応を中心とした支援活動となるため、

類似の活動経験などに基いたノウハウが必要とな

る。そのため、CCC、DOF、DILG、LGAなどこれま

でこの分野で活動を行ってきた関係機関と密に連携

した上で、JICAとして提供できる技術的な支援を

行っていくことが望まれる。

技術的支援の内容としては、CCC等がこれまで行っ

てきた LGU職員等に対する気候変動に関する研修教

材や研修プログラムの見直しと実施、パイロット

LGUを特定し、LCCAPにおける適応策の選定見直し

を実施に対する技術的支援、PSFなどの資金の活用

や提案書作成に関する助言等を、CCC、DILG、LGA
などと共に行っていくことが考えられる。

また、以下に示す課題別研修と同様の研修プログラ

ムも活用可能と考える。

 環境管理：気候変動への適応

LGU の適応行動推進に係る能力

強化支援プロジェクト（技術協

力）

 Climate Risk and Vulnerability
Assessment ツールおよび研修

教材の改訂

 気候変動適応に関する研修開

催

 パイロット LGU の適応策の

選定および実施促進

 パイロット LGU の適応行動

の見直しと LCCAPの改訂

適応行動促進に資する資金活用

に関する能力向上プロジェクト

 気候資金等へのアクセスに関

する理解の促進

CCC および関係機関の

PSF 提案書のレビュー能

力の不足

PSF 
 LGU や認定された地方／コ

ミュニティ組織の適応活動

を支援することを目的

 10 億 PHP の予算が配分され

ている

国家技術専門家パネル（NPTE）の支援を受けて、CCC
は PSFプロジェクト提案書の審査と評価を主導してい

る。

様々な LGUから提出されるプロジェクト提案書の量を

考慮すると、より迅速で効率的な審査を行うため、技術

審査員の能力を強化する必要性がある。

CCCや DOFに対しては PSFに提出された提案書の

レビューに際して、幅広い分野に及ぶ適応行動に対

してのレビュー実施に関する技術的な支援やレ

ビュー体制の構築支援などを行っていくことが考え

られる。

CCC に対する専門家派遣（前述

の専門家派遣業務と同一支援に

て実施）

 CCC および DOF による PSF
の提案書レビュー力向上、評

価システムの見直し、PSF プ

ロセスの合理化

出典：JICA調査団 
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2) 特定した課題の優先順位付け

表 3-3 課題の優先度（パリ協定実施促進） 

課題 緊急度
緩和／適応 波及効果

インパクト緩和 適応

共通

パリ協定で策定・提出

が求められている文書

の適切なタイミングで

の提出

High 
国際協定であるパリ協定で策

定・提出が求められている公式

文書であり、フィリピン国の気

候変動への取組みの真剣度が問

われる課題のため

✓ ✓

＋＋＋

フィリピン国における現状、気

候変動対策の実施状況等を国際

的に周知させる機会であるとと

もに、ドナー等が技術や資金な

どの支援策を検討する有力な情

報源となる

透明性の確保に向けた

取組み強化の必要性

Med 
気候変動対策等の実施状況等の

報告等について透明性を確保す

ることがパリ協定上も強く求め

られているため

✓ ✓

＋＋＋

気候変動対策の実施状況等につ

いて透明性を確保した状態で国

際社会に周知することで、ド

ナー等からの支援等を受けやす

くなる

CCC 職員の気候変動対

策や透明性確保等に関

する知識・知見の不

足、組織およびプロ

ジェクトマネジメント

能力強化の必要性

High 
フィリピン国における気候変動

対策に関する政策等を立案する

機関である CCC 職員の能力向上

はパリ協定実施を含む国内の気

候変動対策を促進するために必

須である

✓ ✓

＋＋

CCC 職員の技術力、組織力、マ

ネジメント力が向上することで

前述した 2 つの課題解決にも大

きく貢献する

緩和

国レベルでの炭素価格

制度に関する制度整備

の必要性

High 
フィリピン国の GHG排出量削減

に資する緩和プロジェクトの実

施促進を早急に進めていく必要

があるため

✓

＋＋

排出削減および低炭素技術への

投資促進、民間企業の行動変容

促進、新たな市場の拡大などの

効果が見込める

地方政府職員の GHG
インベントリおよび緩

和策に関する理解向上

の必要性

Low 
フィリピン国の GHG 排出量を

削減していくためには、地方に

おける GHG 排出削減の取組み

も早急に進めていく必要がある

ため

✓

＋

地方における GHG インベント

リが整備され適切な緩和策の実

施が促進されることで、より

フィリピン国の GHG 排出量の

削減に効果がある

適応

地方における適応行動

推進に資する地方職員

の理解、技術的能力強

化の必要性

High 
気候変動に脆弱なフィリピンで

は、適応行動の推進は人命や資

産の保全に大きく貢献するため

緊急性は高い

✓

＋＋

地方職員の適応行動推進に関す

る知見や技術力が向上すること

で適応策の実施に繋がる可能性

が高まるため、効果は大きい

CCC および関係機関の

PSF 提案書のレビュー

能力強化必要性

Low 
地方における適応行動の実施へ

の資金支援策であり、人命や資

産の保全に大きく貢献するため

緊急性は高い

✓

＋

適応策の実施に直接つながる事

業支援、資金支援策を強化する

取組みであり、より適切な適応

策の実施に繋がるため効果は大

きい
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(2) エネルギー 

1) 特定した課題の分析 

エネルギーセクター（燃料消費および運輸）は、国家 GHG インベントリにおいて 2020 年に

129.286 百万トン CO2e を排出した。燃料燃焼（運輸を除く）がエネルギー部門排出量の大部分を

占め、99.854 百万トン CO2e で部門全体の約 77%に相当する。したがい、その排出削減にむけた

変化が最も重要とされるセクターであると考えられる。 

また、フィリピンのエネルギーセクターに影響を与える可能性がある気候変動として、降水量

と異常気象がある。前者は平均雨量自体が全国的にあまり変わらない可能性があるものの、時期

的変動と強度は増加すると考えられており、例えば水力発電の導入・運用に多大な影響を与える。

後者については、台風の頻発・激甚化にともない電力・エネルギーインフラの損傷が懸念される。

よって、これらの影響を想定した適応策の実施も必要になる。 

エネルギー分野の政策としては、Philippines Energy Plan（2020-2040）において、従来エネル

ギー、再生可能エネルギー、送配電・電化、エネルギー効率と保全、代替燃料と新興技術などの

多様な観点で施策が示されており、主要なものとしては石炭モラトリアムによる新規石炭火力発

電建設の停止、人口増による電力需要増を賄うためのトランジションエネルギーとしての天然ガ

ス火力発電の大規模導入および再生可能エネルギー大規模導入が挙げられる。 

フィリピンにおいてはエネルギー産業のほとんどが民営化されており、その投資促進が政府の

計画達成に大きく影響することを確認している。これまでのところ、太陽光や風力といった再生

可能エネルギー電源の開発については比較的取組が進められてきている状況にあるが、地熱や水

力については取組が十分でない。また、天然ガス利用についても取組が遅れているところである。

電源開発を促進するうえで重要となる送電網ついても民営となっているため、制御が難しい局面

にも入っている。一方で、2028 年に全電化を目指すなど、非常に野心的な目標も掲げられており、

また水素や CCUS といった新興技術についても導入を検討し始めるなど、意欲的な姿勢が見られ

る状況となっている。 

当該セクターにおいては、開発に時間がかかる施設・設備が各種存在することから、PEP に示

される 2040年目標などを横目に再生可能エネルギー電源導入、天然ガス火力導入、省エネルギー

の推進を加速化させる土台を形成していくことが短期的に求められる。これにより着実なGHG排

出を促進する。また、そうした施設・設備の導入にあたっては気象災害による被害低減や自然エ

ネルギー利用可能量の低下を事前に検討し、その影響を最小限とする適応策の観点も並行して取

り組んでいく必要がある。 
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表 3-4 課題分析シート（エネルギーセクター） 

課題 関連政策
フィリピン国内での取組状況、ドナー支援、

課題およびその要因

パリ協定・NDC 達成および 
セクター政策へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に対応する

強化プログラムおよび

想定されるアウトプット

エネルギー統計・計画

エネルギーデータの収

集・分析・可用化能力不

足

Philippines Energy Plan（2020-
2040 
エ ネ ル ギ ー バ ラ ン ス 表

（EBT）はPEPの基礎データで

あるため、下記の事項が期待

される。

 PEP の将来予測確度向上

 更なる地域の実態に即した

施策の提示

 地域詳細データを活用した

地方における気候変動対策

の推進

現状としてエネルギー統計データはあるものの、

DOE 各部局がそれぞれの計画・方針・制度を策定し

た下で民間事業者等からそれぞれのフォーマットで

データを吸い上げているが、統一性のないローデー

タがほとんどであるため数値ミスやデータ欠損を許

容しており、それが PEP などの策定の土台になって

いる。

現状のエネルギー統計データは国内外のエネルギー

収支しか判別できず、ルソン、ビサヤ、ミンダナオ

といった地域レベル・地域間でのエネルギーフロー

に関するデータが収集されていないことから、さら

に深いレベルでの現状・課題分析・対策提言ができ

ない状況である。

一方で、手作業によって DOE 各部局からそれぞれ

独自のフォーマットで EPPB に提出されるデータは

EPPB 内でのデータ処理と分析に多大な労働・コス

トと遅延を発生している。このため、更なるデータ

の収集・分析等作業を実施できる状況になく、組織

内のデータ収集・分析プロトコルの整備やシステム

の導入が課題となっている。

また、民間事業者の投資促進や地域での更なる気候

変動対策の促進には、分析に必要となる広範・詳細

なエネルギーデータへの容易なアクセスが重要であ

るが、現状は国内統計を PDFで掲示したり、計画に

要したデータを限定的に公開するのみであり、可用

性が低いことが課題である。

エネルギーセクターはフィリピンにおける

最大の GHG 排出部門であり、頻発・激甚

化する災害による電力・エネルギーインフ

ラの損傷が広く市民生活に影響を与えるこ

とを考慮すると同セクターにおける気候変

動適応・緩和の取組の取組実施は非常に重

要である。

本課題を解決することが直接的な GHG 排

出削減とはならないものの、データの詳細

化・精緻化やデータへのアクセス性向上に

より DOE 内でのデータ分析が深度化・円

滑化するだけでなく当該データを利用する

地方職員や民間事業者も含めて同様の裨益

を享受することにつながる。これにより関

連主体全般に対して確固としたデータに基

づく計画（PEP など）や施策の立案、投資

を引き出すことになるため、エネルギーセ

クター内の各サブセクターで気候変動適

応・緩和活動を促進する上で一定の波及効

果が見込まれると考えられる。

EPPB のデータ収集・利活用能力強化のため、技術協力

プロジェクトや専門家派遣が活用可能と考えられるが、

情報システムの導入・初期運用を行いつつエネルギー

データに関する知識を考慮した教育的取組が必要である

点を踏まえると、専門家派遣の場合は複数の専門家を同

時に派遣する必要がある。

エネルギーデータ管理・利用に関する課題別研修の実施

と並行することも効果的である。地域でのエネルギー

データ収集・利用にはその管理を行うフィールドオフィ

ス職員や LGU 職員との協働が重要であるため、エネル

ギーデータに関する共通認識を醸成するうえで中央政府

職員の課題別研修への参加に併せて LGU 職員の参加も促

すことで、更なる協力インパクトが期待できる。

JICA では 2008 年に「フィリピン国 エネルギー計画策定

支援調査」を実施しており、初期の PEP の策定の基礎と

なる各種分析ツールが開発・提案された。ここでの取組

をベースとした協力となる。

エネルギーバランス表管理システム

（EBTMS）の開発・実施、エネルギー

データベースの地域化協力プロジェク

ト（技術協力プロジェクトまたは複数

専門家派遣）

 エネルギーバランス表管理システ

ムとオンラインプラットフォー

ム、データ収集の手順／プロトコ

ルの開発

 地域データベースの構築

 地域レベルでのエネルギーデータ

収集・処理方法の確立

 課題別研修（エネルギーデータ管

理・利用に資する研修）

従来エネルギー

天然ガスのテクニカル・

リーガル・フィナンシャ

ルの各側面における知識

の不足

Philippines Energy Plan
（2020-2040） 
 天然ガス火力発電の導入

拡大による発電低炭素化

が NDC 達成にも必要

 2040 年までの天然ガス火

力発電の 18,883MW 導入

拡 大 （2020 年 時 点 で

3,453MW）

Downstream Natural Gas 
Roadmap（2017-2040） 
 健全なガス市場の創出、

市場原理の活性化

 天然ガスを一次エネル

ギーとして優先すること

が気候変動緩和策として

貢献

Natural Gas Development Plan 
 天然ガス輸入国としての

必要なガスインフラ整備

マランパヤガス田の枯渇に備えて鋭意取組が進行

中である。一方で、気候変動対策予算を見る限り天

然ガスの取組については予算がついておらず、自前

での取組の推進が困難な状況であると考えられる。

天然ガスの利用のみに焦点を当て続ける限り気候変

動対策予算が付く可能性がない状況である。

ガス事業は採掘から流通・利用に至るすべてが民間

事業者による開発に委ねられており、国家として助

成などを行わない方針となっていることからリスク

が高すぎるなどの要因で民間事業者にとって魅力の

ない事業になっている。

ガス田開発以外のガスインフラ・利活用を所管する

DOE OIMB においては天然ガスのテクニカル・リー

ガル・フィナンシャルの各側面における知識が不足

しており、民間事業者に対して魅力的な事業とする

ための技術基準や制度、財政的インセンティブなど

の検討が困難となっている。

他ドナーの支援は係る化石燃料利用への国際的な風

当たりから減少傾向にあり、今後の他ドナーの支援

には見通しがつかない状況である。

天然ガス火力発電の更なる導入は石炭火

力発電の新規導入停止を宣言したフィリピ

ンにおいて将来的な再生可能エネルギー大

量導入までのトランジションを円滑に推進

しつつ需要増大に対しても系統の安定性を

確保するために非常に重要である。

現状の PEP の Clean Energy Scenario におい

ては 2040 年までにエネルギーミックス

15.93%とする予定であり、石炭火力発電の

半分程度の二酸化炭素排出量となることか

らその削減効果は非常に大きい。また、

PEP の CES は NDC の達成を見込んだ将来

エネルギーミックスを提示していることか

ら、上記の天然ガス火力発電の導入は

NDC 達成に大きく貢献する。 
また、天然ガス火力発電に関する水素利用

を促進することができれば、更なる低炭素

化を実現することになり、気候変動対策予

算を利用した更なる取組実施が実現できる

可能性が高い。

当該課題を解決するにあたって、技術協力プロジェクト

や専門家派遣が有効と考えられるが、OIMB からの広範

なニーズを考慮すると各タスクの連携がとりやすい技術

協力プロジェクトがより適切であると考えられる。

METI（JOGMEC）が LNG バリューチェーン形成促進お

よび天然ガス協力研修プログラムを実施している。ま

た、資源エネルギー庁が主導する AETI の傘の下に位置

づけられる Gas Policy Development Program のフェーズ 3
が現在支援を開始すべく進めているところであり、2023
年内に開始予定となっている。フェーズ 3 で行う内容と

しては天然ガスに関する規制や法案の策定支援および人

材研修であるためこうした取組と協調することで更なる

協力インパクトが期待できる。

地場では大阪ガス株式会社がフィリピンに LNG 基地を導

入、重工系のメーカ―が水素ガスタービンの開発を行う

等、本邦事業者からの投資促進も追い風になる。

アジア各国が脱炭素に向けて協力する枠組みとして日本

政府が提唱したアジア・ゼロエミッション共同体

（AZEC）構想が進行中であり、脱炭素に向けた水素利

用などに関するトランジションの加速にコミットする共

同声明が合意された。こうしたイニシアチブにおける情

報の共有やフィリピンの意思決定者へのモチベーション

向上が、本取組を円滑に進めるうえで有効である。

天然ガス利活用能力強化・水素燃料

移行プログラム（技術協力プロジェク

ト） 

 天然ガス利活用の国家的な見通し

把握

 天然ガス火力における水素利用

ロードマップ

 天然ガス利活用マスタープラン

 天然ガス関連事業を推進するため

の能力強化
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さらに、ガスインフラについては海外投融資などによる

民間事業者の導入支援も効果的である。

再生可能エネルギー 

再生可能エネルギー（と

くに水力・地熱）に関す

る低調な民間投資

Philippines Energy Plan（2020-
2040） 
 2040 年までに再生可能エネ

ル ギ ー 導 入 総 容 量

118,570MW（2020 年時点：

7,617MW） 

National Renewable Energy 
Program（2020-2040） 
 2030 年までにエネルギー

ミックスにおける再生可能

エネルギー比率 35% (65,316 
GWh)

 2040 年までにエネルギー

ミックスにおける再生可能

エ ネ ル ギ ー 比 率 50%
(174,783 GWh)

 2040 年までに再生可能エネ

ル ギ ー の 容 量 を 新 規 で

52,826MW 拡大

Renewable Energy Roadmap
（2017-2040） 
 2040 年までに再生可能エネ

ル ギ ー 導 入 容 量 を 最 低

20,000MW にする

DOE では効果的な人材確保や教育などが十分に行

われず、人材・資金・技術・制度すべてにおいて再

生可能エネルギー普及に関する取組を進めるうえで

能力が不足している。これは、政府全体でエネル

ギーセクターについては民間主導であるという共通

認識のもと、DOE の政策実施用財源が非常に限ら

れているためである。

民間主導での再生可能エネルギー開発には投資促進

のための環境整備が重要となる。外資参入障壁の低

減やグリーンエネルギーオプションプログラムなど

相当数の施策による投資環境整備が行われてきた

が、左記の目標の達成にはそれ以外にも更なる投資

リスクの低減策が必要な状況である。目下最も広範

かつ大きい課題としては送電網の容量不足およびそ

の拡張の遅れと考えられるが、この点については

「送配電・電化」にて詳述する。

再エネ種別に見ると PEP では太陽光、水力、風力、

地熱、バイオマスの順に導入予測量が大きい。例え

ば JCM を見る限りでも太陽光発電については採択

件数が多いことから導入が比較的進んでいると考え

られ、また ADB が浮体式太陽光の支援を提案して

いる。風力については WB が洋上風力の支援を実施

中であり、地熱についても ADB から支援を受けて

いるところである。一方、水力については、特に他

ドナーからの協力が確認されなかった。

地熱は 2008 年に 1,847MW 導入されていたが、2023
年時点で 1,932MW と 85MW しか増加しておらず、

CES 将来導入予測 2,408MW（2040 年）を達成でき

るペースにない。水力については 2020 年 3,779MW
であり、2040 年に 20,176MW を目指しているが開

発・もしくは開発調査中の大型水力案件は 2023 年

時点で 9,718MW であり、目標値まで大きな開きが

ある。とくにこれらの再エネ種は開発に長期の時間

を要することから、現時点で導入量見通しが PEP の

2040 年目標値に満たない現状では早急な対策が必要

である。

また、気候変動は再生可能エネルギー資源の利用可

能性と生産量にも影響を与えており、被害を受けに

くく、気候変動による気象変化などに対応した再生

可能エネルギーの導入が重要である。とくに気候変

動により雨量や雨の頻度、降水地が変化する可能性

が指摘されているフィリピンでは水力発電が当初想

定の貯水量を満足しないなどの実施上の課題が生じ

る可能性がある。

エネルギーセクターはフィリピンにおける

最大の GHG 排出部門であり、2010 年に

53.105 Mt CO2e を排出した。

再生可能エネルギー導入は今後も拡大する

エネルギー需要を満たすため、2040 年のエ

ネルギーミックスにおいて 50%を目指すも

のであり、エネルギーセクターでも最大の

排出削減対策であると考えられる。このた

め NDC 貢献への影響度は最も大きい。

太陽光や風力といった比較的短期での開発が可能であ

り、すでに他ドナーによる支援が入っている再エネ種つ

いては現状 JICA の支援は必要ないと考えられる。 
一方で、開発に比較的時間のかかる水力および地熱につ

いては早急な改善策が必要となる。とくに他ドナーの支

援が入っておらず将来的な導入予測量も多い水力発電に

関しては重点的に投資リスク低減策を行う必要がある。

JICA では 2012 年に「フィリピン共和国 水力発電資源イ

ンベントリー調査」を実施しており、ここで行われた水

力データベースの技術移転を土台にして大規模水力のポ

テンシャルサイトを組み込むことができれば民間の事前

調査を短縮・コストカットでき、投資リスク低減につな

がる。

技術協力プロジェクトや専門家派遣が有効と考えられる

が、早急な対策と全国レベルでの調査であることを考慮

すると技術協力プロジェクトがより適切であると考えら

れる。

技術協力プロジェクトに加えて課題別研修も基礎知識の

習得に重要であり、相乗効果が見込まれる。2022 年度の

課題別研修では「水力開発の促進」や「地熱開発におけ

る投資促進」などの関連性の深いコースがあるため、並

行してこうした研修を受けることで円滑な能力向上が図

られる。

本邦民間事業者からは投資リスク低減が図られれば事業

参画を前向きに検討したい意向を数件確認しており、例

えば本邦からの投資を呼び込むことができれば本邦の産

業界も含めた総合的な支援となりうる。

また、JCM やツーステップローン、海外投融資などの活

用による民間事業者の開発支援も継続して行なわれるこ

とで民間事業者の実施が保証される可能性が高い。

気候変動適応を想定した大規模水力発

電・揚水発電 M/P 策定プログラム（技

術協力プロジェクト）

 100MW以上水力発電・揚水発電の

インベントリ

 大規模水力発電・揚水発電導入マ

スタープラン

 水力開発の投資促進に係る能力強

化

ADB 地熱発電支援後に提案される方針

に沿った実施協力プログラム（技術協

力プロジェクトまたは専門家派遣）

 現在進行中の ADBプロジェクトの

調査報告書を受領後検討

課題別研修

 「水力開発の促進」

 「地熱開発における投資促進」

など

JCM、海外投融資等の資金援助プログ

ラム

送配電・電化 

送電網の拡張・強化遅延 Electric Power Industry 
Roadmap（2017-2040） 
 2040 年までに電力の品質・

信頼性・手頃な価格・安全

な供給を確保

 電力アクセス性を拡大

国営送電会社 TransCo は送電事業のほとんどをコン

セッション契約により民間送電会社 NGCP に委譲

し、送電網開発および送電を NGCP が全面的に実施

している。一方で、NGCP の事業の遅れにより送電

網の容量不足およびその拡張の遅れが発生してお

り、設置後早急に系統に接続されないリスクから再

新規の再生可能エネルギー導入拡大を円滑

にするうえで最も重要なインフラであり、

その抜本的な容量・送電網拡大は NDC 達

成にあたって影響度が非常に高いと言え

る。

土地収用については最も根本的な課題であり、ほとんど

すべての開発行為に通ずるものであるが、法制度の変更

が必要であるため政治的な課題となり、日本の支援は考

えにくい。

送電網の拡張・強化遅延という課題への対応について

は、技術協力プロジェクトや専門家派遣が有効と考えら

ERC（エネルギー規制委員会）能力開

発プログラム（技術協力プロジェク

ト、専門家派遣など）

 内容検討・調整中
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 透明性のある公平な電力市

場を確保

Transmission Development Plan
（2022-2040） 
 PEP 目標に沿った送電網の

整備

POWER SECTOR ROADMAP
（2021-2040） 
 主要送電網の信頼性と回復

力の向上

 ルソン、ビサヤ、ミンダナ

オの送電網の相互接続

 オフグリッド島をメイング

リッドに相互接続する。

生可能エネルギー等の導入に影響を与えている遅れ

の原因 2 点が本調査で聴取され、NGCP による土地

収用プロセスの長期化、ERC による計画許可プロセ

スの遅延がある。

土地収用は再エネの設置にも関わる課題であり、

フィリピンにおける開発行為全体に影響を及ぼして

いる可能性が高い。その原因としては TransCo のよ

うな公社であれば土地収用の補償額に法律上上限が

定められていたが、NGCP のような民間事業者には

上限が適用されず土地所有者の補償請求額が NGCP
のような民間企業にとってフィージビルな額より高

価になることや、裁判所での手続きに時間がかかる

ことにある。

他方、ERC の審査遅延については膨大な量の審査に

対して人員が不足しているというマンパワーの課題

と NGCP が計画策定に用いているシミュレーション

ソフトや最新の変電所設備に対して知見がなく審査

が困難になっているという能力的な課題が原因と

なっている。マンパワーについては増強も重要であ

るが、大きなコストを伴わずに解決する方法として

現在の組織体制やプロセスが最適化されているのか

を確認することも重要である。能力的課題について

は、新規技術の知見獲得が重要であるが、実際に得

られた知見も、それを組織内で共有するしくみが整

備されていないことがあげられており、継続的に知

見を蓄積するしくみの導入も課題である。

ERCは USAIDや UNOPSから支援を受けており、そ

の事業内容から蓄電池システムや配電設備について

は新規技術の能力開発も進んでいる可能性がある。

例えば NREP における将来エネルギーミッ

クスから概算すると再生可能エネルギーの

導入が 1年遅延するだけで最終年の 2040年
の再生可能エネルギー発電量は 50,000GWh
弱低下する。

れるが、遅延による影響が甚大であることを考慮すると

早期かつ抜本的な改善が必要であることから技術協力プ

ロジェクトが適していると考えられる。一方で、組織体

制やプロセスの非効率があるか、その他の ERC 自体が認

識していない課題も存在するかを確認する必要があると

考えられるため、短期での専門家派遣を通じた観察を実

施し、内部から課題を探るプロセスを前段に踏むことが

推奨される。これにより技術協力プロジェクトが効率

的・効果的に実施可能となる。

スマートグリッド実現に

向けた具体的な方針・制

度の不足

Electric Power Industry 
Roadmap（2017-2040） 
 2040 年までに電力の品

質・信頼性・手頃な価

格・安全な供給を確保

 電力アクセス性を拡大

 透明性のある公平な電力

市場を確保

Smart Grid Vision 
 2040 年までの配電スマー

ト化

 2040 年までのデマンドレ

スポンス（DR）・バー

チャルパワープラント

（VPP）実現

POWER SECTOR ROADMAP
（2021-2040） 
 配電設備の信頼性と回復

力の継続的改善を制度化

する。

Meralco などの大手配電事業者は EPIMB が提示す

る Smart Grid Vision に則って技術導入を進めている

ものの、その他の配電事業者については抜本的にス

マートグリッド化に向けた取組が進んでいない。

Meralco に つ い て も 最 新 の AMI （ Advanced
Metering Infrastructure）などの技術導入を進めよう

としているが、ERC の計画承認に多大な時間を要し

ている間にさらに最新の技術が流通するなど、適切

かつタイムリーな改善は進んでいない。本ERCの課

題については送電網の拡張・強化遅延に関する課題

において詳説している。

調整力市場について制度設計が進められていると

ころであるが、今後さらに多様な電源がグリッドを

介して接続され、電力消費量が増大すると需給不均

衡によりグリッドの信頼性に影響が生じる可能性が

高い。需給調整としての VPP と DR の実現が課題と

なるが、これらの実現に向けた構想や必要な制度の

検討が DOEで開始できていない。VPPや DRなどの

事業を実施しやすいよう、具体的な方針や制度の策

定が投資する民間事業者により望まれている。

ADBはおもに送電網のスマート化を実施する予定

のため重複はないが、USAIDや UNOPS、USTDAに

よる配電事業への支援が準備中であり、当該支援の

開始時期および内容は現状不明確である。

緩和策としてピーク需要への供給を再生

可能エネルギーで賄うことで再生可能エネ

ルギーの利活用を促進し、再生可能エネル

ギー導入を促進する点で NDC に間接的に

寄与すると考えられる。

例えば NREP における将来エネルギー

ミックスから概算すると再生可能エネル

ギーの導入が 1 年早まることで最終年の

2040 年の天然ガス発電量は 50,000GWh 弱

増大する。これにより天然ガス火力の稼働

率を下げることができるためその相当量で

GHG 削減に貢献できる。 
また、リソース・アグリーゲーション・ビ

ジネスの出現により雇用の促進や経済的な

裨益も見込まれる。

VPP/DR に関する制度の策定は各種配電事業者のス

マートグリッドロードマップ実施が進まない原因を把握

しつつ、それらの解決に資するものでなければ実効性が

ないことから、配電事業者への調査・支援も含めて同一

プロジェクトで行われることが効果的である。このた

め、スマートグリッド実現に向けた具体的な方針・制度

の不足に関する課題の解消に向けて、技術協力プロジェ

クトや複数の連携した専門家の派遣が有効と考えられる

が、協力成果が求められる時期が早い場合や配電事業者

への調査・支援が複数に渡る場合は技術協力プロジェク

トが適していると考えられる。

ADB,USTDA,USAID の支援対象に入らない可能性があ

る内容（上位政策の具体化）について支援余地があると

ともに、150 ある配電事業者の能力向上については各ド

ナーがそれぞれ実施したとしてもすべてを実施しきれな

い可能性が高いため支援の必要性があると言える。

民間連携事業では「フィリピン共和国 配電系統運用シス

テム・管理技術普及促進事業東光高岳、東京電力パワー

グリッド」などと連携することで本邦事業者からの技術

的支援による相乗効果も期待できる。

スマートグリッド構築向けた能力強

化プログラム（技術協力プロジェクト

または専門家派遣）

 VPP/DR ビジョン

 配電事業者別のスマートグリッド

ロードマップ実行支援

 DOE EPIMB、配電事業者のスマー

トグリッドに関する能力強化
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離島電力インフラの持続

可能性不足

Missionary Electrification 
Development Plan（2021-
2025） 
 オフグリッド地域ユーザー

に信頼性があり、品質の高

い電力サービスを提供

 輸入化石燃料依存を削減す

るため、国産エネルギーや

再生可能エネルギーの利活

用を追求

 オフグリッド電力システム

において送配電網の近代化

を図り、効率を向上

Future Energy Scenario in 
Capsule 
 レジリエントかつ気候変動

に強いエネルギーインフラ

の構築

オフグリッド地域では2020年においても再生可能エ

ネルギーによる電力供給が 9%となっており、RPS
に定められる 30%とは大きく隔たりがある。さら

に、NPC では DOE EPPB から示された電力インフラ

のレジリエンシー（災害耐性）に関する基準をハイ

ブリッド化に向けた再生可能エネルギー設置・運営

の民間契約に反映しているが、実際に事業者がその

基準に適合した機器の導入や対処策を行っているの

かを確認する技術的能力が不足しており遵守状況を

適切に管理できていない。

NPC は離島電源ハイブリッド化に向けて再生可能エ

ネルギー設置・運営に関する入札を実施している

が、民間事業者が入札しないため 158 ある発電所の

うち 50 か所程度しかハイブリッド化が進んでいな

い。その要因は下記が挙げられるが、大きくは事業

環境に対しての事業の小ささが影響を与えていると

考えられる。

 人口および需要が小さすぎるため成長を待た

ないと事業性が悪い

 再生可能エネルギー導入には ERC の計画承認

や DENR の環境影響評価審査などに時間がか

かり、小規模事業ゆえにフィージビリティに

大きく影響を与える

 リスクが高い事業とみなされ、銀行からの融

資が受けられない

こうした状況を踏まえ、NPC では PPP 事業などによ

り民間事業者にさらに裨益を与えたいと考えている

が、予算承認が下りず、進んでいない。また、NPC
では過去他ドナーからの協力・支援を受けたことが

ない。

ハイブリッド化を行った離島においても電力供給安

定化の観点からディーゼル発電を停止することがで

きず、実質的な GHG 削減に結びついていない。

離島電源のハイブリッド化を通じて、緩和

の観点ではディーゼル発電の利用率減少に

よる GHG 削減効果が見込まれるが、離島

の小規模グリッドであるため貢献度はエネ

ルギーセクター全体で見た場合に比較的小

さいと考えられる。オフグリッド地域の総

発電量は 2020 年に 1618GWh であり、その

燃料源は石油（ディーゼル）91%であるこ

とから、この削減に大きく貢献する。

適応の観点では気候変動による災害頻発・

激甚化に対して堅牢なエネルギーインフラ

の構築ができれば地域の安定的なエネル

ギーアクセスを確保できる点で NDC への

貢献が期待できる。また、離島における

ディーゼル発電の割合を減らすことで

ディーゼル調達を減少させ、災害などによ

るサプライチェーン寸断に対しても影響を

軽減することができるとともに燃料費の削

減が可能となるため、総合的に離島電源の

持続可能性を強化させることができる。

当該の課題解決にはオフグリッド電力インフラのハイブ

リッド化促進・レジリエンシー向上および本島大規模グ

リッドへの接続の 2 点の方策が考えられる。

1 つ目については RPS に定められた 30%の再生可能導入

目標は変動性再エネの導入による系統不安定化が生じな

い最大導入量として設定されている可能性が高い。一方

で離島電源の持続可能性を最大限に高めるには 30%以上

の再エネ導入や RE100 も目指すことが重要であり、これ

はオフグリッド地域での再生可能エネルギーによる電力

供給を押し上げることにつながる。

経済産業省「質の高いインフラの海外展開に向けた事業

実施可能性調査事業費補助金（我が国企業によるインフ

ラ海外展開促進調査）」において、2023 年に「フィリピ

ン共和国・マレーシア国／仮想同期発電機制御（VSG）

調査事業 川崎重工」が採択された。同発電機に関連す

る技術やスイッチング技術などを離島電源システムに導

入することで 30%以上の再エネ導入が可能となるため、

民間事業者の入札する再エネ導入量を押し上げる効果が

期待できる。

一方、上記に類する技術の普及には運用側となる NPC や

技術審査を行う ERC、マイクログリッド・システム申請

を評価する DOE の技術的能力強化を通した理解促進が重

要である。

上記を踏まえ、当該課題を解決するにあたって、技術協

力プロジェクトや専門家派遣が有効と考えられるが、

OIMB からの広範なニーズを考慮すると各タスクの連携

がとりやすい技術協力プロジェクトがより適切であると

考えられる。

また、フィリピンにおける送電網の発展を踏まえ、本土

の送電網からオフグリッド島嶼に海底ケーブルなどを伸

ばし、安定的な電力を直接供給することも課題解決の方

策の一つとなる。

離島が多く、災害も頻発する共通点を持つ日本において

も例えば環境省の「民間企業等による再エネ主力化・レ

ジリエンス強化促進事業」などにより再生可能エネル

ギー自給率向上の取組が複数の離島で行われており、こ

れを可能にする政策的しくみやノウハウは本件に対して

効果的である可能性が高い。したがい、環境省による取

組内容を共有することでさらに協力によるインパクトを

高めることにつながる。

離島電力インフラ持続可能性向上プロ

グラム（技術協力プロジェクトまたは

専門家派遣）

 電力事業者向けハイブリッド化技術

ガイドライン

 30%以上の再エネ導入を見据えた離

島電源持続可能性向上ロードマップ

の策定

 VSG やスイッチング技術、マイクロ

グリッド・システム申請評価、電力

インフラ災害耐性評価に係る技術的

能力開発

レジリエント×ハイブリッド電力シス

テム実証プログラム（技術協力プロ

ジェクト）

 災害耐性のある離島ハイブリッド電

源およびインフラの実証

 技術的ガイドラインへの反映・制度

的構築支援

 システム実装・評価・PPP 事業実施

に係る能力開発

オフグリッド島嶼の全国送電網への相

互接続実現可能性調査（情報収集確認

調査または協力準備調査）

 実現可能性調査と用地選定

 新技術とソリューションの統合方策

 次期協力に向けた予算の算定

オフグリッド島嶼の全国送電網への相

互接続プロジェクト（技術協力プロ

ジェクトおよび円借款）

 実証事業の実施

 政策・制度への反映

課題別研修

 「島嶼国における再生可能エネル

ギー導入およびディーゼル発電設備

の最適運用」

 「多様な再生可能エネルギー導入時

の系統安定化」 など

2028 年までの全電化にむ

けた資金の不足

POWER SECTOR ROADMAP
（2021-2040） 
 最新の国勢調査に基づき、

対象となる特定世帯の電化

率を 100%にする

Missionary Electrification 
Development Plan（2021-
2025） 
 全電化を 2022年までに達成

Total Electrification Program 

拡張シティオ電化プログラムやバランガイ・送電線

強化プログラム、PVM プログラムなどをメインに

電化率向上が進められてきたが、2020 年の電化率は

94.5%であり、残り 126 万世帯の電化を実現するに

あたって以下の課題が存在する。2023 年 7 月には大

統領アナウンスにより2028年までの全電化が提唱さ

れたため、本公約を実現するために急遽計画を見直

し、ローンなどによる予算調達を許可するなど取組

が直近で加速化している。NEA は本取組の実施を

担っているが、これまでのような既存送電網の拡張

に関する取組を重点的に進めても間に合わないた

め、PVM（Photovoltaic Mainstreaming）プログラム

による各家庭への太陽光発電設置に重きを置く形に

一般的に良質かつ利用可能性の高いエネル

ギーが安く、多くの人に手に入る電化は気

候変動影響にも強い適応策となる。適応策

の観点で電化率 100%は NDC で掲げる持続

可能なエネルギーの実現に大きく貢献す

る。

NEA からの聴取事項として、2028 年までの送電化計画の

遂行についてはとくに技術的・制度的な課題はなく、支

援は必要ないとのことだった。これはこれまで支援して

きた EU ASEP の取組により、電化の手法についてノウハ

ウの蓄積と実践的な手法の確立が進んだからとされてい

る。

これを踏まえ、一定額のローン拠出が支援として挙げら

れる。なお、資金の大半は PVMプログラムにおける太陽

光発電設備購入に充てられるとのことである。（JCM と

できるかは確認が必要）

NEA への PVM プログラム（総額約

655million$）に関するローン拠出 
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課題 関連政策
フィリピン国内での取組状況、ドナー支援、

課題およびその要因

パリ協定・NDC 達成および 
セクター政策へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に対応する

強化プログラムおよび

想定されるアウトプット

 大統領アナウンスにより、

全電化を 2028年までに達成

方針を変更して2028年までの全電化の計画を立てた

ところである。

この計画に対し、現在は他ドナーからのローンなど

の資金支援を求めているところであり、WB はこれ

までも電化について支援をしてきた関係で資金拠出

に前向きであるとの状況であるが、未だ合意はとれ

ておらず主要な資金協力拠出先を模索している。

エネルギー効率と保全

エネルギー効率化・省エ

ネにおける低調な民間投

資

National Energy Efficiency & 
Conservation Plan and 
Roadmap（2023-2050） 
 2050 年までに温室効果ガス

排出削減

- 政府（30.24MtCO2e）
- 商業（121.29MtCO2e）
- 民生（299.56MtCO2e）
- 電力事業および最終消

費者（65.9MtCO2e）

Future Energy Scenario in 
Capsule 
 新興効率化技術探査

2019 年 EEC 法の制定後、USAID と英国政府の協力

の も と NEECP が 策 定 さ れ た 。 ま た 、 PELP 
(Philippine Energy Labeling Program) 、 PEEP 
(Philippines Energy Efficiency Project)、ESCO (Energy 
Service Company) 、 GEMP (Government Energy 
Management Program)などにより政府先導型の省エネ

実施を精力的に行ってきており、民間投資での自立

的な省エネ行動普及を促したい考えである。

NEECP の適切な実施にあたっては下記のような課

題がある。

 DOE において省エネに関する知識が不足、民間

建築家などの建物省エネの経験的ノウハウの不

足

 中小規模ビルおよび戸建て住宅などへの省エネ

に関する資金調達の困難性

 公共部門の建物での技術の実証実現・拡大によ

るノウハウの集積・定着、効果啓発による民間

投資の促進

 省エネ基礎データの不足、EEC 法の普及・浸

透、政府のモニタリング能力の強化

また、現状の NEECP におけるプログラムは

GEMP、PELP、MEPPs、Power Sector Efficiency に

依っており機器の省エネ化は推進される考えられる

ものの、建物全体の総合的な省エネ化については焦

点が当てられていない。

NDCの達成に向けて NEECPでは BAUシナ

リオに対してほとんどのセクターで 10%以

上の排出削減を目標として掲げており、そ

の実現が重要となる。

National Energy Efficiency & Conservation
Plan and Roadmap（2023-2050）の目標達成

は政府・商業・民生・電力事業および最終

消 費 者 の 2050 年 ま で の 合 計 で

516.99MtCO2e の削減効果となるため、平

均すると年間 19MtCO2e の削減であり、

2010 年のエネルギーセクター排出量 53.105 
Mt CO2e から見ると 35%程度に匹敵し、そ

の効果は非常に高いと考えられる。

政府・商業・民生などの省エネを実施するにあたり、ビ

ルや住宅全体の統合的な省エネの視点が欠かせない。

日本では省エネが古くから発達しており、機器の効率に

優れているが、昨今では Zero Energy Building (ZEB)という

コンセプトが日本の官民協力のもと世界標準 ISO
TS23764 として発行されるに至っている。 ZEB は段階的

な省エネ・創エネを建物に施すことで初期投資を低減し

つつエネルギー削減・効率化を実施し、最終的に建物内

のエネルギー消費を正味ゼロにするものである。また、

ZEB の構成要素には高効率空調・照明の導入や屋根置き

太陽光の導入など、これまでのフィリピンにおける建物

EE の取組と調和するものである。既存のフィリピンにお

ける EE 施策以上に建物の EE の効果を高めることにつな

がることが実証されれば民間投資の促進に関しての効果

も高まる。

これらを踏まえ、NEECP の実施支援の観点から政府建物

を用いた ZEB の実証を念頭に、その導入可能性から調

査・検証するプロジェクトを組成することが望ましく、

これに併せて NEECP実施における課題にも対処すること

でフィリピンでの EE の促進および ZEB の普及を両輪で

実現することが可能となる。ZEB は多様な省エネ・創エ

ネ技術の複合であり、それらの適切な組み合わせが重要

であることからそれぞれの専門家を同時に配置できる技

術協力プロジェクトが適していると考えられるが、フィ

リピン側におよそ ZEB の効果を認識してもらい、政策と

して位置づけてもらうことが必要であるため、その簡易

効果測定のために情報収集確認調査を経る必要がある。

また、これらの取組は省エネに関する課題別研修と組み

合わせることも相乗効果発揮の観点で有効である。

2020 年 12 月に経済産業省が策定した「2050 年カーボン

ニュートラルに伴うグリーン成長戦略」では、この ZEB
について「ISO 化等の活動を通じ、ASEAN 等を念頭にお

いた海外展開に向けた更なる実証およびその横展開を

図っていく」ことに加えて 2023 年 2 月に公開した GX 実

現に向けた基本方針においても、「ASEAN 等への海外展

開に向けた ZEB の実証および横展開」が謳われている。

また、経済産業省 産業技術環境局 地球環境対策室が所管

する CEFIA では、ZEB の普及をフラッグシッププロジェ

クトの一つに位置付けており、ASEAN に向けた積極的な

普及取組が進められている。こうした経産省の取組との

協働は協力インパクトを最大限高めると考えられる。

ZEB 導入可能性調査（情報収集確認調

査または協力準備調査）

 ZEB 導入のための基礎情報整理

 ZEB 導入効果算定

 ZEB の政策への反映提言、次期プロ

グラム形成支援

ZEB 施策推進能力強化プログラム（技

術協力プロジェクト）

 ZEB 実証

 ZEB・ZEH・ZED などの適用可能性

把握

 ZEB 等の普及ロードマップ策定

 C/P（EUMB）や関連機関の能力強

化

課題別研修 

 「エネルギーの高効率利用と省エネ

の推進」 など
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課題 関連政策
フィリピン国内での取組状況、ドナー支援、

課題およびその要因

パリ協定・NDC 達成および 
セクター政策へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に対応する

強化プログラムおよび

想定されるアウトプット

代替燃料と新興技術 

バイオ燃料等供給促進の

ための民間投資環境整備

不足

Philippines Energy Plan（2020-
2040 
 2040 年までに全国でのバイ

オ デ ィ ー ゼ ル 生 産 能 力

1733.04ML/Y(CES) 
 2040 年までに全国でのバイ

オ デ ィ ー ゼ ル 生 産 能 力

2579.34ML/Y(CES) 

Biofuels Roadmap（2017-
2040） 
 B2,E10 の向上

Carbon Offsetting and 
Reduction Scheme for 
International Aviation 
（CORSIA） 
 2025年までの国内 SAF製造

2006 年バイオ燃料法（RA 9367）や 2008 年再生可能

エネルギー法（RA 9513）などの施行、実施してき

ており、従来の Biofuels Roadmap では 2026 -2040 年

で B10（バイオディーゼル混合比 10%）や E20（バ

イオエタノール混合比 20%）も視野に入れていた

が、最新のロードマップでは供給能力の不足とコス

ト高といった課題により B2 や E10 までの記載に終

始している。更なるバイオ燃料混合率を達成するう

えで民間投資が必要であるが、燃料用作物の利用可

能性など基本的なデータが限られているなど、民間

事業者が積極的に投資できる環境が整備されていな

い。そのため、従来利用されていたものと異なりつ

つも食料安全保障と競合しないバイオ燃料フィード

ストックを割り出し、その生産・利用に向けた道筋

を検討する必要があるが、DOE では調査・検討に要

する技術的能力および活動資金制約といった財政上

の課題があり取組が進められていない。

SAF についてはフィリピンでは CORSIA に加盟して

おり、2025 年までの国内 SAF 製造を宣言していた

が、事業者からの SAF製造事業化要望がこれまで上

がってきていないため、実現できていない。SAF は

通常の航空機燃料より一般的に高価であるため、政

府関与による政策的な誘導がなければ市場が創出さ

れないとされている。一方で政策の開始にあたって

は DOE では SAF に関する知見が限られているとと

もに、DOE 内の活動資金制約といった財政上の課題

があり、二の足を踏む状況とっている。

フィリピンでは交通セクターからの GHG
排出量が全体の 3 分の 1 を占めていること

から、本取組の普及・拡大は NDC 達成へ

の貢献が高い。

自国で SAF を供給できないフィリピンでは

カーボンニュートラルなどを掲げる航空会

社が燃料供給を受けることができないた

め、就航便数が減少するなど国際競争力の

低下につながる。

技術協力プロジェクトや専門家派遣が有効と考えられる

が、バイオ燃料製造用のフィードストック調査やバイオ

燃料の製造に関するサプライチェーンやプラント知識、

バイオエタノールからの SAF 製造に係る上流から下流を

一気通貫で支援することで大きな協力成果が見込まれる

ことから、それらの技術者を一括かつ有機的に機能させ

ることが可能である技術協力プロジェクトが適している

と考えられる。

また、これまでに事業者から自主的な SAF 製造事業化要

望が出てこなかった状況を考慮すると、政府が主導する

形で製造プラントを建設・運営し、課題を明確化・対処

することで更なる民間投資の呼び水とすることが一案と

して考えられる。また、DOE から資金的な補助制度を講

じることが難しい状況を踏まえると、土地の提供や手続

き面での支援などをインセンティブとした PFI/PPP 事業

の実施が適切である。このため、技術協力プロジェクト

についてはトランザクションアドバイザリーが適してい

ると考えられる。

本邦民間事業者も各社で SAF 製造の事業化を進めている

ため、こうした事業者のフィリピンでの事業化が SAF 製

造の具体化に貢献できる。

バイオ燃料導入普及支援プログラム

（技術協力プロジェクト）

 SAF 導入方針・ロードマップの策定

 バイオ燃料ロードマップの改定（詳

細化）

 政府関連機関の能力強化

バイオマス由来 SAF プラント実証プロ

グラム（トランザクションアドバイザ

リー）

 SAF 国産製造プラントの実証

 実証結果を踏まえた方針・計画・制

度・技術ガイドライン等への反映

水素の導入に向けた方

針・制度・政策の不足

Philippines Energy Plan（2020-
2040 
 水素の利用可能性の追求

水素やアンモニアの生産・利用についてはフィリピ

ンの民間事業者（Aboitiz Power 社等）などで取組が

始まってきているが、DOE では関連法制度・政策

や担当する部署も含めてほとんどの方針が決まって

いない。水素については現在 EPPB が独自で規制枠

組みを策定中であり、各種の定義や所管部署は決定

する見通しであるが、依然として導入に向けた道の

りは不確定である。

その他、ERDB では天然水素ポテンシャル確認のた

めの地質調査プロジェクトを開始している。

直近では、2023 年 11 月 9 日、DOE は省内通達

（DC）DC2023-11-0031 号（別名「在来型水素の探

鉱・開発・ 生産のためのサービス契約締結に関する

ガイドライン」）を公布した。

2024 年 1 月 12 日、DOE は DC2024-01-0001（別名

「エネルギー分野における水素の国家政策および一

般的枠組み、ロードマップ、ガイドラインの提

供」）を発行した。

現状、NPC とドイツ・フィリピン商工会議所がオフ

グリッド地域におけるグリーン水素製造の実現可能

性調査を行っているのみであり、とくに他ドナーか

らの支援は確認されていない。

水素・アンモニアは現在の NDC において

貢献が考慮されておらず、これらの技術の

導入が早期に実現されれば GHG 排出削減

に大きく貢献するゲームチェンジャーとな

りうる。

とくに導入初期の段階では再生可能エネル

ギーの余剰電力を用いたグリーン水素製造

および石炭・ガス火力発電所での混焼が想

定され、PEP における 2040 年のエネル

ギーミックスに占める化石燃料由来発電の

発電量（170,000GWh/年）を考慮すると、

そこに混焼率を乗じた分だけ GHG 削減が

図れる。

技術協力プロジェクトや専門家派遣が有効と考えられ、

ある程度確固としたビジョンやロードマップを示す上で

は水素の製造や利用に関してフィリピン全土を対象とし

た比較的大規模な調査を経ることが望ましいため、こう

した対応が可能な技術協力プロジェクトが適していると

考えられる。

また、グリーン水素の製造を加速化するには政府が主導

する形で製造プラントを建設・運営し、課題を明確化・

対処することで更なる民間投資の呼び水とすることが重

要である。また、DOE から資金的な補助制度を講じるこ

とが難しい状況を踏まえると、土地の提供や手続き面で

の支援などをインセンティブとした PFI/PPP 事業の実施

が適切である。このため、グリーン水素の製造プラント

については技術協力プロジェクトのうちトランザクショ

ンアドバイザリーが適していると考えられる。

水素基本戦略においては「水素は、我が国が技術的な優

位性を有する分野であることから、海外市場への展開を

促し、水素産業の国際競争力強化にも繋げていく必要が

ある。」としており、また海外で製造された水素の活用

や長期的に海外水素を輸入することが謳われており、

フィリピンが水素輸出国になる場合はフィリピンの気候

変動対策だけでなく将来の日本のエネルギー安全保障の

観点からも重要な取組となる。

本邦民間事業者も各社で水素関連の事業化を進めている

ため、こうした事業者のフィリピンでの事業化が気候変

動対策として貢献できる。

水素ビジョン・ロードマップ策定およ

び能力強化プロジェクト（技術協力プ

ロジェクト）

 水素・アンモニア導入ビジョン

 水素・アンモニアロードマップ（地

域別を想定）

 C/P の能力強化

グリーン水素製造実証プログラム（ト

ランザクションアドバイザリー）

 グリーン水素製造プラントの導入・

実証

 技術・制度的ガイドラインの策定

 C/P の実施能力強化

課題別研修 

 水素エネルギー利用の推進－CO2 フ

リー社会に向けたエネルギー政策－

など
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課題 関連政策
フィリピン国内での取組状況、ドナー支援、

課題およびその要因

パリ協定・NDC 達成および 
セクター政策へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に対応する

強化プログラムおよび

想定されるアウトプット

CCUS の導入に向けた方

針・制度・政策の不在

Philippines Energy Plan（2020-
2040 
 CCUS の利用可能性の追求

CCUS については ERDB 職員がシンガポールなどの

国で研修などを受講するなど、基礎情報収集を行っ

ている段階であり、レギュラトリーフレームワーク

の作成を含む特段の取組は行われていない。

CCUS は現在の NDC において貢献が考慮

されておらず、これらの技術の導入が早期

に実現されれば GHG 排出削減に大きく貢

献するゲームチェンジャーとなりうる。

PEP において 2040 においてもエネルギー

ミックスに占める化石燃料由来発電の割合

は 50%程度である。ガス火力発電や石炭火

力発電に CCUS を設置することが可能とな

れば、発電をカーボンニュートラルとする

ことが可能となり、その対象発電量は

170,000GWh 程度に上る。

CCS 導入のための M/P や制度設計には確度が高い CCS
ポテンシャルサイトの把握が必要である。したがい、協

力においては炭素貯留サイトの探索が含まれることが望

ましく、比較的大規模な探索活動が可能となる技術協力

プロジェクトが有効と考えられる。これは、炭素貯留サ

イト調査には各種必要機器類の調達も含め物理探査とし

て数億円のコストと相応の労力がかかるため、まとまっ

た専門家人員・費用を必要とするためである。一方、調

査費の軽減のための事前調査（地質調査データの分析）

が必要と考えられるため、これを情報収集確認調査で行

うとともに物理探査に係る費用を算定しておくことが望

ましい。

2021 年 6 月にアジア全域での CCUS（CO2 回収・有効利

用・貯留）活用に向けた知見の共有や事業環境整備を目

指す国際的な産学官プラットフォームとして、アジア

CCUS ネットワークが経済産業省により立ち上げられて

いる。こうしたイニシアチブにおける情報の共有やフィ

リピンの意思決定者へのモチベーション向上が、本取組

を円滑に進めるうえで有効である。

CCUS導入可能性調査（情報収集確認調

査または協力準備調査）

 CCS ポテンシャルサイト調査

 ポテンシャルサイト物理探査準備

（次期技術協力プログラム予算の検

討）

 CCUS 利用可能性

CCS 導入 M/P・制度設計・能力強化プ

ログラム（技術協力プロジェクト）

 炭素貯留サイトポテンシャル調査

 CCS 支援体制・制度の提案

 M/P の策定

 C/P の CCS 関連の技術的能力向上

出典：JICA 調査団 
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2) 特定された課題の優先順位付け

表 3-5 課題の優先度（エネルギーセクター） 

課題 緊急度
緩和／適応 波及効果

インパクト緩和 適応

エネルギー統計・計画

エネルギーデー

タの収集・分

析・可用化能力

不足

Low 
PEP の達成確度を高め

るためにも必要だが、

緊急とは言えない。

✓ ✓

＋

波及効果は定性的であり、直

接的な GHG 排出削減には貢献

しない。一方で、LGU などの

地域単位での政策推進や民間

投資促進につながり、全セク

ターの施策推進を補強する。

従来エネルギー

天然ガスのテク

ニカル・リーガ

ル・フィナン

シャルの各側面

における知識の

不足

High 
PEP の 2040 年電源構成

を達成するにあたりガ

ス関連設備の導入には

時間がかかるため早期

の取組開始が必要。

✓✓

＋＋

天然ガス普及は PEP の CES 達

成に大きく貢献し、天然ガス

火力発電における水素利用の

促進は将来的な天然ガス火力

発電の脱炭素化に資する。ま

た、民間のリスク低減による

投資促進は企業の進出にも影

響する。

再生可能エネルギー

再生可能エネル

ギー（とくに水

力・地熱）に関

する低調な民間

投資

High 
PEP の 2040 年電源構成

を達成するにあたり水

力・地熱の設備導入に

は時間がかかるため早

期の取組開始が必要。

✓✓✓ ✓

＋＋＋

水力は治水・利水にも対応す

ることで気候変動緩和策とも

なり、農業セクターや水供給

の安定化にも資する。地熱は

ベースロード電源として化石

燃料発電を代替できる。ま

た、民間のリスク低減による

投資促進は企業の進出にも影

響する。

送配電・電化

送電網の拡張・

強化遅延

High 
再エネ導入の遅れに直

接的につながるもので

あり、現状も遅延が発

生しているため。

✓✓✓

＋＋＋

本課題の解決は送電網の不足

による再エネ設置の投資遅れ

だけでなく、再エネ導入の許

認可遅延解消にも影響するた

め複合的に再エネ導入を後押

しし、加速化する。

スマートグリッ

ド実現に向けた

具体的な方針・

制度の不足

Low 
ADB, USTDA, USAID
からの支援で補完され

る可能性もあり、現状

とくに問題とはなって

いない。また、対策も

比較的早く進むと考え

られるため緊急度は低

い

✓✓

＋＋

再エネ電力の利用拡大は再エ

ネの導入促進だけでなく天然

ガス火力発電の導入削減にも

つながる。また、リソースア

グリゲーションなどの新たな

雇用機会創出も見込まれ、経

済的な裨益も享受できる。

離島電力インフ

ラの持続可能性

不足

Med 
特に計画上の期限はな

く、現状も取組として

✓ ✓✓

＋＋

ディーゼル発電の利用率減少

による GHG 削減効果が見込ま
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課題 緊急度
緩和／適応 波及効果

インパクト緩和 適応

進められている観点で

緊急度は比較的高くな

い。

れるが、離島の小規模グリッ

ドであるため貢献度は比較的

小さいが、適応においては災

害耐性向上となり貢献度が高

い。フィリピンに相当数存在

する離島におけるエネルギー

アクセス性向上に寄与する。

2028年までの全

電化にむけた資

金の不足

High 
NEAではすでに 2028年
までの計画を立案して

おり、財源が決まらな

ければ開始ができない

ため緊急度が高い。

✓ ✓✓✓

＋＋＋

全電化は適応策の観点で電化

率 100%は NDC で掲げる持続

可能なエネルギーの実現に大

きく貢献する

エネルギー効率と保全

エネルギー効率

化・省エネにお

ける低調な民間

投資

Med 
今後の人口増加に伴う

エネルギー需要増大を

低減する点で比較的緊

急性は高いものの、一

定の実施予算もついて

おり、早急な課題とは

ならない。

✓✓ ✓

＋＋

National Energy Efficiency & 
Conservation Plan and Roadmap
（2023-2050）の実現に大きく

貢献する。また、省エネの推

進は将来エネルギー需要の削

減による新規発電所建設の削

減ひいては環境負荷低減にも

資するとともに、省エネ市場

活性化による企業進出が雇用

の拡大を後押しする。

代替燃料と新興技術

バイオ燃料等供

給促進のための

民間投資環境整

備不足

High 
大 統 領 が 掲 げ る

Socioeconomic Agenda
の 一 つ で あ る ”

Affordable and Clean 
Energy”の構成要素と

して代替燃料が掲げら

れている。とくに SAF
については 2025 年まで

に国内生産を目標とし

ていたが、実施に至っ

ていないことからバイ

オ燃料の増産や SAF の

製造に関する取組は比

較的緊急性があると言

える。

✓✓

＋＋

自動車用燃料における課題解

決は交通セクターが GHG 排出

量の 1/3 を示しているため効果

が大きい。また、SAF などの

普及などにも大きく資すると

ともに、本邦企業の進出にも

資する可能性がある。民間投

資促進は雇用の創出にもつな

がる。

水素の導入に向

けた方針・制

度・政策の不在

Med 
技術自体も世界的に未

完成であり、水素関連

取組の期限もないため

緊急度は高くないが、

将来的な普及促進には

早期の取組が効果的で

ある。

✓✓✓

＋＋＋

全産業の脱炭素化に関わるも

のであり、実現のインパクト

は非常に高い。また、エネル

ギー問題解決にも資する可能

性がある。また、新技術の普

及に伴う雇用促進効果も期待

できる。

CCUS の導入に

向けた方針・制

度・政策の不在

Med 
技術自体も世界的に未

完成であり、CCUS 関

連取組の期限もないた

✓✓✓

＋＋＋

化石燃料発電の脱炭素化に関

わるものであり、実現のイン

パクトは非常に高い。また、
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課題 緊急度
緩和／適応 波及効果

インパクト緩和 適応

め緊急度は高くない

が、将来的な普及促進

には早期の取組が効果

的である。

フィリピンのカーボンニュー

トラルの取組にも資する可能

性がある。また、新技術の普

及に伴う雇用促進効果も期待

できる。

出典：JICA 調査団 
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(3) 産業 

1) 特定した課題の分析 

フィリピンの産業構造は、2022 年の産業別 GDP（名目）で見ると、第 1 次産業の農業、

林業、漁業部門が 9%、第 2 次産業の産業部門が 33%、第 3 次産業のサービス部門が 58%で

最大である。産業部門の内訳をみると、製造業が 19%で、建設業が 7%で続いている。サー

ビス部門の内訳は、自動車・オートバイ・個人および家庭用品の貿易と修理が 19%、次いで

不動産の 13%が続いている。この比率から、フィリピンの製造業は GDP の 2 割程度しか占

めておらず、特に、国内での自動車製造業の弱さが、自動車の貿易を盛んにする結果となっ

ている。 

フィリピンの産業セクターの 2020年の GHG排出量（国家インベントリ、IPPU）を見ると

16.772 百万トン CO2e で、国全体の 8.2%を占めており、エネルギー、農業、交通、廃棄物に

次ぐ 5 番目の排出源となっている。2010 年の GHG 排出量から内訳を業界別にみると、セメ

ント産業が 77%を占め、次いで鉄鋼産業が 13%、冷凍空調（RAC）産業が 9%で、この 3 業

界で産業セクターの GHG の 99%を排出している。そのため、GHG 排出量の大きなこれら 3

業界を対象に、気候変動対策を推進する必要があり、NDC の IPPU 分野の実施対策において

も、これら 3 業界と石油化学産業が、その対象となっている。 

産業セクターの気候変動対策の実施については、政策や規制に基づいた実施のインセン

ティブや義務付けがなく、業界や企業の自助努力に任されている。上場企業は、SEC による

サステナビリティレポート作成の義務があるが、気候変動対策の推進を義務付けているわけ

ではない。また、各業界のトップクラスの外資系や財閥系大企業は、ゼロエミッションにコ

ミットしたうえで気候変動対策に自発的に投資を行い取り組んでいるが、中堅クラスの国内

に基盤をおく企業は、企業の収益を圧迫するような対策は、企業が自発的に行わないのが現

状である。そのため、GHG 排出量の大きな企業の自発性を促す経済的インセンティブの付

与によって、産業セクターの GHG 削減を図ることが望まれる。 

一方、交通セクターの GHG 排出量は 2020 年には国全体の 14.4%を占めており、交通手段

の中で、特に、ジプニー、トライシクル、バスを含む公共輸送車（PUV）は全移動距離の約

80%を占めていることから、公共輸送車への GHG 削減対策は、フィリピン国内の GHG 排出

量を減らすのに大きく貢献すると期待される。フィリピン固有の車種であるジプニーには、

製造の基準や認証制度が存在せず、1)特に旧型のジプニーやトライシクルからの排ガス量を

抑制できない 2)メンテナンスが困難である、3)生産が受注生産ベースであり安価な大量生産

ができない、4)安全性の低い車両が公道を走っており、実際にバッテリー火災なども発生し

ていること規格が統一されていない等、問題が発生していることから、安全性、環境性など

を考慮した製造基準や認証制度の策定が急務となっている。 

そのため、産業セクターでは、直接的に、公共輸送車（PUV）からの GHG 削減対策を講

じるものではないが、フィリピン独自の車種であるジプニーの電動自動車の認証制度構築を

支援することで電動ジプニーの国内生産拡大を促し、ひいては、自動車産業の育成を通じて

交通セクターの GHG 削減に貢献することが望まれる。 
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また、廃棄物セクターの固形廃棄物に起因する GHG 排出量は 2010 年のインベントリで国

全体の 4.85%を占めており、その中でも、プラスチックを含む資源ごみは、セメント産業の

代替燃料や原材料に活用される等、産業セクターでの資源再利用によるエネルギー削減に活

用される可能性が大きいものの、廃棄物リサイクル産業は一部のプラスチック製品を除いて

立ち上がっていない。EPR 法の導入により、大企業に対しては自社製品で利用したプラス

チックの一部を回収することが義務付けられているが、廃棄物処理の多くがインフォーマル

セクターの手にゆだねられており、分別回収や回収後のリサイクルを含む適正処理ができる

業者が限られている、リサイクルを行うエコシステムが構築されていないため分別や回収を

しても結局他のごみと混ぜられて埋め立てられてしまうなど、実際の運用面での課題が多く

残されている。 

そのため、リサイクル産業の拡大は産業界全体の横断的な課題であるため、産業セクター

では、法整備のみならず、適性リサイクル/処理業者のダイレクトリー作成等、対象企業へ

の政府機関の支援を通じて、廃棄物に起因する GHG 削減に貢献することが望まれる。 
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表 3-6 課題分析シート（産業） 

課題 関連政策
フィリピン国内での取組状況

（ドナー支援含む）および課題の原因

パリ協定・NDC 達成、 
セクター政策等へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に関連する

強化プログラム

（想定されるアウトプット）

セメント産業

セメント産業における代替燃

料および原材料（AFR）利用

および廃熱回収対策導入の遅

れ

NDC PaMs (DENR) 
 セメント共焼プロセスにおける

代替燃料および原材料（廃棄物

やバイオマス）の利用

 セメント工場における廃熱回収

（WHR）施設の設置

DENR DAO 2010-006 
「セメントキルンにおける代替燃料と

原材料の使用に関するガイドライン」

 セメント生産のためのクリン

カ ー の 代 替 燃 料 や 原 材 料

（AFR） の 共 焼 （Co-
Processing）を行う際に、従うべ

き廃棄物の受け入れ基準や排出

ガスの排出基準や、廃棄物の受

け渡し管理や文書化と報告の手

続きについて、規定

フィリピンのセメント産業では、12 企業のう

ち、Holcim セメント社、CEMEX セメント社、

Republic セメント社の大手 4 企業が、「代替燃料

と原材料の使用に関するガイドライン」に基づ

き、セメント製造プロセスにおける代替燃料と

原材料の利用のため、バイオマス廃棄物、各産

業から排出される産業廃棄物や廃プラスチック

等都市廃棄物の利用に取り組んでおり、今後の

利用規模の拡大を予定している。また、大手企

業の EGELセメント社は 2年後を目途に代替燃料

と原材料の利用開始を予定しているが、上記大

手企業 4 社以外の中堅企業（セメント生産能力

ベースでは 12 社合計の内 25%）の取組みは進ん

でいない。

その理由は、資金を借りる企業側が、対策の実

施のための投資判断を渋ることが原因である。

フィリピンの地元銀行など企業に資金を貸す側

に課題があるのではないセメント製造プロセス

における代替燃料と原材料の利用のためには、

最初に大きな設備投資が必要である。この設備

投資は、投資をしてもすぐには資金回収でき

ず、投資回収期間が５年以上と長く経済性が低

いため、短期的な商業メリットが小さいことか

ら、財務的な体力が大きくない中堅企業にとっ

ては、積極的に投資をしようという意識は働か

ないためである。さらに、中堅企業は、対策技

術導入の経験や知見が十分ではないため、経済

性の低さと相まって、対策への投資に二の足を

踏む原因となっている。

GHG 削減効果がある廃熱回収対策についても、

対策には投資回収期間が長いので積極的に投資

をしないという資金的な課題が当てはまる。

4MW 以上が理想的であるが、大企業も含め多く

のセメント企業で、工場の規模が十分で無く、

十分な熱を回収することができないため、大手

企業の Republic セメント社（6MW の廃熱回収設

備を、2023 年の JCM 設備補助を活用して導入す

る予定）を除いて、ほとんどの企業で取組みが

行われていない。

フィリピンの産業セクターの 2020年の

GHG排出量（IPPU）を見ると 16.772
百万トン CO2eで、国全体の 8.2%を占

めている。セメント産業は、2010年の

GHG排出量を見ると、産業セクター

（IPPU）の 77%を占めている。本課題

を解決することで直接的な GHG削減

に繋がり、NDCの達成に貢献する。 

さらに、本課題の解決は、PDP（2023
年‐2028 年）の IPPU セクターの 2028
年の CO2 削減目標値：0.71 百万トンの

達成に貢献する。

セメント製造プロセスにおける代替燃

料と原材料の利用や廃熱回収対策の導

入が遅れているという課題を解決する

には、対策実施に必要な機器導入のた

めの資金投資をできるだけ少なくし

て、投資回収を早く終えることができ

る低金利の資金支援があると、企業の

対策への投資判断がしやすくなり、セ

メント業界での対策の実施が拡大して

いくと考えられる。

そのため、各企業への資金支援をする

ための前段階として、DENR と技術協

力プロジェクトを実施して、セメント

製造プロセスにおける代替燃料と原材

料活用可能性調査を中堅企業 8 社を対

象に行い、廃熱回収実施可能性調査を

大手を含む 11社を対象に行う。 
技術協力プロジェクトでは、代替燃料

と原材料活用並びに廃熱回収対策にお

いて、企業それぞれに導入すべき技術

や設備の明確化を行い、同時に、各企

業人材に対する導入技術に関する教育

を行う。企業人材への教育は、継続的

に DENR 自身で実施できるように

DENRに対する能力強化も行う。 
このプロジェクトの実施で、セメント

産業（11 企業）の工場で、GHG 削減

実施のために導入すべき設備規模が明

確にされることによって、企業が必要

な設備への資金支援として、この短期

プログラムの後、JICA のツーステッ

プローンや、企業を特定した JCM の

実施につなげることが期待される。

廃熱回収対策は、大手企業の Republic
セメント社に対して、2023 年の JCM
設備補助の実施が予定されていること

から、他の 11 社に対しても、日本の

廃熱回収の技術の活用が期待される。

セメント産業におけるAFR活用可能性並

びに廃熱回収実施可能性調査（技術協

力）

 AFR（代替燃料および原材料）活

用可能性調査（AFR データベース

作成含む）

 廃熱回収の導入可能性調査

ブレンドセメントに関する

DPWH Bluebook とフィリピン

国家規格（PNS）の基準の不

整合によるブレンドセメント

市場への負の影響

ブ レ ン ド セ メ ン ト の 規 格 （PNS 
63:2019） 
 フィリピン国家規格（PNS）は

ブレンドセメントに関する基準

（燃焼損失：Loss of Ignition 8.0）
の要件を規定

NDC PaMs 
 セメント生産におけるクリン

カーの代替として，フライアッ

シュや鉄鋼スラグなどの補助セ

メント材料（SCM）の利用

フィリピンのセメント産業は、セメント製造プ

ロセスにおいて代替原材料をもちいて、GHG 排

出のより少ないブレンドセメントの製造を行っ

ており、民間プロジェクトでは、高層ビル建築

にも採用されるなど、その利用が拡大してい

る。

一方で、公共事業では、DPWH が燃焼損失

（LOI）8.0 のブレンドセメントの使用を許可し

ないため、従来の高 GHG 排出型のポルトランド

セメントのみが使用され、ブレンドセメントの

使用は制限されている。

2019年にフィリピン国家基準は燃焼損失（LOI）
8.0 のブレンドセメントの規格を承認したが、

フィリピンの産業セクターの 2020年の

GHG排出量（IPPU）を見ると 16.772 
百万トン CO2eで、国全体の 8.2%を占

めている。セメント産業は 2010年の

GHG排出量を見ると、産業セクター

（IPPU）の 77%を占めている。本課題

を解決することで直接的な GHG削減

に繋がり、NDCの達成に貢献する。 

さらに、本課題の解決は、PDP（2023
年‐2028 年）の IPPU セクターの 2028
年の CO2 削減目標値：0.71 百万トンの

達成に貢献する。

DENR-CCS は、この議論の決着は政府

のハイレベルの決断にゆだねるしか無

いと考えていることから、本件を政策

課題としては取り組むことはせず、ブ

レンドセメントの基準の調整委員会を

サポートするための、技術情報の収集

支援（例えば、日本や世界のブレンド

セメントの LOI の基準例など）が、適

切と考えられる。

セメント産業におけるAFR活用可能性並

びに廃熱回収実施可能性調査（技術協

力）の中で実施

 技術情報の収集支援
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課題 関連政策
フィリピン国内での取組状況

（ドナー支援含む）および課題の原因

パリ協定・NDC 達成、 
セクター政策等へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に関連する

強化プログラム

（想定されるアウトプット）

DPWH は燃焼損失が 5.0（DPWH Bluebook の基

準）を主張し決着がついていない。この議論

は、両省庁間で 10 年近くにわたる議論がなされ

ており、両基準で耐久力などセメントとして求

められる要件を検査し違いは見られなかった

が、DPWH はその基準を変えることを受け入れ

なかった。

この背景から、DPWH とフィリピン国家基準と

の長期にわたる議論のため、公共事業で利用が

進まず、セメント業界で、GHG 排出がより小さ

いブレンドセメントの生産拡大に二の足を踏む

状況となっている。

公共事業で GHG排出のより少ないブレ

ンドセメントの使用が認められること

によって、セメント業界のブレンドセ

メント製造拡大の機運が高まり、産業

セクター全体の GHG削減へのインパク

トが期待される。

鉄鋼産業

鉄鋼産業におけるエネルギー

効率の高い設備へ代替する対

策の遅れ

NDC PaMs (DENR) 
 鉄鋼産業からの GHG排出量の削

減

フィリピンの鉄鋼産業は、高炉を使って鉄鉱石

から鉄を生産するのではなく、輸入した鉄鋼半

製品や国内で回収された鉄スクラップを電気

アーク炉や工業炉で溶解して、最終製品に加工

する業態をとっている。

大手の SteelAsia 社では、CO2 削減のため、工業

炉で空気と燃料の混合比を自動で最適化して燃

料使用量を削減する技術や、電気アーク炉に

投入する鉄鋼半製品や鉄スクラップを炉の

廃熱を利用して約 500～600 度に予熱する

ことで電気使用量を削減する Hot charging 
Technology（廃熱回収）の導入など、取組みを始

めている。

しかし、鉄鋼産業界全体から見ると、燃料自動

最適化技術や廃熱回収技術の利用は、大手企業

に限られている。

その理由は、廃熱回収技術の導入は、特に、最

初に大きな設備投資が必要であるが、投資回収

期間が5年以上と長く、経済性が低いため、積極

的に投資をしようとしないという資金的な課題

がある。さらに、これらの新技術に対して、企

業に技術導入の経験や知見が十分ではないた

め、経済性の低さと相まって、対策への投資に

二の足を踏む原因となっている。

鉄鋼産業は、2010年の GHG排出量を

見ると、産業セクター（IPPU）の

13%(1.093 百万トン CO2e）を占めてい

る。本課題を解決することで直接的な

GHG削減に繋がり、NDCの達成に貢

献する。

さらに、本課題の解決は、PDP（2023
年‐2028 年）の IPPU セクターの 2028
年の CO2 削減目標値：0.71 百万トンの

達成に貢献する。

鉄鋼産業が、大きな設備投資が必要な

廃熱回収技術への投資判断を渋るとい

う課題を解決するには、対策実施に必

要な機器導入のための資金投資をでき

るだけ少なくして、投資回収を早く終

えることができる低金利の資金支援が

あると、企業の対策への投資判断がし

やすくなり、鉄鋼業界での対策の実施

が拡大していくと考えられる。

そのため、各企業への資金支援をする

ための前段階として、DENR と技術協

力プロジェクトを実施して、廃熱回収

技術の導入可能性調査を、鉄鋼産業の

工場を対象に行うことが必要である。

技術協力プロジェクトでは、廃熱回収

技術において、企業それぞれに導入す

べき技術や設備の明確化を行い、同時

に、各企業人材に対する導入技術に関

する教育を行う。企業人材への教育

は、継続的に DENR自身で実施できる

ように DENR に対する能力強化も行

う。

このプロジェクトの実施で、鉄鋼産業

の工場で、GHG 削減実施のために導

入すべき設備規模が明確にされること

によって、企業が必要な設備への資金

支援として、この短期プログラムの

後、JICA のツーステップローンや、

企業を特定した JCM の実施につなげ

ることが期待される。

日本の鉄鋼産業では、廃熱回収技術が

活用されていることから、日本の技術

のフィリピンの鉄鋼産業への活用が期

待される。

鉄鋼産業エネルギー削減対策導入可能性

調査（技術協力）

 廃熱回収導入可能性調査

冷凍空調機器（RAC）産業

RAC 産業における低地球温暖

化係数（GWP）冷媒利用対策

の遅れ

NDC PaMs (DENR) フィリピンでは、モントリオール議定書の下で

のフロン規制に従い、すでに R22（HCFC）冷媒

の輸入は禁止されている。

フィリピンの産業セクターの 2020年の

GHG排出量（IPPU）を見ると 16.772 
百万トン CO2eで、国全体の 8.2%を占

日比環境政策対話（2022 年 3 月 2 日）

共同声明

RAC産業低地球温暖化係数（GWP）冷

媒利用促進に係る制度構築検討プロジェ

クト（短期専門家派遣）
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課題 関連政策
フィリピン国内での取組状況

（ドナー支援含む）および課題の原因

パリ協定・NDC 達成、 
セクター政策等へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に関連する

強化プログラム

（想定されるアウトプット）

 RAC（冷凍空調）産業における

低地球温暖化係数（GWP）代替

冷媒への移行

モントリオール議定書のキガリ改正

 20年間で HFCの消費量を 80%削

減する

 産業セクターが地球温暖化への

影響がより低い代替品へ移行す

ることを促す措置の導入

フィリピンの冷蔵庫業界では、R134a(HFC、

GWP:約 1400)から GWP がはるかに低い自然冷媒

の R600a(イソブタン、GWP:約 3)への移行が進ん

でおり、これにより GHG 排出量の低減が進みつ

つある。

RAC 産業のエアコン業界では、ノンインバー

ターエアコンからインバーターエアコンに製造

を 切 り 替 え る 際 や 、 エ ア コ ン の 冷 媒 を

R22(HCFC)冷媒から地球温暖化係数がより小さ

い HFC 冷媒である R32（GWP:675）、R410a
（GWP:2090）利用への切り替えに際し、フィリ

ピン政府は補助金を出しており、国内で製造を

行っているメーカーはこれを受領して、切り替

えが進んでいる。

一方で、HCFC の代替として HFC を使う場合で

も、HFC の地球温暖化への影響が懸念されたこ

とから、2019 年発効のモントリオール議定書の

キガリ改正において、HFC の削減の目標値の設

定は CO2 換算で行うこととなった。この目標値

を順守するには、HFC 冷媒である R32 からさら

に、低い GWP の冷媒である移行が必要である。

現在、自然冷媒の R290(プロパン、GWP ：2 以

下)などの冷媒が注目されており、中国で生産し

た R290 を使用した機器を、フィリピンの地元企

業が輸入して販売している。

R290 を使用したフィリピン国内での機器の生産

は、まだ進んでいない。その理由は、R290 を使

用するためには、配管や銅製のチューブ等、製

造ラインの変更が必要で、新たな投資が必要と

なっている。冷媒の R290 は、国内生産されてお

らず、海外からの輸入に頼らざる得ないため、

冷媒の調達コストが上昇しエアコン販売の採算

性が低下することもあり、R290 への切り替えに

二の足を踏んでいる。

ドナー支援としては、ADBが 2021年から、 
フルオロカーボンのライフサイクル管理に関す

る先進技術と革新的な解決策の選択肢を提供す

ることを目的に、DENR と技術協力プロジェク

トを実施中である。DENR によると、企業への

具体的なインセンティブではなく、ライフサイ

クル管理全体の政策面に特化した内容とのこと

である。

めている。RAC産業は、2010年の

GHG排出量を見ると、フロンガス排出

により産業セクター（IPPU）の GHG
排出量の９%を占めている。本課題を

解決することで直接的な GHG削減に

繋がり、NDCの達成に貢献する。 

さらに、本課題の解決は、フィリピン

開発計画（2023年‐2028年）の IPPUセ

クターの 2028 年の CO2 削減目標値：

0.71百万トンの達成に貢献する。 

「フロン管理：HFCs の回収・破壊対

策の可能性評価、政策立案者および技

術者の能力開発、JCMの活用について

協力を進める。」との声明文があり、

本課題解決への日本政府の支援に方針

に合致している。

20 年間で HFC の消費量を 80%削減す

るというモントリオール議定書のキガ

リ改正の目標を順守する取組みに対応

するためには、低 GWP 冷媒である

R290(プロパン、GWP ：2 以下)を企業

が使いやすいと考え、積極的に R290
への切り替えに投資するような環境づ

くりが必要である。

そのため、経済的なインセンティブや

設備投資支援プログラムを策定支援で

きる短期専門家を派遣することで、

R290 を海外から輸入することに対す

る税優遇や、国内企業の生産ラインを

R290 向けに改修することに対する補

助金支援など、企業への支援制度の設

計が可能となる。

 R290 の輸入関税への優遇措置の検

討

 R290 に対応した製造ライン改修へ

の補助金制度の検討

フロンガス回収処理登録企業

の不足

HFC の化学物質管理命令（Chemical 
Control Order for Hydrofluorocarbons 
(HFCs), DAO No. 2021-31) 
 点検作業中の冷媒の適切な取り

扱い

 廃棄された冷凍・冷房設備から

排出される冷媒の適切な回収と

処理を義務付け

フィリピンでは、HFC の化学物質管理命令で、

フロンガスの排出は禁止されており、回収する

必要があることが明示されているが、フロンガ

スの回収処理は、ほとんど行われていない。

フィリピンでは、冷蔵庫やエアコンのサービス

は、インフォーマルセクターが大きな割合を占

めており、彼らは、オフィスを持たず、リカバ

リーのための適切な装置を持っていない。家庭

のエアコンでは、冷媒が切れたり漏れた場合、

ほとんどの場合、エアコンメーカーの技術者を

呼ばす、安価で早いため、インフォーマルセク

ターの技術者を読んで、フロンガスを排気させ

て再充填を行っているのが現状である。

フィリピンの産業セクターの 2020年の

GHG排出量（IPPU）を見ると 16.772 
百万トン CO2eで、国全体の 8.2%を占

めている。RAC産業は、2010年の

GHG排出量を見ると、産業セクター

（IPPU）の GHG排出量の９%を占めて

いる。本課題を解決することで直接的

な GHG削減に繋がり、NDCの達成に

貢献する。

さらに、本課題の解決は、PDP（2023
年‐2028 年）の IPPU セクターの 2028

日比環境政策対話（2022 年 3 月 2 日）

共同声明

「フロン管理：HFCs の回収・破壊対

策の可能性評価、政策立案者および技

術者の能力開発、JCMの活用について

協力を進める。」との声明文があり、

本課題解決への日本政府の支援に方針

に合致している。

フロンガスの回収・貯蔵ライセンスの

登録企業を増やすためには、フロンガ

ス回収装置の購入補助金など経済的イ

ンセンティブを付加し、企業側にフロ

民間企業向け適切なフロンガス回収処理

に係る技術トレーニング（技術協力）

 フロンガス回収処理の問題（低収

益とインフォーマルセクター依

存）に関する調査の実施と対処案

の検討

 フロンガス回収処理に関する法規

制の啓発活動

 フロンガス回収手順書を作成

 フロンガス回収トレーニングの実

施

 登録企業への経済的インセンティ

ブの検討
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課題 関連政策
フィリピン国内での取組状況

（ドナー支援含む）および課題の原因

パリ協定・NDC 達成、 
セクター政策等へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に関連する

強化プログラム

（想定されるアウトプット）

また、フロンガスの回収装置は 1 個 6 万 PHP の

費用がかかり、家庭用のエアコンでは、1 台の回

収量が小さいため、大した収益にならないこと

から、回収装置を所有して回収しようという企

業は少ないとのことである。

現在、Delsa 社のみフロンガスの回収・貯蔵ライ

センスの認定を DENR オゾン室から受けている

が、すでに必要なフロンガス回収装置など設備

を所有していること、フロンガス回収技術を

持った人材がいること等、品質と信頼性を考慮

した要件が企業に求められるとのことである。

（DENR‐CCSコメント）

これらの背景から、フロンガス回収業務の収益

性が悪く、企業の登録自体も、あらかじめ企業

での設備の整備や回収技術を持つ人材の確保が

必要なことが、原因と考えられる。

ドナー支援としては、ADBが 2021年から、 
フルオロカーボンのライフサイクル管理に関す

る先進技術と革新的な解決策の選択肢を提供す

ることを目的に、DENR と技術協力プロジェク

トを実施中である。DENR によると、民間企業

のフロンガスの回収という具体的なトピックで

なく、ライフサイクル管理全体の政策面に特化

した内容とのことである。

年の CO2 削減目標値：0.71 百万トンの

達成に貢献する。

ンガス回収を実施することで収益性が

あり、企業の参加意欲がでるような仕

組みづくりが必要である。

また、企業に登録に必要な回収技術を

持った人材がいなくても、DENR が公

認するトレーニングに無料で参加し

て、フロンガスを回収するための知見

や技術を習得できるような教育支援が

必要である。

そのため、技術協力により、DENR と

連携して、フロンガス回収設備や回収

サービスが高コストであるために企業

の収益性が低くなる問題や、消費者が

冷蔵庫やエアコンのサービスを非公式

セクターに大きく依存している問題に

ついて、調査分析を行い対処案の検討

を行う。また、企業や消費者へのフロ

ンガスの回収と処理に関する法規制の

啓発活動を行う。

さらに、フロンガスを回収するための

知見や技術を指導するため、フロンガ

ス回収手順書を作成し、それに基づい

て、冷蔵庫やエアコンのサービス企業

を対象に、フロンガス回収トレーニン

グを実施する。また、登録企業への経

済的インセンティブ（回収装置の購入

補助金など）を検討する。

これらの支援により、フロンガスの回

収・貯蔵ライセンスの登録企業の増加

が期待される。

フロンガス破壊処理施設の技

術選定や施設運用に係る環境

天然資源省職員の経験、能力

の不足

HFC の化学質管理命令（Chemical 
Control Order for Hydrofluorocarbons 
(HFCs), DAO No. 2021-31) 
 点検作業中の冷媒の適切な取り

扱い

 廃棄された冷凍・冷房設備から

排出される冷媒の適切な回収と

処理を義務付け

フロンガスの破壊に関しては、ガスの回収がほ

とんど行われていないことから、処理するガス

が集まらないため、ほとんど行われていない。

フロンガスの破壊を行う会社として、現在、

Holcim セメント社の 1 社が認定されており、回

収されたガスはセメントキルンを使って破壊処

理されている。

回収貯蔵の認定を受けた Delsa 社が回収したフロ

ンガスを Holcim セメント社のセメントキルンで

破壊処理する活動は、2021 年 JCM 設備補助事業

で、「フロン類の回収スキーム構築・混焼型施

設導入実証事業」として採択されており、DENR
によるとその成果を注視しているとのことであ

る。

これらの背景から、DENR は、現在は、フロン

ガスを回収するシステムができあがっていない

ため、破壊処理する施設は、セメント会社のセ

メントキルンを活用することで対応すると考え

ている。しかし、将来、フロンガスの回収量が

増えてセメント会社のセメントキルンでは対応

しきれない場合が考えられるので、専用のフロ

ンガス破壊処理施設の建設が必要であると考え

ている。

フィリピンの産業セクターの 2020年の

GHG排出量（IPPU）を見ると 16.772
百万トン CO2eで、国全体の 8.2%を占

めている。RAC産業は、2010年の

GHG排出量を見ると、産業セクター

（IPPU）の GHG排出量の９%を占めて

いる。本課題を解決することで直接的

な GHG削減に繋がり、NDCの達成に

貢献する。

さらに、本課題の解決は、PDP（2023
年‐2028 年）の IPPU セクターの 2028
年の CO2 削減目標値：0.71 百万トンの

達成に貢献する。

日比環境政策対話（2022 年 3 月 2 日）

共同声明

「フロン管理：HFCs の回収・破壊対

策の可能性評価、政策立案者および技

術者の能力開発、JCMの活用について

協力を進める。」との声明文があり、

本課題解決への日本政府の支援に方針

に合致している。

フロンガスの回収企業へのフロンガス

回収トレーニングを実施して、登録企

業が増加した場合でも、当面は、セメ

ント企業のセメントキルンの活用で対

応可能と考えられる。

将来、セメント企業の処理対応能力が

限界を超える場合を想定して、DENR
へ短期専門家を派遣して、フロンガス

破壊処理施設に適用可能な技術の選定

に関する支援を行うことは有用であ

る。

その際、適用可能な技術には、本邦企

業の技術の活用が期待される。

民間企業向け適切なフロンガス回収処理

に係る技術トレーニング（（技術協力）

の中で実施

 フロンガス破壊処理施設の技術選

定に関する支援
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課題 関連政策
フィリピン国内での取組状況

（ドナー支援含む）および課題の原因

パリ協定・NDC 達成、 
セクター政策等へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に関連する

強化プログラム

（想定されるアウトプット）

その際、大量のフロンガスを1か所で焼却処理す

ることの安全性に対する地域住民の意識を考慮

して、非焼却方式が望ましいと DENR は考えて

いるが、他の処理技術案も含めて適切な技術を

選定し、さらに施設を導入した後の施設運用に

関し、DENR 職員の経験や能力が不足してい

る。

ドナー支援としては、ADBが 2021年から、 
フルオロカーボンのライフサイクル管理に関す

る先進技術と革新的な解決策の選択肢を提供す

ることを目的に、DENR と技術協力プロジェク

トを実施中である。フロンガス破壊処理施設

は、セメントキルンの利用を考えているとのこ

とである。

フロンガス回収処理に関しては、JICA
課題別研修は無い。

石油化学産業 

石油化学産業におけるバイオ

ナフサ利用対策の遅れ

NDC PaMs (DENR) 
 エチレン生産における原料とし

てのバイオナフサの利用

石油化学産業は、現在、化石燃料起源のナフサ

を利用していることから、クラッキングのプロ

セスで CO2 が排出されている。そのため、NDC
では植物起源のナフサを使用して CO2 排出を減

らすことを目標として掲げているが、バイオナ

フサは世界で数社（Neste 社等）でのみ製造され

ており、すべて海外からの輸入することになる

ため、バイオナフサの価格が化石燃料起源ナフ

サの 2～3 倍と非常に高く、調達コストが上昇し

企業の採算性が低下することから、企業に製造

および活用の意欲が沸かず、バイオナフサの活

用は全く進んでいないのが現状である。

フィリピンの産業セクターの 2020年の

GHG排出量（IPPU）を見ると 16.772 
百万トン CO2eで、国全体の 8.2%を占

めている。石油化学産業は、2010年の

GHG排出量を見ると、産業セクター

（IPPU）の GHG排出量の 0.2%を占め

ている。本課題を解決することで直接

的な GHG削減に繋がり、NDCの達成

に貢献する。

さらに、本課題の解決は、PDP（2023
年‐2028 年）の IPPU セクターの 2028
年の CO2 削減目標値：0.71 百万トンの

達成に貢献する。

石油化学産業での GHG 削減の取組み

に対応するためには、バイオナフサの

活用は採算性があると企業が考え、積

極的にバイオナフサを活用するような

環境づくりが必要である。

そのため、経済的なインセンティブや

設備投資支援プログラムを策定支援で

きる短期専門家を派遣することで、バ

イオナフサを海外から輸入することに

対する税優遇など、企業への支援制度

の設計が可能となる。

石油化学産業バイオナフサ利用促進に係

る制度構築検討プロジェクト（短期専門

家派遣）

 バイオナフサの輸入関税への優遇

措置の検討

EV産業 

Eジプニーを中心としたEVへ

の転換の遅れ

電気自動車産業開発法EVIDA (Republic 
Act No. 11697, The Electric Vehicle 
Industry Development Act) 

EVの製造・利用・取引等を規定 
 EV 利用促進のための各種施策

（ナンバーコーディングからの

除外、新規施設等への EV 専用

駐車場や充電ステーション設置

などの義務付け）

包括的 EV 産業ロードマップ CREVI
（Comprehensive Roadmap for the Electric 
Vehicle Industry） 
 EV 産業振興のための 2040 年ま

でのロードマップ

 国内普及や産業振興と併せて

2040 年までに EV の輸出産業化

を目指す

EV 業界全体の状況：フィリピンでは 2022 年に

EV 産業の発展を目的とした電気自動車産業開発

法 EVIDA 法が、2023 年には EVIDA 法に基づき

EV 製造・利用における道筋を示す包括的 EV 産

業ロードマップ CREVI が DOE によって制定さ

れ、2040 年までの整備目標や方向性が示され

た。

CREVIでは、2040年までに全車両の 50%をEVと

するクリーンエネルギーシナリオを制定、2028
年までに自家用車・バイクなどを含めた EV車両

の台数を 245万台、2034年までに 185万台、2040
年までに2百万台以上にすることを目標に掲げて

いる。

また、公共交通の事業者や LGU に対して利用す

る車両のうち 2034 年までに 5%、2040 年までに

10%とすることを義務付けている。 

EV製造業を取り巻く状況：フィリピンにおいて

は裾野の広い自動車産業の衰退を防ぐべく、

GHG インベントリで交通部門は 2020年
の全排出量の 14.4%（29.431 百万トン

CO2e）を占めている。また、PDP の交

通セクターの 2028 年の年間 GHG 削減

目標値は 5.14 百万トン CO2eである。 

ジプニー、トライシクル、バスを含む

公共輸送車（PUV）は全移動距離の約

80%を占めており、これらのGHG削減

はフィリピン国内の排出量を減らすの

に大きく貢献する。世銀レポート159に

おいても、公共輸送車の 90%、一般車

の 72%を電化することができれば、

2050 年には現在の電源構成であっても

450 百万トン CO2e、電源構成において

再生エネルギーが 100%を達成できれ

ば 1000 百万トン CO2e の削減になると

試算されており、それ以外の鉄道整備

や在宅勤務推奨などの施策に比べても

最も効果が高いとの分析がなされてお

認証システムの構築において、現在す

でに利用されている日本メーカーの部

品や基盤がそのまま採用されることと

なれば日本企業への裨益も大きい。ま

た、技術協力のみならず将来の円借款

案件にもつながる可能性のある分野で

ある。

なお、日本の自動車型式認定制度

は、政府が設定した特定の安全、排

気ガス、性能基準を満たすことを確

認するプロセスで、自動車の製造と

輸入における規制を設定している。

国土交通省道路運送局が認定証の発

行や認証プロセス全般を取り扱って

おり、一連のテストと検査を行い基

準を満たしているかを確認してい

る。テストは試験コースや専用のテ

ストトラックでの安全性・燃費・排

出ガスなどの性能確認、燃料評価施

Eジプニーをはじめとした EVの車両認

証システムの構築（技術協力）

 Eジプニーをはじめとした EVの安

全性基準や性能などの規格の整備

 認証制度構築支援

車両認証設備の導入（円借款）

 車両認証施設の建設や機材の導入

公共交通車両近代化のための資金協力

 公共交通事業者による EPUV（電気

公共交通車両）買替資金の低金利

融資

EV製造業者支援のための資金協力 
 EV 関連部品の製造業者向けの設備

投資用低金利融資

159 https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/3f76eedd-4ab6-5250-ab4e-75f39593f1b3 
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課題 関連政策
フィリピン国内での取組状況

（ドナー支援含む）および課題の原因

パリ協定・NDC 達成、 
セクター政策等へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に関連する

強化プログラム

（想定されるアウトプット）

公共交通車両近代化プログラム
PUVMP (Public Utility Vehicle  
Modernization Program, DOTr Department 
Order No. 2017-011) 
 15 年以上利用されている PUV

（ジプニー、トライシクル、バ

スなど）を Euro4 基準を満たす

車両または EV への転換を図る

ための各種施策

 事業者の組合化、買替資金の貸

し付け、PUV のルート適正化、

廃車の適正リサイクル・処理な

ど

2015年より CARSプログラム（Comprehensive 
Automotive Resurgence Strategy, Executive Order No. 
182）を実施し、フィリピン国内製造を行う事業

者を選定し、1社あたり平均 45億 PHPの資金優

遇を行う政策を実施しているが（セダンタイプ

のトヨタ Viosとミツビシ Mirageの 2モデルが選

定）、EV版 CARSプログラムについても議論が

始まっている。ただし、EVについてはセダンで

はなく二輪車が対象となる方向で議論が進めら

れており、詳細は 2024年にも公表される予定で

ある。

ジプニーをめぐる状況：GIZが全世界で展開する

支援枠組みの中でフィリピンにおいてはジプ

ニーやトライシクル、バスの Euro4以上の基準に

準拠したディーゼルエンジン搭載車もしくは EV
等の新型車両への移行やルートの適正化、事業

者の組合化等を含む政策立案を技術協力にて支

援し、DoTR が 2017 年より公共交通車両近代化

プログラムにおいてそれらを実施している。

ジプニーはフィリピン固有の車両であり、特に

マニラ首都圏における庶民の通勤の足となって

いるが、古いタイプのものは GHG 排出源とも

なっており、Eジプニーを含む新型車両への移行

が政策として進められている。ジプニーには製

造の基準や認証制度が存在せず、それにより以

下の問題が発生している。

 GHGの削減ができない。 
 各メーカーが様々な大きさや形のモデルを

販売しており、規格が統一されていない

100以上のモデルが存在するため、メンテ

ナンスが困難

 統一基準がないために、各社が注文生産制

での製造を行っているため価格が安定しな

い、かつ大量生産ができない

 安全基準がないため安全性に問題のあるも

のも存在する

 EVIDAでは 2040年までに EV産業を輸出

産業に育成することを目標に掲げ、Eジプ

ニーも戦略に含まれるが、基準や認証制度

なしでは将来の輸出を見込むことは不可能

政府は Eジプニーを含む EV産業を輸出産業と

することも目標としており、現在それらの制度

が全く存在しないＥジプニーに関しては、安全

性、環境性などを考慮した製造基準や認証制度

の策定が急務となっている。特に台風や洪水の

被害の多いフィリピンにおいては、悪天候でも

電気系統がきちんと守られ、人々が安心して利

用できるような車両の設計や基準制定も重要事

項である。

り、公共輸送車の電動化は適応と緩和

双方の文脈から優先度高とされてい

る。

E ジプニーの基準策定の効果として、

より安価で安全な E ジプニーの量産が

期待されており、CREVI のクリーンエ

ネルギーシナリオにおいて目標とされ

る全車両の 50%を EV に転換する政策

にも貢献すると考えられる。

設や燃費テストセンターにおける燃

料効率評価、排出ガス試験室におけ

るエンジンや排気系の試験ならびに

排出ガスの量や品質の分析、安全評

価施設における衝突試験や安全性能

確認などが含まれている。

国土交通省は、ASEAN 諸国におい

て、自動車の基準認証制度や検査・

登録、点検・整備などの自動車の基

盤制度の整備や運用などに課題が多

いとして、ベトナム、カンボジア、

ミャンマーにおいて型式認証・登

録・点検・整備および検査制度や法

律・制度等の構築や改善を支援して

きた実績がある。国際社会において

も、自動車の安全確保や環境保全に

かかる国際ルールを策定する国連自

動車基準調和世界フォーラム（UN 
World Forum for Harmonization of Vehicle 
Regulations）で副議長を務めるなど

リーダーシップを発揮しており、日

本が技術的に優位である先進技術を

中心に安全や環境基準などの策定を

主導している。

EV 化に伴う現行車両の廃車

処理

公共交通車両近代化プログラム
PUVMP (Public Utility Vehicle  
Modernization Program, DOTr Department 
Order No. 2017-011) 

 フィリピンにおける廃車（ELV、End of Life
Vehicle）は 2025 年には 14 万台になると推

計されているが ELV の処理に関する法規制

が存在しない

 ELV は適切に処理されれば再利用

や再資源化が可能である。例えば

エンジン、触媒、非鉄金属、タイ

ヤは再資源化が可能であり、エン

日本では自動車リサイクル法が制定さ

れており、業者が適切にフロン回収、

解体、エアバッグ類の回収などを行

い、自動車メーカーや輸入業者は、製

造/輸入した車が廃車となった場合、

 ELVリサイクルにおける制度設立

支援（技術協力）

 ELV処理や資源リサイクルにかか

る民間連携事業

 ELV工場に対するトレーニング
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課題 関連政策
フィリピン国内での取組状況

（ドナー支援含む）および課題の原因

パリ協定・NDC 達成、 
セクター政策等へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に関連する

強化プログラム

（想定されるアウトプット）

 15 年以上利用されている PUV
（ジプニー、トライシクル、バ

スなど）を Euro4 基準を満たす

車両または EV への転換を図る

ための各種施策

 事業者の組合化、買替資金の貸

し付け、PUV のルート適正化、

廃車の適正リサイクル・処理な

ど

 インフォーマルに処理をされていることが

多く、路地裏に打ち捨てられるなどの不法

投棄や不適切処理が問題となっている。ま

た、カーエアコンに冷媒として充填されて

いるフロン類はきちんと回収処理されない

とオゾン層破壊の一因ともなる

 さらに現在 DOTr が進めるジプニー近代化

事業で買い替えが進むと大量の廃ジプニー

が発生することが予測されている

 DOTrはジプニー近代化プログラムの中で認

定スクラップ工場制度を進めているが認定

できる工場がなく現在認証を受けているの

は 1 工場のみ。最終的には 17Region すべて

に最低 1認定工場を目標としている

ジン、ボディ部分、電装品などは

再利用が可能である

 EUでは、2023年に 3.5トン未満の

新車と小型商用車への再生プラス

チックの利用目標を設定したが、

それにより 2030年には石油の使用

量を最大 400 万バレル削減できる

と見込んでおり、希少資源利用の

点からも新規プラスチック利用の

削減を通じた石油使用量の削減と

いう点からもELVの適切処理の重

要性が確認されている。

そこから発生するエアバッグ・フロ

ン・シュレッダーダスト等を引き取り

リサイクルを行う仕組みが構築されて

いる。

民間連携事業において株式会社ツルオ

カが基礎調査を実施し、現在普及実証

を行っている。また、での同モーター

や電子機器に使われているレアアース

の需要は今度ますます高まると考えら

れており、価格の高騰が予想されるた

め日本企業にとっても参入のチャンス

のある分野の一つであると考えられ

る。

（技術協力）

 ELV工場に対する設備投資資金の

低金利融資（円借款）

産業界における廃棄物処理

プラスチック回収・リサイク

ルシステムの不在

拡大生産者責任法/EPR 法（Extended 
Producer Responsibility Act of 2022、
Republic Act 11898） 
 生産者（プラスチック包装廃棄

物を発生させる総資産が 1億 PHP
以上の製品生産者）が製品のラ

イフサイクル全体（原材料の選

択、製造工程、使用・廃棄）に

おける環境負荷に対して、一定

の責任を負う

 2022 年 7 月に EPR 法が成立。企業は自社製

品のパッケージに利用したプラスチックを

商業・工場規模のリサイクル・熱処理・処

分施設の設置や LGU や処理業者等とのパー

トナーシップによるプラスチック廃棄物回

収などのスキームを駆使して回収する義務

を負う。設定された目標値は 2023 年末まで

に前年利用量の20%、2024年末までに40%、

最終的には 2028年までに 80%とされている

 EPR ではまた、各社が EPR 計画書を策定

し、2023 年 2 月末までに National Solid Waste
Management Commission（国家固形廃棄物管

理委員会）のNational Ecology Centerに登録す

ることが求められていたが 2023 年 11 月時点

で対象 4000 社のうち 709 社しか提出してい

ない160。2024 年 7 月には EPR 監査報告書の

提出も求められている

 フィリピン国内でのリサイクル率は様々な

データが存在する。2017 年の UNEP レポー

トではアルミニウムが 30–70% 、ガラスが

28–60% 、プラスチックが 23–42%、それ以

外の金属が 20–58% 、紙製品が 20–33% 161、

WWF の 2019 年レポートではプラスチック

のリサイクル率はわずか 9%とされている。

いずれにしても ASEAN の周辺国と比べて

低いリサイクル率である。

 政策面では整備されつつあるものの、実際

の回収、適切な処理および再利用といった

部分には課題が残されている。また、廃棄

物処理の責任は各 LGUにあるものの、実際

は大部分がインフォーマルセクターにゆだ

ねられており、世銀の試算ではインフォー

マル廃棄物処理にかかわる人口は 10 万人以

上とされている。企業が、自社製品のプラ

スチック回収および適正処理やリサイクル

をしたいと考えたときにどこにコンタクト

を取ればよいのかがわからない、投資の窓

固形廃棄物は 2010 年の GHG インベン

トリで 4.851%を占めている。また PDP
での 2028年の削減目標は 1.08百万トン

CO2e となっている。フィリピンで排出

される廃棄物のうち、45%が家庭か

ら、21%が商業施設から、12.1%が政府

および教育・医療機関から、4.1%が製

造業や産業からとされている。

不適切な廃棄や処理が原因で、既に土

壌・水質・大気汚染の一因となってお

り、WWFによれば、プラスチックごみ

の 35%は地中や海に漏れ出している。 

プラスチックは石油から作られ、また

生産時に高温での処理が必要であるた

めエネルギー消費量が大きい。リサイ

クルシステムが構築されることでの新

規資源の利用やエネルギー消費量を削

減することができ、海洋投棄による生

態系への影響を減らす効果もあり、

NDC達成への影響は大きい

特にプラスチックに関しては EPRが制

定されたものの、回収してきちんと処

理する道筋ができていないが、全対象

企業が目標値を達成することができれ

ば国内で排出されるプラスチックの

40%以上がリサイクルできると試算さ

れており、新規資源の利用を大きく抑

えることが可能である。

日本はすでにリサイクルに関する分野

において多くの協力プロジェクトを実

施している。

JICA は 2006 年～フィリピン国リサイ

クル産業振興計画調査を実施した。そ

れを契機にプラスチックのリサイクル

が一歩進んだと評価されており、EPR
法が制定された今、より具体的な提案

を盛り込んだ調査や協力をすることで

先に行われた調査のアップデートをす

ることが考えられる。

また、日本の環境省も、NSWMC と共

同 で 、 廃 棄 物 分 析 ・ 特 性 調 査

（WACS）マニュアルを作成してい

る。このマニュアルは、LGU が廃棄

物削減・管理プログラムを作成・実施

する際の指針となるよう、廃棄物の特

性を分析する際の技術的基準を定めた

もので、LGU に配布され、固形廃棄

物管理研修などで利用される予定であ

る。

また、多くの在フィリピンの日本企業

が現地での適切な産業廃棄物/有害廃

棄物処理について問題を抱えており、

特に BtoC ビジネスを行っている日本

企業の多くはEPR法の対象となってい

ることから、フィリピンにおける本分

野での協力は進出日本企業の活動にも

資するものである。

リサイクル産業育成のための政策策定能

力強化プロジェクト（技術協力）

 リサイクルを行う業者への研修・

ダイレクトリー作成やマッチング

プログラム（技術協力）

リサイクル産業向け TSL（円借款） 

160 https://www.philstar.com/nation/2023/11/13/2311139/denr-709-4000-firms-manage-plastic-waste 
161 https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/21134/waste_mgt_asean_summary.pdf?sequence=1&amp%3BisAllowed= 
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課題 関連政策
フィリピン国内での取組状況

（ドナー支援含む）および課題の原因

パリ協定・NDC 達成、 
セクター政策等へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に関連する

強化プログラム

（想定されるアウトプット）

口である BOI でもダイレクトリーなどを

持っておらず紹介ができないという問題点

が発生している。

 分別も高付加価値の高濃度ポリエチレン

（HDPE、タンクや容器など）、ポリプロピ

レン（PP、食品容器など）、ポリエチレン

テレフタレート（PET、ペットボトル、磁

気テープなど）以外はほとんどなされてい

ない

産業人材育成

中小企業における気候変動対

策、特に緩和分野への取組み

の遅れ

中小企業法（Magna Carta for Micro, 
Small and Medium Enterprises、Republic 
Act 6977, as amended by RA 8289 further 
amended by RA 9501) 
- 中小企業をサポートするための国の

指針

- MSMEs Development Councilの設立

MSMEs の資金アクセス、トレーニ

ングなど MSMEs のビジネス環境の

整備を支援

零細・中小企業の発展を通じた雇用創

出および包括的成長促進法（別称 Go 
Negosyo Act、Republic Act No.10644） 
- 中小企業振興を目的とした法律

- 各自治体に Negosyo Centerを設立

し MSMEsに対する研修やマーケ

ティングなどの支援を行う

グリーン製造に関するロードマップ

（Greening the Philippine Manufacturing 
Industry Roadmap） 
- DTI と GIZ による、フィリピン製造

業をより環境に優しい産業に育成す

るためのロードマップ

- 自動車、自動車部品、製紙、プラス

チック、家具、量販住宅建設の 6 つ

の優先分野において災害に強く、ま

た環境に優しいビジネス成長を通じ

て国際競争力を高めるための道筋と

マイルストーンを設定

- 
グリーン公共調達ロードマップ

（GPP、The Philippine Green Public 
Procurement Roadmap） 
- 公共調達において、環境に優し

い製品やサービスを選択するた

めの方針やプロセスを示す。

- 入札書類や契約書に特定の環境

基準への適合や入札者に環境へ

のコミットメントを求める。

政府の中小企業支援は、各自治体に設置された

Negosyo Center を通じて行われている。無料のビ

ジネス相談や気候変動適応策も含まれる Business 
Continuity Plan（BCP）のトレーニングを実施し

ている。OECDの Strengthening climate resilienceレ
ポート162では、災害や気候変動リスク対応策の

トレーニング実施において Negosyo Centerが果た

せる役割は大きいとされている。

 DTI はアジア災害対策センター（Asian 
Disaster Preparedness Center, ADPC） と共同で

アジア MSME 災害レジリエンス強化プログ

ラムを実施、MSMEsのレジリエンス強化を

図っている

 レジリエンス強化などの適応策や事業立ち

上げや拡大などのビジネス支援策は実施さ

れているものの MSMEs が実施するビジネ

スからの排出を減らす方策については取組

みが遅れている。その要因として、企業内

における省エネや排出量の少ない機材への

買替を促すためのインセンティブや、それ

らの技術へのアクセスがなく企業の自助努

力に任されており対策がすすんでいない

中小企業による排出量の計算は困難で

あるが、フィリピン企業の 99.6%を占

めていること、GDPの 40%を創出、労

働者の 63%が従事していることを考え

ると、中小企業における気候変動対策

は緩和の点でも適応の点でも影響が大

きい。

自然災害の多いフィリピンでは災害時

の対応力強化や非常時のビジネスプラ

ン作成等適応分野での対策が進んでい

るが、サプライチェーン全体の低炭素

化に取り組んでいる欧州等への輸出を

考えるとより低排出な製造プロセスや

ビジネス慣行を取り入れることが国際

競争力を高めることにもつながる。

JICAはこれまでにも、「中部ルソン･

カラバルソン地域における産業振興の

可能性と開発課題に係る情報収集・確

認調査」や「産業人材育成およびバ

リューチェーン強化を通じた産業競争

力向上プロジェクト」等を通じてフィ

リピン国内中小企業と海外の大企業の

リンケージ強化や、職業訓練機関や高

等教育機関等で十分にカバーできてい

ない効果的な人材育成モデルの構築な

どの人材能力強化プロジェクトを実施

してきている。また、フィリピン国内

における人材の底上げはひいては進出

する日本企業への裨益ともなる。

NEDO の調査163でも、グリーン製造分

野はカーボンリサイクル、EV 産業な

どとともに今後の重要分野と位置付け

られている

中小企業および LGU 向けグリーン技術

導入のための能力強化プロジェクト（技

術協力）

 中小企業および LGU に対するグ

リーン技術のオプション、節電効

果などの研修/ワークショップの実

施

 グリーン技術を持つ企業とのビジ

ネスマッチング

 グリーン技術導入（設備投資）の

ための低金利融資（円借款）

162 https://www.oecd.org/dac/environment-development/climate-resilience-philippines-2021.pdf 
163 https://www.nedo.go.jp/content/100946755.pdf 
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課題 関連政策
フィリピン国内での取組状況

（ドナー支援含む）および課題の原因

パリ協定・NDC 達成、 
セクター政策等へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に関連する

強化プログラム

（想定されるアウトプット）

MSMEsへの影響: 
- MSMEs が持続可能な製品やサー

ビスを提供する場合、新たな市

場への参入機会が拡大する。

- GPP が求める技術やイノベー

ションの導入、認証の取得によ

り、MSMEs の競争力が向上する

ことが期待される。

政府の支援措置: 
- GPP の枠組みの中で、政府や金

融機関がMSMEsがGPPに適合す

るための資金調達やサポートを

提供する。

- MSMEs が持続可能な事業を展開

するために必要な資金やアドバ

イスを得る仕組みが整備される

予定。
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2) 特定した課題の優先順位付け

表 3-7 課題の優先度（産業セクター） 

課題 緊急度
緩和／適応 波及効果

インパクト緩和 適応

セメント産業

セメント産業における代替

燃料および原材料（AFR）

利用および廃熱回収対策導

入の遅れ

High 

NDC の IPPU 分野の実施対策

において、その対象となって

おり、2030 年の NDC 目標達

成に向け早期に対応する必要

があるため

✓✓✓

＋＋＋

代替燃料および原材料の利用

や廃熱回収の実施促進によっ

て、セメント業界のエネル

ギー削減を通して、産業セク

ター全体の 8 割を占める GHG
排出量の削減につながり、イ

ンパクトは大きい

ブレンドセメントに関する

DPWH Bluebook とフィリ

ピン国家規格（PNS）の基

準の不整合

High 
NDC の IPPU 分野の実施対策

において、その対象となって

おり、2030 年の NDC 目標達

成に向け早期に対応する必要

があるため

✓

＋＋＋

原材料の利用促進によって、

セメント製造時の GHG 排出の

削減を通して、産業セクター

全体の 8 割を占める GHG 排出

量の削減につながり、インパ

クトは大きい

鉄鋼産業

鉄鋼産業におけるエネル

ギー効率の高い設備へ代替

する対策の遅れ

High 
NDC の IPPU 分野の実施対策

において、その対象となって

おり、2030 年の NDC 目標達

成に向け早期に対応する必要

があるため

✓✓

＋＋

廃熱回収の実施促進によっ

て、鉄鋼業界のエネルギー削

減を通して、産業セクター全

体の１割を占める GHG 排出量

の削減につながる

冷凍空調機器（RAC）産業 

RAC 産業において低地球温

暖化係数（GWP）冷媒利用

対策の遅れ

High 
NDC の IPPU 分野の実施対策

において、その対象となって

おり、2030 年の NDC 目標達

成に向け早期に対応する必要

があるため

✓✓

＋＋

低地球温暖化係数（GWP）冷

媒の利用促進によって、産業

セクター全体の１割を占める

RAC 産業の GHG 排出量の削減

につながる

フロンガス回収処理登録企

業の不足

High 
フロンガス回収処理登録企業

は 1 社のみで、フロンガスは

大気中へ放出されており、回

収処理はほとんど行われてい

ないため、早急な対応が必要

であるため

✓✓

＋＋

過去に生産されたエアコンに

ある地球温暖化係数（GWP）
の高い冷媒を回収せず、未処

理で大気中に放出している現

状を改善することは、産業セ

クター全体の１割を占める

RAC 産業の GHG 排出量の削減

につながる

フロンガス破壊処理施設の

技術選定や施設運用に係る

環境天然資源省職員の経

験、能力の不足

Med 
NDC の IPPU 分野の実施対策

において、その対象となって

いるが、DENR はフロンガス

の回収システムができあがっ

ていないことから、セメント

会社のキルン（3 か所程度）

を活用することで、当面は対

応すると考えているため

✓

＋

短期的には現行のセメントキ

ルンを活用した処理で対応で

きるため、インパクトは小さ

い。

一方で、フロンガス回収シス

テムが稼働し、将来、現状の

セメントキルンによる処理容

量が不足する場合が想定され

るため、中長期の対応として

は必要。
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課題 緊急度
緩和／適応 波及効果

インパクト緩和 適応

石油化学産業

石油化学産業におけるバイ

オナフサ利用対策の遅れ

High 
NDC の IPPU 分野の実施対策

において、その対象となって

おり、2030 年の NDC 目標達

成に向け早期に対応する必要

があるため

✓

＋

バイオナフサ利用促進によっ

て石油化学産業の GHG 削減に

つながるものの、産業セク

ター全体の GHG 排出量の寄与

は１%未満であり、インパクト

は小さい。

EV 関連産業 
E ジプニーおよび Low 
Speed EV の製造基準/認証

システムの不在

High 

PUVMP により買替自体が進

められる中、E ジプニーの製

造基準が定まっておらず安全

性や価格面での問題が起きて

おりフィリピン政府としても

緊急度の高い課題として認識

✓✓✓ ✓ ＋＋＋

PDP の交通セクターの 2028 年

の年間 GHG 削減目標値は 5.14 
百万トン CO2e であるが、世銀

の試算によれば車両の EV 転換

は鉄道などの大量輸送手段の

創出減や在宅勤務推奨などほ

かの方策に比しても削減効果

は高いとされており、国内の

削減目標達成に大きく寄与す

る。また、CREVI が目指す国

内車両台数のうち 50%を EV 化

するという政策にも大きく寄

与する。

EV 化に伴う現行車両の廃

車処理

Low 
既に廃車（ELV、End of Life 
Vehicle）問題は EV 化に関わ

らず顕著化してはいるもの

の、EV 化のスピード自体は

現状それほど早くないため現

時点での緊急度はそれほど高

いとは言えない

✓

＋

EU では、ELV の適切処理の重

要性が再確認され、適正な設

計やリサイクルにより 2030 年

には石油の使用量を最大 400
万バレル削減できると試算し

ておりインパクトは大きい。

DOST の試算ではジプニーパー

ツの 92.5%がリサイクル可能で

ある。

産業分野横断―製品廃棄物

プラスチック回収・リサイ

クルシステムの不在

High 
既に 2022 年に EPR 法が施行

されている中多くの企業が順

守するための環境が整ってお

らず対策は急務

✓✓

++ 
現在９%しかリサイクルされて

いないプラスチックの回収・

リサイクルを進め EPR 法が順

守されることで国内で消費さ

れる 40%が回収でき、廃棄物

から排出されるメタンの削減

および新たなプラスチック製

造時に排出される GHG の削減

に寄与する

産業分野横断-中小企業支援 

中小企業における気候変動

対策への取組みの遅れ

Med 
MEMEsは企業数の 99.6%を占

めており対策は必要であるも

のの、多くの取組みが必要と

される中、緊急度は劣後する

✓

＋

GHG の排出量や消費電力の大

きい古い機器を利用している

MSMEs が多いと考えられ、そ

れら企業がより環境に優しい

省エネ機材を採用することで

の GHG 削減は大きいと考えら

れる。
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(4) 農業

1) 特定した課題の分析

農業セクターは、フィリピンにおける 2022年 GDPの約 9%、労働人口の約 20%を占めている。

またフィリピンは、熱帯台風、エルニーニョに関連した干ばつ、洪水、不規則な大雨などの気象

イベントにさらされており、農水産業はこれらの気象イベントによる損失や被害を毎年受けてい

る。（2022 年の被害額は農業セクターGDP の 1.4%）

農業セクターは、他の産業に比べて労働生産性や収入が低く、貧困率も高いことから、気候変

動による負の影響をより受けやすいと言える。気候変動の将来予測として、気温上昇、台風針路

や強度、降雨パターンの変化などが示されており、農作物や家畜の生育、土壌や水条件を含む農

地の確保、病害虫の発生、インフラ施設などへの負の影響により、農水産物の生産高・漁獲高に

影響が出ることが予想されている。コメやトウモロコシなど主要農産物の気候変動リスク評価は

実施されているが、その他の農産物や畜産、水産における評価は遅れている。

農業分野の政策としては、フィリピン国家開発計画（PDP2023-2028）、国家農水産業近代工業

化計画（NAFMIP 2021-2030）において、農産物生産効率の向上、バリューチェーン全体としての

レジリエンス向上等が示されており、国家気候変動行動計画 (NCCAP 2011- 2028)においても、食

料安全保障にかかる取組として、農水産業の生産・流通システムと農水産業コミュニティの気候

変動への強靭化が掲げられている。

一方農業セクターは、主要な GHG 排出源の１つであり、2020 年 GHG インベントリによれば、

農業はエネルギーに次いで 2 番目に GHG 排出量が多く、全体の 26％をしめている。ただし 2021

年に国連に提出された NDC の検討において、当該セクターからの GHG 排出量は、2030 年に向け

て他分野のように大きく増加する予想はされておらず、PDP 2023-2028においても農業分野からの

排出削減目標は設定されていない。

これまでのところ、適応策により重点を置いてきたことが関係機関ヒアリングで把握されてい

るが、将来的な気候変動に対する影響評価や対策検討・実施は十分ではない。また NDC PaMs に

おいて、当該セクターにおける GHG 排出削減策が示されており、間断灌漑の導入や畜産廃棄物

処理など、研究機関における GHG 排出削減策の普及実証も積極的に実施されてはいるが、農家

レベルの取組は進んでいない状況である。

当該セクターにおいては、気候変動リスクを考慮した計画立案・実施を進めて気象災害による

被害低減を図り、食料の安定供給と農水産業従事者の生計向上を目指すとともに、農業近代化・

機械化に伴うエネルギー・水などの資源の有効利用、GHG 排出量抑制にも取り組んでいく必要が

ある。
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表 3-8 課題分析シート（農業）

課題 関連政策
フィリピン国内での取組状況、ドナー支援、

課題およびその要因

パリ協定・NDC 達成および 
セクター政策へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に対応する

強化プログラムおよび

想定されるアウトプット

共通

気候変動に対応した農水

産業政策・手法の開発と

実施に関する農務省中央

部局職員の能力不足

国家農水産業近代工業化計画

(NAFMP2021-2030） 
 農業セクターGDP 成長率目：

2030年に 3%以上

農務省メモランダム（MC4. Series 
of 2020） 
 DA-SWCCO を 改 編 し DA-

CRAO設立、CRA推進

 DA-RFOｓによる営農指導の

実施

 主要農作物ロードマップの強

化

農務省 CRAO アクションプラン 
 AMIA 意思決定ツール等の普

及

 地方開発計画での CRVA 活用

にかかる能力開発

 地方版 CIS と気候リスクマッ

プ提供・評価にかかる能力強

化

NDC 政策措置（PaMs） 
 気候変動による農業生産ロス

を 80%削減

 水田からの GHG 排出削減

（AWD＋RE）
 水田 3.21 Million hectares を対

象 62.81MtCO2e  (2020‐2040
で約 14%削減見込み) 

 畜産業全体を対象に排せつ物

処 理 導 入 0.77 MtCO2e
（2020‐2040 で約 0.91%削減

見込み）

 適正な土壌管理、農業廃棄物

管理による GHG排出削減

 農地 32,805 hectaresへの RE導

入推進により 102.93 MtCO2e
削減見（REPAFS  2022-2030よ
り) 

（追加的措置）

 病害虫耐性品種、生物的防除

の導入

 RE 導入（農業機械、ポスト

ハーベスト施設等）

 精密農業技術を活用した農地

管理

 吸収源対策（ココナッツ、マ

ングローブ、竹植林）

MC4. Series of 2020に基づき、農務省 CRAOが、DAおよび

LGU職員に対する能力強化活動の実施担当であるが、特別

組織であり、人的リソース・予算が限られており、十分な

実施ができていない。

農務省 CRAOが主導する気候リスク脆弱性評価（CRVA）

は大学との連携のもと 81州のうち 63州で完了している。

CRVAのフレームワークは 2018年に CGIAR Research 
Programで CIATの協力に基づき開発された。 
ADBが CCAP Subprogram2において BARRM地域 5州を支援

予定。

気温と降雨条件から栽培作物の Sensibilityが評価されてお

り、コメとトウモロコシはほぼ全地域、その他は各地域の

優先品目について実施されている。水産、畜産については

その手法が確立されておらず、実施されていない。

水産については、WB支援により過去から現在に至る漁獲量

の変化に基づく脆弱性評価ツールが開発され、評価が実施

されている。将来の気候予測を考慮したものになってはい

ない。

中央政府においては、主要農産物産業ロードマップにおい

て、気候変動リスクを考慮した計画にすることが求められ

ているが、影響評価・対策検討がなされていない品目があ

る。

サブセクターにおいて、現在の気象条件、栽培環境に基づ

く栽培適地マップなど各種ツールは整備されつつあるが、

職員の能力・設備等の不足により将来予測・対策検討が不

十分でありこれから取組を進める段階である。

農務省における組織的な CRAの取組推進については、ADB
の CCAP Subprogram１により農務省 CRAOの組織力強化が

進められてきた。Subprogram2により引き続き CRAOの強

化、農務省全体としての CRA組織力強化に向けた提言とり

まとめが予定されている。しかしながら農務省 BAR、農務

省 NOAPおよび FOS以外の関係部局と直接気候変動対策検

討・能力強化を行う内容は含まれていない。

気象災害により農業セクターの成長は大

きな影響を受けている（2022年度はセク

ターGDP比 1.4%でセクター成長率 0.5%を

上回る被害額）また農業セクターからの

GHG排出は 2010年次に全体の約 3割を占

めており、同セクターにおける気候変動

適応・緩和の取組実施は非常に重要であ

る。

本課題を解決することが直接的な GHG排

出削減とはならないものの、農業セク

ター内の各サブセクターで気候変動適

応・緩和活動を促進する上で大きな波及

効果が見込まれる。

CRAOアクションプランの短期プログラ

ム(2022-確認中)において、AMIA意思決定

ツールの普及、CRVAの地方開発計画へ

の反映が予定されていることに加え、気

候変動に関する検討が不足していると思

われるバナナ、カカオ、サトウキビ等産

業ロードマップ（2021-2025）の見直しに

対応できる。

日本の農水省とフィリピン農務省間で MOCが

2023年 2月に締結され、日本のみどり食料シス

テム戦略に基づく協力が予定されている。

また 2023年 10月には日‐ASEAN みどり協力プ

ランが合意され、強靭で持続可能な農林業・食料

システム構築のための人材育成に関する協力が予

定されている。

農務省全体としての気候変動対策にかかる能力強

化のため、JICAの技術協力プロジェクトの知見

（専門家派遣等）が活用可能と考えられるが、農

務省側の受け入れ態勢および広範はニーズを考慮

すると技術協力プロジェクトがより適切であると

考えられる。

地方職員育成のために、中央政府職員が課題別研

修へ参加することで、更なる協力インパクトが期

待できる。

農務省中央部局職員の気候変動対策主流

化能力強化技術協力プロジェクト（技術

協力/専門家派遣） 
 気候変動対策立案に関する農務省中央

政府各局職員に対する能力開発

 農務省内気候変動関連情報・ツールの

評価

 研修プログラムの策定・実施

 不足している CRVAツールの開発（畜

産・水産他）

 気候変動対策検討が不足しているロー

ドマップの見直し

NDC PaMs および追加措

置に関する検討不足

2021年にフィリピン NDCが国連に提出され、緩和分野にお

いて農業も対象セクターとされているが、2030年に向けて

GHG排出量の増加は見込まれておらず、PDP2023-2028 にお

いては具体的な GHG削減目標は設定されていない。 
NDC PaMsや NAPに基づき気候変動対策検討がなされてい

るが、具体的な GHG削減目標が設定されておらず（見込み

のみ）、関係部署への周知も不足している。

農務省は NDC PaMs追加的措置を CCCに提出済みである

が、人材・能力の不足によりコストベネフィット分析が未

実施であり、具体的な実施計画の策定にいたっていない。

既存の NDC PaMsのコストベネフィット分析は FAOが実施

したが、継続的な実施は予定されていない。

本課題を解決することは、NDCの見直し

における基礎データとなり、農業セク

ター内の各サブセクターで気候変動適

応・緩和活動を促進する上で大きな波及

効果が見込まれる。

日‐ASEAN みどり協力プランでは、スマート／

デジタル農業、循環型経済、バイオマスエネル

ギー、温室効果ガス（GHG ）排出削減、総合防

除（IPM）などのイノベーションにより、強靭で

持続可能な農業および食料システムを構築するた

めの技術の開発、実証、普及に関する協力が予定

されている。

また民間連携普及実証事業として以下の実績があ

り、気候変動主流化に関する能力不足の解決の際

に活用できる可能性あり

 センサーネットワークとクラウド技術を用い

た灌漑テレメータシステム導入案件化調査

（2017）
 レガスピ市における持続可能な有機性廃棄物

堆肥化システムの普及・実証事業（2017）
 台風被災地における台風に強い浮沈式養殖技

術の普及・実証事業（2014）

農務省中央部局職員の気候変動対策主流

化能力強化技術協力プロジェクト（技術

協力/専門家派遣） 
 NDC追加的措置として導入候補技術の

検証

 コストベネフィット評価および実施計

画の策定
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課題 関連政策
フィリピン国内での取組状況、ドナー支援、

課題およびその要因

パリ協定・NDC 達成および 
セクター政策へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に対応する

強化プログラムおよび

想定されるアウトプット

 ミルクフィッシュ養殖事業における太陽光発

電利用の普及・実証事業（2012）
NDC追加措置の具体化を図る上で、上記の協力

で想定されている技術を考慮し、協力支援に繋げ

ることが考えられる。

農地炭素貯留ポテンシャ

ルの検証不足

GHGインベントリの方法

論およびデータ収集の不

足

NDC 政策措置（PaMs） 
 水田からの GHG 排出削減

（AWD＋RE）
 水田 3.21 Million hectares を対

象 62.81MtCO2e  (2020‐2040
で約 14%削減見込み) 

 適正な土壌管理、農業廃棄物

管理による GHG排出削減

（追加的措置）

 吸収源対策（ココナッツ、マ

ングローブ、竹植林）

農業セクターの GHGインベントリは、統計局データに基づ

き 2015年、2020年の推計が実施された。推計項目について

は、2010年インベントリから大きく変わっておらず、IPCC 
2019ガイドラインに基づく算定項目のうち、3B2 Croplandの
算定は実施されていない。

FAO支援により、ココナッツなど農地の炭素貯留ポテン

シャルについても一部検討が実施されているが、GHGイン

ベントリへの統合は実施されていない。

本課題を解決することは、直接的な GHG
排出削減とはならないものの、農業セク

ター内の各サブセクターで気候変動適

応・緩和策を検討し、NDCの目標見直し

を行う際の重要な基礎データとなる。

GHGインベントリの改善には、これまでに JICA
が実施した気候変動能力強化技術協力プロジェク

トの成果が活用可能である。（タイ、ベトナム

等）

また農研機構(NARO)により、水田における GHG
削減等に関する総合的栽培管理技術の開発（平成

30～令和 4年度）が、実施済みであり GHG削減

と土壌保全・安定生産を実現する総合的栽培管理

技術の開発のため、（１）現地観測に基づく

GHG排出削減技術の開発と評価、（２）土壌炭

素の物理的・化学的特性の解明、（３）GHG排

出と土壌炭素貯留の予測モデルの開発 がなされ

た。

この知見を活用し、農地土壌の炭素、CH4、N2O
の動態評価手法にかかる技術協力、GHGインベ

ントリの作成・管理能力強化支援が考えられる。

農地炭素貯留ポテンシャル検証にかかる

技術協力プロジェクト（技術協力/専門家

派遣）

 農地同上定点観測データの収集

 実測データに基づくRoth-Cモデルの検

証

 GHGインベントリ方法論の検討

 農務省 DSWM職員の能力開発

気候変動対策に取組む農

水産従事者向けインセン

ティブ不足

NDC 政策措置（PaMs） 
 水田からの GHG 排出削減

（AWD＋RE）
 水田 3.21 Million hectares を対

象 62.81MtCO2e  (2020‐2040
で約 14%削減見込み) 

 畜産業全体を対象に排せつ物

処 理 導 入 0.77 MtCO2e
（2020‐2040 で約 0.91%削減

見込み）

 適正な土壌管理、農業廃棄物

管理による GHG排出削減

 農地 32,805 hectaresへの RE導

入推進により 102.93 MtCO2e
削減見（REPAFS  2022-2030よ
り) 

NDC PaMs にあげられた気候変動対策のうち、間断灌漑

（AWD）やバイオマスエネルギーの利用について、これま

でも農務省は積極的に取り組んできたが、民間・農家組合

への普及は進んでいない。

AWDについては、フィリピンを含むアジア地域において平

均 30%のメタン削減効果が確認されている。しかしながら

イネの生育に影響を与えない時期に中干を行う必要がある

ため、灌漑施設が整備されている水田でなければ実施でき

ない。中干による収量減を恐れる農家にとっては、取組み

によるメリットが具体的に得られなければ実施は難しい。

AWDについては IRRI、Philriceなど研究機関がクレジット

化に向けた方法論の開発やプロジェクトサイトにおける計

測支援を実施し、NIAが取組実施している。 
畜産分野において、NZ支援を受けてフィリピン国独自の排

出係数を開発中であるが、牛が対象であり、豚、鶏など他

の家畜にかかる排出係数開発はできていない。

ADBの Subprogram2によりフィリピンにおける農業分野の

炭素市場（PETS）の検討が実施される予定であり、枠組み

が構築されたあと、具体のプロジェクト実施・クレジット

登録に向けた方法論が必要となる。

本課題を解決することは、農業セクター

において、農家組合および農業関係企業

による気候変動緩和活動を促進する上

で、取組インセンティブに繋がるため、

非常に重要である。

日本では Jクレジット制度が構築されており、農

業分野では以下の方法論が開発・承認されてい

る。

 牛・豚・ブロイラーへのアミノ酸バランス改

善飼料の給餌

 家畜排せつ物管理方法の変更

 茶園土壌への硝化抑制剤入り化学肥料又は石

灰窒素を含む複合肥料の施肥

 バイオ炭の農地施用

 水稲栽培における中干し期間の延長（AWD）

 肉用牛へのバイパスアミノ酸の給餌

AWDについては、日本企業がフィリピン国内で

の事業実施・クレジット化を進行中であり、これ

らの知見は、農務省が検討予定の PETSにおいて

活用可能である。

農務省中央部局職員の気候変動レジリエ

ンス能力強化技術協力プロジェクト（技

術協力/専門家派遣）

 炭素クレジット方法論の検討

（単独ではなく他の技術協力プロジェク

トに追加）

気候変動に対応した地方

開発計画策定・予算獲

得、実施のための農務省

地方事務所職員、地方政

府の能力不足、CRA 普

及・営農指導を行う同職

員の能力不足

農務省 CRAO アクションプラン 
 AMIA 意思決定ツール等の普

及

 地方開発計画での CRVA 活用

にかかる能力開発

 地方版 CIS と気候リスクマッ

プ提供・評価にかかる能力強

化

農務省 CRAOが LGU職員に対する能力強化活動の実施担当

であるが、十分実施できておらず、州の農業投資計画に

CRVAを反映させた州は 81州のうち 11州に留まっている。 
LGUでは職員数が不足しており、担当業務が多く気候変動

に配慮した計画策定・実施が進められていない。この対策

として、若手職員・技術者の採用・育成を進めている。

本課題を解決し、具体的な農業投資計画

づくりを支援することで、農業セクター

内の各サブセクターで気候変動適応・緩

和活動を促進する上で大きな波及効果が

見込まれる。

気候変動リスクを考慮した灌漑施設整備

やポストハーベスト施設整備は、気候変

動対策だけでなく、直接的な生産性向上

や食料安定供給に貢献できる。

日本の農水省とフィリピン農務省間で MOCおよ

び日‐ASEAN みどり協力プランが合意され、強

靭で持続可能な農林業・食料システム構築のため

の人材育成に関する協力が予定されている。

中央政府職員を対象とした能力強化プロジェクト

の成果を活用し、LGU職員に対する能力強化支

援に繋げることが想定される。

農務省地方組織職員、LGU の気候変動対

策主流化能力強化技術協力プロジェクト

（技術協力）

 研修プログラムの策定

 CRVAを活用した投資計画策定支援

農水産業セクターにおけ

る再生可能エネルギー導

入の遅れ

NDC 政策措置（PaMs）および農

水産業セクターにおける RE 導入

プ ロ グ ラ ム （REPAFS2022‐
2030） 

NDC PaMs および REPAF2022‐2030において、農地への RE
技術導入推進が掲げられている。

農水産業セクターにおける RE導入については、バイオマス

エネルギー、太陽光、風力、水力の導入が始まっている

農務省が進める農業近代化、機械化促進

に伴い、農水産業分野からのエネルギー

消費量の増加が見込まれる。（エネル

ギー分野の GHG排出量増加に繋がる） 

日本のみどり食料システム戦略には、今後日本で

普及展開を強化する技術がリスト化されており、

エネルギーの地産地消にかかる取組が含まれてい

る。

農水産業セクターにおける再生可能エネ

ルギー活用にかかる技術協力プロジェク

ト

（技術協力）
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課題 関連政策
フィリピン国内での取組状況、ドナー支援、

課題およびその要因

パリ協定・NDC 達成および 
セクター政策へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に対応する

強化プログラムおよび

想定されるアウトプット

 32,805 hectares 農地に RE を導

入

 既存 RE 技術の推進（バイオ

マス、バイオガス、バイオ燃

料、太陽、風力、水力、地

熱）

 RE にかかる研究開発（地方

RE 技術開発、既存技術強

化）

 RE技術の基準づくり

 人材開発

 RE技術サプライヤー支援

が、初期費用の高さ、技術の供給・メンテナンスを行う現

地企業や技術者の不足、RE設備の基準やテスト施設整備の

遅れなどが課題となっている。

これまでに農水産業セクターで導入された RE施設としては

バイオマス・バイオガスの活用施設が 7割以上を占めてい

るが、導入効果の評価が不足しており、導入拡大に繋がっ

ていない。

太陽光を利用した灌漑施設整備（Solar Power Irrigation 
System）はイスラエルの支援を受けており、今後は中国の

支援を受けることが見込まれている。

REPAF2022‐2030においては、既存技術の強化とあわせて

新たな RE技術の研究・開発も取組項目に含まれており、

フィリピン国内の REポテンシャルと導入可能技術の選定、

実証が求められる。

本課題を解決することは、NDCや

REPAFEの取組を直接推進することにな

り、GHG排出削減を促進する上で、波及

効果が見込まれる。

日‐ASEAN みどり協力プランでは、今後

ASEAN地域での展開が期待される技術の開発、

実証、普及に関する協力が予定されていることか

ら、これらの技術を考慮し、協力支援に繋げるこ

とが考えられる。

 REPAFE に基づく再生可能エネルギー

ポテンシャルの検証

 適用可能な技術検証

 パイロットプロジェクトの計画策定

（実施）

 政策・ガイドラインづくり

 農務省関係機関職員の能力開発

農業生産

気候変動に対応した CRA
普及、営農指導を行うた

めの情報散逸、信頼性の

高い営農ツール不足

生産性向上と持続可能性

を両立する農業技術の研

究・普及展開の遅れ

国家気候変動行動計画（NCCAP 
2011-2028）の推進 
 農水産業の生産・流通システ

ムにおける気候変動への強靭

化

 気候変動の影響下での農水産

業コミュニティにおける気候

変動への強靭化

国家農水産業近代工業化計画

(NAFMP2021-2030） 
 農業セクターGDP 成長率目：

2030年に 3%以上

エルニーニョ対策にかかる大統

領指示

 食料安全保障、水安全保障へ

の対応

農務省地方部局や LGUにおいて、農家に対する CRA普及

や営農指導を行うための人材が不足しているなか、科学

データに基づく信頼性の高い営農ツールを活用し、効率的

に営農指導を行うことが求められている。

コメ・トウモロコシなど主要な栽培作物については営農支

援ツール（栽培適地マップ、CIS、CRVA、Rice Crop 
Manager等）が開発され・普及しつつある。しかしながら、

農務省内でも情報・ツールが複数混在し、用途（対象や使

用場面）が不明確なため、地方・農家レベルでの混乱を招

いている。

また主要作物以外（特に園芸作物）については、栽培面積

が少なく、営農支援ツール開発が遅れていた。気候変動適

応や収入安定化を目的に多品目栽培が推奨されていること

から、その他の作物についても営農支援ツールが求められ

ている。

農務省では農水産業従事者の基本情報登録システム

（RSBSA）において、従事者、事業活動および所有地情報

の登録を進めている。2022年末時点の RSBSA登録者は、農

水産業従事者の約 6割であり、登録情報を活用し、農地の

適正管理に活用することが考えられる。

気象災害による農業被害状況（セクター

成長率を上回る被害額）や、農業セク

ターからの GHG排出状況（2010年次に全

体の約 3割）から、同セクターにおける

気候変動適応・緩和の取組実施は非常に

重要である。

気象、農地、土壌等の情報は、どの栽培

作物についても有益な基礎データであ

り、これらのデータをデジタル化し、農

務省が保有する様々なデータとの統合

し、営農支援ツールとして活用すること

で、気候変動適応・緩和活動を促進する

上で大きな波及効果が見込まれる。

日‐ASEAN みどり協力プランでは、今後

ASEAN地域での展開が期待される技術の開発、

実証、普及に関する協力が予定されていることか

ら、これらの技術を考慮し、協力支援に繋げるこ

とが考えられる。

同協力プランのもと、フィリピンにおいては「東

南アジアにおけるスマートアグリパイロットプロ

ジェクト」が進行中である。また他国で実証中の

本邦技術（衛星データ・AIを活用した土壌診

断、生育モデルの開発、生育モニタリング等）の

適用が考えられる。

また営農ツールの１つとして、日本の農研機構

(NARO)が提供する農業気象メッシュデータ構

築・活用の知見も活用できる。

スマート／デジタル農業にかかる技術支

援プロジェクト（技術協力、民間連携事

業）

 農務省または関係省庁が保有する気

象、農地、栽培適地マップ等の情報整

理、デジタル化

 適用可能な技術検証

 パイロットプロジェクトの計画策定

（実施）

 政策・ガイドラインづくり

 農務省関係機関職員の能力開発

灌漑開発

灌漑施設の計画・運営・

管理能力の不足

国家気候変動行動計画（NCCAP 
2011-2028）の推進 
 農水産業の生産・流通システ

ムにおける気候変動への強靭

化

 気候変動の影響下での農水産

業コミュニティにおける気候

変動への強靭化

国家農水産業近代工業化計画

(NAFMP2021-2030） 
 農業セクターGDP 成長率目：

2030年に 3%以上

国家灌漑開発計画 2020-2030 
 灌漑エリア 約 68万 ha拡大

人口増にともなう食料増産や水需要に対応するため、国家

灌漑開発計画 2020-2030において、新たに約 68万 haの灌漑

エリア拡大目標を掲げている。2022年末時点の灌漑施設整

備率は国全体で約 63%である。（特に BARRM地域の整備

率が低い。）

灌漑施設の計画・設計のための NIAマニュアルが古く、最

新の気候変動予測（IPCC AR6等）に基づく更新が必要と

なっている。

また小規模施設 Small-Scale Irrigation Projects (SSIPs) は、農務

省 BSWMが管轄するが、SSIP用の技術指針についても気候

変動を考慮した見直しが必要となっている。

灌漑施設の計画、運営・管理に際して、圃場の水位を含む

農業気象データが必要となる。農務省では、2012年に自動

気象局を 100か所導入し BSWMと農務省地方局が管理し、

PAGASAが機器整備を支援している。センサー等の更新時

期が来ているが、更新予算が確保できておらず、適切な運

営管理に影響を与える可能性がある。

エルニーニョによる干ばつの発生など気

象災害による農業被害が発生している。

将来的な気温上昇、降雨パターンの変化

に対応し、収量確保するためにも、適切

な灌漑施設整備が重要である。

また水田からの GHG排出量が、農業全体

の半分以上を占めていることから、NDC 
PaMsとして、灌漑施設整備地域において

間断断水（AWD）を実施することで、

14.21%の GHG削減を目指している。 
気候変動への対応や生産性向上のため、

適切な灌漑施設整備・運営・管理の能力

向上は非常に重要である。

日本の国土交通省では「気候変動を踏まえた治水

計画のあり方」提言（令和３年４月改訂）を発表

し農水省では、灌漑施設における気候変動適応策

として以下を示している。

①ICTを用いたほ場配水／用水管理システムの活

用

②地下かんがいシステムの活用

③パイプライン等の活用

④ダム貯水池等の選択取水設備の活用

日本における気候変動を考慮した技術指針等の見

直しの知見を活かしながら、既存のマニュアル更

新を支援することが考えられる。

またフィリピン国においては、SATREPS-「気候

変動下での持続的な地域経済発展への政策立案の

ためのハイブリッド型水災害リスク評価の活用」

（2021－2026年）が実施中であり、開発された

モデルを活用した灌漑施設管理手法の技術協力が

気候変動を考慮した FS/DD 計画設計マ

ニュアル更新にかかる技術支援プロジェ

クト（技術協力/専門家派遣）

 気象条件の分析、条件設定

 既存マニュアル更新
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課題 関連政策
フィリピン国内での取組状況、ドナー支援、

課題およびその要因

パリ協定・NDC 達成および 
セクター政策へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に対応する

強化プログラムおよび

想定されるアウトプット

エルニーニョ対策にかかる大統

領指示

 食料安全保障、水安全保障へ

の対応

NDC PaMs 
 水田からの GHG削減

 水田 3.21 Million hectares を対

象 62.81MtCO2e  (2020‐2040
で約 14%削減見込み) 

大規模灌漑施設として、Koreaの支援プロジェクトが実施中

であり、また ADBも新たにミンダナオ地域の灌漑プロジェ

クトおよび技術協力を予定している。

考えられる。

小規模灌漑・貯水施設整

備の不足

フィリピンでは例年 20ほどの台風が発生し、年間降雨量は

約 2400㎜である。しかしながら貯水施設が不足しており、

この降雨を十分活用できていない。農地における洪水被害

や土壌侵食を防ぐためにも、灌漑・排水施設は重要であ

る。

全国の農地のうちコメが 32%を占めており、灌漑施設など

のインフラ整備はイネを中心に実施されてきた。そのため

高地・畑地で栽培する作物への灌漑施設整備が遅れてい

る。雨水を有効利用すると同時に、効率的に灌漑を行う施

設整備が求められている。小規模灌漑施設については、

WB-PRDP等で支援がなされている。 

将来的な気温上昇、降雨パターンの変化

に対応し、収量確保するためにも、適切

な灌漑施設整備が重要である。

本課題を解決することは、多様な作物の

栽培により気候変動リスクを軽減するだ

けでなく、農家の収入増につながる波及

効果が見込まれる。

日本の国際農林水産業研究センター(JIRCAS)と農

研機構(NARO)は、東南アジアの⼩規模農家のた

めの経済性を備えた温室効果ガス排出削減技術の

開発を進めている。

技術リストには、小規模灌漑施設も含まれてお

り、農地の状況、栽培作物に応じた灌漑手法の選

定に活用可能である。

また適切な水管理のため、日本の農研機構

(NARO)が提供する農業気象メッシュデータ構

築・活用の知見も活用できる。

小規模灌漑設備、洪水対策にかかる技術

支援プロジェクト（技術協力）

 農務省または関係省庁が保有する気

象、農地等の情報整理

 適用可能な灌漑技術検証、計画設計マ

ニュアル開発

 パイロットプロジェクトの計画策定

（実施）

 政策・ガイドラインづくり

 農務省関係機関職員の能力開発

水産

水産分野における気候変

動適応策にかかるイニシ

アチブの不足、農務省中

央政府職員の政策立案・

実施能力の不足

国家農水産業近代工業化計画

(NAFMP2021-2030） 
 自然資源保全、水産物の多様

性重視等を通した持続的で気

候変動の影響に強靭な食料シ

ステムの構築

統合的国家水産業開発計画

（CNFIDP 202102025） 
 地域性を考慮した生産、養殖

への転換

 気候変動に適応した水産技術

開発、ガイドライン整備

 環境・漁業関連の法制度や規

制の整備

 施設整備、資機材等の財源確

保

フィリピンにおける水産分野従事者のほとんどが小規模、

また、頻繁に移動することなどを要因として、技術や資金

的な支援を受けにくい構造となっている。

ルソン、ビサヤ、ミンダナオの 3地方について、気候変動

による商業水産業の生産量減少が報告されている。これに

対し NAFMIPでは、品目の多様化等による水産関係者の収

入向上・安定化を目的として、沿岸漁業と養殖の組合せの

導入、研究開発にかかる支援、水産ベースのモデル開発等

を取組として掲げている。

海洋・沿岸の資源管理、マングローブ・海藻等保全につい

ては、農務省 BFARは DENRと密な連携を図り進めてき

た。また BFARは、フィリピン警察と協力して違法漁業の

取り締まりを行っている。しかしながら、これまで気候変

動にかかる具体的な取組検討・実施は、政策検討のための

人材・能力の不足により、遅れが生じていた。

NDC PaMsにおいては、水産分野における燃料消費はエネル

ギー分野に含まれることから、具体的な取組は含まれてい

ない。現在フィリピンでは NAPの策定が進められており、

水産分野にかかる取組検討が進んでいる状況である。

気候変動による影響評価については、農務省 BFAR および

NFRDI が、世銀の支援を受けて過去から現在に至る漁獲量

の変化に基づく脆弱性評価ツール（FishVool）を開発し、評

価が実施されている。しかしながらこの評価ツールは将来

の気候変動予測を考慮したものになってはいない。そのた

め、NFRDI では将来的な気候変動リスクを考慮した脆弱性

評価を行う意向がある。

気候変動の影響により 2001-2010年と比べ

て、2051-2060年の漁獲量が半減する予想

がなされている。（NAFMP） 
小規模捕獲漁業者（約 190万人）は貧困

率が高く、気候変動の影響によりさらな

る格差の拡大に繋がる恐れがある。

本課題を解決することは、NDC適応策に

位置付けられ、将来にわたり気候変動に

よる影響を受けやすい地域や品目を特定

し、気候変動適応を検討・促進する上で

大きな波及効果が見込まれる。

日本においては、水産研究・教育機構 (水産機構)
が近年の気候変動に伴う海洋環境の変化とそれが

日本周辺の海洋生態系やや水産資源に及ぼす影響

と気候変動影響への適応や温暖化の緩和に関する

知見をとりまとめ、気候変動対策検討の基礎資料

としている。

またフィリピンにおいては、SATREPS「コーラ

ル・トライアングルにおけるブルーカーボン生態

系とその多面的サービスの包括的評価と保全戦

略」を通じて、さまざまな調査やモデル開発・分

析等に基づき、全国マングローブマップ、藻場

マップをとりまとめている。

気候変動対策検討において、これらの知見の活用

が考えられる。

気候変動影響評価および対策検討にかか

る技術協力プロジェクト

（技術協力/SATREPS） 
 気候変動に伴う海洋環境の変化とそれ

がフィリピン周辺の海洋生態系や水産

資源に及ぼす影響の分析

 将来の気候変動予測を考慮した評価

ツールの検討

 ガイドラインづくり

 農務省関係機関職員の能力開発

水産分野における気候変

動対策の実施費用の不

足、研究開発・技術普及

の遅れ

上述のとおり NAP に基づく新たな気候変動実施対策を進め

ていく必要があるが、技術・予算ともに不足している状況

である。これまで取組検討が十分なされていないため、気

候ファイナンスにアクセスできていない。

脆弱性評価結果に基づき FishCORE プロジェクトが WB支援

により開始されている。水産資源管理に関する組織力強

化、技術支援をルソン島北とビサヤ地域の 2か所を対象に実

施している。

本課題を解決することは、NDC適応策に

位置付けられ、水産業への気候変動によ

る影響を踏まえ、気候変動対策を検討・

促進する上で大きな波及効果が見込まれ

る。

日本の国際農林水産業研究センター(JIRCAS)と農

研機構(NARO)は、東南アジアの小規模農家のた

めの経済性を備えた温室効果ガス排出削減技術の

開発を進めている。

技術リストには、養殖技術も含まれており、栽培

品目に応じた技術選定に活用可能である。

気候変動に脆弱な地域における養殖技術

にかかる技術協力プロジェクト

（技術協力）

 沿岸・内陸部における養殖の現状分析

 CRVAツールを活用した脆弱性評価

 パイロットプロジェクトの計画策定

（実施）

 政策・ガイドラインづくり

 農務省関係機関職員の能力開発
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課題 関連政策
フィリピン国内での取組状況、ドナー支援、

課題およびその要因

パリ協定・NDC 達成および 
セクター政策へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に対応する

強化プログラムおよび

想定されるアウトプット

畜産

畜産分野における気候変

動緩和策の検討、政策立

案、予算確保における農

務省中央政府職員・地方

政府職員の政策立案・実

施能力の不足

NDC PaMs 
 畜産業全体を対象に排せつ物

処 理 導 入 0.77 MtCO2e
（2020‐2040 で約 0.91%削減

見込み）

 育種による消化器官内発酵に

よるメタンガス排出力削減

国家農水産業近代工業化計画

(NAFMP2021-2030） 
輸送における GHG 排出量の削減

のための飼料工場等の戦略的な

配置

NDC PaMs および農水産業セク

ターにおける RE 導入プログラム

（REPAFS2022‐2030） 
 32,805 ha農地に REを導入

 既存 RE 技術の推進（バイオ

マス、バイオガス、バイオ燃

料、太陽、風力、水力、地

熱）

 RE にかかる研究開発（地方

RE 技術開発、既存技術強

化）

 RE技術の基準づくり

 人材開発

 RE技術サプライヤー支援

NDC PaMs および REPAF2022‐2030 において、畜産分野の

GHG排出削減対策、および農地へのRE技術導入推進が掲げ

られている。

畜産セクターにおける RE 導入については、バイオマスエネ

ルギー、バイオガスエネルギーの利活用が始まっている

が、初期費用の高さ、技術の供給・メンテナンスを行う現

地企業や技術者の不足、RE 設備の基準やテスト施設整備の

遅れなどが課題となっている。

バイオガスエネルギーについては、DA-BAI は自己資金によ

る家庭レベルで利用できるバイオガス装置の配布を少しず

つ進めているが、GHG 削減・エネルギー量の両面での計画

が不明瞭であるという課題もある。

畜産分野からの GHG 排出量削減に関連したドナー支援につ

いては、小規模なニュージーランド政府からの支援を現在

受けており、将来的に IPCC Tier2 手法で GHG インベントリ

作成ができるようになることを目指している。

畜産セクターからの GHG 排出量が、農業

全体の約 3 割を占めており NDC PaMs で

は、畜産廃棄物の適正管理や育種による

消化器官内発酵によるメタンガス排出力

削減に取り組むとしている。

本課題を解決することは、 NDC や

REPAFE の取組を直接推進することにな

り、GHG 排出削減を促進する上で、波及

効果が見込まれる。

日‐ASEAN みどり協力プランでは、畜産分野に

かかる GHG 削減技術として、以下の普及・実証

が含まれている。

 畜産情報管理システムの導入による飼料給餌

最適化を通じた畜産由来 GHG の削減（ベト

ナム）

 メタン発酵消化液と間断かんがいの組合せに

よる温室効果ガス排出削減技術

 家畜排せつ物由来の温室効果ガス排出削減技

術

 カシューナッツ殻液給与による肉牛からのメ

タン排出量削減技術

循環型経済、バイオマスエネルギー活用

にかかる技術協力プロジェクト

（技術協力）

 バイオマスエネルギーポテンシャルの

試算

 適用可能な技術検証

 パイロットプロジェクトの計画策定

（実施）

 政策・ガイドラインづくり

 農務省関係機関職員の能力開発

畜産分野における気候変

動緩和策の研究開発の遅

れ、研究施設の不足

畜産分野における気候変

動適応策の検討、政策、

計画、予算確保の遅れ

（生産性、飼料作物生産

性への対応）

NDC PaMs 
 気候変動の影響に強い生育の

早い品種の利用

NDC PaMsおよび REPAF 2022-2023において、畜産分野の緩

和策についての方向性が示されている一方で、畜産分野に

おける気候変動による将来的な影響は把握されておらず、

気候変動の影響下での生産性向上のために適切な畜舎管理

や飼養・飼料の改善が必要な取組みであるという認識が薄

い。

商業的な畜産事業者については、自己資金で温度管理等が

可能な畜舎に投資をしており、生産性を保持するなどの対

応をしているが、小規模生産者については、高温対策のた

めの施設整備をする資金もないため、DA-BFAR が気象予報

を基に、各地で家畜用の飲料水確保を呼びかける程度の対

応となっている。

畜産分野における気候変動緩和策については、ドナー支援

は入っていないが、USAID によるコミュニティベースの酪

農産業界開発や FAO による畜産情報登録システム構築にか

かり取組みが行われている。

気候変動の影響（気温上昇）により、家

畜の繁殖低下や健康被害、製品の品質低

下が発生している。また気象災害により

家畜・畜舎への被害が発生している。

本課題を解決することは、NDC 適応策に

位置付けられ、将来にわたり気候変動に

よる影響を受けやすい地域や品目を特定

し、気候変動適応を促進する上で大きな

波及効果が見込まれる。

みどりの食料システム戦略には、今後の畜産分野

における気候変動への適応にかかる以下の技術が

リストされている。

 子実用とうもろこし等の低コスト多収性の工

場、作付・利用の拡大

 ビッグデータ・AI を活用した既存草種の混

播・品種選定技術の普及

日本の気候変動対応計画には、畜産分野への気候

変動の想定される影響、適応策の基本的な考え方

および施策について示されており、フィリピンに

おける畜産分野の気候変動適応策の方向性検討に

活用できる。

畜産分野の気候変動リスク評価・対策検

討にかかる技術協力プロジェクト

（技術協力）

 畜産分野の気候変動影響の現状分析・

将来リスク評価

 適用可能な技術検証

 パイロットプロジェクトの計画策定

（実施）

 政策・ガイドラインづくり

 農務省関係機関職員の能力開発

産分野における気候変動

適応策の研究開発の遅

れ、研究施設の不足

みどりの食料システム戦略には、今後の畜産分野

における気候変動への適応にかかる以下の技術開

発がリストされている。

 AIや ICT等を活用した飼料管理技術の高度化

 スマート技術を活用した家畜のアニマルウェ

ルフェア対応型の飼育技術の開発

 飼料利用性の高い家畜の改良

 高速フェノミクスを活用した育種技術の開発

フィリピンにおける気候変動適応策の研究におい

て、日本の取組・知見が活用できる。
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2) 特定した課題の優先順位付け

表 3-9 課題の優先度（農業セクター） 

課題 緊急度
緩和／適応 波及効果

インパクト緩和 適応

共通

気候変動に対応した農

水産業政策・手法の開

発と実施に関する農務

省中央部局職員の能力

不足

High 
気候変動の影響を受けるなか中期

開発計画（PDP）、農業近代化計

画（NAFMIP）等の目標達成に向

けて早期に対応する必要があるた

め

✓✓ ✓✓

＋＋

気候変動リスクを踏まえた

農務省政策、プログラムの

立案・実施が促進され、

GHG 排出量を抑制しつつ

国全体の食料安全保障に繋

がる。

NDC PaMs 追加措置に

関する検討不足

Med 
2030 年に向けて GHG 排出量増加

の見込みは低いため緊急性は高く

ないが、今後農務省が進める気候

変動対策技術選定の上で重要であ

る。

✓✓ ✓✓

＋

農水産業事業者の利益向上

に資する取組みが追加措置

として選定されており、実

施により多数の裨益者が見

込まれる

農地炭素貯留ポテン

シャルの検証不足

GHG インベントリの方

法論およびデータ収集

の不足

Med 
主要な排出源については方法論が

確立されインベントリができてい

るため緊急性は高くない。更なる

インベントリ精度化に向けて試算

ができていない項目評価や試算済

み項目についても国独自の排出係

数の開発段階にきている

✓✓

＋＋

現在のインベントリに含ま

れていない項目として、コ

コナッツ農園の炭素貯留ポ

テンシャルが高い可能性が

あり、国全体の排出量削減

目標達成に影響するため。

気候変動対策に取組む

農水産従事者向けイン

センティブ不足

Med 
小規模農業従事者が多く、直接的

な生産・利益に繋がらない気候変

動緩和策が進みにくい。組合等に

対するインセンティブを用意する

ことで導入促進が期待される。

✓✓ ✓

＋＋

インセンティブを与えるこ

とで気候変動対策（緩和・

適応）のための施設整備が

進み、農務省が目指す農業

の近代化やコミュニティの

強靭化に繋がるため。

気候変動に対応した地

方開発計画策定・予算

獲得、実施のための農

務省地方事務所職員、

地方政府の能力不足、

CRA 普及・営農指導を

行う同職員の能力不足

High 
各地の農水産業生産が気候変動の

影響を受けるなか、中央政府の政

策や研究機関等の技術開発結果が

地方レベルに展開することで地方

のレジリエンスを強化し国全体と

しての目標達成に向けて早期に対

応する必要があるため

✓✓ ✓✓

＋＋＋

気候変動リスクを踏まえた

地方開発計画の立案・実施

が促進され、国全体の食料

安全保障に繋がる

農水産業セクターにお

ける再生可能エネル

ギー導入の遅れ

Low 
機械化の遅れにより国全体に占め

る農水産業セクターのエネルギー

消費量は小さいため緊急度は高く

ないが、近代化推進により確実に

増加する見込みであり、適切な技

術の選定・導入を進めていく必要

がある

✓✓

＋

国全体に占める農水産業セ

クターのエネルギー消費量

の割合は小さいためインパ

クトは大きくない

農業生産

気候変動に対応した

CRA 普及、営農指導を

行うための情報散逸、

信頼性の高い営農ツー

High 
各地の農水産業生産が気候変動の

影響を受けるなか、中央政府や研

究機関等の技術開発成果が地方展

✓✓✓

＋＋＋

農水産業従事者の貧困率は

高く、都市部より地方部の

貧困率が高い。気候変動に
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課題 緊急度
緩和／適応 波及効果

インパクト緩和 適応

ル不足、生産性向上と

持続可能性を両立する

農業技術の研究・普及

展開の遅れ

開されることで、地方のレジリエ

ンスを強化し国全体としての目標

達成に向けて早期に対応する必要

があるため

対応した CRA が地方で普

及することで改善に繋がる

灌漑開発

灌漑施設の計画・運

営・管理能力の不足

High 
気候変動や人口増による水不足の

可能性が指摘されており、国家灌

漑計画（2020‐2030）を進める必要

がある

✓✓✓ ✓✓✓

＋＋＋

気候変動を考慮した計画、

設計、施設整備、運営管理

を行うことで、農業生産性

だけでなく水需要の適正分

配にも貢献する

小規模灌漑・貯水施設

整備の不足

High 
気候変動や人口増による水不足の

可能性が指摘されており、国家灌

漑計画（2020‐2030）を進める必要

がある

✓✓✓ ✓✓✓

＋＋＋

遅れていた高地の灌漑・貯

水施設の整備により高付加

価値作物栽培の拡大に繋が

る。

水産

気候変動適応策にかか

るイニシアチブの不

足、農務省中央政府職

員の政策立案・実施能

力の不足

High 
NAFMIP における漁業サブセク

ター成長率目標は 2030 年に 3.0%
以上であり、現状 2021/2022（-
3.5%）と大きな乖離があるため、

取組みの緊急性は高い

✓✓

＋

水産事業者の貧困率は高く

気候変動に対する脆弱性が

高いため、適応政策を進め

ることによる裨益効果は高

い。

ただし付加価値生産額およ

び従事者数より、水産業が

フィリピン経済に及ぼす影

響は限定的である。

水産分野における気候

変動適応策の実施費用

の不足、研究開発・技

術普及の遅れ

High 
近年漁業生産量は減少傾向にあ

り、2050 年頃には現在の漁獲量に

比べて半減する予測もある。養殖

技術をはじめとして具体的な適応

技術を開発・導入する緊急度が高

い

✓✓

＋

水産事業者の貧困率は高く

気候変動に対する脆弱性が

高いため、具体的な適応策

（技術）を導入することに

よる裨益効果は高い。

ただし付加価値生産額およ

び従事者数より、水産業が

フィリピン経済に及ぼす影

響は限定的である。

畜産

畜産分野における気候

変動緩和策の検討、政

策立案、予算確保にお

ける農務省中央政府職

員・地方政府職員の政

策立案・実施能力の不

足

High 
NDC の農業分野の実施対策におい

て、その対象となっており、2030
年の NDC 目標達成に向け早期に

対応する必要があるため

✓✓✓

＋＋

畜産サブセクターは農業セ

クターGHG排出量の約 3割
を占めており、緩和策計

画・実施が進むことで、こ

の削減に繋がる

畜産分野における気候

変動緩和策の研究開発

の遅れ、研究施設の不

足

High 
NDC の農業分野の実施対策におい

て、その対象となっており、2030
年の NDC 目標達成に向け早期に

対応する必要があるため

✓✓

＋＋

畜産サブセクターは農業セ

クターGHG排出量の約 3割
を占めており、緩和策研究

開発が進むことで、この削

減に繋がる

畜産分野における気候

変動適応策の検討、政
Med ✓✓ ＋＋
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課題 緊急度
緩和／適応 波及効果

インパクト緩和 適応

策、計画、予算確保の

遅れ（生産性、飼料作

物生産性への対応）

NAFMIP における畜産サブセク

ター成長率目標は 2030 年に 4.0%
以上であり、現状 2021/2022 にお

いて鶏の成長率 6.7%、家畜 2.3%
であり、概ね達成しているため緊

急度は中程度

畜産サブセクターは農業セ

クター付加価値生産の約 2
割を占めており、適応策研

究開発が進むことで、畜産

生産性向上に繋がる

畜産分野における気候

変動適応策の研究開発

の遅れ、研究施設の不

足

Med 
NAFMIP における畜産サブセク

ター成長率目標は 2030 年に 4.0%
以上であり、現状 2021/2022 にお

いて鶏の成長率 6.7%、家畜 2.3%
であり、概ね達成しているため緊

急度は中程度

✓✓

＋＋

畜産サブセクターは農業セ

クター付加価値生産の約 2
割を占めており、緩和策研

究開発が進むことで、畜産

生産性向上に繋がる
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(5) 森林・生物多様性 

1) 特定した課題の分析 

フィリピンの森林サブセクターにおいては、森林被覆面積は 2020 年時点では国土面積約 3,000

万 ha のうち、718 万 ha（約 24%）を森林が占める。2020 年時点で閉鎖林の割合は森林全体の

30.7%で、7 割近くが疎林であるため広大な荒廃地が残されている。Philippine Master Plan for 

Climate Resilient Forestry Development（PMPCRFD）(2016)は、気候変動に強靭な林業開発を目的と

して作成され、National Greening Program (NGP) (2011-2028)は荒廃・劣化した林地の回復を目指し

ている。JICA 森林管理プロジェクトも高地の流域に接した地域で、植林を地域住民の生計向上を

図りながら管理する方法で実施されている。持続的な管理には、さらなる生計向上を図る農業部

門での支援、流域管理の実践に向けた取組み等が課題となっている。また気候変動対策緩和策

パートである REDD+の取組みは、Philippine National REDD+ Strategy（PNRPS）（2011-2018）およ

び REDD+ Action Plan 2022-2031、および DAO 2021-32 などに森林管理に多目的で用いることので

きる NFMS の必要性が述べられ早期の構築が求められている。しかしながら、現状では、リモー

トセンシング技術を活用した NFMS は未構築であることが今後の課題となっている。さらに、

フィリピンは地理的に台風など気候変動により激しさを増す頻繁な異常気象に曝される可能性が

高い。山地での災害の危険のリスクが高く、流域管理の必要性は高い。PDP 等の政策に支えられ

た統合的流域管理計画は実施されてきているが、気候変動に対する耐久性確保（climate proofing）

な政策の必要性や流域管理の方法等これからまだまだ取組むべき課題がある。  

沿岸/海洋・生物多様性サブセクターにおいては、気候変動からの気象災害が激甚化する中でよ

り適応策や損失と損害への対応、および緩和策とあいまった戦略に取り組むことが課題としてあ

げられる。沿岸/海洋・生物多様性サブセクターに関する政策・計画として、PDP は、沿岸/海

洋・生物多様性サブセクターでの生態系の保護・回復・管理を図り、気候変動によるコミュニ

ティへのネガティブな影響から守るため、森林、マングローブ、湿地等の劣化した生態系の回復

を加速させることを掲げている。また Philippine Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2028 

（PBSAP）は、CBDに沿った生物多様性国家戦略および行動計画であり、2028年までに生物多様

性が回復・評価、効果的な管理、生態系サービスの維持、レジリエンスのあるコミュニティの維

持等、すべての人々に利益をもたらすことを掲げている。海洋保護に関しては「2028 年までに、

様々な水性生息地における保護区を 2015年のレベルから 20%増加する」ことを目標としている。

海洋保護区の拡大の必要性に伴い、保護区の戦略的な保全計画や気候変動脆弱性の高い地域の生

態系のモニタリング・評価、および情報管理プラットフォームの構築等を通した沿岸/海洋の包括

的な管理が課題となっており、さらに沿岸/海洋生態系に属し、海洋生物多様性の保全とも関わり、

新たな吸収源として期待されているブルーカーボンの炭素貯留・隔離に関する政策も皆無であり、

海洋からの炭素貯留・隔離への取組みも含めて今後の課題としてあげられる。 
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表 3-10 課題分析シート（森林・生物多様性） 

課題

関連政策

（課題を解決することで実施が可

能となる・促進される政策）

フィリピン国内での取組状況（ドナー支援含む）およ

び課題の原因

パリ協定・NDC 達成、 
セクター政策等へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に関連する

強化プログラム

（想定されるアウトプット）

森林 

森林リモートセンシング技術

の未確立 

データベースを含む国家森林

モ ニ タ リ ン グ シ ス テ ム

（NFMS）の未構築

DAO 2021-32 

2021 年に DENR において NFMS の

機能の特定化が進み、報告の円滑

化や説明責任の深化に貢献。 

REDD+ Action Plan 
NDC 目標達成への貢献、透明性お

よび一貫性があり、MRV 可能な

データの提供に貢献

GHG インベントリ、森林資源評価、REDD+の実現に

は、森林分野における気候変動対策・計画の基礎シス

テムともなる NFMS の構築が必要である。特にリモー

トセンシング技術が不足しており、データ取得期間の

短縮も求められている。

UNFCCC に提出された森林参照レベルの設定において

は、LANDSAT、MODIS、および LiDAR 等のリモート

センシングデータを利用した実績があるが、国の森林

の状況を定期的にモニタリングするようなリモートセ

ンシング技術を活用したシステム、体制が確立されて

いない。また NFMS には、地上調査と森林リモートセ

ンシングデータ等が含まれる。これらのデータベース

を含み Forest Information System (FIS)の構築を含むプ

ラットフォームとしての NFMSが未構築である。

GIZが 2012~2017年に実施した National REDD+ System-
Philippines Projectでは、NFMSの内容と設計コンセプト

の素案が作成されたものの、実施に向けてのリモート

センシング技術が不足しており当該課題の解決に至っ

ていない。

2015年には UN-REDD経由で FAOからの支援を受け、

NFMS の政策措置の支援となる NFMS 行動計画が協議

およびグループワークをもとに策定された。

NDC 適応策に掲げられている森林保

護・回復および森林保全の成果払い資金

へのアクセス等の目的に合致している。

REDD＋は森林減少・劣化を抑制し、二

酸化炭素の吸収源を増やすと同時に土砂

崩れや洪水の予防に貢献する。このよう

に適応・緩和の両面で、フィリピンの

NDC達成のために必要不可欠。

国が提出する GHG インベントリにおい

て森林からの排出･吸収量の算定や森林

参照レベルの透明性、堅牢性を高められ

る。

パリ協定の第 5 条 2 項にて、REDD＋の

実施と支援が奨励されており、NFMS 構

築は REDD+ 
実現へ向けた基礎となる。

JICAはこれまで衛星技術の進展とともに日本の

データ解析技術を用いたリモートセンシング技

術により NFMS 構築のための支援をラオス、ボ

ツワナやコンゴ等で実施してきた実績があり、

これらの知見、経験を活用することは可能であ

る。

NFMSの構築および能力開発支援

（技術協力プロジェクト） 

 リモートセンシング技術の確立 

 NFMSの構築

（課題別研修） 

統合流域管理計画に関する気

候 変 動 耐 性 を 確 保 し た

（Climate proofing）な政策の

欠如 

自動気象観測機（AWS）およ

びリモートセンシングで収集

した、降雨・土壌データの分

析ノウハウの不足 

降雨・土壌等データ収集のた

めの AWS機材およびリモート

センシング機材不足 

PDP 
森林伐採による水源涵養機能の減

少等、流域劣化の影響への適切な

監視に貢献する。 

Philippine Master Plan for Climate 
Resilient Forestry Development 
持続可能な森林経営、脆弱性評

価、リスク評価等の気候変動に対

する耐久性確保な政策策定に貢献

する。 

Technical Bulletin 16-A 
気候レジリエントに向けた脆弱性

評価に沿った政策策定がなされる

ペースとなる。 

同 Bulletin 記載のガイドラインの実

施に向けて分析能力が向上する

ペースとなる。

統合流域管理計画は、生態系に基づく流域計画から始

まり、統合流域管理計画のガイドラインや保護区とあ

いまって気候変動脆弱性評価向けた政策等が作成され

てきたが、気候変動に関わる関連省庁の多様さ等、調

整に時間を要するため、包括的で気候変動に耐久性の

ある政策が欠けている。

流域管理において、DENRFMB が降雨量や土壌水分量

等のモニタリングを行っている。また科学技術省フィ

リピン大気地球物理天文局（DOST-PAGASA）も同様

のモニタリングを実施している。また、降雨量や土壌

に関するデータは、公共事業道路省（DPWH）、内

務・自治省（DILG）、国家災害リスク削減委員会

（NDRRMC）も収集しているが、情報共有がデータの

スペックの差異等により共有が難しい状況にあるた

め、流域管理計画が進展しにくい。各省庁や委員会と

の役割分担を考慮する必要がある。

統合流域管理計画は、現在 16 流域で実施されている

が、131 の計画されている流域では、資金の不足によ

り、降雨・土壌等データ収集のためのAWS機材および

リモートセンシング機材が不足

生態学的および環境的な安定に向けて、

NDC 記載の森林分野における適応策を

講じることに合致する。気候変動に伴っ

た温度上昇、降水量への影響および台風

の肥大化等により、山地の水源涵養機能

への影響は大きい。AWS およびリモー

トセンシングで収集した降雨や土壌等の

データは、流域管理を行う上での基盤と

なる。また Enhanced National Greening 
Program で植林を実施する際に活用さ

れ、植栽木の活着率向上につながる。そ

のため、流域管理の強化に向けた政策や

管理能力の強化は気候変動対策緩和・適

応策の両面に貢献する。 

Philippine Master Plan for Climate Resilient 
Forestry Developmentへのインパクトとし

て、水源涵養機能の面からの持続可能な

森林経営、脆弱性評価、リスク評価等の

気候変動に対する耐久性確保な政策策定

に貢献する。 

日本は降水量が多く、森林管理において水源涵

養機能を考慮した政策を実現しているため、政

策的な支援は可能と考える。また、フィリピン

国は日本と同様に自然災害も多いことから、森

林等生態系を活用した防災・減災(Eco-DRR)の

観点からの流域管理計画への支援も可能 

山地の水源涵養機能への影響の評価に用いるこ

とのできる降雨量や土壌データの分析は、過去

のフィリピンにおける JICA「気象観測・予測・

警報能力向上プロジェクト」やチュニジアの

「メジェルダ川に係る気候変動影響を考慮した

統合流域管理・洪水対策検討調査」でも実施し

ており実施可能と考えられる。 

また、フィリピンで実施された同プロジェクト

においては AWS を利用して支援を実施してい

たことから機材の取り扱いに慣れており、機材

の知識・設置利用に経験があると考える。

日本のリモートセンシング技術を流域管理へ用

いることも技術的には可能。 

統合流域管理計画実施に向けた政策策

定支援および管理能力開発・向上 

（技術協力プロジェクト） 

 統合流域管理計画に関する気候変

動に対する耐久性確保な政策策定

支援 

 測定機材設置 

 気候レジリエントな水源涵養機能

管理に向けた流域データ分析能力

向上 

（課題別研修） 

カーボンマーケット構築のノ

ウハウの欠如

PDP 
海外投資を含む民間資金の調達を

通した地域の炭素市場の構築に貢

献。

フィリピンでのボランタリーマーケットへの民間企業

の参入の取組みは存在するが、参入に当たっては、大

企業がクレジットの創出等で参入しているため、クレ

ジットの集約等により大規模な顧客向けの販売等には

適さない小規模な参加の参入は進展していない傾向に

ある。また VCS 等の海外の認証制度の取得には経費が

掛かり過ぎることがあり、フィリピン国内を裨益する

NDC 適応策および PDP に掲げられてい

る森林保護・回復および森林保全の成果

払い資金へのアクセス等の目的に合致す

る。 

カーボンマーケットの内ボランタリーマーケッ

トに関しては、民間商社等のクレジット創出に

よる連携等が望まれる。ODA 事業として民間

の利益に係るカーボンクレジットに関しては、

留意が必要である。 

現在実施されている JICA 森林管理プロジェク

トの後続案件として、植林に伴うカーボン創出

JICA 森林管理プロジェクト後続案件

（有償資金協力） 

 カーボンマーケットの構築のため

のノウハウ等の準備支援 

 新たな森林保全戦略の作成 
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課題

関連政策

（課題を解決することで実施が可

能となる・促進される政策）

フィリピン国内での取組状況（ドナー支援含む）およ

び課題の原因

パリ協定・NDC 達成、 
セクター政策等へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に関連する

強化プログラム

（想定されるアウトプット）

ための政府のクレジットに関するトレーディングシス

テムの作成が進行中である。このため、国内でのボラ

ンタリーマーケットでの取引は今後の国内のボランタ

リーマーケットの制度の変更等を考慮して、参入の仕

方に注意を要する。

をトレースし、カーボンマーケットの運営に向

けてプロジェクトを実施できるメリットがある

ため、有償資金協力での実施が適切と考える。 

流域管理普及のための能力の

欠如 

PDP 
森林伐採による流域の劣化を管理

することに貢献

流域管理プロジェクト実施に向けてデザインはできて

いるが、普及に必要な能力開発のための資金が不足し

ている。 

現在実施されている JICA森林管理プロジェクト実施地

域は高地等に属し、降水量の増加等により流域からの

負の影響を受けやすい地域にある。 

NDC 適応策および PDP に掲げられてい

る森林保護・回復および森林保全等の目

的に合致する。 

森林管理および流域管理は森林の多面的機能を

活かす好例である。JICA「ウッタラカンド州山

地災害プロジェクト」等での日本の知見が活か

せると考える。 

後続案件のため、支援の継続が支援期間を経

て、これまでの活動との相乗効果により成果と

なりやすいメリットがあるため、有償資金協力

での実施が適切と考える。 

JICA 森林管理プロジェクト後続案件

（有償資金協力）  

 共同流域管理のための情報・教

育・伝達（IEC）の促進および劣化

した森林の修復・植林 

 新たな森林保全戦略の作成

アグロフォレストリーを通じ

た農産物のマーケティング能

力の欠如

PDP 
アグロフォレストリー等を通じた

高地コミュニティの生計向上に貢

献。農業等の生産の効率化、マー

ケットの拡大、バリューチェーン

の向上等に貢献。

気候変動対策を考慮した政策はあるが、農業や生態系

の回復力強化に向けた実施は住民組織等の弱さや資金

の欠如により実施拡大がされにくい。 

生計向上に関する類似する植林案件としては AFoCO
（アジア森林協力機構）による、Promotion of Vertical 
Integration in Wood Processing (VIP) through People's 
Organizations in Community-Based Forest (CBFM) 
Management areas in the Philippines (AFoCo-VIP)が実施中

である。

NDC および PDP の、農業分野において

適応策を講じることに合致する。

生計向上に関する農業経営支援は、これまでの

日本の開発支援でも実績があり貢献できる分野

である。 

後続案件のため、これまでの支援をもとに課題

を把握して継続的な支援を実施して効果的に生

計向上に貢献できるメリットがあるため、有償

資金協力での実施が適切と考える。 

JICA 森林管理プロジェクト後続案件

（有償資金協力） 

 地域住民による事業開発/地域住民

による持続的な事業のための財政

メカニズムの向上 

沿岸/海洋・生物多様性 

海洋保護域等の管理を目的と

した戦略保全計画の欠如 

昆明・モントリオール生物多様性

枠組 

目標 2030年に 30%の保護域とする

30by30 の達成に向けて同戦略保全

計画が策定/実施するペースとな

る。

PDP 
生態系の相互接続性、生物多様

性、生態学的プロセスおよび生態

学的機能に対する開発からの影響

の考慮が促進される。 

分野が広く利害にかかわることが多い等の理由からス

テークホルダーを含めて保護区を包括的にとらえる政

策の枠組みが策定されていないため、保護区に含まれ

るマングローブ林等のブルーカーボンに係る取組みに

つながらない。

BMBは、USAIDの支援により海洋空間計画（MSP）の

モジュールを作成しており、バエ湖周辺の自治体を対

象に、海洋空間計画（MSP）策定のためのワーク

ショップを実施済みである。しかし、自治体や農務省

等の多様なステークホルダーとの連携が必要となるが

分野をまたいだ調整が必要となるため進んでいない。

また、計画策定のためのBMB内の資金も不足し、また

ドナーも不在である。そのため、MSP 策定は進んでい

ない。

USAID が 2014 年から DENR BMB を対象に、「NIPAS 
MPA Capacity Building Program」を実施済

NDC 記載の、沿岸/海洋生態系と生物多

様性の分野において適応策を講じること

に合致する。透明性があり参加型で利害

関係者の意見が拾い上げられる設計の戦

略保全計画は沿岸/海洋管理に関する計

画や海洋空間計画を含み、30by30 およ

びPDPに向けた海洋保護域の管理計画に

貢献する。また保護域に含まれるマング

ローブ林は防災・減災としてのEco-DRR
等の機能も果たし適応策に資する。 

また対象となる生態系においては、マン

グローブ、サンゴ、海藻等のブルーカー

ボンも含み、二酸化炭素の吸収源（マン

グ ロ ー ブ 推 計 125 万 ト ン CO2/ 年
（Taillardat et al. 2018 炭素量から CO2 量

を計算）、海藻推計 1601-1861 万トン

CO2/年（Stankovic 2020））を保全し、

増加させるという意味があり、NDC 達

成に与える影響は大きい。

日本では海洋空間計画策定のための国内自治体

向けガイドライン「海洋利用に関する合意形成

プロセスに係るガイドライン」を既に策定して

いる。海外支援の現在のところ実績はないもの

の、日本の知見を踏まえた海洋保護域の保全を

考慮した政策策定支援を行うといった技術協力

プロジェクトが支援可能性として考えられる。 

海洋保護域等の管理を目的とした戦略

保全計画策定支援 

（専門家派遣） 

 戦略保全計画策定の支援がなされ

る 

脆弱性の高い海洋保護区にお

ける生態系のモニタリング・

評価のための技術不足 

NCCAP 
戦略的に優先する活動としての生

態系および環境の安定性に値す

る。国家レベルの生態系の脆弱性

の評価およびリスク評価に向けた

技術的ガイダンスおよび人材育成

に向けた技術・人材の開発が実施

されるペースである。 

既に DENR 内の CCAM-DRR Cabinet Cluster Road Map 
(2018-2022)の中で 24 州と 4 つの都市が気候変動への脆

弱性の高い地域として選定された。しかし、DENR 内

の予算不足により対象地域へのモニタリング・評価は

できていない。このため、生態系の保全が遅れると

いった問題が起こっている。 

NCCAP の戦略的に優先する活動として

の生態系および環境の安定性に貢献す

る。気候変動への脆弱性の高い地域のモ

ニタリング・評価を行うことで、植生回

復等の適応・緩和策の手法を適切に検討

することができる。 

フィリピンでは、SATREPS「統合的沿岸生態系

保全・適応管理プロジェクト」において生態系

の脆弱性と回復の評価を実施した経験もあり、

国家レベルの沿岸域の生態系のモニタリング・

評価の支援に貢献できる。 

気候変動への脆弱性の高い海洋保護区

における地域の生態系のモニタリン

グ・評価の技術支援による保護区管理

能力向上プロジェクト 

（技術協力プロジェクト） 

 気候変動への脆弱性の高い海洋保

護区における地域の生態系のモニ

タリング・評価技術向上 

（課題別研修） 
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課題

関連政策

（課題を解決することで実施が可

能となる・促進される政策）

フィリピン国内での取組状況（ドナー支援含む）およ

び課題の原因

パリ協定・NDC 達成、 
セクター政策等へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に関連する

強化プログラム

（想定されるアウトプット）

沿岸・海洋生態系や生物多様

性に関する統合的なデータ管

理の欠如 

昆明・モントリオール生物多様性

枠組 

目標 2030 年に 30%の保護域とする

30by30 の達成に向けてデータ管理

プラットフォームが構築される

ペースとなる。 

生物多様性に関する保護区のためのデータプラット

フォームを構築する上で CCC や統計局（PSA）などが

知識共有プラットフォームを開発・運用しているが、

BMB 独自のデータベースを含むプラットフォームの構

築を求めている。現状、技術、資金、人材不足といっ

た問題があり、プラットフォームへの統合、もしくは

棲み分けの検討が必要である。このため、保護域の拡

大がされにくいといった問題が起こっている。 

NDC 記載の、沿岸/海洋生態系と生物多

様性の分野において適応策を講じること

および 30by30 の進展に合致する。今後

生態系と生物多様性保全にブルーカーボ

ンの取組みも相互に関連する可能性も含

め効率的に沿岸・海洋生態系や生物多様

性の取組みを実施していくためには、保

護区管理の向上および保護区内のブルー

カーボンに属するマングローブ林等の保

全・回復という観点からより適切なデー

タ管理は必要と考えられる。

日本の環境省では、生物多様性センターにおい

てデータを一般向けに公開するなど生物多様性

に関する情報を共有するプラットフォームが作

成されている。知識共有プラットフォーム構築

においては、日本国の生態系・生物多様性に関

する先行する知見の提供および ITやデータ管理

等の専門家派遣の実施が考えられる。

気候変動への脆弱性の高い海洋保護区

における地域の生態系のモニタリン

グ・評価の技術・および知識共有プ

ラットフォーム開発による保護区管理

能力向上プロジェクト

（技術協力プロジェクト） 

 保護区管理のためのデータプラッ

トフォーム構築 

（課題別研修） 

ブルーカーボンの保全を後押

しする政策の欠如 

PDP 
低炭素経済に向けたブルーカーボ

ン生態系の回復と保護等の適応策

の強化が図られる。

Philippine Biodiversity Strategy and 
Action Plan 2015-2028
（PBSAP） 

コーラルトライアングルイニシア

ティブ（CTI）の沿岸/海洋生息域

の厳重保護 20%目標に向けて同政策

の策定/実施するペースとなる。

ブルーカーボンを対象としたインベントリやブルー

カーボンのカーボントレーディングを後押しする政策

がフィリピン国内に現状では法制度の知見や技術等が

不足することが要因となり存在しない。そのため、実

施に向けたイニシアチブが発動しづらい環境におかれ

ている。

ブルーカーボンの保全・回復は二酸化炭

素吸収源の確保・増加に繋がる。マング

ローブ、海藻の二酸化炭素の吸収源（マ

ン グ ロ ー ブ 125 万 ト ン CO2/ 年
（Taillardat et al. 2018 炭素量から CO2 量

を計算）、海藻 1,601-1,861 万トン CO2/
年（Stankovic 2020））を保全し、増加

させるという意味があり、NDC 達成に

与える影響は大きい。

またマングローブ林等のブルーカーボン

は、保護域の拡大にも相まって増加する

ため PDPおよび PBSAPにも資する。

日本では、ブルーカーボンの計上に向け先行し

ており法制度等の知見を有する。日本の本年の

国家 GHG インベントリのブルーカーボンにお

いてはマングローブ林の温室効果ガスの吸収・

固定量が追記された。今後、フィリピンでのブ

ルーカーボン政策立案支援に役立てることは可

能と思われる。

ブルーカーボンの保全支援 

（専門家派遣） 

 ブルーカーボンの保全を後押しす

る関連政策策定支援がなされる。 

 ブルーカーボン炭素貯留・隔離の

計測および算定手法が確立され

る。 

（課題別研修） 

ブルーカーボン炭素貯留・隔

離の計測および算定手法のノ

ウハウの欠如 

PDP 
低炭素経済に向けたブルーカーボ

ン生態系の回復と保護等の適応策

の強化が図られる。

PBSAP 
コーラルトライアングルイニシア

ティブ（CTI）の沿岸/海洋生息域

の厳重保護 20%目標に向けて隔離手

法のノウハウが確立するペースと

なる。

2016年から 2021年にかけて、University of the Philippines 
Diliman, Marine Science Instituteをカウンターパートとし

た SATREPS「コーラル・トライアングルにおけるブ

ルーカーボン生態系とその多面的サービスの包括的評

価と保全戦略」においてマングローブマッピングの作

成が実施済である。マングローブの炭素隔離の算定に

は、地上調査およびリモートセンシング技術からなる

マングローブマッピングのデータが利用される。しか

しながら、算出には、研究から得られたマングローブ

マッピングの知見および地上計測の技術が必要とな

る。今後の国家レベルのブルーカーボン算定に向け

て、このような研究成果の技術的な更新および実施体

制作りが欠如している。

マングローブ炭素隔離手法の展開は、今

後フィリピン全土におけるブルーカーボ

ンの二酸化炭素吸収源の確保・増加に繋

がる。マングローブの二酸化炭素の吸収

源（マングローブ 125 万トン CO2/年
（Taillardat et al. 2018 炭素量から CO2 量

を計算）を保全し、増加させるという意

味があり、NDC 達成に与える影響は大

きい。 

またマングローブ林等のブルーカーボン

は、保護域の拡大にも相まって増加する

ため PDPおよび PBSAPにも資する。

日本では、ブルーカーボンによる温室効果ガス

の吸収・固定量の計測および算定方法は、マン

グローブおよび海藻においては確立している。

温室効果ガス排出・吸収目録（インベントリ）

には本年よりマングローブが追記された。今

後、日本の知見をフィリピンでの技術支援に役

立てることは可能と思われる。炭素貯留・隔離

の評価・予測、生態系サービスの包括的な評価

は、SATREPS としても実施した経緯もあり、

経験と知見がある。 

出典：JICA調査団 
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2) 特定した課題の順位付け

表 3-11 課題の優先度（森林・生物多様性セクター） 

課題 緊急度
緩和／適応 波及効果

インパクト緩和 適応

森林

森林リモートセンシン

グ技術の未確立

High 
REDD+実施段階に向けて必

要な要件の 1 つである NFMS
を構築するには必須とな

る。持続的な森林管理を進

める NFMS の構築の役割は

大きく、早急に求められて

いる。

✓✓

＋＋

 NFMSの機能の特定化、報告の円滑

化や説明責任の深化に貢献する

DAO 2021-32 や NDC 目標達成への

貢献、透明性および一貫性があり、

MRV 可能なデータの提供に貢献す

る REDD+ Action Plan 等の政策の進

展に貢献

データベースを含む国

家森林モニタリングシ

ステム（NFMS）の未

構築

High 
REDD+実施段階に向けて必

要な要件の 1 つであり、持続

的な森林管理を進める NFMS
の構築の役割は大きく、早

急に求められている。

✓✓

＋＋

NFMS の機能の特定化、報告の円滑

化や説明責任の深化に貢献する

DAO 2021-32 や NDC 目標達成への

貢献、透明性および一貫性があり、

MRV 可能なデータの提供および森

林管理に貢献する REDD+ Action 
Plan 等 の 政 策 の 進 展 に 貢 献 。

REDD+実施段階に向けての要件を

カバーする。

統合流域管理計画に関

する気候変動に対する

耐久性確保（ Climate 
proofing）な政策の欠

如

Med 
Technical Bulletin 16-A での気

候レジリエントに向けた脆

弱性評価に沿った政策策定

以外にも気候変動に関わる

包括的な政策が必要とされ

ている。また他省庁との調

整のもと包括的に流域管理

を行うことが求められてい

る。

✓✓✓

＋＋

PDP および森林開発計画マスタープ

ラン等の水源涵養機能の点から持続

可能な森林管理を行い、流域の劣化

に適切に対処する政策・実施が促進

される。また気候変動に対する耐久

性を確保しての流域管理計画の円滑

な実施に貢献する。

自 動 気 象 観 測 機

（AWS）およびリモー

トセンシングで収集し

た、降雨・土壌データ

の分析ノウハウの不足

High 
統合流域管理計画の中での

重要な約 70 流域の内、16 流

域では実施されているが、

これら重要な流域での計測

の実施が必要とされてい

る。

計測例として山地における

水源涵養機能への影響の

内、流出量アセスメントに

みられる降水量から河川へ

の水の移動にかけて計測さ

れる水源涵養機能の評価は

重要な点で、今後の流域管

理の重要性の点から早急な

対応が求められている。

✓✓

＋＋

水源涵養機能の評価が進み、PDP お

よび森林開発計画マスタープラン等

の政策・実施に期待されている流域

管理の点からの持続的な森林管理へ

の貢献に向け、FMB における人材

の育成および能力向上が図られる。

また PDP および森林開発計画マス

タープラン等の政策が実施面から貢

献する効果が期待される。

降雨・土壌等データ収

集のためのAWS機材お

よびリモートセンシン

グ機材不足

High 
統合流域管理計画のなかで

の重要な約 70 流域の内、16
流域では実施されている

が、これら重要な流域での

✓✓

＋＋

水源涵養機能の評価が進み、PDP お

よび森林開発計画マスタープラン等

の政策・実施に期待されている流域

管理の点からの持続的な森林管理へ
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課題 緊急度
緩和／適応 波及効果

インパクト緩和 適応

実施が必要とされている。

現在、機材不足のため計画

されている重要流域のデー

タ収集が進みにくい。計画

の進捗を図るには機材の設

置は必須となっている。

の貢献が進む。流域毎のデータ収集

が促進されることで、広域にわた

り、FMB の同業務の進捗を図るこ

とが可能となる。

流域管理普及のための

能力の欠如

Med 
現プロジェクトは、住民参

加型での流域管理のうち、

土壌劣化および河川等への

沈泥を減少させることに貢

献している。能力向上を図

ることで、住民全体の意識

を高める効果がある。また

統合流域管理計画との関連

も含めて進捗が図られる必

要がある。

✓ ✓

＋

現プロジェクトは、住民参加型での

流域管理のうち、土壌劣化および河

川等への沈泥を減少させることに貢

献している。流域管理のデザインは

出来ており、能力向上を図ること

で、住民全体の意識を高める効果が

見込める。またPDPに沿った流域の

劣化の管理にも貢献する。

アグロフォレストリー

を通じた農産物のマー

ケティング能力の欠如

Med 
本プロジェクトのような流

域に面した高地におけるサ

イトでは、持続的な森林管

理を進めるためには、住民

の生計向上への取組みが成

り立ち、森林減少が削減さ

れる必要がある。そのため

生産された農産物が流通を

介して適切に販路を得て販

売され利用にマーケティン

グにより生計の向上を図る

ことが必要とされる。

✓ ✓✓

＋＋

PDP 記載の流域の劣化の管理にも貢

献し、政策の進展に貢献する。マー

ケティングを通して地域社会におけ

る農産物の流通経路が得られること

により、地域住民の生計向上に貢献

し、森林の農地転換による森林減少

を削減することにつながる。

沿岸/海洋・生物多様性 

海洋保護域等の管理を

目的とした戦略保全計

画の欠如

High 
PDPにおいては、生態系、お

よび生物多様性等への開発

からの影響を考慮されとさ

れている。また海洋空間に

おいては、関連する分野が

広くステークホルダー間の

利害にかかわることが多い

等の理由から、保護区等を

包括的にとらえる政策の策

定が早急に求められてい

る。

✓✓ ✓✓✓

＋＋

同計画の策定は、昆明・モントリ

オール生物多様性枠組、PDP に沿っ

た保護域の管理に合致して、海洋保

護域等の管理のための政策の基盤と

なり、沿岸/海洋生態系や生物多様

性の保全を進める。また今後進展が

期待されるブルーカーボンの炭素貯

留に関する取組みへの波及効果も高

いと考えられる。このため、政府、

民間、研究機関等広い範囲への波及

効果が考えられる。

ブルーカーボン炭素貯

留・隔離の計測および

算定手法のノウハウの

欠如 

High 
SATREPS「コーラル・トラ

イアングルにおけるブルー

カーボン生態系とその多面

的サービスの包括的評価と

保全戦略」においてマング

ローブマッピングの作成が

実施済である。今後の国家

レベルのブルーカーボン算

定に向けて、このような研

究成果の技術的な更新が必

✓✓ ✓

＋＋

PDP および PBSAP 等に沿い、炭素

貯留に新たに貢献する分野であり、

政策・実施に貢献する。マングロー

ブ炭素隔離手法の更新は、今後フィ

リピン全土におけるブルーカーボン

の二酸化炭素吸収源の確保・増加に

繋がり、NDC 達成に与える影響は

大きい。 

またマングローブ林等のブルーカー

ボンは、炭素貯留源として貢献する
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課題 緊急度
緩和／適応 波及効果

インパクト緩和 適応

要である。また実施にむけ

ては、実施体制作り等も必

要とされている。

と同時に、保護域の拡大にも伴い炭

素貯留が増加して、PDP および

PBSAP にも貢献する。マングロー

ブ炭素隔離手法の更新は、研究機関

のみでなく政策を実施する行政関係

者の技術向上を推進し、国家レベル

での海洋生態系に係る生態系サービ

スへの重要性を周知する役割も果た

す。

脆弱性の高い海洋保護

区における生態系のモ

ニタリング・評価のた

めの技術不足

Med 
国家レベルの生態系の脆弱

性に対して、生態系および

環境の安定性に値する。こ

のため、生態系の保全の遅

れに対処する必要がある。

といった問題が起こってい

る。脆弱性の高い地域のモ

ニタリングおよび評価およ

びリスク評価に向けた人材

開発は、今後の気候変動に

関わる生態系の保全管理に

は必要となる。

✓ ✓

＋＋

NCCAP に沿い、気候変動による脆

弱性の高い保護域に関わる政策の進

捗に貢献する。また戦略的に優先す

る活動としての生態系および環境の

安定性に貢献するモニタリング・評

価手法の技術が広まることで、行政

関係者の管理能力が高まり、なおか

つ、脆弱性の高い地域での保護域に

おける社会的な評価および認知度が

高まる。

沿岸・海洋生態系や生

物多様性に関する統合

的なデータ管理の欠如

Med 
昆明・モントリオール生物

多様性条約枠組の 30by30 の

達成に向けて、BMB 独自の

プラットフォームの構築に

より、保護域の拡大のため

の情報管理が進むため、同

条約枠組の達成のためには

本プラットフォームの構築

は必要不可欠である。

✓ ✓✓

＋＋

昆明・モントリオール生物多様性枠

組の目標である海洋保護区のデータ

管理が進むことにより、同枠組の達

成に向けて進捗が図られる。また

国、州、地方等の情報管理が促進す

ることにより、広域にわたり、行政

における海洋保護区の重要性が周知

される。

ブルーカーボンの保全

を後押しする政策の欠

如

Low 
同政策の策定によりブルー

カーボン生態系の回復と保

護等の適応策の強化が図ら

れる必要性がある。また実

施に向けたイニシアチブが

発動するためには、実施体

制作りを後押しする役割も

果たす。

✓✓✓ ✓✓

＋＋

NDC 記載の、沿岸/海洋生態系と生

物多様性の分野において適応策を講

じることに沿い、また 30by30 の進

展に貢献する。PDP および PBSAP
等に沿い、ブルーカーボンの炭素貯

留に新たに貢献する政策を進展させ

る。また今後のブルーカーボンと関

連する生態系や生物多様性保全の進

捗にも貢献する。さらに行政におけ

る保護区管理の向上を図り、保護区

内のブルーカーボンに属するマング

ローブ林等の保全・回復という観点

からはより適切なデータ管理を推し

進める政策的土台となる。
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(6) 都市環境

1) 特定した課題の分析

2010年および 2020年の GHG排出インベントリによると、排水を含む廃棄物セクターは 2010年

に 15.559 百万トン CO2eの GHGを排出し、エネルギー、農業、交通セクターに次ぐ 4 番目に大き

な排出源であったが、2020 年にはほぼ 2 倍の 30.122 百万トン CO2e まで排出量が増加し、交通セ

クターを抜いて 3 番目に大きな排出源となっている。その内訳は主に排水処理と廃棄物処理によ

るものであり、2010 年時点で前者がセクター排出の約 7 割（10.562 百万トン CO2e）、後者が約 3

割（4.996 百万トン CO2e）となっている。そのうちメタンによる排出が 9 割以上を占めており、

これは主に廃棄物処分場において適切に管理されずに堆積された生分解性廃棄物が嫌気状態にな

ることでメタンガスとして放出されていること、また排水については、排水の大部分が未処理の

まま腐敗槽に堆積して嫌気状態となり、また排出されても湖沼や湾に堆積して嫌気池を形成する

ことで、GHG であるメタンが生成され大気中に放出されている。

2023 年から 2028 年の GHG の排出量予測（BAU シナリオ）および GHG 削減目標がそれぞれ設

定されており、BAU排出量に対する削減目標は 2023年で 3.1%（0.76 百万トン CO2e）と割合は低

いものの、年と追うごとにその割合は高く設定されており、2028 年は BAU 排出量の 3.8%（1.08 

百万トン CO2e）の削減目標値を設定している。 

以上より、削減目標達成への貢献として、有機系廃棄物の埋め立て回避や廃棄量の削減、埋め

立て地の好気的管理によるメタンガス発生量の抑制が主な緩和策として挙げられる。また、これ

らの緩和策に繋がる住民による廃棄物分別や転用意識の向上、啓発・環境教育の実施も付随的緩

和策として有効である。また家庭からの排水については、汚泥排水の発生源となる各戸の腐敗槽

および下水道の改善整備、汚泥排水処理施設の設置等が主な緩和策として挙げられる。

フィリピンにおける廃棄物セクターの担当省庁は DENR や DPWH、LWUAなど複数存在し、こ

れら省庁が NDC にかかる取組みとして、気候変動に係る国家枠組み戦略や NCCAP の重点化項目

である実現可能な全ての廃棄物の再利用、リサイクル、堆肥化プログラムの実施、集中型/分散型

排水処理システムの導入を進めている。

廃棄物セクターのあるべき姿としては、廃棄物管理/排水処理システムの運営主体の能力強化お

よび制度・規制等の整備により適正な管理を強化するとともに、循環可能な資源の有効活用と再

利用を推進し、廃棄物については再利用やリサイクルを通じて廃棄物の発生抑制や削減、転用を

促し、排水については集中型/分散型排水処理等の適切な汚泥排水処理システムの確立に加え、

LGU のクラスター化等の持続的な運営・維持管理に必要な財務基盤も含めた体制を確保すること

が重要となる。
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表 3-12 課題分析シート（都市環境セクター） 

課題

関連政策

（課題を解決することで実施が可能とな

る・促進される政策）

フィリピン国内での取組状況（ドナー支援

含む）および課題の原因

パリ協定・NDC 達成、 
セクター政策等へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に関連する

強化プログラム

（想定されるアウトプット）

廃棄物

LGU における廃棄物管理担当

官の不足および技術的知見・

地域情報の切断・喪失

気候変動に係る国家枠組み戦略

【廃棄物分野の戦略的優先事項】

 エコロジカル固形廃棄物管理法(RA9003)
の実行強化

 廃棄物管理のベストプラクティスの推進

国家気候変動行動計画

廃棄物発生源における分別、廃棄物の回

収、堆肥化、リサイクルの強化

国家開発計画

IEC（情報・教育・コミュニケーション）活

動を通じた LGUによる効果的な廃棄物管理 
課題：LGU の能力不足による効果的な固

形・有害廃棄物管理の進展阻害

 DENR-EMBにより、10年固形廃棄物管

理計画の策定時において、当該LGUの

廃棄物管理担当官を対象とした技術支

援及び能力開発を行っている。

 WBが 2014年にDENR支援事業(政策、

計画、環境管理、モニタリング、評価

能力強化支援)を実施しているが、LGU
の廃棄物管理担当官は対象外となって

いる。

 LGU における政策優先度の低さから、

廃棄物管理担当官の任命は全体の 3 割

に満たず、担当官の未任命もしくは兼

任状態である LGUが 7割以上となって

いる。そのため 10年固形廃棄物管理計

画の忠実な実行が行われず、低い廃棄

物転用率（通常は埋立処分となる廃棄

物量に対して、3R を通じた活動により

非廃棄物となる率）や、資源回収施設

及び衛生型埋立処分場の全国的な不足

に繋がっている。

 担当官の交代時に技術的知見（地域特有

の廃棄物管理問題/情報やその地域に見

合った適切な廃棄物収集及び投棄方法

等）の引継が行われず、ナレッジプロダ

クトフローの切断や無形情報の喪失が起

こっている。

2010 年のセクター別 GHG インベントリ報告

書では、廃棄物部門より 4.996 Mt-CO2e が排

出されており、その内 9割以上がメタンガス

として放出されていることから左記の課題

を解決することで以下のとおり課題が解消

され、GHG 排出削減に繋がる事から、イン

パクトは非常に大きいと考えられる。

廃棄物管理担当官及び技術的知見の充足に

より、10 年固形廃棄物管理計画の履行や改

善に繋がり、緩和策となる有機系廃棄物の

埋め立て回避や廃棄量の削減、埋め立て地

の好気的管理によるメタンガス発生量の抑

制に繋がることから、NDC 及びセクター政

策等へのインパクトは大きいと考える。

外務省の国別開発協力方針における重点分

野において、「包摂的な成長のための人間

の安全保障の確保」として廃棄物処理を含

む環境問題に対する脆弱性の克服及び生活

基盤の安定・強化を図ることを謳ってい

る。

JICA グローバルアジェンダ（課題別事業戦

略）の No.18 環境管理において、JICA ク
リーン・シティ・イニシアティブと題した

事業戦略を展開しており、そこで掲げる協

力方針のベースとなる取組みとして、「施

設や法制度の整備、社会の意識向上までを

担う人材を育成」を謳っており、特に人材

育成に重点を置いて支援を行っている。

また環境省の国際展開事業として、「アジ

ア・ゼロエミッション共同体構想等への貢

献」の元、「循環経済移行促進」の重点化

に「廃棄物処理・リサイクルに関する制

度・技術・人材育成の協力」を掲げてい

る。

廃棄物管理の知見を有する専門家派遣また

は課題別研修を行い、講習内容を冊子や

Web ツール等でまとめ、DENR から、地方

DENR、そして LGU の各専任官へナレッジ

プロダクトフローが行われることに注力す

る。またフローの細分化に際して、ローカ

ライズすることにも留意する。

廃棄物管理改善プログラム

技術的知見およびナレッジプロダクトフ

ロー構築推進プロジェクト

【課題別研修/専門家派遣】 
 DENR（中央/地方）により、LGU の廃棄

物管理担当官に対して技術的知見が共有

される。

 DENR（中央/地方）により、LGU の廃棄

物管理担当官とのナレッジプロダクトフ

ローが構築される。

 専門家により、DENR（中央/地方）の廃

棄物管理担当官および LGU の廃棄物管

理担当官に対して、ナレッジプロダクト

のローカライズ方法が提供される。

廃棄物管理に対する住民の低

い関心度

気候変動に係る国家枠組み戦略

【廃棄物分野の戦略的優先事項】

 エコロジカル固形廃棄物管理法(RA9003)
の実行強化

 廃棄物管理のベストプラクティスの推進

 気候変動への対処として、国民との対話

と行動変容を通じた適切な廃棄物管理の

強化

国家気候変動行動計画

 廃棄物発生源における分別、廃棄物の回

収、堆肥化、リサイクルの強化

 有毒な包装資材及び使い捨て目的の利用

規制

国家開発計画

 IEC（情報・教育・コミュニケーショ

ン）活動を通じた LGU による効果的な廃

棄物管理

 住民による適切な廃棄物処理

 DENR は毎年 1 月をごみゼロ月間とし、

消費者製品の生産と使用において「循環

型経済」を推進し、発生する廃棄物の量

と有害性を減らすための提唱キャンペー

ンを実施している。

 マニラ首都圏開発局（MMDA）では、コ

ミュニティのオーナシップに着目し、住

民の廃棄物管理に関する行動や慣習を変

えることを目的とした地域密着型廃棄物

管理プログラム（CBSWMP）を 42 箇所

のバランガイに対して実施している。

 RA9003 第 48 条では不分別の廃棄物収集

を禁止しており、それに従って LGU で

は条例を制定しているが、調査した 591
の LGU のうち、12%に当たる 71 の LGU
で廃棄物の分別に関する条例が未制定で

あった。

 JICAの草の根技術協力（地域活性化特別

枠）事業の元、北九州市が中心となり

2017 年よりダバオ市に対して一般廃棄物

処理システム構築プロジェクトを実施中

である。

 UNDPが 2021年にケソン市で実施した資

源ごみの電子現金化事業。同事業を通じ

て適正な廃棄物管理、住民の廃棄および

リサイクルに対する意識向上が期待され

コミュニティ／バランガイ／LGU レベルの

環境教育や啓発活動を通じた地域の分別率

やリサイクル率および廃棄物転用率の向上

が、廃棄物管理の改善に繋がり、それらが

緩和策となる有機系廃棄物の埋め立て回避

や廃棄量の削減、埋め立て地の好気的管理

によるメタンガス発生量の抑制に繋がるこ

とから、NDC およびセクター政策等へのイ

ンパクトは大きいと考える。

外務省の国別開発協力方針における重点分

野において、「包摂的な成長のための人間

の安全保障の確保」として廃棄物処理を含

む環境問題に対する脆弱性の克服および生

活基盤の安定・強化を図ることを謳ってい

る。

JICA グローバルアジェンダ（課題別事業戦

略）の No.18 環境管理において、JICA ク
リーン・シティ・イニシアティブと題した

事業戦略を展開しており、廃棄物管理改善

のステップの 1st stageとして公衆衛生の改善

を掲げ、住民参加型手法としてゴミの分別

や収集方法の改善を、3rd stage として 3R を

通じた循環型社会の構築を掲げ、市民啓発

活動の重要性を謳っている。

また過去の JICA 支援において、ダバオ市で

廃棄物管理向上支援プロジェクトを実施済

みであり、ごみ分別処理シートおよび事業

者啓発用冊子を作成し、ダバオ市内のバラ

ンガイで自主的活動ができるようワーク

ショップを開催する等、組織・実行力強化

に注力した事業経験もあることから、これ

らの知見も活用できる。

また、過去に派遣された 1,600 人以上の海外

協力隊員のうち、廃棄物隊員や環境教育隊

員により、日本の経験を生かして作成され

廃棄物管理改善プログラム

住民啓発および環境教育推進プロジェクト

【専門家派遣/海外協力隊】 
 DENR/LGU により、廃棄物の分別・3R

に重点を置いた管理政策が実施される。

 DENR/LGU により、地域住民を対象とし

た廃棄物管理、3Rに関するセミナーが実

施される。

 DENR/LGU により、地域児童を対象とし

た環境教育が実施される。
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課題

関連政策

（課題を解決することで実施が可能とな

る・促進される政策）

フィリピン国内での取組状況（ドナー支援

含む）および課題の原因

パリ協定・NDC 達成、 
セクター政策等へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に関連する

強化プログラム

（想定されるアウトプット）

る（事業結果および効果は評価中であり

未公表）。

 フィリピン会計監査委員会の調査では、

調査対象とした 591の LGUのうち、12%
に当たる 71 の LGU で条例が未制定で

あったが、2020 年の国会議員のプレスリ

リースでは、全国 7 割のバランガイで廃

棄物の分別収集を行っておらず、条例に

従っていないバランガイが多数存在す

る。

 フィリピン会計監査委員会の調査では住

民回答者の 88%が廃棄物の分別義務を承

知しているが、34%はバランガイや LGU
が実施する廃棄物管理啓発プログラムに

不参加であることから、分別義務は把握

しているものの、その必要性に理解のあ

る住民が少ない。

 課題の要因として、LGU における政策優

先度が低いため、住民やコミュニティの

行動変容が起こる程の廃棄物管理政策が

バランガイ/LGU によって実施されてい

ないことが挙げられる。

た英語やタガログ語の教材を利用した支援

が可能である。また公共サービスおよび教

育分野のため、収益性が見込みにくいこと

から民間連携は想定されないが、強化プロ

グラムの一環として日本の企業が有する廃

棄物処理・管理技術、分別等知見の共有は

可能である。

資源回収施設の全国的な不足

気候変動に係る国家枠組み戦略

【廃棄物分野の戦略的優先事項】

 エコロジカル固形廃棄物管理法(RA9003)
の実行強化

 廃棄物管理のベストプラクティスの推進

国家気候変動行動計画

廃棄物発生源における分別、廃棄物の回

収、堆肥化、リサイクルの強化

国家開発計画

 住民による適切な廃棄物処理

 資源回収施設の設置等、廃棄物共同施設

の更なる適切運用のための LGU のクラス

ター化の促進

 DENR より、リサイクルやリユースが

可能な資源物（紙、段ボール、ガラ

ス、アルミニウム、ブリキ、プラス

チック容器等）を対象とした資源回収

施設設置のため、LGU/バランガイに対

して財政的援助を実施している。

 DENR の気候変動レジリエンス強化の

ための投資事業（資源回収施設の建

設）

 源回収施設が未設立のバランガイは全国

で 6 割に上る。これは資源回収施設用地

を確保できない、LGU より設立資金が付

与されないバランガイ等が存在するため

である。LGU より設立資金が付与されな

い理由として、DENR-EMB の補助金に

よる資金援助が限定的であり、設置後の

運営資金、土地利用、設置・運営手順に

関する技術的ノウハウの充足等の要件を

クリアした LGU/バランガイが優先的に

選定されるためである。

資源回収施設の設置により、混合廃棄物収

集の回避、不法投棄や最終処分場への廃棄

量の減少が見込まれ、処分場の延命に繋が

ることから、処分場におけるメタンガス発

生ポテンシャルの削減および繰り下げを通

じた GHG 排出削減、セクター政策への貢献

が大きい。

外務省の国別開発協力方針における重点分

野において、「包摂的な成長のための人間

の安全保障の確保」として廃棄物処理を含

む環境問題に対する脆弱性の克服および生

活基盤の安定・強化を図ることを謳ってい

る。

JICA グローバルアジェンダ（課題別事業戦

略）の No.18 環境管理において、JICA ク
リーン・シティ・イニシアティブと題した

事業戦略を展開しており、協力方針 1「ごみ

処理の仕組みを改善し、循環型社会へ」に

おいて「分別やリサイクルの導入で、ごみ

を減量化」を掲げている。

日本の LGU における分別やリサイクルに関

する条例制定およびその実施状況、住民に

よるごみの分別や回収状況等について、視

察や研修を行い、ごみの分別やリサイクル

がもたらす廃棄物の発生量、投棄量の削減

効果に加え、自治体負担となる廃棄物管理

費用削減効果について理解を深めてもら

う。

廃棄物管理改善プログラム

市民と行政の協働による適切な固形廃棄物

管理推進プロジェクト【課題別研修】

 本邦自治体/NGO/市民団体による廃棄

物収集、分別、リサイクル・リユース

に関する研修（運営管理状況を含む収

集処理施設の視察、広域管理（クラス

ター化）の事例紹介、技術提供、廃棄

物管理費用削減効果等）が実施され

る。

 分別に関する条例が未制定のLGUに関

する調査および条例制定・条例順守に

向けた検討

低い廃棄物転用率

気候変動に係る国家枠組み戦略

【廃棄物分野の戦略的優先事項】

 エコロジカル固形廃棄物管理法(RA9003)
の実行強化

 廃棄物管理のベストプラクティスの推進

国家気候変動行動計画

廃棄物発生源における分別、廃棄物の回

収、堆肥化、リサイクルの強化

国家開発計画

 廃棄物共同施設の更なる適切運用のため

の LGUのクラスター化の促進

 2001 年施行の RA9003 に準拠し、各

LGU は 10 年固形廃棄物管理計画で少

なくとも 25%の廃棄物転用率（通常は

埋立処分となる廃棄物量に対して、3R
を通じた活動により非廃棄物となる

率）の目標達成義務があるが、RA9003
の施行後 5年が経過する 2006年以降は

3 年毎に転用率目標値の更新が必要な

ため、国家開発計画では、2022 年の目

標値を 80%と掲げていた。しかし実績

値が提出された州のLGUの平均転用率

は 46.6%と低迷しており、全国値は更

に低いと想定される。

廃棄物の分別/堆肥化、リサイクルが促進さ

れることで、緩和策となる有機系廃棄物の

埋め立て回避や廃棄量の削減によるメタン

ガス発生量の抑制に繋がることから、NDC
およびセクター政策等へのインパクトは大

きいと考える。

外務省の国別開発協力方針における重点分

野において、「包摂的な成長のための人間

の安全保障の確保」として廃棄物処理を含

む環境問題に対する脆弱性の克服および生

活基盤の安定・強化を図ることを謳ってい

る。

JICA グローバルアジェンダ（課題別事業戦

略）の No.18 環境管理において、JICA ク
リーン・シティ・イニシアティブと題した

事業戦略を展開しており、協力方針 1 とし

て、「ごみ処理の仕組みを改善し、循環型

社会へ」を掲げ、環境負荷の低減・汚染防

廃棄物中間処理能力改善プログラム

【課題別研修/専門家派遣】 
 専門家/本邦企業による LGU 担当者への

廃棄物分別/堆肥化および市場形成の可

能性検討、リサイクルに関する研修（運

営管理状況を含む施設の視察、広域管理

（クラスター化）の事例紹介、技術提供

等）が実施される。

【技術協力プロジェクト/準備調査】 
 専門家/本邦企業による LGU 担当者への

廃棄物分別/堆肥化および市場形成の可

能性検討、リサイクルに関する研修（運
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課題

関連政策

（課題を解決することで実施が可能とな

る・促進される政策）

フィリピン国内での取組状況（ドナー支援

含む）および課題の原因

パリ協定・NDC 達成、 
セクター政策等へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に関連する

強化プログラム

（想定されるアウトプット）

 DENR の NDC 政策措置（PaMs）（有

機系廃棄物のコンポスト化）

 DENR が省令で「廃棄物発電ガイドラ

イン」を施行。ダバオ市で廃棄物発電

事業計画が推進

 JICA では先行/先進技術を通じた廃棄

物転用を含む廃棄物適正管理能力強化

事業をケソン市、セブ市、ダバオ市で

実施し、世界銀行もメタン回収事業を

実施している。アジア開発銀行でも

2019 年に廃棄物転用を通じた廃棄物付

加価値事業を実施している。

 レガスピ市において、持続可能な生分

解性廃棄物堆肥化システムの案件化調

査及び普及・実証事業が JICA事業とし

て実施されている。

 家開発計画 (2017-2022) で定めた目標廃棄

物転用率（ 2022 年に 80% ）に未達

（46.6%）であった。これは LGU 内にお

ける財政及び技術不足の問題もあるが、

LGU 内の廃棄物管理全般に対する施策優

先度が低いことも要因の一つとして挙げ

られる。

 廃棄物発電施設導入までの高いハードル

がある。これは評価、施工、運営、閉鎖

に至るまでの計画書の提出や各種認証取

得が必要となること、廃棄物燃焼に対す

る近隣住民や NGO からの反対運動、立

地や周辺の土地利用形態といった環境社

会配慮問題が起こっていること、また知

事や市長の事業に対する姿勢、最大 9 年

となる任期の制限、選挙のタイミングと

いった政治的問題が主な要因である。

止を目的とした分別やリサイクルの導入に

よるごみの減量化を謳っている。

また環境省の国際展開事業として、「アジ

ア・ゼロエミッション共同体構想等への貢

献」の元、「循環経済移行促進事業」の一

部である「循環産業国際展開および国際資

源循環構築等基盤整備事業」において、

ASEAN の途上国に対し、我が国の廃棄物処

理・リサイクル等に係る制度・技術・経験

をベースに、制度・技術・人材育成等を

パッケージで支援し、適切な廃棄物管理や

循環インフラ整備につなげ、我が国循環産

業の国際展開の推進を謳っている。

廃棄物分別および堆肥化の分野において

は、既にダバオ市やレガスピ市において本

邦企業の堆肥化技術を用いた事業実績のあ

る現地企業が存在することから、民間技術

および経験（技術の応用、ローカライズ

化）を生かして別の地域の自治体支援を行

うことが可能である。小規模であれば課題

別研修/専門家派遣が可能であるが、大規模

の場合は設計や機材調達、環境社会配慮等

の複数の専門家が必要となるため、技術協

力プロジェクト/準備調査が望ましい。 

営管理状況を含む施設の視察、広域管理

（クラスター化）の事例紹介、施設建

設、技術提供等）が実施される。

 法体系を含む廃棄物発電施設の導入可能

性検討

 選定された対象地域において、広域管理

（クラスター化）の検討を含む廃棄物分

別/堆肥化および市場形成の可能性検

討、リサイクルに関するパイロット事業

が実施される。

 他の地域への普及・拡大方法が検討され

る。

衛生型埋立処分場の全国的な

不足

気候変動に係る国家枠組み戦略

【廃棄物分野の戦略的優先事項】

 エコロジカル固形廃棄物管理法(RA9003)
の実行強化

 廃棄物管理のベストプラクティスの推進

国家気候変動行動計画

オープンダンピングサイトの閉鎖

国家開発計画

 衛生埋立処分場の設置等、廃棄物共同施

設の更なる適切運用のためのLGUのクラ

スター化の促進

 DENRは 2021年 5月にオープンダンピン

グサイトの閉鎖を宣言した。

 DENR の NDC 政策措置（PaMs）および

気候変動レジリエンス強化のための投資

事業（有機系廃棄物管理システムの開

発、衛生型埋立処分場の立地適正調査お

よび建設、固形廃棄物管理マスタープラ

ンの開発、処分場におけるメタン・フレ

アリング、衛生埋立地からのメタン回

収、環境効率の高い覆土の利用）

 2020 年代に入ってからは民間主導の廃棄

物処理施設建設事業が行われている。

（2023、廃棄物処理施設拡充事業：セブ

市、香港上海銀行)（2023、統合型廃棄

物処理施設建設事業：ラプラプ市、フィ

リピン開発銀行)
 オープンダンピングサイトの閉鎖宣言に

従った LGU の中には代替地を用意でき

ず、結果として実質的な管理がオープン

ダンピングサイトと同等となる残渣廃棄

物封鎖エリアの設置を行った LGU もあ

り、抜本的な解決策に至っておらず、

GHGの排出削減に繋がっていない。これ

衛生埋立処分場（SLF）の設置により残渣廃

棄物封鎖エリア（RCA）の代替利用が解消

されれば、メタンガス潜在量も削減される

ため、NDC 達成へ大きく貢献する。また課

題解決により、LGU が作成する 10 年固形廃

棄物管理計画の実行が実現され、エコロジ

カル固形廃棄物管理法(RA9003)の実行強化

や廃棄物管理のベストプラクティスの推進

を掲げる気候変動に係る国家枠組み戦略、

オープンダンピングサイトの閉鎖を掲げる

国家気候変動行動計画等のセクター政策へ

のインパクトも大きい。

外務省の国別開発協力方針における重点分

野において、「包摂的な成長のための人間

の安全保障の確保」として廃棄物処理を含

む環境問題に対する脆弱性の克服および生

活基盤の安定・強化を図ることを謳ってい

る。

JICA グローバルアジェンダ（課題別事業戦

略）の No.18 環境管理において、JICA ク
リーン・シティ・イニシアティブと題した

事業戦略を展開しており、廃棄物管理改善

のステップの 1st stageとして公衆衛生の改善

を掲げ、最終処分場の改善（オープンダン

ピングから衛生埋立へ）を謳っている。

また環境省も我が国循環産業の国際展開の

推進に加え、国際メタン等排出削減拠出金

事業として、メタン等の排出削減技術等の

導入による途上国の都市衛生環境分野（廃

棄物他）のメタンの排出削減支援を謳って

いる。

既に複数の開発途上国で実績のある福岡方

式の導入が可能である。ただし課題に記載

した通り、LGU の財政や技術不足、設置基

最終処分場能力改善プログラム

【課題別研修/専門家派遣】 
 専門家/自治体/本邦企業による技術およ

び情報提供（視察や講義を通じた処分場

運営管理方法、広域管理（クラスター

化）の事例紹介、廃棄物収集管理手法

等）が実施される。

 衛生埋立処分場設置基準の改善余地検討

【技術協力プロジェクト/準備調査】 
 専門家/自治体/本邦企業による技術およ

び情報提供（視察や講義を通じた処分場

運営管理方法、広域管理（クラスター

化）の事例紹介、廃棄物収集管理手法

等）が実施される。

 DENRによるLGUへの最終処分場管理研

修が実施される。

 選定された対象地域において、広域管理

（クラスター化）の検討を含むパイロッ

ト事業が実施される。

 他の地域への普及・拡大方法が検討され

る。
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課題

関連政策

（課題を解決することで実施が可能とな

る・促進される政策）

フィリピン国内での取組状況（ドナー支援

含む）および課題の原因

パリ協定・NDC 達成、 
セクター政策等へのインパクト

日本支援の方向性

可能な支援の在り方

当該課題に関連する

強化プログラム

（想定されるアウトプット）

は LGU 内における財政難や廃棄物管理

担当官の交代時の技術不承継の問題もあ

るが、現状の衛生埋立処分場設置基準で

は、条件を満たせない土地制限や地質制

限（石灰岩）のある LGU（例：島嶼地

方、急峻地、保護区）が数多く存在する

ことも要因の一つとして挙げられる。

準の未達条件等を考慮し、ローカライズさ

れた仕様を用いる必要がある。

また小規模であれば課題別研修/専門家派遣

が可能であるが、大規模の場合は設計や機

材調達、環境社会配慮等の複数の専門家が

必要となるため、技術協力プロジェクト/準
備調査が望ましい。

排水管理 

LGU お よ び 地 方 水 道 区

（LWD）における下水道およ

び腐敗槽汚泥管理事業実施の

ための能力および資金不足

NCCAP 
 高度都市の水質改善のための集中型排

水処理システムの研究・採用

 水質浄化法及び国家下水道・腐敗槽汚

泥管理計画の実施の際のギャップ及び

ニーズ評価

国 家 下 水 道 ・ 腐 敗 槽 汚 泥 管 理 計 画

（NSSMP） 
 2020 年までに全ての LGU が浄化槽管

理システムを開発し、17 の高度都市が

下水道システムの開発をする。

 2020 年までに約 4,360 万人が浄化槽処

理施設を利用出来るようになり、約

320 万人が下水処理施設を利用できる

ようになる。

 2020年までに 263億 PHPが衛生改善プ

ロジェクトに投資される。

 2020 年までに、下水道および浄化槽管理

プロジェクトの結果、年間約 3億 4,600万
kgの BODが環境から転換される。

 DPWH の負担による実現可能性調査の

実施やコンサルティングサービスを通

じて、16の LGUが NSSMPに基づく国

家補助金申請手続きを行っている。

 NEDAの補助金を利用した LWUAによ

る実現可能性調査を第 2級以下の 15の
地方都市で実施。

 DENR の NDC 政策措置（PaMs）及び

気候変動レジリエンス強化のための投

資事業（マニラ湾域外の都市における

浄化槽及び下水処理施設の拡充、排水

処理施設の建設）

 バギオ市において下水インフラ設備に

かかる案件化調査が、カガヤン・デ・

オロ市において汚水処理改善技術導入

案件化調査が、それそれ JICA事業とし

て実施されている。

 NSSMP の対象外となる第 2 級以下の

1,163 の LGU は政策の優先度が低い傾

向にあり、下水/排水分野に係るマス

タープランや下水道システム及び排水

処理施設の設計基準や仕様書等の不在

に繋がっている。

 予算管理省（DBM）の予算承認におい

て、マニラやセブ等の都市圏やマニラ湾

の水質改善に影響を与える LGU/LWD に

優先傾向があり、それ以外の LGU/LWD
に許可が下りにくい状態にある。

2010 年のセクター別 GHG インベントリ報告

書では、排水処理セクターから 10.56 Mt-
CO2e が排出されており、その内 9 割以上で

メタンガスの排出となっている。

メタンガスは家庭や商業施設に設置された

排水処理のための腐敗槽や嫌気池（安定化

池）等が嫌気状態となることで発生するこ

とから、腐敗槽の水質改善を行うことでメ

タンガス発生潜在量の削減が期待されるた

め、課題解決によるインパクト及び NDC へ

の貢献度は大きいと考えられる。 

またセクター政策であるNMMSPで掲げる下

記 4 つの目標に貢献する。目標年次は 2020
年であるが、目標達成が遅れており数年以

内に NMMSPの改訂が予定されている。 
 目標 1：2020年までに全ての LGUが浄

化槽管理システムを開発し、17 の高度

都市化都市（HUC）が下水道システム

を開発する。

 目標 2：2020年までに約 4,360万人が浄

化槽処理施設を利用できるようにな

り、約 320 万人が下水処理施設を利用

できるようになる。

 目標 3：2020 年までに 263 億 PHP が衛

生改善プロジェクトに投資される。

 目標 4：2020 年までに、下水道および浄

化槽管理プロジェクトの結果、年間約 3
億 4,600 万 kg の BOD が環境から転用さ

れる。

外務省の国別開発協力方針における重点分

野において、「包摂的な成長のための人間

の安全保障の確保」として上下水を含む環

境問題に対する脆弱性の克服および生活基

盤の安定・強化を図ることを謳っている。

JICA グローバルアジェンダ（課題別事業戦

略）の No.18 環境管理において、JICA ク
リーン・シティ・イニシアティブと題した

事業戦略を展開しており、協力方針 2 とし

て、「環境規制や汚染防止策で、健全な

水・大気・土壌環境を」を掲げ、汚水

処理施設の整備・運営には、持続可能な運

営体制と長期にわたる大規模な投資が欠か

せないことを謳っている。

また環境省もメタン等の排出削減技術等の

導入による途上国の都市衛生環境分野（水

質汚染他）のメタンの排出削減支援を謳っ

ている。

JICA 事業として、下水道整備のためのマス

タープラン策定事業（ダバオ市）の実施経

験もあり、他の自治体への支援（技術の応

用、ローカライズ化）は可能である。また

排水処理技術（浄化槽/分散型汚水処理）に

ついても、既にバギオ市等で事業実績のあ

る本邦企業が存在するため、別の自治体へ

の支援が可能。小規模であれば課題別研修/
専門家派遣も可能であるが、大規模の場合

は設計や機材調達、環境社会配慮等の複数

の専門家が必要となるため、技術協力プロ

ジェクト/準備調査が望ましい。 

排水処理（施設）改善プログラム

【課題別研修/専門家派遣】 
 専門家/本邦企業による LWUA、LGU、

LWD の各担当者への分散型および集中

型排水処理システム、浄化槽処理に関す

る研修（運営管理状況を含む施設の視

察、広域管理（クラスター化）の事例紹

介、マスタープランや設計仕様書、設計

基準の作成に係る技術提供等）が実施さ

れる。

【技術協力プロジェクト/準備調査】 
 専門家/本邦企業による LWUA、LGU、

LWD の各担当者への分散型および集中

型排水処理システム、浄化槽処理に関す

る研修（運営管理状況を含む施設の視

察、広域管理（クラスター化）の事例紹

介、マスタープランや設計仕様書、設計

基準の作成に係る技術提供等）が実施さ

れる。

 LWUA による LGU/LWD の各担当者への

分散型および集中型排水処理システム、

浄化槽処理に関する研修（施設の運営管

理、広域管理（クラスター化）の事例紹

介、マスタープランや設計仕様書、設計

基準の作成に係る技術提供等）が実施さ

れる。

 専門家/本邦企業による技術支援（施設

設計、施設建設、運営管理等の技術提

供）が実施される。

 選定された対象地域において、広域管理

（クラスター化）の検討を含むパイロッ

ト事業が実施される。

 他の地域への普及・拡大方法が検討され

る。

出典：調査団
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2) 特定した課題の優先順位付け

表 3-13 課題の優先度（都市環境） 

課題 緊急度
緩和／適応 波及効果

インパクト緩和 適応

廃棄物

LGU における廃棄物

管理専任官の不足お

よび技術的知見・地

域情報の切断・喪失

High 
廃棄物担当官の専任割

合が低く、それが 10 年

固形廃棄物管理計画の

忠実な実行の妨げや、

廃棄物転用が低率で推

移する要因でもあるた

め。

✔

+++ 
廃棄物管理担当官および技術的知見の充

足が 10 年固形廃棄物管理計画の履行や改

善に繋がり、有機系廃棄物の埋め立て回

避や廃棄量の削減、埋め立て地の好気的

管理によるメタンガス発生量の抑制に繋

がるためインパクトが大きい。また対象

を全国の担当官とすることで波及効果も

大きくなる。

廃棄物管理に対する

住民の低い関心度

Med 
多くの LGU で廃棄物の

分別収集条例を制定し

ているが、7割のバラン

ガイで分別収集が未実

施。また多くの住民は

分別収集の義務を承知

しているが、その必要

性への理解が乏しい。

✔

++ 
環境教育や啓発活動を通じた地域の分別

率、リサイクル率、廃棄物転用率の向上

が廃棄物管理の改善に繋がり、有機系廃

棄物の埋め立て回避や廃棄量の削減、埋

め立て地の好気的管理によるメタンガス

発生量の抑制に繋がるためインパクトが

大きい。ただし実践・実技を含めた講習

はバランガイごとの開催が望ましいた

め、段階的な波及効果の拡大となる。

資源回収施設の全国

的な不足

High 
国家開発計画における

2022 年の目標廃棄物転

用率（60%）に未達状

態（40.5%）のため。 

✔

++ 
資源回収施設の設置により、混合廃棄物

収集の回避、不法投棄や最終処分場への

廃棄量の減少が見込まれ、処分場の延

命、処分場のメタンガス発生ポテンシャ

ルの削減等に繋がるためインパクトは大

きい。ただし資源回収施設の導入は LGU
毎（クラスターLGU を含む）となるた

め、全国的な波及効果を得るには時間が

掛かる。

低い廃棄物転用率

High 
国家開発計画における

2022 年の目標廃棄物転

用率（80%）に未達状

態（46.6%）のため。 

✔

++ 
廃棄物の分別/堆肥化、リサイクルが促進

されることで、有機系廃棄物の埋め立て

回避や廃棄量の削減によるメタンガス発

生量の抑制に繋がるためインパクトは大

きい。ただし分別/堆肥化、リサイクル等

の設備導入はLGU毎（クラスターLGUを

含む）となるため、全国的な波及効果を

得るには時間が掛かる。

衛生型埋立処分場の

全国的な不足

High 
衛生埋立処分場にアク

セスできる LGU が 35%
（2022 年）のみあるた

め。

✔✔✔

+++ 
衛生埋立処分場の設置により、残渣廃棄

物封鎖エリアの代替利用の解消によりメ

タンガス潜在量の削減が期待されインパ

クトは大きい。ただし衛生埋立処分場の

設置はLGU毎（クラスターLGUを含む）

となるため、全国的な波及効果を得るに

は時間が掛かる。

排水管理

LGU および地方水道

区（LWD）における
High ✔✔ +++ 
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課題 緊急度
緩和／適応 波及効果

インパクト緩和 適応

下水道および腐敗槽

汚泥管理事業実施の

ための能力および資

金不足

NSSMP において、2020
年までに全 LGU が浄化

槽管理システムの開発

の実現を掲げている

が、未達状態にあるた

め。

メタンガスは家庭や商業施設に設置され

た排水処理のための腐敗槽や嫌気池等が

嫌気状態となり発生するため、腐敗槽や

下水道の水質（悪臭、健康被害含む）改

善を行うことでメタンガス発生潜在量の

削減が期待され、インパクトは大きい。

ただし腐敗槽や下水道の設置は LGU 毎

（クラスターLGU を含む）となるため、

全国的な波及効果を得るには時間が掛か

る。
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3.1.2 重点セクターにおける強化プログラムの検討

本項では、各重点セクターで特定された課題の詳細分析結果をもとに、フィリピン政府が目指

す気候変動に対応する将来像の実現に向けて、フィリピン政府が実施すべき強化プログラムの検

討結果を報告する。

強化プログラムは、課題の緊急性やフィリピン国内外の気候変動政策の方向性を踏まえ、短

期・中長期プロジェクトで構成される。

(1) パリ協定実施促進

1) 強化プログラム概要

パリ協定実施促進に関する強化プログラムとして、以下に示す 4 件を策定した。 

表 3-14 強化プログラムの候補（パリ協定実施促進） 

短期 中⻑期

P-1 透明性枠組み確
立および対応能力強化

プログラム

P-2 地方政府の温室
効果ガス排出削減活動

強化プログラム

P-3 炭素取引スキーム
確立促進プログラム

P-4 気候変動への強
靭性向上促進プログラ

ム

強化プログラム

プロジェクト

P-2-1 

P-4-2

P-2-2 

P-1-2 

P-1-3 

P-2-3 

P-3-1

気候変動対策の透明性枠組み確立および対応能力強化プロジェクト

気候変動分野の専門家派遣

P-1-1 

気候変動に係る人材および組織能力向上支援プロジェクト

地方自治体のLCCAP更新・実施強化に向けた能力強化支援プロジェクト地方政府のGHGインベントリ開発及び緩和行動計画立案・更新能力強化プロジェクト

炭素取引フレームワーク構築支援プロジェクト

地方における低炭素技術促進のためのパイロッ
ト・プロジェクト実施に対する資金提供

気候資金を活用した適応プロジェクト開発支援プロジェクト

GCF資金を活用した適応プロジェクト支援

国家適応計画の実施とそのM&Eのための支援プロジェクト

PSFを活用した適応プロジェクト開発促進支援プロジェクト

P-4-1 P-4-3

P-4-4

P-3-2
炭素取引制度の構築および市場設立支援プロジェクト
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P-1 透明性枠組み確立および対応能力強化プログラム

目的

CCC の組織力・能力強化および気候変動に関連するデータ収集・整備や、気候変動対策の実施状況の

MRVおよび M&E体制の構築支援、対応能力強化を促進することで、フィリピン国としての気候変動対

策に係る透明性枠組みの確立を支援するとともに関係者の対応能力向上を実現し、フィリピン国のパリ

協定実施へ貢献する。

波及

効果

策定・提出が遅れている GHGインベントリ、NC、BTRなどの公式文書の作成が円滑に実施され、国連

等への提出が促進される。気候変動対策（緩和、適応）の実施状況のモニタリングおよび評価が実施さ

れることで透明性が確保され、パリ協定への適合が進展する。

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期

P-1-1 気候変動分野の専門家派遣 専門家派遣 UN への提出文書未提出。

CCC と関係省庁との間の

連携・調整等の円滑化

短期

P-1-2 気候変動に係る人材および組織能力向

上支援プロジェクト

課題別研修 CCC 職員（新規および既

存）の気候変動関連の知見

や知識の向上

短期

P-1-3 気候変動対策の透明性枠組み確立およ

び対応能力強化プロジェクト

技術協力プロ

ジェクト

気候変動対策に係る透明性

確保のための制度や体制構

築の改善

短期/中期 

P-1-1 気候変動分野の専門家派遣

強化プログラム名（仮称） 透明性枠組み確立および対応能力強化プログラム

想定される JICA スキーム 専門家派遣

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

UN 等に提出が必要な文書類（NC、BUR、BTR など）が適切なタイミングで提出

されるのが望ましい

関係省庁との連携・調整等の円滑化

PSF 提案書の審査におけるレビュー能力の向上が必要 
プロジェクト概要

上位目標

CCC の能力が強化されることにより、気候変動対策（緩和・適応）実施が促進さ

れ、フィリピン国の脱炭素および強靭化が進展する

目的・アウトカム

CCC の組織能力が強化され気候変動対策実施に係る透明性が確保される 
UN 等に提出すべき文書類の整備に必要なルールや手順が整備される 
CCC と関係省庁との連携が円滑化する 
PSF 提案書のレビュー体制が構築、強化される 

アウトプット

CCC の組織能力評価結果、技術支援ニーズ調査結果、および組織能力向上プログ

ラム案の整備

BTR や NC など必要文書策定に関するガイドラインの制定

CCC と関係省庁間の連絡調整マニュアル整備、体制構築

PSF 提案書のレビューガイドブック整備、レビューグループの整備

協力期間 約 2 年 
想定される C/P 機関 CCC 
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P-1-2 気候変動に係る人材および組織能力向上支援プロジェクト 
強化プログラム名（仮称） 透明性枠組み確立および対応能力強化プログラム 
想定される JICA スキーム 課題別研修 
背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題） 

気候変動対策にかかわる透明性確保のための制度や体制が構築される必要性があ

る 

プロジェクト概要 
上位目標 

フィリピン国における気候変動政策立案および推進力が向上し、フィリピン国の

脱炭素および強靭化が進展する 

目的・アウトカム 

フィリピン国内の CCC および関係機関による気候変動対策（緩和および適応）に

関する取組みの透明性確保に必要な制度や体制が構築され、正式に制度化され

る。また、これに関連してフィリピン国内の CCET 制度について、予算の執行状

況との連携や外部からの資金支援のトラッキング制度構築支援を行う。 
透明性確保に関する理解が進み、MRV や M&E などの手順などが明確化・制度化

される。 
あわせて、CCC 職員が自前で持続的に職員に対して透明性に関する教育等を継続

的に行えるよう教材の開発を行う 

アウトプット 

専門家派遣により策定された組織能力向上プログラム案の実施を通じた透明性確

保に関する政策・ガイドラインのドラフト策定および正式な制度化に向けた取組

み実施 
GHG インベントリ策定に必要なデータ整備に関するガイドラインや基準の整備・

制度化に向けた取組み実施 
緩和策や適応策の MRV、M&E に関するガイドライン、手引きの策定および実施

体制の構築および制度化に向けた取組み実施 
CCET 制度の強化（予算執行状況や外部からの資金との連携によるトラッキング

制度整備） 
CCC 職員に対して持続的に教育を行うための研修教材開発 

協力期間 約 3 年 
想定される C/P 機関 CCC 

 

P-1-3 気候変動関連の透明性枠組み確立および対応能力向上支援プロジェクト 
強化プログラム名（仮称） 透明性枠組み確立および対応能力強化プログラム 
想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト 
背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題） 

気候変動対策にかかわる透明性確保のための制度や体制構築が遅れている 

プロジェクト概要 
上位目標 

フィリピン国における気候変動政策立案および推進力が向上し、フィリピン国の

脱炭素および強靭化が進展する 

目的・アウトカム 

フィリピン国内の CCC および関係機関による気候変動対策（緩和および適応）に

関する取組みの透明性確保に必要な制度や体制が構築される。また、これに関連

してフィリピン国内の CCET 制度について、予算の執行状況との連携や外部から

の資金支援のトラッキング制度構築支援を行う。 
透明性確保に関する理解が進み、MRV や M&E などの手順などが明確化される 
あわせて、CCC 職員が自前で持続的に職員に対して透明性に関する教育等を行え

るようになる教材の開発を行う 

アウトプット 

緩和策や適応策の MRV、M&E に関するガイドライン、手引きの策定および実施

体制の構築 
CCET 制度の強化（予算執行状況や外部からの資金との連携によるトラッキング

制度整備） 
CCC と関連省庁間での透明性確保に係る取り決め・ルール等の整備 
CCC 職員に対して持続的に教育を行うための研修教材 

協力期間 約 3 年 
想定される C/P 機関 CCC 
他の関係機関 DOF、DBM、DENR、DA、DOTr、DOE など 
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（当該プログラムの選定理由）

P-1 透明性枠組み確立および対応能力強化プログラム

パリ協定・NDC 達成支援貢

献度

- パリ協定等に関する文書類の策定提出促進

- パリ協定実施において対応が求められている透明性枠組み確立

- 透明性枠組みのもとでの気候変動対策（緩和、適応）の実施促進とそれに基づ

いた UN 等への報告実施促進

セクター政策との整合性

- Climate Change Act でフィリピン国唯一の気候変動の政策策定機関と位置付けら

れている CCC の能力強化は、セクターの政策目標等の達成に必須

- パリ協定実施において透明性確保は重要な要素

緊急性

パリ協定等で策定・提出が求められている文書類の作成・提出を進める必要があ

る。そのためには、これら文書等を作成するために必要となる情報やデータが、

CCC に対して各関係機関から迅速かつ的確に提出される必要があるため、緊急性

は高い。

他ドナーの支援状況 他ドナーとの重複はない。

DAC 6 項目 

妥当性：CCC 側に不足している人員・能力を補完するものでありニーズに合致し

妥当性は高い

整合性：パリ協定適合や国の気候変動対策促進政策と整合する

有効性：今後検証が必要

インパクト：高い。フィリピン国のパリ協定実施に大きく貢献

効率性：低い（人材育成には時間がかかるため）

持続性：専門家派遣期間中に、CCC の組織能力・人材能力維持の基盤を形成する

ことで持続性を確保する必要あり

日本政府・JICA 政策との

整合性

本協力で、パリ協定・NDC 実施に向けた CCC の人材・組織能力強化を図り、もっ

て気候変動の緩和に貢献するものであり、JICA のグローバル・アジェンダ No.16
の気候変動対策における「パリ協定の実施促進」クラスターでの「2030 年まで

に、気候変動対策の各種計画策定／更新および実施の支援国数」「人材育成」、の

達成に資する。

社会的弱者・ジェンダー CCC に派遣する専門家、研修生の男女構成についてジェンダー配慮を行う 

P-2 地方政府の GHG 排出削減活動強化プログラム 

目的

LGU による GHG インベントリ作成能力の向上、GHG インベントリに基づいた適切な緩和行動の選定

や GHG 排出削減量の算定能力向上を行い、それを通じて LCCAP に位置づけられている緩和行動の目

標や活動内容の見直しを促進する。

波及

効果

地方の GHG 排出量を把握することで、より適切な緩和行動の選定やその実施が促進され、地方におけ

る GHG 排出量の削減につながり、もってフィリピン国全体の GHG 排出量の削減となり NDC 達成に貢

献する。LCCAPの実効性を高め、適応活動に傾斜しがちな現状のLCCAPの内容拡充（緩和活動の充実

化）にも貢献する。

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期

P-2-1 地方政府の GHG インベントリ開発およ

び緩和行動計画立案・更新能力強化プ

ロジェクト

技術協力プロ

ジェクト

LGU の GHG インベント

リ開発能力不足、適切な

緩和行動の選定能力強化

の必要性

短期

P-2-2 地方政府の LCCAP更新・実施強化に向

けた能力向上支援プロジェクト

技術協力プロ

ジェクト

LGU の LCCAP 更新およ

び実施能力の強化

中期

P-2-3 地方における低炭素技術促進のための

パイロットプロジェクト実施に対する

資金支援

無償資金、有

償、JCM 
脱炭素化技術の実証、普

及展開

中長期
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P-2-1 LGU の GHG インベントリ作成および緩和行動計画検討能力強化プロジェクト 
強化プログラム名（仮称） 地方政府の GHG 排出削減活動強化プログラム 
想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト 

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題） 

LGU 等による GHG インベントリの作成を促進する必要がある 
GHG インベントリを作成し、LCCAP における効果的な緩和行動の特定、見直し

等の作業の効率化・効果的化 
LGU 職員にとっても使いやすいツール開発 

プロジェクト概要 
上位目標 

LGU の GHG インベントリが整備され、最適な緩和行動が選択されることにより

フィリピン国全体の脱炭素化および強靭化が進展する 

目的・アウトカム 

関連するツールのユーザーインタフェースが改善される 
CCC の能力開発プログラムにおいて、学習モデルが強化され展開されることで、

受講者が増え、トレーナーの養成も進む 
地方のGHGインベントリ策定が促進され、緩和行動を特定・策定するためのLGU
の能力が強化される 

アウトプット 

コミュニティレベルの GHG インベントリ、 事業体レベルの GHG インベントリ

ツール、コミュニティレベルの緩和行動の特定と選択ツールなどがマニュアル、

ラーニングモジュールとともに整備される。 
パイロット LGU の GHG インベントリが上記ツールを使って策定される 
ツールを用いて作成した GHG インベントリに基づき、パイロット LGU の緩和行

動が見直し、更新される 
パイロット LGU の地域気候変動行動計画の強化 
LGU の緩和行動を特定した年次投資プログラムの策定 

協力期間 約 3 年 
想定される C/P 機関 CCC 
他の関係機関 DILG, LGA 

 
P-2-2 地方政府の LCCAP 更新・実施強化に向けた能力向上支援プロジェクト 

強化プログラム名（仮称） 地方政府の GHG 排出削減活動強化プログラム 
想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト 
背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題） 

LGU の LCCAP の策定・更新において、適切な緩和策や適応策の選定、実施促進

の必要性がある。 

プロジェクト概要 
上位目標 

LGU の GHG インベントリが整備され、最適な緩和行動が選択されることにより

フィリピン国全体の脱炭素化および強靭化が進展する 

目的・アウトカム パイロット自治体として選定した自治体の LCCAPが更新され、最適な緩和策が選

定、実施計画が策定される 

アウトプット パイロット自治体の LCCAP の更新 
適切な緩和策の実行計画 

協力期間 約 3 年 
想定される C/P 機関 CCC 
他の関係機関 DILG、LGA、パイロット自治体 
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P-2-3 低炭素技術促進のためのパイロットプロジェクト実施に対する資金支援 
強化プログラム名（仮称） 地方政府の GHG 排出削減活動強化プログラム 
想定される JICA スキーム 無償資金 

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題） 

CCC は、植林事業をパイロット活動として実施し他省庁に対して示すモデルプロ

ジェクトとしている。今後、森林以外の分野でのパイロット活動も志向してお

り、省エネ等の分野でも可能性がある。 
LGU においては、新しい技術・対策や緩和行動の効果などについて情報や知見の

強化、適切な緩和活動の検討促進の必要性がある。 
プロジェクト概要 

上位目標 
低炭素技術・対策の導入が促進され、同国の脱炭素化が促進される 

目的・アウトカム 
日本の低炭素型技術を活用したパイロット事業が実施される 
日本の低炭素型技術の効果、導入時に留意点などが共有され普及展開に向けた計

画等が策定される 

アウトプット パイロット事業の実施 
普及展開計画案 

協力期間 約 3 年 
想定される C/P 機関 CCC 
他の関係機関 DILG、パイロット事業実施 LGU  

 
（当該プログラムの選定理由） 

P-2 地方政府の GHG 削減活動強化プログラム 

パリ協定・NDC 達成支援貢

献度 

地方における GHG排出の透明性確保、GHG排出削減を促進することでフィリピン

国全体の GHG 排出削減につながるため NDC 達成への貢献度度は高く、パリ協定

適合にも貢献する 

セクター政策との整合性 

Climate Change Act で策定が義務付けられている LCCAP の策定およびその実施に貢

献する取組みであるので、整合性は高い。 
エネルギーや産業など他の分野における気候変動への緩和の推進は、パリ協定実

施・NDC 目標の達成に必須であり、関連セクター政策との整合性は高い 

緊急性 
GHG インベントリの策定や、それに基づいた緩和行動の見直し結果に基づいて、

実際の緩和行動が行われることになる。2030 年まで残り数年となった現時点で本

取組みの緊急性は高い。 
他ドナーの支援状況 他ドナーとの重複はない。 

DAC 6 項目 

妥当性：同国の気候変動緩和の推進を、地方でも実施していくことを支援するも

のであり妥当性は高い  
整合性：当該セクターの気候変動緩和に関する政策と合致し整合性は高い 
有効性：LGU における能力向上、確実な実施を担保する仕組みを検討した上で実

施する必要がある  
効率性：低い（地方における能力向上には時間がかかり効果が発現するまで時間

がかかる） 
持続性：LGU における能力や実施体制の維持を担保する仕組みを検討した上で実

施する必要がある 

日本政府・JICA 政策との

整合性 

地方における GHG 排出削減行動の促進につながり、緩和活動に資する本邦企業の

技術や取組を導入・展開する可能性もあり、日本政府の気候変動対策に合致す

る。 
パリ協定・NDC 実施に向けた LGU やコミュニティの能力強化を図り、もって気候

変動の緩和に貢献するものであり、JICA のグローバル・アジェンダ No.16 の気候

変動対策における「パリ協定の実施促進」クラスターでの「計画策定／実施支援

【緩和策】」「人材育成」、「コベネフィット型気候変動対策」クラスターでの GHG
の排出削減・吸収増進【緩和策】の達成に資する。 

社会的弱者・ジェンダー LGU およびコミュニティレベルにおける緩和行動の見直しと実施に際して、社会

的弱者や女性を取り込んだ形で検討を進めることが可能 
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P-3 炭素取引スキーム確立促進プログラム

目的

フィリピン国としての炭素取引に関するフレームワークや炭素取引に関するガイドラインなどを整備す

るとともに、炭素取引市場設立に向けた支援を通じて、フィリピン国内での炭素取引制度を確立す

る。

波及

効果

炭素取引に関する国としての方向性を示すことで、他のセクターで検討が進んでいるカーボンクレジッ

ト活用に向けた取組みについて統一性を持って進めることができるようになるとともに、フィリピン

国への炭素取引制度導入促進により、GHG 排出削減に資する。

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期

P-3-1 炭素取引フレームワーク構築支援プロ

ジェクト

専門家派遣／技

術協力プロジェ

クト

炭素取引に関して国とし

て統一性の取れた取組み

促進の必要性

短期

P-3-2 炭素取引制度の構築および市場設立支

援プロジェクト

専門家派遣／技

術協力プロジェ

クト

炭素取引制度や炭素市場

整備の必要性

中期

P-3-1 炭素取引フレームワーク構築支援プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 炭素取引スキーム確立促進プログラム

想定される JICA スキーム 専門家派遣／技術協力プロジェクト

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

フィリピン国内では、森林分野など個別セクターにおいてカーボンクレジット活

用に向けた検討、取組みが進められているが、国レベルでの炭素取引のフレーム

ワークが構築されておらず、国として統一性の取れた取組みが必要となってい

る。

プロジェクト概要

上位目標

炭素取引のフレームワークが構築されカーボンクレジットの取引が推進されるこ

とで脱炭素化に向けた取組みが強化される

目的・アウトカム

フィリピン国としての炭素取引のフレームワークが構築され、各セクターで検討

が進んでいる炭素取引の仕組みと有機的に連携し、国としての炭素取引市場の創

設に向けた取組みが始まる

アウトプット
炭素取引フレームワークの確立

炭素取引市場の設立ロードマップの策定

協力期間 約 3 年 
想定される C/P 機関 CCC 
他の関係機関 DOF、DENR、DA、DOE、DTI、DOTr 

P-3-2 炭素取引制度の構築および市場設立支援プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 炭素取引スキーム確立促進プログラム

想定される JICA スキーム 専門家派遣／技術協力プロジェクト

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

フィリピン国内では、炭素取引制度や炭素取引市場整備が必要とされている。

プロジェクト概要

上位目標

炭素取引制度および炭素市場が整備されることで、フィリピン国内での炭素取引

が活性化し、もって、GHG 排出削減プロジェクトなどの取組みが促進され NDC
達成に貢献する

目的・アウトカム
炭素取引制度および炭素取引市場が整備され、フィリピン国内で炭素取引が開始

される。

アウトプット
炭素取引制度の整備（法律、ガイドライン等の整備）

国内炭素市場の設立

協力期間 約 3 年 
想定される C/P 機関 CCC 
他の関係機関 DOF、DENR、DA、DOE、DTI、DOTr 
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（当該プログラムの選定理由）

P-3 炭素取引スキーム確立促進プログラム

パリ協定・NDC 達成支援貢

献度

炭素取引が導入されることで、GHG 排出削減プロジェクトの実施インセンティブ

が生まれプロジェクト組成が促進、もってフィリピン国全体の GHG 排出削減につ

ながるため NDC 達成へ貢献する 

セクター政策との整合性

フィリピンでは気候変動対策として適切な炭素価格決定手段（CPI）を制定するた

めの研究を続けている。また、DOF は炭素取引を含めたカーボンプライシング導

入の研究を進めており、セクター政策と整合している。

緊急性

森林や農業等、他のセクターではセクター別の炭素クレジットの活用に関する検

討が進んでいる。その一方で、国としての方針が決まっていないため、統一性の

取れた形で検討が進められていないことから、緊急性は高い。

他ドナーの支援状況

WB が DOF に対してカーボンプライシングに関する支援を実施している 
UNDP が DENR に対して森林分野のカーボンクレジット制度検討の支援を実施 
ADB が DA に対して土壌による CO2 吸収クレジットを使った炭素取引検討を支援 

DAC 6 項目 

妥当性：炭素取引制度の効果は国際的に認められており妥当性は高い

整合性：当該セクターの気候変動緩和に関する政策と合致し整合性は高い

有効性： 要検討

効率性：中（法律、体制などの整備に時間はかかる）

持続性：炭素市場が立ち上がり持続的に運用されることで持続性はある

日本政府・JICA 政策との

整合性

日本がこれまでに実施してきた国内炭素取引制度の知見、経験を活用すること可

能である。また、JCM で検討しているダブルカウント防止の知見なども有効活用

可能。

パリ協定・NDC 実施に向けた LGU やコミュニティの能力強化を図り、もって気候

変動の緩和に貢献するものであり、JICA のグローバル・アジェンダ No.16 の気候

変動対策における「パリ協定の実施促進」クラスターでの「計画策定／実施支援

【緩和策】」「人材育成」、「コベネフィット型気候変動対策」クラスターでの GHG
の排出削減・吸収増進【緩和策】の達成に資する。

社会的弱者・ジェンダー - 

P-4 気候変動への強靭性向上促進プログラム

目的

気候変動への適応を促進する、国家適応計画に位置付けられている適応活動の実施およびその M&E
の支援、PSF の活用を促進することによる地方における適応行動の強化、さらにはより大型もしくは

広範囲における適応行動の実施に向けた気候資金の活用に向けた支援を通じて、フィリピン国の気候

変動への強靭化を支援する。

波及

効果

NAP や LCCAP に位置づけられる適応行動の促進につながり、現在起こっている気候変動影響を緩和

することができるとともに、今後起こり得る気候変動影響に対する備えを進め、人命および資産を守

ることに貢献可能

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期

P-4-1 国家適応計画の実施とその M&E のた

めの支援プロジェクト

専門家派遣／技

術協力プロジェ

クト

2023年12月に公開された

NAP に位置づけられてい

る適応行動の確実な実施

とモニタリング・評価の

知見、経験強化の必要性

短期

P-4-2 地方政府等による PSFを活用した適応

プロジェクト開発の能力強化プロ

ジェクト

技術協力プロ

ジェクト

PSF への提案書の質の向

上

短期

P-4-3 地方政府による気候資金を活用した

気候変動適応プロジェクト組成支援

プロジェクト

技術協力プロ

ジェクト

気候資金へのアクセス方

法の習得

中期

P-4-4 GCF 資金を活用した適応プロジェク

ト

技術協力プロ

ジェクト

気候資金へのアクセス能

力強化

中期
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P-4-1 国家適応計画の実施とその M&E 促進支援プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 気候変動への強靭性向上促進プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

2023年末に公開予定の NAPについては、その計画に基づいた着実な実行が求めら

れる。また、透明性確保のための M＆E スキームの構築と実施も必要である。 

プロジェクト概要

上位目標

NAP に記された個々の適応活動が実施されることにより、気候変動への脆弱性の

克服に資する。また、M&E を実施することで透明性確保に貢献する 

目的・アウトカム

NAP に示される各種適応行動について、実施計画の立案や実施に必要となる資金

のアクセスなどについて実施主体が検討し選定、実行する体制が整う

M&E のガイドラインや手順書などが整備される 

アウトプット

NAP の各種適応行動から選定したパイロット活動に関して実施計画および実施に

必要となる資金アクセスなどが特定される

M&E のガイドライン、手順書 
協力期間 約 3 年 
想定される C/P 機関 CCC 
他の関係機関 関係省庁

P-4-2  PSF を活用した適応プロジェクト開発促進支援プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 気候変動への強靭性向上促進プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

PSF に提出される提案書について、現地と提案書の内容が大きく異なる、準備が

進んでいないなど、質の向上が必要である。

CCCおよび DOFが実施する提案書のレビューについて専門的な知識の強化必要で

ある

プロジェクト概要

上位目標

地方で実施される適応活動が PSF 実施により促進されることで、気候変動へ強靭

な地域、国家となる

目的・アウトカム

PSF 提案書の質の向上 
提案書のレビュー体制の構築、レビュー時のポイントなどがまとまる

より活用しやすい PSF スキームへの改良 

アウトプット

提案書作成に関するガイダンス、ヒント集の整備

レビュー時の実施ガイドライン、実施体制など確立

ファンド規模の拡大を見据えた対象スコープのレビュー（これまでの承認案件の

M&E 含む）、体制のレビューと改善の提案

協力期間 約 3 年 
想定される C/P 機関 CCC 
他の関係機関 DOF、DILG, LGUs、LGA 

P-4-3 気候資金を活用した適応プロジェクトの開発技術プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 気候変動への強靭性向上促進プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

フィリピン国は気候変動に対して脆弱であり、様々なセクター、地域において適

応策の実施が求められているが、適応策の実施には資金が必要

プロジェクト概要

上位目標

気候変動適応策の実施が促進され、同国の気候変動への強靭化が進展する

目的・アウトカム
GCF を活用した気候変動適応案件が組成され、GCF 案件として承認される 

アウトプット GCF へ提出する Funding proposal 
協力期間 約 3 年 
想定される C/P 機関 CCC 
他の関係機関 パイロット事業実施機関
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P-4-4 GCF 資金を活用した適応プロジェクト支援

強化プログラム名（仮称） 気候変動への強靭性向上促進プログラム

想定される JICA スキーム GCF 資金の活用 
背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

フィリピン国は気候変動に対して脆弱であり、様々なセクター、地域において適

応策の実施が求められているが、適応策の実施には資金が必要

プロジェクト概要

上位目標

気候変動適応策の実施が促進され、同国の気候変動への強靭化が進展する

目的・アウトカム 資金が不足しているセクターにおいて GCF 案件が実施される 
アウトプット 気候変動適応案件の実施

協力期間 約 5 年 
想定される C/P 機関 CCC 
他の関係機関 パイロット事業実施機関、JICA（AE 候補） 

（当該プログラムの選定理由）

P-4 気候変動への強靭性向上促進プログラム

パリ協定・NDC 達成支援

貢献度

気候変動適応行動を促進することで、気候変動に対する脆弱性を低減し人命・資産

等を守ることにつながり、もって NDC 達成に大きく貢献する 

セクター政策との整合性
気候変動への適応は、気候変動影響に対して非常に脆弱なフィリピン国にとって最

優先課題であり、当該セクターの各種政策との整合性は高い

緊急性
気候変動の影響はすでに様々な場所で発生しており、それへの対応は喫緊の課題で

あるため、緊急性は高い

他ドナーの支援状況
様々なドナー、MDB が防災、農業、生態系保全等の適応関連分野で支

援を提供している 

経済性
適応事業を実際におこなうには多くの費用が必要ではあるが、人命・資産を守る観

点からは必須の事業である

DAC 6 項目 

妥当性：気候変動への適応行動を惹起するための活動であり妥当性は高い

整合性：当該セクターの気候変動適応に関する政策と合致し整合性は高い

有効性：気候変動適応策の計画と実施に向けた取組みを推進するとともに、M&E の

仕組みを構築支援することで有効性を確保する

効率性：中（適応事業の実施効果が出るにはある程度の時間がかかる）

持続性：中長期の気候変動影響を考慮した適応策であるため持続性は高い

日本政府・JICA 政策との

整合性

気候変動への適応策については、防災分野をはじめ、水資源分野などにおいて日本

がこれまでに実施してきた活動や対策が有効である可能性が高く、日本の技術や対

策の移転にもつながり、日本政府の気候変動対策に合致する。

気候変動への適応策の支援に貢献するものであり、JICA のグローバル・アジェンダ

No.16 の気候変動対策における「パリ協定の実施促進」クラスターでの「2030 年ま

でに、気候変動対策の各種計画策定／更新および実施の支援国数」、「コベネフィッ

ト型気候変動対策」クラスターでの「2030 年までに、気候変動対策支援ツールを活

用し、コベネフィット型の対策を進める案件数」「2030年までに、適応策への貢献を

倍増」「裨益人口（3.8 億人）」の達成に資する。

社会的弱者・ジェンダー

気候変動適応策の推進は、社会的弱者・ジェンダー配慮のもとで実施していくこと

が必要である。本協力は、社会的弱者・ジェンダーに配慮した形で実施可能であ

り、これらに大きく貢献可能であるため
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2) 強化プログラムの評価

表 3-15 強化プログラムの評価（パリ協定実施促進） 

強化プログラム
気候変動インパクト

波及効果
日本の知見・技術の

活用可能性緩和 適応

P-1 透明性枠組み確立および対応能力強化プログラム

気候変動分野の専

門家派遣

CCC および関連

機関の気候変動

関連の理解・知

見の向上により

緩和行動が促進

されGHG排出量

の 削 減 に 資 す

る。また、透明

性 確 保 に よ り

GHG 排出削減効

果も高い信頼を

得る。

CCC および関連

機関の気候変動

関連の理解・知

見の向上により

適応行動が促進

され、人命・資

産などの脆弱性

が軽減し、気候

リスクを低減す

る。

策定・提出が遅れている

GHG イ ン ベ ン ト リ 、

NC、BUR や BTR などの

公式文書の作成が円滑に

実施され、国連等への提

出が促進される。気候変

動対策（緩和、適応）の

実施状況のモニタリング

および評価が実施される

ことで透明性が確保さ

れ、パリ協定への適合が

進展する。

日本の技術や政策など

を理解した専門家を派

遣することにより、日

本がこれまでに培って

きた知見等を共有可能

気候変動に係る人

材および組織能力

向上支援プロジェ

クト

日本の技術や政策など

の知見や情報を取り入

れた教材、現地視察、

日本の関係者とのネッ

トワーク構築などを通

じて、日本がこれまで

に培ってきた技術・知

見等を共有可能

気候変動対策の透

明性枠組み確立お

よび対応能力強化

プロジェクト

日本政府および JICA が

これまで他の開発途上

国で実施してきた技術

協力の成果などを活用

可能

P-2 地方政府の GHG 排出削減活動強化プログラム

地方政府の GHG
インベントリ開発

および緩和行動計

画立案・更新能力

強化プロジェクト

地方における緩

和行動促進によ

りGHG排出排出

削減が促進され

る

なし 地方にGHG排出量を把握

することで、より適切な

緩和行動の選定やその実

施が促進され、地方にお

けるGHG排出量の削減に

つながり、もってフィリ

ピン国全体のGHG排出量

の削減となりNDC達成に

貢献する

日本政府および JICA が

これまで他の開発途上

国で実施してきた技術

協力の成果などを活用

可能。緩和活動に資す

る本邦企業の技術や取

組が展開することも可

能

地 方 政 府 の

LCCAP 更新・実

施強化に向けた能

力向上支援プロ

ジェクト

地方における低炭

素技術促進のため

のパイロットプロ

ジェクト実施に対

する資金支援

パイロットプロ

ジェクトによる

GHG 排出削減が

実現する

PA-3 炭素取引スキーム確立促進プログラム 
炭素取引フレーム

ワーク構築支援プ

ロジェクト

炭素取引制度整

備・市場設立、

これによる炭素

取引実施により

緩和行動のイン

センティブが整

備されGHG排出

削減に資する

なし 他のセクターで検討が進

んでいるカーボンクレ

ジット活用に向けた取組

みについて統一性を持っ

て進めることができるよ

うになるとともに、フィ

リピン国への炭素取引制

度導入促進により、GHG
排出削減に資する

日本国環境省と協力す

ることで、J-クレジッ

ト制度に関する知見、

JCM で検討しているダ

ブルカウント防止の知

見など日本国環境が持

つ知見・経験の有効活

用可能。

炭素取引制度の構

築および市場設立

支援プロジェクト

PA-4 気候変動への強靭性向上促進プログラム 
国家適応計画の実

施とその M&E の

ための支援プロ

ジェクト

なし NAP に位置づけ

られた適応策の

実施促進による

気候リスク低減

NAP や LCCAP に位置づ

けられている適応行動の

促進につながり、現在起

こっている気候変動影響

気候変動への適応策に

ついては、防災分野を

はじめ、水資源分野な

どにおいて日本がこれ
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強化プログラム
気候変動インパクト

波及効果
日本の知見・技術の

活用可能性緩和 適応

地方政府等による

PSF を活用した適

応プロジェクト開

発の能力強化プロ

ジェクト

なし PSF の促進によ

る候リスクの低

減

を緩和することができる

とともに、今後起こり得

る気候変動影響に対する

備えを進め、人命および

資産を守ることに貢献可

能

までに実施してきた活

動や対策が有効である

可能性が高く

地方政府による気

候資金を活用した

気候変動適応プロ

ジェクト組成支援

プロジェクト

なし GCF プロジェク

ト実施による気

候リスクの低減

GCF 資金を活用し

た適応プロジェク

ト

なし
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(2) エネルギー 

1) 強化プログラムの概要 

エネルギーセクターでは、エネルギー統計・計画、従来エネルギー、再生可能エネルギー、送

配電・電化、エネルギー効率・保全、代替燃料・新興技術の 6 つのサブセクターにおいて、以下

に示す 6 件のプログラムを検討した。 

表 3-16 強化プログラムの候補（エネルギーセクター） 

 
  

短期 中⻑期

E-2 エネルギートラ
ンジション能力強化

プログラム

E-6 代替燃料と新興
技術導入・普及促進

プログラム

強化プログラム
プロジェクト

E-1 エネルギーデー
タ管理能力向上プロ

グラム

E-3 再生可能エネル
ギー投資促進プログ

ラム

E-4 送配電・電化能
力強化プログラム

E-5 エネルギー効率
と保全能力強化プロ

グラム

気候変動適応を想定した大規模水力発電・揚水発電M/P策定
プロジェクト

E-3-1

ADB地熱発電支援後に提案される方針に沿った実施協力プロジェクト
E-3-3

E-6-1

バイオ燃料導入普及支援プロジェクト

E-2-1

天然ガス利活用能力強化・水素燃料移行プロジェクト

E-6-8
CCUS導入可能性調査

水素ビジョン・ロードマップ策定および能力強化プロジェクト

E-3-2

E-3-2

E-6-2
バイオマス由来SAFプラント実証プロジェクト

E-6-6
グリーン水素製造実証プロジェクト

E-6-5

E-6-3
PtL SAFプラント実証プロジェクト

E-2-2

天然ガスインフラおよびガス火力の水素燃料移行に関する資金協力プロジェクト

E-6-4

E-6-9
CCS導入M/P・制度設計・能力強化プロジェクト

代替燃料普及に関する資金協力プロジェクト

再生可能エネルギー導入に関する資金協力プロジェクト

E-6-4

E-4-1

スマートグリッド構築向けた能力強化プロジェクト

離島電力インフラ持続可能性向上プロジェクト レジリエント×ハイブリッド電力システム実証プロジェクト
E-4-3

E-4-2

ERC（エネルギー規制委員会）能力開発プロジェクト

E-4-4

E-4-5

オフグリッド島嶼の全国送電網への相互接続実
現可能性調査

E-4-6
オフグリッド島嶼の全国送電網への相互接続プロジェクト

エネルギー収支表管理システム(EBTMS)の開発・導入とエネルギーデータベースの地域化協力
E-1-1

E-5-1
ZEB導入可能性調査

E-5-3

ZEB普及に関する資金協力プロジェクト
E-5-2

ZEB施策推進能力強化プロジェクト

E-1-2
エネルギーデータ管理・利用に資する課題別研修

E-3-4
水力開発の促進、地熱開発における投資促進に関する課題別研修

E-4-7

E-4-8

「島嶼国における再生可能エネルギー導入及びディーゼル発電設備の最適運用」
「多様な再生可能エネルギー導入時の系統安定化」 などの課題別研修

全電化に向けた資金支援

E-5-4

「エネルギーの高効率利用と省エネの推進」 などの課題別研修

E-6-7
「水素エネルギー利用の推進−CO2フリー社会に向けたエネルギー政策−」 などの課題別研修
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なお、エネルギー分野において民間事業主導型の開発を方針とするフィリピンにおいて、本邦

民間事業者・本邦技術のフィリピンへの事業進出は重要な検討項目である。環境省が主導する半

官半民ファンド株式会社脱炭素化支援機構（Japan Green Investment Corp. for Carbon Neutrality：

JICN）では、こうした本邦の事業進出について資金支援を行っていることから、再エネ・省エ

E-1

ネ・SAF・ZEB・水素/アンモニア・CCUS などの技術については各支援プロジェクトで連携によ

る相乗効果発揮方法を検討することが重要である。

エネルギーデータ管理能力向上プログラム

目的 JICA で 2008 年に実施した「フィリピン国 エネルギー計画策定支援調査」での知見をベースにエネル

ギー収支表管理システム（EBTMS）を開発し、エネルギーデータベースを詳細・地域化するととも

に、その運用体制を構築・円滑化する。

波及

効果

本課題を解決することが直接的な GHG 排出削減とはならないものの、データの詳細化・精緻化やデー

タへのアクセス性向上により DOE 内でのデータ分析が深度化・円滑化するだけでなく当該データを利

用する地方職員や民間事業者も含めて同様の裨益を享受することにつながる。これにより関連主体全般

に対して確固としたデータに基づく計画（PEP など）や施策の立案、投資を引き出すことになるため、

エネルギーセクター内の各サブセクターで気候変動適応・緩和活動を促進する上で一定の波及効果が見

込まれると考えられる。

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期

E-1-1 エネルギー収支表管理システム

(EBTMS)の開発・導入とエネル

ギーデータベースの地域化協力

技術協力プロジェ

クトまたは複数専

門家派遣

エネルギーデータの収集・分

析・可用化能力不足、適切な

計画・実施・モニタリングに

関連する制度の不足、統一性

のないフォーマットによる

データ収集

短期

E-1-2 エネルギーデータ管理・利用に

資する研修

課題別研修 エネルギーデータの収集・分

析・可用化能力不足、エネル

ギーモデリング等の分析手法

に関する能力不足、統一性の

ないフォーマットによるデー

タ収集

短期

上記プログラムにおける個別想定プロジェクトとして、以下に示す 1 件を検討した。 

E-1-1 エネルギー収支表管理システム(EBTMS)の開発・導入とエネルギーデータベースの地域化

プログラム名（仮称） エネルギーデータ管理能力向上プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクトまたは複数専門家派遣

背景（本強化プログラムが対

応する気候変動対策に関わる

課題）

 エネルギーデータの収集・分析・可用化能力不足

プロジェクト概要

上位目標

 PEP の構成要素、とくにフィリピンのエネルギー状況およびエネルギー需

給見通し へのインプットとして機能するため、DOE 内の技術局およびサー

ビスからのインプットを基に、EBT を作成する。 
 フィリピンエネルギー計画（PEP）の実施および更新を促進・強化し、エ

ネルギー安全保障への道筋に対する信頼を高める。

目的・アウトカム 政府機関および地域機関によるエネルギー統計・分析能力の向上

アウトプット  エネルギーバランス表管理システムとオンラインプラットフォーム、デー

タ収集の手順／プロトコルの開発

 地域データベース

 地域レベルでのエネルギーデータ収集・処理方法の確立

協力期間 3 年間 
想定される C/P 機関 DOE EPPB 
他の関係機関 DOE をはじめとする政府省庁、エネルギー企業 
実施における留意事項 エネルギーバランス表管理システムの検討にあたっては、エネルギーバランス
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表を定期的に更新するメカニズムについても検討すること。

先方との協議状況 EPPB はプログラムを概ね了承。 

<当該プログラムの選定理由＞ 

パリ協定・NDC 達成支援貢

献度

直接的な GHG 排出削減とはならず、効果も定量的な試算は困難であるが、NDC達

成に向けた計画の確実性担保やその実施能力向上を地域レベルまで波及させるこ

とができ、一定の貢献があると考えられる。

セクター政策との整合性
政策自体に合致しないが、政策の基礎となる Philippines Energy Plan（2020-2040）
の計画実現性に寄与する。

緊急性 PEP の達成確度を高めるためにも必要だが、緊急とは言えない。 

他ドナーの支援状況 ETC からの支援はあるが、プラットフォームの提供のみであり限定的。 

経済性 該当せず

投資効果 該当せず

DAC 6 項目 

妥当性：比較的高い（ニーズに合致）

整合性：高い（開発協力方針の重点分野（中目標）において「(１)持続的経済成長

のための基盤の強化」に合致）

有効性： 検討中

インパクト：低い（波及効果は定性的であり、直接的な GHG 排出削減には貢献し

ない。）

効率性：検討中

持続性：高い（PEP の更新は今後も続くため）

日本政府・JICA 政策との

整合性

GHG の排出削減・吸収増進（緩和策）における再生可能エネルギー主力電源化を

図るための促進策に整合する。

社会的弱者・ジェンダー

DOE のプロジェクト選定に適用される GAD CHECKLIST FOR THE ENERGY 
SECTOR に配慮したプロジェクト内容とする。 
とくに意思決定や政策決定機関における女性の代表性は低く、計画立案や予算編

成の能力も不足しているため、エネルギー政策の立案と計画策定における女性の

影響力は限定的である点を考慮した対応を要する。その他、エネルギー統計にお

ける性差別データとエネルギー政策やプログラムの否定的影響に関する情報の欠

如によって妨げられているジェンダー問題の分析に資するものとしなければなら

ない。

E-2 エネルギートランジション能力強化プログラム

目的 METI（JOGMEC）が LNG バリューチェーン形成促進および天然ガス協力研修プログラムや AETI、ア

ジア・ゼロエミッション共同体（AZEC）構想と協働する形で円滑なエネルギートランジションに資す

る天然ガスインフラ開発を支援する。天然ガス利活用マスタープランや天然ガス火力発電における水素

利用ロードマップなどの策定に代表される制度・政策的な支援と併せて DOE の能力開発を実施すると

ともに、資金協力の面で民間の投資促進をサポートする。

波及

効果

現状の PEP の Clean Energy Scenarioにおいては天然ガス火力発電が占める発電量は 2040年までにエネル

ギーミックスの 15.93%を占める予定であり、石炭火力発電の半分程度の二酸化炭素排出量となること

からその削減効果は非常に大きい。また、PEP の CES は NDC の達成を見込んだ将来エネルギーミック

スを提示していることから、上記の天然ガス火力発電の導入は NDC 達成に大きく貢献する。また、天

然ガス火力発電に関する水素利用を促進することができれば、更なる低炭素化を実現することになり、

気候変動対策予算を利用した更なる取組実施が実現できる可能性が高い。

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期

E-2-1 天然ガス利活用能力強化・水素燃料

移行プロジェクト

技術協力プロ

ジェクト

天然ガスのテクニカル・

リーガル・フィナンシャ

ルの各側面における知識

の不足、天然ガス火力発

電の導入拡大、LNG 輸入

の円滑な実施、天然ガス

利活用の拡大および必要

なインフラの整備

短期
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E-2-2 天然ガスインフラおよび天然ガス火

力の水素燃料移行に関する資金協力

プロジェクト

海外投融資、

PPP 
天然ガス下流インフラの

導入に係る民間投資の不

足

中期

上記プログラムにおける個別想定プロジェクトとして、以下に示す 1 件を検討した。 

E-2-1 天然ガス利活用能力強化・水素燃料移行プロジェクト

強化プログラム名（仮称） エネルギートランジション能力強化プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

 国内唯一のガス田であるマランパヤは 2030年代後半までは利用されるものの

今後の国内需要をすべて満たすには不十分

 フィリピンエネルギー計画（PEP）では石炭の約半分の GHG排出量かつ石炭

の代わりにベースロードにも活用されうる天然ガス火力発電の 2040年までの

大幅な普及が予測されている

 天然ガスのテクニカル・リーガル・フィナンシャルの各側面における知識の

不足

プロジェクト概要

上位目標

エネルギートランジション用電源として天然ガス火力発電の導入が促進される

目的・アウトカム 天然ガスの利活用に必要な計画策定能力および実施能力が強化される。

アウトプット  天然ガス利活用の国家的な見通し把握

 天然ガス火力における水素利用ロードマップ

 天然ガス利活用マスタープラン

 天然ガス関連事業を推進するための能力強化

協力期間 3 年間 
想定される C/P 機関 DOE OIMB 
他の関係機関 PNOC/ DOE EPPB 
実施における留意事項  天然ガス火力における水素専焼への移行ロードマップなどは水素に関する協

力で行うか、当プログラムで行うか支援実施の際に検討が必要

 必要に応じて石油製品へのバイオ燃料混合比率改善に係る OIMB への能力開

発（下記）も行う。

 バイオ燃料混合率の向上が石油製品に及ぼす影響の経済分析

 ココナッツ、糖蜜、およびサトウキビ以外の代替バイオ燃料源の探求。

 DOE-REMB および農務省との協力による、バイオ燃料原料の生産におけ

る効率化促進等。

 石油業界のバイオ燃料混合における基準や動向を常に最新に保つための

OIMB 能力訓練。

先方との協議状況 OIMB はプログラムを概ね了承。 

<当該プログラムの選定理由＞ 

パリ協定・NDC 達成支援貢

献度

NDC の緩和目標達成にあたっては、PEP の CES を満足する必要があり、将来的

なエネルギートランジションに向けた天然ガス火力発電や天然ガス利用の普及は

CES で必要性が述べられていることから NDC に直接的に貢献する。2040 年まで

の天然ガス火力発電の 18,883MW 導入拡大を図ることでエネルギーミックスに占

める割合を 15.93%とする予定であり、石炭火力発電の半分程度の二酸化炭素排

出量となることからその GHG 排出削減効果は非常に大きい。また、天然ガス火

力発電における水素利用が早期に進めば、更なる GHG 排出削減効果に繋がる。 

セクター政策との整合性
Philippines Energy Plan（2020-2040）、Downstream Natural Gas Roadmap（2017-
2040）、Natural Gas Development Plan に整合している。 

緊急性
PEP の 2040 年電源構成を達成するにあたりガス関連設備の導入には時間がかか

るため早期の取組開始が必要。このため、緊急性は高いと言える。

他ドナーの支援状況
METI/USTDA から 1 件、ADB から 1 件が実施中であり、METI1 件、ADB1 件が

支援予定であるものの、本取組と ADB では大きく接点がない。 

経済性 該当せず

投資効果 該当せず

DAC 6 項目 妥当性：高い（ニーズ・政策に合致）
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整合性：高い（開発協力方針の重点分野（中目標）において「(１)持続的経済成

長のための基盤の強化」に合致）

有効性： 検討中

インパクト：高い（NDC の達成に大きく貢献）

効率性：検討中

持続性：比較的高い（ただし、CCS などの導入可否によっては天然ガス火力の導

入が将来的に先細りする可能性がある）

日本政府・JICA 政策との整

合性

アジア・ゼロエミッション共同体（AZEC）構想やインフラシステム海外展開戦

略 2025 など、さまざまな日本の対外協力枠組に合致しており、政策的に合致す

る。例えば「LNG 市場戦略（経済産業省）」では「アジア等新興国での LNG 利
用拡大を「Enevolution（エネボル－ション）イニシアチブ」の重要目標の⼀つと

位置づけ、我が国がこれまで培ったエネルギー政策の経験や技術を最大限活用し

て LNG 活用に向けた制度整備の支援を行うとともに、我が国企業による LNG 受
⼊基地事業や、天然ガス⽕力発電所事業に対する公的金融や人材育成などの支援

を行っていく。」とされている。

GHG の排出削減・吸収増進【緩和策】における社会全体のエネルギー利用効率

向上のための低炭素型施設・機器導入普及に整合する。

社会的弱者・ジェンダー

DOE のプロジェクト選定に適用される GAD CHECKLIST FOR THE ENERGY 
SECTOR に配慮したプロジェクト内容とする。 
とくにフィリピンのエネルギー部門は、他の国と同様、男性労働者を優遇してお

り、この部門の仕事は過酷で危険であるため、女性よりも男性に向いているとい

う概念に起因している可能性がある。教育・訓練における根強い男女分離は、技

術・技能訓練の機会への女性のアクセスを制限していることに留意した取組が必

要である。

E-3 再生可能エネルギー投資促進プログラム

目的 大型水力発電や地熱発電といった開発に比較的長期の時間がかかる再エネ種を対象に基礎的情報の収

集・分析・開示を行うとともに、具体的な道筋を示すマスタープランを策定し、人材育成・資金支援を

通じて総合的な観点から民間投資リスクを削減、更なる開発の自立化を早期に目指す。

波及

効果

再生可能エネルギー導入は今後も拡大するエネルギー需要を満たすため、2040 年のエネルギーミック

スにおいて 50%を目指すものであり、エネルギーセクターでも最大の排出削減対策であると考えられ

る。このため NDC 貢献への影響度は最も大きい。水力は治水・利水にも対応することで気候変動緩和

策ともなり、農業セクターの発展や市民への水供給確保などの波及効果がある。地熱はベースロード電

源として化石燃料発電を代替できる。また、民間のリスク低減による投資促進は企業の進出にも影響

し、雇用創出効果も見込まれる。

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期

E-3-1 気候変動適応を想定し

た大規模水力発電・揚

水発電 M/P 策定プロ

ジェクト

技術協力 適切な計画・実施・モニタリングに関連

する制度の不足、LGU レベルでの緩和策

に関する基本の理解不足、産業界、商業

施設、地域社会における緩和の機会と利

点、技術的運用、潜在的な資金調達メカ

ニズムに関する知識の不足、再生可能エ

ネルギー導入のコスト高、揚水発電の導

入に関する各種補助・導入を後押しする

市場構造の確立、

短期

E-3-2 再生可能エネルギー導

入に関する資金協力プ

ロジェクト

海外投融資、

PPP、ツーステッ

プローン、JCM 

再生可能エネルギーへの低調な民間投資 中長期

E-3-3 ADB 地熱発電支援後に

提案される方針に沿っ

た実施協力プロジェク

ト

技術協力 ADB 支援後の地熱発電事業実施 短期

E-3-4 水力開発の促進、地熱

開発における投資促進

に関する研修

課題別研修 再生可能エネルギー導入のコスト高、揚

水発電の導入に関する各種補助・導入を

後押しする市場構造の確立、ADB 支援後

短期
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の地熱発電事業実施、再生可能エネル

ギーへの低調な民間投資

上記プログラムにおける個別想定プロジェクトとして、以下に示す 2 件を検討した。 

E-3-1 気候変動適応を想定した大規模水力発電・揚水発電 M/P 策定プログラム

強化プログラム名（仮称） 再生可能エネルギー投資促進プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

 大規模水力発電に関して今後の開発に資する基礎的情報が不足している。

 民間事業者の投資で成り立つフィリピンの発電事業において、とくに水力発電

は開発に 10 年以上かかる性質上そのポテンシャルマップは民間が適地選定等

を含めて参照する重要な資料となる。しかし現在は小水力のみとなっており大

規模水力は整備されていない。

 再生可能エネルギー（とくに水力・地熱）に関する低調な民間投資

プロジェクト概要

上位目標

フィリピンにおける再生可能エネルギー、特に100MW以上の容量を持つ水力発電

や揚水発電の開発を促進し、温室効果ガス排出量を削減し、NDC に貢献する。

目的・アウトカム 大規模水力発電と揚水発電の可能性を特定し、その導入を支援することで、2040
年までに再生可能エネルギー比率を 50%にするという意欲的な目標に貢献する 

アウトプット  100MW 以上水力発電・揚水発電のインベントリ 
 大規模水力発電・揚水発電導入マスタープラン 
 水力開発の投資促進に係る能力強化 

協力期間 3 年間 

想定される C/P 機関 DOE REMB 

他の関係機関 DOE EPPB, DA 

実施における留意事項 DOST、NEDA からは治水・利水の観点も本プログラム中で考慮してほしいとの意

見があがった。また、DENR-Climate Change Service (CCS)からは適応の側面を実施

に盛り込む観点で雨量の変動や地域移動だけでなくその土地の脆弱性

（vulnerability）についても検討してほしいとの意見もあがった。 
UNDP から先住民族への配慮が必要である点が実現性の不透明さをもたらし、拡

大の障壁となっていることが指摘されているため、同プロジェクトで検討するこ

と。

先方との協議状況 先方から提案があった案件であり、次年度要望案件である

E-3-3 ADB 地熱発電支援後に提案される方針に沿った実施協力プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 再生可能エネルギー投資促進プログラム

想定される JICA スキーム Financing & Establishment of Geothermal Risk Mitigation Facility 

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

 Acquisition of seed funds for the establishment of the facility 
 Third-party evaluators for screening of eligible RE Developers for the facility 
 Training for DOE personnel that will be involved in the management and/or technical 

working group of the facility 

プロジェクト概要

上位目標

Reduce risks of the private sector’s investment in geothermal power generation and promote 
the introduction of renewable energy 

目的・アウトカム Successful establishment and operations of a geothermal risk mitigation facility 

アウトプット  Training of DOE personnel that will be involved in the facility 
 Establishment of accreditation criteria and process for third party evaluators 
 Introduction to possible funding sources for the facility 

協力期間 2-3 年間

想定される C/P 機関 DOE REMB 

他の関係機関 DOF, ADB, CCC 

実施における留意事項 上記内容を具体化することから始める必要がある。
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先方との協議状況 DOE REMB から第一案のみ共有されたため、原文のまま記載。 

<当該プログラムの選定理由＞ 
パリ協定・NDC 達成支援貢

献度

エネルギーセクターはフィリピンにおける最大の GHG 排出部門であり、2010 年に

53.105 Mt CO2e を排出した。再生可能エネルギー導入は今後も拡大するエネルギー

需要を満たすため、2040 年のエネルギーミックスにおいて 50%を目指すものであ

り、エネルギーセクターでも最大の排出削減対策であると考えられる。また、PEP
の CES では地熱は 500MW 程度、水力は 16,000MW 程度を 2040 年までに追加的に

導入する目標としており、この達成は NDC 達成になくてはならないといえる。

セクター政策との整合性 Philippines Energy Plan（2020-2040）、National Renewable Energy Program（2020-
2040）、Renewable Energy Roadmap（2017-2040）に整合している。 

緊急性 大統領が掲げる Socioeconomic Agenda の一つである“Affordable and Clean Energy”
の構成要素として再生可能エネルギーの導入が掲げられている。PEP および NREP
では 2040 年までに現在の約２倍とする目標を据えている。大規模水力の開発には

複雑な土地所有などが障害となるフィリピンでは一般的に 10 年以上の時間が必要

となるため、その初期調査を実施する本プロジェクトは緊急性が高いと言える。

他ドナーの支援状況 UNDP、USTDA、WB などさまざまなドナーが支援実施中または予定であるが、地

熱は ADB が支援中、揚水発電を UNOPS が支援予定である。 

経済性 該当せず

投資効果 該当せず

DAC 6 項目 妥当性：高い（ニーズ・政策に合致）

整合性：高い（開発協力方針の重点分野（中目標）において「(1)持続的経済成長

のための基盤の強化」におけるエネルギー事情の改善に合致する）

有効性：今後検証

インパクト：今後検証

効率性：今後検証

持続性：高い（適応の観点として降水地の変化も見込むため）

日本政府・JICA 政策との

整合性

さまざまな日本の対外協力枠組に合致しており、地球温暖化対策計画に示される

途上国等での排出削減（二国間クレジット制度：JCM）の活用も想定され、政策

的に合致する。

GHG の排出削減・吸収増進【緩和策】における再生可能エネルギー主力電源化を

図るための促進策に整合する。

社会的弱者・ジェンダー DOE のプロジェクト選定に適用される GAD CHECKLIST FOR THE ENERGY 
SECTOR に配慮したプロジェクト内容とする。 
とくに電力業界における男性優位の雇用格差や政策立案における女性の限定的な

影響力、再生可能エネルギー開発・利用・促進における女性の参加に配慮し、計

画・政策策定におけるジェンダー主流化を促進する。
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E-4 送配電・電化能力強化プログラム

目的 送電網の拡張・強化、スマートグリッドの構築に向けた能力強化、制度策定支援を行うことでメイング

リッドの開発を加速化する。また、オフグリッド地域においては技術実証や人材開発を通して電源のハ

イブリッド化や災害耐性向上を実現し、気候変動緩和・適応両策からの持続可能性向上を図る。

波及

効果

メイングリッドについては NREP における将来エネルギーミックスから概算すると再生可能エネルギー

の導入が 1 年遅延するだけで最終年の 2040 年の再生可能エネルギー発電量は 50,000GWh 弱低下する。

同様に送配電網整備が効率・迅速化すると投資を控えている事業者による投資が促進され、再生可能エ

ネルギーの導入が 1 年早まることで最終年の 2040 年の天然ガス発電量は 50,000GWh 弱増大することか

ら、これにより天然ガス火力の稼働率を下げることができるためその相当量で GHG 削減に貢献でき

る。また、リソース・アグリーゲーション・ビジネスの出現により雇用の促進や経済的な裨益も見込ま

れる。

オフグリッド地域の総発電量は 2020 年に 1618GWh であり、その燃料源は石油（ディーゼル）91%であ

ることから、この削減に大きく貢献する。適応の観点では気候変動による災害頻発・激甚化に対して堅

牢なエネルギーインフラの構築ができれば地域の安定的なエネルギーアクセスを確保できる点で NDC
への貢献が期待できる。また、離島におけるディーゼル発電の割合を減らすことでディーゼル調達を減

少させ、災害などによるサプライチェーン寸断に対しても影響を軽減することができるとともに燃料費

の削減が可能となるため、総合的に離島電源の持続可能性を強化させることができる。

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期

E-4-1 ERC（エネルギー規制委員会）

能力開発プロジェクト

技術協力、専

門家派遣

送電網の拡張・強化遅延、ERC
による許認可（送配電、再エ

ネ）発行の遅延

短期

E-4-2 スマートグリッド構築向けた能

力強化プロジェクト

技術協力、専

門家派遣

スマートグリッド実現に向けた

具体的な方針・制度の不足、配

電業者におけるスマートグリッ

ドロードマップの取組遅延

短期

E-4-3 離島電力インフラ持続可能性向

上プロジェクト

技術協力、専

門家派遣

離島電力インフラの持続可能性

不足、NPC によるレジリエン

シー（災害耐性）遵守状況管理

不足、小規模離島電源のハイブ

リッド化における許認可プロセ

スの遅延、オフグリッド地域電

源のハイブリッド化に係る投資

の呼び込み、離島ディーゼル発

電のハイブリッド化による稼働

停止、電力不安定化の懸念によ

る再生可能エネルギー電力供給

率 30%の未超過、小規模独立系

発電事業者の再生可能エネル

ギー導入に関するプロジェク

ト・ファイナンスへのアクセス

制限

短期

E-4-4 レジリエント×ハイブリッド電

力システム実証プロジェクト

技術協力 中期

E-4-5 オフグリッド島嶼の全国送電網

への相互接続実現可能性調査

情報収集確認

調査または協

力準備調査

離島電力インフラの持続可能性

不足、オフグリッド島嶼の全国

送電網への相互接続

短期

E-4-6 オフグリッド島嶼の全国送電網

への相互接続プロジェクト

技術協力プロ

ジェクトおよ

び円借款

離島電力インフラの持続可能性

不足、オフグリッド島嶼の全国

送電網への相互接続

中期

E-4-7 ・ 「島嶼国における再生可能

エ ネ ル ギ ー 導 入 お よ び

ディーゼル発電設備の最適

運用」

・ 「多様な再生可能エネル

ギー導入時の系統安定化」

など

課題別研修 離島電力インフラの持続可能性

不足、オフグリッド地域電源の

ハイブリッド化に係る投資の呼

び込み、離島ディーゼル発電の

ハイブリッド化による稼働停

止、電力不安定化の懸念による

再生可能エネルギー電力供給率

30%の未超過

短期
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E-4-8 全電化に向けた資金支援 円借款 2028 年までの全電化にむけた資

金の不足

短期

上記プログラムにおける個別想定プロジェクトとして、以下に示す 6 件を検討した。 

E-4-1 ERC（エネルギー規制委員会）能力開発プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 送配電・電化能力強化プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト（専門家派遣）

背景（本強化プログラムが対

応する気候変動対策に関わる

課題）

 ERC では NGCP の送配電計画に対する承認を行っているが、その承認プロ

セスが遅れることで送配電能力増強が制限されている可能性がある

 ERC ではその他の再生可能エネルギー開発においても事業者からの提案に

ついて承認を行っているが、同様にプロセスが遅れることで再生可能エネ

ルギー導入が遅れる可能性がある。

プロジェクト概要

上位目標

送配電能力強化や再生可能エネルギー導入が進むことで温室効果ガス排出が削

減される

目的・アウトカム ERC における承認プロセス円滑化が行われる。 
アウトプット  遅延要因に関する対策の検討（専門家派遣） 

 対策の実施（複数専門家派遣） 
協力期間 1.5 年間 
想定される C/P 機関 ERC 
他の関係機関 DOE EPIMB、TransCo/NGCP, Utilities 
実施における留意事項 遅延要因は現状下記と認識しているが、その対策は無数にあり ERC ではどの

ような対策が適しているか見極める必要がある。このため、一つ目のアウト

プットにおいて ERC の組織構造などを含めて調査を行い、二つ目の協力に進

めるプロセスとする。

 許認可申請数に対するマンパワーの不足

 審査に必要となる技術的能力不足

 技術共有・継承システムの不在

先方との協議状況 ERC はプログラムを概ね了承。 

E-4-2 スマートグリッド構築に向けた能力強化プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 送配電・電化能力強化プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクトまたは専門家派遣

背景（本強化プログラムが対

応する気候変動対策に関わる

課題）

 スマートグリッド実現に向けた具体的な方針・制度の不足 

プロジェクト概要

上位目標

太陽光発電・風力発電などの変動性再生可能エネルギーの導入・利活用を促進

する。

目的・アウトカム VPP/DR の市場形成が促進され、配電事業者のスマートグリッド構築が推進さ

れる

アウトプット  VPP/DR ビジョン 
 配電事業者別のスマートグリッドロードマップ実行支援 
 DOE EPIMB、配電事業者のスマートグリッドに関する能力強化 

協力期間 3 年間 
想定される C/P 機関 DOE EPIMB 
他の関係機関 policy formulation committee、National Power Corporation(NPC), the National 

Transmission Corporation(TransCo) and the National Grid Corporation of the 
Philippines(NGCP)、ERC、NEA、その他配電事業者等 

実施における留意事項 USAID、USTDA、UNOPS の協力動向を把握し、調整を図る必要 
配電事業者は、ERCの承認を得るためにスマートグリッドプロジェクトを費用

対効果の高いものにするという課題に直面し、実施の遅れにつながっている。

これに対処するため、DU によるプロジェクト計画の作成について技術協力を

検討すること。

先方との協議状況 EPIMB はプログラムを概ね了承。 
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E-4-3 離島電力インフラ持続可能性向上プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 送配電・電化能力強化プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクトまたは専門家派遣

背景（本強化プログラムが対

応する気候変動対策に関わる

課題）

 台風などの頻発・激甚化に伴うグリッドの災害耐性向上 
 オフグリッド地域（マイクログリッド導入地域）における再生可能エネル

ギー導入の促進

 離島電力インフラの持続可能性不足 
プロジェクト概要

上位目標

離島などの地方において電源および電力供給インフラの持続可能性が向上する

目的・アウトカム 災害耐性向上、離島電源ハイブリッド化の道筋が示される

アウトプット  電力事業者向けハイブリッド化技術ガイドライン 
 30%以上の再エネ導入を見据えた離島電源持続可能性向上ロードマップの

策定

 VSG やスイッチング技術、マイクログリッド・システム申請評価、電力イ

ンフラ災害耐性評価に係る技術的能力開発

協力期間 3 年間 
想定される C/P 機関 NPC, DOE EPIMB, ERC 
他の関係機関 NEA、DOE EPPB、電気組合（EC） 
先方との協議状況 NPC, DOE EPIMB, ERC はプログラムを概ね了承。 

E-4-4 レジリエント×ハイブリッド電力システム実証プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 送配電・電化能力強化プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト

背景（本強化プログラムが対

応する気候変動対策に関わる

課題）

 台風などの頻発・激甚化に伴うグリッドの災害耐性向上 
 オフグリッド地域（マイクログリッド導入地域）における再生可能エネル

ギー導入の促進

 離島電力インフラの持続可能性不足 
プロジェクト概要

上位目標

離島などの地方において電源および電力供給インフラの持続可能性が向上する

目的・アウトカム 災害耐性のある離島ハイブリッド電源およびインフラの導入が拡大する

アウトプット  災害耐性のある離島ハイブリッド電源およびインフラの実証 
 技術的ガイドラインへの反映・制度的構築支援 
 システム実装・評価・PPP 事業実施に係る能力開発 

協力期間 3-5 年間

想定される C/P 機関 NPC, DOE EPIMB, ERC 
他の関係機関 NEA、DOE EPPB、電気組合（EC） 
先方との協議状況 NPC, DOE EPIMB, ERC はプログラムを概ね了承。 

E-4-5 オフグリッド島嶼の全国送電網への相互接続実現可能性調査

強化プログラム名（仮称） 送配電・電化能力強化プログラム

想定される JICA スキーム 情報収集確認調査/協力準備調査 
背景（本強化プログラムが対

応する気候変動対策に関わる

課題）

 台風などの頻発・激甚化に伴うグリッドの災害耐性向上 
 オフグリッド地域（マイクログリッド導入地域）における再生可能エネル

ギー導入の促進

 離島電力インフラの持続可能性不足 
プロジェクト概要

上位目標

離島などの地方において電源および電力供給インフラの持続可能性が向上する

目的・アウトカム 離島電力インフラの持続可能性が向上する見通しが示される。

アウトプット  実現可能性調査と用地選定 
 新技術とソリューションの統合方策 
 次期協力に向けた予算の算定 

協力期間 1-1.5 年間

想定される C/P 機関 DOE EPIMB, TransCo 
他の関係機関 NPC,NEA 
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先方との協議状況 EPIMB からコンセプトシートを受領し、本プロジェクトを検討。EPIMB は未

承認。

E-4-6 オフグリッド島嶼の全国送電網への相互接続プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 送配電・電化能力強化プログラム

想定される JICA スキーム 円借款および技術協力プロジェクト

背景（本強化プログラムが対

応する気候変動対策に関わる

課題）

 台風などの頻発・激甚化に伴うグリッドの災害耐性向上 
 オフグリッド地域（マイクログリッド導入地域）における再生可能エネル

ギー導入の促進

 離島電力インフラの持続可能性不足 
プロジェクト概要

上位目標

離島などの地方において電源および電力供給インフラの持続可能性が向上する

目的・アウトカム 離島電力インフラの持続可能性が向上する

アウトプット  実証事業の実施 
 政策・制度への反映 

協力期間 3 年間 
想定される C/P 機関 DOE EPIMB, TransCo 
他の関係機関 NPC,NEA 
先方との協議状況 EPIMB からコンセプトシートを受領し、本プロジェクトを検討。EPIMB は未

承認。

<当該プログラムの選定理由＞ 
パリ協定・NDC 達成支援

貢献度

新規の再生可能エネルギー導入拡大を円滑にするうえで最も重要なインフラであ

り、その抜本的な容量・送電網拡大は NDC 達成にあたって影響度が非常に高いと言

える。例えば NREP における将来エネルギーミックスから概算すると再生可能エネ

ルギーの導入が 1 年遅延するだけで最終年の 2040 年の再生可能エネルギー発電量は

50,000GWh 弱低下する。

セクター政策との整合性 Electric Power Industry Roadmap（2017-2040）、Transmission Development Plan（2022-
2040）、POWER SECTOR ROADMAP（2021-2040）に整合する。 

緊急性 【送電網】再エネ導入の遅れに直接的につながるものであり、現状も遅延が発生し

ているため緊急性が高い。

【スマートグリッド】ADB, USTDA, USAID からの支援で補完される可能性もあり、

現状とくに問題とはなっていない。また、対策も比較的早く進むと考えられるた

め緊急度は低い。

【オフグリッド地域】特に計画上の期限はなく、現状も取組として進められている

観点で緊急度は比較的高くない。

【電化】大統領アナウンスの 2028 年全電化に向けて NEA ではすでに 2028 年までの

計画を立案しており、財源が決まらなければ開始ができないため緊急度が高い。

他ドナーの支援状況 ADB, USAID の支援が実施中であり、ADB, UNOPS, USTDA の支援が予定されてい

る。

経済性 オフグリッド島嶼の全国送電網への相互接続プロジェクトが対象となるが、現状で

は導入箇所が未定であり算定が困難

投資効果 オフグリッド島嶼の全国送電網への相互接続プロジェクトが対象となるが、現状で

は導入箇所が未定であり算定が困難

DAC 6 項目 妥当性：高い（ニーズ・政策に合致）

整合性：高い（開発協力方針の重点分野（中目標）において「(1)持続的経済成長の

ための基盤の強化」におけるエネルギー事情の改善に合致する）

有効性：検討中

インパクト：検討中

効率性：検討中

持続性：高い（適応の観点として災害耐性や電化も見込む等のため）

日本政府・JICA 政策との

整合性

インフラシステム海外展開戦略 2025 では、「国別取組」のフィリピンにおいては

「エネルギー政策に応じた電力・LNG 分野での協力を推進」とあり、政策的に合致

する。
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GHG の排出削減・吸収増進【緩和策】における電力系統システムにおける再生可能

エネルギー主力電源化を図るための促進策や系統柔軟性強化に整合する。

社会的弱者・ジェンダー DOEのプロジェクト選定に適用されるGAD CHECKLIST FOR THE ENERGY SECTOR
に配慮したプロジェクト内容とする。

とくに電力業界における男性優位の雇用格差や政策立案における女性の限定的な影

響力、再生可能エネルギー開発・利用・促進における女性の参加に配慮し、計画・

政策策定におけるジェンダー主流化を促進する。

E-5 エネルギー効率と保全能力強化プログラム

目的 これまでは個別に導入政策がとられていた屋根置き太陽光、高効率空調、高効率照明などの施策を統合

し、建物の全体最適化を図る ZEB の概念について導入可能性を確認し、その普及を技術・資金・能力

開発の面から総合的に支援することで National Energy Efficiency & Conservation Plan and Roadmap（2023-
2050）の実現可能性を向上させる。 

波及

効果

National Energy Efficiency & Conservation Plan and Roadmap（2023-2050）の目標達成は政府・商業・民

生・電力事業および最終消費者の 2050年までの合計で 516.99MtCO2eの削減効果となるため、平均する

と年間 19MtCO2e の削減であり、2010 年のエネルギーセクター排出量 53.105 Mt CO2e から見ると 35%
程度に匹敵し、その効果は非常に高いと考えられる。また、省エネの推進は将来エネルギー需要の削減

による新規発電所建設の削減ひいては環境負荷低減にも資するとともに、省エネ市場活性化による企業

進出が雇用の拡大を後押しする。

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期

E-5-1 ZEB 導入可能性調査 情報収集確認調査

または協力準備調

査

National Energy Efficiency & 
Conservation Plan and Roadmap
（2023-2050）の実施を強化する新

興技術の不足

短期

E-5-2 ZEB 施策推進能力強化プ

ロジェクト

技術協力 省エネ効率遵守に関する政府のモニ

タリング能力不足、省エネ関連デー

タ収集能力の不足、ESCO 事業者等

の実施能力不足、民間建築家等の実

践的経験によるノウハウの不足、中

小規模の建築物 EE プロジェクトに

おけるファイナンスのアクセス性が

低い、National Energy Efficiency & 
Conservation Plan and Roadmap
（2023-2050）の実施を強化する新

興技術の不足、EEC 法の浸透不足、

民間需要を促進する EE インセン

ティブ制度や義務付け制度の不在

短期

E-5-3 ZEB 普及に関する資金協

力プロジェクト

ツーステップロー

ン

エネルギー効率化・省エネにおける

低調な民間投資、中小規模の建築物

EE プロジェクトにおけるファイナ

ンスのアクセス性が低い

中長期

E-5-4 「エネルギーの高効率利

用と省エネの推進」 な

ど

課題別研修 省エネ効率遵守に関する政府のモニ

タリング能力不足、省エネ関連デー

タ収集能力の不足、民間需要を促進

する EE インセンティブ制度や義務

付け制度の不在

短中期

上記プログラムにおける個別想定プロジェクトとして、以下に示す 2 件を検討した。 
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E-5-1 ZEB 導入可能性調査

強化プログラム名（仮称） エネルギー効率と保全能力強化プログラム

想定される JICA スキーム 情報収集確認調査または協力準備調査

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

 一貫したモニタリングやデータ収集の欠如 
 建築物のエネルギー効率改善、民間施設への省エネ取組波及 
 エネルギー効率化・省エネにおける低調な民間投資 

プロジェクト概要

上位目標

建築物・施設での省エネが促進され、エネルギー使用削減による GHG 排出削減や

災害耐性向上が実現される。

目的・アウトカム フィリピンにおける ZEB 導入可能性が判断される。

アウトプット  ZEB 導入のための基礎情報整理 
 ZEB 導入効果算定 
 ZEB の政策への反映提言、次期プログラム形成支援 

協力期間 2 年間 
想定される C/P 機関 DOE EUMB 
他の関係機関 IAEECC（省庁間エネルギー効率保全委員会）、ESCO 協会、フィリピン建築家協

会、グリーンビルディングカウンシル、民間事業者（建設事業者・デベロッ

パー）

実施における留意事項 VFELP の実施と VPAF 設立のための技術支援と能力開発について、当該プロジェ

クトまたは別プロジェクトで考慮すること。

先方との協議状況 DOE EUMB はプログラムを概ね了承。 

E-5-2 ZEB 施策推進能力強化プロジェクト

強化プログラム名（仮称） エネルギー効率と保全能力強化プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

 一貫したモニタリングやデータ収集の欠如 
 建築物のエネルギー効率改善、民間施設への省エネ取組波及 
 エネルギー効率化・省エネにおける低調な民間投資 

プロジェクト概要

上位目標

建築物・施設での省エネが促進され、エネルギー使用削減による GHG 排出削減や

災害耐性向上が実現される。

目的・アウトカム 省エネ施策の定量化に向けたデータが整備され、C/P および民間の EE＆C 実施能

力が強化される。

アウトプット  ZEB 実証 
 ZEB・ZEH・ZED などの適用可能性把握 
 ZEB 等の普及ロードマップ策定 
 C/P（EUMB）や関連機関の能力強化 

協力期間 5 年間 
想定される C/P 機関 DOE EUMB 
他の関係機関 IAEECC（省庁間エネルギー効率保全委員会）、DPWH、ESCO 協会、フィリピン

建築家協会、グリーンビルディングカウンシル、民間事業者（建設事業者・デベ

ロッパー）

実施における留意事項 VFELP の実施と VPAF 設立のための技術支援と能力開発について、当該プロジェ

クトまたは別プロジェクトで考慮すること。

また、メリットをさらに最大化するために建築基準法に ZEB の原則を統合する可

能性を検討すること。

先方との協議状況 DOE EUMB はプログラムを概ね了承。 
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<当該プログラムの選定理由＞ 
パリ協定・NDC 達成支援貢

献度

NDC の達成に向けて NEECP では BAU シナリオに対してほとんどのセクターで

10%以上の排出削減を目標として掲げており、その実現が重要となる。 
National Energy Efficiency & Conservation Plan and Roadmap（2023-2050）の目標達成

は政府・商業・民生・電力事業および最終消費者の 2050 年までの合計で

516.99MtCO2e の削減効果となるため、平均すると年間 19MtCO2e の削減であり、

2010 年のエネルギーセクター排出量 53.105 Mt CO2e から見ると 35%程度に匹敵

し、その効果は非常に高いと考えられる。

セクター政策との整合性 National Energy Efficiency & Conservation Plan and Roadmap（2023-2050）、Future 
Energy Scenario in Capsule に整合している。 

緊急性 今後の人口増加に伴うエネルギー需要増大を低減する点で比較的緊急性は高いも

のの、一定の実施予算もついており、早急な課題とはならない。

他ドナーの支援状況 ADB, WB, OECDの支援が実施中であり、UNOPSの支援が予定されている。現状で

は予定されている支援との重複は見られない。

経済性 該当せず

投資効果 該当せず

DAC 6 項目 妥当性：高い（ニーズ・政策に合致）

整合性：高い（開発協力方針の重点分野（中目標）において「(1)持続的経済成長

のための基盤の強化」におけるエネルギー事情の改善に合致する）

有効性：検討中

インパクト：検討中

効率性：検討中

持続性：高い（将来的なエネルギー消費量削減が図られるため）

日本政府・JICA 政策との

整合性

「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」では、ZEB について

「ISO 化等の活動を通じ、ASEAN 等を念頭においた海外展開に向けた更なる実証

およびその横展開を図っていく」ことに加えて 2023 年 2 月に公開した GX 実現に

向けた基本方針においても、「ASEAN 等への海外展開に向けた ZEB の実証および

横展開」が謳われている。また、経済産業省 産業技術環境局 地球環境対策室が所

管する CEFIA では、ZEB の普及をフラッグシッププロジェクトの一つに位置付け

ており、政策に合致している。

GHG の排出削減・吸収増進【緩和策】における社会全体のエネルギー利用効率向

上のための低炭素型施設・機器導入普及に整合する。

社会的弱者・ジェンダー DOE のプロジェクト選定に適用される GAD CHECKLIST FOR THE ENERGY 
SECTOR に配慮したプロジェクト内容とする。 
とくにフィリピンのエネルギー部門は、他の国と同様、男性労働者を優遇してお

り、この部門の仕事は過酷で危険であるため、女性よりも男性に向いているとい

う概念に起因している可能性がある。教育・訓練における根強い男女分離は、技

術・技能訓練の機会への女性のアクセスを制限していることに留意した取組が必

要である。
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E-6 代替燃料と新興技術導入・普及促進プログラム 

目的 主に基礎調査や制度・方針策定、技術実証とそれらの取組に関連する人材育成を通じて代替燃料の普及

促進を目指す。また、CCUS については具体的なフィリピンにおける導入可能性を確認し、CCS の導入

に関する取組の礎を築くための制度設計・能力強化・方針策定を行い、早期の導入実現を支援する。

波及

効果

フィリピンでは交通セクターからの GHG 排出量が全体の 3 分の 1 を占めていることから、本取組の普

及・拡大は NDC 達成への貢献が高い。自国で SAF を供給できないフィリピンではカーボンニュートラ

ルなどを掲げる航空会社が燃料供給を受けることができないため、自国での生産確保は国際競争力の向

上につながる。

水素・アンモニア・CCUS は現在の NDC において貢献が考慮されておらず、これらの技術の導入が早

期に実現されれば GHG 排出削減に大きく貢献するゲームチェンジャーとなりうる。

とくに導入初期の段階では再生可能エネルギーの余剰電力を用いたグリーン水素製造および石炭・天然

ガス火力発電所での混焼が想定されることから、PEP における 2040 年のエネルギーミックスに占める

化石燃料由来発電の発電量（170,000GWh/年）を考慮すると、そこに混焼率を乗じた分だけ GHG 削減

が図れる。また、CCUS を設置することが可能となれば、その化石燃料由来発電からの GHG 排出量を

限りなくゼロに出来る。

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期

E-6-1 バイオ燃料導入普及支援プロ

ジェクト

技術協力 バイオ燃料等供給促進のため

の民間投資環境整備不足、バ

イオ燃料製造用原料作物の供

給不足、代替燃料製造のコス

ト高

短期

E-6-2 バイオマス由来 SAF プラント

実証プロジェクト

技術協力（トランザ

クションアドバイザ

リー）

バイオ燃料等供給促進のため

の民間投資環境整備不足、代

替燃料製造のコスト高、適切

な計画・実施・モニタリング

に関連する制度の不足、新技

術・新興技術に関する政策研

究

短期

E-6-3 PtL SAF プラント実証プロジェ

クト

技術協力（トランザ

クションアドバイザ

リー）

短期

E-6-4 代替燃料普及に関する資金協

力プロジェクト

ツーステップローン バイオ燃料等供給促進のため

の民間投資環境整備不足

中長期

E-6-5 水素ビジョン・ロードマップ

策定および能力強化プロジェ

クト

技術協力 水素の導入に向けた方針・制

度・政策の不在、新技術・新

興技術に関する政策研究、適

切な計画・実施・モニタリン

グに関連する制度の不足

短期

E-6-6 グリーン水素製造実証プロ

ジェクト

技術協力（トランザ

クションアドバイザ

リー）

バイオ燃料等供給促進のため

の民間投資環境整備不足、水

素の導入に向けた方針・制

度・政策の不在、新技術・新

興技術に関する政策研究、適

切な計画・実施・モニタリン

グに関連する制度の不足

短期

E-6-7 「水素エネルギー利用の推進

－CO2 フリー社会に向けたエ

ネルギー政策－」 など

課題別研修 新技術・新興技術に関する政

策研究、適切な計画・実施・

モニタリングに関連する制度

の不足

短期

E-6-8 CCUS 導入可能性調査 情報収集確認調査ま

たは協力準備調査

CCUS の導入に向けた方針・

制度・政策の不在、新技術・

新興技術に関する政策研究

短期

E-6-9 CCS 導入 M/P・制度設計・能

力強化プロジェクト

技術協力 CCUS の導入に向けた方針・

制度・政策の不在、新技術・

新興技術に関する政策研究、

適切な計画・実施・モニタリ

ングに関連する制度の不足

短期
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上記プログラムにおける個別想定プロジェクトとして、以下に示す 5 件を検討した。 

E-6-1 バイオ燃料導入普及支援プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 代替燃料と新興技術導入・普及促進プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

 車両用燃料へ混合するためのバイオエタノールやバイオディーゼル生産が不十

分であり、燃料混合率向上が困難。

 Sustainable Aviation Fuel（SAF）の導入が進んでいない。 
 バイオ燃料等供給促進のための民間投資環境整備不足

プロジェクト概要

上位目標

バイオ燃料の普及が拡大し、温室効果ガスが削減される。

目的・アウトカム バイオ燃料の普及拡大に関する見通しが示される

アウトプット  バイオ燃料ロードマップの改定（詳細化） 
 SAF 導入方針・ロードマップの策定 
 政府関連機関の能力強化 

協力期間 3 年間 
想定される C/P 機関 DOE REMB 
他の関係機関 DOE 他部局、国家バイオ燃料委員会（National Biofuel Board：NBB）、環境・天然

資源省（DENR） 
実施における留意事項 事業後もしくは事業実施中において SAF 製造プラント導入支援の実施を想定す

る。

制度設計支援として下記の内容もプロジェクトに組み込むことを考慮すること。

 原料、農業慣行、SAFを含む燃料混合に関する国際政策に基づく、費用対効果

の高い転換経路のための政策と基準の開発

 フィリピン国家規格（PNS）採用のための世界的品質要件調査

 SAF 技術・慣行の理解、開発、実施に焦点を当てた能力開発イニシアティブ

 水素の「ユースケース」の開発

先方との協議状況 REMB および EUMB ともにプログラムについて概ね了承。 

E-6-2 バイオマス由来 SAF プラント実証プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 代替燃料と新興技術導入・普及促進プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト（トランズアクション・アドバイザリー）

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

 フ ィ リ ピ ン は International Civil Aviation Organization（ICAO） の Carbon
Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation（CORSIA）にも参加し

ており 2025 年までに SAF の国産化を指向していたが、民間からの事業化要望

が得られず達成できていない。

 バイオ燃料等供給促進のための民間投資環境整備不足

プロジェクト概要

上位目標

SAF の導入が促進され、国産 SAF の生産が確立・拡大する見通しが得られる 

目的・アウトカム 国産 SAF 製造施設が実証され、民間の投資リスクが軽減される 
アウトプット  SAF 国産製造プラントの実証 

 実証結果を踏まえた方針・計画・制度・技術ガイドライン等への反映 
協力期間 6 年 
想定される C/P 機関 DOE REMB 
他の関係機関 DOE 他部局、国家バイオ燃料委員会（National Biofuel Board：NBB）、環境・天然

資源省（DENR） 
実施における留意事項 事業後もしくは事業実施中において SAF 製造プラント導入支援の実施を想定する 
先方との協議状況 REMB および EUMB ともにプログラムについて概ね了承。 
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E-6-5  水素ビジョン・ロードマップ策定および能力強化プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 代替燃料と新興技術導入・普及促進プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

 新規技術である水素の利活用について知見などが政府に不足している。 
 水素利用の方針（アンモニア混焼などを含む）などを含めた諸計画がない。 
 水素の導入に向けた方針・制度・政策の不在 

プロジェクト概要

上位目標

水素製造、水素利用がフィリピンで普及する

目的・アウトカム 水素導入ビジョンおよび関連インフラのロードマップが策定される

アウトプット  水素・アンモニア導入ビジョン 
 水素・アンモニアロードマップ（地域別を想定） 
 C/P の能力強化 

協力期間 4 年間 
想定される C/P 機関 DOE EUMB/REMB 
他の関係機関 全省庁

実施における留意事項 METI：アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)などの取組と協調・連携するこ

と

本ロードマップでは水素だけでなく水素誘導体（水素原子を含む化合物および物

質、および／またはアンモニア（NH3）や液体有機水素キャリアなど水素が関与

する反応によって生成されるが、これらに限定されない）も対象とすること

先方との協議状況 DOE EUMB/REMB はプログラムを概ね了承。 

E-6-6  グリーン水素製造実証プログラム

強化プログラム名（仮称） 代替燃料と新興技術導入・普及促進プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト（トランザクションアドバイザリー）

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

 新規技術である水素の利活用について知見などが政府に不足している。 
 水素ビジョンの実施・実現 

プロジェクト概要

上位目標

水素製造、水素利用がフィリピンで普及する

目的・アウトカム フィリピンにおけるグリーン水素製造の道筋が明確化され、リスク低減により民

間投資が促進される。

アウトプット  グリーン水素製造プラントの導入・実証 
 技術・制度的ガイドラインの策定 
 C/P の実施能力強化 

協力期間 6 年間 
想定される C/P 機関 DOE EUMB/REMB 
他の関係機関 全省庁

実施における留意事項 METI：アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)などの取組と協調・連携するこ

と

先方との協議状況 DOE EUMB/REMB はプログラムを概ね了承。 
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E-6-8  CCUS 導入可能性調査

強化プログラム名（仮称） 代替燃料と新興技術導入・普及促進プログラム

想定される JICA スキーム 情報収集確認調査または協力準備調査

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

 フィリピンエネルギー計画（PEP）および現地でのヒアリングを踏まえると

フィリピンでは今後も石炭火力発電の現状導入容量をキープする予定であるた

め、その排出ガスの脱炭素化が課題。

 CCUS の導入に向けた方針・制度・政策の不在 
プロジェクト概要

上位目標

フィリピンにおける CCUS の導入可能性が判断され、継続となる CCUS 導入具体

化に関する技術協力プロジェクトの実施見通しが示される。

目的・アウトカム CCUS の導入見通しが示され、民間導入をサポート・規制する制度が提案される 
アウトプット  CCS ポテンシャルサイト調査 

 ポテンシャルサイト物理探査準備（次期技術協力プログラム予算の検討） 
 CCUS 利用可能性 

協力期間 1-1.5 年

想定される C/P 機関 DOE ERDB 
他の関係機関 DOE OIMB/EPPB 
実施における留意事項 CCS サイトの見通しが立った場合に技術協力プロジェクトを継続で実施 
先方との協議状況 ERDB はプログラムを概ね了承。 

<当該プログラムの選定理由＞ 
パリ協定・NDC 達成支援貢

献度

【バイオ燃料・SAF】フィリピンでは輸送が GHG 排出量の多くを占めていること

から、ガソリンやディーゼルにバイオ燃料を混合して温室効果ガス排出量を削減

する本取組の普及・拡大は NDC 達成への貢献が高いと言える。 
【水素・CCUS】水素・CCUSは現在の NDCにおいて貢献が考慮されておらず、こ

れらの技術の導入が早期に実現されれば GHG 排出削減に大きく貢献するゲーム

チェンジャーとなりうる。

セクター政策との整合性 【バイオ燃料・SAF】バイオ燃料の配合目標の設定やその向上、CORSIA への加盟

による SAF 導入の必要性において政策的に整合する。 
【水素・CCUS】特定の政策は未だないものの、石炭火力発電の維持、天然ガス火

力発電の導入拡大が PEP で想定されており、それらの GHG 排出量削減に資する。 

緊急性 【バイオ燃料・SAF】大統領が掲げる Socioeconomic Agenda の一つである” 
Affordable and Clean Energy”の構成要素として代替燃料が掲げられている。とくに

SAF については 2025 年までに国内生産を目標としていたが、実施に至っていない

ことからバイオ燃料の増産や SAF の製造に関する取組は比較的緊急性があると言

える。

【水素・CCUS】水素については技術自体も世界的に未完成であり、水素関連取組

の期限もないため緊急度は高くないが、将来的な普及促進には早期の取組が効果

的である。CCUS についてもとくに同様の理由から緊急性が顕著ではないものの、

CCS の適地を探索したいという具体的な要望が寄せられており、タイミングとし

ては良好であると考えられる。

他ドナーの支援状況 ADB から実施予定の Ammonia / Hydrogen Co-Firing Coal Plants および、USDA/GAIN
による継続的な Biofuels Annual Report 以外とくに他ドナーからの特徴的な支援およ

び支援予定が確認されなかった。

経済性 該当せず

投資効果 該当せず

DAC 6 項目 妥当性：高い（ニーズに合致）

整合性：高い（開発協力方針の重点分野（中目標）において「(1)持続的経済成長

のための基盤の強化」におけるエネルギー事情の改善に合致する）

有効性：今後検証

インパクト：今後検証

効率性：今後検証

持続性：高い（脱炭素型燃料への移行、従来エネルギー脱炭素化のため）

日本政府・JICA 政策との

整合性

【バイオ燃料・SAF】おもに日本国農林水産省の対外協力枠組（対フィリピン、対

ADB）に合致しており、ADB との協力なども考えられる。 
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【水素・CCUS】さまざまな日本の対外協力枠組に合致しており、政策的に合致す

る。例えば、インフラシステム海外展開戦略 2025の「（２）日本の優れた脱炭素技

術等の海外展開支援」における「CCS（二酸化炭素の回収・貯蔵）事業とそのた

めの地層探査等の支援を行い、日本固有のエネルギー・発電事情の経験を活か

し、相手国の事情に応じた多様な選択肢の提供も強みとする官民一体となった

パッケージ型提案力の強化」に完全に合致する。

継続を予定するプログラムは GHG の排出削減・吸収増進【緩和策】における低炭

素型施設・機器導入普及に合致する。

社会的弱者・ジェンダー DOE のプロジェクト選定に適用される GAD CHECKLIST FOR THE ENERGY 
SECTOR に配慮したプロジェクト内容とする。 
とくに政策立案における女性の限定的な影響力に配慮し、計画・政策策定におけ

るジェンダー主流化を促進する。
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2) 強化プログラムの評価

表 3-17 強化プログラムの評価（エネルギー） 

強化プログラム
気候変動インパクト

波及効果
日本の知見・技術の

活用可能性緩和 適応

E-1 エネルギーデータ管理能力向上プログラム

E-1-1 エネルギー収支

表 管 理 シ ス テ ム

(EBTMS)の開発・導入

とエネルギーデータ

ベースの地域化協力

2020 年のエネ

ル ギ ー セ ク

ターCO2 排出

量

120.01MtCO2e
の一部に貢献

なし 波及効果は定性的であ

り、直接的なGHG排出削

減には貢献しない。一方

で、LGU などの地域単位

での政策推進や民間投資

促進につながり、全セク

ターの施策推進を補強す

る。

JICA で は 2008 年 に

「フィリピン国 エネル

ギー計画策定支援調査」

を実施しており、初期の

PEP の策定の基礎となる

各種分析ツールが開発・

提案された。ここでの取

組をベースとした協力と

なる。

E-1-2 エネルギーデー

タ管理・利用に資する

研修

E-2 エネルギートランジション能力強化プログラム

E-2-1 天然ガス利活用

能力強化・水素燃料移

行プロジェクト

2020 年の発電

による CO2 排

出 量

70.01MtCO2e
の一部に貢献

なし 天然ガス普及は PEP の

CES 達成に大きく貢献

し、天然ガス火力発電に

おける水素利用の促進は

将来的な天然ガス火力発

電の脱炭素化に資する。

また、民間のリスク低減

による投資促進は企業の

進出にも影響する。

地場では大阪ガス株式会

社がフィリピンに LNG
基地を導入、本邦重工系

のメーカーが GTCC（ガ

スタービン・コンバイン

ドサイクル）の製造や水

素ガスタービンの開発を

行う等、2022 年におい

て世界 7 位の天然ガス消

費量である本邦の事業者

のガスインフラに関する

技術力は高く、そのノウ

ハウの活用が期待でき

る。

E-2-2 天然ガスインフ

ラおよび天然ガス火力

の水素燃料移行に関す

る資金協力プロジェク

ト

上記のため、天然ガスイ

ンフラの建設・オペレー

ションの実態に則した効

果的な資金支援スキーム

を構築できる可能性があ

る。

E-3 再生可能エネルギー投資促進プログラム

E-3-1 気候変動適応を

想定した大規模水力発

電・揚水発電 M/P 策定

プロジェクト

2020 年の発電

による CO2 排

出 量

70.01MtCO2e
の一部に貢献

気象災害に

よる洪水の

抑止、異常

気象による

渇水の防止

水力は治水・利水にも対

応することで気候変動緩

和策ともなり、農業セク

ターや水供給の安定化に

も資する。また、民間の

リスク低減による投資促

進は企業の進出にも影響

する。

JICA で は 2012 年 に

「フィリピン共和国 水
力発電資源インベント

リー調査」を実施してお

り、ここで行われた水力

データベースの技術移転

を土台とする。フィリピ

ンでは本邦 ODA 資金を

用いて建設されたサンロ

ケダムもあり、建設・オ

ペレーションにおける本

邦の確立されたノウハウ

が活用できる。

E-3-2 再生可能エネル

ギー導入に関する資金

協力プロジェクト

2020 年の発電

による CO2 排

出 量

70.01MtCO2e
の一部に貢献

気候災害に

よる洪水の

抑止、異常

気象による

渇 水 の 防

再生可能エネルギーの普

及が気候変動緩和策とな

るだけでなく、民間の投

資促進が雇用創出にも貢

献し、地産地消エネル

水力や地熱の建設・オペ

レーションの実態に則し

た効果的な資金支援ス

キームを構築できる可能

性がある。
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強化プログラム
気候変動インパクト

波及効果
日本の知見・技術の

活用可能性緩和 適応

止、再エネ

普及による

系統不安定

化の低減

ギーとしてエネルギー安

全保障を高める。

E-3-3 ADB 地熱発電支

援後に提案される方針

に沿った実施協力プロ

ジェクト

2020 年の発電

による CO2 排

出 量

70.01MtCO2e
の一部に貢献

再エネ普及

による系統

不安定化の

低減、気候

災害による

影響を受け

ず電力を安

定供給

地熱はベースロード電源

として化石燃料発電を代

替できる。また、民間の

リスク低減による投資促

進は企業の進出にも影響

する。

これまでにも北ネグロス

地熱開発事業やマクバン

地熱発電所改修事業を円

借款で実施してきてお

り、フィリピンと同様に

地熱大国である本邦の建

設・オペレーションにお

ける本邦の確立されたノ

ウハウが活用できる。

E-3-4 水力開発の促

進、地熱開発における

投資促進に関する研修

2020 年の発電

による CO2 排

出 量

70.01MtCO2e
の一部に貢献

気候災害に

よる洪水の

抑止、異常

気象による

渇 水 の 防

止、再エネ

普及による

系統不安定

化の低減、

気候災害に

よる影響を

受けず電力

を安定供給

民間のリスク低減による

投資促進は企業の進出に

も影響する。

E3-1 や E3-3 で示したよ

うなノウハウの活用が期

待される。

E-4 送配電・電化能力強化プログラム

E-4-1  ERC（ エ ネ ル

ギー規制委員会）能力

開発プロジェクト

2020 年の発電

による CO2 排

出 量

70.01MtCO2e
の一部に貢献

なし 本課題の解決は送電網の

不足による再エネ設置の

投資遅れだけでなく、再

エネ導入の許認可遅延解

消にも影響するため複合

的に再エネ導入を後押し

し、加速化する。

本邦の確立された送配電

技術をもとに、ノウハウ

を共有する形で効果的な

能力開発が可能。

E-4-2 スマートグリッ

ド構築に向けた能力強

化プロジェクト

なし 再エネ電力の利用拡大は

再エネの導入促進だけで

なく天然ガス火力発電の

導入削減にもつながる。

また、リソースアグリ

ゲーションなどの新たな

雇用機会創出も見込ま

れ、経済的な裨益も享受

できる。

経 済 産 業 省 「 エ ネ ル

ギー・リソース・アグリ

ゲーション・ビジネスに

関するガイドライン」を

ベースとしたガイドライ

ン・制度枠組の適用が想

定される。

E-4-3 離島電力インフ

ラ持続可能性向上プロ

ジェクト

災害時の電

力安定供給

に貢献

ディーゼル発電の利用率

減少によるGHG削減効果

が見込まれるが、離島の

小規模グリッドであるた

め貢献度は比較的小さい

が、適応においては災害

耐性向上となり貢献度が

高い。フィリピンに相当

数存在する離島における

エネルギーアクセス性向

上に寄与する。

経済産業省「質の高いイ

ンフラの海外展開に向け

た事業実施可能性調査事

業費補助金（我が国企業

によるインフラ海外展開

促進調査）」において、

2023 年に「フィリピン

共和国・マレーシア国／

仮 想 同 期 発 電 機 制 御

（VSG）調査事業 川崎

重工」が採択された。同

E-4-4 レジリエント×

ハイブリッド電力シス

テム実証プロジェクト

災害時の電

力安定供給

に貢献
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強化プログラム
気候変動インパクト

波及効果
日本の知見・技術の

活用可能性緩和 適応

発電機に関連する技術や

スイッチング技術などを

離島電源システムに導入

することで 30%以上の再

エネ導入が可能となるた

め、民間事業者の入札す

る再エネ導入量を押し上

げ、またディーゼル発電

の段階的停止にも貢献す

る効果が期待できる。

E-4-5 オフグリッド島

嶼の全国送電網への相

互接続実現可能性調査

離島におけ

る電力アク

セス性の向

上に貢献

現状想定される技術導入

は海底送電ケーブル等で

あり、とくに本邦の知

見・技術の活用可能性は

ないと考えられる。E-4-6 オフグリッド島

嶼の全国送電網への相

互接続プロジェクト

離島におけ

る電力アク

セス性の向

上に貢献

E-4-7
・ 島嶼国における再生

可能エネルギー導入

およびディーゼル発

電設備の最適運用

・ 多様な再生可能エネ

ルギー導入時の系統

安定化 など

災害時の電

力安定供給

に貢献

E4-4のような技術のノウ

ハウ活用が期待できる。

E-4-8 全電化のための

資金支援

2020 年時点

の未電化率

5.5%の 解 消

に貢献

全電化は適応策の観点で

電化率 100%は NDC で掲

げる持続可能なエネル

ギーの実現に大きく貢献

する

単純な資金支援であり、

とくになし。

E-5 エネルギー効率と保全能力強化プログラム

E-5-1 ZEB 導入可能性

調査

National Energy 
Efficiency & 
Conservation 
Plan and 
Roadmap
（2023-2050）
の Government, 
Commercial, 
Residential の

GHG 削減目標

合 計

451.09MtCO2e
に貢献

高いエネル

ギ ー 効 率

は、建物の

エネルギー

消費を最適

化し、気候

変動による

エネルギー

需要の変化

に柔軟に対

応

National Energy Efficiency 
& Conservation Plan and 
Roadmap（2023-2050）の

実現に大きく貢献する。

また、省エネの推進は将

来エネルギー需要の削減

による新規発電所建設の

削減ひいては環境負荷低

減にも資するとともに、

省エネ市場活性化による

企業進出が雇用の拡大を

後押しする。

日本の官民協力のもと世

界標準 ISO TS23764 とし

て発行されるに至った

Zero Energy Building 
（ZEB）という建物のエ

ネルギー効率・保全策の

導入が期待される。

E-5-2 ZEB 施策推進能

力強化プロジェクト

E-5-3 ZEB 普及に関す

る資金協力プロジェク

ト

E-5-4 エネルギーの高

効率利用と省エネの推

進 など

日本は省エネが古くから

発展しており、省エネ市

場拡大だけでなく、ZEB
の自立的普及をも促す制

度の共有が期待できる。

E-6 代替燃料と新興技術導入・普及促進プログラム

E-6-1 バイオ燃料導入

普及支援プロジェクト

2020 年の輸送

における CO2
排 出 量

27.44MtCO2e
の一部に貢献

なし 自動車用燃料における課

題解決は交通セクターが

GHG 排出量の 1/3 を示し

ているため効果が大き

い。また、民間投資促進

は雇用の創出にもつなが

る。

バイオエタノールやバイ

オディーゼルについては

過去のフィリピンへの

JICA 民間連携事業３件

のノウハウを活用可能。

SAFについてはNEDOバ

イオジェット燃料生産技
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強化プログラム
気候変動インパクト

波及効果
日本の知見・技術の

活用可能性緩和 適応

術開発事業などにおいて

タイなどでも実証が実施

されている。このような

蓄積された知見・ノウハ

ウの活用が期待できる

E-6-2 バイオマス由来

SAF プラント実証プロ

ジェクト

SAF の普及は気候変動緩

和策のみならずフィリピ

ンの国際競争力の引き上

げにも資するとともに、

本邦企業の進出にも資す

る可能性がある。民間投

資促進は雇用の創出にも

つながる。

NEDO バイオジェット燃

料生産技術開発事業など

においてタイなどでも実

証が実施されている。こ

のような蓄積された知

見・ノウハウの活用が期

待でき、本邦の SAF 製

造事業者や SAF 製造設

備メーカーなどの進出・

設備普及が期待できる。

E-6-3 PtL SAF プラン

ト実証プロジェクト

世界でも導入実績が限ら

れており、今後の本邦の

技術開発進展度合いに

よってはノウハウを活用

可能。

E-6-4 代替燃料普及に

関する資金協力プロ

ジェクト

E-6-1, E-6-2, E-6-3 に関す

るノウハウなどを活用す

ることで、効果的な資金

支援スキームを形成でき

る可能性がある。

E-6-5 水素ビジョン・

ロードマップ策定およ

び能力強化プロジェク

ト

2020 年のエネ

ル ギ ー セ ク

ターCO2 排出

量

120.01MtCO2e
の一部に貢献

全産業の脱炭素化に関わ

るものであり、実現のイ

ンパクトは非常に高い。

また、エネルギー問題解

決にも資する可能性があ

る。また、新技術の普及

に伴う雇用促進効果も期

待できる。

日本政府は、2017 年に

世界に先駆けて水素基本

戦略を策定しており、こ

うした制度設計や民間の

水素関連事業・設備など

にかかるノウハウが活用

できる。

E-6-6 グリーン水素製

造実証プロジェクト

E-6-7 水素エネルギー

利用の推進－CO2 フ

リー社会に向けたエネ

ルギー政策－ など

E-6-8 CCUS 導入可能

性調査

2020 年の発電

による CO2 排

出 量

70.01MtCO2e
のほぼ全量削

減に貢献

化石燃料発電の脱炭素化

に関わるものであり、実

現のインパクトは非常に

高い。フィリピンのカー

ボンニュートラルの取組

にも資する可能性があ

り、新技術普及に伴う雇

用促進効果も期待でき

る。

JOGMEC において先進

的 CCS 支援事業を実施

しており、比較的国内の

CCS開発が進んでいる。

このため、CCSの導入可

能性を高める制度設計に

ついてノウハウを共有で

きる可能性がある。

E-6-9 CCS 導入 M/P・
制度設計・能力強化プ

ロジェクト
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(3) 産業

1) 強化プログラム案の概要

産業セクターでは、特定された課題をセメント産業などの高 GHG 排出産業、EV 産業、廃棄物

リサイクル促進、零細・中小企業支援の 4 つのカテゴリで、それぞれ強化プログラムを検討した。

表 3-18 強化プログラムの候補（産業セクター） 
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I-1 高 GHG 排出産業に向けた気候変動対策支援プログラム 
目的 フィリピンの産業セクターは、セメント産業、鉄鋼産業、冷凍空調（RAC）産業の 3 業界でセクターの

GHG の 99%を排出しているため、これらの業界向けの気候変動対策を推進する支援プログラムを実施

することで、産業セクター全体の GHG 削減を目指す。

波及

効果

産業セクターのGHG排出量 16.772百万トンCO2e（2020年）の削減、並びにフィリピン開発計画（2023
年‐2028 年）の IPPU セクターの 2028 年の CO2 削減目標値：0.71 百万トンの達成に貢献することができ

る。また、本プログラムによる民間企業への資金調達支援や経済インセンティブを行うことによって、

企業の気候変動対策への投資を促すことで、各企業の原材料や燃料、電気等の調達コストを下げること

による長期のコスト削減が期待できる。この各企業のコスト削減による収益性の向上は、新たな事業へ

の投資として、産業界全体への波及効果が見込まれる。

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期

I-1-1 セメント産業における AFR 活用可能

性並びに廃熱回収実施可能性調査

技術協力

・セメント産業における

代替燃料および原材料

（AFR）利用および廃熱

回収対策導入の遅れ

・ブレンドセメントに関

する DPWH Bluebook と

フ ィ リ ピ ン 国 家 規 格

（PNS）の基準の不整合

によるブレンドセメント

市場への負の影響

短期

I-1-2 セメント産業における AFR 活用並び

に廃熱回収施設導入のための資金協

力

JCM、TSL
（Two Step 
Loan） 

セメント産業における代

替 燃 料 お よ び 原 材 料

（AFR）利用および廃熱

回収対策導入の遅れ

中長期

I-1-3 鉄鋼産業エネルギー削減対策導入可

能性調査 技術協力

鉄鋼産業におけるエネル

ギー効率の高い設備へ代

替する対策の遅れ

短期

I-1-4 鉄鋼産業における廃熱回収施設導入

のための資金協力 JCM、TSL 
鉄鋼産業におけるエネル

ギー効率の高い設備へ代

替する対策の遅れ

中長期

I-1-5 RAC 産業低地球温暖化係数（GWP）
冷媒利用促進に係る制度構築検討プ

ロジェクト
専門家派遣

RAC 産業における低地球

温暖化係数（GWP）冷媒

利用対策の遅れ

短期

I-1-6 民間企業向け適切なフロンガス回収

処理に係る技術トレーニング

技術協力

・フロンガス回収処理登

録企業の不足

・フロンガス破壊処理施

設の技術選定や施設運用

に係る環境天然資源省職

員の経験、能力の不足

短期

I-1-7 フロンガス破壊処理施設導入のため

の資金協力
TSL 

フロンガス破壊処理施設

の能力不足

中長期

I-1-8 石油化学産業バイオナフサ利用促進

に係る制度構築検討プロジェクト 専門家派遣

石油化学産業におけるバ

イオナフサ利用対策の遅

れ

短期

上記プログラムにおける個別想定プロジェクトとして、以下に示す 8 件を検討した。 
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I-1-1  セメント産業における AFR（代替燃料と原材料）活用可能性並びに廃熱回収実施可能性調査

強化プログラム名（仮称） 高 GHG 排出産業に向けた気候変動対策支援プログラム 
想定される JICA スキーム 技術協力

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

セメント産業は、2010年のGHG排出量が産業セクター全体の８割近くを占め、大

手企業は AFR 活用および廃熱回収対策に取り組んでいるが、対策は投資回収期間

が 5 年以上と長く経済性が低いため、短期的な商業メリットが小さいことから、

業界の 3 割を占める財務的な体力が大きくない中堅企業は、対策技術導入の経験

や知見が十分ではないこともあり、対策への投資に二の足を踏む原因となってい

る。

プロジェクト上位目標 セメント産業全体で、AFR 活用および廃熱回収対策に取組み、産業セクターの

GHG 排出量を削減できる

目的・アウトカム AFR 活用並びに廃熱回収対策において、セメント産業の企業それぞれに導入すべ

き技術や設備の明確化を行い、同時に、各企業人材に対する導入技術に関する教

育を行う。

アウトプット a. AFR（代替燃料および原材料）活用可能性調査（AFR データベース作成含

む）

b. 廃熱回収の導入可能性調査

c. ブレンドセメントに関する技術情報の収集支援

協力期間 2-3 年

想定される C/P 機関 DENR/CCS、セメント協会 
他の関係機関 DTI 
先方との協議状況 DENR/CCS と協議済み 

I-1-2  セメント産業における AFR 活用並びに廃熱回収施設導入のための資金協力

強化プログラム名（仮称） 高 GHG 排出産業に向けた気候変動対策支援プログラム 
想定される JICA スキーム JCM、TSL 
背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

セメント産業は、2010年のGHG排出量が産業セクター全体の８割近くを占め、大

手企業は AFR 活用および廃熱回収対策に取り組んでいるが、対策は投資回収期間

が５年以上と長く経済性が低いため、短期的な商業メリットが小さいことから、

業界の 3 割を占める財務的な体力が大きくない中堅企業は、対策技術導入の経験

や知見が十分ではないこともあり、対策への投資に二の足を踏む原因となってい

る。

プロジェクト上位目標 セメント産業全体で、AFR 活用および廃熱回収対策に取組み、産業セクターの

GHG 排出量を削減できる

目的・アウトカム 「I-1-1 セメント産業における AFR 活用可能性並びに廃熱回収実施可能性調査」で

明確になったセメント産業の企業ぞれぞれの導入すべき技術や設備の調査結果に

基づいて、JCM やツーステップローンなど日本の資金調達のスキームを実施す

る。

アウトプット セメント産業の企業への AFR 活用並びに廃熱回収施設の導入

協力期間 3 年 
想定される C/P 機関 DENR/CCS、セメント産業協会 
他の関係機関 DTI 
先方との協議状況 DENR/CCS と協議済み 
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I-1-3  鉄鋼産業エネルギー削減対策導入可能性調査

強化プログラム名（仮称） 高 GHG 排出産業に向けた気候変動対策支援プログラム 
想定される JICA スキーム 技術協力

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

鉄鋼産業は、輸入した鉄鋼半製品や国内で回収された鉄スクラップを工業炉で溶

解して最終製品に加工する業態をとっているが、工業炉での廃熱回収技術の導入

は最初に大きな設備投資が必要であり、投資回収期間が５年以上と長く経済性が

低いため、短期的な商業メリットが小さいことと、さらに、企業は、対策技術導

入の経験や知見が十分ではないこともあり、対策への投資に二の足を踏む原因と

なっている。

プロジェクト上位目標 鉄鋼産業全体で、廃熱回収対策に取組み、産業セクターの GHG 排出量を削減でき

る

目的・アウトカム 廃熱回収対策において、鉄鋼産業の企業それぞれに導入すべき技術や設備の明確

化を行い、同時に、各企業人材に対する導入技術に関する教育を行う。

アウトプット 廃熱回収導入可能性調査

協力期間 2-3 年

想定される C/P 機関 DENR/CCS、鉄鋼産業協会 
他の関係機関 DTI 
先方との協議状況 DENR/CCS と協議済み 

I-1-4  鉄鋼産業における廃熱回収施設導入のための資金協力

強化プログラム名（仮称） 高 GHG 排出産業に向けた気候変動対策支援プログラム 
想定される JICA スキーム JCM、TSL 
背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

鉄鋼産業は、輸入した鉄鋼半製品や国内で回収された鉄スクラップを工業炉で溶

解して最終製品に加工する業態をとっているが、工業炉での廃熱回収技術の導入

は最初に大きな設備投資が必要であり、投資回収期間が５年以上と長く経済性が

低いため、短期的な商業メリットが小さいことと、さらに、企業は、対策技術導

入の経験や知見が十分ではないこともあり、対策への投資に二の足を踏む原因と

なっている。

プロジェクト上位目標 鉄鋼産業全体で、廃熱回収対策に取組み、産業セクターの GHG 排出量を削減でき

る

目的・アウトカム 「I-1-3 鉄鋼産業エネルギー削減対策導入可能性調査」で明確になった鉄鋼産業の

企業ぞれぞれの導入すべき技術や設備の調査結果に基づいて、JCM やツーステッ

プローンなど日本の資金調達のスキームを実施する。

アウトプット 鉄鋼産業の企業への廃熱回収施設の導入

協力期間 3 年 
想定される C/P 機関 DENR/CCS、鉄鋼産業協会 
他の関係機関 DTI 
先方との協議状況 DENR/CCS と協議済み 

I-1-5  冷凍空調（RAC）産業低地球温暖化係数（GWP）冷媒利用促進に係る制度構築検討プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 高 GHG 排出産業に向けた気候変動対策支援プログラム 
想定される JICA スキーム 短期専門家派遣

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

RAC産業の内エアコン業界では、国内企業の HCFCから HFCへの切り替えは、政

府補助金を活用して実施済であるが、HFC から GWP が低い自然冷媒の R290(プロ

パン、GWP ：2 以下)への移行は進んでいない。その理由は、企業において、現行

の HFC 冷媒の製造ラインの変更によって、新たな投資が必要とであることと、自

然冷媒は海外からの輸入に頼らざる得ないため、冷媒の調達コストが上昇しエア

コン販売の採算性が低下することもあり、企業が投資判断をしない原因となって

いる

プロジェクト上位目標 RAC 産業のエアコン業界が、国内製造において自然冷媒への移行を進めることが

できる。

目的・アウトカム 短期専門家を派遣し、自然冷媒の R290 を海外から輸入することに対する税優遇

や、国内企業の生産ラインを R290 向けに改修することに対する補助金支援など、

企業への支援制度の設計を行う。

アウトプット a. 自然冷媒の R290 の輸入関税への優遇措置の検討
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b. 自然冷媒の R290 に対応した製造ライン改修への補助金制度の検討

協力期間 1 年 
想定される C/P 機関 DENR/CCS、DENR/オゾン室、RAC 産業協会 
他の関係機関 DTI
先方との協議状況 DENR/CCS と協議済み 

I-1-6  民間企業向け適切なフロンガス回収処理に係る技術トレーニング

強化プログラム名（仮称） 高 GHG 排出産業に向けた気候変動対策支援プログラム 
想定される JICA スキーム 技術協力

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

HFC の化学物質管理命令で、フロンガスの大気中への排出は禁止されているが、

ガスの回収処理はほとんど行われていない。その理由は、フロンガス回収業務に

収益性が低いことや、フロンガス回収装置の所有や回収技術を持った人材の配置

など、登録の要件が厳しいことで、フロンガス回収のための登録企業は現在 1 社

のみで、フロンガス回収登録企業が増えていない。

プロジェクト上位目標 フロンガス回収登録企業が増える

目的・アウトカム 技術協力により、DENR と連携して、フロンガス回収設備や回収サービスが高コ

ストであるために企業の収益性が低くなる問題や、消費者が冷蔵庫やエアコンの

サービスを非公式セクターに大きく依存している問題について、調査分析を行い

対処案の検討を行う。また、企業や消費者へのフロンガスの回収と処理に関する

法規制の啓発活動を行う。

さらに、フロンガス回収手順書を作成し、それに基づいて、冷蔵庫やエアコンの

サービス企業を対象に、フロンガス回収の技術を持つ人材を育成するため、フロ

ンガス回収トレーニングを実施する。また、登録企業への経済的インセンティブ

（回収装置の購入補助金など）を検討する。

アウトプット a. フロンガス回収処理の問題（低収益とインフォーマルセクター依存）に関す

る調査の実施と対処案の検討

b. フロンガス回収処理に関する法規制の啓発活動

c. フロンガス回収手順書を作成

d. フロンガス回収トレーニングの実施

e. 登録企業への経済的インセンティブの検討

f. フロンガス破壊処理施設の技術選定に関する支援

協力期間 1 年 
想定される C/P 機関 DENR/CCS、DENR/オゾン室 
他の関係機関 DTI
先方との協議状況 DENR/CCS と協議済み 

I-1-7  フロンガス破壊処理施設導入のための資金協力

強化プログラム名（仮称） 高 GHG 排出産業に向けた気候変動対策支援プログラム 
想定される JICA スキーム TSL

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

フロンガスの回収がほとんど行われていないため、フロンガスの破壊はセメント

会社 1 社のセメントキルンで処理されているだけで、ほとんど行われていない。

DENR は、現在は、フロンガスを回収するシステムができあがっていないため、

現状のセメント会社のキルンを活用することで対応すると考えているが、将来、

フロンガスの回収量が増えてセメント会社のセメントキルンでは対応しきれない

場合が考えられるので、専用のフロンガス破壊処理施設の建設が必要であると考

えている。

プロジェクト上位目標 フロンガス破壊処理施設が導入され、フロンガスの処理が実施される。

目的・アウトカム 「I-1-6  民間企業向け適切なフロンガス回収処理に係る技術トレーニング」で実施

された、「フロンガス破壊処理施設の技術選定に関する支援」結果に基づいて、

ツーステップローンなど日本の資金調達のスキームを実施する。

アウトプット フロンガス破壊処理施設の導入

協力期間 3 年 
想定される C/P 機関 DENR/CCS、DENR/オゾン室 
他の関係機関 DTI 
先方との協議状況 DENR/CCS と協議済み 
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I-1-8  石油化学産業バイオナフサ利用促進に係る制度構築検討プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 高 GHG 排出産業に向けた気候変動対策支援プログラム 
想定される JICA スキーム 短期専門家派遣

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

石油化学産業では、化石燃料起源のナフサを利用していることから、クラッキン

グのプロセスで CO2 が排出されているため、フィリピン国の NDC では植物起源

のナフサを使用して CO2 排出を減らすことを目標として掲げているが、バイオナ

フサの活用は全く進んでいない。その理由は、バイオナフサは世界で数社（Neste
社等）でのみ製造されており、すべて海外からの輸入することになるため、バイ

オナフサの価格が化石燃料起源ナフサの 2～3 倍と非常に高く、調達コストが上昇

し企業の採算性が低下することから、企業が投資判断をしない原因となってい

る。

プロジェクト上位目標 石油化学産業が、化石燃料起源のナフサの代替としてバイオナフサへの移行を進

めることができる。

目的・アウトカム 短期専門家を派遣し、バイオナフサを海外から輸入することに対する税優遇な

ど、企業への支援制度の設計を行う。

アウトプット バイオナフサの輸入関税への優遇措置の検討

協力期間 １年

想定される C/P 機関 DENR/CCS、石油化学産業協会 
他の関係機関 DTI 
先方との協議状況 DENR/CCS と協議済み 

<当該プログラムの選定理由＞ 

パリ協定・NDC 達成支援

貢献度

フィリピンの産業セクターの 2020 年の GHG 排出量を見ると 16.772 百万トン CO2e
で、国全体の 8.2%を占めている。その内訳を業界別にみると、セメント産業が

77%を占め、次いで鉄鋼産業が 13%、冷凍空調（RAC：Refrigeration & Air
Conditioning）産業が 9%で、この 3 業界で産業セクターの GHG の大半を排出して

いる。NDC の Industrial Processes and Product Use （IPPU）分野の実施対策において

も、セメント産業、鉄鋼産業、RAC 産業、石油化学産業は、その対象となってい

る。そのため、GHG 排出量の大きなこれら 3 業界を対象にした本プログラムを実

施することで、直接的な GHG 削減に繋がり、NDC の達成に貢献する。

さらに、本課題の解決は、フィリピン開発計画（2023 年‐2028 年）の IPPU セク

ターの 2028 年の CO2 削減目標値：0.71 百万トンの達成に貢献する。

セクター政策との整合性

NDC の Industrial Processes and Product Use （IPPU）分野の実施方針（PaMs）並び

に、フィリピン開発計画（2023 年‐2028 年）の IPPU セクターの 2028 年の CO2 削

減目標値の達成に整合している。

緊急性

2030年の NDC目標の達成に向け、実際の GHG削減対策を計画し実施していくうえ

においては、残りの期間が 5 年程度しかなく、本プログラムの緊急性は非常に高

い。

他ドナーの支援状況

RAC 産業に係るプロジェクトに関し、ADB が 2021 年から、フルオロカーボンのラ

イフサイクル管理に関する先進技術と革新的な解決策の選択肢を提供することを目

的に、DENR と技術協力プロジェクトを実施中である。DENR によると、民間企業

のフロンガスの回収という具体的なトピックでなく、ライフサイクル管理全体の政

策面に特化した内容とのことであり、本プログラムとの重複は無い。

経済性

GHG削減対策の投資回収年数は 5年以上と見込まれており、短期の収益性は低いた

め民間企業が対策の実施への意欲は低いが、本プログラムによる資金調達支援や経

済インセンティブを行うことによって、対策の投資回収年数を短くすることで、民

間企業の収益性を高めることができ、経済性が見込まれる。

投資効果

本プログラムによる資金調達支援や経済インセンティブを行うことによって、民間

企業の GHG 削減対策への投資を促すことができ、フィリピン国の製品のみならず

本邦技術を導入した設備の購入が期待され、投資効果は高い。

DAC 6 項目 

妥当性：高い（2030 年に向けた NDC 目標達成に貢献する） 
整合性：高い（開発協力方針の重点分野（中目標）において「(1)持続的経済成長

のための基盤の強化に合致」）

有効性：高い（代替燃料の利用や廃熱回収など、業界のエネルギー削減に貢献す

る、フロンガス削減に関するフィリピン国の政策に貢献する）
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インパクト：高い（業界のエネルギー削減によるコスト減に繋がり、経済活性化に

貢献）

効率性：高い（業界全体への普及が見込まれる）

持続性：高い（資金調達支援や経済的インセンティブによって、企業の対策へ投資

を促すことで長期の事業効果が見込まれる）

日本政府・JICA 政策との

整合性

日比環境政策対話（2022 年 3 月 2 日）共同声明 
「フロン管理：HFCs の回収・破壊対策の可能性評価、政策立案者および技術者の

能力開発、JCM の活用について協力を進める。」との声明文があり、本課題解決へ

の日本政府の支援に方針に合致する。

I-2 EV 産業促進プログラム 
目的 EV 普及に向けた環境整備を通じて EV 普及および EV 産業振興をはかる 

波及

効果

PDP の交通セクターの 2028 年の年間 GHG 削減目標値は 5.14 百万トン CO2e であるが、世銀の試算では

車両の EV 化は最も費用対効果の大きい施策と試算されている。 
本プロジェクトにより、基準や認証制度の策定、人材育成、製造業支援などを通じて 2040 年までに EV
関連産業を輸出産業に育てるというフィリピン政府の政策にも貢献できる。

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期

I-2-1 E ジプニーの車両認証システムの構築 技術協力 古いジプニーの排出する

GHG の削減 
基準や認証システムが存

在しないことに起因する

安全性・経済性等の問題

短期

I-2-2 車両検査施設建設/設備資金協力 円借款/無償/技
術協力/課題別研

修

ジプニー等の車両検査施

設/機材がない、検査技術

者がいない

短期～中長期

I-2-3 ジプニー組合向けEジプニー近代化資

金協力

円借款 ジプニー組合が買替を行

う際の資金不足

短期～中長期

I-2-4 EV 製造企業向け資金協力 円借款 EV 製造業の未成熟 短期～中長期

I-2-5 EV 輸入関税撤廃による国内産業およ

び FDIへの影響と今後の政策にかかる

アドバイザリー業務

技術協力 現在時限付きで実施され

ている EV および EV 部

品の免税措置における国

内製造業および FDI への

影響

短期

上記プログラムにおける個別想定プロジェクトとして、以下に示す 5 件を検討した。 
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I-2-1 E ジプニーの車両認証システムの構築

強化プログラム名（仮称） EV 産業促進プログラム 
想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

現在、基準が存在しない電動ジプニーの製造において、大きさ、耐久性、安全性

などの基準策定の支援ニーズがある。特に、燃料電池においては中国製の安価な

ものを利用することで火災につながるケースもすでに起きており、電動ジプニー

の普及を阻害する一因となっている。

基準に合致した安全な電動ジプニーを市場に出すことによって、電動ジプニーを

購入し利用しようという利用者の意識も高まることが期待され、ひいては、

ディーゼルジプニーから電動ジプニーへの転換が進み、ジプニーから排出される

GHG や大気汚染物質が低減されることが期待される。 
プロジェクト概要

上位目標

国内製造される電気商用車（e-CV）の製造基準、製品安全基準、および適合性テ

スト施設を含む、車両認証システムを開発し実施することで、電気商用車（e-
CV）の普及を促進し、ひいては、フィリピンの NDC 目標の達成に貢献する。

目的・アウトカム a) 産業の長期的な持続可能性を確保するため、車両認証システムの開発を通し

て、システム開発と実施の能力を持つ人材が育成される。

b) 製品の安全性を確保するために、フィリピンの車両認証システムが開発され

る。

c) テスト施設の設計を通し、施設設計の能力をもつ人材が育成される。

アウトプット a) 電気商用車（e-CV）の車両認証システムを開発し実施する能力を持つ人材

b) 電気商用車（e-CV）の公式車両認証システム

c) テスト施設の設備リスト、および費用見積り

協力期間 約 3 年 
想定される C/P 機関 DTI-BOI 

他の関係機関 DOTr、DOST、EVAP 
実施における留意事項 老朽化したジプニーを最新規制に合致したものに転換しようというジプニー近代

化事業は、ジプニー組合との合意調整に多大な時間を要しているが、本プログラ

ム案は、実際の電動ジプニーへの転換の活動は対象としていない。

先方との協議状況 2023 年度の要望調査候補案件として、DTI から NEDA に提出済み 

I-2-2 車両検査施設建設/設備資金協力

強化プログラム名（仮称） EV 産業促進プログラム 

想定される JICA スキーム 円借款/無償/技術協力 

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

現在フィリピン国内に存在しない車両の検査施設の建設や必要とされる設備の導

入を通じて将来 EV 産業を育成し輸出産業に転換したいというフィリピン政府の

EV 政策を後押しする 

プロジェクト上位目標 車両の検査施設が開設され、E ジプニーをはじめとした国内生産の車両の安全性

が確認され、将来の輸出への道筋が作られる

目的・アウトカム 車両の検査施設や検査機器の導入、検査エンジニアの育成を通じで認証システム

を確立させる、輸出に耐えうる安全基準を満たす車両の製造を支援する

アウトプット 1. 検査施設の設立

2. 検査機器の導入

3. 検査エンジニアの育成

協力期間 2-4 年

想定される C/P 機関 DOTr 

他の関係機関 DTI-BOI、DOST、EVAP 

先方との協議状況 DTI-BOI 内の CAR プログラムオフィスおよび DOTr PUVMP オフィスと協議。ま

ずは制度の構築が優先、その後本協力に進みたいとの意向あり。
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I-2-3 ジプニー組合向け E ジプニー近代化資金協力

強化プログラム名（仮称） EV 産業促進プログラム 

想定される JICA スキーム 円借款

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

現在 PUV 近代化プロジェクトにおいてジプニーの新型車両および E ジプニーへの

転換が進められており、DBP および Land Bank が買替資金の融資を行っているが

資金に限りがあることや審査に時間がかかることが課題となっている

プロジェクト上位目標 E ジプニーへの買替に特化した低金利融資を行うことで E ジプニーへの買替が促

進される

目的・アウトカム 現在提供されている融資は E ジプニーには特化していないため、現行の融資より

もより譲許性の高い融資を行うことで E ジプニーへの転換を促進させる。参加金

融機関（PFIs）をより多くすることで、より広く融資を実施する。 

アウトプット 1. E ジプニー向けの低金利融資（TSL）
2. 国営銀行だけでなく市中銀行に対しても融資スキームを拡大する

協力期間 3-5 年

想定される C/P 機関 DBP、Land Bank 

他の関係機関 DOTr、市中銀行、EVAP 

先方との協議状況 DOTr PUVMP オフィスおよび DBP とアイデアについては協議済み。 

I-2-4 EV 製造企業向け資金協力

強化プログラム名（仮称）  EV 産業促進プログラム 

想定される JICA スキーム 円借款

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

EV への転換を通じて GHG 削減に貢献する。 
EV および EV 部品を製造する企業に対して設備投資のための低金利融資を行うこ

とで EV 製造業の興隆を後押しする。 

プロジェクト上位目標 フィリピンにおける EV 製造業が発展し、経済発展および雇用創出に寄与する

目的・アウトカム EV 部品製造や組み立て、開発における設備投資が活性化し、フィリピンの EV 製

造業が興隆することでひいては EV 化の促進に寄与する 

アウトプット 1. EV 製造業者向けの設備投資用低金利融資

2. コンサルティングサービスを通じたEV製造業向けの技術や本邦企業とのビジ

ネスマッチングサービスの提供

協力期間 2-3 年

想定される C/P 機関 DBP、Land Bank 

他の関係機関 DTI-BOI、市中銀行、EVAP 

先方との協議状況 DTI-BOI内の CARプログラムオフィスおよび DBPとアイデアについて協議済み。 
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I-2-5 EV 輸入関税撤廃による国内産業および FDI への影響と今後の政策にかかるアドバイザリー業務

強化プログラム名（仮称） EV 産業促進プログラム 
想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

2023 年より 5 年の暫定措置として EV の輸入が免税となったが、国内での製造を

撤回するパーツメーカーや開発や設備への投資を控える企業が出てきている。そ

のため、2024 年度から、この法律の施行後の国内産業へ与える影響のレビューを

行い、今後のEV関税政策（完成車、パーツともに）の方向性を策定することが求

められていた。

現状のまま国内のＥＶ産業が独自のＥＶの開発や製造への投資をしない場合、5
年間の EV 関税政策の暫定期間が終了した後は、EV への関税が上がることが予想

されることからＥＶ普及は滞ることが懸念される。

適切な EV関税政策が策定されることは、持続的な国内の EV普及を促進すること

になり、ひいては、国内の GHG 削減の促進が期待される。 
プロジェクト概要

上位目標

EV 輸入関税撤廃による国内産業および FDI への影響と今後の政策の方向性が検討

されることで、EV 輸入・生産における国内産業や FDI のバランスが最適化され、

持続的な国内の EV 普及を促進することになり、ひいては、フィリピンの NDC 目

標の達成に貢献する。

目的・アウトカム a) EV 輸入関税撤廃による正負の影響の調査（含：輸入量増加による気候変動対

策への貢献度）が実施される。

b) 今後の EV 関税政策に対する政策が提言される。

アウトプット a) EV 輸入関税撤廃による正負の影響の調査の結果（含：輸入量増加による気候

変動対策への貢献度）

b) 今後の EV 関税政策に対する政策提言

協力期間 約 3 年 
想定される C/P 機関 DTI/BOI Policy Planning 

他の関係機関 DTI、MOF、DOTr、EVAP 等業界団体 
先方との協議状況 DTI/BOI は、要望調査候補案件として NEDA に提出の意図はあったが、2023 年の

要望調査の締め切りには間に合わず、未提出となっている。

<当該プログラムの選定理由＞ 

パリ協定・NDC 達成支援貢
献度

GHG インベントリで交通部門は全排出量の 21.243%（24.174 百万トン CO2e）を占
めている。また、PDP の交通セクターの 2028 年の年間 GHG 削減目標値は 5.14 百
万トン CO2e である。ジプニー、トライシクル、バスを含む公共輸送車（PUV）は
全移動距離の約 80%を占めており、これらの GHG 削減はフィリピン国内の排出量
を減らすのに大きく貢献する。CREVIでは国内の全車両のうち 50%を EVに転換す
るクリーンエネルギーシナリオを打ち出しており、その目標達成にも寄与する。
また、EV産業を 2040年までに輸出産業に育成したいというフィリピン政策の目標
においても、基準や認証制度の策定、製造業支援、人材育成といった点から貢献
する。

セクター政策との整合性
CREVIのクリーンエネルギーシナリオにおいて目標とされる全車両の 50%を EVに
転換する政策に貢献すると考えられる。

緊急性
CREVIのクリーンエネルギーシナリオでは 2028年までに国内の EV車両台数を 245
万台以上に増やすことを目標としているが現在の登録 EV 台数は 1 万台以下であり
目標達成のための緊急性は高い

他ドナーの支援状況 UNDP、UNEP、UNIDO、ADB などが支援を行っている 
経済性 該当せず

投資効果
世銀の試算によれば鉄道整備や在宅勤務推奨などの施策に比べても最も効果が高
いとの分析がなされている

DAC 6 項目 

妥当性：高い（フィリピンの EV 産業の発展に貢献する） 
整合性：高い（開発協力方針の重点分野（中目標）において「(2)包摂的な成長の
ための人間の安全保障の確保に合致」）
有効性：高い（E ジプニー普及および大気汚染改善に貢献） 
インパクト：高い（首都圏の大気汚染の改善が見込まれる）
効率性：高い（標準化されることによりEジプニー業界全体の指針となる。生産効
率の向上や需要充足にも貢献）
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持続性：高い（基準を作ることにより長期にわたる事業効果が見込まれる）

日本政府・JICA 政策との
整合性

国土交通省は、ASEAN 諸国において、自動車の基準認証制度や検査・登録、点
検・整備などの自動車の基盤制度の整備や運用などに課題が多いとして、ベトナ
ム、カンボジア、ミャンマーにおいて型式認証・登録・点検・整備および検査制
度や法律・制度等の構築や改善を支援してきた実績がある。国際社会において
も、自動車の安全確保や環境保全にかかる国際ルールを策定する国連自動車基準
調和世界フォーラム（UN World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations）で
副議長を務めるなどリーダーシップを発揮しており、日本が技術的に優位である
先進技術を中心に安全や環境基準などの策定を主導している。

社会的弱者・ジェンダー
②コベネフィット（開発便益と気候便益）型気候変動対策の推進に合致し、
「2030 年までに GHG 排出削減量の倍増（200 万 CO2 換算トン／年）」に直接的に
資する。

I-3 廃棄物リサイクル促進プログラム

目的 廃棄物リサイクルを促進することで原料使用量、生産時、廃棄時の GHG 削減に寄与する 

波及

効果

現在 9%しかリサイクルされていないプラスチックを中心として再生可能な資源ごみのリサイクルが可

能な体制の構築および EPR 法の遂行を支援することで循環型社会の構築に貢献する 

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期 

I-3-1 リサイクル産業育成のための政策策

定能力強化プロジェクト

技術協力 リサイクルを行う仕組みが

構築されていない

短期 

I-3-2 リサイクル産業向け資金協力 円借款 適正に解体やリサイクルを

行う施設が不足している 

短期～中長期 

上記プログラムにおける個別想定プロジェクトとして、以下に示す 2 件を検討した 

I-3-1 リサイクル産業育成のための政策策定能力強化プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 廃棄物リサイクル促進プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト

背景（本強化プログラムが
対応する気候変動対策に関
わる課題）

リサイクル産業構築に係る調査（JICA、2006年）から 15年以上たっているが、プ
ラスチックが一部リサイクルされているのが現状である。産業廃棄物が広くリサ
イクルされる社会を構築するため、リサイクル産業の発展を阻害している要因を
把握し、その対応方法を検討したいという支援ニーズがある。
産業廃棄物のリサイクル産業を育成することによって、業界間の産業廃棄物利用
が促進され、ひいては、産業セクター全体でのエネルギー削減に繋ぐことが期待
される。

プロジェクト概要
上位目標

産業廃棄物のリサイクル産業を形成し発展させるため政策が立案され、業界や企
業間の産業廃棄物の利活用が進むことで、産業廃棄物の原料や燃料利用によって
エネルギーが削減され、ひいては、フィリピンの NDC 目標の達成に貢献する。

目的・アウトカム a) 産業セクターの企業から排出される廃棄物の種類、量、並びに企業が原料と
して再利用可能な廃棄物の種類、量のデータベースが整備され、更新され
る。

b) リサイクル産業の発展を阻害している要因が把握され、対応方法が検討され
る。

c) リサイクル産業育成に必要な法制度が検討される。

アウトプット a) 企業から排出される廃棄物の種類、量、並びに企業が原料として再利用可能
な廃棄物の種類、量のデータベース

b) リサイクル産業の発展を阻害している要因、対応方法
c) リサイクル産業育成に必要な法制度のコンセプト

協力期間 約 3 年 
想定される C/P 機関 DTI-BOI Policy Planning、 DENR 
他の関係機関 LGU 
実施における留意事項 特になし

先方との協議状況 DTI/BOI は、要望調査候補案件として NEDA に提出の意図はあったが、2023 年の
要望調査の締め切りには間に合わず、現在、未提出となっている。
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I-3-2 リサイクル産業向け資金協力 
強化プログラム名（仮称） 廃棄物リサイクル促進プログラム 
想定される JICA スキーム 円借款 
背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題） 

回収やリサイクル/適正処理を行う設備が不足しており、再利用できる貴重な資源

も不法投棄や埋め立て処分がされている 

プロジェクト概要 
上位目標 

フィリピンにおけるリサイクル率や適正処理をされる廃棄物の割合が増加する 

目的・アウトカム 回収業者やリサイクル/処理業者が設備投資や車両購入を行う際の低金利融資を行

うことで、リサイクル産業の活性化を支援する 
アウトプット 1. 回収業者やリサイクル/処理業者向けの設備投資用低金利融資 

2. コンサルティングサービスを通じた回収業者や処理業者および LGU 含む政府

職員向けの研修 
協力期間 3-5 年 

想定される C/P 機関 DBP 

他の関係機関 LGU、DENR 
実施における留意事項 特になし 
先方との協議状況 未 

 

<当該プログラムの選定理由＞ 

パリ協定・NDC 達成支援貢

献度 

固形廃棄物は 2010 年の GHG インベントリで 4.851%を占めている。また PDP での

2028 年の削減目標は 1.08 百万トン CO2e となっている。フィリピンで排出される

廃棄物のうち、45%が家庭から、21%が商業施設から、12.1%が政府および教育・

医療機関から、4.1%が製造業や産業からとされている。 
不適切な廃棄や処理が原因で、既に土壌・水質・大気汚染の一因となっており、

WWF によれば、プラスチックごみの 35%は地中や海に漏れ出している。 
プラスチックは石油から作られ、また生産時に高温での処理が必要であるためエ

ネルギー消費量が大きい。リサイクルシステムが構築されることでの新規資源の

利用やエネルギー消費量を削減することができ、海洋投棄による生態系への影響

を減らす効果もあり、NDC 達成への影響は大きい 

セクター政策との整合性 拡大生産者責任法/EPR 法（Extended Producer Responsibility Act of 2022、Republic Act 
11898）の推進に寄与する 

緊急性 すでに EPR 法が施行されている中多くの企業が順守に苦慮しており早急な環境整

備が求められている 

他ドナーの支援状況 WWF,UNIDO などが支援を実施している 

DAC 6 項目 

妥当性：高い（フィリピンのリサイクル産業の発展に貢献する） 
整合性：高い（開発協力方針の重点分野（中目標）において「(2)包摂的な成長の

ための人間の安全保障の確保に合致」） 
有効性：高い（産業界の代替燃料や原材料としての利用促進に貢献） 
インパクト：高い（産業界全体のコスト減に繋がり、経済活性化に貢献） 
効率性：高い（産業界全体への普及が見込まれる） 
持続性：高い（システムができることで、長期の事業効果が見込まれる） 

日本政府・JICA 政策との

整合性 

フィリピンに進出している日系製造業はほとんどがフィリピン内市場ではなく他

国への輸出のための生産拠点であり、特に欧米向けの商品については製造過程で

出た産業廃棄物が適切に処理されていることが必要であり、産業廃棄物の処理能

力の向上は進出日本企業にとっても有益。またリサイクル先進国としての日本の

知見や技術を導入していく足掛かりとなる可能性が高い。 

社会的弱者・ジェンダー 
②コベネフィット（開発便益と気候便益）型気候変動対策の推進に合致し、

「2030 年までに GHG 排出削減量の倍増（200 万 CO2 換算トン／年）」に直接的に

資する。 
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I-4 零細・中小企業支援プログラム

目的 零細・中小企業（MSMEs）が省エネ機器やより環境に優しい製造機器に対して設備投資を行えるよう

な支援を行う

波及

効果

MSMEs はフィリピンの企業数の 99.6%を占めている一方、資金不足や人材・情報不足などが理由で環

境対策を実施できていない。一つ一つの企業が与えるインパクトは小さいものの、より多くの企業に

リーチし、環境意識の裾野を広げることで、国全体の取組みや意識改善を後押しする効果が期待され

る。また、輸出に課される環境要件をクリアすることでフィリピン政府が目指す輸出志向型経済への移

行促進にも寄与する。

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期

I-4-1 零細・中小企業および Negosyo Center
を対象としたグリーン製造に向けた

人材育成プロジェクト

技術協力 中 小 企 業 や Negosyo 
Center 職員にグリーン製

造や省エネ機器に対する

知識が不足している

短期

I-4-2 零細・中小企業向け省エネ等設備導

入のための資金協力

円借款 中小企業がグリーン製造

に必要な機器や省エネ設

備の導入を行う資金不足

短期～中長期

上記プログラムにおける個別想定プロジェクトとして、以下に示す 2 件を検討した 

I-4-1 零細・中小企業および Negosyo Center を対象としたグリーン製造に向けた人材育成プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 零細・中小企業支援プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

MSMEs および LGU において省エネやスマートファクトリーなどの技術へのアク

セスや情報が不足していることから、様々な取組みのオプションや技術を紹介す

ることで MSMEs の知見を広め、各企業における環境への取組みを加速させる

プロジェクト概要

上位目標

MSMEs および LGU 職員の省エネやスマートファクトリーなどの最新技術に対す

る知識が向上し、それらの技術を採用するための機会を創出する

目的・アウトカム MSMEs においてより環境に優しい技術や製品が採用される 
アウトプット ・ MSMEs および LGU 職員向けの研修

・ 省エネやスマートファクトリー技術採用の事例などをまとめた研修素材の開発

協力期間 約 3 年 
想定される C/P 機関 DTI-BSMED、 DENR 
他の関係機関 LGU 

実施における留意事項 特になし

先方との協議状況 DTI-BSMED と協議を実施 
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I-4-2 中小企業向け省エネ等設備導入のための資金協力

強化プログラム名（仮称） 零細・中小企業支援プログラム

想定される JICA スキーム 円借款

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

中小企業が省エネやスマートファクトリー等の技術の採用をするにあたり金銭的

なインセンティブが不足しており、採用が進んでいない

プロジェクト概要

上位目標

MSMEs において環境に優しい技術や製品の導入が促進される 

目的・アウトカム より低金利で長期的な融資を行うことで、MSMEs が省エネ設備等への設備投資を

行う動機づけとなる

アウトプット ・ MSMEs 向けの省エネ設備等への設備投資用低金利融資

・ コンサルティングサービスを通じた MSMEs および参加金融機関(PFIs)スタッ

フ向けの省エネ技術等にかかる研修

協力期間 3-5 年

想定される C/P 機関 DBP、Land Bank 
他の関係機関 DTI-BSMED、LGU、市中銀行 
実施における留意事項 特になし

先方との協議状況 DTI-BSMED および DBP とコンセプトについて協議を行った 

<当該プログラムの選定理由＞ 

パリ協定・NDC 達成支援貢

献度

中小企業による排出量の計算は困難であるが、フィリピン企業の 99.6%を占めてい

ること、GDP の 40%を創出、労働者の 63%が従事していることを考えると、中小

企業における気候変動対策は緩和の点でも適応の点でも影響が大きい。

セクター政策との整合性

中小企業法、零細・中小企業の発展を通じた雇用創出および包括的成長促進法、

グリーン製造に関するロードマップ、グリーン公共調達ロードマップに整合して

いる。

緊急性
MSMEs は企業数の 99.6%を占めており対策は必要であるものの、多くの取組みが

必要とされる中緊急度は劣後する

他ドナーの支援状況 GIZ が支援を実施していた 

DAC 6 項目 

妥当性：高い（ニーズ・政策に合致）

整合性：高い（開発協力方針の重点分野（中目標）において「(1)持続的経済成長

のための基盤の強化に合致）

有効性：フィリピンの MSMEsは GDPの 40%を生み出しており、企業数の 99.6%を

占めていることから有効性は高い

インパクト：それぞれの企業の対策については効果は限定的であるものの、

効率性：

持続性：高い

日本政府・JICA 政策との

整合性

JICA はこれまでにも産業人材の育成等の分野で支援を行っている。フィリピンに

は多くの日系企業が進出しており、フィリピン企業における環境意識のたかまり

は日本企業にとっても裨益が大きいと考えられる

社会的弱者・ジェンダー

②コベネフィット（開発便益と気候便益）型気候変動対策の推進に合致し、

「2030 年までに GHG 排出削減量の倍増（200 万 CO2 換算トン／年）」に直接的に

資する。
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3) 強化プログラムの評価

表 3-19 強化プログラムの評価（産業） 

強化プログラム
気候変動インパクト

波及効果
日本の知見・技術の

活用可能性緩和 適応

I-1 高 GHG 排出産業に向けた気候変動対策支援プログラム

セメント産業における

AFR 活用可能性並びに廃

熱回収実施可能性調査

セメント産業から

の GHG 排出の一

部分の削減に貢献

（2010 年の GHG
排出量 6.5 百万ト

ン CO2e）

なし 本プログラムによる

資金調達支援や経済

インセンティブを行

うことによって、セ

メント産業界全体で

の企業の対策へ投資

を促すことで長期の

事業効果が見込まれ

る

セメント産業の廃熱

回収対策の実施段階

で JCM や TSL の活用

が考えらる。具体的

には、2023 年 JCM 設

備補助で Republic セ

メント社に導入した

セメント工場の予熱

ボイラーや空気冷却

ボイラーによって、

廃熱エネルギーを回

収し蒸気タービンを

回して発電する技術

が採用されている。

この日本の技術を他

のセメント工場へ導

入していく足掛かり

となる可能性が高

い。

セメント産業における

AFR 活用並びに廃熱回収

施設導入のための資金協

力

なし

鉄鋼産業エネルギー削減

対策導入可能性調査

鉄鋼産業からの

GHG 排出の一部

分の削減に貢献( 
2010 年の GHG 排

出量 1.1 百万トン

CO2e) 

なし 本プログラムによる

資金調達支援や経済

インセンティブを行

うことによって、鉄

鋼産業界全体での企

業の対策へ投資を促

すことで長期の事業

効果が見込まれる

鉄鋼産業の廃熱回収

対策の実施段階で

JCM や TSL の活用が

考えられる。具体的

には、製鋼プロセス

で使用される電気炉

の廃熱を利用して蒸

気を生成し場内利用

して使用エネルギー

を削減する技術が、

本邦の製鋼会社で採

用されている。この

日本の技術を鉄鋼産

業へ導入していく足

掛かりとなる可能性

が高い。

鉄鋼産業における廃熱回

収施設導入のための資金

協力

なし

RAC 産業低地球温暖化

係数（GWP）冷媒利用

促進に係る制度構築検討

プロジェクト

RAC 産業からの

GHG 排出の一部

分の削減に貢献

(2010 年の GHG 排

出量 0.8 百万トン

CO2e) 

なし 本プログラムによる

資金調達支援や経済

インセンティブを行

う こ と に よ っ て 、

RAC 産業界全体での

企業の対策へ投資を

促すことで長期の事

業効果が見込まれる

日本の低 GWP 冷媒普

及支援の経験や知見

の活用が可能

民間企業向け適切なフロ

ンガス回収処理に係る技

術トレーニング

なし 現行のフロンガス回

収事業の経済性が高

まることで、多くの

企業の参入が見込め

る

日本のフロンガス回

収処理の経験や知見

の活用が可能

フロンガス破壊処理施設

導入のための資金協力

なし フロンガス破壊処理

施設の建設時のフィ

フロンガス破壊処理

施設の導入に際し



フィリピン国 GX 施策推進のための情報収集・確認調査

ファイナルレポート

3-104

強化プログラム
気候変動インパクト

波及効果
日本の知見・技術の

活用可能性緩和 適応

リピン建設業界への

雇用が見込まれる

て、焼却技術以外の

技術が求められてお

り、本邦技術の活用

可能性がある。具体

的には、2019 年 JCM
設備補助で、ベトナ

ムトゥアンタイン社

にフロン専焼炉（非

燃焼方式）が導入さ

れており、これらの

日本の技術を導入し

ていく足掛かりとな

る可能性が高い。

石油化学産業バイオナフ

サ利用促進に係る制度構

築検討プロジェクト

石油化学産業から

の GHG 排出の一

部分の削減に貢献

(2010 年の GHG 排

出量 0.02 百万トン

CO2e ) 

なし 本プログラムによる

経済インセンティブ

を 行 う こ と に よ っ

て、石油化学産業界

全体で、企業の対策

へ投資を促すことで

長期の事業効果が見

込まれる

日本のバイオナフサ

利用促進の経験や知

見の活用が可能

I-2 EV 産業促進プログラム

E ジプニーの車両認証シ

ステムの構築

2020 年の GHG イ
ンベントリで交通

部門は全排出量の

14.4%（ 29.431 百

万トン CO2e）を

占めており、その

一部分の削減に貢

献する。

豪雨や洪水に

おいても故障

しにくく安全

性の高い車両

の基準を作成

することで貢

献

本 プ ロ グ ラ ム に よ

る、製造基準や認証

制度の策定、人材育

成、製造業支援など

を通じて、EV 関連産

業の育成の効果が見

込まれる

日本がASEAN諸国を

中心に行ってきた規

格や認証制度の経験

や知見の活用が可

能。

車両検査施設建設 /設備

資金協力

ジプニー組合向け E ジプ

ニー近代化資金協力

なし 公共交通車両である

ジプニーの EV 化が進

むことで GHG 削減に

寄与する

特になし

EV 製造企業向け資金協

力

なし EV 部品の製造業者が

増加し、EV の国内調

達率が増加すること

で生産コストの低下

や EV への転換が促進

される

日本の製造業の経験

や知見の活用が可能

EV 輸入関税撤廃による

国内産業および FDI への

影響と今後の政策にかか

るアドバイザリー業務

なし 国内産業育成や FDI促
進と、EV 輸入のバラ

ンスを取りながら EV
関連産業全体をより

健全に成長させるこ

とが期待される

日本の EV普及支援の

経験や知見の活用が

可能

I-3 廃棄物リサイクル促進プログラム

リサイクル産業育成のた

めの政策策定能力強化プ

ロジェクト

リサイクル率を高

めることで製造過

程の GHG および

廃棄の際に発生す

るメタンの削減に

貢献

なし リサイクルにかかる

各種政策を通じて企

業や市民の意識改革

を含めた廃棄物処理

問題の解決の一助と

なることが期待され

る

日本におけるリサイ

クルの取組みの経験

や知見の共有が可能
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強化プログラム
気候変動インパクト

波及効果
日本の知見・技術の

活用可能性緩和 適応

リサイクル産業向け資金

協力

なし リサイクル産業の機

会化や近代化を通じ

てリサイクルシステ

ムの構築を促進する

効果が見込まれる

コンサルサービスを

通じて日本の技術や

取組みの経験の活用

I-4 零細・中小企業支援プログラム

零細・中小企業および

Negosyo Center を対象と

したグリーン製造に向け

た人材育成プロジェクト

省エネ設備等に対

する知識や各虚業

で取りうる方策へ

の知見を深めるこ

とで MSMEs にお

ける対応を促すこ

とで GHG の削減

に貢献

環境リスクや

BCP 作成支援

を通じて貢献

現在は排出規制やレ

ポーティング要件の

無い MSMEs における

環境意識の高まりを

通じてフィリピン産

業界全体における環

境意識および慣行の

変容に寄与する効果

が見込まれる

日本企業の持つ省エ

ネ技術やスマート

ファクトリー技術の

共有が可能

中小企業向け省エネ等設

備導入のための資金協力

省エネ等設備の導

入を通じて GHG
削減に貢献

なし 省エネかつ近代的で

生産効率の高い設備

が導入されることに

より中小企業の競争

力の強化が見込まれ

る。また対象企業内

だけでなく同業者や

近隣企業に対しても

環境意識の醸成が期

待できる。

コンサルサービスを

通じて日本の技術や

取組みの経験の活用
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(4) 農業

1) 強化プログラムの概要

農業セクターでは、農業生産（農地管理）、灌漑開発、水産開発、畜産開発の 4 つのサブセク

ターで、それぞれ強化プログラムを検討した。

表 3-20 強化プログラムの候補（農業セクター） 

短期 中長期

プロジェクト

気候変動を考慮した灌漑
計画・管理プログラム

気候変動を考慮した
水産開発プログラム

気候変動を考慮した
スマート畜産開発

プログラム

気候変動を考慮した農地
管理能力強化プログラム

強化プログラム

農務省気候変動レジリエンス能力強化のための基礎調

小規模洪水・貯水システムのパイロットおよび検証プロジェクト
2-2

気候変動に対応した漁業開発プロジェクト
3-1 3-2

気候変動に対応した漁業開発プロジェクト

農業気象メッシュデータ開発支援プロジェクト
2-1

1-2
農務省気候変動レジリエンス能力強化プロジェクト

気候変動を考慮した灌漑施設設計マニュアルの更新

2-3
ＮbSを活用した統合的流域管理に関するマスタープラン策定

気候変動に対応した畜産技術研修

4-3

2-4

気候変動の解決策として有望な農業技術

1-1

1-3

気候変動に対応した水産業研修
3-3

気候変動に対応した技術検証プロジェクト
3-4

水産関連施設・設備の整備・近代化のための資金協力
3-5

スマート畜産水産のための基礎調査
4-1

4-2
スマート畜産推進のための技術協力プロジェクト

4-4 4-5

スマート畜産技術導入のための資金協力スマート畜産技術検証プロジェクト

スマート農業技術開発プロジェクト
1-4

農地炭素貯留検証プロジェクト
1-5

専門家派遣 

専門家派遣 
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A-１ 気候変動を考慮した農地管理能力強化プログラム

目的 最新の気象科学を踏まえた気候変動対策技術および政策検討支援ツール、営農支援ツールを開発し、そ

の普及のための技術実証、人材育成を通じて、食料安全保障と持続可能な農業の両立を目指す（緩和・

適応）

波及

効果

フィリピン農業の課題として、気象災害や農地管理（灌漑施設の不足、乏しい資材投入など）に起因す

る生産性の低さがある。農業生産性を高めるための農地管理や CRA を実施するための計画策定支援

ツールの改善、および新規開発・地方化、それを使うための人材育成強化を通じて、自然災害による農

業分野の被害リスクの低減が見込まれ、労働人口の 20%を占める農業従事者の生計向上に繋がることが

期待される。

また緩和分野についても、現在 GHG インベントリにおいて考慮されていないココナッツファーム等農

地炭素貯留機能を評価することにより、農業セクターからの純排出量を評価することができる。

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期 

A-1-1 農務省気候変動レジリエンス能力強

化のための専門家派遣 

専門家派遣 気候変動に対応した CRA
普及、営農指導を行うた

めの情報散逸、信頼性の

高い営農ツール不足、

生産性向上と持続可能性

を両立する農業技術の研

究・普及展開の遅れ

短期 

A-1-2 農務省気候変動レジリエンス能力強

化プロジェクト 

技術協力 気候変動に対応した農水

産業政策・手法の開発と

実施に関する農務省中央

部局職員の能力不足

気候変動に対応した地方

開発計画策定・予算獲

得、実施、CRA 普及のた

めの農務省地方事務所職

員、LGU の能力不足、

NDC PaMs 追加措置に関

する検討不足

短期、中期 

A-1-3 気候変動の解決策として有望な農業

技術 

課題別研修 生産性向上と持続可能性

を両立する農業技術の研

究・普及展開の遅れ

農水産業セクターにおけ

る再生可能エネルギーの

導入の遅れ

短期 

A-1-4 スマート農業技術開発プロジェクト 民間連携 短期 

A-1-5 農地炭素貯留検証プロジェクト 技術協力 農地炭素貯留ポテンシャ

ルの検証不足

GHG インベントリの方法

論およびデータ収集の不

足

気候変動対策に取組む農

水産従事者向けインセン

ティブ不足

短期 

上記プログラムにおける個別想定プロジェクトとして、以下に示す 4 件を検討した。 
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A-1-1 農務省気候変動レジリエンス能力強化のための専門家派遣

強化プログラム名（仮称） 気候変動を考慮した農地管理能力強化プログラム

想定される JICA スキーム 専門家派遣

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

気候変動に対応した農水産業政策・手法（CRA：Climate Resilience Agriculture）の

主流化を進め気候リスクへの対応能力を強化する必要がある。

中央政府においては、主要農産物産業ロードマップにおいて、気候変動リスクを

考慮した計画にすることが求められているが、影響評価・対策検討がなされてい

ない品目がある。農務省地方部局や LGU において、農家に対する CRA 普及や営

農指導を行うための人材が不足しているなか、科学データに基づく信頼性の高い

営農ツールを活用し、効率的に営農指導を行うことが求められている。農務省内

でも情報・ツールが複数混在し、用途（対象や使用場面）が不明確なため、地

方・農家レベルでの混乱を招いている。

プロジェクト上位目標 農業分野の気候変動レジリエンスが向上する

目的・アウトカム 農業セクターで開発が進められているデジタル農業技術を含む気候変動対策、農

地管理に関するデータベース等が整理され、今後必要となる CRA 技術開発・普及

に向けた方向性が明確になる。

アウトプット ・ 候変動対策に関連する既存データベース、ツールの分析・評価

・ 新または新たな開発が必要なツールの選定

・ 導入候補技術の選定および導入可能性の検証

協力期間 1－2 年 

想定される C/P 機関 DA-CRAO、DA-BAR 

他の関係機関 PhilRice、PSA、DA-BSWM、DA-ICTS、UPLB 

実施における留意事項 ADB支援により農務省全体としてのCRA組織力強化に向けた提言とりまとめが予

定されている。

A-1-2 農務省気候変動レジリエンス能力強化プロジェクト（フェーズ１）

強化プログラム名（仮称） 気候変動を考慮した農地管理能力強化プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

農務省 CRAO が DA 職員、LGU 職員に対する能力強化活動の実施担当であるが、

十分実施できておらず、主要農産物産業ロードマップや LGU の農業投資計画に

CRVA の反映が十分できていない。農務省地方部局や LGU において、農家に対す

る CRA 普及や営農指導を行うための人材が不足しているなか、科学データに基づ

く信頼性の高い営農ツールを活用し、効率的に営農指導を行うことが求められて

いる。 

プロジェクト上位目標 農業分野の気候変動レジリエンスが向上する

目的・アウトカム 農務省・RFOや LGUでの気候変動気候変動に係る意識啓発が進み、気候変動対策

検討のための意思決定支援ツールが計画、政策策定、予算化等の各段階で活用さ

れる。

気候変動リスクを踏まえた中央政府、LGU の計画策定がなされる。 
地方特性・栽培作物に応じた営農支援ツールを利用した CRA 普及がなされる。 

アウトプット ・ 最新の気象科学、気象情報の活用、NDC 目標に対する農務省職員（中央・地

方）、LGU 職員の意識向上

・ 気候変動対策支援ツールを活用した、主要作物ロードマップの見直しと対策検

討（中央政府・RFO）、地域開発計画の策定（LGU）

・ 地域特性・栽培作物に応じたアドバイザリーツールの改善または新規開発

協力期間 約 3 年 

想定される C/P 機関 DA-CRAO 

他の関係機関 DA 各部局、LGU 

実施における留意事項 ADB 支援により BARMM 地域 5 州の支援が予定されている。 
FAO 支援により 9 州における CIS 強化が予定されている。 
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A-1-2 農務省気候変動レジリエンス能力強化プロジェクト（フェーズ 2）
強化プログラム名（仮称） 気候変動を考慮した農地管理能力強化プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

農業セクターからのGHG排出量は2010年時点で国全体の約3割を占めており、NDC

緩和分野において対象セクターとされているが、2030 年に向けて GHG 排出量の増

加は見込まれておらず、PDP2023-2028 においては具体的な GHG 削減目標は設定さ

れていない。 

プロジェクト上位目標 農業分野の効果的な気候変動対策が特定され、GHG 排出量削減と、生産性向上が

達成される。

目的・アウトカム NDC 追加措置に関する実施計画が策定され、気候ファイナンスにアクセスし、対

策実施に必要な予算が確保される。

アウトプット ・フェーズ１の成果に基づく NDC PaMs 追加措置の具体化

・気候ファイナンスへのアクセスのための PDD 作成

協力期間 約 2－3 年 

想定される C/P 機関 DA-CRAO 

他の関係機関 DA 各部局、LGU パートナー 

実施における留意事項 ADB 支援により既存の NDC PaMs にかかる-MRV を？？？ 

A-1-3 スマート農業技術開発プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 気候変動を考慮した農地管理能力強化プログラム

想定される JICA スキーム 課題別研修

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

人口増により食料需要が増加する一方で、気象災害による被害を受けるため、農

業生産性が低い。農業従事者も高齢化、減少を続けており、ICT を活用し、生産

性の向上を図り、食料安全保障を確保する必要がある。

プロジェクト概要

上位目標 農業分野のデジタル化・近代化が進み、気候変動レジリエンスが向上する

目的・アウトカム 気候変動の解決策として有望な農業技術を活用した、適応策・緩和策の実施を推

進するためのアクションプランが作成される。

アウトプット ・ 農業分野において実施可能な具体的な適応策・緩和策に関する知識の修得

・ 気候変動の解決策として有望な農業技術を活用した、適応策・緩和策の実施を

推進するためのアクションプランの作成

協力期間 約 1 か月 

想定される C/P 機関 DA-BAFE、DA-BAR 

他の関係機関 RFO 

実施における留意事項 日本の農林水産省みどり食料システム戦略に基づく協力合意が、2 国間および

ASEAN 地域において取り交わされている。 
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A-1-4 スマート農業技術開発プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 気候変動を考慮した農地管理能力強化プログラム

想定される JICA スキーム 民間連携

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

人口増により食料需要が増加する一方で、気象災害による被害を受けるため、農

業生産性が低い。農業従事者も高齢化、減少を続けており、ICT を活用し、生産

性の向上を図り、食料安全保障を確保する必要がある。

プロジェクト概要

上位目標 農業分野のデジタル化・近代化が進み、気候変動レジリエンスが向上する

目的・アウトカム 生産性向上と持続可能性を両立する農業技術の研究・普及展開

アウトプット ・衛星データを活用した作物生育、土壌肥沃度のモニタリング評価手法の開発

・再生可能エネルギープログラム（REPAFS 2022-2030）に活用できる技術の検証

協力期間 約 1－2 年 

想定される C/P 機関 DA-BAFE 

他の関係機関 Philrice, PCA, Philippine Space Authority 

実施における留意事項 日本の農林水産省みどり食料システム戦略に基づく協力合意が、2 国間および

ASEAN 地域において取り交わされている。 

先方との協議状況 PCA より技術協力支援要請を受けている。 
Philrice がイネで、DA-BAFE が PSA とトウモロコシと玉ねぎに関する取組を進め

ており、拡大の意向を確認している。

A-1-5 土壌炭素動態モデル（RothC）を用いた土壌炭素量ポテンシャルの検証

強化プログラム名（仮称） 気候変動を考慮した農地管理能力強化プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

農業セクターの GHG インベントリは、統計局データに基づき 2015 年、2020 年の

推計が実施されているが、農地炭素貯留量の試算はなされていない。

NDC 追加措置として農地炭素貯留量の増加が検討されている。 

プロジェクト上位目標 全国レベルの炭素蓄積量の検証により農地の土壌の気候変動緩和策ポテンシャル

が見積もられ、持続的な農地管理により高められる

目的・アウトカム 気候変動の緩和策としての土壌炭素量の評価手法が確立され、モニタリング施設

が整備される

アウトプット ・土壌炭素動態モデルとその改良版による土壌炭素量の検証

・バイオ炭導入や成分管理などの土壌環境改善技術の普及により持続的な農地管

理能力の向上

・カーボンクレジット事業に活用可能な方法論の検討

協力期間 約 3 年 

想定される C/P 機関 DA-BSWM、PCA 

他の関係機関 RFO、PhilRice、IRRI 

実施における留意事項 NARO、JIRCAS、IRRI、PhilRice が全国スケールの水田の炭素蓄積量のモデルを

共同で開発した。2023 に FAO が地球土壌有機炭素地図を発表し、フィリピンでは

DA-BSWM が協力。 
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<当該プログラムの選定理由＞ 

パリ協定・NDC 達成支援貢

献度

NDC の適応分野「Food Security」への貢献度は高い。農業生産性を高めるための農

地管理や CRA を実施するための計画策定支援ツールの改善、および新規開発、そ

れを使うための人材育成強化を通じて、自然災害による農業分野の被害リスクの

低減が見込まれる。また緩和分野についても、現在 GHG インベントリにおいて十

分な考慮がなされていないココナッツファーム等農地炭素貯留機能を評価するこ

とにより、GHG インベントリの精度化、、農業セクターからの純排出量を評価する

ことができる。

セクター政策との整合性 農水産業近代化工業化計画（NAFMIP2020-2030）に整合している。 

緊急性

大統領が掲げる Socioeconomic Agenda のトップに“Food Security”が掲げられてい

る。自然災害による農業被害額がセクター成長率を上回り、中期開発計画および

セクター計画で掲げる農業振興目標達成を阻害しているため、緊急性は高い。

他ドナーの支援状況
3 件の GCF 案件、1 件の Adaptation Fund 案件が進行中。FAO、ADB、WB、GIZ な

どが強化プログラムを実施中である。

DAC 6 項目 

妥当性：高い（ニーズ・政策に合致）

整合性：高い（開発協力方針の重点分野（中目標）において「(2)包摂的な成長の

ための人間の安全保障の確保に合致）

有効性： 高い

インパクト：高い（農務省における CRA 主流化により、食料安全保障をはじめと

する課題解決に資するため）

効率性：高い（不足している地方部の CRA 普及員を補うための営農ツールの開

発・改善がなされるため）

持続性：高い（ただし、各種ツール利用が通信環境に左右される可能性があるた

め、通信環境整備もあわせて必要である）

日本政府・JICA 政策との

整合性

日本の農林水産省みどり食料システム戦略に基づく協力合意が、2 国間および

ASEAN 地域において取り交わされている。 
農水産分野での課題に対し、適応・緩和活動に資する本邦企業の技術や取組を導

入・展開する可能性があり、日本政府の気候変動対策に合致する。

本協力案で、気候リスクの把握と対応と農務省の既存の事業への気候変動対策

（適応・緩和）の要素を入れ込むための能力向上を目指すものであり、気候変動

対策への適応と緩和に貢献し、JICA のグローバル・アジェンダ No.16 の気候変動

対策の達成に資する。

社会的弱者・ジェンダー

農業従事者における女性の比率は高く、CRA 技術や気象情報が適切に届くこと

で、気候変動による影響・リスクを低減できると考えている。本プロジェクトで

研修モジュールについても検討予定となっているが、Farmer’s Field School に女性

農業従事者が参加できるようにするなど、特別な配慮を行う必要がある。

A-2 気候変動を考慮した灌漑計画・管理プログラム

目的 気候変動により 2040 年までにフィリピンは水不足に陥る可能性が指摘されている。近年はエルニー

ニョに関連した干ばつも発生しており、農業生産に大きな影響を与えている。気候変動による影響を踏

まえ灌漑施設整備・管理を適切に行い、農業生産性の向上、食料安全保障の確保を目指す。（適応・緩

和）

効果 フィリピン農業の課題として、灌漑施設や洪水被害防止のための施設不足に起因する生産性の低さがあ

る。水資源にかかる気象データの蓄積・管理・共有を進めるとともに、大規模施設からコミュニティレ

ベルにいたるまで、規模に応じた灌漑・貯水施設の検討、整備のためのマニュアル整備や人材育成強化

を通じて、農業生産性の向上や気象災害による被害リスクの低減が見込まれ、労働人口の 20%を占める

農業従事者の生計向上に繋がることが期待される。

また灌漑施設整備は、農業セクターからの GHG排出量の約半分を占める水田由来の GHG排出削減技術

である間断断水（AWD）にとって不可欠であり、施設整備と適切な水管理により緩和分野についても

効果が期待される。

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期

A-2-1 農業気象メッシュデータ開発支援プ

ロジェクト

技術協力 灌漑施設の計画・運営・

管理能力の不足（管理の

短期
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基礎となる気象観測デー

タの不足）

A-2-2 小規模コミュニティベース洪水・貯

水システムのパイロットおよび検証

プロジェクト

技術協力または

民間連携

小規模灌漑・貯水・排水

施設整備の不足

短期

A-2-3 NbSを活用した統合的水系管理に関す

るマスタープラン策定

技術協力 灌漑施設の計画・運営・

管理能力の不足

短期

A-2-4 気候変動を考慮した灌漑施設設計マ

ニュアルの更新

技術協力 灌漑施設の計画・運営・

管理能力の不足

短期

A-2-1 農業気象メッシュデータ開発支援プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 気候変動を考慮した灌漑計画・管理プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

国家灌漑開発計画（NIMP2020-2030）で示される通り、食料安全保障の実現のた

め、全国の灌漑整備率を高める必要がある。気候変動を考慮した適切な灌漑施設

整備・運営管理のためには、各地の気象データの蓄積や将来予測が必要である。

プロジェクト概要

上位目標

地方の農村が気洪水や渇水などの気候変動の影響に強靭になる

目的・アウトカム 気候変動により極端化する洪水や渇水に対し、適切な施設整備を行うための基礎

データとなる気象データが高解像度で整備される。

アウトプット ・メッシュ精密気象データ作成手順の整理

・既存の AWS の更新・追加

・メッシュ精密気象データの開発

・データ活用に関する関係機関研修（中央政府、RFO、LGU、水利組合等）

協力期間 約 3 年 

想定される C/P 機関 DA-BSWM、PAGASA 

他の関係機関 PhilRice, DA-BAFE 

実施における留意事項 特になし

A-2-2 小規模洪水・貯水システムのパイロットおよび検証プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 気候変動を考慮した灌漑計画・管理プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

NIMP2020-2030 で示される通り、食料安全保障の実現のため、全国の灌漑整備率

を高める必要がある。

プロジェクト概要

上位目標

地方の農村が気洪水や渇水などの気候変動の影響に強靭になる

目的・アウトカム 気候変動により極端化する洪水や渇水に対し、施設投資や技術的能力強化により

農家が対応できるようになる（農業生産性向上・洪水影響減少）

アウトプット ・小規模洪水・貯水システムが設計され、管理方法が検討される。

・小規模洪水・貯水システムが地方コミュニティで実証される

・等高線農業や間断灌漑等の土壌・水管理技術により農地が持続的に管理される

・土地や雨水管理にかかる地方レベルでの政策・投資計画が策定される

協力期間 約 3 年 

想定される C/P 機関 DA-BSWM 

他の関係機関 DA-BAR 

実施における留意事項 DA-BAR よりプロジェクトコンセプトが CRAO に提出されたが最終的に支援ニー

ズは確認されず。
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A-2-3 NbS を活用した統合的流域管理に関するマスタープラン策定

強化プログラム名（仮称） 気候変動を考慮した灌漑計画・管理プログラム

想定される JICA スキーム 開発計画調査型技術協力

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

2040 年までにフィリピンは水不足に陥る可能性が指摘されており、農業灌漑、飲

料水、発電などの水需要が競合することが予想され、水資源の統合的な管理が求

められている。水需要国家灌漑開発計画（NIMP）において、灌漑を含む多目的施

設の開発が予定されている。

プロジェクト概要

上位目標

競合する用途への水資源の利用と、自然・生態系保護と同時に経済発展を促進す

るための、より生態学的で自然に優しい設計と技術を利用した防災を統合し、流

域全体の観点から複数機関で計画された多目的構造物の開発を支援する

目的・アウトカム 国内主要流域からモデル流域を１つ選定し、流域基本計画を作成し、洪水被害低

減、灌漑地域の増加、水質、植生の改善、コミュニティの収入増を目指す（候補

は洪水発生状況から Cagayan、台風被害状況から Bicol、経済発展状況からミンダ

ナオの 1 水系）

アウトプット （灌漑開発に関するもののみ抜粋）

a. 流域全体の表流水の信頼性推計

b. 灌漑可能地域の確定

c. イネの代替作物の選定

d. 節水技術のための加圧灌漑ポテンシャルの検証

協力期間 約 3 年 

想定される C/P 機関 NIA 

他の関係機関 DPWH、LWUA、DENR、NEDA,LGUｓ 

実施における留意事項 水資源省の設立が予定されており、水資源管理関係機関がこの下に統合される予

定である。NIA は農務省傘下から新組織へ移行することが想定されている。 

A-2-4 気候変動を考慮した灌漑施設設計マニュアルの更新

強化プログラム名（仮称） 気候変動を考慮した灌漑計画・管理プログラム

想定される JICA スキーム 専門家派遣

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

NIMP2020-2030 で示される通り、食料安全保障の実現のため、全国の灌漑整備率

を高める必要がある。現在の灌漑計画設計マニュアルは、気候変動の影響を考慮

した内容になっていないため、内容の見直しが求められている。

プロジェクト概要

上位目標

気候変動の影響を考慮した灌漑施設整備がなされ、地方の農村が洪水や渇水など

の気候変動の影響に強靭になる

目的・アウトカム 気候変動

アウトプット  マニュアル改訂のための情報整理（FS で想定された気候変動影響と実際の運

営状況による差の検証）

 マニュアルの改訂 
 改定マニュアルにかかる研修実施 

協力期間 約 3 年 

想定される C/P 機関 NIA 

他の関係機関 DA-BSWM 

実施における留意事項 水資源省の設立が予定されており、水資源管理関係機関がこの下に統合される予

定である。NIA は農務省傘下から新組織へ移行することが想定されている。 
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<当該プログラムの選定理由＞ 

パリ協定・NDC 達成支援貢

献度

NDC の適応分野「Food Security」「Water sufficiency」への貢献度は高い。洪水や渇

水に対応するための施設整備計画・実施、そのための人材育成強化を通じて、農

業生産性向上や自然災害による農業分野の被害リスクの低減が見込まれるため。

セクター政策との整合性 NIMP2020-2030 と合致している。 

緊急性

気候変動により将来的に水不足に陥る可能性が指摘されており、農業生産性向上

のためにも NIMP2020-2030 による灌漑施設整備を進める必要性があるため、緊急

性は高い。

他ドナーの支援状況
ADB、KEXIM Bank が国営灌漑システム（NIS）を支援、WB、AfD は NIS よりも

小規模の灌漑システム（CIS）を支援または支援予定 

投資効果 農業生産性向上や洪水被害の防止に繋がるため、投資効果は高い

DAC 6 項目 

妥当性：高い（ニーズ・政策に合致）

整合性：高い（開発協力方針の重点分野（中目標）において「(2)包摂的な成長の

ための人間の安全保障の確保に合致）

有効性：高い（気候変動に考慮した施設整備が進むため）

インパクト：高い（農業生産性向上や洪水被害の防止に繋がるため）

効率性：高い（コミュニティレベルから国営規模まで幅広い灌漑施設整備に適用

可能。農業気象メッシュデータは灌漑開発だけでなく、農地管理にも活用可能）

持続性：高い

日本政府・JICA 政策との

整合性

日本の農林水産省みどり食料システム戦略に基づく協力合意が、2 国間および

ASEAN 地域において取り交わされている。 
農水産分野での課題に対し、適応・緩和活動に資する本邦企業の技術や取組を導

入・展開する可能性もあり、日本政府の気候変動対策に合致する。

本協力案は、小規模から大規模まで灌漑インフラ整備と運営・維持管理のための

人材育成のハードとソフトの組み合わせによる気候変動への適応と緩和に貢献す

るものであり、日 ASEAN 気候変動アクション・アジェンダ 2.0 や、JICA のグロー

バル・アジェンダ No.16 の気候変動対策の達成（緩和：水田からのメタン排出抑

制、適応：高頻度洪水リスクについて構造物対策による確実な抑制の拡充、気候

変動を考慮した水源選択、農民参加型節水灌漑開発の推進）に資する。

社会的弱者・ジェンダー
大規模な灌漑地域に属さない気候変動の影響を受けやすい脆弱な層の気候変動に

より強まる洪水・渇水への対応を強化できる。

A-3 気候変動を考慮した水産開発プログラム

目的 農業セクターの総付加価値のうち水産分野が占める割合は約１割であり、生産高は、養殖業、捕獲漁業

ともに近年減少傾向にある。気候変動の影響を受けて、更なる漁獲量の減少が予測されているなか、海

洋環境の変化に対応する漁業資源の保全と食糧安全保障の確保を目的とする。（適応）

効果 本プログラムにより、水産サブセクターにおける気候変動影響評価、対策検討、技術選定・実証、人材

育成、漁業組合・企業支援などを通じて貧困率の高い漁業従事者の生計向上に繋がり、NDC および

NAFMIP におけるサブセクターの成長目標、栄養面を含めた食料安全保障に貢献する。 

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期

A-3-1 気候変動に対応した漁業開発プロ

ジェクト

SATREPS 水産分野における気候変

動対策の実施費用・技術

の不足

短期・中長期

A-3-2 気候変動に対応した漁業開発プロ

ジェクト

技術協力 水産分野における気候変

動対策の実施費用・技術

の不足

水産分野における気候変

動適応策にかかるイニシ

アチブの不足、農務省中

央政府職員の政策立案・

実施能力の不足

A-3-3 気候変動に対応した水産業研修

(小規模内水面養殖/ブルーエコノミー

のための持続可能な小規模漁業/島嶼

国における水産業多様化と資源の持

続的利用 等) 

課題別研修 短期
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A-3-4 気候変動に対応した技術検証プロ

ジェクト

民間連携 生産性向上と持続可能性

を両立する農水産技術の

研究・普及展開の遅れ

短期

A-3-5 水産関連施設・設備の整備・近代化

のための資金協力 

円借款（セク

ターローン）

水産分野における気候変

動対策の実施費用・技術

の不足 

短期・中長期 

A-3-1 気候変動に対応した漁業開発プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 気候変動に対応した水産開発プログラム

想定される JICA スキーム SATREPS 

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

Comprehensive National Fisheries Industry Development Plan でも示されるとおり、水

産業における気候・災害への強靭化や海面養殖産業の適正化を促進する必要があ

る。

プロジェクト概要

上位目標

漁業コミュニティが気候変動に対して強靭になる

目的・アウトカム 水温上昇により海洋資源が減少し安定した食料生産が影響を受けることへの対応

として、気候変動に対応した捕獲漁業・養殖漁業をコミュニティが実施できるよ

うになることを目的とする。

アウトプット ・ 海洋環境アセスメントおよび将来予測

・ 水産物適地評価結果が示された地図の作成

・ 投資計画とパイロット地区の開発のための気候リスク・脆弱性地図（CRVA）

の作成（各品目の評価結果やコスト、期待される収入等が CRVA 地図に示され

る）

・ 地方コミュニティでの協議や気候変動主流化活動の実施

協力期間 約 3 年 

想定される C/P 機関 DA-BFAR、DA-NFRDI、UP 

他の関係機関 RFO 

実施における留意事項 WB による 2 つの FMA における FishCoRe プロジェクトが 2023 年開始。 

A-3-2 気候変動に対応した漁業開発プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 気候変動に対応した水産開発プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

Comprehensive National Fisheries Industry Development Plan でも示されるとおり、水

産業における気候・災害への強靭化や海面養殖産業の適正化を促進する必要があ

る。

プロジェクト概要

上位目標

漁業コミュニティが気候変動に対して強靭になる

目的・アウトカム 水温上昇により海洋資源が減少し安定した食料生産が影響を受けることへの対応

として、気候変動に対応した養殖をコミュニティが実施できるようになることを

目的とする。

アウトプット ・ SATREPS の成果を受けて、必要な養殖技術の選定、導入可能性検討

・ パイロットプロジェクトの実施

・ 技術ガイドライン等のとりまとめ

協力期間 約 3 年 

想定される C/P 機関 DA-BFAR、DA-NFRDI、UP 

他の関係機関 RFO 

実施における留意事項 WB による 2 つの FMA における FishCoRe プロジェクトが 2023 年開始。 
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A-3-3 気候変動に対応した水産業研修

強化プログラム名（仮称） 気候変動に対応した水産業研修

（小規模内水面養殖/ブルーエコノミーのための持続可能な小規模漁業/島嶼国にお

ける水産業多様化と資源の持続的利用 等）

想定される JICA スキーム 課題別研修

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

水産分野における気候変動対策の実施費用・技術の不足 

水産分野における気候変動適応策にかかるイニシアチブの不足 

農務省中央政府職員の政策立案・実施能力の不足

プロジェクト概要

上位目標

気候変動の影響下でも生産性の高い養殖技術や海洋資源の持続的利用が促進され

る

目的・アウトカム 気候変動の解決策として有望な養殖技術を活用した、適応策・緩和策の実施を推

進するためのアクションプランが作成される。

アウトプット ・ 水産分野において実施可能な具体的な適応策・に関する知識の修得

・ 気候変動の解決策として有望な養殖技術を活用した、適応策・緩和策の実施を

推進するためのアクションプランの作成

協力期間 1 か月 

想定される C/P 機関 DA-BFAR、DA-NFRDI、DA-PFDA 

他の関係機関 現地養殖事業者、DA-FRO、沿岸部 LGU 

A-3-4 気候変動に対応した技術検証プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 気候変動に対応した水産開発プログラム

想定される JICA スキーム 民間連携

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

気候変動や海洋環境の劣化に起因して減少しているフィリピンの水産分野におけ

る重要品種の稚魚が不足しているため輸入に依存しており、生産性向上と持続可

能性を両立する農水産技術の研究・普及展開が必要である。 

プロジェクト概要

上位目標

気候変動や海洋環境の劣化に起因して減少しているフィリピンの水産分野におけ

る重要品種の稚魚の不足や輸入依存を改善し、生産性と持続可能性の高い養殖を

促進する。

目的・アウトカム フィリピンにおける気候変動の影響を考慮した水産養殖技術を検証する。

アウトプット ・ フィリピンの水産分野における重要品種の完全養殖化技術の検証

協力期間 3-5 年

想定される C/P 機関 DA-BFAR、DA-NFRDI 

他の関係機関 DA-PFDA、DA-CRAO 

実施における留意事項 日本の農林水産省みどり食料システム戦略に基づく協力合意が、2 国間および

ASEAN 地域において取り交わされている。 

A-3-5 水産関連施設・設備の整備・近代化のための資金協力

強化プログラム名（仮称） 気候変動に対応した水産開発プログラム

想定される JICA スキーム 円借款（LGU 向けセクターローン） 

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

フィリピン水産セクターは、小規模事業者が多く、気候変動に対応した技術の導

入、施設整備が困難である。政府が進める組合化の活動とあわせて、RFO および

LGU に対する資金協力の仕組みを用意し、技術導入や施設整備を促進する。

プロジェクト概要

上位目標

養殖場やポストハーベスト等水産関連施設整備により、水産コミュニティのレジ

リエンスを強化する。

目的・アウトカム LGU が設備投資を行う際の低金利融資を行うことで、水産業の活性化を支援す

る。

アウトプット ・ RFO、LGU 向け水産関連施設・設備投資用（水産試験場、養殖場やポストハー

ベスト等）低金利融資

・ 漁業組合および LGUs 含む政府職員向けの研修
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協力期間 3-5 年

想定される C/P 機関 DA-BFAR、DA-PFDA 

他の関係機関 DA-NFRDI、DA-CRAO、RFO、LGUs 

<当該プログラムの選定理由＞ 
パリ協定・NDC 達成支援貢

献度

NDC の適応分野「Food Security」や「ecological and environmental stability」への貢

献度は高い。

セクター政策との整合性
NAFMIP および Comprehensive National Fisheries Industry Development Plan に一致し

ている。

緊急性

大統領が掲げる Socioeconomic Agenda のトップに“Food Security”が掲げられてい

る。近年漁業生産高は、養殖業、捕獲漁業ともに減少傾向にあり、気候変動の影

響を受けて更なる漁獲量の減少が予測されていることから、養殖漁業の拡大と水

産資源の保全に早期に取り組む必要がある。

他ドナーの支援状況 WB による 2 つの FMA における FishCoRe プロジェクトが 2023 年開始。 

投資効果

農業セクターにおける自然災害による被害減少は、フィリピン経済に大きな影響

を与える。本邦の水産分野における養殖技術などが気候変動適応策として展開が

見込まれる。

DAC 6 項目 

妥当性：高い（ニーズ・政策に合致）

整合性：高い（開発協力方針の重点分野（中目標）において「(2)包摂的な成長の

ための人間の安全保障の確保に合致）

有効性：高い（気候変動に考慮した施設整備が進むため）

インパクト：高い（生産性向上、生計向上に繋がるため）

効率性：高い（ただし漁民組織化と連動した取組とする必要あり）

持続性：高い（ただし漁民組織化と連動した取組とする必要あり）

日本政府・JICA 政策との

整合性

農水産分野での課題に対し、適応・緩和活動に資する本邦企業の技術や取組を導

入・展開する可能性もあり、日本政府の気候変動対策に合致する。

日 ASEAN 気候変動アクション・アジェンダ 2.0 や、JICA のグローバル・アジェン

ダ No.16 の気候変動対策の達成に資する。 

社会的弱者・ジェンダー
大規模な灌漑地域に属さない気候変動の影響を受けやすい脆弱な層の気候変動に

より強まる洪水・渇水への対応を強化できる。

A-4 気候変動に対応したスマート畜産開発プログラム

目的 農業セクターの総付加価値のうち畜産分野が占める割合は約 2 割であり、農務省は生産性向上に力を入

れてきた。また 2010 年インベントリによると、農業セクターの GHG 排出量のうち家畜の反芻、畜産廃

棄物など畜産由来の GHG 排出量が約 3 割を占める。気候変動に対応した畜産開発プログラムにより、

適応・緩和の両面で気候変動対策を進めることを目的とする。（緩和・適応）

効果 本プログラムにより、畜産サブセクターにおける気候変動影響評価、対策検討、技術選定・実証、人材

育成、農家・企業支援などを通じて NDCおよび NAFMIPにおけるサブセクターの成長目標、GHG排出

削減に貢献する。

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期

A-4-1 スマート畜産推進のための専門家派

遣

専門家派遣 畜産分野における気候変

動策の検討、政策立案、

予算確保における農務省

中央政府職員・LGU 職員

の政策立案・実施能力の

不足

気候変動対策に取組む農

水産従事者向けインセン

ティブ不足

短期

A-4-2 スマート畜産推進のための技術協力

プロジェクト

技術協力 畜産分野における気候変

動策の検討、政策立案、

予算確保における農務省

短期
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中央政府職員・LGU 職員

の政策立案・実施能力の

不足

A-4-3 気候変動に対応した畜産技術研修

（SDGs に配慮した包括的な畜産振興

の取組み/気候変動の解決策として有

望な農業技術）

課題別研修 畜産分野における気候変

動緩和策・適応策の研究

開発の遅れ、研修施設の

不足

短期

A-4-4 スマート畜産技術検証プロジェクト 民間連携 生産性向上と持続可能性

を両立する農業技術の研

究・普及展開の遅れ

農水産業セクターにおけ

る再生可能エネルギーの

導入の遅れ

短期

A-4-5 スマート畜産技術導入のための資金

協力

TSL 短期・中長期

A-4-1 スマート畜産推進のための専門家派遣

強化プログラム名（仮称） 気候変動に対応したスマート畜産開発プログラム

想定される JICA スキーム 短期専門家派遣

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

畜産由来の GHG 排出量は、農業セクターの約 3 割を占めており、農務省は家畜排

せつ物処理技術導入検討を進めてきた。NDC 政策措置において、国としての方向

性が示されていているが、推進していくための中央・地方レベルの DA 畜産関係

職員の政策立案・実施能力が不足している。

プロジェクト概要

上位目標

食料安全保障や生計向上に資する気候変動への影響を考慮した畜産手法が確立す

る

目的・アウトカム 畜産分野における気候変動の影響の現状や将来予測の実施、畜産分野から排出さ

れる GHG の削減目標達成に向けた具体的な計画作成のための基礎情報の収集に基

づき、畜産分野における気候変動対策の方向性が明確になる。

アウトプット ・ 顕在化している気候変動の状況、既存の気候変動適応策・緩和策の取組評価

・ 導入可能な再生エネルギーに関する調査・検証

・ 農家レベルでの技術的・資金的ボトルネックに関する調査

・ 既存の畜産農家支援制度の分析およびカーボンクレジット事業など、新規制度

の可能性検討

協力期間 約 1－2 年 

想定される C/P 機関 DA-BAI、DA-CRAO 

他の関係機関 PCC、NDA, DA-BAFE 

A-4-2 気候変動に対応した畜産技術研修

強化プログラム名（仮称） 気候変動に対応した畜産技術研修

（SDGs に配慮した包括的な畜産振興の取組み/気候変動の解決策として有望な農

業技術）

想定される JICA スキーム 課題別研修

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

フィリピンではアフリカ豚熱などの病気の発生もあり、食料安全保障に資する畜

産物の安全と安定供給の重要度が増している。一方で、気候変動緩和策を含め、

持続可能な畜産振興が求められているが、中央・地方レベルの DA 畜産関係職員

の政策立案・実施能力が不足している。また畜産分野における気候変動緩和策・

適応策の研究開発にかかる研究者の能力、研究施設も不足している。

プロジェクト概要

上位目標

食料安全保障や農家の生計向上に資する気候変動への影響を考慮した畜産手法が

確立される

目的・アウトカム 気候変動の解決策として有望な農業技術を活用した、適応策・緩和策の実施を推

進するためのアクションプランが作成される。

アウトプット ・ 農業分野において実施可能な具体的な適応策・緩和策に関する知識の修得

・ 気候変動の解決策として有望な農業技術を活用した、適応策・緩和策の実施を

推進するためのアクションプランの作成
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協力期間 数か月

想定される C/P 機関 DA-BAI、PCC、NDA 

他の関係機関 現地畜産事業者、FRO、LGU 

A-4-3 スマート畜産推進のための技術協力プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 気候変動に対応したスマート畜産開発プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

NDC 政策措置において、国としての方向性が示されていているが、推進していく

ための中央・地方レベルの DA 畜産関係職員の政策立案・実施能力が不足してい

る。

畜産セクターは小規模生産者が多くを占めており、対策技術、設備導入が困難

プロジェクト概要

上位目標

食料安全保障や農家の生計向上に資する気候変動への影響を考慮した畜産施設導

入が促進される

目的・アウトカム 気候変動影響を踏まえ地域別・家畜別に対策検討がなされ、必要な対策技術・施

設整備の計画が策定される。

アウトプット ・畜産セクターへの気候変動の影響評価（CRVA）を踏まえた対策検討

・畜産農家の気候変動への適応を支えるインフラ・技術の導入可能性検証

・気候変動に対応したスマート畜産マスタープラン・ガイドライン等の作成

協力期間 1－2 年 

想定される C/P 機関 DA-BAI、DA-CRAO 

他の関係機関 PCC、NDA、DA-BAFE 

A-4-4 スマート畜産技術検証プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 気候変動に対応したスマート畜産開発プログラム

想定される JICA スキーム 民間連携

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

農業の機械化・近代化や再生可能エネルギー利用促進と、気候変動の影響下での

畜産分野の生産性を高めるための取組みが開始され始めたため、後押しする必要

がある。

プロジェクト概要

上位目標

農業分野のデジタル化・近代化が進み、気候変動レジリエンスが向上する

目的・アウトカム 生産性向上と持続可能性を両立する畜産技術の研究・普及展開

アウトプット ・A-4-3 と連動し、導入技術の選定

・選定技術の実証

‐再生可能エネルギープログラム（REPAFS 2022-2030）に活用できるバイオマ

ス・バイオガス技術の検証

‐衛星データを活用した飼料作物生育のモニタリング評価手法の開発 等

・技術ガイドラインの策定・見直し

協力期間 約 1－2 年 

想定される C/P 機関 DA-BAI 、DA-BAFE 

他の関係機関 PCC、NDA 

実施における留意事項 日本の農林水産省みどり食料システム戦略に基づく協力合意が、2 国間および

ASEAN 地域において取り交わされている。 
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A-4-5 スマート畜産技術導入のための資金協力

強化プログラム名（仮称） 気候変動に対応したスマート畜産開発プログラム

想定される JICA スキーム 円借款

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

フィリピン畜産セクターは、小規模生産者が多く、気候変動に対応した技術の導

入、施設整備が困難である。政府が進める農家組織化の活動とあわせて、資金協

力の仕組みを用意し、技術や施設整備を促進する。

プロジェクト概要

上位目標

畜産廃棄物の適正処理による畜産分野からの GHG 排出量が削減され、RE 利用が

増加する

目的・アウトカム 畜産関連組合、企業、LGU が設備投資を行う際の低金利融資を行うことで、リサ

イクル産業の活性化を支援する

アウトプット ・畜産事業者、LGU 向け畜産廃棄物処理設備（発電施設含む）投資用低金利融資

・事業者および LGUs 含む政府職員向けの研修

協力期間 3-5 年

想定される C/P 機関 DBP 

他の関係機関 DA-BAI、LGUs、 

<当該プログラムの選定理由＞ 

パリ協定・NDC 達成支援貢

献度

NDC の緩和分野の、農業セクターからの GHG 排出量削減に貢献するため。 
NDC の適応分野の“Food Security”と“Sustainable Energy”への貢献度は高い。

フィリピン人のたんぱく源の半分以上が畜産分野に支えられているため。また、

家畜排せつ物から出るメタンガス等のエネルギーとしての有効活用も可能である

ため。

セクター政策との整合性 NAFMIP、農水産業セクターにおける RE プログラムと整合がとれている。 

緊急性
大統領が掲げる Socioeconomic Agenda のトップに“Food Security”が掲げられてい

る。また自然災害による農業被害額は大きいため、緊急性は高い。

他ドナーの支援状況 気候変動緩和策に資する小規模な研究開発案件が 1 件進行中。 

投資効果

農業セクターにおける自然災害による被害減少は、フィリピン経済に大きな影響

を与える。本邦の畜産分野における畜舎温度管理手法・技術などが気候変動対策

技術として展開が見込まれる。

DAC 6 項目 

妥当性：高い（ニーズ・政策に合致）

整合性：高い（開発協力方針の重点分野（中目標）において「(2)包摂的な成長の

ための人間の安全保障の確保に合致）

有効性：高い

インパクト：高い（食料安全保障をはじめとする課題解決に資するため）

効率性：高い（畜産農家組織化と連動した取組）

持続性：高い

日本政府・JICA 政策との

整合性

日本の農林水産省みどり食料システム戦略に基づく協力合意が、2 国間および

ASEAN 地域において取り交わされている。 
本邦の畜産分野における畜舎温度管理手法・技術などが気候変動対策技術として

展開が見込まれる。

本協力案は、小規模なインフラ整備と運営・維持管理のための人材育成のハード

とソフトの組み合わせによる気候変動への適応と緩和に貢献するものであり、日

ASEAN 気候変動アクション・アジェンダ 2.0 や、JICA のグローバル・アジェンダ

No.16 の気候変動対策の達成に資する。 

社会的弱者・ジェンダー

ほとんどの畜産に携わる人がバックヤードで飼育する小規模生産者であり、ま

た、特に家畜の管理をするのは女性である場合が多いことから、脆弱な層の気候

変動への適応力が強まることが期待できる。
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2) 強化プログラムの評価

表 3-21 強化プログラムの評価（農業） 

強化プログラム
気候変動インパクト

波及効果
日本の知見・技

術の活用可能性緩和 適応

A-1.  気候変動を考慮した農地管理協力プログラム

農務省気候変動レジリエ

ンス能力強化のための専

門家派遣

直接的な GHG 削減

効果はないが政策立

案・対策実施等に貢

献

政策立案・対策実施

等に貢献

生産性向上に繋がる

営農ツールの開発

全労働人口の約 2 割

を占める農業従事

者の生計向上に貢

献

NAFMIPに示された

農 業 生 産 分 野 の

2030 年次の成長率

3.0%以上に貢献 

農務省気候変動レジリエ

ンス能力強化プロジェク

ト

営農ツールの開

発において農業

気 象 メ ッ シ ュ

データ開発、作

物生育モデル、

病害虫診断など

の技術が適用可

能

気候変動の解決策として

有望な農業技術

GHG インベントリ

で農業部門は全排出

量 の 29.894%
（43.152 Mt CO2e）
を占めており、その

一部分の削減に貢献

する。

生産性向上に繋がる

農業技術の普及

衛星を活用した

作物生育モニタ

リング、土壌診

断等、民間技術

が適用可能

スマート農業技術開発プ

ロジェクト

農地炭素貯留検証プロ

ジェクト

ココナッツ農園等の

農地炭素貯留ポテン

シャルにより GHG
排出量が減少

施肥の適切化が図ら

れ、生産性向上に寄

与

農地土壌におけ

るモデル検討、

GHG インベント

リ方法論、J クレ

ジット方法論が

活用可能

A-2.  気候変動を考慮した灌漑計画・管理プログラム

農業気象メッシュデータ

開発支援プロジェクト

なし 適切な灌漑施設検討

を行うための基礎

データとなる

作物成長モデル、

病害虫発生予測等

にも活用でき栽培

品種やスケジュー

ルに適用すること

で生産性向上に寄

与する

日本の農業気象

メッシュデータ

開発知見の活用

小規模洪水・貯水・排水

システムのパイロットお

よび検証プロジェクト

施設整備とあわせた

AWD 普及により水

田メタン排出 30%削

減

GHG インベントリ

で水田由来 GHG 排

出量は農業部門の

51.856%（22.3775 
CO2e）を占めてお

り、その一部分の削

減に貢献する。

NIMP における灌漑

面積拡大の目標達成

に貢献

（対象となる約 68
万 ha のうち 44%を

占める 1000ha 以下

の灌漑施設整備の一

部）

整備が遅れていた

水田以外の高地・

畑地栽培における

灌漑施設整備が進

み 栽 培 品 種 多 様

化、食料安全保障

に寄与

日本の研究機関

が開発したアジ

アにおける小規

模灌漑・貯水シ

ステムの活用

NbS を活用した統合的流

域管理に関するマスター

プラン策定

なし モデルとなる流域に

おける水需要の調整

および防災機能の強

化を統合的に実施

国内主要流域に展

開し、洪水被害低

減、灌漑地域の増

加、水質、植生の

改 善 を 通 じ た コ

ミュニティの生計

改善に寄与

日 本 の 治 水 技

術、灌漑施設管

理にかかる知見

の活用
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強化プログラム
気候変動インパクト

波及効果
日本の知見・技

術の活用可能性緩和 適応

気候変動を考慮した灌漑

施設設計マニュアルの更

新

なし NIMP における灌漑

面積拡大の目標達成

に間接的に貢献

NIMP が対象とする

約 68 万 ha の農地に

おける生産性拡大

と洪水リスク減少

に貢献し食料安全

保障や水資源の確

保に繋がる

A-3.  気候変動を考慮した水産開発プログラム

気候変動に対応した漁業

開 発 プ ロ ジ ェ ク ト

（SATREPS） 

なし 気候変動の影響とし

て想定されている漁

獲量の減少の抑制に

貢献

ポストハーベスト施

設導入による品質の

維持

全労働人口の約 2%
を占める水産従事

者の生計向上に貢

献

NAFMIPに示された

水産分野の 2030 年

次の成長率 3.0－
4.0%に貢献 

本プログラムによ

る漁業組合組織化

とあわせた資金調

達支援や経済イン

センティブを行う

ことによって、長

期の事業効果が見

込まれる

海洋環境モニタ

リング、モデル

開発の知見

気候変動に対応した漁業

開発プロジェクト（技術

協力プロジェクト）

なし 日本の養殖・沿

岸漁業における

技術・知見の共

有が可能気候変動に対応した水産

業研修

（小規模内水面養殖 /ブ
ルーエコノミーのための

持続可能な小規模漁業/島
嶼国における水産業多様

化と資源の持続的利用 

等）

なし

気候変動に対応した技術

検証プロジェクト

なし

水産関連施設・設備の整

備・近代化のための資金

協力

農水産業セクターに

おける RE 導入プロ

グ ラ ム （REPAFS 
2022‐2030）の一部

に貢献する。

A-4.  気候変動を考慮したスマート畜産開発プログラム

スマート畜産推進のため

の専門家派遣

直接的な GHG 削減

効果はないが政策立

案・対策検討等に貢

献

政策立案・対策検討

等を通じて生産性向

上に間接的に貢献

NAFMIPに示された

畜産分野の 2030 年

次の成長率 4.0%以

上に貢献

本プログラムによ

る畜産農家組合組

織化とあわせた資

金調達支援や経済

インセンティブを

行 う こ と に よ っ

て、民間の対策投

資を促すことで長

期の事業効果が見

込まれる

日本における取

組みの経験や知

見の共有が可能

スマート畜産推進のため

の技術協力プロジェクト

適応：畜舎温度

管理手法・技術

など

緩和：畜産廃棄

物の処理技術、

家畜の消化管発

酵抑制飼料の開

発等

気候変動に対応した畜産

技術研修

（SDGs に配慮した包括

的な畜産振興の取組み/気
候変動の解決策として有

望な農業技術）

スマート畜産技術検証プ

ロジェクト

GHG インベントリ

で畜産由来 GHG 排

出量は農業部門の約

3割（12.271 CO2e排
出）を占めており、

その一部分の削減に

貢献する。

農水産業セクターに

おける RE 導入プロ

グ ラ ム （REPAFS 
2022‐2030）の一部

に貢献する。

対策技術導入により

生産性向上に貢献

スマート畜産技術導入の

ための資金協力
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(5) 森林・自然環境

1) 強化プログラムの概要

森林・自然環境セクターでは、森林、沿岸/海洋・生物多様性の 2 つのサブセクターで、それぞ

れ強化プログラムを検討した。

表 3-22 強化プログラムの候補（森林・生物多様性セクター） 

F-1 気候変動を考慮した森林管理能力強化プログラム

目的 森林リモートセンシング技術を確立し、REDD+実施段階に向けた構成要素の 1 つである国家森林モニ

タリングシステム（NFMS）の構築のための技術支援および能力開発支援を行う

波及

効果

フィリピン森林の課題として、森林被覆面積の低下および森林減少があり。森林被覆面積を向上させ

て、森林減少を削減するためには、国家植林プログラム等の取組みがみられる。しかしながら、政策と

して森林をデータベースを含むモニタリングにより管理する技術が向上することで、REDD+の実施や

GHG インベントリへの貢献、FAO の森林資源評価等へも総合的なデータ管理と人材育成を通じて貢献

できると考えられる。

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期

F-1-1 国家森林モニタリングシステム

（NFMS）の構築および能力開発支援 
技術協力

課題別研修

森林リモートセンシング

技術の未確立およびデー

タベースを含む国家森林

モニタリングシステム

（NFMS）の未構築

短期

上記プログラムにおける個別想定プロジェクトとして、以下に示す 1 件を検討した。 
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F-1-1 国家森林モニタリングシステム（NFMS）の構築および能力開発支援 
強化プログラム名（仮称） 気候変動を考慮した森林管理能力強化プログラム 
想定される JICA スキーム 技術協力プロジェクト 
背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題） 

・ 持続可能な森林管理と REDD+の実施のために、フィリピン政府は国家森林モ

ニタリングシステム(NFMS)を構築する必要がある。  
・ NFMS 用の森林インベントリは既に整備されているが、森林リモートセンシン

グシステムは未確立 
プロジェクト概要 
上位目標 

NFMS を確立させ、REDD+実施体制を強化することにより、GHG 排出量の削減と

吸収を実現させる 
・ REDD＋および持続可能な森林管理の実現促進 
・ GHG インベントリへの森林分野の透明性、堅牢性が向上する 

目的・アウトカム NFMS の構築を通じて DENR の REDD+の実現や持続的森林管理に関する能力が向

上する。 
アウトプット a. リモートセンシング技術を活用した森林モニタリング技術・方法論が開発され

る。 
b. 地上調査と森林リモートセンシングを組み合わせた NFMS 方法論が確立され

る。 
c. 森林管理データベースの構築 
d. NFMS プラットフォームが構築される 
e. NFMS 成果の他機関等での活用 GHG インベントリへの報告体制が確立する等 
f. 非炭素便益の情報共有（生物多様性、セーフガード・インフォメーション・シ

ステム等） 
協力期間 約 3 年 
想定される C/P 機関 環境天然資源省森林管理局（DENR-FMB） 
他の関係機関 Climate Change Commission、LGU、NGO、Private Sector 
実施における留意事項 現状では、森林リモートセンシング技術確立の支援を行っている他ドナーはいな

いが、GIZ が 2012~2017 年に実施した National REDD+ System-Philippines project で
は、準国レベルの MRV のプロトタイプを含む NFMS の内容と設計コンセプトの

素案が作成されている。また、2015 年には UN-REDD 経由で FAO からの支援を受

け、NFMS 行動計画を策定している。FAO からの支援では、森林データ関する処

理技術（統計処理）に関するキャパシティビルディングも実施しており、これら

の素案・行動計画、過去の研修内容も踏まえ、支援内容を検討することが求めら

れる。 

 
〈当該プログラムの選定理由〉 

パリ協定・NDC 達成支援貢

献度 

NDC の緩和と適応分野である forestry への貢献度は高い。 
森林リモートセンシング技術を確立し NFMS が構築されることで、REDD+の実施

に繋がる。REDD＋は森林減少・劣化を抑制し、二酸化炭素の吸収源を増やすと同

時に土砂崩れや洪水の予防等に貢献する。このように適応・緩和の両面で、フィ

リピンの NDC 目標の達成に大きく貢献すると考えられる。 

セクター政策との整合性 National Climate Change Action Plan (NCCAP)(2011-2028)および、Philippine National 
REDD-Plus Strategy には REDD+の実施が記載されており、整合性は高い。 

緊急性 
REDD+の実施は上述の NCCAP や Philippine National REDD-Plus Strategy にも記載さ

れており、担当部局の FMB も早急な実施を望んでおり、REDD+実施に必要な森林

リモートセンシング技術の確立は緊急性が高い。 

他ドナーの支援状況 

現状では、森林リモートセンシング技術確立の支援を行っている他ドナーはいな

いが、GIZ が 2012~2017 年に実施した National REDD+ System-Philippines project で
は、準国レベルの MRV のプロトタイプを含む NFMS の内容と設計コンセプトの素

案が作成されている。また、2015 年には UN-REDD 経由で FAO からの支援を受

け、NFMS行動計画を策定している。FAOからの支援の中では、森林データに関す

る処理技術（統計処理）に関するキャパシティビルディングも受けており、これ

らの素案・行動計画、過去の研修内容も踏まえ、支援内容を検討することが求め

られる。 
DAC 6 項目 妥当性：高い（ニーズ・政策に合致） 
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整合性：高い

有効性：高い（REDD+実施に繋がるため） 
インパクト：高い（REDD+実施に繋がり、NDC 目標達成に大きく貢献するため）

効率性：高い（REDD＋実施につながるため）

持続性：高い（一度 NFMS を確立すれば、REDD+の実施が見込まれるため）

日本政府・JICA 政策との

整合性

REDD+の実施に際しては、日本企業が参画する可能性もあり、日本政府の気候変

動対策に合致する。

本協力案によって、REDD+実施につながることで、気候変動対策への適応と緩和

に貢献し、JICA のグローバルアジェンダ No.16 の気候変動対策および No.17 の自

然環境保全の達成に資する。

社会的弱者・ジェンダー
社会的弱者やジェンダーに配慮しながら、森林リモートセンシング技術確立・

NFMS の構築を進めることが必要。 

F-2 気候変動を考慮した森林の水源涵養機能管理強化プログラム

目的 気候変動に対する耐久性を確保した統合流域管理計画の実施を進める政策の策定を図り、水源涵養機能

の管理能力の強化を図る。

波及

効果

フィリピン森林の課題として、森林減少による水源涵養機能の低下がある。関連政策の策定および水源

涵養機能管理能力の強化は、続く水源涵養機能管理につながり包括的な取組みを図りながら実施するこ

とでより成果を上げて貢献できると考えられる。

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期

F-2-1 統合流域管理計画実施に向けた政策

策定支援および管理能力・向上

技術協力

課題別研修

統合流域管理計画に関す

る気候変動に対する耐久

性 確 保 （ Climate 
proofing ） な 政 策 の 欠

如 、 自 動 気 象 観 測 機

（AWS）およびリモート

センシングで収集した、

降雨・土壌データ分析ノ

ウハウの不足および同

データ収集のためのAWS
機材およびリモートセン

シング機材不足

短期

上記プログラムにおける個別想定プロジェクトとして、以下に示す 1 件を検討した。 

F-2-1 統合流域管理計画実施に向けた政策策定支援および管理能力・向上プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 気候変動を考慮した森林の水源涵養機能管理強化プログラム

想定される JICA スキーム 技術協力

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

統合流域管理計画の進捗を図る上で、気候変動に対する耐久性確保（Climate 
proofing）する政策が必要であり、また水源涵養機能を測定するデータ分析のノウ

ハウ不足、およびデータ収集のための自動気象観測機材およびリモートセンシン

グ機材が不足している。

プロジェクト概要

上位目標

森林の生態学的および環境的な安定に向けて、NDC 記載の森林分野における適応

策に沿う。気候変動に伴った温度上昇、降水量への影響および台風の肥大化等に

よる山地の水源涵養機能への影響は大きい。流域管理強化に向けた政策および流

域管理能力強化は気候変動対策に貢献する。

目的・アウトカム 統合流域管理計画の気候変動に対する耐久性確保する政策に基づく、計画の実施

を円滑に進める。

アウトプット a. 統合流域管理計画に関する気候変動に対する耐久性確保する政策策定支援

b.気候レジリエントな水源涵養機能管理に向けた流域データ分析能力向上

c. 測定機材設置

協力期間 5 年 
想定される C/P 機関 環境天然資源省森林管理局（DENR-FMB） 
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他の関係機関 LGU 

実施における留意事項 科学技術省フィリピン大気地球物理天文局（DOST-PAGASA）も同様のモニタリ

ングを実施している。また、降雨量や土壌に関するデータは、公共事業道路省

（DPWH）、内務・自治省（DILG）、国家災害リスク削減委員会（NDRRMC）

も収集しているが、情報共有がデータのスペックの差異等により共有が難しい状

況にあるため、流域管理計画が進展しにくい。各省庁や委員会との役割分担に留

意する必要がある。

〈当該プログラムの選定理由〉

パリ協定・NDC 達成支援

貢献度

NDCの適応策に掲げられているNDC記載の森林分野における適応策の目的への貢献

度は高い。

セクター政策との整合性

PDP、 Philippine Master Plan for Climate Resilient Forestry Development、 Technical 
Bulletin 16-A 等に関する流域管理および気候変動脆弱性評価に沿った内容への整合性

は高い。

緊急性 緊急性は高い。

他ドナーの支援状況 なし。

DAC 6 項目 

妥当性：高い

整合性：高い

有効性：高い（統合流域管理計画を進めることにつながる。）

インパクト：高い（統合流域管理計画の実施に促進し、NDC に貢献する。）

効率性：高い（統合流域管理計画を進めることにつながる。）

持続性：高い（政策、技術および機材設置により継続的な管理につながる。）

日本政府・JICA 政策との

整合性

日本政府の水源涵養機能を考慮した政策および気候変動対策に合致する。

本協力案によって、持続的森林管理につながることで、気候変動対策への適応に貢

献し、JICA のグローバル・アジェンダ No.16 の気候変動対策の達成および No.17 の

自然環境保全に資する。

社会的弱者・ジェンダー 社会的弱者やジェンダーに配慮しながら、水源管理を進めることが必要。

F-3 気候変動を考慮した森林管理強化プログラム

目的 ・JICA 森林管理プロジェクトの継続により気候変動を考慮し、住民の生計向上を図りながら、植林を

継続的に実施して森林管理向上を促進する。

波及

効果

フィリピン森林の課題として、森林被覆面積の低下および森林減少がある。森林被覆面積を向上させ

て、森林減少を削減するためには、国家植林プログラム等の取組みを生計向上を図りながら実施するこ

とでより成果を上げて貢献できると考えられる。

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期

F-3-1 JICA 森林管理プロジェクト後続案件 有償資金協力 流域管理普及のための能

力欠如、アグロフォレス

トリーを通じた農産物の

マーケティング能力の欠

如

中期

上記プログラムにおける個別想定プロジェクトとして、以下に示す 1 件を検討した。 
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F-3-1 JICA 森林管理プロジェクト後続案件 
強化プログラム名（仮称） 気候変動を考慮した森林管理強化プログラム 

想定される JICA スキーム 有償資金協力 

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題） 

・森林の減少・劣化により流域における森林管理の必要性が高まっている。 
・気候変動に対する強靭さを補強するためにも、より強固な住民参加型の森林管

理が求められている。 
・農林産物収入向上を通した地域住民の生計向上が必要とされている。 
・海外投資を含め民間資金の調達を通した地域の森林炭素市場への機運が高まっ

ている。 
プロジェクト概要 

上位目標 
気候変動に対するより強靭な持続的な森林管理の実現に通じた森林からの GHG 排

出量の削減と吸収量の増加、カーボンマーケット市場への貢献、共同流域管理

（Collaborative approach to watershed management）への貢献 

目的・アウトカム 気候変動に対してより強靭な持続的かつ住民参加型の流域における森林管理の実

現を森林劣化修復・森林保全を通じて図り、地域住民の持続的な生計向上への取

組みが向上する。 

アウトプット a. 共同流域管理の情報・教育・伝達の促進および劣化した森林の修復・植林 
b. 地域住民による事業開発/持続的な事業のための財政メカニズムの向上 
（b1. アグロフォレストリー普及・実践、b2. 農林産物バリューチェーンの改善、

b3. 地域住民による事業開発と財政メカニズム等のサブコンポーネントを含む） 

協力期間 10 年 

想定される C/P 機関 環境天然資源省森林管理局（DENR-FMB） 

他の関係機関 LGU 

実施における留意事項 保護域にまたがる地域での実施においては、BMB との関連する政策等に留意す

る。 

 
〈当該プログラムの選定理由〉 

パリ協定・NDC 達成支援貢

献度 

NDC の適応策に掲げられている森林保護・回復および森林保全、農業分野の目的

への貢献度は高い。森林の修復・保全は、森林吸収源に係るパリ協定 5条、および

カーボンマーケットの市場への貢献はパリ協定 6 条への貢献にも資する。 

セクター政策との整合性 PDP に記載された地域の炭素市場の構築、流域の劣化への管理、農業の生計向上

に関する内容への整合性は高い。 
緊急性 緊急性は中程度である。 

他ドナーの支援状況 

生計向上に関する類似する植林案件としては AFoCO（アジア森林協力機構）によ

る 、Promotion of Vertical Integration in Wood Processing (VIP) through People's 
Organizations in Community-Based Forest (CBFM) Management areas in the Philippines 
(AFoCO-VIP)が実施中である。 

DAC 6 項目 

妥当性：高い（ニーズ・政策に合致） 
整合性：高い 
有効性：高い（円滑な森林管理に繋がるため） 
インパクト：高い（森林被覆率を上げて NDC 目標達成に大きく貢献するため） 
効率性：高い（円滑な森林管理につながるため） 
持続性：高い（コミュニティの自立的な農業に伴った森林管理は持続的に実施さ

れうる） 

日本政府・JICA 政策との

整合性 

本協力案によって、持続的森林管理につながることで、気候変動対策への適応に

貢献し、JICA のグローバル・アジェンダ No.16 の気候変動対策、および No. 17 の

自然環境保全の達成に資する。 

社会的弱者・ジェンダー 社会的弱者やジェンダーに配慮しながら、森林管理を進めることが必要。 
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F-4 気候変動を考慮した沿岸/海洋生態系保全管理強化プログラム 
目的 気候変動の影響を考慮した、沿岸/海洋における生物多様性の保全およびブルーカーボンの炭素貯留の

測定・算定を図ることで、沿岸/海洋生態系の気候変動レジリエントな保全管理の向上を促進する。 

波及

効果

フィリピン沿岸/海洋生態系の課題として、政策や計画の策定の欠如および管理のための評価手法や計

測・算定のための手法が欠如している。沿岸/海洋生態系保全における政策面、技術面により、生物多

様性の保護域の拡大に貢献し、かつ新たな吸収源として考えられているブルーカーボンの貯留に貢献す

ることにより GHG インベントリの本サブセクターからの吸収量の評価に貢献できる。 

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期

F-4-1 海洋保護域等の管理を目的とした戦

略保全計画策定支援 

専門家派遣 海洋保護域等の管理を目

的とした戦略保全計画の

欠如 

短期 

F-4-2 気候変動への脆弱性の高い海洋保護

区における地域の生態系のモニタリ

ング・評価の技術支援による保護区

管理能力向上プロジェクト

技術協力 

課題別研修 

気候変動への脆弱性の高

い海洋保護区における地

域の生態系のモニタリン

グ・評価のための技術不

足、沿岸・海洋生態系や

生物多様性に関する統合

的なデータ管理の欠如 

短期 

F-4-3 ブルーカーボンの保全支援 専門家派遣 

課題別研修 

ブルーカーボンの保全を

後押しする政策の欠如、

ブルーカーボン炭素貯

留・隔離の計測および算

定手法のノウハウの欠如 

短期 

上記プログラムにおける個別想定プロジェクトとして、以下に示す 3 件を検討した。 

F-4-1 海洋保護域等の管理を目的とした戦略保全計画策定支援

強化プログラム名（仮称） 気候変動を考慮した沿岸/海洋生態系保全管理強化プログラム 
想定される JICA スキーム 専門家派遣

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

現状では、ブルーカーボンを含む沿岸・海洋空間を包括的に管理する計画がな

い。沿岸・海洋空間が適切に管理されないことで、二酸化炭素吸収源の減少や、

マングローブ林による高波や浸食の抑制等が機能せず、気候変動へのレジリエン

スが低下するリスクがある。

プロジェクト概要

上位目標

計画が策定されることで、ブルーカーボンを含む沿岸・海洋資源が持続的に管理

され、フィリピンの NDC 目標の達成に貢献する。 
目的・アウトカム 計画策定に必要な実施手順が明らかになり、必要な関係者間の合意形成が促進さ

れる。

アウトプット 戦略保全計画策定の支援の実施

協力期間 約 2 年 
想定される C/P 機関 環境天然資源省生物多様性管理局（DENR-BMB） 
他の関係機関 LGU、DA、DoE、NEDA 
実施における留意事項 過去に USAID によって海洋空間計画の策定支援が実施されている。その中で海洋

空間計画策定のためのモジュールが作成されている。しかし、実際に海洋空間計

画を策定する上では、多様なステークホルダーとの連携が必要であるため、モ

ジュール通りには進められない。そのため、モジュールを参照しながらも、より

現状に即した戦略保全計画策定が本プロジェクトで必要となる。

先方との協議状況 BMB からの支援ニーズがあり、調査団で本案を作成。BMB に提案済。 
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F-4-2 気候変動への脆弱性の高い海洋保護区における地域の生態系のモニタリング・評価の技術支援に

よる保護区管理能力向上プロジェクト 
強化プログラム名（仮称） 気候変動を考慮した沿岸/海洋生態系保全管理強化プログラム 
想定される JICA スキーム 技術協力 

課題別研修 
背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題） 

NDC 達成のため、ブルーカーボンを含む沿岸・海洋生態系や生物多様性の持続的

な管理・保全・回復等が求められるが、現状では政策立案や計画策定に必要な沿

岸・海洋生態系や生物多様性に関連する気候変動への脆弱性の高い地域における

生態系のモニタリング・評価のための技術不足および収集データの統合的管理不

備、非効率なデータ管理があげられる。 
プロジェクト概要 
上位目標 

沿岸・海洋生態系や生物多様性に関連する気候変動への脆弱性の高い地域におけ

る生態系のモニタリング・評価のための技術向上およびデータを統合的に管理す

る知識共有プラットフォームを構築することで、沿岸・海洋生態系や生物多様性

の管理・保全・回復のための政策立案や計画策定を効率的に行い、ひいては NDC
目標の達成に貢献する。 

目的・アウトカム 1) 気候変動への脆弱性の高い地域における生態系のモニタリング・評価のための

技術支援が実施される 
2) BMB 独自の新たな知識共有プラットフォームが構築される 

アウトプット 1) 気候変動への脆弱性の高い地域における生態系のモニタリング・評価のための

技術の向上 
2)知識共有プラットフォーム  

協力期間 約 1 年 
想定される C/P 機関 環境天然資源省生物多様性管理局（DENR-BMB） 
他の関係機関 - 

実施における留意事項 CCC や PSA 等の既存の知識共有プラットフォームが存在するため、新たにプラッ

トフォームを構築する上で、プロジェクト開始前の調査が必要。 

 
F-4-3 ブルーカーボンの保全支援 

強化プログラム名（仮称） 気候変動を考慮した沿岸/海洋生態系保全管理強化プログラム 
想定される JICA スキーム 専門家派遣 

課題別研修 
背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題） 

現状では、ブルーカーボンの保全を対象とした政策がない。また、SATREPS
「コーラル・トライアングルにおけるブルーカーボン生態系とその多面的サービ

スの包括的評価と保全戦略」において炭素隔離の算定に必要なマングローブマッ

ピングの作成が実施済であるが、ブルーカーボンの算出にはこの研究から得られ

た知見に加えて、今後の国家レベルのブルーカーボンの炭素貯留・隔離計測・算

定に向け、このような研究成果の技術的な更新および実施体制作りが欠如してい

る。 
プロジェクト概要 
上位目標 

計画が策定されることで、ブルーカーボンの政策策定および計測・算定がなさ

れ、フィリピンのブルーカーボンからのGHG吸収量の定量化の実現を図り、NDC
目標の達成に貢献する。 

目的・アウトカム 計画策定に必要な実施手順が明らかになり、必要な関係者間の合意形成が促進さ

れる。 
アウトプット a. ブルーカーボン保全を後押しする政策策定の支援の実施 

b. ブルーカーボン炭素貯留・隔離の計測および算定手法の確立 
協力期間 約 2 年 
想定される C/P 機関 環境天然資源省生物多様性管理局（DENR-BMB） 
他の関係機関 - 

実施における留意事項 沿岸/海洋生態系、生物多様性を考慮して、戦略保全計画の策定や気候変動への脆

弱性の高い海洋保護区における地域の生態系のモニタリング・評価の技術、知識

共有プラットフォーム開発等と相互に関連する内容も含まれるため、沿岸/海洋生

態系の保全との同時の進展が望まれる。 
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〈当該プログラムの選定理由〉 

パリ協定・NDC 達成支援貢

献度 

NDC の適応策である沿岸/海洋生態系の保全および生物多様性への貢献度は高い。

戦略保全計画の策定に沿って、沿岸/海洋における保護区が拡大、および生物多様

性が保全が進む。また気候変動緩和策に係る沿岸/海洋生態系におけるブルーカー

ボンの保全が進むことにより、二酸化炭素の吸収源の定量化を図り、吸収量を増

やすことに貢献する。 

セクター政策との整合性 

昆明・モントリオール生物多様性枠組、PDP、PBSAP に係る生物多様性およびブ

ルーカーボンの保護に関する記載、および National Climate Change Action Plan 
(NCCAP)(2011-2028)に係る生態系の脆弱性の評価に関する実施についての記載が

あり、整合性は高い。 

緊急性 
沿岸・海洋生態系・生物多様性管理の担当部局である BMB は早急に戦略保全計画

を策定することを希望しており、また知識共有プラットフォームの構築について

も希望しており、支援の緊急性は高い。 

他ドナーの支援状況 

過去に USAID によって海洋空間計画の策定支援が実施されている。その中で海洋

空間計画策定のためのモジュールが作成されている。モジュールを参照しながら

も、より現状に即した戦略保全計画策定が必要となる。その他、他ドナーとの重

複はない。 

DAC 6 項目 

妥当性：高い（ニーズ・政策に合致） 
整合性：高い 
有効性：高い（沿岸/海洋生態系の保全に繋がるため） 
インパクト：高い（沿岸/海洋生態系の保全に繋がり、NDC 目標達成に大きく貢献

するため） 
効率性：高い（沿岸/海洋生態系の保全につながるため） 
持続性：中程度（持続的な実施に向けてはさらなる検討が必要となるため） 

日本政府・JICA 政策との

整合性 

海洋における空間策定のためのガイドラインの作成等の日本の知見、および日本

政府の環境省における生物多様性の知見は先行しており政策との整合性がある。 
本協力案によって、沿岸海洋生態系、生物多様性およびブルーカーボンの保全に

つながることで、気候変動対策への緩和・適応に貢献し、JICA のグローバル・ア

ジェンダ No.16 の気候変動対策の達成に資する。 

社会的弱者・ジェンダー 社会的弱者やジェンダーに配慮しながら、沿岸/海洋生態系の保全にかかる支援を

進めることが必要。 
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2) 強化プログラムの評価

表 3-23 強化プログラムの評価（森林・自然環境） 

強化プログラム
気候変動インパクト

波及効果
日本の知見・技術

の活用可能性緩和 適応

F-1. 気候変動を考慮した森林管理能力強化プログラム

国家森林モニタリング

システム（NFMS）の

構築および能力開発支

援

NFMS を確立させ、

REDD+実施体制を

強化することによ

り、GHG 排出量の

削減と吸収を実現さ

せる。また REDD＋

および持続可能な森

林管理の実現促進す

る。さらに GHG イ

ンベントリへの森林

分野の透明性、堅牢

性が向上する。

NFMS の機能の特定

化、報告の円滑化や

説明責任の深化に貢

献する DAO 2021-32
や NDC 目標達成への

貢献、透明性および

一貫性があり、MRV
可能なデータの提供

に貢献する REDD+ 
Action Plan等の政策の

進展に貢献する。

日本の衛星技術お

よびデータ解析技

術を用いたリモー

トセンシング技術

による JICA のこ

れまでの NFMS 構

築のための支援実

績、知見、経験の

活用が可能であ

る。

F-2. 気候変動を考慮した森林の水源涵養機能管理能力強化プログラム

統合流域管理計画実施

に向けた政策策定支援

および管理能力・向上

森林の生態学的お

よび環境的な安定

に向けて、NDC記

載の森林分野にお

ける適応策に沿

う。気候変動に

伴った気象変化に

よる山地の水源涵

養機能への影響は

大きい。このた

め、流域管理強化

に向けた政策およ

び流域管理能力強

化は気候変動対策

に貢献する。 

PDP および森林開発

計画マスタープラン

等の水源涵養機能の

点から持続可能な森

林管理を行い、流域

の劣化に適切に対処

する政策・実施が下

記の点から、促進さ

れる。

・気候変動に対する

耐久性を確保しての

流域管理計画策定の

支援がなされる。

・FMB における人材

の育成および能力向

上が図られる。

・流域毎のデータ収

集が促進されること

で、広域にわたり、

FMB の同業務の進捗

を図ることが可能と

なる。

日本は降水量が多

く、森林管理にお

いて水源涵養機能

を考慮した政策を

実現している。ま

た山地の水源涵養

機能への影響の評

価に用いることの

できる降雨量や土

壌データの分析

は、過去のフィリ

ピンにおける JICA
「気象観測・予

測・警報能力向上

プロジェクト」等

において知見や技

術をでも実施して

いるため、有効な

支援が実施可能と

考える。 

F-3. 気候変動を考慮した森林管理強化プログラム

JICA 森林管理プロジェ

クト後続案件

地域でのカーボン

マーケットの準備に

より、GHG 排出量

の削減と吸収量の増

加を実現させる。

共同流域管理の情

報・教育と劣化し

た森林の修復・植

林、および地域住

民による持続的な

事業を強化するこ

とにより、気候変

動対策適応策へ貢

献する。

PDP への貢献として

以下の点があげられ

る。

・流域の劣化の管理

にも貢献住民参加型

で の 流 域 管 理 の う

ち、土壌劣化および

河川等への沈泥を減

少させることに貢献

している。

また地域における住

民参加型での今後流

域管理の能力向上へ

の取組みにより気候

変動の点からの森林

森林管理および流

域管理は森林の多

面的機能を活かす

好例である。JICA
「ウッタラカンド

州山地災害プロ

ジェクト」等での

日本の知見が活か

せると考える。 

さらに生計向上に

関する農業経営支

援は、これまでの

日本の開発支援で

も実績があり貢献
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強化プログラム
気候変動インパクト

波及効果
日本の知見・技術

の活用可能性緩和 適応

管理・保全の重要性

の認識を高めること

に貢献する。

さらに、農林産物に

よる生計向上を通し

て地域住民の生計向

上に貢献し、森林の

農地転換による森林

減少を削減に貢献す

る。

できる分野であ

る。

F-4. 気候変動を考慮した沿岸/海洋生態系保全管理強化プログラム

海洋保護域等の管理を

目的とした戦略保全計

画策定支援

生態系、および生物

多様性保全に係る適

応に伴う炭素貯留な

どの緩和のコベネ

フィットが生じる。

同計画の策定によ

り、ブルーカーボ

ンを含む沿岸・海

洋資源が持続的に

管理され、フィリ

ピンの NDC 目標

の達成に貢献す

る。

同計画の策定は、昆

明・モントリオール

生 物 多 様 性 枠 組 、

PDP に沿った保護域

の管理に合致して、

海洋保護域等の管理

のための政策の基盤

となり、沿岸/海洋生

態系や生物多様性の

保全を進める。また

ブルーカーボンの炭

素貯留に関する取組

みへの波及効果も高

い。本支援により、

政策が及ぼす政府、

民間、研究機関等広

い範囲への波及効果

が考えられる。 

日本では海洋空間

計画策定のための

国内自治体向けガ

イドラインが策定

済みである。海外

支援の現在のとこ

ろ実績はないが、

日本の知見を踏ま

えた海洋保護域の

保全を考慮した政

策策定支援が可能

と考える。

気候変動への脆弱性の

高い海洋保護区におけ

る地域の生態系のモニ

タリング・評価の技術

支援による保護区管理

能力向上プロジェクト

生態系、および生物

多様性保全に係る適

応に伴う炭素貯留な

どの緩和のコベネ

フィットが生じる。

気候変動への脆弱

性の高い地域にお

ける生態系のモニ

タリング・評価の

ための技術向上お

よびデータ管理プ

ラットフォームの

構築により、沿

岸・海洋生態系や

生物多様性の管

理・保全・回復の

ための政策立案や

計画策定を効率的

に行い、NDC 適

応策への目標の達

成に貢献する

昆明・モントリオー

ル生物多様性枠組の

目標である海洋保護

区のデータ管理が進

み、同枠組の達成に

向けて進捗が図られ

る。また国、州、地

方等の情報管理が促

進し、広域にわたり

行政における海洋保

護区の重要性が周知

される。

NCCAP に沿い、気候

変動による脆弱性の

高い保護域に関わる

政策の進捗に貢献す

る。また生態系およ

び環境の安定性に貢

献 す る モ ニ タ リ ン

グ・評価手法の技術

が広まることで、行

政関係者の管理能力

が 高 ま り 、 な お か

つ、脆弱性の高い地

域での保護域におけ

る社会的な評価およ

び認知度が高まる。 

フ ィ リ ピ ン の

SATREPS 「 統 合

的沿岸生態系保

全・適応管理プロ

ジェクト」におけ

る生態系の脆弱性

と回復の評価の実

施経験は国家レベ

ルの沿岸域の生態

系のモニタリン

グ・評価の支援に

貢献すると考え

る。

また日本の省庁に

おいて、生物多様

性に係る情報を共

有プラットフォー

ムがあり、プラッ

トフォーム構築に

おいて、日本国の

生態系・生物多様

性に関する先行す

る知見の提供や IT
やデータ管理等の

技術専門家の派遣

が可能と考える。
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強化プログラム
気候変動インパクト

波及効果
日本の知見・技術

の活用可能性緩和 適応

ブルーカーボンの保全

支援

ブルーカーボンの政

策策定および計測・

算定がなされること

により、フィリピン

のブルーカーボンか

らの GHG 吸収量の

定量化の実現、およ

び NDC 目標の達成

に貢献する。

緩和に伴う生態

系、および生物多

様性保全等の適応

のコベネフィット

が生じる。

PDP および PBSAP 等

に沿い、ブルーカー

ボンの炭素貯留に新

たに貢献する政策を

進展させる。

またマングローブ炭

素 隔 離 手 法 の 更 新

は、フィリピン全土

のブルーカーボンの

二酸化炭素吸収源の

確 保 ・ 増 加 に 繋 が

り、NDC 達成に影響

は大きく影響を与え

る。 

さらに NDC 適応策や

30by30 に関連し、行

政における保護区管

理の向上、保護区内

のブルーカーボンに

属するマングローブ

林等の保全・回復、

データ管理の推進に

貢献し、国家レベル

での海洋生態系に係

る生態系サービスへ

の 重 要 性 を 周 知 す

る。 

日本では、国家

GHG インベント

リのブルーカーボ

ンにおいてはマン

グローブ林の温室

効果ガスの吸収・

固定量が追記され

るなど、ブルー

カーボンの計上に

向け先行しており

法制度等の知見を

有する。今後、

フィリピンでのブ

ルーカーボン政策

立案支援に役立て

ることは可能と考

える。

またブルーカーボ

ンによる温室効果

ガスの吸収・固定

量の計測・算定方

法（マングローブ

および海藻）は、

確立しているため

日本の先行する知

見を技術支援への

活用が可能と思わ

れる。炭素貯留・

隔離の評価・予

測、生態系サービ

スの包括的な評価

は、 SATREPS 実

施における経験と

知見が活用でき

る。
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(6) 都市環境 

1) 強化プログラムの概要 

都市環境セクターでは、廃棄物および排水の 2 つのサブセクターで、それぞれ強化プログラム

を検討した。 

表 3-24 強化プログラムの候補（都市環境セクター） 

 
出典：調査団 

 

  

短期 中長期

U-1 廃棄物管理

プログラム

U-2 廃棄物中間処理

能力改善プログラム

U-3 最終処分場収容

能力改善プログラム

U-4 排水処理

（施設）改善プログラム

強化プログラム
プロジェクト

廃棄物

排水

技術的知見及びナレッジプロダクトフロー構築推
進プロジェクト
U-1-1 

U-2-3

DENR、MMDA、LGUによる、廃棄物管理に関する技術的知識や知識
のフロー、家庭やコミュニティの行動変容の維持のための能力開
発・支援・管理

住⺠啓発及び環境教育推進プロジェクト
U-1-2 

廃棄物分別/堆肥化、リサイクル促進プロジェクト

持続可能な廃棄物管理普及プロジェクト

U-2-1

U-2-2 

市⺠と行政の協働による適切な固形廃棄物管
理推進プロジェクト
U-1-3 

最終処分場運営管理プロジェクト

持続可能な最終処分場運営管理普及プロジェクト

持続可能な排水処理システムの普及と技術向上プ
ロジェクト

持続可能な排水処理技術普及プロジェクト

広域管理を含む廃棄物分別・堆肥化・リサイクル
技術協力プロジェクト

U-4-3

U-4-1

U-4-2 

排水処理技術向上と広域管理を含むモデル事業展開に
よる持続可能な環境整備プロジェクト

U-3-3

U-3-1

U-3-2 

広域管理を含む最終処分場収容能力改善技術協力プロ
ジェクト
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U-1 廃棄物管理改善プログラム

目的

DENR および LGU の担当官に対し、廃棄物管理の技術的知識向上と共有、地域住民、児童に対する環境

教育の推進、市民と行政の協働による効果的な固形廃棄物管理の構築を通じて、持続可能な廃棄物管理

体制を確立し、地域全体で環境への貢献を促進するとともに、有機系廃棄物の埋め立て回避や廃棄量の

削減を通じて、処分場の好気的管理によるメタンガス発生量の抑制に繋げる。

波及

効果

技術的知見向上により DENR と LGU が効果的な廃棄物管理体制を確立し、共有されたナレッジが地域全

体に浸透する。また住民啓発と環境教育により地域住民と児童が環境への理解を深め、持続可能なライ

フスタイルへの移行が促進され、市民と行政の協働により、地域全体で効果的な廃棄物管理手法の採用

が奨励され、成功事例が他の地域にも波及する。以上より地域経済の健全な発展に合わせた適切な廃棄

物管理の実行が期待される。

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期

U-1-1 技術的知見およびナレッジプロダクト

フロー構築推進プロジェクト

課題別研修/ 
専門家派遣

LGU における廃棄物管理

担当官の不足および技術

的知見・地域情報の切

断・喪失

短期

U-1-2 住民啓発および環境教育推進プロジェ

クト

専門家派遣/ 
海外協力隊派遣

廃棄物管理に対する住民

の低い関心度

中長期

U-1-3 市民と行政の協働による適切な固形廃

棄物管理推進プロジェクト

課題別研修 資源回収施設の全国的な

不足

短期

U-1-1 技術的知見およびナレッジプロダクトフロー構築推進プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 廃棄物管理改善プログラム

想定される JICA スキーム 課題別研修/専門家派遣 

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

LGU における政策優先度の低さから、廃棄物管理担当官の未任命もしくは兼任状

態の LGU が 7 割以上となっている。そのため 10 年固形廃棄物管理計画が忠実に

実行されず、低い廃棄物転用率や、資源回収施設および衛生型埋立処分場の全国

的な不足に繋がっている。また担当官の交代時に技術的、地域的知見の引継が行

われず、ナレッジプロダクトフローの切断や無形情報の喪失が起こっている。

プロジェクト概要

上位目標

廃棄物管理担当官を対象に、技術的、地域的知見の引継ぎを目的としたナレッジ

プロダクトフローの構築を行い、エコロジカル固形廃棄物管理法(RA9003)の実行

強化および廃棄物管理のベストプラクティスを推進させる。

目的・アウトカム

a) LGU の廃棄物管理担当官の専任率割合が上昇する。

b) 各 LGU の 10 年固形廃棄物管理計画が忠実に実行される。

c) 各 LGU において廃棄物管理のベストプラクティスが実行される。

アウトプット

a) DENR により LGU の廃棄物管理担当官との技術的知見の共有およびナレッジ

プロダクトフローが構築される。

b) 専門家により、DENR および LGU の廃棄物管理担当者に対して、ナレッジプ

ロダクトのローカライズ方法が提供される。

協力期間 約 3 年 

想定される C/P 機関 DENR-EMB 

他の関係機関 DILG, MMDA, LGUs 

実施における留意事項

DENR からは中央職員のみならず、地域の実情を知る州の職員も参加の対象とす

る。また本プロジェクトに該当する JICA の課題別研修は以下を想定する。 
- 固形廃棄物管理の基礎 (A) (B)
- 都市固形廃棄物管理の実務 (A) (B)
- 島嶼地域における持続可能な廃棄物管理

対象 LGU の選定にあたっては、「気候変動レジリエンス強化のための投資事業一

覧」に記載されている優先地域（Metro Iloilo、Eastern Samar、Northern Samar、
Surigao del Norte）より選定されることが望ましい。
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U-1-2 住民啓発および環境教育推進プロジェクト 
強化プログラム名（仮称） 廃棄物管理改善プログラム 

想定される JICA スキーム 専門家派遣/海外協力隊派遣 

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題） 

多くの LGU において廃棄物の分別収集条例を制定している一方で、7 割のバラン

ガイでは分別収集を行っていない。そのため、多くの住民は分別収集の義務を承

知しているが、その必要性への理解が乏しい。 

プロジェクト概要 
上位目標 

地域住民向けの廃棄物管理・3R セミナー、地域児童向けの環境教育が実施され、

廃棄物の適切な処理と環境への意識醸成を通じ、地域全体で持続可能な生活様式

が促進される。 

目的・アウトカム a) 廃棄物管理に対するバランガイ/住民の行動変容が実現する。 
b) 多くのバランガイにおいて分別収集や 3R 活動が徹底される。 

アウトプット 

a) DENR/LGU により、廃棄物の分別・3R に重点を置いた管理差政策が実施され

る。 
b) DENR/LGU により、地域住民を対象としたセミナーが実施される。 
c) DENR/LGU により、地域児童を対象とした環境教育が実施される。 

協力期間 約 5 年－10 年 

想定される C/P 機関 DENR-EMB 

他の関係機関 DILG、MMDA、LGUs 

実施における留意事項 

バランガイ/住民による廃棄物・資源分別活動有効活用のため、その受け手となる

「廃棄物中間処理能力改善プロジェクト」と併せて行う。また本プロジェクトに

該当する JICA の課題別研修は以下を想定する。 
- 民間セクター・市民社会との協働による固形廃棄物管理 (A) (B) 
対象 LGU の選定にあたっては、「気候変動レジリエンス強化のための投資事業一

覧」に記載されている優先地域（Metro Iloilo、Eastern Samar、Northern Samar、
Surigao del Norte）より選定されることが望ましい。 

 
U-1-3 市民と行政の協働による適切な固形廃棄物管理推進プロジェクト 
強化プログラム名（仮称） 廃棄物管理改善プログラム 

想定される JICA スキーム 課題別研修 

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題） 

資源回収施設が未設立のバランガイが 6 割以上となっており、これは資源回収施

設用地の確保が難しい、LGU からの設立資金が得られない等が主な要因となって

いる。また DENR-EMB から LGU への補助金が限られており、設置後の運営資

金、土地利用、設置・運営手順に関する技術的ノウハウの充足等の要件をクリア

した LGU/バランガイが優先的に選ばれるため、設置率の大幅上昇に繋がらないと

いう背景がある。また分別に関する条例が未制定の LGU が全体の 1 割以上を占

め、分別収集が進まない要因になっている。 

プロジェクト概要 
上位目標 

廃棄物収集・分別・リサイクルの課題別研修を実施し、収集処理施設視察や技術

提供、廃棄物管理費用の削減方法の提供を通じて市民との協働による適切な固形

廃棄物管理を推進する。 

目的・アウトカム 市民と行政の協働による適切な固形廃棄物管理が実現する。 

アウトプット 

a)本邦自治体/NGO/市民団体による廃棄物収集、分別、リサイクル、リユースに関

する研修（運営管理状況を含む収集処理施設の視察、広域管理（クラスター化）

の事例紹介、技術提供、廃棄物管理費用削減効果等）が実施される。 
b)分別に関する条例が未制定の LGU に関する調査および条例制定・条例順守に向

けた検討が行われる。 

協力期間 約 3 年 

想定される C/P 機関 DENR-EMB 

他の関係機関 DILG, MMDA, LGUs 

実施における留意事項 

DENR からの補助金が限定的であることを鑑み、バランガイのクラスター化も検

討する。また本プロジェクトに該当する JICA の課題別研修は以下を想定する。 
- リサイクル推進による循環型社会構築に向けた廃棄物の適正処理技術 
- リサイクル制度設計 
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対象 LGU の選定にあたっては、「気候変動レジリエンス強化のための投資事業一

覧」に記載されている優先地域（Metro Iloilo、Eastern Samar、Northern Samar、
Surigao del Norte）より選定されることが望ましい。 

 
〈当該プログラムの選定理由〉 

U-1 廃棄物管理改善プログラム 

パリ協定・NDC達成支援

貢献度 

- 廃棄物管理担当官の専任率向上と技術的知見充足による 10 年固形廃棄物計画

の実現と改善 
- 地域の環境教育による分別率およびリサイクル率向上への寄与 
- 資源回収施設の設置による混合廃棄物削減や不法投棄減少、処分場延命への期

待 
以上により、有機系廃棄物の埋め立て回避、廃棄量削減、メタンガス発生の抑

制をもたらすため、パリ協定および NDC 達成への貢献が大きい。 

セクター政策との整合性 

国家開発計画：IEC（情報・教育・コミュニケーション）活動を通じた LGU に

よる効果的な廃棄物管理、住民による適切な廃棄物処理、住民による適切な廃

棄物処理、資源回収施設、衛生埋立処分場の設置等、廃棄物共同施設の更なる

適切運用のための LGU のクラスター化 
気候変動に係る国家枠組み戦略：戦略的優先事項として、エコロジカル固形廃

棄物管理法(RA9003)の実行強化、廃棄物管理のベストプラクティスの推進気候

変動への対処として、国民との対話と行動変容を通じた適切な廃棄物管理の強

化 
国家気候変動行動計画：廃棄物発生源における分別、廃棄物の回収、堆肥化、

リサイクルの強化、有毒な包装資材および使い捨て目的の利用規制 

緊急性 

7 割以上の LGU で廃棄物担当官が未任命または兼任であり、これが 10 年固形廃

棄物計画の不実行と低い廃棄物転用率に繋がっている。また多くの LGU で分別

収集の条例があるが、7 割のバランガイで未実施であり、住民の分別収集への理

解不足に拍車を掛けている。また国家計画における資源回収施設設置率も未達

状態であるため、喫緊の問題であると言える。 

他ドナーの支援状況 

WB が 2014 年に DENR 支援事業(政策、計画、環境管理、モニタリング、評価能

力強化支援)を実施しているが、LGU の廃棄物管理担当官は対象外となってい

る。また UNDP が 2021 年にケソン市で実施した資源ごみの電子現金化事業。同

事業を通じて適正な廃棄物管理、住民の廃棄およびリサイクルに対する意識向

上が期待される（事業結果および効果は評価中であり未公表）。 
経済性 該当せず 
投資効果 該当せず 

DAC 6 項目 

妥当性：高い（ニーズ・政策に合致） 
整合性：高い（外務省、JICA、環境省の政策に合致） 
有効性：今後検証 
インパクト：高い（NDC およびセクター政策等へのインパクト） 
効率性：中（人材育成や地域の行動変容には時間が掛かる一方で、U-2 および

U-3 プログラムとの連携が可能なため） 
持続性：高い（ただし、LGU の能力強化プログラムが持続的に実施されること

を担保する必要がある） 

日本政府・JICA 政策と

の整合性 

外務省の国別開発協力方針における重点分野において、「包摂的な成長のための

人間の安全保障の確保」として廃棄物処理を含む環境問題に対する脆弱性の克

服および生活基盤の安定・強化を図ることを謳っている。 
JICA グローバルアジェンダ（課題別事業戦略）の No.18 環境管理において、

JICA クリーン・シティ・イニシアティブと題した事業戦略を展開しており、そ

こで掲げる協力方針のベースとなる取組みとして下記の方針を謳っている。 
- 施設や法制度の整備、社会の意識向上までを担う人材を育成 
- 公衆衛生の改善および 3R を通じた循環型社会の構築 
また環境省の国際展開事業では、「アジア・ゼロエミッション共同体構想等への

貢献」の元、「循環経済移行促進」の重点化に「廃棄物処理・リサイクルに関す

る制度・技術・人材育成の協力」を掲げている。 
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社会的弱者・ジェンダー

女性の廃棄物管理担当官の任命率向上、社会的弱者や女性世帯主等のジェン

ダー配慮を考慮したセミナーの実施、女性やウェストピッカー等の社会的弱者

を、清掃員や資源回収施設の被雇用者として採用する等について検討を行う。

U-2 廃棄物中間処理能力改善プログラム

目的

廃棄物分別/堆肥化および市場形成、リサイクルに関する実践的なスキルを DENR および LGU の担当官

へ提供する。選定地域ではパイロット事業が展開され、成功モデルを他の地域へ普及・拡大する方法を

検討する。以上を通じて、廃棄物の中間処理（コンポスト、3R 等）による温室効果ガスの削減を実現す

る。

波及

効果

廃棄物分別・堆肥化・リサイクルが広がることで地域ニーズに適した解決策が普及される。また他地域

に成功手法を広め、持続可能な廃棄物中間処理の普及と拡大が期待される。

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期 

U-2-1 廃棄物分別/堆肥化、リサイクル促進プ

ロジェクト

課題別研修/ 
専門家派遣

低い廃棄物転用率 短期

U-2-2 広域管理を含む廃棄物分別・堆肥化・

リサイクル技術協力プロジェクト

技術協力/ 
民間連携

短期/中期 

U-2-3 持続可能な廃棄物管理普及プロジェク

ト

セクターローン 中長期

U-2-1/U-2-2/U-2-3 廃棄物中間処理能力改善プログラム

強化プログラム名（仮称） 廃棄物中間処理能力改善プログラム

想定される JICA スキーム 課題別研修/専門家派遣または技術協力プロジェクト/準備調査 

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

国家開発計画（2017-2022）で定めた目標廃棄物転用率（2022 年に 80%）に未達

（46.6%）であり、LGU 内における財政および技術不足の問題に加え、LGU 内の

廃棄物管理全般に対する施策優先度の低さも要因の一つに挙げられる。

プロジェクト概要

上位目標

廃棄物分別/堆肥化および市場形成、リサイクルに関する実践的なスキルを提供す

る。選定地域ではパイロット事業が展開され、成功モデルを他の地域へ普及・拡

大する方法を検討する。以上を通じて、廃棄物の中間処理（コンポスト、3R 等）

による温室効果ガスの削減を実現する。

目的・アウトカム

a) 廃棄物転用率の向上および有機系廃棄物量の削減

b) 最終処分場の延命化

c) コンポスト・3R 等による循環市場の形成

アウトプット

a) 専門家/本邦企業による LGU 担当者への廃棄物分別/堆肥化および市場形成、

リサイクルに関する研修（運営管理状況を含む施設の視察、広域管理（クラ

スター化）の事例紹介、技術提供等）が実施される。

b) 法体系を含む廃棄物発電施設の導入可能性検討が行われる。

c) 選定された対象地域において、広域管理（クラスター化）の検討を含む廃棄

物分別/堆肥化および市場形成、リサイクルに関するパイロット事業が実施さ

れる。

d) 他の地域への普及・拡大方法が検討される。

協力期間 U-2-1：約 3 年、U-2-2：約 3 年、U-2-3：約 5-10 年

想定される C/P 機関 DENR-EMB 

他の関係機関 DILG, MMDA, LGUs 

実施における留意事項

財政難の解消のため、LGU のクラスター化も検討する。また本プロジェクトに該

当する JICA の課題別研修は以下を想定する。 
- リサイクル推進による循環型社会構築に向けた廃棄物の適正処理技術

- コンポスト事業運営

- リサイクル制度設計

対象 LGU の選定にあたっては、「気候変動レジリエンス強化のための投資事業一

覧」に記載されている優先地域（Catanduanes、Ifugao）より選定されることが望

ましい。
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〈当該プログラムの選定理由〉 

U-2 廃棄物中間処理能力改善プログラム 

パリ協定・NDC達成支援

貢献度 

廃棄物の分別/堆肥化、リサイクルが促進されることで、緩和策となる有機系廃

棄物の埋め立て回避や廃棄量の削減によるメタンガス発生量の抑制に繋がるこ

とから、NDC およびセクター政策等へのインパクトは大きいと考える。 

セクター政策との整合性 

国家開発計画：資源回収施設、衛生埋立処分場の設置等、廃棄物共同施設の更

なる適切運用のための LGU のクラスター化 
気候変動に係る国家枠組み戦略：戦略的優先事項として、エコロジカル固形廃

棄物管理法(RA9003)の実行強化、廃棄物管理のベストプラクティスの推進 
国家気候変動行動計画：廃棄物発生源における分別、廃棄物の回収、堆肥化、

リサイクルの強化 

緊急性 国家開発計画における 2022年の目標廃棄物転用率（80%）に未達状態（46.6%）

のため、緊急性は高い。 

他ドナーの支援状況 
JICA では先行/先進技術を通じた廃棄物適正管理能力強化事業を実施し、世界銀

行もメタン回収事業を実施している。アジア開発銀行でも 2019 年に廃棄物付加

価値事業を実施している。 
経済性 該当せず 
投資効果 該当せず 

DAC 6 項目 

妥当性：高い（ニーズ・政策に合致） 
整合性：高い（外務省、JICA、環境省の政策に合致） 
有効性：高い（国家開発計画による廃棄物転用率の目標値に近づくため） 
インパクト：高い（中間処理施設での雇用や循環型堆肥市場の形成が期待され

るため） 
効率性：高い（U-1 および U-3 プログラムとの連携が可能なため） 
持続性：高い（ただし、LGU の能力強化プログラムが持続的に実施されること

を担保する必要がある） 

日本政府・JICA 政策と

の整合性 

外務省の国別開発協力方針における重点分野において、「包摂的な成長のための

人間の安全保障の確保」として廃棄物処理を含む環境問題に対する脆弱性の克服

および生活基盤の安定・強化を図ることを謳っている。 
JICA グローバルアジェンダ（課題別事業戦略）の No.18 環境管理において、

JICA クリーン・シティ・イニシアティブと題した事業戦略を展開しており、協

力方針 1 として、「ごみ処理の仕組みを改善し、循環型社会へ」を掲げ、環境負

荷の低減・汚染防止を目的とした分別やリサイクルの導入によるごみの減量化

を謳っている。 
また環境省の国際展開事業として、「アジア・ゼロエミッション共同体構想等へ

の貢献」の元、「循環経済移行促進事業」の一部である「循環産業国際展開およ

び国際資源循環構築等基盤整備事業」において、ASEAN の途上国に対し、我が

国の廃棄物処理・リサイクル等に係る制度・技術・経験をベースに、制度・技

術・人材育成等をパッケージで支援し、適切な廃棄物管理や循環インフラ整備

につなげ、我が国循環産業の国際展開の推進を謳っている。 

社会的弱者・ジェンダー 処分場で作業する女性やウェストピッカー等の社会的弱者を、中間処理施設の

被雇用者として採用することを念頭に置く。 
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U-3 最終処分場収容能力改善プログラム

目的

専門家や自治体、企業が最終処分場の運営管理に関する技術と情報を提供し、視察や講義を通じて運営

管理方法や広域管理の成功事例、廃棄物収集管理手法の研修を行う。またDENRによる最終処分場管理

研修を実施し、広域管理の検討を含むパイロット事業を選定地域で行い、特有の廃棄物管理手法を検討

する。成功事例を元に他地域への普及・拡大方法を検討し、持続可能な廃棄物管理を全国に促進する。

以上を通じてメタンガス潜在量の削減を通じた温室効果ガスの削減を実現する。

波及

効果

最終処分場の運営管理に関する技術情報が専門家や自治体から提供され、DENR による一貫性のある研

修が実施される。また広域管理のパイロット事業を通じて地域固有の廃棄物管理手法が検証され、成功

事例が他地域に普及し、共有された手法とベストプラクティスに基づき、国全体で持続可能な廃棄物管

理が促進される。

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期

U-3-1 最終処分場運営管理プロジェクト 課題別研修/ 
専門家派遣

衛生型埋立処分場の全国

的な不足

短期

U-3-2 広域管理を含む最終処分場収容能力

改善技術協力プロジェクト

技術協力 短期/中期 

U-3-3 持続可能な最終処分場運営管理普及

プロジェクト

プロジェクト

借款

中長期

U-3-1/U-3-2/U-3-3 最終処分場能力改善プログラム

強化プログラム名（仮称） 最終処分場収容能力改善プログラム

想定される JICA スキーム 課題別研修/専門家派遣または技術協力プロジェクト/準備調査 

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

現状の衛生埋立処分場設置基準では、土地制限（例：島嶼地方、急峻地、保護

区）や地質制限（石灰岩）等で条件を満たせない等の理由により、衛生埋立処分

場（SLF）にアクセスできない 6 割以上の LGU が暫定措置として残渣廃棄物封鎖

エリア（RCA）を設置している。しかし RCA の設置条件等を規定したガイドライ

ンが存在しないため、実質 ODS と同じ状態で廃棄物処理を行っている LGU もあ

る。そのため RCA の中にはメタンガス発生条件に適する嫌気性状態で運営されて

いるものもあり、メタンガス潜在量の増加に繋がっている。

プロジェクト概要

上位目標

専門家や自治体、企業が最終処分場の運営管理に関する技術と情報を提供し、視

察や講義を通じて運営管理方法や広域管理の成功事例、廃棄物収集管理手法の研

修を行う。また DENR による最終処分場管理研修を実施し、広域管理の検討を含

むパイロット事業を選定地域で行い、特有の廃棄物管理手法を検討する。成功事

例を元に他地域への普及・拡大方法を検討し、持続可能な廃棄物管理を全国に促

進する。以上を通じてメタンガス潜在量の削減を通じた温室効果ガスの削減を実

現する。

目的・アウトカム

a) オープンダンピングサイト（ODS）や残渣廃棄物封鎖エリア（RCA）から衛

生埋立処分場（SLF）へのスムーズな移行

b) 衛生埋立処分場へのアクセス可能な LGU 数の増加

c) メタンガス潜在発生量の削減

アウトプット

a) 専門家/自治体/本邦企業による技術  および情報提供（視察や講義を通じた

処分場運営管理方法、広域管理（クラスター化）の事例紹介、廃棄物収集

管理手法等）が実施される。

b) DENR による LGU への最終処分場管理研修が実施される。

c) 衛生埋立処分場設置基準の改善余地が検討される。

d) 本邦企業/自治体による技術支援が実施される。

e) 選定された対象地域において、広域管理（クラスター化）の検討を含むパ

イロット事業が実施される。

f) 他の地域への普及・拡大方法が検討される。

協力期間 U-3-1：約 3 年, U-3-2：約 3 年,U-3-3：約 5-10 年

想定される C/P 機関 DENR-EMB 

他の関係機関 DILG, MMDA, LGUs 

実施における留意事項

財政難の解消のため、LGU のクラスター化を検討する。また本プロジェクトに該

当する JICA の課題別研修は以下を想定する。 
- 準好気性埋立（福岡方式）処分場の設計・維持管理
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- リサイクル推進による循環型社会構築に向けた廃棄物の適正処理技術 
対象 LGU の選定にあたっては、「気候変動レジリエンス強化のための投資事業一

覧」に記載されている優先地域（Metro Iloilo、Eastern Samar、Northern Samar、
Ifugao、Mountain Province）より選定されることが望ましい。 

 

〈当該プログラムの選定理由〉 

U-3 最終処分場収容能力改善プログラム 

パリ協定・NDC達成支援

貢献度 

衛生埋立処分場（SLF）の設置により残渣廃棄物封鎖エリア（RCA）の代替利

用が解消されれば、メタンガス潜在量も削減されるため、NDC 達成へ大きく貢

献する。また課題解決により、LGU が作成する 10 年固形廃棄物管理計画の実行

が実現され、エコロジカル固形廃棄物管理法（RA9003）の実行強化や廃棄物管

理のベストプラクティスの推進を掲げる気候変動に係る国家枠組み戦略、オー

プンダンピングサイトの閉鎖を掲げる国家気候変動行動計画等のセクター政策

へのインパクトも大きい。 

セクター政策との整合性 

国家開発計画：資源回収施設、衛生埋立処分場の設置等、廃棄物共同施設の更

なる適切運用のための LGU のクラスター化 
気候変動に係る国家枠組み戦略：戦略的優先事項として、エコロジカル固形廃

棄物管理法（RA9003）の実行強化、廃棄物管理のベストプラクティスの推進 
国家気候変動行動計画：オープンダンピングサイトの閉鎖 

緊急性 衛生埋立処分場（SLF）にアクセスできる LGU が 35%（2022 年）のみあること

を鑑みると、その緊急性は高い。 

他ドナーの支援状況 
2010 年代は JICA、ADB、WB 共に廃棄物管理事業を実施来ているが、その数は

多くない。また 2020 年代に入ってからは民間主導の廃棄物処理施設建設事業が

行われている。 

経済性 該当せず 

投資効果 該当せず 

DAC 6 項目 

妥当性：高い（ニーズ・政策に合致） 
整合性：高い（外務省、JICA、環境省の政策に合致） 
有効性：高い（衛生型埋立処分場の設置増加目標に近づくため） 
インパクト：高い（上位目標（衛生埋立処分場へのアクセス可能な LGU 数の増

加およびメタンガス潜在発生量の削減）が発現するため） 
効率性：高い（U-1、U-2 プログラムとの連携が可能なため） 
持続性：高い（ただし、LGU の能力強化プログラムが持続的に実施されること

を担保する必要がある） 

日本政府・JICA 政策と

の整合性 

外務省の国別開発協力方針における重点分野において、「包摂的な成長のための

人間の安全保障の確保」として廃棄物処理を含む環境問題に対する脆弱性の克服

および生活基盤の安定・強化を図ることを謳っている。 
JICA グローバルアジェンダ（課題別事業戦略）の No.18 環境管理において、

JICA クリーン・シティ・イニシアティブと題した事業戦略を展開しており、廃

棄物管理改善のステップの 1st stageとして公衆衛生の改善を掲げ、最終処分場の

改善（オープンダンピングから衛生埋立へ）を謳っている。 
また環境省も我が国循環産業の国際展開の推進に加え、国際メタン等排出削減

拠出金事業として、メタン等の排出削減技術等の導入による途上国の都市衛生

環境分野（廃棄物他）のメタンの排出削減支援を謳っている。 

社会的弱者・ジェンダー 処分場の改善後も女性やウェストピッカー等の社会的弱者に対する雇用の継続

を意識した事業活動とする。 
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U-4 排水処理（施設）改善プログラム

目的 下水道および腐敗槽の水質改善に付随するメタンガス発生潜在量の削減を通じた温室効果ガスの削減

波及

効果

専門家・本邦企業による排水処理研修や技術支援、LWUAによる研修、広域管理パイロット事業を通じ

て、排水処理のベストプラクティスが普及する。パイロット事業の成果を元に他地域への拡大を検討

し、共有された成功手法が地域全体で導入され、持続可能な排水処理が広がるとともに、メタンガス発

生潜在量の削減に繋がる。

想定プロジェクト 想定スキーム 解決を目指す課題 実施時期

U-4-1 持続可能な排水処理システムの普及

と技術向上プロジェクト

課題別研修/ 
専門家派遣

LGU および地方水道区

（LWD）における下水道

および腐敗槽汚泥管理事

業実施のための能力およ

び資金不足

短期

U-4-2 排水処理技術向上と広域管理を含む

モデル事業展開による持続可能な環

境整備プロジェクト

技術協力/ 
民間連携

短期/中期 

U-4-3 持続可能な排水処理技術普及プロ

ジェクト

セクターローン 中長期

U-4-1/U-4-2/U-4-3 排水処理（施設）改善プロジェクト

強化プログラム名（仮称） 排水処理（施設）改善プログラム

想定される JICA スキーム 課題別研修/専門家派遣または技術協力プロジェクト/準備調査 

背景（本強化プログラムが

対応する気候変動対策に関

わる課題）

第 2 級以下の 1,163 の LGU において、排水処理に対する政策優先度が低い傾向に

あり、それが全国的な下水道および汚泥処理施設の不足に繋がっている。そのた

め生活排水の大部分は未処理のまま排出もしくは汚泥槽に長期間堆積しており、

それらが嫌気常態化することでメタン潜在量が増加し、温室効果が増加の要因と

なっている。

プロジェクト概要

上位目標

下水道および腐敗槽の水質改善に付随するメタンガス発生潜在量の削減を通じた

温室効果ガスの削減

目的・アウトカム

a) LGU/LWD によりマスタープラン/設計基準が策定される。

b) LGU/LWD に、集中型排水処理システム、または分散型排水処理施設

（Johkasou）が導入される。 
c) 地域の河川や水路、地下水の水質が改善される。

d) メタンガス潜在発生量の削減

アウトプット

a) 専門家/本邦企業による LWUA、LGU、LWD の各担当者への分散型および集

中型排水処理システム、浄化槽処理に関する研修（運営管理状況を含む施設

の視察、広域管理（クラスター化）の事例紹介、マスタープランや設計仕様

書、設計基準の作成に係る技術提供等）が実施される。

b) LWUA による LGU/LWD の各担当者への分散型および集中型排水処理システ

ム、浄化槽処理に関する研修（施設の運営管理、広域管理（クラスター化）

の事例紹介、マスタープランや設計仕様書、設計基準の作成に係る技術提供

等）が実施される。

c) 専門家/本邦企業による技術支援  （施設設計、施設建設、運営管理等の技術

提供）が実施される。

d) 選定された対象地域において、広域管理（クラスター化）の検討を含むパイ

ロット事業が実施される。

e) 他の地域への普及・拡大方法が検討される。

協力期間 U-4-1：約 3 年, U-4-2：約 3 年,U-4-3：約 5-10 年

想定される C/P 機関 LWUA 

他の関係機関 DPWH-ESSD, DENR-EMB, DILG, LGUs 

実施における留意事項

財政難の解消のため、集中型廃水処理システムを導入の場合は LGU のクラスター

化を検討する。また本プロジェクトに該当する JICA の課題別研修は以下を想定す

る。

- 排水処理技術

- 下水道・都市排水マネジメント

- 分散型汚水処理システム導入・普及

対象 LGU の選定にあたっては、「気候変動レジリエンス強化のための投資事業一

覧」に記載されている優先地域 Siquijor (Cang-adieng, Siquijor), Northern Samar 
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(Catubig, Pambujan, Catarman Watershed)より選定されることが望ましい。また、

LWUAによる実現可能性調査実施済み地域（2023年末現在 15カ所）の準備状況も

確認の上に選定することが望ましい。 

 
〈当該プログラムの選定理由〉 

U-4 排水処理（施設）改善プログラム 

パリ協定・NDC 達成支

援貢献度 

メタンガスは家庭や商業施設に設置された排水処理のための腐敗槽や嫌気池（安

定化池）等が嫌気状態となることで発生することから、腐敗槽の水質改善を行う

ことでメタンガス発生潜在量の削減が期待されるため、課題解決によるインパク

トおよび NDC への貢献度は大きいと考えられる。 

セクター政策との整合

性 

NCCAP：高度都市の水質改善のための集中型排水処理システムの研究・採用、水

質浄化法および国家下水道・腐敗槽汚泥管理計画の実施の際のギャップおよび

ニーズ評価 
国家下水道・腐敗槽汚泥管理計画（NSSMP）：2020 年までに全ての LGU が浄化

槽管理システムを開発する、17 の高度都市が下水道システムの開発をする、2020
年までに約 4,360万人が浄化槽処理施設を利用出来るようになり、約 320万人が下

水処理施設を利用できるようになる。 

緊急性 NSSMP において、2020 年までに全 LGU が浄化槽管理システムの開発の実現を掲

げているが、未達状態にあるため。 

他ドナーの支援状況 
2010 年以降において、下水事業としての他ドナー支援はマニラ首都圏が主となっ

ており、LGUへの支援は確認されていない。また LWUAの下水道事業について、

JICA を含めて他ドナーの支援経験は無い。 
経済性 該当せず 
投資効果 該当せず 

DAC 6 項目 

妥当性：高い（ニーズ・政策に合致） 
整合性：高い（外務省、JICA、環境省の政策に合致） 
有効性：高い（NSSMP へ申請する LGU および浄化槽管理システムを導入する

LGU の増加が期待されるため） 
インパクト：高い（導入費用は高いものの、長期に渡り下水の水質改善に貢献す

るため） 
効率性：高い（各プロジェクトが相互連携出来る計画となっているため） 
持続性：高い（ただし、LGU の能力強化プログラムが持続的に実施されることを

担保する必要がある） 

日本政府・JICA 政策と

の整合性 

外務省の国別開発協力方針における重点分野において、「包摂的な成長のための人

間の安全保障の確保」として上下水を含む環境問題に対する脆弱性の克服および生

活基盤の安定・強化を図ることを謳っている。 
JICA グローバルアジェンダ（課題別事業戦略）の No.18 環境管理において、JICA
クリーン・シティ・イニシアティブと題した事業戦略を展開しており、協力方針

2 として、「環境規制や汚染防止策で、健全な水・大気・土壌環境を」を掲げ、

汚水処理施設の整備・運営には、持続可能な運営体制と長期にわたる大規模な投

資が欠かせないことを謳っている。 
また環境省もメタン等の排出削減技術等の導入による途上国の都市衛生環境分野

（水質汚染他）のメタンの排出削減支援を謳っている。 
社会的弱者・ジェン

ダー 
非正規住民は排水を直接河川へ流す等、劣悪な衛生環境での生活を強いられてお

り、浄化槽や下水道の導入による環境改善が期待される。 
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2) 強化プログラムの評価

表 3-25 強化プログラムの評価（都市環境セクター） 

強化プログラム
気候変動インパクト

波及効果
日本の知見・技術の

活用可能性緩和 適応

U-1.  廃棄物管理改善プログラム

技術的知見およびナ

レッジプロダクトフ

ロー構築推進プロ

ジェクト

地域において持続可

能な廃棄物管理体制

を確立し、最終処分

場の延命化やメタン

発生ポテンシャル量

の削減を通じて地域

全体で環境および気

候変動への貢献を促

進する。

なし

技 術 的 知 見 向 上 で

DENR/LGU が効果的な

廃棄物管理体制を確立

し、共有ナレッジが地

域全体に浸透する。

廃棄物管理の知見を有する専

門家派遣または課題別研修を

行い、講習内容を冊子や Web
ツール等でまとめる。

住民啓発および環境

教育推進プロジェク

ト

なし

住民啓発/環境教育によ

り廃棄物管理への理解

が深まり、持続可能な

ライフスタイルへの移

行が促進される。

海外協力隊員の廃棄物隊員や

環境教育隊員により、日本の

経験を生かして作成された英

語やタガログ語の教材を利用

した支援が可能である。また

強化プログラムの一環として

日本の企業が有する廃棄物処

理・管理技術、分別等知見の

共有は可能。

市民と行政の協働に

よる適切な固形廃棄

物管理推進プロジェ

クト

なし

地域全体で効果的な廃

棄物管理手法の採用が

奨励され、成功事例が

他の地域にも波及す

る。

日本の LGU における分別や

リサイクルに関する条例制定

およびその実施状況、住民に

よるごみの分別や回収状況等

について、視察や研修を行

う。

U-2.  廃棄物中間処理能力改善プログラム

廃 棄 物 分 別/堆 肥

化、リサイクル促進

プロジェクト

地域において持続可

能な廃棄物中間処理

体制を確立し、最終

処分場の延命化やメ

タン発生ポテンシャ

ル量の削減を通じて

地域全体で環境およ

び気候変動への貢献

を促進する。

なし
廃棄物分別・堆肥化・

リサイクルが広がるこ

とで地域ニーズに適し

た解決策が普及され

る。また他地域に成功

手法を広め、持続可能

な廃棄物中間処理の普

及と拡大が期待され

る。

廃棄物分別および堆肥化の分

野においては、既にダバオ市

やレガスピ市において本邦企

業の堆肥化技術を用いた事業

実績のある現地企業が存在す

ることから、民間技術および

経験（技術の応用、ローカラ

イズ化、市場形成）を生かし

て別の地域の自治体支援を行

うことが可能である。

広域管理を含む廃棄

物分別・堆肥化・リ

サイクル技術協力プ

ロジェクト

堆肥化の過程で発生

する CH4 は好気環境

下で CO2 に酸化され

放出されるため、1/30
程度の緩和効果があ

る。

なし

持続可能な廃棄物管

理普及プロジェクト
なし

U-3.  最終処分場能力改善プログラム

最終処分場運営管理

プロジェクト

地域において持続可

能な最終処分場管理

体制を確立し、延命

化やメタン発生ポテ

ンシャル量の削減を

通じて地域全体で環

境および気候変動へ

の貢献を促進する。

なし

最終処分場の運営管理

に関する技術情報が専

門家や自治体から提供

され、DENR による一

貫性のある研修が実施

される。また広域管理

のパイロット事業を通

じて地域固有の廃棄物

管理手法が検証され、

成功事例が他地域に普

及し、共有された手法

とベストプラクティス

既に複数の開発途上国で実績

のある準好気性の福岡方式の

導入が可能である。ただし課

題に記載した通り、LGUの財

政や技術不足、設置基準の未

達条件等を考慮し、ローカラ

イズされた仕様を用いる必要

がある。広域管理を含む最終

処分場能力改善技術

協力プロジェクト

嫌気性から準好気性

埋 立 地 の 転 換 に よ

り、5ha 規模で 1.3 Mt-
なし
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強化プログラム
気候変動インパクト

波及効果
日本の知見・技術の

活用可能性緩和 適応

持続可能な最終処分

場運営管理普及プロ

ジェクト

CO2e/年、20ha 規模で

1.9 Mt-CO2e/年の削減

効果がある164。 

に基づき、国全体で持

続可能な廃棄物管理が

促進される。

U-4.  排水処理（施設）改善プログラム

持続可能な排水処理

システムの普及と技

術向上プロジェクト

地域において排水処

理施設や浄化槽の導

入によるメタン発生

ポテンシャル量の削

減を通じて地域全体

で環境および気候変

動への貢献を促進す

る。

なし

専門家・本邦企業によ

る排水処理研修や技術

支援、LWUA による研

修、広域管理パイロッ

ト事業を通じて、排水

処理のベストプラク

ティスが普及する。パ

イロット事業の成果を

元に他地域への拡大を

検討し、共有された成

功手法が地域全体で導

入され、持続可能な排

水処理が広がる。

JICA事業として、下水道整備

のためのマスタープラン策定

事業（ダバオ市）の実施経験

もあり、他の自治体への支援

（技術の応用、ローカライズ

化）は可能である。また排水

処理技術（浄化槽/分散型汚

水処理）についても、既にバ

ギオ市等で事業実績のある本

邦企業が存在するため、別の

自治体への支援が可能であ

る。

排水処理技術向上と

広域管理を含むモデ

ル事業展開による持

続可能な環境整備プ

ロジェクト

18,000m3/日の排水処

理施設導入で 13.3t-
CO2e/日165の削減効果

がある。

なし

持続可能な排水処理

技術普及プロジェク

ト

なし

164 https://gec.jp/jp-cdm/1999cdmfs01-8/ 
165 温室効果ガス（GHGｓ）削減効果定量化に係るプロジェクト研究 
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3.2 強化プログラムの優先付け

フィリピン政府が優先的に実施すべき事項について、プログラムが対応する課題の緊急度、気

候変動適応および緩和効果、セクター・サブセクター全体および政策への波及効果（インパク

ト）、さらに日本の知見や技術の適用可能性を踏まえて強化プログラムの評価を行った。

優先度の高い強化プログラムとして、各重点セクターで最もインパクトの大きいプログラム上

位 2 件を優先強化プログラムとした他、特に優先的にフィリピン政府が実施すべきプログラムと

して、以下の 3 件を最優先強化プログラムとして特定した。 

強化プログラム名

（セクター）

緩和／

適応
対応する課題および期待される主なインパクト

P-1 透明性枠組み確

立および対応能力強

化プログラム

（パリ協定実施促進

セクター）

緩和

および適応

課題：フィリピンが国際的な気候関連の報告書（国別報告書、隔年更新

報告書、隔年透明性報告書）を適切なタイミングで提出できるようにす

るため、実施手段の改善に向けた支援（キャパシティビルディング、資

金、技術移転、開発）を早急に提供する必要がある。また、透明性確保

に必要なデータ収集・整備に関する制度、システムなどの整備支援、

CCC と関連省庁との円滑な調整と協力関係の改善、CCC 職員の気候変動

に関する知識や専門性の強化が必要である。

インパクト：策定・提出が遅れている GHG インベントリ、国別報告書

等の公式文書の作成と国連等への提出が円滑に実施されることで、フィ

リピンの気候変動対策に関わる取り組みや支援ニーズが国際的に明示さ

れる。それら文書に関し、気候変動対策（緩和、適応）の実施状況のモ

ニタリングおよび評価が実施されることで透明性が確保されパリ協定へ

の適合が進展する。さらには、対外的に支援が必要な分野や内容の明確

化、ドナー支援検討に必要な基礎的情報の整備により、ドナー支援の促

進に寄与するドナー支援が促進される。

E-3 再生可能エネル

ギー投資促進プログ

ラム

（エネルギーセク

ター）

緩和

課題：再生可能エネルギー（とくに水力・地熱）に関する低調な民間投

資

インパクト：①再エネは最大の排出削減対策であり NDC 貢献への影響

度は最も大きい。②水力は治水・利水にも対応することで気候変動適応

策ともなり、農業セクターの発展や市民への水供給確保などの波及効果

がある。③地熱はベースロード電源として化石燃料発電を代替できる。

④民間のリスク低減による投資促進は企業の進出にも影響し、雇用創出

効果も見込まれる。

E-4 送配電・電化能

力強化プログラム

（エネルギーセク

ター）

緩和

および適応

課題：送電網の拡張・強化遅延、2028 年までの全電化にむけた資金の不

足、離島電力インフラの持続可能性不足

インパクト：①送電網が拡張・容量強化されなければ導入された再エネ

への接続が実現しないリスクから事業者の投資控えにより再エネ導入が

1 年遅延する／早まるだけで 2040 年の再エネ発電量は 50,000GWh 弱低

下／増大すると予想されており、天然ガス火力の稼働率を下げ大きな

GHG 削減に貢献できる。②オフグリッド地域の発電源ディーゼルが 91%
であることから、この削減に大きく貢献する。③雇用の促進や経済的な

裨益も見込まれる。

④適応の観点で気候変動による災害頻発・激甚化に対して堅牢なエネル

ギーインフラの構築ができれば地域の安定的なエネルギーアクセスを確

保できる。⑤離島におけるディーゼル発電の割合を減らすことでディー

ゼル調達を減少させ、災害などによるサプライチェーン寸断に対しても

影響を軽減することができるとともに燃料費の削減が可能となるため、

総合的に離島電源の持続可能性を強化させることができる。
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備
補
助
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
セ
メ

ン
ト
工
場
に
廃
熱
回
収
技
術
が
導
入
さ
れ
て
お

り
、
活
用
可
能

鉄
鋼
産
業

エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
の
高
い
設
備
へ
代
替
す

る
対
策
の
遅
れ

H
ig

h 
✓
✓
 

＋
＋

電
気
炉
の
廃
熱
利
用
技
術
は
本
邦
の
製
鋼
会
社
で

採
用
さ
れ
て
お
り
、
活
用
可
能

RA
C
産
業

RA
C
産
業
に
お
い
て
低

G
W

P
冷

媒
利
用

対
策
の
遅
れ

H
ig

h 
✓
✓
 

＋
＋

日
本
に
お
け
る
低

G
W

P
冷
媒
利

用
促
進
の
取
組

み
の
経
験
や
知
見
の
共
有
が
可
能

RA
C
産
業

 
フ
ロ
ン
ガ
ス
回
収
処
理
登
録
企
業
の
不
足

 
H

ig
h 

✓
✓
 

＋
＋

日
本
に
お
け
る
フ
ロ
ン
ガ
ス
回
収
処
理
の
取
組
み

の
経
験
や
知
見
の
共
有
が
可
能

（
優
先
）

EV
産
業
促
進
プ
ロ
グ
ラ
ム

 
EV

関
連
産
業

 
E
ジ
プ
ニ
ー
お
よ
び

Lo
w

 S
pe

ed
 E

V
の

製
造
基
準

/認
証
シ
ス
テ
ム
の
不
在

 
H

ig
h 

✓
✓
✓

✓
＋
＋
＋

日
本
が

A
SE

A
N
諸
国
を
中
心
に
行
っ
て
き
た
規

格
や
認
証
制
度
の
経
験
や
知
見
の
活
用
が
可
能

廃
棄
物
リ
サ
イ
ク
ル
促
進
プ

ロ
グ
ラ
ム

製
品
廃
棄
物
管
理

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
回
収
・
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス

テ
ム
の
不
在

H
ig

h 
✓
✓

＋
＋

日
本
に
お
け
る
リ
サ
イ
ク
ル
の
取
組
み
の
経
験
や

知
見
の
共
有
が
可
能
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(4
)
農

業

強
化

プ
ロ

グ
ラ
ム

サ
ブ

セ
ク

タ
ー

対
応

す
る

主
な
課

題
緊

急
度

緩
和

／
適

応
波

及
効
果

イ
ン

パ
ク

ト

日
本

の
知

見
・
技

術
の

活
用

可
能

性
緩

和
適

応

（
優
先
）

気
候
変
動
を
考
慮

し
た
灌
漑

施
設
計
画
・
管
理

運
営
プ
ロ

グ
ラ
ム

灌
漑
開
発

灌
漑
施
設
の
計
画
・
運
営
・
管
理
能
力
の
不
足

H
ig

h 
✓
✓
✓

✓
✓
✓

＋
＋
＋

日
本
の
農
業
気
象
メ
ッ
シ
ュ
デ
ー
タ
開
発
知
見
の

活
用

日
本
の
治
水
技
術
、
灌
漑
施
設
管
理
に
か
か
る
知

見
の
活
用

小
規
模
灌
漑
・
貯
水
・
排
水
施
設
整
備
の
不
足

 
H

ig
h 

✓
✓
✓

✓
✓

✓
＋
＋
＋

日
本
の
研
究
機
関
が
開
発
し
た
ア
ジ
ア
に
お
け
る

小
規
模
灌
漑
・
貯
水
シ
ス
テ
ム
の
活
用

（
優
先
）

気
候
変
動
を
考
慮

し
た
ス

マ
ー
ト
畜
産
開
発

プ
ロ
グ
ラ

ム

畜
産

畜
産
分
野
に
お
け
る
気
候
変
動
緩
和
策
・
適
応

策
の
検
討
、
政
策
立
案
、
予
算
確
保
に
お
け
る

農
務
省
中
央
政
府
職
員
・
地
方
事
務
所
職
員

, 
LG

U
の
政
策
立
案
・
実
施
能
力
の
不
足

 

H
ig

h 
✓
✓
✓

✓
✓

＋
＋

日
本
に
お
け
る
取
組
み
の
経
験
や
知
見
の
共
有
が

可
能

畜
産
分
野
に
お
け
る
気
候
変
動
緩
和
策
・
適
応

策
の
研
究
開
発
の
遅
れ
、
研
究
施
設
の
不
足

H
ig

h 
✓
✓

✓
✓

＋
＋

適
応
：
畜
舎
温
度
管
理
手
法
・
技
術
な
ど

緩
和
：
畜
産
廃
棄
物
の
処
理
技
術
、
家
畜
の
消
化

管
発
酵
抑
制
飼
料
の
開
発
等

気
候
変
動
を
考
慮

し
た
農
地

管
理
協
力
プ
ロ
グ

ラ
ム

農
業
生
産

気
候
変
動
緩
和
策
・
適
応
策
の
検
討
、
政
策
立

案
、
予
算
確
保
、

CR
A
普
及
に
お
け
る
農
務
省

中
央
地
方
職
員
・

LG
U
の
能
力
不
足

 

H
ig

h 
 

✓
✓

✓
✓

＋
＋

日
本
に
お
け
る
取
組
み
の
経
験
や
知
見
の
共
有
が

可
能

信
頼
性
の
高
い
営
農
ツ
ー
ル
不
足
、
生
産
性
向

上
と
持
続
可
能
性
を
両
立
す
る
農
業
技
術
の
研

究
・
普
及
展
開
の
遅
れ

H
ig

h 
✓
✓

✓
✓

✓
＋
＋
＋

営
農
ツ
ー
ル
の
開
発
に
お
い
て
農
業
気
象
メ
ッ

シ
ュ
デ
ー
タ
開
発
、
衛
星
を
活
用
し
た
作
物
生
育

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
土
壌
診
断
等
、

RE
技
術
な
ど

本
邦
技
術
が
適
用
可
能

農
地
炭
素
貯
留
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
検
証
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
に
よ
る
気
候
変
動
の
具
体
策
の
不

足
（

G
H

G
イ
ン

ベ
ン
ト
リ
の
精
度
化
、
農
水
産

業
従
事
者
向
け
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
検
討
）

M
ed

 
✓
✓

++
 

農
地
土
壌
に
お
け
る
モ
デ
ル
検
討
、

G
H

G
イ
ン

ベ
ン
ト
リ
方
法
論
、

Jク
レ
ジ
ッ
ト
方
法
論
が
活

用
可
能

気
候
変
動
を
考
慮

し
た
水
産

業
開
発
プ
ロ
グ
ラ

ム

水
産

水
産
分
野
に
お
け
る
気
候
変
動
適
応
策
の
検

討
、
政
策
立
案
、
予
算
確
保
に
お
け
る
農
務
省

中
央
地
方
職
員
・

LG
U
の
能
力
不
足

 

H
ig

h 
 

✓
✓

++
日
本
に
お
け
る
取
組
み
の
経
験
や
知
見
の
共
有
が

可
能

水
産
分
野
に
お
け
る
気
候
変
動
適
応
策
の
実
施

費
用
の
不
足
、
技
術
開
発
・
普
及
展
開
の
遅
れ

H
ig

h
✓
✓

 
++

 
海
洋
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
モ
デ
ル
開
発
の
知

見
、
日
本
の
養
殖
・
沿
岸
漁
業
に
お
け
る
技
術
・

知
見
の
共
有
が
可
能
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(5
)
森

林
・

自
然
環

境

強
化

プ
ロ

グ
ラ
ム

サ
ブ

セ
ク

タ
ー

対
応

す
る

主
な
課

題
緊

急
度

緩
和

／
適

応
波

及
効
果

イ
ン

パ
ク

ト

日
本

の
知

見
・
技

術
の

活
用

可
能

性
緩

和
適

応

（
優
先
）

気
候
変
動
を
考
慮
し
た
森

林
管
理
能
力
強
化
プ
ロ
グ

ラ
ム

森
林

森
林
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
技
術
の
未
確
立

H
ig

h 
✓
✓

++
日
本
の
衛
星
技
術
お
よ
び
デ
ー
タ
解
析
技

術
を
用
い
た
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
技
術

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
含
む
国
家
森
林
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ

ス
テ
ム
（

N
FM

S）
の
未
構
築

H
ig

h 
✓
✓

++
 

JI
CA

の
支
援
実

績
・
知
見
・
経
験

 

（
優
先
）

気
候
変
動
を
考
慮
し
た
森

林
の
水
源
涵
養
機
能
管
理

能
力
強
化
プ
ロ
グ
ラ
ム

森
林

自
動
気
象
観
測
機
（

A
W

S）
お
よ
び
リ
モ
ー
ト
セ
ン

シ
ン
グ
で
収
集
し
た
、
降
雨
・
土
壌
デ
ー
タ
の
分
析

ノ
ウ
ハ
ウ
の
不
足

H
ig

h 
✓
✓

++
 

JI
CA

の
支
援
実

績
・
知
見
・
経
験

 

降
雨
・
土
壌
等
デ
ー
タ
収
集
の
た
め
の

A
W

S
機

材

お
よ
び
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
機
材
不
足

H
ig

h 
✓
✓

++

気
候
変
動
を
考
慮
し
た
沿

岸
/海

洋
生
態
系
保
全
管
理

強
化
プ
ロ
グ
ラ
ム

沿
岸

/海
洋
・
生
物
多

様
性

海
洋

保
護
域
等
の
管
理
を
目
的
と
し
た
戦
略
保
全
計

画
の

欠
如

H
ig

h 
✓
✓

✓
✓
✓

 
++

 
日
本
の
先
行
す
る
知
見
を
踏
ま
え
た
海
洋

保
護
域
の
保
全
を
考
慮
し
た
政
策
策
定
支

援

ブ
ル
ー
カ
ー
ボ
ン
の
保
全
を
後
押
し
す
る
政
策
の
欠

如

Lo
w

 
✓
✓
✓

✓
✓

++
日
本
の
省
庁
の
ブ
ル
ー
カ
ー
ボ
ン
の
炭
素

貯
留
に
関
す
る
先
行
す
る
知
見
・
経
験

ブ
ル
ー
カ
ー
ボ
ン
炭
素
貯
留
・
隔
離
の
計
測
お
よ
び

算
定
手
法
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
欠
如

H
ig

h 
✓
✓

✓
 

++
 

日
本
の
省
庁
の
ブ
ル
ー
カ
ー
ボ
ン
の
炭
素

貯
留
に
関
す
る
先
行
す
る
知
見
・
経
験

脆
弱
性
の
高
い
海
洋
保
護
区
に
お
け
る
生
態
系
の
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
・
評
価
の
た
め
の
技
術
不
足

M
ed

 
✓

✓
++

 
JI

CA
の
沿
岸

/海
洋
生
態
で
の
支
援
実

績
・
知
見
・
経
験

沿
岸
・
海
洋
生
態
系
や
生
物
多
様
性
に
関
す
る
統
合

的
な
デ
ー
タ
管
理
の
欠
如

M
ed

 
✓

✓
✓

++
日
本
の
省
庁
に
お
け
る
生
物
多
様
性
に
関

す
る
先
行
す
る
知
見
・
経
験

気
候
変
動
を
考
慮
し
た
森

林
の
水
源
涵
養
機
能
管
理

能
力
強
化
プ
ロ
グ
ラ
ム

森
林

統
合
流
域
管
理
計
画
に
関
す
る
気
候
変
動
に
対
す
る

耐
久
性
確
保
し
た
（

Cl
im

at
e 

pr
oo

fin
g）

政
策
の
欠

如

M
ed

 
✓
✓
✓

++
 

日
本
の
森
林
管
理
に
お
け
る
水
源
涵
養
機

能
を
考
慮
し
た
政
策
実
現

気
候
変
動
を
考
慮
し
た
森

林
管
理
強
化
プ
ロ
グ
ラ
ム

森
林

ア
グ
ロ
フ
ォ
レ
ス
ト
リ
ー
を
通
じ
た
農
産
物
の
マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
能
力
の
欠
如

M
ed

 
✓

✓
✓

++
日
本
の
農
業
経
営
支
援
の
実
績

流
域
管
理
普
及
の
た
め
の
能
力
の
欠
如

M
ed

 
✓
 

✓
+ 

流
域
管
理
に
お
け
る

JI
CA

の
支

援
実

績
・
知
見
・
経
験
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(6
)
都

市
環

境

強
化

プ
ロ

グ
ラ
ム

サ
ブ

セ
ク

タ
ー

対
応

す
る

主
な
課

題
緊

急
度

緩
和

／
適

応
波

及
効
果

イ
ン

パ
ク

ト

日
本

の
知

見
・
技

術
の

活
用

可
能

性
緩

和
適

応

（
優
先
）

最
終
処
分
場
能
力
改
善

プ
ロ
グ
ラ
ム

廃
棄
物

衛
生
型
埋

立
処
分
場
の
全
国
的
な
不
足

 
H

ig
h 

✓
✓
✓

＋
＋

＋
既
に
複
数
の
開
発
途
上
国
で
実
績
の
あ
る
準
好
気
性
の
福
岡
方

式
の
導
入
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
課
題
に
記
載
し
た
通
り
、

LG
U

の
財

政
や

技
術

不
足

、
設

置
基

準
の

未
達

条
件

等
を

考

慮
し
、
ロ
ー
カ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
仕
様
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
。

（
優
先
）

排
水
処
理
（
施
設
）
改

善
プ
ロ
グ
ラ
ム

排
水

 
LG

U
お
よ
び
地
方
水
道
区
（

LW
D
）
に

お
け
る
下
水
道
お
よ
び
腐
敗
槽
汚
泥
管

理
事
業
実
施
の
た
め
の
能
力
お
よ
び
資

金
不
足

H
ig

h 
✓
✓
 

＋
＋
＋

 
JI

CA
事

業
と

し
て

、
下

水
道

整
備

の
た

め
の

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
策
定
事
業
（
ダ
バ
オ
市
）
の
実
施
経
験
も
あ
り
、
他
の
自
治

体
へ
の
支
援
（
技
術
の
応
用
、
ロ
ー
カ
ラ
イ
ズ
化
）
は
可
能
で

あ
る

。
ま

た
排

水
処

理
技

術
（

浄
化

槽
/分

散
型

汚
水

処
理

）

に
つ
い
て
も
、
既
に
バ
ギ
オ
市
等
で
事
業
実
績
の
あ
る
本
邦
企

業
が

存
在

す
る

た
め

、
別

の
自

治
体

へ
の

支
援

が
可

能
で

あ

る
。

廃
棄
物
管
理
改
善
プ
ロ

グ
ラ
ム

廃
棄
物

LG
U
に
お
け
る
廃
棄
物
管
理
担
当
官
の

不
足
お
よ
び
技
術
的
知
見
・
地
域
情
報

の
切
断
・
喪
失

H
ig

h 
✓

＋
＋
＋

廃
棄
物
管
理
の
知
見
を
有
す
る
専
門
家
派
遣
ま
た
は
課
題
別
研

修
を

行
い

、
講

習
内

容
を

冊
子

や
W

eb
ツ

ー
ル

等
で

ま
と

め

る
。

廃
棄
物
管
理
に
対
す
る
住
民
の
低
い
関

心
度

M
ed

 
✓

＋
＋

海
外
協
力
隊
員
の
廃
棄
物
隊
員
や
環
境
教
育
隊
員
に
よ
り
、
日

本
の
経
験
を
生
か
し
て
作
成
さ
れ
た
英
語
や
タ
ガ
ロ
グ
語
の
教

材
を
利
用
し
た
支
援
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
強
化
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
一
環
と
し
て
日
本
の
企
業
が
有
す
る
廃
棄
物
処
理
・
管
理
技

術
、
分
別
等
知
見
の
共
有
は
可
能
。

資
源
回
収
施
設
の
全
国
的
な
不
足

H
ig

h
✓

＋
＋

日
本
の
地
方
自
治
体
に
お
け
る
分
別
や
リ
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る

条
例
制
定
お
よ
び
そ
の
実
施
状
況
、
住
民
に
よ
る
ご
み
の
分
別

や
回
収
状
況
等
に
つ
い
て
、
視
察
や
研
修
を
行
う
。

廃
棄
物
中
間
処
理
能
力

改
善
プ
ロ
グ
ラ
ム

廃
棄
物

低
い
廃
棄

物
転
用
率

H
ig

h
✓

＋
＋

廃
棄
物
分
別
お
よ
び
堆
肥
化
の
分
野
に
お
い
て
は
、
既
に
ダ
バ

オ
市
や
レ
ガ
ス
ピ
市
に
お
い
て
本
邦
企
業
の
堆
肥
化
技
術
を
用

い
た
事
業
実
績
の
あ
る
現
地
企
業
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
民

間
技
術
お
よ
び
経
験
（
技
術
の
応
用
、
ロ
ー
カ
ラ
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ズ
化
、
市

場
形
成
）
を
生
か
し
て
別
の
地
域
の
自
治
体
支
援
を
行
う
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
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第4章  提言

本調査で検討した様々な強化プログラムについて、インパクトが大きい優先強化プログラムを

中心に、フィリピン政府がそれらの実現に向けて早急に検討を開始し、日本政府および JICAとの

具体的な協議を行うことが望まれる。本調査で特定した課題は多岐にわたり、早急に解決すべき

課題も多く含まれるため、全ての課題を日本政府および JICAの協力のみを通じて解決する事は現

実的でなく、フィリピン政府が本調査の重点セクターに対して国内予算を更に積極的に確保、活

用することが望まれる。また、フィリピン政府は本調査の結果を JICA以外のドナーとも広く共有

し、これらドナーと協調して課題の解決に向けて具体的な施策を進めることが期待される。加え

て、フィリピンがNDCをはじめとする気候変動対策目標を達成するにあたって、以下の取組みを

特に加速することが望まれる。

世界でも最も気候変動リスクの高い国の一つとされるフィリピンでは、将来に渡って更に悪化

が予想されている気候変動の影響に対応するための適応策の実施が喫緊の課題である。現在フィ

リピン政府は国内の適応策の確実な実施に向けて NAPを最終化中であるが、同計画に基づき全て

の関係するセクターにおいて関連政策に基づき適応策が推進されることが期待される。適応に関

連する防災セクターや水資源セクターでは毎年国家予算が一定程度充てられているが、他のセク

ターに対する適応策を加速するにあたって PSF の拡充が望まれる。また、国際的な気候資金であ

る GCF や、近く立ち上げが期待される損失と損害（ロス＆ダメージ）に対応するための新たな資

金措置（基金を含む）へのアクセスを向上するため、更なる国内関係者の人材育成や組織力強化

が望まれる。

本調査期間中に開催された COP28 では、パリ協定の目標達成に向けた世界全体の進捗状況の評

価であるグローバル・ストックテイクが初めて行われ、2030 年までに GHG の 43％、2035 年まで

に 60％削減、2050 年までにネットゼロ排出を達成する必要性が示された。更に、全ての締約国に

対し、次期 NDC において全セクターで 1.5°C 目標に整合した野心的な GHG 排出削減目標の設定

を促した他、民間部門の役割の重要性にも触れている。フィリピンは現行のNDCにおいて野心的

な目標値を掲げるなど気候変動緩和策にも積極的に取組んでいる。再生可能エネルギーの導入を

はじめ、緩和プロジェクトは民間セクターによる貢献が期待されており、政府も税優遇やインセ

ンティブ付与など様々の措置を講じている。一方で民間セクターの気候変動に対する意識は大企

業を除いて限定的であり、影響、リスク、そしてビジネス機会に関する意識の改革を通じて、更

なる民間資金の動員と脱炭素技術の展開が望まれる。

フィリピン政府は上記のようにNDCにおいて野心的な緩和目標を掲げている他、石炭火力発電

の廃止やメタン排出の抑制も宣言をしている。一方で、政府は国としてカーボンニュートラル

（ネットゼロ）目標は公式に設定していない。一部 LGUや大企業はゼロエミッション宣言を国に

先駆けて行っている。政府としてネットゼロにコミットし、国際的に気候変動対策に対して長期

的に積極的な立場を取ることを明確に示すことで、上記の気候資金をはじめ各国のドナーからの

支援が促進することが期待され、緩和だけでなく、適応においても対策がさらに加速することが

期待される。
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添付資料 1：情報収集対象関係機関 
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区分 組織名 
フィリピン官庁 気候変動委員会（CCC） 

国家経済開発庁（NEDA） 
貿易産業省（DTI） 
1. Industry Development and Trade Policy Group 
2. 投資委員会（DTI-BOI） 
3. Regional Operation Group/Bureau of Micro, Small and Medium Enterprise Development 
内務・自治省(DILG) 
１．地方開発計画局（LDPD） 
２．地方行政学院（LGA） 
エネルギー省(DOE) 
1. 石油産業管理局（DOE-OIMB） 
2. エネルギー利活用管理局（DOE-EUMB） 
3. エネルギー政策計画局（DOE-EPPB） 
4. 電力産業管理局（DOE-EPIMB） 
5. 再生可能エネルギー管理局（DOE-REMB） 
6. エネルギー資源開発局（DOE-ERDB） 
7. フィリピン電力公社（NPC） 
8. 国家電化庁（NEA） 
9. 国営送電公社（TransCo） 
エネルギー規制委員会(ERC) 
運輸省道路・インフラ局（DOTr-RTI） 
農務省 (DA) 
1. 気候レジリエンス農業局（DA-CRAO） 
2. 土壌水管理局(DA-BSWM) 
3. 水産資源局（DA-BFAR） 
4. 畜産局（DA‐BAI） 
5. 農業研究局（DA-BAR） 
6. 農水産業技術局（DA-BAFE） 
7. Planning and Monitoring Service（DA-PMS） 
8. Field Operations Service（DA-FOS） 
9. Project Development Service（DA-PDS） 
10. Information and Communications Technology Service（DA-ICTS） 
11. 農業クレジット政策委員会（ACPC） 
12. 国立水産研究開発研究所(NFRDI) 
13. フィリピン水牛センター(PCC) 
14. 国家灌漑庁(NIA) 
15. フィリピン稲研究所 (PhilRice)Los Baños 支部 
16. フィリピン水産開発機構(PFDA) 
17. フィリピンココナッツ協会（PCA） 
18. 砂糖規制委員会(SRA) 
フィリピン作物保険公社（PCIC） 
環境天然資源省 (DENR) 
1. 環境管理局 (DENR-EMB) 
2. 気候変動部（DENR-CCS） 
3. 森林局 (DENR-FMB) 
4. 生物多様性管理局 (DENR-BMB) 
5. 生態系研究開発局 (DENR-ERDB) 
6. 鉱山地球科学局（DENR-MGB） 
7. Foreign-Assisted and Special Projects Service (DENR-FASPS) 
科学技術省(DOST) 
1. Disaster Risk Reduction and Climate Change Unit(DOST-DRRCC) 
2. フィリピン天文気象局（DOST-PAGASA） 
3. フィリピン火山地震研究所（DOST-PHIVOLCS） 
公共事業道路省（DPWH）計画及び PPP サービス部局 
国家災害リスク軽減・管理評議会 市民防衛局（NDRRMC-OCD） 
国家固形廃棄物管理委員会（NSWMC） 
地方水道事業局(LWUA) 
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区分 組織名 
フィリピン官庁 財務省（DOF） 

マニラ首都圏開発庁(MMDA) 
フィリピン開発銀行（DBP） 

大学 フィリピン大学 
1. ロス・バニョス校 
2. ディリマン校 

ドナー機関等 国際連合開発計画フィリピン支部（UNDP） 
国連食糧農業機関フィリピン事務所(FAO)  
世界銀行マニラ事務所（WB） 
アジア開発銀行本部、フィリピン事務所（ADB） 
フランス開発庁フィリピン事務所（AfD） 
地球環境ファシリティフィリピンオペレーションフォーカルオフィス (GEF) 
英国大使館マニラ（British Embassy Manila）  
日本貿易振興機構マニラ事務所（JETRO） 

フィリピン 
民間組織 

フィリピン電気自動車連盟（EVAP） 
フィリピン汚染防止協会（PCAPI） 
Philippines Energy Efficiency Alliance 
Green Building Council (GBC) 
Manila Electric Company (Meralco) 
United Architecture Philippines（UAP） 
PetroGreen Energy Corporation 
ANZ PH building 
Net Zero Carbon Alliance 
Holcim Philippines, Inc. 

日系民間組織 フィリピン日本商工会 
世界省エネルギー等ビジネス推進協議会（JASE-W） 
株式会社三井住友銀行マニラ支店 
NTT Philippines 
Osaka Gas Singapore Office 
San Roque Power Corporation 
CBK Power Company Limited 
株式会社 JERA 
キューデンインターナショナル 
Daikin Airconditioning Philippines Inc. 
川崎重工業株式会社（KHI） 
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